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基本設計方針他に記載された運用要求事項の整理 

 

 

１．本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び説明書にて記載された運用要求事項は、条

文毎にそれぞれ対応する記載を横並びで整理する。 

 

２．運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び説明書をそれぞれに

対して以下のステップで実施した。 

（１）運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び説明書における運用要求の抽出は、以下の手順で実施し

た。抽出のフローを図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針について、「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明

書」に規定する「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方針を要求

種別「運用要求」「機能要求」「設置要求」「評価要求」「定義」「冒頭宣言」に

分類し、要求種別が「運用要求」と整理された基本設計方針条文の抽出を行

う。 

Step2※１：Step1 にて抽出の対象とならなかった、要目表及び説明書において「保安規定

に定める」「管理する」「運用する」と記載され、かつ設計所管が運用と定める

事項であると判断した箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観

点から、保安規定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定及び社内標準の変

更を伴うものを「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」としてまとめ

た。また、変更を伴わないものは別リストとした。 

 

※１ 運用としての変更の有無に関わらず抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準

名及び社内標準の具体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」及び別添

２「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」にまとめた。 

なお、保安規定反映事項は、補足説明資料を参照し、保安規定に反映すべき

事項を必要に応じて補足することとする。  
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工認記載（要目表、基本設計方針、説明書） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 
STEP-2 

様式-8 において「運

用要求」に分類され

ている事項か？※ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる事項か？※ 

YES 

別添２「保安規定及び社内標準の

変更を伴わない運用要求」へ記載 

NO 
 

STEP-3 

別添１「基本設計方針他に記載され

た運用要求事項の整理」へ記載 

保安規定及び社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 運用要求事項抽出フロー 

NO 

※ 運用としての変更の有無に関わらず抽出する。 
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３．「基本設計方針他に記載された運用要求事項の整理」フォーマットの説明 

項  目 記 載 内 容 

基本設計方針 ○「青字（青下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

保安規定および関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべ

き内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべき内容を明確に

する。 

○「様式条文」にて様式-８における技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における「施設区分」

を示す。 

 

説明書 ○「青字（青下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

保安規定および関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべ

き内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべき内容を明確に

する。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

 

保安規定（内容） ○「黒字（赤下線）」により、本申請での変更箇所を明確にする。 

 

保安規定（備考） ○「保安規定（内容）」の補足説明を記載する。 

社内標準 ○該当する社内規定文書名（2次文書等）を記載する。 

 

社内標準における具体的

記載案 

○社内標準における具体的記載案を記載する。 
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
5
条

39
 

 （
地

震
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 (
地

震
)
 

２
．

１
．

１
 

耐
震

設
計

 
（

５
）

設
計

に
お

け
る

留
意

事
項

 
耐

震
重

要
施

設
及

び
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
以

下
「

上
位

ク
ラ

ス
施

設
」
と

い
う

。）
は

、
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
波

及
的

影
響

に
よ

っ
て

、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
波

及
的

影
響

に
つ

い
て

は
、

耐
震

重
要

施
設

の
設

計
に

用
い

る
地

震
動

又
は

地
震

力
を

適
用

し
て

評
価

を
行

う
。

な
お

、
地

震
動

又
は

地
震

力
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
施

設
の

配
置

状
況

、
使

用
時

間
等

を
踏

ま
え

て
適

切
に

設
定

す
る

。
ま

た
、

波
及

的
影

響
に

お
い

て
は

水
平

２
方

向
及

び
鉛

直
方

向
の

地
震

力
が

同
時

に
作

用
す

る
場

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

施
設

、
設

備
を

選
定

し
評

価
す

る
。

こ
の

設
計

に
お

け
る

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
敷

地
全

体
を

俯
瞰

し
た

調
査

・
検

討
等

を
行

う
。

 
こ

こ
で

、
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
は

、
上

位
ク

ラ
ス

施
設

以
外

の
発

電
所

内
に

あ
る

施
設

（
資

機
材

等
含

む
。
）

を
い

う
。

 
 

波
及

的
影

響
を

防
止

す
る

よ
う

現
場

を
維

持
す

る
た

め
、

保
安

規
定

に
、

機
器

設
置

時
の

配
慮

事
項

等
を

定
め

て
管

理
す

る
。

 
耐

震
重

要
施

設
に

対
す

る
波

及
的

影
響

に
つ

い
て

は
、

以
下

に
示

す
ａ

．
か

ら
ｄ

．
の

4
つ

の
事

項
か

ら
検

討
を

行
う

。
ま

た
、

原
子

力
発

電
所

の
地

震
被

害
情

報
等

か
ら

新
た

に
検

討
す

べ
き

事
項

が
抽

出
さ

れ
た

場
合

は
、

こ
れ

を
追

加
す

る
。

 

添
13

-5
-

2
3/

E
 

資
料

１
３

－
５

 
波

及
的

影
響

に
係

る
基

本
方

針
 

6
. 

工
事

段
階

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

調
査

・
検

討
 

工
事

段
階

に
お

い
て

も
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

設
計

段
階

の
際

に
検

討
し

た
配

置
・

補
強

等
が

設
計

ど
お

り
に

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
、

敷
地

全
体

を
俯

瞰
し

た
調

査
・

検
討

を
行

う
こ

と
で

確
認

す
る

。
ま

た
、

仮
置

資
材

等
、

現
場

の
配

置
状

況
等

の
確

認
を

必
要

と
す

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

に
つ

い
て

も
あ

わ
せ

て
確

認
す

る
。

 
工

事
段

階
に

お
け

る
検

討
は

、
別

記
2
の

4
つ

の
観

点
の

う
ち

、
③

及
び

④
の

観
点

、
す

な
わ

ち
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
損

傷
、

転
倒

及
び

落
下

等
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

、
プ

ラ
ン

ト
ウ

ォ
ー

ク
ダ

ウ
ン

に
よ

り
実

施
す

る
。

 
確

認
事

項
と

し
て

は
、

設
計

段
階

に
お

い
て

検
討

し
た

離
隔

に
よ

る
防

護
の

観
点

で
行

う
。

す
な

わ
ち

、
施

設
の

損
傷

、
転

倒
及

び
落

下
等

を
想

定
し

た
場

合
に

上
位

ク
ラ

ス
施

設
に

衝
突

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

下
位

ク
ラ

ス
施

設
が

な
い

こ
と

、
又

は
間

に
衝

撃
に

耐
え

う
る

障
壁

、
緩

衝
物

等
が

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

仮
置

資
材

等
に

つ
い

て
は

固
縛

等
、

転
倒

及
び

落
下

を
防

止
す

る
措

置
が

適
切

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
た

だ
し

、
仮

置
機

器
等

の
下

位
ク

ラ
ス

施
設

自
体

が
、

明
ら

か
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

程
度

の
大

き
さ

、
重

量
等

の
場

合
は

対
象

と
し

な
い

。
 

以
上

を
踏

ま
え

て
、

損
傷

、
転

倒
及

び
落

下
等

に
よ

り
、

上
位

ク
ラ

ス
施

設
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

が
抽

出
さ

れ
れ

ば
、

必
要

に
応

じ
て

、
上

記
の

確
認

事
項

と
同

じ
観

点
で

対
策

・
検

討
を

行
う

。
す

な
わ

ち
、

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

配
置

を
変

更
し

た
り

、
間

に
緩

衝
物

等
を

設
置

し
た

り
、

固
縛

等
の

転
倒

・
落

下
防

止
措

置
等

を
講

じ
た

り
す

る
こ

と
で

対
策

・
検

討
を

行
う

。
 

ま
た

、
工

事
段

階
に

お
け

る
確

認
の

後
も

、
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
に

現
場

を
保

持
す

る
た

め
、

保
安

規
定

に
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

４
 地

震
 

４
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
地

震
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
波

及
的

影
響

防
止

に
関

す
る

手
順

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
現

場
を

維
持

す
る

た
め

、
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
機

器
・
配

管
等

の
設

置
お

よ
び

点
検

資
材

等
の

仮
設
・
仮

置
時

に
お

け
る

、
耐

震
重

要
施

設
（

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

施
設

）
お

よ
び

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

ま
た

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
、

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
含

む
。
）
、

特
重

施
設

（
以

下
、「

耐
震

重
要

施
設

等
」
と

い
う

。
）
に

対
す

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

※
１
の

波
及

的
影

響
（

４
つ

の
観

点
※
２
お

よ
び

溢
水

・
火

災
の

観
点

）
を

防
止

す
る

。
 

※
１
：
耐

震
Ｂ

ク
ラ

ス
お

よ
び

Ｃ
ク

ラ
ス

施
設

に
加

え
、
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
を

含
む

。
）
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
な

ら
び

に
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
お

よ
び

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

の
い

ず
れ

に
も

属
さ

な
い

常
設

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
考

慮
す

る
。

 
※

２
：

４
つ

の
観

点
と

は
、

以
下

を
い

う
。

 
ア

．
 設

置
地

盤
お

よ
び

地
震

応
答

性
状

の
相

違
等

に
起

因
す

る
相

対
変

位
ま

た
は

不
等

沈
下

に
よ

る
影

響
 

イ
．
 耐

震
重

要
施

設
等

と
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
の

接
続

部
に

お
け

る
相

互
影

響
 

ウ
．
 建

屋
内

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

等
へ

の
影

響
 

エ
．
 建

屋
外

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

へ
の

影
響

 
 

－
 

保
守

管
理

通
達

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

２
章

 
地

震
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

地
震

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
 
波

及
的

影
響

防
止

に
関

す
る

手
順

 
ａ

.機
器

設
置

時
の

配
慮

事
項

等
 

各
課

（
室

）
長

は
、

波
及

的
影

響
を

防
止

す
る

よ
う

現
場

を
維

持
す

る
た

め
、

機
器

設
置

時
の

配
慮

事
項

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

保
修

業
務

所
則

」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
ｂ

．
保

管
資

機
材

の
管

理
 

各
課

（
室

）
長

は
、

機
器

・
配

管
等

の
設

置
お

よ
び

点
検

資
材

等
の

仮
設

・
仮

置
時

に
お

け
る

、
耐

震
重

要
施

設
（

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

施
設

）
お

よ
び

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

ま
た

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
、

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
含

む
。

以
下

「
耐

震
重

要
施

設
等

」
と

い
う

）
に

対
す

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

※
１

の
波

及
的

影
響

（
４

つ
の

観
点

※
２
お

よ
び

溢
水

・
火

災
の

観
点

）
の

防
止

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
「

高
浜

発
電

所
 
現

場
資

機
材

管
理

所
則

」
に

よ
り

対
応

す
る

。
 

※
１

：
耐

震
Ｂ

ク
ラ

ス
お

よ
び

Ｃ
ク

ラ
ス

施
設

に
加

え
、

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

を
含

む
。）

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

な
ら

び
に

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

お
よ

び
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
の

い
ず

れ
に

も
属

さ
な

い
常

設
の

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

考
慮

す
る

。
 

※
２

：
４

つ
の

観
点

と
は

、
以

下
を

い
う

。
 

ア
．

設
置

地
盤

お
よ

び
地

震
応

答
性

状
の

相
違

等
に

起
因

す
る

相
対

変
位

ま
た

は
不

等
沈

下
に

よ
る

影
響

 
イ

．
耐

震
重

要
施

設
等

と
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
の

接
続

部
に

お
け

る
相

互
影

響
 

ウ
．

建
屋

内
に

お
け

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
損

傷
、

転
倒

お
よ

び
落

下
等

に
よ

る
耐

震
重

要
施

設
等

へ
の

影
響

 
エ

．
建

屋
外

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

へ
の

影
響

 

第
6
条

 
（

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

（
２

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

の
設

定
及

び
閉

止
手

順
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

若
狭

湾
の

津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
に

よ
り

津
波

襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
及

び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波
の

第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、
押

し
波

が
敷

地
へ

遡
上

せ
ず

、
引

き
波

に
よ

る
水

位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
。

 

・
第

２
波

以
降

は
、
押

し
波

が
敷

地
に

遡
上

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、

引
き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の

閉
止

判
断

基
準

は
、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
の

波
源

に
関

す
る

「
崩

壊
規

模
」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び
に

若
狭

湾
に

お
け

る
津

波
の

伝
播

特
性

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
を

網
羅

的
に

確
認

し
た

う
え

で
、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
な

お
、
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
平

常
時

及
び

台
風

時
の

潮
位

変
動

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

も
確

認
す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注
１
）
以

上
下

降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0.

5
m（

注
１
）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
下

降
す

る
こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号

機
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

」
と

い
う

。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
、
保

守
作

業
を

中
断

し
、
作

業
前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で

発
電

所
の

安
全

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 

添
2-

2-
1-

2
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.1

.2
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波

の
水

位
変

動
量

に
よ

り
津

波
襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防

止
す

る
こ

と
で

、
「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入

及
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

」（
以

下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波

の
第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、

押
し

波
が

敷
地

へ
遡

上
せ

ず
、

引
き

波
に

よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

。
 

・
第

２
波

以
降

は
、

押
し

波
が

敷
地

に
遡

上
す

る
お

そ
れ

が

あ
り

、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
は

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４

の
波

源
に

関
す

る
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」

並
び

に
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波

を
網

羅
的

に
確

認
し

た
う

え
で

、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮

し
て

設
定

す
る

。
な

お
、

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
平

常
時

及

び
台

風
時

の
潮

位
変

動
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
も

確
認

す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う

ち
、

2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に

0
.5

m（
注

１
）

以
上

下
降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

又
は

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注

１
）

以
上

下
降

す
る

こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
機

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確

認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
」

と
い

う
。
）

し
た

場
合

、
循

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

（
中

略
）

 
ウ

 土
木

建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

7



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5m
 

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

後
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
保

守
作

業
を

中
断

し
、

作
業

前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で
発

電
所

の
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5
m
 

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

２
 

入
力

津
波

の
設

定
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波

」
及

び
「

施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る
入

力
津

波
」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件
変

更
の

都
度

、
津

波
評

価
を

実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 
 

添
2-

2-

1-
3
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.2

 
入

力
津

波
の

設
定

 
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、
「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入

力
津

波
」

及
び

「
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る

入
力

津
波

」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件

変
更

の
都

度
、

津
波

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

  

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 

(1
) 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力

技
術

部
門

統
括
（

土
木

建
築

）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
、
耐

津
波

安
全

性

に
関

す
る

評
価

を
行

い
、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 

－
 

－
 

原
子

力

技
術

業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

 
 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確

認
・

評
価

 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷

（
※

２
）

お
よ

び
火

山
事

象
（

※
2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的

な
確

認
・

評
価

 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

※
２

．
別

紙
３

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 

 【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 

別
紙

－
１

 
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

 
 

１
．

計
画

（
基

本
設

計
）

 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 

 
 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

達
成

・
維

持
・

向
上

す
る

た
め

の
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
ａ

．
保

全
情

報
（

法
令

・
規

制
の

要
求

、
最

新
知

見
、

不
具

合
情

報
、

水
平

展
開

情
報

、
業

務
の

対
象

範
囲

、
実

施
・

検
証

方
法

等
）

を
収

集
す

る
。

 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

「
１

.２
 

入
力

津
波

の
設

定
」
で

設
定

し
た

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波
（

以
下
「

入
力

津
波

」
と

い
う

。）
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影

響
を

、
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

の
可

能
性

の
有

無
、

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有

無
、

津
波

に
よ

る
溢

水
の

重
要

な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

の
有

無
並

び
に

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有
無

の
観

点
か

ら
評

価
す

る

こ
と

に
よ

り
、

津
波

防
護

対
策

が
必

要
と

な
る

箇
所

を
特

定
し

て
必

要
な

津

波
防

護
対

策
を

実
施

す
る

設
計

と
す

る
。

 
入

力
津

波
の

変
更

等
が

津
波

防
護

対
策

に
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

定
期

的
な

評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

手
順

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
            

添
2-

2-

1-
7
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

敷
地

の
特

性
（

敷
地

の
地

形
、

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

遡
上

、
浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
津

波
防

護
を

達
成

す

る
た

め
、

以
下

(1
)～

(
4)

の
津

波
防

護
の

観
点

か
ら

最
も

水

位
変

動
が

大
き

い
入

力
津

波
（

以
下

「
入

力
津

波
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
影

響
の

有
無

を
評

価
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

策
が

必
要

と
な

る
箇

所
を

特
定

し
、

必
要

な
津

波

防
護

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
な

影
響

評
価

の
内

容
及

び
結

果
に

つ
い

て
は

、
資

料
２

－
２

－
４

「
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ

の
影

響
評

価
」

に
示

す
。

 
ま

た
、

入
力

津
波

の
変

更
等

が
津

波
防

護
対

策
に

影
響

を
与

え
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

、
定

期
的

な
評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
手

順
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
k．

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

確
認

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
。

 
(b

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

７
）

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

の
確

認
 

ａ
．

各
課

（
室

）
長

は
、

設
備

改
造

等
を

行
う

場
合

、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

評
価

を
行

い
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
第

１
編

第
２

章
３

．
の

定
期

的
な

評
価

時
に

併
せ

て
対

応
す

る
。

 
 

8



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ａ
．

敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

（
ａ

）
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

し
流

入
す

る
可

能
性

が

あ
る

場
合

は
、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室
（

３
号

機
設

備
、
３
・
４

号
機

共

用
（

以
下

同
じ

。
）
）

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
（
「

重
大

事
故

等
時

の
み

３
・
４

号
機

共
用

」
、「

３
号

機
設

備
、
重

大
事

故
等

時
の

み
３
・

４
号

機
共

用
」（

以
下

同
じ

。）
）
に

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
遡

上
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放

水
口

側
防

潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び
２

号
機

放
水

ピ
ッ

ト

止
水

板
、
１

号
及

び
２

号
機

中
央

制
御

室
並

び
に

中
央

制
御

室
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
浸

水
防

止
設

備

と
し

て
、
開

口
部

等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
（

３
号

機
設

備
、
３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い

て

は
、
防

潮
壁

、
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

及
び

ゲ
ー

ト
扉

体
等

で
構

成
し

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

の
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

、

重
要

安
全

施
設
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と

し
て

設
計

す
る

。
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
は

、
潮

位
計
（

潮
位

検
出

器
、
監

視
モ

ニ
タ
（

デ
ー

タ

演
算

機
能

及
び

警
報

発
信

機
能

を
有

し
、
電

源
設

備
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

を
含

む
。）

）
及

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
等

に
よ

り
構

成
さ

れ
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

判
断

を
行

う
た

め
の

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
（

Ｍ
Ｓ

－

１
）

と
同

等
の

設
計

と
す

る
。

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら
の

到

達
、
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、
押

し
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入
を

防
止

す

る
た

め
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

（
ｂ

）
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。）

を
内

包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

の
、

津
波

防
護

施
設

と
し

て
、

経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放

水
口

側
防

潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び

２
号

機
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
並

び
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
（

ａ
）、

（
ｂ

）
に

お
い

て
、

外
郭

防
護

と
し

て
設

置
す

る
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は

、
各

地
点

の
入

力
津

波
に

対
し

、
設

計
上

の
裕

度
を

考
慮

す
る

。
 

添
2-

2-
1-

7
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
1)

 敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

a
. 

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
の

防
止

 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

遡
上

波
が

地
上

部
か

ら
到

達
し

流
入

す

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
(津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。

)
を

内
包

す
る

建
屋

又
は

区
画

に
、

遡

上
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
開

口
部

等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
浸

水
防

止
設

備
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

遡
上

波
の

地
上

部

か
ら

の
到

達
、

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

原
則

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
さ

ら
に

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
の

早
期

化
や

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

b
. 

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る

場
合

は
、

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

に
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

津
波

防
護

施
設

を
設

置
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
確

認
等

を
行

い
、

津
波

襲
来

に
備

え
る

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

原
則

と
し

て
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
ま

た
、

原
子

炉
を

停
止

さ
せ

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

（
ａ

）
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

（
ｂ

）
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電

所
を

含
む

地
域

に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

ｄ
．

当
直

課
長

は
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
、

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

9



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

A
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ａ

）
海

水
ポ

ン
プ

等
の

取
水

性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

そ
の

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と

す
る

。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

も
、

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
は

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
2-

2-
1-

9
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
の

入
力

津
波

の
下

降
側

水
位

が
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

を
上

回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン

プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
ま

た
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲
用

）（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。）

）
、

送
水

車
（

１
・

２
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。
））

に
つ

い
て

も
入

力
津

波
の

水
位

に
対

し
て

、
取

水
性

が
確

保
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5
 
m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0 

分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 
分

以
内

に
 0

.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.5

 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）
は

 
0.

45
 m

と
す

る
。

以
下

、
同

じ
。
）

 

ｆ
．
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合

の
対

応
 

(a
)
 当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

(b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

  

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

Ａ
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

添
2-

2-
4
-6

9
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

3
.5

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る

評
価

 

(
3)

 評
価

結
果

 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

(
a)

 海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
 

イ
．

水
位

低
下

に
対

す
る

評
価

 

引
き

波
時

の
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

に
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す

る
。

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

水
路

に

よ
っ

て
連

絡
さ

れ
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に

10



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
こ

の
評

価
の

結
果

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
高

さ
は

、
T
.P

.
-2

.3
m
で

あ
り

、
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可

能
水

位
T.

P.
-3

.
2
1m

（
地

盤
変

動
量

0.
30

m
隆

起
を

考
慮

し
た

場
合

T.
P.

-2
.
9
1m

）
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
（

第
3-

42
図

）
 

         

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ｂ

）
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

等
の

機
能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

が
閉

塞
す

る
こ

と
な

く
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ

（
放

水
砲

用
）

及
び

送
水

車
は

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 
漂

流
物

に
対

し
て

は
、

発
電

所
構

内
及

び
構

外
で

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

が
漂

流
し

た
場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ
る

こ
と

が
な

く
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
確

保
並

び
に

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
漂

流
物

化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
2-

2-
1
-1

0
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対

し
て

、
取

水
口

が
閉

塞
す

る
こ

と
が

な
く

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
取

水
時

に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場

合
に

お
い

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
部

の
異

物
逃

が
し

溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設

計
と

す
る

。
ま

た
、

漂
流

物
化

さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定

め
て

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
．

津
波

 

５
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

ま
た

、
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

等
の

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

ｄ
．

車
両

の
管

理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(
f)

 安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 
エ

 安
全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に

関
す

る
所

達
】

 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
教

育
・

訓
練

、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

設
計

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１

／
１

）
 

津
波

防
護

に
係

る
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
 

・
津

波
襲

来
時

の
運

用
管

理
、

水
密

扉
お

よ
び

防
潮

扉
の

運
用

に
関

す
る

事
項

 

・
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

事
項

 

 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活

動
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ｅ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
７

）
車

両
の

管
理

 
ａ

．
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
。

 

添
2-

2-
4
-7

2
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

(
c)

 漂
流

物
に

よ
る

取
水

性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 

取
水

口
、

海
水

取
水

ト
ン

ネ
ル

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の

閉
塞

の
評

価
 

基
準

津
波

に
伴

う
漂

流
物

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

、
第

3
-3

9
図

～
第

3
-4

1
図

に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整

理

（
第

3-
7
表

及
び

第
3
-8

表
）

の
分

類
Ｄ

と
な

る
よ

う
な

、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

漂
流

物
は

な
い

こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
評

価
結

果
を

第
3-

20
表

及
び

第
3
-

2
1
表

に
示

す
。

 

ま
た

、
漂

流
物

化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
防

止
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て

管
理

す
る

。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
に

存
在

し
、

か
つ

漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
は

、
大

津
波

警

報
発

表
時

も
し

く
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
と

し
、

以
下

の
 

基
本

方
針

に
基

づ
き

管
理

す
る

。
 

【
津

波
遡

上
範

囲
の

車
両

に
対

す
る

基
本

方
針

】
 

11



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
は

、
原

則
駐

車
禁

止
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
エ

リ
ア

に
作

業
で

入
域

す
る

等
の

発
電

所
運

営
上

必
要

な
場

合
は

停
車

可
と

し
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

運
転

手
が

車
両

付
近

に
常

駐
※
(荷

役

な
ど

の
車

両
を

用
い

た
作

業
と

の
兼

務
は

可
と

す

る
。

)
し

、
直

ち
に

車
両

を
移

動
さ

せ
る

こ
と

が
可

能

な
体

制
と

す
る

。
 

ま
た

、
当

該
エ

リ
ア

で
の

車
両

を
用

い
た

作
業

は
、

事
前

許
可

制
と

し
、

放
水

口
側

防
潮

堤
の

外
側

及
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
、

退
避

す
る

作
業

車
両

が
１

０
台

以
下

と
な

る
よ

う
管

理
す

る
。
（

※
：

車
両

を
離

れ
る

場
合

は
、

別
の

者
を

運
転

手
に

指
定

す
る

。）
 

 

第
7
条

2
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

航
空

機
）

 

２
．

３
 

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

（
中

略
）

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

の
う

ち
人

為
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

お
い

て
、
発

電
所

敷
地

又
は

そ
の

周
辺

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
爆

発
、

近
隣

工
場

等
の

火
災

、
有

毒
ガ

ス
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

、
船

舶
の

衝
突

、
電

磁
的

障
害

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。）
（

以
下
「

人
為

事
象

」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
そ

の
安

全
性

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

防
護

措
置

そ
の

他
対

象
と

す
る

発
生

源
か

ら
一

定
の

距
離

を
置

く
こ

と
に

よ
る

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

の
う

ち
、

航
空

機
の

墜
落

に
つ

い
て

は
、

防
護

設
計

の
要

否
を

判
断

す
る

基
準

を
超

え
な

い
こ

と
に

つ
い

て
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

て
い

る
。

工
事

計
画

認
可

申
請

時
に

、
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
最

新
デ

ー
タ

に
お

い
て

、
防

護
設

計
の

要
否

を
判

断
す

る
基

準
を

超
え

る
変

更
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
、

設
計

基
準

対
象

施
設

に
対

し
て

防
護

措
置

そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

必
要

は
な

い
。

 
な

お
、

定
期

的
に

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

最
新

デ
ー

タ
の

変
更

状
況

を
確

認
し

、
防

護
措

置
の

要
否

を
判

断
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
2-

1-
1-

1
 

 
添

2-
1-

1-
2
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.2

 人
為

事
象

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

の
う

ち
人

為
事

象
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

お
い

て
、

発
電

所
敷

地
又

は
そ

の
周

辺
に

お
い

て
想

定
さ

れ
る

爆
発

、
近

隣
工

場
等

の
火

災
、

有
毒

ガ
ス

、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
、

船
舶

の
衝

突
及

び
電

磁
的

障
害

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）
（

以
下

「
人

為
事

象
」

と
い

う
。）

に
対

し
て

そ
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
防

護
措

置
そ

の
他

対
象

と
す

る
発

生
源

か
ら

一
定

の
距

離
を

置
く

こ
と

に
よ

る
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

ま
た

、
想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

に
対

す
る

防
護

措
置

に
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
が

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
設

計
基

準
対

象
施

設
以

外
の

施
設

又
は

設
備

等
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

含
む

。
）

へ
の

措
置

を
含

め
る

。
 

想
定

さ
れ

る
人

為
事

象
の

う
ち

、
航

空
機

の
墜

落
に

つ
い

て
は

、
防

護
設

計
の

要
否

を
判

断
す

る
基

準
を

超
え

な
い

こ
と

に
つ

い
て

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
て

い
る

。
工

事
計

画
認

可
申

請
時

に
、

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

最
新

デ
ー

タ
に

お
い

て
、

防
護

設
計

の
要

否
を

判
断

す
る

基
準

を
超

え
る

変
更

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

お
り

、
防

護
対

象
施

設
に

対
し

て
防

護
措

置
そ

の
他

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
必

要
は

な
い

。
な

お
、

定
期

的
に

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

最
新

デ
ー

タ
の

変
更

状
況

を
確

認
し

、
防

護
設

計
の

要
否

を
判

断
す

る
運

用
と

す
る

。
 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）

 

８
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
定

期
的

に
発

電
所

周
辺

の
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
デ

ー
タ

の
変

更
状

況
を

確
認

し
、

確
認

結
果

に
基

づ
き

防
護

措
置

の
要

否
を

判
断

す
る

。
防

護
措

置
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

場
合

は
、
関

係
箇

所
へ

防
護

措
置

の
検

討
依

頼
を

行
う

。
ま

た
、

関
係

箇
所

の
対

応
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

－
 

安
全

管
理

通
達

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 
－

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 
第

５
章

 
安

全
評

価
 

６
．

航
空

機
落

下
確

率
評

価
 

（
１

）
防

護
措

置
要

否
の

検
討

 
安

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
原

則
と

し
て

１
年

に
１

回
、

発
電

所
周

辺
の

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

デ
ー

タ
の

変
更

状
況

を
確

認
す

る
と

共
に

、
確

認
結

果
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

要
否

を
判

断
し

、
原

子
力

安
全

部
長

の
確

認
を

受
け

、
原

子
力

安
全

部
門

統
括

の
承

認
を

得
る

。
変

更
状

況
を

確
認

す
る

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

、
別

表
２

に
定

め
る

通
り

と
す

る
。

 
（

２
）

防
護

措
置

の
検

討
依

頼
 

防
護

措
置

が
必

要
と

判
断

さ
れ

た
場

合
、

原
子

力
安

全
部

長
は

、
原

子
力

安
全

部
門

統
括

の
承

認
を

得
て

原
子

力
発

電
部

長
、

原
子

力
技

術
部

長
及

び
原

子
力

土
木

建
築

部
長

へ
防

護
措

置
の

検
討

を
依

頼
す

る
。

 
（

３
）

防
護

措
置

の
対

応
確

認
 

原
子

力
発

電
部

長
、

原
子

力
技

術
部

長
及

び
原

子
力

土
木

建
築

部
長

は
原

子
力

安
全

部
長

の
依

頼
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

検
討

を
実

施
し

、
検

討
結

果
を

原
子

力
安

全
部

長
に

報
告

す
る

と
共

に
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

原
子

力
安

全
部

長
は

、
必

要
な

措
置

が
完

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
、

原
子

力
安

全
部

門
統

括
の

確
認

を
得

る
。

 

第
7
条

7
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ａ

．
竜

巻
 

防
護

対
象

施
設

は
、

竜
巻

防
護

に
係

る
設

計
時

に
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

最
大

風
速

10
0
m/

s
の

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
に

つ
い

て
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
を

設
定

し
、

防
護

対
象

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

そ
れ

ぞ
れ

の
施

設
の

設
置

場
所

及
び

障
害

物
の

有
無

を
考

慮
し

て
影

響
評

価
を

実
施

し
、

防
護

対
象

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
影

響
に

応
じ

た
防

護
措

置
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、「

５
．
１

．
２

 
多

様
性

、
位

置
的

分
散

等
」
の

位
置

的
分

散
、「

５
．
１

．
３

 
悪

影
響

防
止

等
」
及

び
「

５
．
１

．
５

 
環

境
条

件
等

」
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、

防
護

対
象

施
設

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

施
設

の
影

響
及

び
竜

巻
の

随
伴

事
象

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
な

お
、

定
期

的
に

新
知

見
の

確
認

を
行

い
、

新
知

見
が

得
ら

れ
た

場
合

に
評

価
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）

 

５
．
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
そ

の
他

自
然

災
害

に
係

る
新

た
な

知
見

等
の

収
集

、
反

映
等

を
実

施
す

る
。

 

－
 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 
添

付
２

 
火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 
(1

) 
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
の

竜
巻

の
評

価
を

行
い

、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 
－

 
－

 
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

 
－

 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
7
条

8
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
（

ａ
）

影
響

評
価

に
お

け
る

荷
重

の
設

定
 

構
造

強
度

評
価

に
お

い
て

は
、

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

、
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
及

び
飛

来
物

の
衝

撃
荷

重
を

組
み

合
わ

せ
た

荷
重

並
び

に
竜

巻
以

外
の

荷
重

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

設
計

荷
重

を
設

定
す

る
。

 
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
及

び
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
と

し
て

は
、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
風

速
の

竜
巻

の
特

性
値

に
基

づ
い

て
設

定
す

る
。

 
飛

来
物

の
衝

撃
荷

重
と

し
て

は
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

設
計

飛
来

物
で

あ
る

鋼
製

材
（

長
さ

4
.2

m
×

幅
0.

3m
×

奥
行

き
0
.2

m
、
重

量
1
35

k
g
、

飛
来

時
の

水
平

速
度

5
1m

/s
、
飛

来
時

の
鉛

直
速

度
3
4m

/s
）
よ

り
も

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
大

き
な

資
機

材
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
設

置
場

所
及

び
障

害
物

の
有

無
を

考
慮

し
、

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
、

並
び

に
車

両
の

入
構

管
理

及
び

退
避

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
か

ら
、

設
計

飛
来

物
が

衝
突

す
る

場
合

の
荷

重
を

設
定

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
さ

ら
に

、
設

計
飛

来
物

に
加

え
て

、
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
置

状
況

そ
の

他
環

境
状

況
を

考
慮

し
、

評
価

に
用

い
る

飛
来

物
の

衝
突

に
よ

る
荷

重
を

設
定

す
る

。
 

な
お

、
飛

来
し

た
場

合
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

資
機

材
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
管

場
所

、
設

置
場

所
及

び
障

害
物

の
有

無
を

考
慮

し
、

防
護

対
象

施
設

、
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

及
び

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
施

設
に

衝
突

し
、

そ
の

機
能

に
損

傷
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
、

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

が
作

用
す

る
場

合
に

お
い

て
も

、
浮

き
上

が
り

又
は

横
滑

り
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

よ
う

固
縛

す
る

。
資

機
材

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
、

並
び

に
車

両
の

入
構

管
理

及
び

退
避

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

3-
1-

1
 

 
添

2-
3-

1-
2
 

資
料

２
－

３
－

１
 

竜
巻

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 設

計
に

用
い

る
竜

巻
及

び
飛

来
物

の
設

定
 

(
2)

 飛
来

物
 

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

と
お

り
、

固
縛

等
の

運
用

、
管

理
を

考
慮

し
て

、
飛

来
し

た
場

合
に

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
最

も
大

き
く

な
る

鋼
製

材
（

長
さ

4
.2

m
×

幅
0.

3m
×

奥
行

き
0
.2

m
、

重
量

13
5k

g
、

飛
来

時
の

水
平

速
度

51
m/

s、
飛

来
時

の
鉛

直
速

度
3
4m

/s
）

を
設

計
飛

来
物

と
し

て
設

定
す

る
。

ま
た

、
評

価
対

象
物

の
設

置
状

況
そ

の
他

環
境

状
況

に
応

じ
て

、
鋼

製
パ

イ
プ

及
び

砂
利

に
つ

い
て

も
、

評
価

に
お

い
て

設
計

飛
来

物
に

代
わ

る
飛

来
物

と
し

て
設

定
す

る
。

 
飛

来
し

た
場

合
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

資
機

材
等

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
管

場
所

、
設

置
場

所
等

を
考

慮
し

、
浮

き
上

が
り

ま
た

は
横

滑
り

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
よ

う
固

縛
す

る
。

な
お

、
資

機
材

等
の

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
並

び
に

車
両

の
入

構
管

理
及

び
退

避
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
、

管
理

を
行

う
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(c

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

車
両

に
関

す
る

入
構

管
理

を
行

う
。

 
ｂ

．
竜

巻
の

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
車

両
に

関
し

て
停

車
し

て
い

る
場

所
に

応
じ

て
退

避
ま

た
は

固
縛

す
る

こ
と

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

飛
来

物
管

理
の

手
順

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、

設
置

場
所

等
に

応
じ

て
固

縛
、

建
屋

内
収

納
ま

た
は

撤
去

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

２
）

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
手

順
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
時

に
か

か
る

対
応

手
順

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ａ

．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

退
避

又
は

固
縛

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

第
7
条

9
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ａ

．
竜

巻
 

（
ｂ

）
竜

巻
に

対
す

る
影

響
評

価
及

び
竜

巻
防

護
対

策
 

屋
外

の
防

護
対

象
施

設
は

、
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

設
計

荷
重

に
対

し
て

防
護

対
象

施
設

の
構

造
強

度
評

価
を

実
施

し
、

要
求

さ
れ

る
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

屋
内

の
防

護
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

、
設

計
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

外
気

と
繋

が
っ

て
い

る
屋

内
の

防
護

対
象

施
設

、
並

び
に

建
屋

及
び

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
に

よ
る

飛
来

物
の

防
護

が
期

待
で

き
な

い
屋

内
の

防
護

対
象

施
設

は
、

加
わ

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

計
荷

重
に

対
し

て
防

護
対

象
施

設
の

構
造

強
度

評
価

を
実

施
し

、
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

要
求

さ
れ

る
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

措
置

そ
の

他
の

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

風
（

台
風

）
及

び
竜

巻
に

よ
る

風
荷

重
に

対
し

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
保

管
に

よ
り

、
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
に

対
し

、
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

竜
巻

に
よ

る
荷

重
に

よ
り

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

に
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

 
防

護
措

置
と

し
て

設
置

す
る

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
と

し
て

は
、

防
護

ネ
ッ

ト
（

硬
鋼

線
材

・
線

径
φ

4
mm

・
網

目
寸

法
5
0m

m
及

び
硬

鋼
線

材
・

線
径

φ
4
m
m・

網
目

寸
法

4
0m

m
）
、

防
護

鋼
板

（
S
S4

0
0
）

及
び

架
構

を
設

置
し

、
内

包
す

る
防

護
対

象
施

設
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

、
防

護
対

象
施

設
の

機
能

喪
失

に
い

た
る

可
能

性
の

あ
る

飛
来

物
が

防
護

対
象

施
設

に
衝

突
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
は

、
地

震
時

に
お

い
て

倒
壊

し
な

い
よ

う
、

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
を

維
持

す
る

こ
と

に
よ

り
、

防
護

対
象

施
設

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

燃
料

集
合

体
に

対
す

る
防

護
措

置
と

し
て

設
置

す
る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
は

、
防

護
ネ

ッ
ト

、
二

重
化

し
た

必
要

な
安

全
率

を
有

す
る

ワ
イ

ヤ
ロ

ー
プ

、
架

台
及

び
巻

き
取

り
装

置
か

ら
構

成
さ

れ
る

。
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

の
防

護
ネ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

近
傍

に
設

置
す

る
架

台
に

保
管

し
、

巻
き

取
り

装
置

か
ら

ワ
イ

ヤ
ロ

ー
プ

を
送

り
出

す
こ

と
に

よ
り

防
護

ネ
ッ

ト
を

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
覆

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

は
、

中
央

制
御

室
に

設
置

し
て

い
る

Ｆ
Ａ

Ｘ
等

を
用

い
て

入
手

し
た

気
象

情
報

か
ら

、
発

電
所

へ
到

達
の

お
そ

れ
の

あ
る

竜
巻

が
襲

来
す

る
前

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ
ッ

ト
で

覆
う

運
用

と
し

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
防

護
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
内

包
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
設

計
荷

重
に

対
す

る
構

造
強

度
評

価
を

実
施

し
、

内
包

す
る

防
護

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

機
能

を
損

な
わ

ず
、

飛
来

物
が

内
包

す
る

防
護

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

衝
突

す
る

こ
と

を
防

止
可

能
な

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

措
置

そ
の

他
の

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
防

護
対

象
施

設
は

、
設

計
荷

重
に

よ
り

、
機

械
的

及
び

機
能

的
な

波
及

的
影

響
に

よ
り

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

防
護

対
象

施
設

に
対

し
て

、
機

械
的

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
は

、
設

計
荷

重
に

対
し

、
当

該
施

設
の

倒
壊

、
損

壊
及

び
部

材
の

脱
落

に
よ

り
防

護
対

象
施

設
に

損
傷

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
当

該
施

設
が

機
能

喪
失

に
陥

っ
た

場
合

に
、

防
護

対
象

施
設

も
機

能
喪

失
さ

せ
る

機
能

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
は

、
設

計
荷

重
に

対
し

、
必

要
な

機
能

を
保

持
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
防

護
対

象
施

設
の

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
防

護
措

置
そ

の
他

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
に

対
し

、
防

護
対

象
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
を

考
慮

し
て

他
の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

、
重

大
事

故
等

対
処

設

添
2-

3-
3
-2

0
 

資
料

２
－

３
－

３
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.3

 竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

施
設

 
(
1)

 竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

施
設

は
、「

3
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
3
.3

(3
)
 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

す
る

。
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

施
設

は
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

竜
巻

に
よ

る
設

計
飛

来
物

の
衝

突
に

加
え

、
風

圧
力

及
び

気
圧

差
に

対
し

、
竜

巻
時

及
び

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
も

、
設

計
飛

来
物

が
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
衝

突
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

に
、

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

建
屋

も
し

く
は

地
中

構
造

物
内

部
に

設
置

し
、

ま
た

、
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
波

及
的

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

各
課

（
室

）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。）
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、

制
定

・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、

第
８

条
第

２
項

に
基

づ
き

運
営

委
員

会
の

確
認

を
得

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作

に
関

す
る

事
項

 
(2

) 
巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
 

(3
) 

異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(4

) 
警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(5
) 

原
子

炉
施

設
の

各
設

備
の

運
転

操
作

に
関

す
る

事
項

 
(6

) 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(7

) 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(8
) 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(9
) 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

飛
来

物
管

理
の

手
順

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

の
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

も
の

に
対

す
る

飛
来

物
管

理
の

手
順

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

２
）

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
手

順
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
時

に
か

か
る

対
応

手
順

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ａ

．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

退
避

又
は

固
縛

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｄ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ
ッ

ト
で

覆
う

操
作

を
実

施
す

る
。

 
（

５
）

竜
巻

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

６
）

竜
巻

襲
来

に
よ

り
原

子
炉

施
設

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
各

課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
後

原
子

炉
施

設
に

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４

編
 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
竜

巻
襲

来
時

等
の

対
応

 
７

．
竜

巻
襲

来
時

の
対

応
 

（
２

）
竜

巻
避

難
の

解
除

 
ｂ

．
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

運
転

状
態

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
ま

た
、
竜

巻
の

通
過

を
確

認
し

た
後

、
屋

外
設

備
の

点
検

を
行

い
、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｄ
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
損

傷
時

の
対

応
 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

の
目

視
に

よ
る

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
目

視
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
異

音
、

排
気

風
量

の
変

化
に

よ
る

損
傷

の
確

認
を

行
い

、
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
格

納
容

器
パ

ー
ジ

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
応

急
補

修
が

困
難

な
場

合
は

、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ま
た

、
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
な

お
、
目

視
点

検
等

に
よ

り
損

傷
が

発
見

で
き

な
い

場
合

は
、
至

近
の

定
期

検
査

に
お

い
て

、
詳

細
点

検
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

損
傷

時
の

対
応

 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

駆
動

機
構

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

は
、
速

や
か

に
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
竜

巻
の

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
車

両
に

関
し

て
停

車
し

て
い

る
場

所
に

応
じ

て
退

避
ま

た
は

固
縛

す
る

こ
と

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(d
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ
ッ

ト
で

覆
う

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｆ

．
竜

巻
に

よ
り

原
子

炉
施

設
等

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

気
体

廃
棄

物
が

放
出

中
で

あ
れ

ば
す

み
や

か
に

放
出

を
停

止
す

る
。

 
(b

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
応

急
補

修
を

行
う

。
 

(d
) 

土
木

建
築

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 
(f

) 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
ま

た
は

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

 

13



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

備
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
 

竜
巻

随
伴

事
象

を
考

慮
す

る
施

設
は

、
過

去
の

竜
巻

被
害

の
状

況
及

び
発

電
所

に
お

け
る

施
設

の
配

置
か

ら
竜

巻
随

伴
事

象
と

し
て

想
定

さ
れ

る
火

災
、

溢
水

及
び

外
部

電
源

喪
失

に
つ

い
て

も
考

慮
し

、
竜

巻
の

随
伴

事
象

に
対

す
る

影
響

評
価

を
実

施
し

、
防

護
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
竜

巻
に

よ
る

随
伴

事
象

の
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
竜

巻
随

伴
に

よ
る

火
災

に
対

し
て

は
、

火
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
お

け
る

想
定

に
包

絡
さ

れ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
竜

巻
随

伴
に

よ
る

溢
水

に
対

し
て

は
、

溢
水

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
お

け
る

溢
水

量
の

想
定

に
包

絡
さ

れ
る

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、

竜
巻

随
伴

に
よ

る
外

部
電

源
喪

失
に

対
し

て
は

、
代

替
設

備
に

よ
る

電
源

供
給

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

応
急

処
置

に
よ

る
安

全
機

能
回

復
が

困
難

な
場

合
は

、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

第
４

章
 

車
両

等
の

避
難

 
２

．
発

電
所

構
内

で
の

車
両

運
用

の
原

則
 

（
１

）
原

則
と

し
て

発
電

所
構

内
に

は
発

電
所

の
運

用
に

必
要

な
車

両
以

外
は

、
乗

り
入

れ
を

制
限

す
る

。
 

（
２

）
竜

巻
防

護
施

設
か

ら
３

５
０

ｍ
以

内
に

駐
車

す
る

車
両

に
つ

い
て

は
、

原
則

固
縛

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

３
）
車

両
の

管
理

者
は

、
常

に
速

や
か

に
車

両
の

移
動

が
で

き
る

体
制

を
維

持
す

る
。

 
（

４
）
物

品
搬

入
等

で
駐

車
制

限
エ

リ
ア

に
停

車
す

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

短
時

間
で

の
作

業
に

心
が

け
、
作

業
終

了
後

は
直

ち
に

駐
車

制
限

エ
リ

ア
外

に
車

両
を

移
動

さ
せ

る
。

 
（

５
）
車

両
の

管
理

者
は

、
停

車
車

両
の

運
転

者
に

対
し

、
常

に
連

絡
手

段
を

確
保

し
て

お
く

。
 

（
６

）
停

車
車

両
の

運
転

者
は

、
ペ

ー
ジ

ン
グ

等
に

よ
る

情
報

に
注

意
し

、
避

難
指

示
等

が
出

さ
れ

た
場

合
は

直
ち

に
指

示
に

従
う

。
 

 
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A-

4(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
襲

来
時

は
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
運

転
状

態
を

監
視

 
竜

巻
解

除
に

対
す

る
運

転
状

態
の

確
認

 
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

損
傷

発
見

し
た

場
合

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
損

傷
時

の
対

応
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A-

4(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
襲

来
時

は
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
運

転
状

態
を

監
視

 
竜

巻
解

除
に

対
す

る
運

転
状

態
の

確
認

 
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

損
傷

発
見

し
た

場
合

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
損

傷
時

の
対

応
を

記
載

 

添
2-

3-
3
-2

1
 

資
料

２
－

３
－

３
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.4

 波
及

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

(
2)

 機
能

的
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

a
. 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気
・
排

気
消

音
器

及
び

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

消
音

器
の

設
計

方
針

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
吸

気
・

排
気

消
音

器
及

び
主

蒸
気

大
気

放
出

弁
消

音
器

は
、「

3
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
3
.4

(
3)

 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

し
て

い
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気

・
排

気
消

音
器

及
び

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

消
音

器
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
竜

巻
の

風
圧

力
、

気
圧

差
に

対
し

、
竜

巻
時

及
び

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
も

、
排

気
機

能
を

保
持

す
る

た
め

に
、

防
護

対
象

施
設

に
接

続
し

、
屋

外
へ

の
排

気
を

行
う

た
め

の
風

路
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
、

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

の
消

音
器

は
、

設
計

飛
来

物
に

対
し

、
閉

塞
に

よ
り

排
気

機
能

の
一

部
を

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
排

気
機

能
の

一
部

を
喪

失
し

て
も

速
や

か
に

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を

復
旧

す
る

た
め

に
、

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
、

補
修

等
の

対
応

が
取

れ
る

配
置

と
し

、
運

転
管

理
等

の
運

用
上

の
措

置
に

よ
り

速
や

か
に

機
能

を
復

帰
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 ６

．
６

 原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
の

影
響

に
よ

り
、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（

室
）

長
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

４
章

 
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
５

）
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
４

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

第
２

編
第

１
章

か
ら

第
５

章
に

係
る

設
計

基
準

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

状
況

の
的

確
な

把
握

、
社

内
連

絡
及

び
社

外
連

絡
、
報

告
の

実
施

に
つ

い
て

は
、「

高
浜

発
電

所
 

技
術

業
務

所
則

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
各

事
象

の
影

響
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

お
よ

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
発

電
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
及

び
関

連
課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

共
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

添
2-

3-
3
-2

2
 

資
料

２
－

３
－

３
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.4

 波
及

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

(
2)

 機
能

的
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

b
. 

主
蒸

気
安

全
弁

排
気

管
、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
の

設
計

方
針

 
主

蒸
気

安
全

弁
排

気
管

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
は

、「
3
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の
「

3.
4(

3)
 
性

能
目

標
」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
し

て
い

る
。

 
主

蒸
気

安
全

弁
排

気
管

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

、
燃

料
油

貯
油

そ
う

ベ
ン

ト
管

の
排

気
管

及
び

ベ
ン

ト
管

は
、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
竜

巻
の

風
圧

力
及

び
気

圧
差

に
対

し
、

竜
巻

時
及

び
竜

巻
通

過
後

に
お

い
て

も
、
排

気
機

能
を

保
持

す
る

た
め

に
、
防

護
対

象
施

設
に

接
続

し
、

屋
外

へ
の

排
気

を
行

う
た

め
の

風
路

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
主

蒸
気

安
全

弁
排

気
管

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
の

排
気

管
及

び
ベ

ン
ト

管
は

、
設

計
飛

来
物

に
対

し
、

閉
塞

に
よ

り
排

気
機

能
の

一
部

を
喪

失
す

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

排
気

機
能

の
一

部
を

喪
失

し
て

も
速

や
か

に
防

護
対

象
施

設
の

安
全

機
能

を
復

旧
す

る
た

め
に

、
竜

巻
通

過
後

に
お

い
て

、
補

修
等

の
対

応
が

取
れ

る
配

置
と

し
、
運

転
管

理
等

の
運

用
上

の
措

置
に

よ
り

速
や

か
に

機
能

を
復

帰
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 ６

．
６

 原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
の

影
響

に
よ

り
、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（

室
）

長
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

４
章

 
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
５

）
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
４

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

第
２

編
第

１
章

か
ら

第
５

章
に

係
る

設
計

基
準

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

状
況

の
的

確
な

把
握

、
社

内
連

絡
及

び
社

外
連

絡
、
報

告
の

実
施

に
つ

い
て

は
、「

高
浜

発
電

所
 

技
術

業
務

所
則

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
各

事
象

の
影

響
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

お
よ

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
発

電
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
及

び
関

連
課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

共
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

(
2
)
 

竜
巻

）
 

竜
巻

通
過

後
に

主
蒸

気
安

全
弁

排
気

管
、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
を

点
検

し
、
異

常
が

あ
れ

ば
保

修
課

へ
連

絡
す

る
こ

と
を

記
載

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
7
条

1
0 

 
(
外

部
衝

撃
)
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

防
護

対
象

施
設

は
、

発
電

所
の

運
用

期
間

中
に

お
い

て
安

全
性

に
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
火

山
事

象
と

し
て

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

降
下

火
砕

物
の

特
性

を
設

定
し

、
そ

の
降

下
火

砕
物

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
防

護
対

象
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

な
お

、
定

期
的

に
新

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
に

評
価

す
る

運
用

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）

 

５
．
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
そ

の
他

自
然

災
害

に
係

る
新

た
な

知
見

等
の

収
集

、
反

映
等

を
実

施
す

る
。

 
－

 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・

保
全

技
術

グ
ル

ー
プ

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

は
、

必
要

な
場

合
、

関
係

グ
ル

ー
プ

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
協

力
を

得
な

が
ら

、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 
 

【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 
別

紙
－

１
 

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
 

 
１

．
計

画
（

基
本

設
計

）
 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 
 

 
原

子
力

発
電

所
の

安
全

を
達

成
・

維
持

・
向

上
す

る
た

め
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

ａ
．

保
全

情
報

（
法

令
・

規
制

の
要

求
、

最
新

知
見

、
不

具
合

情
報

、
水

平
展

開
情

報
、

業
務

の
対

象
範

囲
、

実
施

・
検

証
方

法
等

）
を

収
集

す
る

。
 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
７

 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 
(1

) 
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
の

火
山

事
象

の
評

価
を

行
い

、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 

－
 

第
7
条

1
3 

 
(
外

部
衝

撃
)
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 
イ

．
直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

方
針

 
（

イ
）

構
造

物
へ

の
荷

重
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
（

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

）
に

属
す

る
施

設
（

以
下
「

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

」
と

い
う

。
）
の

う
ち

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

施
設

、
並

び
に

防
護

対
象

施
設

を
内

包
し

降
下

火
砕

物
か

ら
そ

の
施

設
を

防
護

す
る

建
屋

で
、

降
下

火
砕

物
が

堆
積

し
や

す
い

屋
根

構
造

を
有

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

に
よ

り
、

短
期

的
な

荷
重

に
対

し
て

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

許
容

荷
重

が
降

下
火

砕
物

、
風

（
台

風
）

及
び

積
雪

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

て
安

全
裕

度
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
荷

重
に

よ
り

構
造

健
全

性
を

失
わ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

当
該

施
設

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
1-

3
 

 
添

2-
4-

3-
4
 

資
料

２
－

４
－

１
 

火
山

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.3
 降

下
火

砕
物

の
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

(
2)

 荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容

限
界

 
資

料
２

－
１

－
１

「
耐

震
設

計
上

重
要

な
設

備
を

設
置

す
る

施
設

に
対

す
る

自
然

現
象

等
へ

の
配

慮
に

関
す

る
基

本
方

針
」

の
「

4.
 組

合
せ

」
で

設
定

し
て

い
る

自
然

現
象

の
組

合
せ

に
し

た
が

っ
て

、
降

下
火

砕
物

、
風

（
台

風
）

及
び

積
雪

に
よ

る
荷

重
の

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
火

山
事

象
の

設
計

に
お

け
る

荷
重

は
、

積
雪

の
荷

重
を

組
み

合
わ

せ
る

た
め

、
積

雪
の

設
計

は
火

山
事

象
の

設
計

に
包

絡
さ

れ
る

。
 

構
造

物
へ

の
荷

重
に

対
し

て
は

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
と

そ
の

他
の

荷
重

の
組

合
せ

を
考

慮
し

て
構

造
強

度
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
が

そ
れ

ぞ
れ

定
め

る
許

容
限

界
以

下
と

な
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

建
築

基
準

法
に

お
け

る
積

雪
の

荷
重

の
考

え
方

に
準

拠
し

、
降

下
火

砕
物

の
降

灰
か

ら
3
0
日

を
目

処
に

速
や

か
に

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

、
ま

た
降

灰
時

に
は

除
雪

も
合

せ
て

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
を

短
期

に
生

じ
る

荷
重

と
す

る
。

 
  資

料
２

－
４

－
３

 
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

考
慮

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

3
.1

 降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
と

影
響

因
子

と
の

関
連

 
(
中

略
)
 

ま
た

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
火

山
事

象
が

重
大

事
故

等
の

起
因

と
な

ら
な

い
こ

と
、

並
び

に
重

大
事

故
等

時
に

火
山

事
象

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
た

め
、

設
備

を
使

用
し

て
い

な
い

保
管

時
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。

こ
の

た
め

、
閉

塞
、

磨
耗

、
大

気
汚

染
及

び
絶

縁
低

下
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

ず
、

影
響

を
受

け
る

可
能

性
が

あ
る

荷
重

、
腐

食
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業

務
要

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

を
目

処
に

速
や

か
に

除
灰

を
実

施
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
せ

て
実

施
す

る
。

 
な

お
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
 

 
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
 

 
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
降

灰
時

に
は

換
気

空
調

設
備

の
閉

回
路

運
転

な
ど

必
要

な
操

作
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

対
策

本
部

に
よ

り
降

灰
対

策
の

指
示

が
あ

れ
ば

、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
を

実
施

す
る

。
 

 
【

保
修

業
務

所
則

】
 

第
６

章
 

保
全

計
画

の
策

定
 

15



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

２
．

保
全

計
画

の
策

定
 

担
当

課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

1
4 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ロ

）
閉

塞
 

ⅰ
．

水
循

環
系

の
閉

塞
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り

降
下

火
砕

物
を

含
む

海
水

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

、
降

下
火

砕
物

の
粒

径
よ

り
大

き
な

流
水

部
を

設
け

る
こ

と
に

よ
り

、
水

循
環

系
の

狭
隘

部
が

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
水

循
環

系
が

閉
塞

し
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
点

検
を

行
い

、
状

況
に

応
じ

て
ス

ト
レ

ー
ナ

を
洗

浄
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
3
-1

9
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.2

 水
循

環
系

の
閉

塞
を

考
慮

す
る

施
設

 
 

(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、
「

4.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4.

2(
3)

 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
閉

塞
に

対
し

、
流

路
へ

の
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
又

は
降

下
火

砕
物

の
粒

径
を

考
慮

し
て

閉
塞

し
な

い
流

水
部

を
確

保
す

る
こ

と
に

よ
り

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
海

水
ポ

ン
プ

狭
隘

部
を

降
下

火
砕

物
の

粒
径

よ
り

大
き

く
す

る
こ

と
及

び
海

水
ポ

ン
プ

軸
受

部
へ

の
潤

滑
水

ラ
イ

ン
に

降
下

火
砕

物
を

捕
獲

で
き

る
ス

ト
レ

ー
ナ

を
設

置
す

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
ス

ト
レ

ー
ナ

は
差

圧
管

理
を

行
っ

て
お

り
、
規

定
値

に
達

す
れ

ば
洗

浄
を

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
 

・
当

直
課

長
は

、
事

故
時

操
作

所
則

に
従

い
、
火

山
防

護
対

象
施

設
（

※
４

）
に

対
す

る
特

別
点

検
、
建

屋
内

へ
の

火
山

灰
の

侵
入

防
止

な
ら

び
に

閉
塞

等
火

山
灰

に
よ

る
影

響
を

防
止

す
る

た
め

必
要

な
設

備
操

作
（

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

の
循

環
運

転
な

ら
び

に
ダ

ン
パ

の
閉

止
等

、
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

の
洗

浄
、
開

閉
所

の
碍

子
洗

浄
）
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
状

況
に

応
じ

て
関

係
各

課
（

室
）
長

へ
設

備
の

詳
細

点
検

等
を

依
頼

し
、

処
置

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
当

直
課

長
か

ら
連

絡
を

受
け

た
点

検
結

果
に

つ
い

て
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
点

検
の

結
果

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

対
策

本
部

と
協

議
す

る
。

 
火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

16



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

1
5 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ロ

）
閉

塞
 

ⅱ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

機
械

的
影

響
（

閉
塞

）
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
空

気
の

流
路

と
な

る
換

気
空

調
系

（
外

気
取

入
口

）
に

つ
い

て
は

、
開

口
部

を
下

向
き

の
構

造
と

す
る

こ
と

、
又

は
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
構

造
と

し
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

換
気

空
調

系
以

外
の

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

も
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

構
造

、
又

は
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

た
場

合
で

も
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

流
路

が
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
点

検
を

行
い

、
状

況
に

応
じ

て
換

気
空

調
系

の
フ

ィ
ル

タ
の

清
掃

や
取

替
え

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
3
-2

0
 

 
添

2-
4-

3
-2

1
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.3

 換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
お

け
る

閉
塞

を
考

慮
す

る
施

設
 

(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4
.3

(3
)
 

性
能

目
標

」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

閉
塞

に
対

し
、

流
路

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

の
開

口
部

を
下

向
き

の
構

造
と

し
防

塵
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
・

取
替

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
2)

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

消
音

器
）

の
設

計
方

針
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

消
音

器
）

は
、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4
.
3
(3

) 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

消
音

器
）

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

閉
塞

に
対

し
、

流
路

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

非
常

用
所

内
母

線
へ

給
電

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

消
音

器
の

開
口

部
を

下
向

き
の

構
造

と
し

吸
気

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
フ

ィ
ル

タ
の

清
掃

・
取

替
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
の

設
計

方
針

 
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

は
、
「

4
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4.

3
(3

) 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

す
る

。
 

換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
閉

塞
に

対
し

、
流

路
へ

の
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
各

部
屋

を
換

気
又

は
空

調
管

理
す

る
こ

と
で

機
器

の
運

転
に

必
要

な
温

度
条

件
の

維
持

、
居

住
性

の
維

持
及

び
被

ば
く

低
減

を
図

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
・

取
替

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

     一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
7
条

16
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ハ

）
磨

耗
 

ｉ
．

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

対
す

る
機

械
的

影
響

（
磨

耗
）

 
防

護
対

象
施

設
及

び
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
、

並
び

に
屋

外
に

開
口

又
は

屋
内

の
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

し
、

か
つ

摺
動

部
を

有
す

る
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
に

対
し

、
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

構
造

と
す

る
こ

と
又

は
磨

耗
し

に
く

い
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

磨
耗

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

磨
耗

が
進

展
し

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

水
循

環
系

、
換

気
空

調
系

の
フ

ィ
ル

タ
の

点
検

を
行

な
い

、
状

況
に

応
じ

て
清

掃
、

取
替

え
、

並
び

に
閉

回
路

循
環

運
転

等
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
3
-2

2
 

 
添

2-
4-

3
-2

3
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.4

 水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
磨

耗
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

磨
耗

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
2)

 海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

冷
却

器
）

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
4)

 １
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

１
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

冷
却

水
と

海
水

を
熱

交
換

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
5)

 空
調

用
冷

凍
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
空

調
用

冷
凍

機
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

空
調

用
冷

水
を

海
水

に
よ

り
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

磨
耗

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
6)

 取
水

設
備

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
取

水
設

備
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
7)

 計
器

用
空

気
圧

縮
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

換
気

空
調

系
の

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
侵

入
を

防
止

し
磨

耗
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 保
修

業
務

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
 

当
直

課
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
降

灰
後

に
お

け
る

中
長

期
の

対
応

 
・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 

第
7
条

17
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅰ
．

構
造

物
の

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

添
2-

4-
3
-2

4
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
2)

 復
水

タ
ン

ク
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

復
水

タ
ン

ク
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

施
設

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期

的
に

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

日
常

保
守

管
理

に
お

け
る

点
検

並
び

に
状

況
に

応
じ

た
塗

装
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

停
止

後
の

崩
壊

熱
及

び
残

留
熱

を
除

去
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
炉

心
を

冷
却

し
未

臨
界

を
維

持
す

る
機

能
、

並
び

に
原

子
炉

格
納

容
器

を
冷

却
し

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
上

昇
を

抑
制

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
4)

 外
部

し
ゃ

へ
い

建
屋

、
補

助
建

屋
、

燃
料

取
扱

建
屋

、
中

間
建

屋
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
及

び
制

御
建

屋
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

外
部

し
ゃ

へ
い

建
屋

、
補

助
建

屋
、

燃
料

取
扱

建
屋

、
中

間
建

屋
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
及

び
制

御
建

屋
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
建

屋
が

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
し

、
建

屋
に

よ
っ

て
内

包
す

る
防

護
す

べ
き

施
設

に
降

下
火

砕
物

を
接

触
さ

せ
な

い
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

４
）

降
灰

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

18
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅱ
．

水
循

環
系

の
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

 
防

護
対

象
施

設
及

び
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
材

料
の

使
用

や
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期

的
に

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

日
常

保
守

管
理

に
お

け
る

点
検

並
び

に
状

況
に

応
じ

た
塗

装
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
3
-2

3
 

 
添

2-
4-

3
-2

4
 

 
添

2-
4-

3
-2

5
 

 
添

2-
4-

3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

及
び

海
水

と
接

触
す

る
部

位
の

防
汚

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
、

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

モ
ー

タ
内

部
を

耐
食

性
の

あ
る

樹
脂

で
保

護
す

る
こ

と
に

よ
り

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
5)

 海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
海

水
と

接
触

す
る

部
位

の
防

汚
塗

装
及

び
ラ

イ
ニ

ン
グ

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
6)

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
冷

却
器

）
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
冷

却
器

）
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
非

常
用

所
内

母
線

へ
給

電
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
附

属
設

備
で

あ
る

各
冷

却
器

の
海

水
と

接
触

す
る

部
位

に
耐

食
性

の
あ

る
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

４
）

降
灰

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
7)

 １
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

１
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
冷

却
水

と
海

水
を

熱
交

換
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
海

水
と

接
触

す
る

部
位

に
耐

食
性

の
あ

る
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
8)

 空
調

用
冷

凍
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
空

調
用

冷
凍

機
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
空

調
用

冷
水

を
海

水
に

よ
り

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

と
接

触
す

る
部

位
に

耐
食

性
の

あ
る

材
料

を
使

用
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
9)

 取
水

設
備

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
取

水
設

備
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
防

汚
塗

装
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

と
接

触
す

る
部

位
の

防
汚

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 
 

第
7
条

19
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅲ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

耐
食

性
の

あ
る

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
短

期
的

に
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
長

期
的

な
腐

食
の

影
響

が
生

じ
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
日

常
保

守
管

理
に

お
け

る
点

検
並

び
に

状
況

に
応

じ
た

塗
装

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
10

) 
格

納
容

器
排

気
筒

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
格

納
容

器
排

気
筒

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
、

塗
装

等
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

建
屋

内
の

空
気

を
外

気
に

排
気

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
11

) 
補

助
建

屋
排

気
筒

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
補

助
建

屋
排

気
筒

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
、

塗
装

等
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

建
屋

内
の

空
気

を
外

気
に

排
気

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

４
）

降
灰

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な

20



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

保
全

計
画

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

 
ま

た
、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

20
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ホ

）
発

電
所

周
辺

の
大

気
汚

染
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

に
つ

い
て

は
、

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

が
中

央
制

御
室

に
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
外

気
を

遮
断

し
降

下
火

砕
物

の
侵

入
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

大
気

汚
染

を
防

止
す

る
た

め
、

降
灰

時
に

は
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.6

 発
電

所
周

辺
の

大
気

汚
染

を
考

慮
す

る
施

設
 

(
1)

 換
気

空
調

設
備

の
う

ち
中

央
制

御
室

換
気

空
調

系
（

外
気

取
入

口
）

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
換

気
空

調
設

備
の

う
ち

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
外

気
取

入
口

）
は

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

大
気

汚
染

に
対

し
、

中
央

制
御

室
へ

の
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

を
換

気
又

は
空

調
管

理
す

る
こ

と
で

居
住

性
を

維
持

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

換
気

空
調

設
備

の
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

降
下

火
砕

物
の

侵
入

に
よ

る
大

気
汚

染
を

防
止

し
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
 

当
直

課
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

第
7
条

21
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ヘ

）
絶

縁
低

下
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

空
気

を
取

り
込

む
機

構
を

有
す

る
計

装
盤

に
つ

い
て

は
、

設
置

場
所

の
換

気
空

調
系

に
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

外
気

を
遮

断
し

降
下

火
砕

物
に

よ
る

計
装

盤
の

絶
縁

低
下

を
防

止
す

る
た

め
、

降
灰

時
に

は
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
添

2-
4-

3
-2

6
 

 
添

2-
4-

3
-2

7
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.7

 絶
縁

低
下

を
考

慮
す

る
施

設
 

(
1)

 安
全

保
護

系
計

装
盤

の
設

計
方

針
 

安
全

保
護

系
計

装
盤

は
、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4.

7(
3)

 性
能

目
標

」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
安

全
保

護
系

計
装

盤
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
絶

縁
低

下
に

対
し

、
計

装
盤

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

原
子

炉
施

設
の

異
常

状
態

を
検

知
し

、
必

要
な

場
合

、
原

子
炉

停
止

系
、

工
学

的
安

全
施

設
等

を
作

動
さ

せ
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

安
全

保
護

系
計

装
盤

を
設

置
す

る
部

屋
の

換
気

空
調

設
備

の
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
換

気
空

調
設

備
の

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

の
侵

入
に

よ
る

計
装

盤
の

絶
縁

低
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
 

当
直

課
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」

を
実

施
す

る
。

 

第
7
条

23
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

想
定

さ
れ

る
外

部
火

災
に

お
い

て
、

火
災

源
を

発
電

所
敷

地
内

及
び

敷
地

外
に

設
定

し
防

護
対

象
施

設
に

係
る

温
度

や
距

離
を

算
出

し
、

そ
れ

ら
に

よ
る

影
響

評
価

を
行

い
、

最
も

厳
し

い
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 
防

護
対

象
施

設
は

、
防

火
帯

の
設

置
、

建
屋

に
よ

る
防

護
、

離
隔

距
離

の
確

保
に

よ
る

防
護

を
行

う
設

計
と

す
る

。
な

お
、

防
火

帯
外

側
に

あ
る

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

及
び

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

に
つ

い
て

は
、

そ
の

周
辺

に
防

火
帯

と
同

じ
幅

の
防

火
エ

リ
ア

を
設

け
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
に

つ
い

て
は

、
飛

び
火

対
策

と
し

て
散

水
設

備
を

設
け

る
こ

と
に

よ
り

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、
「

５
．

１
．

２
 

多
様

性
、

位
置

的
分

散
等

」
の

う
ち

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

外
部

火
災

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
定

期
的

に
評

価
を

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(b
) 

外
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

火
災

防
護

計
画

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
６

．
外

部
火

災
影

響
評

価
に

つ
い

て
 

安
全
・
防

災
室

課
長

は
、
外

部
火

災
影

響
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

を
実

施
す

る
。

 

第
7
条

25
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｂ

）
発

電
所

敷
地

内
の

火
災

源
に

対
す

る
設

計
方

針
 

外
部

火
災

で
は

火
災

源
と

し
て

森
林

火
災

、
発

電
所

敷
地

内
に

存
在

す
る

危
険

物
タ

ン
ク

の
火

災
、

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
発

電
所

港
湾

内
に

入
港

す
る

船
舶

の
火

災
及

び
敷

地
内

の
危

険
物

タ
ン

ク
火

災
と

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

が
同

時
に

発
生

し
た

場
合

の
重

畳
火

災
を

想
定

し
、

火
災

源
か

ら
の

防
護

対
象

施
設

へ
の

熱
影

響
を

評
価

す
る

。
 

防
護

対
象

施
設

の
評

価
条

件
を

以
下

の
よ

う
に

設
定

し
、

評
価

す
る

。
評

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
、

燃
料

補
充

用
の

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

保
安

規
定

に
消

火
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
防

護
対

象
施

設
に

影
響

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
警

報
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
２

．
消

火
活

動
 

（
１

）
各

課
（

室
）
長

は
外

部
火

災
発

生
の

際
に

は
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
の

定
め

に
よ

り
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

並
び

に
消

火
器

、
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

（
２

）
消

火
要

員
は

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
お

よ
び

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

の
森

林
火

災
か

ら
の

飛
び

火
に

よ
る

影
響

を
防

止
す

る
た

め
に

、
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
の

定
め

に
よ

り
散

水
活

動
を

実
施

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

価
結

果
よ

り
火

災
源

ご
と

に
輻

射
強

度
、

燃
焼

継
続

時
間

等
を

求
め

、
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

（
垂

直
外

壁
面

及
び

天
井

ス
ラ

ブ
か

ら
選

定
し

た
、

火
災

の
輻

射
に

対
し

て
最

も
厳

し
い

箇
所

）
の

表
面

温
度

が
許

容
温

度
（

20
0℃

）
以

下
及

び
屋

外
施

設
の

温
度

が
許

容
温

度
（

海
水

ポ
ン

プ
冷

却
空

気
の

取
込

温
度

  
℃

、
復

水
タ

ン
ク

温
度

 
 
℃

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

温
度

  
℃

）
以

下
と

な
る

、
又

は
、

許
容

温
度

と
な

る
危

険
距

離
を

算
出

し
、

そ
の

危
険

距
離

を
上

回
る

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
森

林
火

災
に

つ
い

て
は

、
発

電
所

周
辺

の
植

生
を

確
認

し
、

作
成

し
た

植
生

デ
ー

タ
、

気
象

条
件

及
び

発
火

点
に

よ
り

求
め

た
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

防
火

帯
の

外
縁

（
火

災
側

）
に

お
け

る
火

炎
輻

射
発

散
度

（
1,

20
0k

W/
m２

）
に

よ
る

危
険

距
離

を
求

め
評

価
す

る
。

 
・

発
電

所
敷

地
内

に
存

在
す

る
危

険
物

タ
ン

ク
の

火
災

に
つ

い
て

は
、

貯
蔵

量
等

を
勘

案
し

て
火

災
源

ご
と

に
防

護
対

象
施

設
の

温
度

※
1
を

求
め

、
評

価
す

る
。

 
・
航

空
機

墜
落

に
よ

る
火

災
に

つ
い

て
は

、「
実

用
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」（

平
成

2
1
・

0
6・

2
5
原

院
第

1
号
（

平
成

21
年

6
月

30
日

原
子

力
安

全
・
保

安
院

一
部

改
正

）
）
に

よ
り

落
下

確
率

が
1
0-

７
（

回
／

炉
・
年

）
と

な
る

面
積

及
び

離
隔

距
離

を
算

出
し

、
防

護
対

象
施

設
へ

の
影

響
が

最
も

厳
し

く
な

る
地

点
で

起
こ

る
こ

と
を

想
定

し
た

防
護

対
象

施
設

の
温

度
※
1
を

求
め

、
評

価
す

る
。

 
・

発
電

所
港

湾
内

に
入

港
す

る
船

舶
の

火
災

に
つ

い
て

は
、

港
湾

内
で

防
護

対
象

施
設

か
ら

最
も

近
い

地
点

で
起

こ
る

こ
と

を
想

定
し

、
燃

料
量

等
を

勘
案

し
て

防
護

対
象

施
設

の
温

度
※
1
を

求
め

評
価

す
る

。
 

・
重

畳
火

災
に

つ
い

て
は

、
敷

地
内

の
危

険
物

タ
ン

ク
火

災
と

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

の
評

価
条

件
に

よ
り

算
出

し
た

輻
射

強
度

及
び

燃
焼

継
続

時
間

等
に

よ
り

、
防

護
対

象
施

設
の

受
熱

面
に

対
し

、
最

も
厳

し
い

条
件

と
な

る
火

災
源

と
防

護
対

象
施

設
を

選
定

し
、

温
度

※
2
を

求
め

評
価

す
る

。
 

 ※
1 

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
（

垂
直

外
壁

面
及

び
天

井
ス

ラ
ブ

か
ら

選
定

し
た

、
火

災
の

輻
射

に
対

し
て

最
も

厳
し

い
箇

所
）
の

表
面

温
度

及
び

屋
外

施
設

の
温

度
（

海
水

ポ
ン

プ
冷

却
空

気
の

取
込

温
度

、
復

水
タ

ン
ク

内
水

温
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
内

水
温

）
 

※
2 

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
（

垂
直

外
壁

面
及

び
天

井
ス

ラ
ブ

か
ら

選
定

し
た

、
火

災
の

輻
射

に
対

し
て

最
も

厳
し

い
箇

所
）
の

表
面

温
度

 
 

発
電

所
敷

地
内

に
お

い
て

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
保

安
規

定
に

消
火

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

防
護

対
象

施
設

に
影

響
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 
 
 

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

（
３

）
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
の

定
め

に
よ

り
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

５
．

補
助

ボ
イ

ラ
燃

料
タ

ン
ク

の
燃

料
保

有
量

制
限

に
つ

い
て

 
当

直
課

長
は

、
外

部
火

災
防

護
対

象
施

設
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
と

し
て

も
、
許

容
温

度
以

下
と

な
る

よ
う

、
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を
「

高
浜

発
電

所
３
・
４

号
機

 
警

報
時

操
作

所
則

」
に

定
め

る
手

順
に

て
１

５
０

ｋ
Ｌ

に
制

限
す

る
。

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

補
助

ボ
イ

ラ
）

 
注

意
事

項
に

燃
料

タ
ン

ク
の

運
用

値
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
警

報
時

操
作

所
則

 
補

助
ボ

イ
ラ

盤
で

燃
料

タ
ン

ク
警

報
の

液
位

を
記

載
 

第
7
条

28
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｄ

）
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

）
に

対
す

る
設

計
方

針
 

イ
．

換
気

空
調

設
備

 
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
室

内
に

滞
在

す
る

人
員

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
に

保
安

規
定

に
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

ば
い

煙
の

侵
入

を
阻

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
外

部
火

災
に

よ
る

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
）

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
は

、
ば

い
煙

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
適

切
な

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

で
防

護
対

象
施

設
の

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
換

気
空

調
設

備
に

対
す

る
ば

い
煙

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

及
び

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
よ

る
外

気
の

し
ゃ

断
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
ば

い
煙

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

ば
い

煙
発

生
時

、
ば

い
煙

侵
入

防
止

の
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
４

．
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
、

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

第
7
条

33
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｅ

）
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
設

計
方

針
 

外
部

火
災

に
よ

る
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
室

内
に

滞
在

す
る

人
員

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
に

外
気

を
し

ゃ
断

す
る

ダ
ン

パ
を

設
置

し
、

又
は

建
屋

内
の

空
気

を
循

環
さ

せ
る

フ
ァ

ン
の

設
置

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

保
安

規
定

に
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
よ

る
外

気
の

し
ゃ

断
又

は
空

調
フ

ァ
ン

の
停

止
に

よ
る

外
気

流
入

の
抑

制
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。
 

幹
線

道
路

、
鉄

道
路

線
、

船
舶

及
び

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

施
設

は
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

こ
と

で
事

故
等

に
よ

る
火

災
に

伴
う

発
電

所
へ

の
有

毒
ガ

ス
の

影
響

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
2-

1-
1-

9
 

 
添

2-
1-

1
-1

0
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
3
.2

.1
 人

為
事

象
に

対
す

る
具

体
的

な
設

計
上

の
配

慮
 

(
3)

 有
毒

ガ
ス

 
発

電
所

の
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

状
況

を
も

と
に

、
想

定
さ

れ
る

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置
し

、
又

は
建

屋
内

の
空

気
を

循
環

さ
せ

る
フ

ァ
ン

の
設

置
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
４

．
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
、

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置
し

、
又

は
建

屋
内

の
空

気
を

循
環

さ
せ

る
フ

ァ
ン

の
設

置
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
11

条
5
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

火
災

区
域

は
、

他
の

区
域

と
分

離
し

て
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
、

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
火

災
区

域
外

へ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
を

踏
ま

え
た

区
域

を
、

火
災

区
域

と
し

て
設

定
す

る
。

こ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 
 火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
 

 
 

防
火

管
理

所
達

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
１

．
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
設

定
 

安
全

・
防

災
室

課
長

は
外

部
火

災
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
を

防
護

す
る

た
め

、
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

（
幅

１
８

ｍ
以

上
）

を
設

け
る

。
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
配

置
お

よ
び

維
持

・
管

理
方

法
は

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

に
定

め
る

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 

資
機

材
管

理
 

１
 

資
機

材
管

理
の

基
本

方
針

 
 

【
火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
】

 
別

紙
－

１
 

火
気

使
用

作
業

管
理

要
領

 
６

．
火

気
使

用
作

業
に

留
意

し
た

作
業

計
画

 
９

．
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

気
養

生
の

確
認

 
１

０
．

火
気

使
用

作
業

時
の

基
本

遵
守

事
項

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

４
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
内

の
運

用
 

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

運
用

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

は
、

車
両

の
駐

車
は

禁
止

す
る

。
た

だ
し

、
車

両
の

通
行

や
作

業
に

伴
う

作
業

車
両

等
の

停
車

は
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

（
２

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
可

燃
物

（
難

燃
物

含
む

）
を

保
管

し
て

は
な

ら
な

い
。

 
（

３
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
消

火
活

動
を

妨
げ

る
資

機
材

を
持

ち
込

ん
で

は
な

ら
な

い
。

 
（

４
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
原

則
、

設
備

（
仮

設
備

含
む

）
を

新
た

に
設

置
し

な
い

。
 

や
む

を
得

ず
設

備
（

建
物

や
危

険
物

を
内

包
す

る
機

器
・

構
築

物
を

除
く

）
を

設
置

す
る

場
合

は
、

飛
び

火
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
た

め
、

不
燃

化
（

難
燃

は
不

可
）

し
た

も
の

を
設

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
５

）
 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

等
が

適
切

に
管

理
さ

れ
る

よ
う

、
「

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
点

検
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

」
（

様
式

－
９

）
に

基
づ

き
１

ヶ
月

に
1
回

点
検

し
、

樹
木

お
よ

び
下

草
管

理
を

行
う

。
 

（
６

）
 
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
は

、
別

表
－

１
１

「
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
」

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

７
）

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
工

事
を

実
施

す
る

各
課

（
室

）
の

長
か

ら
提

出
さ

れ
た

「
防

火
帯

お
よ

び
防

火
エ

リ
ア

運
用

管
理

表
」
（

様
式

例
－

１
０

）
に

よ
り

上
記

（
６

）
の

既
設

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

技
術

基
準

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

。
 

５
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

お
け

る
延

焼
防

止
活

動
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

の
火

災
区

域
で

は
、

周
辺

施
設

お
よ

び
植

生
と

の
離

隔
（

３
ｍ

以
上

）
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

屋
外

）
の

火
災

区
域

点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
（

様
式

－
１

１
）

に
基

づ
き

1
ヶ

月
に

1
回

点
検

し
、

除
草

等
の

管
理

を
行

う
。

 

第
11

条
8
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

、
そ

の
他

の
設

計
基

準
対

象
施

設
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

は
、

保
安

規
定

に
設

備
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
7-

21
8
 

 
添

7-
21

9
 

 
添

7-
22

0-
/E

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
8
. 

火
災

防
護

計
画

 
火

災
防

護
計

画
は

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
全

体
を

対
象

と
し

た
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
策

定
す

る
。

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

主
な

も
の

を
以

下
に

示
す

。
 

 (
1)

 組
織

体
制

、
教

育
訓

練
及

び
手

順
 

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

体
制

、
責

任
の

所
在

、
責

任
者

の
権

限
、

体
制

の
運

営
管

理
、

必
要

な
要

員
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

並
び

に
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

等
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

 (
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

a
. 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

b
. 

非
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
防

火
シ

ー
ト

、
結

束
ベ

ル
ト

及
び

シ
ー

ト
押

さ
え

器
具

で
覆

っ
た

複
合

体
の

保
守

管
理

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
c
. 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
電

力
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

保
守

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
ケ

ー
ブ

ル
の

引
替

え
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
d
. 

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

内
で

火
災

が
発

生
し

、
当

該
区

画
の

す
べ

て
の

安
全

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
他

の
区

画
の

V
DU

盤
や

現
場

の
手

順
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

e
. 

中
央

制
御

盤
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
の

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
f
. 

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
、

動
的

機
器

の
安

全
機

能
を

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

手
順

に
つ

い

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
 (2

) 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

 火
災

防
護

計
画

 
        第

一
発

電
室

運
転

操
作

 
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

警
報

時
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
章

 
総

則
 

１
．

目
的

 
本

計
画

は
、

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
お

よ
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

等
に

基
づ

き
、

高
浜

発
電

所
原

子
炉

施
設

（
以

下
、
「

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

な
ら

び
に

外
部

遮
蔽

保
管

庫
の

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

２
．

適
用

範
囲

 
本

計
画

は
、

原
子

炉
施

設
全

体
の

火
災

防
護

対
策

に
適

用
す

る
。

 
な

お
、

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
設

置
し

た
安

全
機

能
を

有
す

る
構

造
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

火
災

防
護

対
策

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
２

章
 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
３

章
 

教
育

訓
練

 
第

４
章

 
火

災
防

護
資

機
材

の
配

備
 

第
５

章
 

火
災

予
防

活
動

お
よ

び
消

火
活

動
 

１
．

火
災

予
防

活
動

 
２

．
消

火
活

動
 

第
６

章
 

火
災

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

第
７

章
 

火
災

情
報

の
共

有
化

 
第

８
章

 
内

部
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

第
９

章
 

内
部

火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

第
１

０
章

 
外

部
火

災
防

護
対

策
 

第
１

１
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
第

１
２

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

１
）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

ｃ
）

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
 

ア
.
 自

動
消

火
設

備
は

設
置

し
な

い
が

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
て

も
、

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
に

つ
い

て
は

、
安

全
系

V
DU

 盤
内

の
煙

感
知

器
、

３
号

機
お

よ
び

４
号

機
は

、
高

感
度

煙
感

知
器

の
作

動
に
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
(
3)

 可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

(
2)

で
対

象
と

し
た

設
備

以
外

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
（

以
下

「
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

に
つ

い
て

は
、

設
備

等
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

定
め

る
。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

主
要

な
火

災
防

護
対

策
は

以
下

の
と

お
り

。
 

a
. 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
(
a)

火
災

発
生

防
止

 
イ

.
 火

災
に

よ
っ

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能
が

同
時

に
喪

失
し

な
い

よ
う

考
慮

し
、

分
散

し
て

保
管

す
る

。
 

ロ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

う
ち

、
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、
溶

接
構

造
、

シ
ー

ル
構

造
の

採
用

に
よ

り
漏

え
い

の
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 
ハ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
保

管
エ

リ
ア

内
で

の
他

設
備

へ
の

火
災

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、
金

属
製

の
容

器
へ

の
収

納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ
る

養
生

、
又

は
距

離
に

よ
る

離
隔

を
考

慮
し

て
保

管
す

る
。

 
ニ

.
 可

搬
型

ホ
ー

ス
及

び
可

搬
型

ケ
ー

ブ
ル

は
、

通
常

時
は

金
属

製
の

容
器

に
保

管
し

、
使

用
時

は
、

周
囲

に
可

燃
物

が
な

い
よ

う
設

置
す

る
。

 
ホ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
機

器
は

、
可

燃
物

に
隣

接
す

る
場

所
に

は
配

置
し

な
い

な
ど

の
エ

リ
ア

外
へ

の
延

焼
防

止
を

考
慮

す
る

。
 

ヘ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ト
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
地

震
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
転

倒
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

チ
.
 竜

巻
（

風
（

台
風

）
含

む
。
）

に
よ

る
火

災
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
分

散
配

置
又

は
固

縛
を

実
施

す
る

。
 

(
b)

 火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

イ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感

知
器

は
、

早
期

に
火

災
感

知
で

き
る

よ
う

に
、

固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
ロ

.
 屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に

よ
り

感
知

が
で

き
る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ハ
.
 屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

器
は

、
故

障
時

に
早

期
に

取
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
予

備
を

保
有

す
る

。
 

ニ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火

の
た

め
、

消
火

器
及

び
消

火
栓

を
設

置
す

る
。

 
b
. 

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

(
a)

 多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

対
し

て
実

施
し

て
い

る
火

災
防

護
対

策
を

考
慮

し
て

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
設

置
状

況
に

応
じ

た
消

防
法

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
。

 
(
b)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
火

災
感

知
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
火

災
感

知
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
c)

 (
b)

項
以

外
の

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

感
知

と
し

て
、

設
備

の
設

置
状

況
又

は
保

管
状

況
及

び
そ

の
場

所
の

環
境

等
を

考
慮

し
て

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

(
d)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
消

火
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
消

火
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
e)

 (
d)

項
以

外
の

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

消
火

は
、

設
備

の
設

置
状

況
又

は
保

管
状

況
及

び
そ

の
場

所
の

環
境

を
考

慮
し

て
、

消
火

器
又

は
消

火
栓

に
よ

る
消

火
を

行
う

。
 

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
消

火
要

員
は

、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

ｇ
．

水
素

濃
度

検
知

器
が

設
置

さ
れ

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

水
素

濃
度

上
昇

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
換

気
空

調
設

備
の

運
転

状
態

の
確

認
お

よ
び

換
気

空
調

設
備

の
切

替
え

を
実

施
す

る
。

 
ｈ

．
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

消
火

活
動

に
支

障
を

生
じ

た
際

の
ポ

ン
プ

室
の

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

ポ
ン

プ
室

の
消

火
活

動
に

支
障

が
あ

る
場

合
は

、
煙

を
排

気
で

き
る

可
搬

式
の

排
風

機
を

準
備

し
、

起
動

す
る

。
 

ｉ
．

屋
外

消
火

配
管

の
凍

結
防

止
対

策
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量
（

 
2
6
0 
m3
 
）
に

対
し

て
十

分
な

容
量

（
 1

,6
00

 m
3
 
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

ｋ
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
の

維
持

・
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

火
帯
・
防

火
エ

リ
ア

の
維

持
・
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
ば

い
煙

発
生

時
、

ば
い

煙
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｎ

．
森

林
火

災
に

対
す

る
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

防
護

 
消

火
要

員
は

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

森
林

火
災

か
ら

の
飛

び
火

に
よ

る
影

響
を

防
止

す
る

た
め

に
散

水
す

る
。

 
ｏ

．
外

部
火

災
に

よ
る

モ
ニ

タ
ポ

ス
ト

が
影

響
を

受
け

た
場

合
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
場

合
は

、
代

替
設

備
を

防
火

帯
の

内
側

に
設

置
す

る
。

 
ｐ

．
燃

料
保

有
量

制
限

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を

15
0k

lに
制

限
す

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が

て
、

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

に
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

火
災

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

イ
.
 常

駐
す

る
運

転
員

が
早

期
消

火
を

図
る

た
め

に
消

火
活

動
の

手
順

を
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
３

号
機

お
よ

び
４

号
機

は
、

電
気

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

固
定

式
の

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1
60

0
m
3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

消
火

用
水

を
確

保
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

お
よ

び
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
に

は
、

最
大

放
水

量
（

26
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
淡

水
、

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
1
･
2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A
･B

淡
水

タ
ン

ク
合

計
保

有
水

量
が

1
60

0m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

及
び

3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C･

D･
E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

00
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
は

、
純

水
装

置
停

止
及

び
3･

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
の

水
位

運
用

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
補

助
ボ

イ
ラ

）
 

注
意

事
項

に
燃

料
タ

ン
ク

の
運

用
値

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
所

則
 

補
助

ボ
イ

ラ
盤

で
燃

料
タ

ン
ク

警
報

の
液

位
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 
              ４

．
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
、

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、

3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 

添
7-

77
 

 
添

7-
78

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
2)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

a
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
章

 
総

則
 

１
．

目
的

 
本

計
画

は
、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

お
よ

び
原

子
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
等

に
基

づ
き

、
高

浜
発

電
所

原
子

炉
施

設
（

以
下

、
「

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

の
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

消
火

活
動

が
困

難
と

な
ら

な
い

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
選

定
 

(
b)

 煙
の

発
生

が
抑

制
さ

れ
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

 
イ

．
中

央
制

御
室

 
中

央
制

御
室

は
、

運
転

員
が

常
駐

す
る

た
め

、
早

期
の

火
災

感
知

及
び

消
火

活
動

が
可

能
で

あ
り

、
火

災
発

生
時

に
お

い
て

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
中

央
制

御
盤

内
は

、
煙

感
知

器
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
に

よ
り

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

可
能

で
あ

り
、

火
災

発
生

時
に

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
ロ

．
ア

ニ
ュ

ラ
ス

 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ハ
．

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
側

面
と

底
面

は
金

属
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
ピ

ッ
ト

は
水

で
満

た
さ

れ
、

使
用

済
燃

料
は

火
災

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

、
ま

た
、

新
燃

料
貯

蔵
庫

は
、

側
面

と
底

面
が

金
属

と
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

は
可

燃
物

を
置

か
な

い
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
に

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
で

あ
る

監
視

、
計

測
設

備
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
監

視
、

計
測

設
備

は
金

属
製

の
容

器
に

収
納

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ニ

．
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

 
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

で
あ

る
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
室

、
ほ

う
酸

回
収

装
置

エ
リ

ア
及

び
廃

液
蒸

発
装

置
エ

リ
ア

等
は

、
火

災
が

発
生

し
液

体
放

射
性

物
質

が
流

出
し

て
も

可
燃

物
と

は
な

ら
ず

床
ド

レ
ン

に
回

収
さ

れ
る

。
ま

た
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ホ
．

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

 
 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヘ
．

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
配

管
室

、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ
ダ

室
及

び
主

蒸
気

主
給

水
配

管
室

 
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

配
管

室
、

主
蒸

気
管

ヘ
ッ

ダ
室

及
び

主
蒸

気
主

給
水

配
管

室
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ト

．
余

熱
除

去
ク

ー
ラ

室
、

封
水

及
び

非
再

生
ク

ー
ラ

室
、

内
部

ス
プ

レ
ク

ー
ラ

室
及

び
体

積
制

御
タ

ン
ク

室
 

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室

、
封

水
及

び
非

再
生

ク
ー

ラ
室

、
内

部
ス

プ
レ

ク
ー

ラ
室

及
び

体
積

制
御

タ
ン

ク
室

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

チ
．

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

 
外

部
遮

蔽
壁

保
管

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

リ
．

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

 
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヌ
．

Ｂ
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
 

Ｂ
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

発
生

し
た

場
合

は
、

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｒ

．
火

災
予

防
活

動
（

巡
視

点
検

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
巡

視
点

検
に

よ
り

、
火

災
発

生
の

有
無

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｓ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｔ

．
火

災
予

防
活

動
（

火
気

作
業

等
の

管
理

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

い
て

、
溶

接
等

の
火

気
作

業
を

実
施

す
る

場
合

、
火

気
作

業
前

に
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
火

気
作

業
時

の
養

生
、
消

火
器

等
の

配
備

、
監

視
人

の
配

置
等

を
実

施
す

る
。

 
ｕ

．
延

焼
防

止
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

で
は

、
周

辺
施

設
お

よ
び

植
生

と
の

離
隔

を
確

保
し

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、

除
草

等
の

管
理

を
実

施
し

、
延

焼
防

止
を

図
る

。
 

ｖ
．

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｗ

．
地

震
発

生
時

に
お

け
る

火
災

発
生

の
有

無
の

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
最

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

、
地

震
終

了
後

、
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｘ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
外

部
火

災
影

響
評

価
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

２
．

適
用

範
囲

 
本

計
画

は
、

原
子

炉
施

設
全

体
の

火
災

防
護

対
策

に
適

用
す

る
。

 
な

お
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

内
に

設
置

し
た

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

火
災

防
護

対
策

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
２

章
 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
５

章
 

火
災

予
防

活
動

お
よ

び
消

火
活

動
 

１
．

火
災

予
防

活
動

 
２

．
消

火
活

動
 

第
６

章
 

火
災

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

第
７

章
 

火
災

情
報

の
共

有
化

 
第

８
章

 
内

部
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

第
９

章
 

内
部

火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

第
１

０
章

 
外

部
火

災
防

護
対

策
 

第
１

１
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
第

１
２

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

添
7-

84
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

e
. 

消
火

設
備

の
警

報
 

(
a)

 消
火

設
備

の
故

障
警

報
 

消
火

ポ
ン

プ
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
及

び
水

噴
霧

消
火

設
備

は
、

設
備

異
常

の
故

障
警

報
を

中
央

制
御

室
に

発
す

る
設

計
と

す
る

。
 

消
火

設
備

の
故

障
警

報
が

発
信

し
た

場
合

に
は

、
中

央
制

御
室

及
び

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
警

報
を

確
認

し
、

消
火

設
備

が
故

障
し

て
い

る
場

合
に

は
早

期
に

補
修

を
行

う
。

 
  

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｘ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

火
災

防
護

計
画

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
８

．
手

順
の

整
備

 
（

１
）

火
災

が
発

生
し

て
い

な
い

平
常

時
の

対
応

 
ｂ

．
当

直
課

長
は

、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
に

は
、
中

央
制

御
室

お
よ

び
必

要
な

現
場

の
制

御
盤

の
警

報
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
設

備
担

当
課

長
は

、
消

火
設

備
が

故
障

し
て

い
る

場
合

に
は

、
早

期
に

必
要

な
補

修
を

行
う

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

  
第

11
条

12
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

添
7-

42
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
第

７
６

条
 

（
デ

ィ
ー

２
．
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
－

 
火

災
防

護
通

達
 

－
 

火
災

防
護

計
【

火
災

防
護

計
画

】
 

別
紙

－
１

 
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

25



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 
（

火
災

）
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

貯
蔵

す
る

設
備

は
、

貯
蔵

量
を

一
定

時
間

の
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

る
設

計
と

す
る

。
 

4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

a
. 

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
e)

 潤
滑

油
及

び
燃

料
油

の
貯

蔵
 

（
中

略
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

以
下

の
と

お
り

、
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
。

 
イ

.
 燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

タ
ン

ク
容

量
の

設
計

と
し

て
7

日
間

（
1
68

時
間

）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
m3
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

）
 

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

号
を

実
施

す
る

。
 

(
1)

 当
直

課
長

は
、
１

ヶ
月

に
１

回
、
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
、
潤

滑
油

タ
ン

ク
の

油
量

お
よ

び
始

動
用

空
気

だ
め

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
 表

７
６

－
２

 

項
 

 
 
 
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お
よ

び
２
号

炉
 

３
号
炉

お
よ

び
４
号
炉
 

燃
料

油
貯
油

そ
う
の
油

量

（
保

有
油
量

）
 

1
64
 
m
3
 以

上
 

2
2
6
 
m
3
 以

上
 

潤
滑

油
タ
ン

ク
の
油
量

（
保

有
油
量

）
 

3
.6
 
m
3
 以

上
 

3
.
6
 
m
3
 以

上
 

始
動

用
空
気

だ
め
圧
力
 

2
.
3
5
 
MP
a
[g
a
g
e
]
 以

上
 
2
.
4
5
 M
P
a
[g
a
g
e
] 
以
上
 

 

画
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

 

２
．

 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ｅ

）
貯

蔵
 

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
お

よ
び

燃
料

油
の

貯
蔵

機
器

と
し

て
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
油

そ
う

が
該

当
す

る
。
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
ｍ

３
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

を
「

高
浜

発
電

所
 
第

一
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
4
59

ｍ
３
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

を
「

高
浜

発
電

所
 
第

二
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

 
第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

６
章

 
調

達
管

理
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
管

理
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

６
章

 
調

達
管

理
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
管

理
を

記
載

 

第
11

条
15

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
区

域
内

へ
水

素
を

内
包

す
る

ボ
ン

ベ
を

持
ち

込
む

場
合

は
、

火
災

の
発

生
防

止
対

策
を

講
じ

る
運

用
と

す
る

。
 

添
7-

43
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

b
. 

水
素

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
f)

 水
素

の
貯

蔵
 

水
素

を
貯

蔵
す

る
水

素
含

有
ボ

ン
ベ

は
、

火
災

区
域

内
で

貯
蔵

し
な

い
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ａ

）
漏

え
い

の
防

止
、

拡
大

防
止

 
イ

. 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
水

素
を

内
包

す
る

設
備

 
な

お
、

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

は
火

災
区

域
内

で
貯

蔵
し

な
い

。
 

た
だ

し
、

火
災

区
域

内
へ

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

を
持

ち
込

む
場

合
は

、
ボ

ン
ベ

使
用

時
に

ボ
ン

ベ
元

弁
を

開
弁

し
、
使

用
時

以
外

は
ボ

ン
ベ

元
弁

を
閉

止
す

る
。

 
 【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
３

．
資

機
材

の
火

災
防

護
 

（
１

）
持

込
み

可
燃

物
管

理
 

ｅ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

、
 

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
及

び
放

射
性

廃
棄

物
貯

蔵
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

に
は

、
崩

壊
熱

に
よ

る
火

災
発

生
の

考
慮

が
必

要
な

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

し
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
使

用
済

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
、

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
及

び
微

粒
子

フ
ィ

ル
タ

は
、

金
属

製
の

容
器

や
不

燃
シ

ー
ト

に
包

ん
で

保
管

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

7-
46

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
6)

 放
射

性
廃

棄
物

の
処

理
及

び
貯

蔵
設

備
の

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
及

び
放

射
性

廃
棄

物
貯

蔵
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

に
は

、
崩

壊
熱

に
よ

る
火

災
発

生
の

考
慮

が
必

要
な

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
使

用
済

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
、

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
及

び
微

粒
子

フ
ィ

ル
タ

は
、

火
災

防
護

計
画

に
金

属
製

の
容

器
や

不
燃

シ
ー

ト
に

包
ん

で
保

管
す

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
５

．
留

意
事

項
 

（
７

）
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
お

よ
び

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

設
備

 
ｂ

．
放

射
性

物
質

を
含

ん
だ

使
用

済
イ

オ
ン

交
換

樹
脂

、
チ

ャ
コ

ー
ル

フ
ィ

ル
タ

お
よ

び
Ｈ

Ｅ
Ｐ

Ａ
フ

ィ
ル

タ
は

、
固

体
廃

棄
物

と
し

て
処

理
を

行
う

ま
で

の
間

、
金

属
製

の
容

器
や

不
燃

シ
ー

ト
に

包
ん

で
保

管
す

る
。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 

資
機

材
管

理
 

３
．

資
機

材
の

火
災

防
護

 
作

業
担

当
課

（
室

）
長

は
、

持
込

み
可

燃
物

の
防

火
管

理
を

行
う

。
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

蒸
気

に
対

す
る

対
策

と
し

て
、

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、

機
械

換
気

に
よ

っ
て

、
有

機
溶

剤
の

滞
留

を
防

止
す

る
こ

と
及

び
引

火
点

の
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

7-
44

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

a
. 

可
燃

性
の

蒸
気

 
（

中
略

）
 

引
火

点
が

室
内

温
度

及
び

機
器

運
転

時
の

温
度

よ
り

も
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

こ
と

並
び

に
火

災
区

域
に

お
け

る
有

機
溶

剤
を

使
用

す
る

場
合

の
滞

留
防

止
対

策
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
潤

滑
油

お
よ

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、「
ａ

．（
ｄ

）
防

爆
」
に

示
す

と
お

り
、
可

燃
性

の
蒸

気
を

発
生

さ
せ

な
い

。
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
保

修
業

務
要

綱
に

従
い

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、
建

屋
の

給
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

排
気

フ
ァ

ン
に

よ
る

機
械

換
気

に
よ

り
、

滞
留

を
防

止
す

る
。

 

第
11

条
20

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

微
粉

を
発

生
す

る
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
火

災
区

域
に

設
置

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
、

可
燃

性
の

微
粉

及
び

静
電

気
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

44
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

b
. 

可
燃

性
の

微
粉

 
（

中
略

）
 

「
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
」

に
記

載
さ

れ
る

微
粉

を
発

生
す

る
仮

設
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
設

置
し

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
ま

た
、

火
災

区
域

に
は

、
「

工
場

電
気

設
備

防
爆

指
針

」
に

記
載

さ
れ

る
「

可
燃

性
粉

じ
ん

」
や
「

爆
発

性
粉

じ
ん

」
の

よ
う

な
可

燃
性

の
微

粉
を

発
生

す
る

設
備

を
設

置
し

な
い

。
 

ま
た

、
金

属
粉

や
布

に
よ

る
研

磨
機

の
よ

う
に

静
電

気
が

溜
ま

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

備
も

設
置

し
な

い
。

 

26



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

対
策

 
 

 
 

 

第
11

条
23

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
7-

46
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
7)

 電
気

室
の

目
的

外
使

用
の

禁
止

 
電

気
室

で
あ

る
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

５
．

留
意

事
項

 
（

２
）

電
気

室
 

電
気

室
で

あ
る

安
全

補
機

開
閉

器
室

は
、
電

源
供

給
の

み
に

使
用

す
る

た
め

電
源

供
給

に
火

災
影

響
を

与
え

る
よ

う
な

可
燃

性
の

資
機

材
を

保
管

し
な

い
。

 

第
11

条
27

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
 

（
中

略
）

 
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

建
屋

の
内

装
材

は
、

平
成

12
年

建
設

省
告

示
第

1
40

0
号

に
定

め
ら

れ
た

不
燃

材
料

、
建

築
基

準
法

に
基

づ
き

認
定

を
受

け
た

不
燃

材
料

又
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

不
燃

性
材

料
並

び
に

消
防

法
に

基
づ

く
防

炎
物

品
又

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
材

料
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

た
だ

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

部
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

表
面

に
塗

布
す

る
コ

ー
テ

ィ
ン

グ
剤

は
、

不
燃

材
料

で
あ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

塗
布

す
る

こ
と

、
火

災
に

よ
り

燃
焼

し
難

く
著

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ
と

、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
延

焼
し

な
い

こ
と

、
並

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

不
燃

性
又

は
難

燃
性

の
材

料
を

使
用

し
、

そ
の

周
辺

に
お

け
る

可
燃

物
を

管
理

す
る

運
用

と
す

る
こ

と
か

ら
、

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

48
 

 
添

7-
49

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.2

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
に

つ
い

て
 

(
3)

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

で
な

い
も

の
の

使
用

 
c
.建

屋
内

装
材

 
（

中
略

）
 

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
の

う
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
に

つ
い

て
は

、
火

災
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し
な

い
た

め
に

、
以

下
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
(
a)

 使
用

箇
所

が
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

表
面

で
あ

る
こ

と
。

 
(
b)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
は

可
燃

物
が

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、

実
施

手
段

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

等
の

社
内

標
準

に
規

定
す

る
。

 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

２
．

 
火

災
発

生
防

止
 

ｆ
．

建
屋

内
装

材
に

対
す

る
不

燃
性

材
料

の
使

用
 

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
は

、
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

不
燃

材
料

若
し

く
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

、
ま

た
は

消
防

法
に

基
づ

く
防

炎
物

品
若

し
く

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
材

料
を

使
用

す
る

。
 

た
だ

し
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
で

、
火

災
に

よ
り

燃
焼

し
難

く
著

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ
と

、
ま

た
、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

な
ら

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
は

不
燃

性
ま

た
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
可

燃
物

が
な

い
状

態
と

す
る

こ
と

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 
資

機
材

管
理

 
１

．
資

機
材

管
理

の
基

本
方

針
 

（
３

）
保

管
の

制
限

 
ａ

．
資

機
材

保
管

全
般

 
（

ａ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
（

以
下

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
と

い
う

）
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
（

ｂ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
で

は
、
設

備
・

機
器

か
ら

１
ｍ

の
範

囲
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｃ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
安

全
通

路
幅

以
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｄ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
当

該
事

故
へ

の
対

処
の

た
め

の
車

両
の

通
行

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

は
保

管
し

な
い

。
 

 ３
．

資
機

材
の

火
災

防
護

 
ｅ

．
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
、
可

燃
物

を
置

か
な

い
。

 
ｆ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
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40

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ａ

．
火

災
感

知
設

備
 

（
中

略
）

 
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

は
、

外
気

温
度

が
－

10
℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

68
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.1

.2
 機

能
設

計
 

(
4)

 火
災

感
知

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

火
災

感
知

設
備

は
、

以
下

に
示

す
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
っ

て
も

、
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

b
. 

屋
外

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
は

、
外

気
温

度
が

－
1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 c
. 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

さ
せ

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
は

、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
ま

た
、
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

に
つ

い
て

は
、
外

気
温

度
が

－
１

０
℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

ｂ
．

風
水

害
対

策
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、
電

動
消

火
ポ

ン
プ

、
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ポ
ン

プ
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

等
の

消
火

設
備

は
、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
流

れ
込

む
水

の
影

響
を

受
け

に
く

い
屋

内
に

設
置

す
る

。
 

屋
外

に
設

置
す

る
消

火
設

備
の

制
御

盤
、
ボ

ン
ベ

等
（

例
：
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

）
は

、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
制

御
盤

、
ボ

ン
ベ

等
の

浸
水

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、
風

水
害

27



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
影

響
を

受
け

た
場

合
に

も
、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

。
 

第
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条
41

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

設
備

の
破

損
、

誤
動

作
又

は
誤

操
作

に
よ

り
消

火
剤

が
放

出
さ

れ
て

も
、

原
子

炉
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

た
め

の
機

能
又

は
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
電

気
及

び
機

械
設

備
に

影
響

を
与

え
な

い
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
消

火
設

備
と

し
て

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、
「

２
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。）
）
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
、「

１
・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。
）
）、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、
３

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。）
）、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
（
「

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
））

、
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備
（「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
）
）、

水
噴

霧
消

火
設

備
（
「

１
・

２
号

機
共

用
、
１

号
機

に
設

置
」、
「

３
号

機
設

備
、
１

・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。
））

に
よ

り
消

火
を

行
う

設
計

と
し

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
ら

な
い

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

海
水

ポ
ン

プ
の

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
並

び
に

可
搬

型
の

消
火

器
又

は
消

火
栓

に
よ

り
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

は
、

消
火

対
象

が
放

水
範

囲
内

に
入

る
設

計
と

し
、

動
作

後
は

消
火

状
況

の
確

認
、

消
火

状
況

を
踏

ま
え

た
消

火
活

動
の

実
施

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

を
行

う
運

用
と

す
る

。
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5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
a)

 ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
 

（
中

略
）

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

・
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
を

目
的

と
し

た
自

動
消

火
設

備
の

設
置

が
必

要
な

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
は

、
第

5－
1
図

に
示

す
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

設
置

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

自
動

消
火

設
備

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

で
あ

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
１

個
か

ら
の

放
水

量
は

、
消

防
法

施
行

規
則

第
13

条
に

基
づ

き
80

ℓ/
m
in

以
上

と
す

る
。

ま
た

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
は

約
3m

間
隔

で
設

置
す

る
。

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

動
作

後
は

、
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

等
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

は
、
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
設

置
す

る
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

は
、
消

火
直

後
か

ら
火

災
が

発
生

し
た

エ
リ

ア
に

立
ち

入
り

が
可

能
で

あ
り

、
機

器
の

状
態

確
認

、
運

転
操

作
を

行
う

上
で

有
利

な
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
基

本
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
ヘ

ッ
ド

１
個

か
ら

の
放

水
量

は
、
消

防
法

施
行

規
則

第
十

三
条

に
基

づ
き

８
０

 
／

mi
n
以

上
と

す
る

。
 

ま
た

、
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
動

作
時

の
放

水
量

は
オ

リ
フ

ィ
ス

等
に

よ
り

７
２

０
 
／

mi
n
以

下
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

構
成

機
器

は
、
原

則
と

し
て

、
消

防
法

の
規

定
を

満
足

す
る

も
の

を
採

用
す

る
。

 
以

下
の

観
点

か
ら

抽
出

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
ガ

ス
消

火
設

備
等

を
設

置
す

る
。

 
・

火
災

防
護

対
象

機
器

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

に
よ

る
消

火
が

適
さ

な
い

油
タ

ン
ク

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
溢

水
に

よ
り

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

施
工

が
適

さ
な

い
箇

所
 

消
火

要
員

は
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

う
場

合
、
内

部
溢

水
を

考
慮

し
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
放

水
開

始
か

ら
３

０
分

以
内

に
停

止
し

、
消

火
状

況
の

確
認

を
行

う
。

 
（

1
5）

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課

（
室

）
長

は
、

原
子

炉
施

設
に

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
「

高
浜

発
電

所
 
防

火
管

理
所

達
」

に
基

づ
き

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 

第
11

条
42

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
場

合
は

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

が
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
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5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
h)

 消
火

要
員

に
よ

る
消

火
又

は
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

 
イ

.
 消

火
対

象
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

又
は

自
動

消
火

設
備

を
設

置
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

お
り

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
ガ

ス
消

火
設

備
の

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
し

、
ガ

ス
消

火
設

備
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

 
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

が
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

は
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
器

又
は

消
火

栓
で

早
期

に
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

ア
.
 原

子
炉

格
納

容
器

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
ケ

ー
ブ

ル
が

密
集

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

設
備

の
場

合
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

動
作

す
る

よ
う

に
配

管
お

よ
び

ヘ
ッ

ド
を

設
置

す
る

の
が

困
難

で
あ

る
。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

ガ
ス

消
火

設
備

の
場

合
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
全

体
に

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
す

る
。

 
こ

の
た

め
、
原

子
炉

格
納

容
器

の
消

火
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
お

よ
び

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 

添
7-

13
6
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

適
用

す
る

と
し

た
場

合
、

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

作
動

す
る

よ
う

に
配

管
及

び
ヘ

ッ
ド

を
設

置
す

る
の

が
困

難
で

あ
る

。
ま

た
、

ガ
ス

消
火

設
備

を
適

用
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m
3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
消

火
剤

を
充

満
さ

せ
る

ま
で

時
間

を
要

す
る

。
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
な

い
場

合
、

早
期

に
消

火
が

可
能

で
あ

る
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
、

消
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

が
可

能
で

あ
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

第
11

条
43

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
中

央
制

御
室

及
び

中
央

制
御

盤
は

、
常

駐
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7
-4

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
2
.2

 火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

設
計

と
し

て
お

り
、

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、

常
駐

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

１
）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

ｃ
）

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
 

ア
.
 自

動
消

火
設

備
は

設
置

し
な

い
が

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
て

も
、

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
に

つ
い

て
は

、
安

全
系

V
DU

 盤
内

の
煙

感
知

器
、

３
号

機
お

よ
び

４
号

機
は

、
高

感
度

煙
感

知
器

の
作

動
に

て
、

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

に
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

火
災

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

イ
.
 常

駐
す

る
運

転
員

が
早

期
消

火
を

図
る

た
め

に
消

火
活

動
の

手
順

を
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
３

号
機

お
よ

び
４

号
機

に
つ

い
て

は
、

電
気

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

固
定

式
の

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

））
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

））
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
11

条
51

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｂ

）
消

火
設

備
の

系
統

構
成

 
ハ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
消

火
用

水
供

給
系

は
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
「

(
a)

 
消

火
設

備
の

消
火

剤
の

容
量

」
に

示
す

最
大

放
水

量
に

対
し

て
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

82
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

b
. 

消
火

設
備

の
系

統
構

成
 

(
c)

 消
火

用
水

の
優

先
供

給
 

消
火

用
水

供
給

系
は

、
他

の
系

統
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

に
対

し
て

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、

消
火

を
優

先
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m
3
以

上
）
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
淡

水
、

消
火

水
系

統
」

 
消

火
水

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
1
･
2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A･

B
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

運
転

操
作

所
則

（
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 

第
11

条
59

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｆ

）
消

火
設

備
に

対
す

る
自

然
現

象
の

考
慮

 
イ

．
凍

結
防

止
対

策
 

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

に
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

防
止

を
目

的
と

し
て

、
屋

外
消

火
栓

を
微

開
し

通
水

す
る

運
用

を
定

め
、

気
温

の
低

下
時

に
お

け
る

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

84
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

f
. 

消
火

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

(
a)

 凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

気
象

観
測

装
置

で
測

定
す

る
外

気
温

度
を

中
央

制
御

室
で

監
視

し
、

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

、
手

順
に

基
づ

き
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
、

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
通

水
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

凍
結

防
止

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
本

運
用

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｉ

．
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
0℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

」
 

外
気

温
度

が
0
℃

以
下

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
「

消
火

水
配

管
凍

結
防

止
対

策
」

を
実

施
す

る
。

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
大

気
温

度
が

氷
点

下
と

な
っ

た
時

、
ま

た
は

氷
点

下
に

な
る

と
予

想
さ

れ
る

場
合

は
、「

消
火

水
配

管
凍

結
防

止
対

策
」

を
実

施
す

る
。

 

第
11

条
71

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ａ
）

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

対
策

 
（

中
略

）
 

1
時

間
耐

火
隔

壁
を

全
周

に
施

工
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
真

下
に

火
災

源
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

源
の

火
災

に
伴

う
火

炎
が

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

上
面

ま
で

達
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

13
3
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
4)

 火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

対
す

る
具

体
的

な
系

統
分

離
対

策
 

b
. 

1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

で
分

離
す

る
場

合
 

(
b)

 ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

分
離

に
使

用
す

る
場

合
 

イ
.
 系

統
分

離
方

法
 

(
ロ

)以
下

の
ロ

に
示

す
火

災
耐

久
試

験
の

条
件

を
維

持
す

る
た

め
に

、
下

記
事

項
を

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｂ
．

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

 
（

ｃ
）

１
時

間
耐

火
隔

壁
等

、
火

災
感

知
設

備
お

よ
び

自
動

消
火

設
備

 
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
つ

い
て

、
互

い
の

系
列

間
を

分
離

す
る

た
め

に
、

１
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

す
る

。
 

隔
壁

等
は

、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り

１
時

間
の

耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
時

間
耐

火
隔

壁
等

と
し

て
使

用
す

る
発

泡
性

耐
火

被
覆

を

29



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

る
。

 
ⅰ

．
発

泡
性

耐
火

被
覆

を
施

工
し

た
鉄

板
を

設
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

真
下

に
火

災
源

が
あ

る
場

合
は

、
火

災
源

の
火

災
に

伴
う

火
炎

が
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
上

面
ま

で
達

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ⅱ
．

発
泡

性
耐

火
被

覆
を

施
工

し
た

鉄
板

を
設

置
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

が
設

置
さ

れ
る

各
々

の
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
い

て
、

火
災

源
と

し
て

想
定

す
る

油
内

包
機

器
、

電
気

盤
、

ケ
ー

ブ
ル

及
び

一
時

的
に

持
ち

込
ま

れ
る

可
燃

物
の

う
ち

、
最

も
厳

し
い

火
災

源
に

よ
る

火
災

が
1

時
間

継
続

し
た

場
合

の
高

温
ガ

ス
温

度
を

FD
Ts

に
よ

り
求

め
、

第
6-

14
表

に
示

す
火

災
耐

久
試

験
に

お
け

る
温

度
条

件
を

超
え

な
い

よ
う

火
災

荷
重

を
制

限
す

る
。

 

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

  

施
工

し
た

鉄
板

を
設

置
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
真

下
に

火
災

源
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

源
の

火
災

に
伴

う
火

炎
が

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

上
面

ま
で

達
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
火

災
感

知
設

備
は

、
自

動
消

火
設

備
を

動
作

さ
せ

る
た

め
に

設
置

し
、

自
動

消
火

設
備

の
誤

動
作

防
止

を
考

慮
し

た
感

知
器

の
作

動
に

よ
り

自
動

消
火

設
備

を
動

作
さ

せ
る

。
 

自
動

消
火

設
備

を
、「

表
２

 
消

火
設

備
の

概
略

仕
様

」
に

示
す

。
 

第
11

条
74

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｂ
）

中
央

制
御

盤
の

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

中
央

制
御

盤
の

う
ち

、
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
有

す
る

安
全

系
VD

U
盤

は
、

火
災

に
よ

り
す

べ
て

の
区

画
の

安
全

機
能

の
全

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
に

、
原

子
炉

を
安

全
停

止
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
を

定
め

る
と

と
も

に
、

（
a）

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
同

等
の

設
計

と
し

て
、

以
下

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

13
5
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
5)

 中
央

制
御

盤
の

系
統

分
離

対
策

 
a
. 

措
置

 
火

災
に

よ
り

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

の
安

全
機

能
が

す
べ

て
喪

失
し

、
か

つ
、

電
動

弁
、

空
気

作
動

弁
及

び
電

動
補

機
は

、
関

連
す

る
制

御
ケ

ー
ブ

ル
の

火
災

に
伴

う
誤

信
号

に
よ

っ
て

厳
し

い
方

向
に

動
作

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
場

合
に

、
他

の
区

画
の

V
DU

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
っ

て
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

設
計

し
、

必
要

な
手

順
に

つ
い

て
は

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

措
置

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
中

央
制

御
盤

は
、「

ｂ
．
 
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
」
と

は
異

な
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、
運

転
員

の
操

作
性

お
よ

び
視

認
性

向
上

を
目

的
と

し
て

近
接

し
て

設
置

す
る

こ
と

か
ら

、
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
水

平
距

離
を

６
ｍ

以
上

確
保

す
る

こ
と

や
互

い
に

相
違

す
る

系
列

を
１

時
間

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁
等

で
分

離
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
。

 
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
安

全
系

VD
U
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
煙

感
知

器
の

設
置

に
よ

る
早

期
の

火
災

感
知

に
よ

っ
て

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

が
可

能
な

こ
と

か
ら

、
固

定
式

消
火

装
置

は
設

置
し

な
い

。
 

 
こ

の
た

め
、
安

全
系

V
DU

盤
は

、
以

下
に

示
す

と
お

り
、
実

証
試

験
結

果
に

基
づ

く
離

隔
距

離
等

に
よ

る
分

離
対

策
及

び
1

時
間

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁
に

よ
る

分
離

対
策

、
並

び
に

煙
感

知
器

の
設

置
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
及

び
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

に
よ

り
火

災
の

影
響

を
軽

減
し

、
両

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

が
火

災
に

よ
り

機
能

を
失

う
こ

と
を

防
止

す
る

。
 

 
ま

た
、
火

災
に

よ
り

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

の
安

全
機

能
が

す
べ

て
喪

失
し

て
も

、
他

の
区

画
の

V
DU

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
り

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
も

確
認

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

と
し

、
火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

。
 

こ
 

の
た

め
、
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、
以

下
に

示
す

と
お

り
、
実

証
試

験
結

果
に

基
づ

く
離

隔
距

離
等

に
よ

る
分

離
対

策
、
高

感
度

煙
感

知
器

の
設

置
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
お

よ
び

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
に

よ
り

火
災

の
影

響
を

軽
減

し
、
両

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

が
火

災
に

よ
り

機
能

を
失

う
こ

と
を

防
止

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
に

よ
り

中
央

制
御

盤
の

１
つ

の
区

画
の

安
全

機
能

が
す

べ
て

喪
失

し
て

も
、
他

の
区

画
の

制
御

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
り

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
も

確
認

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
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条
76

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｂ
）

中
央

制
御

盤
の

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
中

略
）

 
安

全
系

V
D
U
盤

内
に

は
、

火
災

の
早

期
感

知
を

目
的

と
し

て
、

煙
感

知
器

を
設

置
し

、
念

の
た

め
、

安
全

系
V
DU

盤
に

隣
接

す
る

盤
内

に
つ

い
て

も
、

火
災

を
早

期
に

感
知

す
る

た
め

、
煙

感
知

器
を

設
置

す
る

。
ま

た
、

常
駐

す
る

運
転

員
の

早
期

消
火

活
動

に
係

る
運

用
を

定
め

、
管

理
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

。
 

添
7-

13
5
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
5)

 中
央

制
御

盤
の

系
統

分
離

対
策

 
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
有

す
る

安
全

系
V
DU

盤
は

、
運

転
員

の
操

作
性

及
び

視
認

性
向

上
を

目
的

と
し

て
近

接
し

て
設

置
す

る
こ

と
か

ら
、

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

水
平

距
離

を
6m

以
上

確
保

す
る

こ
と

や
互

い
に

相
違

す
る

系
列

を
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
 

作
所

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
６

）
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
ａ

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

  第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
火

災
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
動

的
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
に

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
手

添
7-

13
7
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
a
. 

措
置

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

30



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

順
を

定
め

る
と

と
も

に
、（

ａ
）
に

示
す

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
設

計
と

同
等

の
設

計
と

し
て

、
以

下
に

示
す

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
油

内
包

機
器

の
単

一
の

火
災

が
時

間
経

過
と

と
も

に
徐

々
に

進
展

し
た

結
果

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
動

的
機

器
の

動
的

機
能

も
除

々
に

喪
失

し
最

終
的

に
全

て
が

喪
失

し
、

空
気

作
動

弁
は

、
電

磁
弁

に
接

続
さ

れ
る

制
御

ケ
ー

ブ
ル

の
断

線
に

よ
り

フ
ェ

イ
ル

動
作

、
電

動
弁

は
、

モ
ー

タ
に

接
続

さ
れ

る
電

源
ケ

ー
ブ

ル
の

断
線

に
よ

り
火

災
発

生
時

の
開

度
を

維
持

す
る

も
の

と
想

定
し

た
場

合
に

、
原

子
炉

を
安

全
に

停
止

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

を
選

定
し

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
措

置
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

お
よ

び
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
こ

の
た

め
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、
以

下
に

示
す

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

動
的

機
器

が
す

べ
て

火
災

の
影

響
に

よ
り

運
転

停
止

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

弁
の

遠
隔

操
作

が
で

き
な

く
な

る
こ

と
を

仮
定

し
て

も
、
運

転
員

の
操

作
に

よ
り

原
子

炉
の

安
全

停
止

が
可

能
で

あ
る

こ
と

も
確

認
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 

第
11

条
79

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

中
略

）
 

イ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

火
災

影
響

を
軽

減
す

る
た

め
、

以
下

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
鉄

製
の

蓋
を

設
置

し
、

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

筐
体

内
に

収
納

す
る

設
計

と
す

る
。

な
お

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
設

置
す

る
鉄

製
の

蓋
に

は
、

消
火

水
が

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
へ

浸
入

す
る

た
め

の
開

口
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

（
イ

）
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

同
士

が
6
ｍ

以
上

の
離

隔
を

有
す

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

か
ら

6ｍ
以

内
の

範
囲

に
位

置
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
対

し
て

、
鉄

製
の

蓋
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

ロ
）

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
同

士
が

6
ｍ

の
離

隔
を

有
し

な
い

場
合

は
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

両
方

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

及
び

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
か

ら
周

囲
6
ｍ

以
内

の
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
し

て
、

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

（
ハ

）
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

同
士

が
6ｍ

以
上

の
離

隔
を

有
す

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

か
ら

6
ｍ

以
内

の
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
し

て
、

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

（
ニ

）
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

同
士

が
6ｍ

の
離

隔
を

有
し

な
い

場
合

は
、

上
記

（
ハ

）
と

同
じ

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

可
燃

物
を

仮
置

き
し

な
い

運
用

と
す

る
。

 

添
7-

13
7
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
b
. 

系
統

分
離

対
策

 
(
a)

 ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
す

る
鉄

製
蓋

の
設

置
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

は
、

以
下

に
示

す
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

ヘ
の

鉄
製

の
蓋

の
設

置
に

よ
っ

て
、

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

設
計

と
す

る
。

な
お

、
鉄

製
の

蓋
に

は
、

開
口

の
設

置
に

よ
っ

て
、

消
火

水
が

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
ヘ

浸
入

す
る

設
計

と
す

る
。

概
要

を
第

6－
1
1
図

に
示

す
。

 
イ

．
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

同
士

が
6
m
の

離
隔

を
有

す
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

周
囲

6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ロ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

し
な

い
場

合
は

、
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
両

方
の

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
及

び
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
周

囲
6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ハ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

す
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
の

周
囲

6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ニ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

し
な

い
場

合
は

、
上

記
(ハ

)
と

同
じ

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

仮
置

き
す

る
可

燃
物

を
置

か
な

い
こ

と
を

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
ａ

）
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

延
焼

を
抑

制
す

る
距

離
の

確
保

お
よ

び
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
延

焼
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
火

災
を

感
知

す
る

火
災

感
知

器
の

配
置

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、
蒸

気
発

生
器

の
ル

ー
プ

ご
と

に
設

置
す

る
等

、
延

焼
を

抑
制

す
る

6
m
以

上
の

距
離

を
確

保
し

、
異

な
る

格
納

容
器

貫
通

部
を

通
っ

て
、

格
納

容
器

外
に

敷
設

す
る

。
 

火
災

感
知

器
は

火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

延
焼

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

機
器

ま
た

は
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
火

災
を

感
知

す
る

配
置

と
す

る
。

 
な

お
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

可
燃

物
を

置
か

な
い

運
用

と
し

、
以

下
に

よ
り

、
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

延
焼

や
火

炎
か

ら
の

影
響

を
防

止
す

る
。
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

中
略

）
 

ハ
．

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

た
め

、
消

火
要

員
に

よ
る

早
期

の
手

動
に

よ
る

消
火

活
動

及
び

進
入

困
難

な
場

合
の

多
重

性
を

有
す

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
用

い
た

手
動

に
よ

る
消

火
活

動
に

係
る

運
用

を
定

め
る

。
 

添
7-

13
8
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
b
. 

系
統

分
離

対
策

 
(
c)

 消
火

設
備

 
イ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

消
火

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
外

の
エ

ア
ロ

ッ
ク

付
近

に
常

備
す

る
消

火
器

又
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

い
る

消
火

栓
を

用
い

て
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ロ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

進
入

が
困

難
で

あ
る

広
範

囲
な

火
災

が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ハ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
の

ポ
ン

プ
は

原
子

炉
格

納
容

器
外

に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

が
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

な
い

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 防

火
管

理
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
お

よ
び

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

第
4
章

：
発

電
所

構
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
等

の
措

置
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ｂ

．
原

子
炉

の
安

全
確

保
 

（
ａ

）
原

子
炉

の
安

全
停

止
対

策
 

ロ
．

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
機

器
に

単
一

故
障

を
想

定
し

た
設

計
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
起

因
し

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

機
器

に
対

し
、
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

」
に

基
づ

く
単

一
故

障
を

想
定

し
て

も
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
系

統
分

離
対

策
に

よ
っ

て
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

添
7-

13
4
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
4)

 火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

対
す

る
具

体
的

な
系

統
分

離
対

策
 

e
．

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
機

器
に

対
し

単
一

故
障

を
想

定
し

た
場

合
の

安
全

停
止

に
つ

い
て

 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
起

因
し

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

に
至

る
場

合
に

お
い

て
も

、
各

事
象

に
対

処
す

る
た

め
の

対
処

系
で

あ
る

補
助

給
水

ポ
ン

プ
、

充
て

ん
/高

圧
注

入
ポ

ン
プ

及
び

安
全

保
護

系
の

機
器

に
対

し
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

」
に

基
づ

く
単

一
故

障
を

想
定

し
て

も
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
６

）
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
ａ

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
煙

の
充

満
に

よ
り

運
転

操
作

に
支

障
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
を

排
気

す
る

た
め

、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

31



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

め
に

必
要

な
機

器
は

、
a
項

及
び

b
項

に
示

す
隔

壁
、

c
項

に
示

す
火

災
感

知
設

備
並

び
に

d
項

に
示

す
自

動
消

火
設

備
の

対
策

に
よ

り
機

能
が

失
わ

れ
な

い
よ

う
設

計
し

て
い

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

原
子

炉
を

停
止

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

に
つ

い
て

は
火

災
防

護
計

画
に

定
め

管
理

す
る

こ
と

か
ら

、
原

子
炉

を
支

障
な

く
安

全
停

止
で

き
る

。
 

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

消
火

器
を

用
い

た
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
な

い
場

合
は

、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

  第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 
 

第
11

条
90

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ｂ

．
原

子
炉

の
安

全
確

保
 

（
ｂ

）
火

災
の

影
響

評
価

 
イ

．
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
全

機
器

の
動

的
機

能
喪

失
を

想
定

し
た

設
計

に
対

す
る

評
価

 
（

中
略

）
 

火
災

影
響

評
価

は
、

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
荷

重
の

増
加

等
又

は
設

備
改

造
等

に
よ

り
、

必
要

な
場

合
に

は
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
の

評
価

方
法

及
び

再
評

価
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
7-

17
1
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
7
.2

 火
災

の
影

響
評

価
 

(
1)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

全
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
設

計
に

対
す

る
評

価
 

評
価

ガ
イ

ド
を

参
照

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
に

お
け

る
系

統
分

離
対

策
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

で
火

災
が

発
生

し
当

該
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
全

機
器

の
動

的
機

能
喪

失
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

わ
る

安
全

機
能

が
確

保
さ

れ
る

こ
と

を
火

災
影

響
評

価
に

て
確

認
す

る
。

 
以

下
、

a
に

お
い

て
評

価
方

法
、

b
に

お
い

て
評

価
条

件
及

び
c
に

お
い

て
評

価
結

果
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
火

災
荷

重
の

増
加

に
よ

り
、
火

災
荷

重
か

ら
求

め
る

等
価

時
間

が
、
火

災
区

域
（

区
画

）
を

構
成

す
る

壁
、
防

火
扉

、
防

火
ダ

ン
パ

、
貫

通
部

シ
ー

ル
の

耐
火

時
間

よ
り

大
き

く
な

る
場

合
や

、
設

備
改

造
に

よ
り

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
、
再

評
価

を
実

施
す

る
。
 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
1
7）

火
災

影
響

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

確
認

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、

都
度

、
内

部
火

災
影

響
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
い

、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、
安

全
保

護
系

お
よ

び
原

子
炉

停
止

系
の

作
動

が
要

求
さ

れ
る

場
合

に
は

、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、
原

子
炉

を
安

全
停

止
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
内

部
火

災
影

響
評

価
の

再
評

価
を

実
施

す
る

。
 

添
7-

17
1
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
7
.2

 火
災

の
影

響
評

価
 

(
1)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

全
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
設

計
に

対
す

る
評

価
 

b
. 

評
価

条
件

 
a
．

に
示

し
た

評
価

方
法

に
お

け
る

評
価

条
件

は
、

火
災

区
域

(
区

画
)
特

性
表

を
使

用
す

る
。

 
火

災
伝

播
評

価
及

び
火

災
影

響
評

価
に

必
要

な
各

火
災

区
域

(
区

画
)
に

お
け

る
火

災
防

護
上

の
特

徴
を

整
理

す
る

た
め

に
、

各
火

災
区

域
(区

画
)
内

の
可

燃
性

物
質

、
機

器
、

ケ
ー

ブ
ル

、
隣

接
区

域
(区

画
)
等

の
情

報
を

整
理

し
た

火
災

区
域

(
区

画
)特

性
表

を
、

以
下

の
(
a)

か
ら

(h
)
に

従
っ

て
作

成
す

る
。

 
火

災
区

域
（

区
画

）
特

性
表

に
は

、
a
(a

)
に

示
す

火
災

伝
播

評
価

の
結

果
に

影
響

を
与

え
る

等
価

時
間

、
a(

b)
に

示
す

火
災

区
域

（
区

画
）

に
対

す
る

火
災

影
響

評
価

の
結

果
に

影
響

を
与

え
る

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

設
置

位
置

等
を

整
理

す
る

こ
と

か
ら

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
資

機
材

の
保

管
状

況
及

び
設

備
の

設
置

状
況

等
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
特

性
表

に
お

け
る

等
価

時
間

や
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
設

置
位

置
等

の
更

新
を

行
う

。
 

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
２

）
火

災
影

響
評

価
 

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

前
提

と
し

、
設

備
等

の
設

置
状

況
を

踏
ま

え
た

可
燃

性
物

質
の

量
等

を
基

に
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、
安

全
保

護
系

お
よ

び
原

子
炉

停
止

系
の

作
動

が
要

求
さ

れ
る

場
合

に
は

、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、
原

子
炉

を
安

全
停

止
で

き
る

こ
と

を
、「

ａ
．
 
火

災
伝

播
評

価
」
か

ら
「

ｃ
．

 隣
接

火
災

区
域

（
区

画
）

に
火

災
の

影
響

を
与

え
る

火
災

区
域
（

区
画

）
に

対
す

る
火

災
影

響
評

価
」
に

示
す

火
災

影
響

評
価

に
よ

り
確

認
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
火

災
荷

重
の

増
加

に
よ

り
、
火

災
荷

重
か

ら
求

め
る

等
価

時
間

が
、
火

災
区

域
（

区
画

）
を

構
成

す
る

壁
、
防

火
扉

、
防

火
ダ

ン
パ

、
貫

通
部

シ
ー

ル
の

耐
火

時
間

よ
り

大
き

く
な

る
場

合
や

、
設

備
改

造
に

よ
り

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

す
る

火
災

区
域
（

区
画

）
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
、

再
評

価
を

実
施

す
る

。
 

 

添
7-

21
8
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
8
. 

火
災

防
護

計
画

 
(
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

２
 火

災
防

護
対

策
（

重
大

事
故

等
対

処
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
別

紙
－

１
「

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

」
の

基
本

方
針

を
適

用
す

る
。

 

第
12

条
5
  

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

１
 

溢
水

防
護

等
の

基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

評
価

条
件

の
変

更
に

よ
り

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
溢

水
防

護
区

画
に

お
い

て
、

各
種

対
策

設
備

の
追

加
及

び
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
り

評
価

条
件

と
し

て
い

る
可

燃
性

物
質

の
量

及
び

滞
留

面
積

に
見

直
し

が
あ

る
場

合
は

、
溢

水
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 
ま

た
、

溢
水

全
般

に
つ

い
て

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
8-

1-
2
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
. 

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

防
止

の
基

本
方

針
 

（
中

略
）

 
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

に
よ

り
評

価
結

果
が

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

溢
水

防
護

区
画

に
お

い
て

、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

及
び

資
機

材
の

持
込

み
等

に
よ

り
評

価
条

件
と

し
て

い
る

可
燃

性
物

質
の

量
及

び
滞

留
面

積
に

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

溢
水

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
運

用
と

す
る

。
ま

た
、

溢
水

全
般

に
つ

い
て

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

溢
水

全
般

（
評

価
内

容
な

ら
び

に
溢

水
経

路
、
防

護
す

べ
き

設
備

、
水

密
扉

お
よ

び
堰

等
の

設
置

の
考

え
方

等
）

の
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

 ２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｈ

．
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
を

確
認

す
る

手
順

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

お
よ

び
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
り

評
価

条
件

に
見

直
し

が
あ

る
場

合
、

都
度

、
溢

水
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

  設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

９
章

 
設

備
追

加
時

等
の

内
部

溢
水

の
影

響
評

価
に

係
る

評
価

運
用

 
２

.
 

影
響

評
価

の
実

施
 

（
７

）
資

機
材

等
運

用
管

理
各

課
（

室
）
長

は
、
資

機
材

等
を

建
屋

内
に

保
管

す
る

場
合

は
、
「

現
場

資
機

材
管

理
所

則
」

に
基

づ
き

、
安

全
・

防
災

室
課

長
に

資
機

材
等

の
保

管
を

申
請

す
る

。
 

安
全
・
防

災
室

課
長

は
、
下

記
の

観
点

か
ら

内
部

溢
水

評
価

へ
の

影
響

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

ａ
．

床
面

積
の

変
更

に
伴

う
没

水
評

価
（

想
定

破
損

、
消

火
水

、
地

震
）
 

ｂ
．

火
災

荷
重

の
変

更
に

伴
う

没
水

評
価

（
消

火
水

）
 

ｃ
．

溢
水

発
生

時
の

隔
離

操
作

対
象

機
器

ま
で

の
ア

ク
セ

ス
性

確
保

 
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

手
順

 
（

８
）

 
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
を

確
認

す
る

手
順

 
ａ

．
溢

水
評

価
区

画
に

お
け

る
、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

や
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
る

溢
水

評
価

へ
の

確
認

手
順

 
現

場
資

機
材

管
理

所
則
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
２

章
 

資
機

材
管

理
 

５
 

資
機

材
の

溢
水

防
護

 
作

業
担

当
課
（

室
）
長

は
、
資

機
材

に
よ

る
溢

水
影

響
管

理
を

行
う

。
 

第
12

条
9
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
隔

離
後

の
溢

水
量

と
し

て
隔

離
範

囲
内

の
系

統
の

保
有

水
量

を
考

慮
し

て
溢

水
量

を
算

出
す

る
。

た
だ

し
、

応
力

評
価

結
果

に
よ

り
、

発
生

応
力

が
許

容
応

力
の

0.
4
倍

以
下

を
満

足
す

る
配

管
に

つ
い

て
は

破
損

を
想

定
し

な
い

。
な

お
、

想
定

破
損

に
お

い
て

配
管

応
力

評
価

に
基

づ
き

破
損

形
状

の
設

定
を

行
う

場
合

は
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

配
管

減
肉

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

継
続

的
な

肉
厚

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

運
転

し
て

い
る

時
間

の
割

合
が

、
当

該
系

統
の

運
転

し
て

い
る

時
間

の
2
%
又

は
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
の

1
%
よ

り
小

さ
い

こ
と

か
ら

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
す

る
場

合
は

、
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

み
な

す
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

運
転

時
間

実
績

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
8-

1-
3
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
想

定
破

損
に

お
い

て
配

管
応

力
評

価
に

基
づ

き
破

損
形

状
の

設
定

を
行

う
場

合
は

、
評

価
結

果
に

影
響

す
る

よ
う

な
配

管
減

肉
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
継

続
的

な
肉

厚
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
す

る
系

統
（

補
助

給
水

系
、

内
部

ス
プ

レ
系

、
余

熱
除

去
系

及
び

安
全

注
入

系
）

に
つ

い
て

は
、

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
し

て
運

転
し

て
い

る
時

間
の

割
合

が
、

当
該

系
統

の
運

転
し

て
い

る
時

間
の

2％
又

は
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
の

1％
よ

り
小

さ
い

こ
と

か
ら

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
す

る
場

合
は

、
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

み
な

す
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

運
転

時
間

実
績

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
運

転
時

間
実

績
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
運

転
実

績
（

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
し

て
運

転
し

て
い

る
割

合
が

当
該

系
統

の
運

転
し

て
い

る
時

間
の

２
％

ま
た

は
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
の

１
％

よ
り

小
さ

い
）
に

よ
り

、
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

系
統

に
つ

い
て

の
運

転
時

間
実

績
管

理
を

行
う

。
 

ｇ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

(e
) 

タ
ー

ビ
ン

保
修

課
長

は
、

配
管

の
想

定
破

損
評

価
に

お
い

て
、

応
力

評
価

の
結

果
に

よ
り

破
損

形
状

の
想

定
を

行
う

配
管

は
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

減
肉

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、
継

続
的

な
肉

厚
管

理
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｃ
．

配
管

の
想

定
破

損
評

価
に

お
け

る
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

減
肉

が
な

い
こ

と
の

定
期

的
な

確
認

手
順

 
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
８

章
 

溢
水

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

 
３

．
減

肉
等

に
よ

る
破

損
の

想
定

を
除

外
し

た
配

管
の

肉
厚

管
理

 
 第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
 
運

転
時

間
実

績
管

理
 

運
転

実
績

に
よ

り
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

設
備

の
運

転
時

間
実

績
管

理
手

順
 

第
３

編
 

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
４

章
 

運
転

実
績

に
よ

り
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

系
統

の
運

転
時

間
管

理
 

２
．

評
価

の
実

施
頻

度
お

よ
び

評
価

方
法

 
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、
「

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

及
び

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

の
分

類
」
（

別
表

３
－

２
）

に
示

す
運

転
実

績
を

踏
ま

え
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

み
な

し
て

い
る

系
統

に
つ

い
て

、
燃

料
取

出
完

了
以

降
、

燃
料

装
荷

開
始

ま
で

に
、
「

系
統

運
転

時
間

集
計

表
」
（

様
式

３
－

１
）

に
よ

り
最

新
の

運
転

時
間

実
績

を
調

査
し

、
、

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
み

な
す

た
め

の
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

第
12

条
10

 
（

溢
水

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
（

中
略

）
評

価
に

お
い

て
、

溢
水

量
を

制
限

す
る

た
め

に
漏

え
い

停
止

操
作

に
期

待
す

る
場

合
は

、
溢

水
発

生
時

に
的

確
に

操
作

を
行

う
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
運

転
員

が
溢

水
発

生
時

に
的

確
な

判
断

・
操

作
等

を
行

う
た

め
、

溢
水

発
生

時
の

対
処

に
係

る
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
（

中
略

）
評

価
に

お
い

て
、

溢
水

量
を

制
限

す
る

た
め

に
漏

え
い

停
止

操
作

に
期

待
す

る
場

合
は

、
溢

水
発

生
時

に
的

確
に

操
作

を
行

う
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
運

転
員

が
溢

水
発

生
時

に
的

確
な

判
断

・
操

作
等

を
行

う
た

め
、

溢
水

発
生

時
の

対
処

に
係

る
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

お
よ

び
そ

の
他

の
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
措

置
を

行
う

。
 

 
－

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
 
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
手

順
 

配
管

の
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
の

し
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
手

順
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
 

３
.
 

溢
水

発
生

時
の

対
応

手
順

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

発
生

時
が

発
生

し
た

場
合

、
そ

の
対

応
操

作
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
 

等
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
作

動
後

は
巡

回
点

検
を

実
施

し
異

常
が

あ
れ

ば
報

告
す

る
こ

と
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

2
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

発
生

時
が

発
生

し
た

場
合

、
そ

の
対

応
操

作
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
 

等
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
作

動
後

は
巡

回
点

検
を

実
施

し
異

常
が

あ
れ

ば
報

告
す

る
こ

と
を

記
載

 

第
12

条
15

 
（

溢
水

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

（
中

略
）

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

初
期

消
火

活
動

及
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

に
関

す
る

注
意

事
項

に
つ

い
て

、
教

育
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
  

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

（
中

略
）

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

初
期

消
火

活
動

及
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

に
関

す
る

注
意

事
項

に
つ

い
て

、
教

育
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(2

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
初

期
消

火
活

動
お

よ
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

時
の

注
意

事
項

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

お
よ

び
そ

の
他

の
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
措

置
を

行
う

。
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
教

育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

お
よ

び
定

期
的

な
評

価
の

実
施

 
１

．
教

育
・

訓
練

の
実

施
 

各
課
（

室
）
長

は
、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育
・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、「

教
育
・
訓

練
要

綱
」

第
７

章
設

計
基

準
事

象
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

33



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
２

関
連

）
 

 
（

１
）

溢
水

発
生

時
の

運
転

操
作

手
順

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
の

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

手
順

 
  第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

教
育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

お
よ

び
定

期
的

な
評

価
の

実
施

 
１

．
教

育
・

訓
練

の
実

施
 

各
課
（

室
）
長

は
、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育
・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、「

教
育
・
訓

練
要

綱
」

第
７

章
設

計
基

準
事

象
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
  第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
２

章
 

溢
水

発
生

時
の

運
転

操
作

２
.
 

溢
水

発
生

の
確

認
 

当
直

課
長

は
以

下
の

検
知

が
認

め
ら

れ
た

場
合

、
又

は
そ

の
他

の
情

報
に

よ
り

溢
水

の
可

能
性

が
生

じ
た

場
合

は
、

関
係

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
化

等
に

よ
り

漏
え

い
箇

所
を

判
断

す
る

。
な

お
各

パ
ラ

メ
ー

タ
か

ら
の

溢
水

判
断

が
困

難
な

場
合

は
、

現
地

で
溢

水
発

生
箇

所
の

確
認

を
行

う
。

 
３

.
 溢

水
発

生
時

の
対

応
手

順
 
 

当
直

課
長

は
、

溢
水

が
発

生
し

た
と

判
断

し
た

場
合

は
、
「

運
転

操
作

所
則

」「
事

故
時

操
作

所
則

」
に

基
づ

い
て

対
応

操
作

を
実

施
す

る
。
 
 

  第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
内

部
溢

水
緩

和
設

備
）

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
漏

え
い

時
の

対
応

操
作

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

装
置

が
作

動
し

た
場

合
は

、
作

動
後

2
5
分

経
過

ま
た

は
消

火
が

確
認

で
き

た
時

点
で

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
消

火
装

置
を

停
止

す
る

。
溢

水
防

護
の

た
め

動
作

後
3
0
分

以
内

に
必

ず
停

止
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

操
作

を
記

載
 

第
12

条
16

 
 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

で
は

、
流

体
を

内
包

す
る

溢
水

源
と

な
り

得
る

機
器

の
う

ち
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
、

破
損

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

機
器

を
溢

水
源

と
す

る
。

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

機
器

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
、

破
損

は
生

じ
な

い
こ

と
か

ら
溢

水
源

と
し

て
想

定
し

な
い

。
ま

た
、

耐
震

Ｂ
，

Ｃ
ク

ラ
ス

機
器

の
う

ち
、

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
機

器
と

同
様

に
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

、
耐

震
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

も
の

（
水

位
制

限
に

よ
る

も
の

を
含

む
。
）

又
は

耐
震

対
策

工
事

に
よ

り
、

耐
震

性
が

確
保

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

溢
水

源
と

し
て

想
定

し
な

い
。

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
に

お
い

て
、

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

の
な

い
よ

う
必

要
に

応
じ

て
タ

ン
ク

の
水

位
制

限
を

設
け

る
場

合
は

、
制

限
範

囲
内

で
運

用
す

る
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
8-

1-
4
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
に

お
い

て
、

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

の
な

い
よ

う
必

要
に

応
じ

て
タ

ン
ク

の
水

位
制

限
を

設
け

る
場

合
は

、
制

限
範

囲
内

で
運

用
す

る
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
タ

ン
ク

の
水

位
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

へ
溢

水
が

流
入

し
伝

播
す

る
こ

と
を

防
ぐ

た
め

、
必

要
な

タ
ン

ク
の

水
位

制
限

を
行

う
。

 
 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

    

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
５

）
タ

ン
ク

の
運

用
制

限
手

順
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

６
章

 
タ

ン
ク

の
運

用
水

位
制

限
 

２
.
 

タ
ン

ク
水

位
の

水
位

制
限

 
内

部
溢

水
評

価
の

観
点

か
ら

、
タ

ン
ク

の
水

位
を

下
表

の
と

お
り

制
限

す
る

。
 

当
直

課
長

は
、「

発
電

業
務

所
則

」
に

定
め

る
頻

度
で

、
警

報
発

信
の

有
無

ま
た

は
水

位
計

に
て

、
該

当
す

る
タ

ン
ク

の
水

位
が

制
限

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

第
12

条
21

 
8-

5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
に

よ
る

溢
水

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 
２

．
４

 
建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

４
）

そ
の

他
の

溢
水

影
響

に
対

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
 

そ
の

他
の

溢
水

の
う

ち
機

器
の

誤
作

動
や

弁
の

グ
ラ

ン
ド

部
、

配
管

フ
ラ

ン
ジ

部
か

ら
の

漏
え

い
事

象
等

に
対

し
て

は
、

漏
え

い
検

知
シ

ス
テ

ム
又

は
運

転
員

の
状

況
確

認
に

よ
り

早
期

に
検

知
し

、
漏

え
い

箇
所

の
特

定
及

び
漏

え
い

箇
所

の
隔

離
等

に
よ

り
漏

え
い

を
止

め
る

こ
と

で
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

設
計

と
す

る
。

こ
の

た
め

、
漏

え
い

を
止

め
る

こ
と

を
的

確
に

実
施

す
る

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
に

よ
る

溢
水

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

お
よ

び
そ

の
他

の
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
措

置
を

行
う

。
 

 
ー

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
教

育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

１
．

教
育

・
訓

練
の

実
施

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、
「

教
育

・
訓

練
要

綱
」
第

７
章

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

配
管

の
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
の

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

手
順

 
  第

２
章

 
教

育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

１
.
 

 教
育

・
訓

練
の

実
施

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、
「

教
育

・
訓

練
要

綱
」
第

７
章

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

添
8-

1-
11

 

2
.3

 
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

2
.3

.1
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

(
4)

 そ
の

他
の

溢
水

の
う

ち
機

器
の

誤
作

動
や

弁
グ

ラ
ン

ド
部

、
配

管
フ

ラ
ン

ジ
部

か
ら

の
漏

え
い

事
象

等
（

以
下

「
そ

の
他

漏
え

い
事

象
」

と
い

う
。
）

に
対

す
る

溢
水

評
価

及
び

34



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

そ
の

他
漏

え
い

事
象

に
対

し
て

は
、

床
ド

レ
ン

及
び

シ
ス

テ
ム

ド
レ

ン
に

よ
り

排
水

可
能

な
設

計
又

は
漏

え
い

水
が

区
画

内
に

滞
留

し
な

い
よ

う
に

設
計

上
考

慮
す

る
と

と
も

に
、

運
転

管
理

の
観

点
か

ら
、

漏
え

い
が

拡
大

し
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
漏

え
い

状
況

を
早

期
に

把
握

し
、

漏
え

い
の

拡
大

防
止

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
技

術
基

準
規

則
等

改
正

以
前

か
ら

の
溢

水
防

護
の

考
え

方
で

あ
る

「
安

全
上

重
要

な
設

備
は

、
一

般
的

に
床

か
ら

比
較

的
高

い
位

置
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

発
電

所
施

設
内

で
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
で

も
建

屋
最

下
層

に
設

置
さ

れ
た

サ
ン

プ
に

集
め

ら
れ

る
な

ど
、

溢
水

防
護

上
の

配
慮

」
が

な
さ

れ
た

プ
ラ

ン
ト

設
計

と
し

て
い

る
こ

と
及

び
運

転
員

が
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
の

一
環

で
定

期
的

に
サ

ン
プ

の
水

位
を

確
認

し
、

プ
ラ

ン
ト

へ
の

影
響

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

た
め

、
既

工
事

計
画

か
ら

変
更

は
な

く
、

防
護

設
計

方
針

に
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

は
な

い
。

 
今

回
申

請
に

お
い

て
、

運
転

管
理

と
し

て
、

既
存

の
漏

え
い

検
知

シ
ス

テ
ム

又
は

運
転

員
の

状
況

確
認

に
よ

り
、

早
期

に
検

知
し

、
漏

え
い

箇
所

の
特

定
及

び
隔

離
等

に
よ

り
漏

え
い

の
拡

大
防

止
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
 

２
.
 

溢
水

発
生

の
確

認
 

当
直

課
長

は
以

下
の

検
知

が
認

め
ら

れ
た

場
合

、
又

は
そ

の
他

の
情

報
に

よ
り

溢
水

の
可

能
性

が
生

じ
た

場
合

は
、
関

係
パ

ラ
メ

ー
タ

の
変

化
等

に
よ

り
漏

え
い

箇
所

を
判

断
す

る
。
な

お
各

パ
ラ

メ
ー

タ
か

ら
の

溢
水

判
断

が
困

難
な

場
合

は
、
現

地
で

溢
水

発
生

箇
所

の
確

認
を

行
う

。
 

３
.
 溢

水
発

生
時

の
対

応
手

順
 
 

当
直

課
長

は
、
溢

水
が

発
生

し
た

と
判

断
し

た
場

合
は

、「
運

転
操

作
所

則
」「

警
報

時
操

作
所

則
」「

事
故

時
操

作
所

則
」
に

基
づ

い
て

対
応

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
内

部
溢

水
緩

和
設

備
）

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
漏

え
い

時
の

対
応

操
作

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

装
置

が
作

動
し

た
場

合
は

、
作

動
後

2
5
分

経
過

ま
た

は
消

火
が

確
認

で
き

た
時

点
で

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
消

火
装

置
を

停
止

す
る

。
溢

水
防

護
の

た
め

動
作

後
3
0
分

以
内

に
必

ず
停

止
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

操
作

を
記

載
 

第
12

条
24

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

３
 

溢
水

防
護

区
画

及
び

溢
水

経
路

の
設

定
 

（
中

略
）

 
溢

水
の

伝
播

を
防

止
す

る
た

め
水

密
扉

を
設

置
す

る
場

合
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操
作

、
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
的

確
に

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
2)

 溢
水

防
護

区
画

及
び

溢
水

経
路

の
設

定
 

（
中

略
）

 
溢

水
の

伝
播

を
防

止
す

る
た

め
水

密
扉

を
設

置
す

る
場

合
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操
作

、
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
的

確
に

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｄ

．
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

管
理

 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
室

に
お

い
て

水
密

扉
監

視
設

備
の

警
報

監
視

に
よ

り
、

水
密

扉
の

閉
止

状
態

の
確

認
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
ま

た
、
各

課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
４

）
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

管
理

 
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

５
章

 
 

水
密

扉
の

運
用

管
理

 
２

.
運

用
方

法
 

（
１

）
水

密
扉

の
運

用
 

溢
水

対
策

で
設

置
し

た
水

密
扉

の
運

用
を

以
下

の
と

お
り

定
め

る
。

 
ａ

．
水

密
扉

の
運

用
 

常
時

閉
運

用
と

し
、
通

行
の

際
に

水
密

扉
を

開
と

し
た

場
合

は
、

確
実

に
閉

止
ロ

ッ
ク

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
な

お
、

当
直

課
長

は
中

央
制

御
室

に
お

い
て

水
密

扉
監

視
設

備
の

警
報

監
視

に
よ

り
、
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

を
行

い
、
水

密
扉

が
開

放
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
一

斉
ペ

ー
ジ

ン
グ

等
に

よ
り

閉
止

す
る

よ
う

連
絡

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

が
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

水
密

扉
開

閉
状

態
監

視
シ

ス
テ

ム
で

水
密

扉
の

閉
止

を
確

認
す

る
。

 

第
12

条
27

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
１

）
没

水
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
消

火
栓

を
用

い
た

放
水

を
行

う
場

合
は

、
機

能
喪

失
高

さ
が

低
い

防
護

す
べ

き
設

備
を

消
火

栓
の

放
水

に
よ

る
溢

水
に

よ
り

機
能

喪
失

さ
せ

な
い

た
め

、
消

火
栓

の
放

水
時

の
注

意
事

項
を

現
場

に
表

示
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
没

水
し

た
場

合
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

運
用

と
す

る
。

ま
た

、
消

火
活

動
に

よ
り

放
水

し
た

場
合

は
、

溢
水

評
価

に
係

る
妥

当
性

を
確

認
す

る
た

め
、

放
水

後
の

放
水

量
の

検
証

を
行

う
運

用
と

す
る

。
 

添
8-

1-
7
 

 
添

8-
1-

8
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.1
 建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
1)

 没
水

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

消
火

栓
を

用
い

た
放

水
を

行
う

場
合

は
、

機
能

喪
失

高
さ

が
低

い
防

護
す

べ
き

設
備

を
消

火
栓

の
放

水
に

よ
る

溢
水

に
よ

り
機

能
喪

失
さ

せ
な

い
た

め
、

消
火

栓
の

放
水

時
の

注
意

事
項

を
現

場
に

表
示

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

没
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
ま

た
、

消
火

活
動

に
よ

り
放

水
し

た
場

合
は

、
溢

水
評

価
に

係
る

妥
当

性
を

確
認

す
る

た
め

、
放

水
後

の
放

水
量

の
検

証
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
喚

起
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
機

能
喪

失
高

さ
が

低
い

防
護

す
べ

き
設

備
が

消
火

水
の

放
水

に
よ

る
溢

水
に

よ
り

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

消
火

水
放

水
時

の
注

意
事

項
を

現
場

に
表

示
す

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(a

) 
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
時

に
消

火
水

を
放

水
し

た
場

合
、

消
火

水
に

よ
り

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
没

水
ま

た
は

被
水

し
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

ｈ
．

溢
水

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

を
確

認
す

る
手

順
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
消

火
活

動
の

結
果

を
踏

ま
え

、
放

水
後

の
放

水
量

の
溢

水
評

価
に

係
る

妥
当

性
に

つ
い

て
検

証
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
 
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
喚

起
 

  第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

３
章

 
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
事

項
 

２
．

消
火

活
動

時
の

運
用

面
で

の
対

応
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
に

伴
う

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

を
抑

制
す

る
た

め
、

現
場

で
防

護
対

象
設

備
で

あ
る

こ
と

を
速

や
か

に
認

識
で

き
る

よ
う

掲
示

を
行

う
。

ま
た

、
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
喚

起
の

た
め

の
注

意
事

項
も

あ
わ

せ
て

掲
示

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
 

等
）

 
鎮

火
後

に
は

原
子

炉
施

設
の

点
検

を
実

施
す

る
こ

と
を

記
載

 

第
12

条
30

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
２

）
被

水
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
被

水
し

た
場

合
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

8-
1-

8
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.1
 建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
2)

 被
水

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

被
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(a

) 
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
時

に
消

火
水

を
放

水
し

た
場

合
、

消
火

水
に

よ
り

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

35



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

す
る

運
用

と
す

る
。

 
施

基
準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
没

水
ま

た
は

被
水

し
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ａ
．

火
災

時
に

消
火

水
を

放
水

し
た

場
合

の
、

防
護

対
象

設
備

の
安

全
機

能
へ

の
影

響
評

価
手

順
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

７
章

 
溢

水
発

生
時

の
影

響
評

価
 

２
．

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評
価

 
各

課
（

室
）

長
は

、
発

生
し

た
溢

水
に

よ
り

防
護

対
象

設
備

が
、

没
水

、
被

水
及

び
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

に
は

、
当

該
機

器
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

保
守

管
理

に
よ

り
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 

第
12

条
34

 
 

（
溢

水
）

 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
３

）
蒸

気
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
8-

1-
9
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.1
 建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
3)

 蒸
気

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

蒸
気

環
境

に
曝

さ
れ

た
場

合
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(c

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

 
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   保
修

業
務

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
６

）
 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｂ
．

防
護

対
象

設
備

が
没

水
、

被
水

及
び

蒸
気

環
境

に
曝

さ
れ

た
場

合
の

手
順

 
  第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
７

章
 

溢
水

発
生

時
の

影
響

評
価

 
２

．
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響
評

価
 

各
課

（
室

）
長

は
、

発
生

し
た

溢
水

に
よ

り
防

護
対

象
設

備
が

、
没

水
、

被
水

及
び

蒸
気

環
境

に
曝

さ
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

機
器

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
保

守
管

理
に

よ
り

確
認

し
、

そ
の

結
果

を
発

電
所

長
及

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

 保
修

業
務

所
則

 
第

３
章

 
保

守
管

理
の

実
施

 
２

．
保

守
管

理
 

(
1)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

「
保

守
管

理
の

実
施

フ
ロ

ー
」

に
基

づ
き

保
守

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(
2)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、

当
社

お
よ

び
請

負
会

社
の

役
割

分
担

の
基

本
的

な
考

え
方

で
あ

る
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

「
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

」
を

勘
案

し
、

役
割

分
担

を
検

討
の

う
え

、
保

全
を

実
施

す
る

。
個

別
の

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
は

関
連

す
る

社
内

標
準

に
よ

る
。

な
お

、
「

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
」

は
、

定
検

工
事

等
を

代
表

し
た

内
容

と
し

て
策

定
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
安

全
に

対
す

る
グ

レ
ー

ド
、

当
社

ま
た

は
請

負
会

社
の

体
制

、
お

よ
び

そ
の

他
の

条
件

に
応

じ
、

役
割

区
分

お
よ

び
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

請
負

会
社

の
役

割
は

調
達

文
書

に
て

明
確

に
す

る
。

 
5
. 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」

に
定

め
る

「
保

全
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
、

原
子

炉
施

設
の

中
か

ら
、

各
号

炉
毎

に
保

全
を

行
う

べ
き

対
象

範
囲

と
し

て
以

下
の

設
備

を
選

定
し

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

等
を

実
施

す
る

。
 

(
4)

 
炉

心
損

傷
ま

た
は

格
納

容
器

機
能

喪
失

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
設

備
 

(
5)

 
そ

の
他

、
担

当
課

（
室

）
長

が
定

め
る

設
備

 

第
12

条
45

 
 

（
溢

水
）

 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

２
．

６
 

建
屋

外
か

ら
の

流
入

防
止

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

設
置

さ
れ

る
建

屋
外

で
、

発
生

を
想

定
す

る
溢

水
が

建
屋

内
へ

伝
播

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、

溢
水

水
位

に
対

し
て

止
水

性
を

維
持

す
る

扉
及

び
ド

レ
ン

ラ
イ

ン
逆

止
弁

の
設

置
並

び
に

貫
通

部
止

水
処

置
を

実
施

し
、

溢
水

の
伝

播
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
8
-1

-1
1
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.3
 建

屋
外

か
ら

の
流

入
防

止
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
へ

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

対
策

そ
の

他
の

適
切

な
処

置
を

実
施

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課

（
室

）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。）
は

、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

タ
ン

ク
の

水
位

管
理

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

へ
溢

水
が

流
入

し
伝

播
す

る
こ

と
を

防
ぐ

た
め

、
必

要
な

タ
ン

ク
の

水
位

制
限

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

    

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
５

）
タ

ン
ク

の
運

用
水

位
制

限
手

順
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

６
章

 
タ

ン
ク

の
運

用
水

位
制

限
 

２
.
 

タ
ン

ク
水

位
の

水
位

制
限

 
内

部
溢

水
評

価
の

観
点

か
ら

、
タ

ン
ク

の
水

位
を

下
表

の
と

お
り

制
限

す
る

。
 

当
直

課
長

は
、「

発
電

室
業

務
所

則
」
に

定
め

る
頻

度
で

、
警

報
発

信
の

有
無

ま
た

は
水

位
計

に
て

、
該

当
す

る
タ

ン
ク

の
水

位
が

制
限

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
  

第
12

条
47

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

８
 

溢
水

防
護

上
期

待
す

る
浸

水
防

護
施

設
の

構
造

強
度

設
計

 
溢

水
防

護
区

画
及

び
溢

水
経

路
の

設
定

並
び

に
溢

水
評

価
に

お
い

て
期

待
す

る
浸

水
防

護
施

設
の

構
造

強
度

設
計

は
、

以
下

の
と

お
り

設
計

す
る

。
 

ま
た

、
浸

水
防

護
施

設
が

要
求

さ
れ

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
計

画
的

に
保

守
管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

必
要

に
応

じ
補

修
を

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

8
-1

-
1
2 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.4

 浸
水

防
護

施
設

の
設

計
方

針
 

「
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
」

及
び

「
2
.3

 
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
」

を
踏

ま
え

、
溢

水
防

護
区

画
の

設
定

、
溢

水
経

路
の

設
定

及
び

溢
水

評
価

に
お

い
て

期
待

す
る

浸
水

防
護

施
設

に
関

す
る

設
計

方
針

を
以

下
に

示
す

。
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

浸
水

防
護

施
設

が
要

求
さ

れ
る

機
能

を
踏

ま
え

、
溢

水
伝

播
を

防
止

す
る

設
備

、
被

水
影

響
を

防
止

す

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(f

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
浸

水
防

護
設

備
お

よ
び

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

る
設

備
及

び
蒸

気
影

響
を

緩
和

す
る

設
備

に
分

類
し

設
計

方
針

を
定

め
る

。
 

ま
た

、
浸

水
防

護
施

設
は

、
要

求
さ

れ
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

計
画

的
に

保
守

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

補
修

を
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 
保

修
業

務
所

則
 

（
７

）
 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｄ
．
浸

水
防

護
設

備
及

び
防

護
す

べ
き

設
備

の
機

能
維

持
に

必
要

な
設

備
の

適
切

な
保

守
管

理
手

順
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

８
章

 
溢

水
防

護
設

備
の

保
守

管
理

 
２

.
 

点
検

等
の

対
象

、
頻

度
、

方
法

、
判

定
基

準
 

各
課

（
室

）
長

は
、

溢
水

防
護

設
備

「
溢

水
防

護
設

備
一

覧
表

」
（

別
表

３
－

１
）
に

つ
い

て
、「

保
修

業
務

所
則

」
及

び
「

土
木

建
築

業
務

所
則

」
に

基
づ

き
適

切
な

頻
度

、
方

法
に

て
保

守
管

理
を

実
施

し
、
溢

水
防

護
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
。

 
 【

保
修

業
務

所
則

】
 

第
３

章
 

保
守

管
理

の
実

施
 

２
．

保
守

管
理

 
(
1)

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」
に

定
め

る
「

保
守

管
理

の
実

施
フ

ロ
ー

」
に

基
づ

き
保

守
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(
2)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、

当
社

お
よ

び
請

負
会

社
の

役
割

分
担

の
基

本
的

な
考

え
方

で
あ

る
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」
に

定
め

る
「

調
達

管
理
『

原
則

』
整

理
表

」
を

勘
案

し
、
役

割
分

担
を

検
討

の
う

え
、

保
全

を
実

施
す

る
。
個

別
の

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
は

関
連

す
る

社
内

標
準

に
よ

る
。

 
な

お
、「

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
」

は
、

定
検

工
事

等
を

代
表

し
た

内
容

と
し

て
策

定
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
安

全
に

対
す

る
グ

レ
ー

ド
、

当
社

ま
た

は
請

負
会

社
の

体
制

、
お

よ
び

そ
の

他
の

条
件

に
応

じ
、

役
割

区
分

お
よ

び
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
そ

の
場

合
に

お
い

て
も

、
請

負
会

社
の

役
割

は
調

達
文

書
に

て
明

確
に

す
る

。
 

5
. 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」

に
定

め
る
「

保
全

計
画

策
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
に

基
づ

き
、
原

子
炉

施
設

の
中

か
ら

、
各

号
炉

毎
に

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
と

し
て

以
下

の
設

備
を

選
定

し
、

必
要

に
応

じ
て

見
直

し
等

を
実

施
す

る
。

 
(
4)

 
炉

心
損

傷
ま

た
は

格
納

容
器

機
能

喪
失

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
設

備
 

(
5)

 
そ

の
他

、
担

当
課

（
室

）
長

が
定

め
る

設
備

 

第
14

条
4
  

（
安

全
設

備
）

 

7 
 原

子
炉

格
納

施
設

 

２
．

３
．

１
 

単
一

故
障

に
係

る
設

計
 

（
中

略
）

 
安

全
上

支
障

の
な

い
期

間
に

つ
い

て
は

、
設

計
基

準
事

故
時

に
、

ダ
ク

ト
の

全
周

破
断

又
は

フ
ィ

ル
タ

本
体

の
閉

塞
に

伴
う

放
射

性
物

質
の

漏
え

い
を

考
慮

し
て

も
、

周
辺

の
公

衆
に

対
す

る
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
が

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

「
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
異

常
な

放
出

の
う

ち
の

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

」
評

価
結

果
約

0.
22

m
Sv

と
同

程
度

で
あ

り
、

ま
た

、
補

修
作

業
に

係
る

被
ば

く
が

緊
急

時
作

業
に

係
る

線
量

限
度

以
下

と
で

き
る

期
間

と
し

て
、

3
日

間
と

す
る

。
 

設
計

に
当

た
っ

て
は

、
想

定
さ

れ
る

故
障

の
除

去
又

は
修

復
の

た
め

の
ア

ク
セ

ス
が

可
能

で
あ

り
、

か
つ

、
補

修
作

業
が

容
易

と
な

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基

準
事

故
時

の
当

該
作

業
期

間
に

お
い

て
、

被
ば

く
を

可
能

な
限

り
低

く
抑

え
る

よ
う

運
用

を
定

め
る

。
 

添
6-

65
 

 
添

6-
66

 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.5

 原
子

炉
格

納
施

設
 

(
2)

 多
重

性
、

多
様

性
及

び
位

置
的

分
散

 
a
. 

単
一

設
計

 
(
a)

 安
全

補
機

室
空

気
浄

化
設

備
 

（
中

略
）

 
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

想
定

さ
れ

る
故

障
の

除
去

又
は

修
復

の
た

め
の

ア
ク

セ
ス

が
可

能
で

あ
り

、
か

つ
、

補
修

作
業

が
容

易
と

な
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

設
計

基
準

事
故

時
の

当
該

作
業

期
間

に
お

い
て

、
被

ば
く

を
可

能
な

限
り

低
く

抑
え

る
よ

う
保

安
規

定
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 
 (
b)

 ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
再

循
環

設
備

 
（

中
略

）
 

設
計

に
当

た
っ

て
は

、
想

定
さ

れ
る

故
障

の
除

去
又

は
修

復
の

た
め

の
ア

ク
セ

ス
が

可
能

で
あ

り
、

か
つ

、
補

修
作

業
が

容
易

と
な

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基

準
事

故
時

の
当

該
作

業
期

間
に

お
い

て
、

被
ば

く
を

可
能

な
限

り
低

く
抑

え
る

よ
う

保
安

規
定

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

第
２

条
 

（
基

本
方

針
）

 

高
浜

発
電

所
（

以
下

、「
発

電
所

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
保

安
活

動
は

、
安

全
文

化
を

基
礎

と
し

、
放

射
線

お
よ

び
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

従
業

員
お

よ
び

公
衆

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

の
低

い
水

準
に

保
つ

と
と

も
に

、
災

害
の

防
止

の
た

め
に

、
適

切
な

品
質

保
証

活
動

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

－
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
２

編
第

６
章

 
放

射
線

作
業

管
理

 
１

．
目

的
 

本
章

は
、
管

理
区

域
で

の
作

業
に

対
し

、
放

射
線

作
業

管
理

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、
放

射
線

防
護

措
置

の
確

実
な

実
施

に
よ

る
放

射
線

業
務

従
事

者
の

不
要

な
被

ば
く

の
防

止
お

よ
び

作
業

に
伴

う
被

ば
く

の
低

減
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

第
７

章
 

第
７

章
：

全
般

 

第
26

条
8
  

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

１
．

燃
料

取
扱

設
備

 
（

中
略

）
 

燃
料

取
替

ク
レ

ー
ン

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

は
、

取
扱

中
に

過
荷

重
と

な
っ

た
場

合
に

上
昇

を
阻

止
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
設

け
て

、
過

荷
重

に
よ

る
燃

料
体

等
の

落
下

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

で
新

燃
料

を
取

り
扱

う
際

は
、

荷
重

監
視

を
行

う
こ

と
で

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

添
20

-3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 
(
3)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
一

部
走

行
レ

ー
ル

が
あ

る
が

、
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
と

と
も

に
、

車
輪

止
め

を
設

け
る

こ
と

及
び

建
屋

の
構

造
上

、
吊

り
上

げ
ら

れ
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
等

重
量

物
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

物
と

な
ら

な
い

設
計

と
す

る
。

仮
に

落
下

後
の

移
動

を
想

定
し

て
も

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
間

に
燃

料
取

替
用

キ
ャ

ナ
ル

が
あ

る
た

め
、

ク
レ

ー
ン

本
体

及
び

吊
荷

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
新

燃
料

集
合

体
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

荷
重

監
視

を
行

い
、

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

第
９

４
条

 
（

新
燃

料
の

運
搬

）
 

 

４
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
第

１
項

ま
た

は
第

２
項

の
運

搬
を

使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
実

施
す

る
場

合
は

、
次

の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(
1)

 燃
料

の
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
に

関
す

る
記

載
は
「

第
2
6

条
32

」
に

記
載

 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
１

章
 

総
則

 
９

．
燃

料
、
内

挿
物

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

管
理

に
係

る
基

本
事

項
 

ｃ
．
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
お

よ
び

原
子

炉
内

で
の

燃
料

取
扱

中
は

、
常

に
荷

重
を

監
視

し
、

そ
の

結
果

を
荷

重
監

視
記

録
計

に
よ

り
記

録
す

る
。

 
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

 

原
子

燃
料

課
長

は
、
新

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
6)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
て

取
り

扱
う

場
合

は
、
燃

料
の

落
下

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

５
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
を

貯
蔵

施
設

か
ら

原
子

炉
へ

装
荷

す
る

場
合

、
ま

た
は

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 
(
3)

 燃
料

の
取

替
に

際
し

、
燃

料
の

落
下

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
26

条
31

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

離
隔

を
確

保
で

き
る

重
量

物
に

つ
い

て
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

落
下

す
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

、
転

倒
を

仮
定

し
て

も
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

届
か

な
い

距
離

に
設

置
す

る
。

ま
た

、
転

倒
防

止
の

た
め

床
面

や
壁

面
へ

固
定

す
る

。
 

添
20

-1
5
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

周
辺

設
備

等
の

重
量

物
（

燃
料

集
合

体
以

外
）

の
落

下
防

止
対

策
 

(
3)

 落
下

防
止

対
策

の
設

計
 

a
．

離
隔

、
固

縛
等

に
よ

る
落

下
防

止
対

策
 

(
b)

 分
電

盤
、

制
御

盤
、

そ
の

他
機

器
等

 
分

電
盤

、
制

御
盤

、
そ

の
他

機
器

等
は

、
設

置
高

さ
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
の

フ
ロ

ア
レ

ベ
ル

で
あ

り
、

地
震

時
に

転
倒

し
て

も
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

落
下

し
な

い
設

計
と

す
る

。
こ

れ
ら

の
設

備
は

、
重

量
物

で
あ

り
、

車
輪

の
よ

う
な

抵
抗

を
緩

和
さ

せ
る

構
造

も
な

い
こ

と
か

ら
、

転
倒

を
仮

定
し

て
も

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
届

か
な

い
距

離
に

設
置

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
7)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
周

辺
に

設
置

す
る

設
備

に
つ

い
て

は
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

影
響

を
及

ぼ
す

落
下

物
と

な
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 

－
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
通

達
 

 保
守

管
理

通
達

 
 原

子
燃

料
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

請
負

工
事

一
般

仕
様

書
に

関
す

る
要

綱
指

針
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

原
子

力
発

電
所

請
負

工
事

一
般

仕
様

書
に

関
す

る
要

綱
指

針
 

5
.5

 
(
14

)現
場

に
お

け
る

資
機

材
管

理
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

事
項

を
遵

守
す

る
こ

と
。

 
ｃ

．
資

機
材

は
、
常

に
整

理
整

頓
に

努
め

、
飛

散
・
荷

崩
れ
・

転
送
・
落

下
防

止
等

の
必

要
な

措
置

を
取

り
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

ｅ
．

以
下

に
つ

い
て

は
保

管
を

制
限

す
る

。
 

(
ａ

)資
機

材
管

理
全

般
 

・
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
(
以

下
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

と
い

う
)
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
・

設
備

と
の

距
離

（
１

ｍ
以

上
）

を
確

保
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

転
倒

防
止

の
た

め
、

床
面

や
壁

面
に

ボ
ル

ト
等

で
固

定
す

る
設

計
と

す
る

。
 

さ
ら

に
、

転
倒

に
よ

る
損

傷
、

及
び

そ
れ

に
伴

う
移

動
に

対
し

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
周

り
を

、
柵

に
よ

り
周

囲
を

取
り

囲
む

こ
と

で
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

防
止

を
確

実
に

す
る

。
 

 原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
第

１
５

章
 

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
事

項
 

(
22

) 
火

気
使

用
作

業
、

現
場

資
機

材
保

管
管

理
 

担
当

課
（

室
）
長

は
、
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

災
発

生
お

よ
び

延
焼

の
防

止
に

対
す

る
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
現

場
資

機
材

の
保

管
に

お
け

る
地

震
、
竜

巻
等

の
自

然
災

害
、
火

災
お

よ
び

内
部

溢
水

に
対

す
る

管
理

を
行

う
。

 
 原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
 

第
４

章
 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

３
.
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ヘ

の
落

下
を

検
討

す
べ

き
重

量
物

の
影

響
評

価
お

よ
び

管
理

 
３

.
１

 評
価

お
よ

び
管

理
の

目
的

 
関

係
各

課
(室

)
長

は
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ヘ

の
重

量
物

の
落

下
に

よ
る

燃
料

集
合

体
の

破
損

防
止

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ラ

イ
ニ

ン
グ

の
損

傷
防

止
の

観
点

か
ら

評
価

を
行

い
、
必

要
に

応
じ

て
落

下
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

第
26

条
32

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
に

一
部

走
行

レ
ー

ル
が

あ
る

が
、

ピ
ッ

ト
上

部
を

走
行

さ
せ

な
い

た
め

に
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
。

ま
た

、
そ

の
先

に
車

輪
止

め
を

設
け

る
こ

と
及

び
補

助
建

屋
の

構
造

上
、

吊
り

上
げ

ら
れ

た
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

等
重

量
物

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

ら
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

上
で

取
り

扱
う

場
合

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
 

添
20

-3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 
(
3)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
一

部
走

行
レ

ー
ル

が
あ

る
が

、
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
と

と
も

に
、

車
輪

止
め

を
設

け
る

こ
と

及
び

建
屋

の
構

造
上

、
吊

り
上

げ
ら

れ
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
等

重
量

物
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

物
と

な
ら

な
い

設
計

と
す

る
。

仮
に

落
下

後
の

移
動

を
想

定
し

て
も

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
間

に
燃

料
取

替
用

キ
ャ

ナ
ル

が
あ

る
た

め
、

ク
レ

ー
ン

本
体

及
び

吊
荷

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
新

燃
料

集
合

体
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

荷
重

監
視

を
行

い
、

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
7)

 
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
に

よ
り

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

お
よ

び
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
移

動
範

囲
や

移
動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
。

 
 

荷
重

監
視

に
関

す
る

記
載

は
「

第
2
6
条

8」
に

記
載

 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
７

章
 
使

用
済

燃
料

輸
送

 
３

．
使

用
済

燃
料

の
運

搬
 

３
．

１
 
共

通
事

項
 

(
12

)使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
に

移
動

す
る

際
は

、
移

動
範

囲
（

約
5
.
8m

以
上

[
１

，
２

号
機

]
、

3.
6
m
以

上
[３

，
４

号
機

]
）

の
離

隔
、

移
動

経
路

上
の

マ
ー

キ
ン

グ
お

よ
び

ロ
ー

プ
等

に
よ

る
区

画
）

お
よ

び
移

動
速

度
（

停
止

位
置

手
前

か
ら

2
.
5c

m/
秒

[
１

，
２

号
機

]
、

1
cm

/秒
[
３

，
４

号
機

]
）

を
制

限
す

る
。

 
３

．
３

 
再

処
理

施
設

へ
の

搬
出

 
 

３
．

３
．

４
 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
9
)
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
と

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

（
３

，
４

号
機

は
Ａ

－
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

３
．

４
 
発

電
所

に
お

け
る

号
機

間
輸

送
 

 
３

．
４

．
４

 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
8)

原
子

燃
料

課
長

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
（

３
，

４
号

機
は

Ａ
－

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

添
20

-1
3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

周
辺

設
備

等
の

重
量

物
（

燃
料

集
合

体
以

外
）

の
落

下
防

止
対

策
 

(
3)

 落
下

防
止

対
策

の
設

計
 

a
．

離
隔

、
固

縛
等

に
よ

る
落

下
防

止
対

策
 

(
a)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

・
吊

荷
 

（
中

略
）

 
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

上
で

取
り

扱
う

場
合

は
、

燃
料

ピ
ッ

ト
ゲ

ー
ト

を
閉

止
し

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
を

隔
離

す
る

。
な

お
、

取
扱

い
中

の
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
距

離
が

5.
8m

未
満

と
な

ら
な

い
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

っ
た

移
送

経
路

に
沿

っ
て

移
送

す
る

こ
と

、
ロ

ー
プ

等
に

よ
る

移
動

制
限

を
行

う
こ

と
、

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

の
移

動
速

度
を

低
速

と
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
管

理
す

る
。

 

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
7)

 
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
に

よ
り

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

お
よ

び
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
移

動
範

囲
や

移
動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
。

 
 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
７

章
 
使

用
済

燃
料

輸
送

 
３

．
使

用
済

燃
料

の
運

搬
 

３
．

１
 
共

通
事

項
 

(
12

)使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
に

移
動

す
る

際
は

、
移

動
範

囲
（

約
5
.
8m

以
上

[
１

，
２

号
機

]
、

3.
6
m
以

上
[３

，
４

号
機

]
）

の
離

隔
、

移
動

経
路

上
の

マ
ー

キ
ン

グ
お

よ
び

ロ
ー

プ
等

に
よ

る
区

画
）

お
よ

び
移

動
速

度
（

停
止

位
置

手
前

か
ら

2
.
5c

m/
秒

[
１

，
２

号
機

]
、

1
cm

/秒
[
３

，
４

号
機

]
）

を
制

限
す

る
。

 
３

．
３

 
再

処
理

施
設

へ
の

搬
出

 
 

３
．

３
．

４
 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
9
)
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
と

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

（
３

，
４

号
機

は
Ａ

－
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

３
．

４
 
発

電
所

に
お

け
る

号
機

間
輸

送
 

 
３

．
４

．
４

 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
8)

原
子

燃
料

課
長

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
（

３
，

４
号

機
は

Ａ
－

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

第
26

条
39

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
の

ワ
イ

ヤ
及

び
フ

ッ
ク

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
り

燃
料

集
合

体
が

一
度

浮
き

上
が

っ
て

落
下

し
た

後
の

落
下

に
よ

る
衝

撃
荷

重
に

対
し

、
吊

荷
と

ク
レ

ー
ン

が
振

れ
る

際
の

位
相

差
に

よ
る

相
対

速
度

ま
で

考
慮

し
て

も
、

吊
荷

を
落

下
せ

ず
、

安
全

に
保

持
で

き
る

裕
度

を
持

っ
て

設
計

す
る

。
 

添
20

-2
 

 
添

20
-3

 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 
(
2)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
で

燃
料

集
合

体
を

移
動

さ
せ

る
が

、
ワ

イ
ヤ

ロ
ー

プ
及

び
フ

ッ
ク

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
り

燃
料

集
合

体
が

一
度

浮
き

上
が

っ
て

落
下

し
た

後
の

落
下

に
よ

る
衝

撃
荷

重
に

対
し

、
吊

荷
と

ク
レ

ー
ン

が
振

れ
る

際
の

位
相

差
に

よ
る

相
対

速
度

ま
で

考
慮

し
て

も
、

吊
荷

は
落

下
せ

ず
、

安
全

に
保

持
で

き
る

裕
度

を
持

っ
た

設
計

と
す

る
。

保
安

規
定

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

を
管

理
す

る
こ

と
を

定
め

、
こ

の
裕

度
を

確
保

す
る

。
 

 

第
９

４
条

 
（

新
燃

料
の

運
搬

）
 

 

４
．

 
(
2)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
４

章
 

燃
料

の
取

扱
お

よ
び

貯
蔵

 
２

．
１

共
通

事
項

 
（

１
３

）
燃

料
の

取
扱

い
に

お
い

て
は

、
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
。

 
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

 

(
7)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

６
条

 
（

燃
料

の
検

査
）

 
 

４
．

 
(
3)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

 

５
．

 
(
4)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

 

(
8)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
6)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
26

条
42

 
 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

燃
料

貯
蔵

設
備

は
、

燃
料

取
扱

者
以

外
の

者
が

み
だ

り
に

立
ち

入
ら

な
い

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

原
子

燃
料

課
長

は
、
新

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
2)

 
貯

蔵
施

設
の

目
に

つ
き

や
す

い
箇

所
に

燃
料

貯
蔵

立
入

り
制

限
区

域
お

よ
び

施
錠

管
理

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
社

内
標

準
に

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
４

章
 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

2
.1

共
通

事
項

 
(
6)

燃
料

の
貯

蔵
に

従
事

す
る

者
以

外
の

者
が

貯
蔵

施
設

に
立

ち
入

る
場

38



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 
び

貯
蔵

施
設

 
よ

う
、

フ
ェ

ン
ス

等
に

よ
る

立
入

制
限

区
域

を
設

け
、

施
錠

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

 
施

設
で

あ
る

旨
お

よ
び

貯
蔵

上
の

注
意

事
項

を
掲

示
す

る
こ

と
。
ま

た
、
施

錠
等

に
よ

り
取

扱
者

以
外

の
者

が
み

だ
り

に
立

ち
入

り
で

き
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

規
定

す
る

。
 

綱
 

合
は

、
燃

料
貯

蔵
施

設
で

あ
る

旨
の

注
意

事
項

等
適

切
な

指
示

を
与

え
遵

守
さ

せ
る

。
 

高
浜

１
、

２
号

機
原

子
燃

料
貯

蔵
施

設
点

検
表

 
点

検
項

目
 

１
．

新
燃

料
貯

蔵
庫

の
施

錠
状

態
、

キ
ャ

ン
の

外
観

・
形

状
お

よ
び

貯
蔵

状
況

等
（

異
物

の
混

入
が

な
い

こ
と

を
含

む
）

に
異

常
が

な
い

 
２

．
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ラ

ッ
ク

の
外

観
・

形
状

、
水

面
の

清
浄

度
、

貯
蔵

状
況

等
（

異
物

の
混

入
が

な
い

こ
と

を
含

む
）

お
よ

び
燃

料
取

扱
者

以
外

の
も

の
が

み
だ

り
に

立
ち

入
り

で
き

な
い

処
置

（
施

錠
、

フ
ェ

ン
ス

等
）

に
異

常
が

な
い

 
４

．
新

燃
料

貯
蔵

庫
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
貯

蔵
施

設
で

あ
る

旨
の

表
示

お
よ

び
注

意
事

項
掲

示
状

態
に

異
常

が
な

い
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

原
子

燃
料

課
長

は
、
使

用
済

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
2)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

目
に

つ
き

や
す

い
箇

所
に

燃
料

貯
蔵

施
設

で
あ

る
旨

お
よ

び
貯

蔵
上

の
注

意
事

項
を

掲
示

す
る

こ
と

。
ま

た
、
施

錠
等

に
よ

り
取

扱
者

以
外

の
者

が
み

だ
り

に
立

ち
入

り
で

き
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
32

条
2
  

（
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
 

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
そ

の
他

原
子

炉
注

水
設

備
の

機
能

 
（

中
略

）
 

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

の
評

価
条

件
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

蓄
圧

注
入

系
の

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
の

保
持

圧
力

及
び

保
有

水
量

が
、

運
転

上
の

制
限

を
満

足
す

る
よ

う
に

保
安

規
定

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

１
条

 
（

蓄
圧

タ
ン

ク
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

お
よ

び
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
 
6.

8
9
 

MP
a[

ga
ge

]
 を

超
え

る
場

合
）

※
１
に

お
い

て
、
蓄

圧
タ

ン
ク

※

２
は

、
表

５
１

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

蓄
圧

タ
ン

ク
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(
1)

 当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 6
.8

9 
M
P
a[

ga
g
e]

 を
超

え
る

場
合

）
に

お
い

て
、
蓄

圧
タ

ン
ク

の
ほ

う
素

濃
度

、
ほ

う
酸

水
量

お
よ

び
圧

力
を

表
５

１
－

２
で

定
め

る
頻

度
で

確
認

す
る

。
 

な
お

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

か
ら

の
補

給
ま

た
は

１
次

冷
却

系
の

加
熱

以
外

の
理

由
に

よ
り

、
蓄

圧
タ

ン
ク

水
位

計
で

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
 3

 
cm

 
以

上
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

計
器

ス
パ

ン
の

 
3
 
% 

以
上

の
水

位
増

加
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
６

時
間

以
内

に
当

該
タ

ン
ク

の
ほ

う
素

濃
度

を
確

認
す

る
。

 
(
2)

 当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 6
.8

9 
M
P
a[

ga
g
e]

 を
超

え
る

場
合

）
に

お
い

て
、
１

日
に

１
回

、
蓄

圧
タ

ン
ク

の
全

て
の

出
口

弁
が

全
開

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
蓄

圧
タ

ン
ク

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
５

１
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１

：
原

子
炉

起
動

時
の

モ
ー

ド
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
 

6.
89

 
MP

a[
g
ag

e]
 
を

超
え

た
時

点
）

か
ら

、
全

て
の

出
口

弁
が

全
開

と
な

る
ま

で
の

間
は

除
く
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。

 
※

２
：

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

蓄
圧

タ
ン

ク
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

５
１

－
１

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

蓄
圧

タ
ン
ク

※
３
※
４
 

(
1)
 
ほ

う
素

濃
度
、

ほ
う
酸
水

量
お

よ
び
圧
力

が
表

５
１
－

２
で

定
め
る
制

限
値

内
に
あ

る
こ
と
 

(
2)
 
出

口
弁

が
全
開

で
あ
る
こ

と
 

※
３
：
蓄

圧
タ

ン
ク

は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
兼

ね
る

。
 

蓄
圧

タ
ン

ク
が

運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

ま
た

は
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
第

８
５

条
（

表
８

５
－

４
）
の

運
転

上
の

制
限

も
確

認
す

る
。

 
※

４
：

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

 
 

 
表

５
１

－
２

 

項
 
目
 

制
 

限
 
値
 

確
認

頻
度
 

１
号
炉

お
よ

び
２
号
炉
 

３
号

炉
お
よ
び

４
号

炉
 

ほ
う
素

濃
度
 

2
,6
0
0
 
p
p
m 
以
上
 

2
,
8
0
0 
p
p
m 
以

上
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

ほ
う
酸

水
量
 

（
有

効
水
量

）
 

2
9
.
0
 
m
3  
以

上
 

2
9
.0
 
m
3
 以

上
 

１
日

に
１

回
 

圧
 
力
 

4
.
04
 
M
P
a
[g
a
ge
]
 以

上
 

4
.
0
4
 
MP
a
[g
a
g
e
]
 以

上
 

１
日

に
１

回
 

  

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

1
2
章

 
巡

回
点

検
業

務
）

 
巡

回
点

検
表

、
保

安
管

理
点

検
表

に
て

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
の

圧
力

、
水

量
を

確
認

す
る

よ
う

に
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

1
2
章

 
巡

回
点

検
業

務
）

 
巡

回
点

検
表

、
保

安
管

理
点

検
表

に
て

蓄
圧

タ
ン

ク
の

圧
力

、
水

量
を

確
認

す
る

よ
う

に
記

載
 

第
８

５
条

 
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 

８
５

－
４

－
２

 
炉

心
注

水
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
 

－
蓄

圧
注

入
系

－
 

(1
) 

ほ
う

素
濃

度
が

 
2,

6
0
0 

pp
m
 以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

(2
) 

ほ
う

酸
水

量
（

有
効

水
量

）
が

 2
9.

0 
m
3
 
以

上
（

１
基

あ
た

り
）

で
あ

る
こ

と
 

(3
) 

モ
ー

ド
１

、
２

お
よ

び
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
6.

89
 

MP
a[

ga
ge

] 
を

超
え

る
場

合
）

に
お

い
て

、
圧

力
が

4
.0

4
 

MP
a[

ga
ge

] 
以

上
で

あ
る

こ
と

 
(4

) 
モ

ー
ド

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 
6.

89
 M
P
a[

g
ag

e
] 

以
下

の
場

合
）
、

４
、

５
お

よ
び

６
に

お
い

て
、

圧
力

が
1.

0
 

MP
a[

ga
ge

] 
以

上
で

あ
る

こ
と

 
(5

) 
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

出
口

弁
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
※
１
 

 ※
１
：
動

作
可

能
と

は
、
手

動
で

の
開

弁
お

よ
び

閉
弁

が
で

き
る

こ
と

を
い

う
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
3
4
条

7 
 

（
計

測
装

置
）

 

4
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

炉
心

に
お

け
る

中
性

子
束

密
度

を
計

測
す

る
た

め
の

炉
外

核
計

装
装

置
は

原
子

炉
容

器
外

周
に

設
置

し
た

中
性

子
束

検
出

器
に

よ
り

中
性

子
源

領
域

中
性

子
束

、
中

間
領

域
中

性
子

束
、

出
力

領
域

中
性

子
束

の
3
領

域
に

分
け

て
中

性
子

束
を

計
測

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
炉

内
核

計
装

装
置

は
可

動
小

型
中

性
子

束
検

出
器

を
使

用
し

、
特

定
の

燃
料

集
合

体
の

中
で

適
時

、
遠

隔
操

作
に

よ
り

、
炉

内
中

性
子

束
を

計
測

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 １
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

こ
れ

ら
の

計
測

装
置

は
計

測
結

果
を

、
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。

)
し

、
保

存
す

る
。

な
お

、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い

う
(以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 

 表
１

３
３

－
１

 
記

録
（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

１
．

使
用
前

確
認
の
結

果
 

確
認

の
都

度
 

同
一

事
項

に
関

す

る
次

の
確

認
の

時

ま
で

の
期
間
 

２
．

施
設

管
理
の

実
施

状
況

お
よ
び

そ
の
担

当
者

の
氏
名
 

(
1
) 

保
全
活
動

管
理

指
標
の

監

視
結

果
お

よ
び

そ
の
担

当

者
の

氏
名
 

(
2
) 

保
全
の
結

果
（

安
全
上

重

要
な

機
器

等
の

工
事
に

つ

い
て

は
、

法
令

に
基
づ

く

必
要

な
手

続
き

の
要
否

の

確
認

結
果
を

含
む

。）
お

よ

び
そ

の
担
当

者
の
氏

名
 

(
3
) 

保
全
の
結

果
の

確
認
・

評

価
お

よ
び

そ
の

担
当
者

の

氏
名
 

(
4
) 
不

適
合

管
理

、
是

正
処
置

、

未
然

防
止

処
置

お
よ
び

そ

の
担

当
者
の

氏
名
 

施
設

管
理
の

実
施
の

都
度
 

施
設

管
理

を
実

施

し
た

原
子

炉
施

設

の
解

体
ま

た
は

廃

棄
を

し
た

後
５

年

が
経

過
す

る
ま

で

の
期

間
 

３
．

施
設

管
理
方

針
、

施
設

管
理
目

標
お
よ

び
施
設

管
理

実
施

計
画

の
評
価

の
結
果

お
よ

び
そ

の
評

価
の
担

当
者

の
氏
名
 

(
1
) 

保
全
の
有

効
性

評
価
お

よ

び
そ

の
担
当

者
の
氏

名
 

(
2
) 

施
設
管
理

の
有

効
性
評

価

お
よ

び
そ

の
担

当
者
の

氏

名
 

評
価

の
都
度
 

評
価

を
実

施
し

た

原
子

炉
施

設
の

施

設
管

理
方
針
、
施

設

管
理

目
標

ま
た

は

施
設

管
理

実
施

計

画
の

改
定

ま
で

の

期
間
 

４
．

熱
出
力
 

原
子

炉
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

場
合

連
続

し
て
 

１
０

年
間
 

５
．

炉
心
の

中
性
子
束

密
度
 

１
０

年
間
 

６
．

炉
心
の

温
度
 

１
０

年
間
 

※
２
：
記

録
可

能
な

状
態

に
お

い
て

常
に

記
録

す
る

こ
と

を
意

味
し

て
お

り
、

点
検

・
故

障
ま

た
は

消
耗

品
の

取
替

え
に

よ
り

記
録

不
能

な
期

間
を

除
く

。
 

 表
１

３
３

－
１

（
続

き
）

 
記

録
（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

７
．

冷
却
材

入
口
温
度
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
１

時
間
毎
 

１
０

年
間
 

８
．

冷
却
材

出
口
温
度
 

１
０

年
間
 

９
．

冷
却
材

圧
力
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
１

時
間
毎
 

１
０

年
間
 

1
0
．

冷
却
材

流
量
 

１
０

年
間
 

1
1
．

制
御
棒

位
置
 

１
年

間
 

1
2
．

再
結
合

装
置
内
の

温
度
 

(
1
) 

静
的
触
媒

式
水

素
再
結

合

装
置

温
度
 

(
2
) 

原
子
炉
格

納
容

器
水
素

燃

焼
装

置
温
度
 

運
転

中
※
３
１
時

間
毎
 

１
年

間
 

1
3
．

原
子

炉
に
使

用
し

て
い

る
冷
却

材
の
純

度
お
よ

び
毎

日
の

補
給

量
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
毎

日
１
回
 

１
年

間
 

1
4
．

原
子

炉
内
に

お
け

る
燃

料
体
の

配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え
の

都
度
 

取
出

後
１
０
年

間
 

1
5
．

運
転
開

始
前
の
点

検
結

果
 

開
始
の

都
度
 

１
年

間
 

1
6
．

運
転
停

止
後
の
点

検
結

果
 

停
止
の

都
度
 

１
年

間
 

1
7
．

運
転
開

始
日
時
 

そ
の
都

度
 

１
年

間
 

1
8
．

臨
界
到

達
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

1
9
．

運
転
切

替
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
0
．

緊
急
し

ゃ
断
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
1
．

運
転
停

止
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
2
．

警
報

装
置
か

ら
発

せ
ら

れ
た
警

報
の
内

容
※
４
 

そ
の

都
度
 

１
年

間
 

2
3
．

運
転

責
任
者

の
氏

名
お

よ
び
運

転
員
の

氏
名
な

ら
び

に
こ

れ
ら

の
者
の

交
代
の

日
時

お
よ

び
交

代
時
の

引
継

事
項
 

交
代
の

都
度
 

１
年

間
 

2
4
.
運

転
上

の
制

限
の

確
認

お
よ

び

運
転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い

な
い
と

判
断
し

た
場

合
に

講
じ

た
措
置
 

そ
の

都
度
 

１
年

間
（
運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て

い
な

い
と

判
断

し

た
場

合
は
、
当

該
記

録
に

つ
い

て
５

年

間
）
 

2
5
．

使
用

済
燃
料

の
貯

蔵
施

設
内
に

お
け
る

燃
料

体
の
配

置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え
の

都
度
 

５
年

間
 

2
6
．

使
用

済
燃
料

の
払

出
し

時
に
お

け
る
放

射
能

の
量
 

払
出

し
の
都

度
 

１
０

年
間
 

2
7
．

燃
料

体
の
形

状
ま

た
は

性
状
に

関
す
る

検
査

の
結
果
 

挿
入

前
お

よ
び

取
出

後
（

装
荷
予

定
の

な
い

場
合

を
除
く

）
 

取
出

後
１
０

年
間
 

※
３
：
 添

付
３
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

定
め

る
判

断
基

準
に

よ
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

を
起

動
し

て
い

る
期

間
。
 

※
４
：「

警
報

装
置

か
ら

発
せ

ら
れ

た
警

報
」
と

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
付

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3J

E
A
C4

11
1
 

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
次

の
記

録
」

 
(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
炉

外
核

計
装

装
置

】
(
７

)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3-

1 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

（
数

字
）

は
、

表
13

3
-1

 
の

該
当

項
目

番
号

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

「
炉

外
核

計
装

装
置

」
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

炉
外

核
計

装
装

置
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

（
通

常
の

運
転

日
誌

、
ロ

グ
シ

ー
ト

）
 

第
34

条
9
  

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

制
御

棒
位

置
を

計
測

す
る

た
め

各
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

位
置

を
計

測
す

る
装

置
及

び
原

子
炉

容
器

の
入

口
及

び
出

口
に

お
け

る
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
１

次
冷

却
材

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

は
ユ

ニ
ッ

ト
総

合
管

理
計

算
機

か
ら

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
各

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
位

置
】

(
1
3
)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

制
御

棒
位

置
）

 

第
34

条
10

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

１
次

冷
却

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

格
納

容
器

水
素

濃
度

は
、

試
料

採
取

設
備

に
よ

り
断

続
的

に
試

料
を

採
取

し
分

析
を

行
い

、
測

定
結

果
を

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
１

次
冷

却
材

の
ほ

う
素

濃
度

】
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

放
射

線
管

理
通 達
 

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 
第

３
章

 
補

則
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
 
  

  
 
本

所
則

に
基

づ
き

作
成

す
る

必
要

の
あ

る
文

書
・

記
録

は
、
「

文
書

・
記

録
一

覧
表

」（
別

表
―

２
）

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

第
34

条
11

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

は
試

料
採

取
設

備
に

よ
り

断
続

的
に

試
料

を
採

取
し

分
析

を
行

い
、

測
定

結
果

を
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
ま

た
、

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
傾

向
を

監
視

す
る

た
め

に
、

１
次

冷
却

材
連

続
モ

ニ
タ

を
設

け
る

。
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
１

次
冷

却
材

の
放

射
性

物
質

及
び

不
純

物
の

濃
度

】
(
1
5
)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

放
射

線
管

理
通 達
 

  放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 
第

３
章

 
補

則
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
 
  

  
 
本

所
則

に
基

づ
き

作
成

す
る

必
要

の
あ

る
文

書
・

記
録

は
、
「

文
書

・
記

録
一

覧
表

」（
別

表
―

２
）

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

第
34

条
4 

 計
測

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
添

28
-5

3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
以

下
の

記
録

を
 

運
転

管
原

子
力

第
一

発
電

室
第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
９

章
 

運
転

監
視

）
 

40



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

12
 

 
（

計
測

装
置

）
 

制
御

系
統

施
設

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

１
次

冷
却

材
圧

力
、

加
圧

器
圧

力
、

１
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

及
び

１
次

冷
却

材
低

温
側

温
度

（
広

域
）

を
計

測
す

る
装

置
、

加
圧

器
内

及
び

蒸
気

発
生

器
内

の
水

位
を

計
測

す
る

た
め

、
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
を

計
測

す
る

装
置

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

格
納

容
器

圧
力

及
び

格
納

容
器

内
温

度
を

計
測

す
る

装
置

、
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
圧

力
及

び
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力
及

び
蒸

気
発

生
器

主
蒸

気
流

量
を

計
測

す
る

装
置

を
設

け
、

こ
れ

ら
の

計
測

装
置

は
計

測
結

果
を

、
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

制
御

棒
位

置
を

計
測

す
る

た
め

各
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

位
置

を
計

測
す

る
装

置
及

び
原

子
炉

容
器

の
入

口
及

び
出

口
に

お
け

る
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
１

次
冷

却
材

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

は
ユ

ニ
ッ

ト
総

合
管

理
計

算
機

か
ら

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

す
る

規
則

第
４

７
条

第
１

項
お

よ
び

第
２

項
に

規
定

す
る

範
囲

の
警

報
を

い
う

。
 

 表
１

３
３

－
１

（
続

き
）

 
記

録
（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

2
8
．

原
子
炉

本
体
、
使

用
済

燃
料
の

貯
蔵
施

設
、

放
射
性

廃
棄
物

の

廃
棄
施

設
等

の
放
射

線
し
ゃ

へ

い
物
の

側
壁

に
お
け

る
線
量

当

量
率
 

毎
日

運
転
中

１
回
 

１
０

年
間
 

2
9
．

放
射
性

廃
棄
物
の

排
気

口
ま
た

は
排
気

監
視

設
備
お

よ
び
排

水

口
ま
た

は
排

水
監
視

設
備
に

お

け
る
放

射
性

物
質
の

１
日
間

お

よ
び
３

月
間

に
つ
い

て
の
平

均

濃
度
 

１
日

間
の

平
均

濃
度

に
あ

っ
て

は
毎

日
１

回
、
３
月
間

の
平

均
濃

度
に

あ
っ

て
は

３
月

毎
に

１
回
 

１
０

年
間
 

3
0
．

管
理
区

域
に
お
け

る
外

部
放
射

線
に
係

る
１

週
間
の

線
量
当

量
、
空

気
中

の
放
射

性
物
質

の

１
週
間

に
つ

い
て
の

平
均
濃

度

お
よ
び

放
射

性
物
質

に
よ
っ

て

汚
染
さ

れ
た

物
の
表

面
の
放

射

性
物
質

の
密

度
 

毎
週

１
回
 

１
０

年
間
 

3
1
．

放
射
線

業
務
従
事

者
の

４
月
１

日
を
始

期
と

す
る
１

年
間
の

線

量
、
女

子
※
５
の

放
射
線
業

務

従
事
者

の
４

月
１
日

、
７
月

１

日
、
１

０
月

１
日
お

よ
び
１

月

１
日
を

始
期

と
す
る

各
３
月

間

の
線
量

な
ら

び
に
本

人
の
申

出

等
に
よ

り
妊

娠
の
事

実
を
知

る

こ
と
と

な
っ

た
女
子

の
放
射

線

業
務
従

事
者

に
あ
っ

て
は
出

産

ま
で
の

間
毎

月
１
日

を
始
期

と

す
る
１

月
間

の
線
量
 

１
年

間
の

線
量

に
あ

っ
て

は
毎
年

度
１
回

、

３
月

間
の

線
量

に
あ

っ
て

は
３

月
毎

に
１

回
、
１
月
間

の
線

量
に

あ
っ

て
は

１
月

毎
に

１
回
 

※
６
 

3
2
．

４
月
１

日
を
始
期

と
す

る
１
年

間
の
線

量
が

２
０
ミ

リ
シ
ー

ベ

ル
ト
を

超
え

た
放
射

線
業
務

従

事
者
の

当
該

１
年
間

を
含
む

原

子
力
規

制
委

員
会
が

定
め
る

５

年
間
の

線
量
 

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

５
年

間
に

お
い

て
毎

年
度

１
回

（
左

欄
に

掲
げ

る
当

該
１

年
間

以
降

に
限

る
）
 

※
６
 

3
3
．

放
射
線

業
務
従
事

者
が

緊
急
作

業
に
従

事
し

た
期
間

の
始
期

お

よ
び
終

期
な

ら
び
に

放
射
線

業

務
従
事

者
の

当
該
期

間
の
線

量
 

そ
の

都
度
 

※
６
 

3
4
.
 
放
射
線

業
務
従
事

者
が

当
該
業

務
に
就

く
日

の
属
す

る
年
度

に

お
け
る

当
該

日
以
前

の
放
射

線

被
ば
く

の
経

歴
お
よ

び
原
子

力

規
制
委

員
会

が
定
め

る
５
年

間

に
お
け

る
当

該
年
度

の
前
年

度

ま
で
の

放
射

線
被
ば

く
の
経

歴
 

そ
の

者
が

当
該

業
務

に
就

く
時
 

※
６
 

3
5
．

発
電
所

の
外
に
お

い
て

運
搬
し

た
核
燃

料
物

質
等
の

種
類
別

の

数
量
、

そ
の

運
搬
に

使
用
し

た

容
器
の

種
類

な
ら
び

に
そ
の

運

搬
の
日

時
お

よ
び
経

路
 

運
搬
の

都
度
 

１
年

間
 

※
５
：
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

お
よ

び
妊

娠
の

意
思

の
な

い
旨

を
書

面
で

申
し

出
た

者
を

除
く

。
 

※
６
：
そ

の
記

録
に

係
る

者
が

放
射

線
業

務
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

場
合

、
ま

た
は

そ
の

記
録

を
保

存
し

て
い

る
期

間
が

５
年

を
超

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
記

録
を

原
子

力
規

制
委

員
会

の
指

定
す

る
機

関
に

引
き

渡
す

ま
で

の
期

間
。

 
 表

１
３

３
－

１
（

続
き

）
 

記
録

（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

3
6
．

廃
棄

施
設
に

廃
棄

し
た

放
射
性

廃
棄
物

の
種
類

、
当

該
放

射
性

廃
棄
物

に
含
ま

れ
る

放
射

性
物

質
の
数

量
、
当

該
放

射
性

廃
棄

物
を
容

器
に
封

入
し

、
ま

た
は

容
器
と

一
体
的

に
固

型
化

し
た

場
合
に

は
当
該

容
器

の
数

量
お

よ
び
比

重
な
ら

び
に

そ
の

廃
棄

の
日
、

場
所

お
よ
び

方
法
 

そ
の

廃
棄
の

都
度
 

※
７
 

3
7
．

放
射

性
廃
棄

物
を

容
器

に
封
入

し
、
ま

た
は
容

器
に

固
型

化
し

た
場
合

に
は

、
そ
の

方
法
 

封
入

ま
た

は
固

型
化

の
都

度
 

※
７
 

3
8
．

放
射

性
物
質

に
よ

る
汚

染
の
広

が
り
の

防
止
お

よ
び

除
去

を
行

っ
た
場

合
に
は

、
そ

の
状

況
お

よ
び
担

当
者

の
氏
名
 

広
が

り
の

防
止

お
よ

び
除

去
の
都

度
 

１
年

間
 

3
9
．

事
故

の
発
生

お
よ

び
復

旧
の
日

時
 

そ
の

都
度
 

※
７
 

4
0
．

事
故

の
状
況

お
よ

び
事

故
に
際

し
て
採

っ
た

処
置
 

同
上
 

※
７
 

4
1
．

事
故
の

原
因
 

同
上
 

※
７
 

4
2
．

事
故
後

の
処
置
 

同
上
 

※
７
 

4
3
．

風
向
お

よ
び
風
速
 

連
続
し

て
 

１
０

年
間
 

4
4
．

降
雨
量
 

同
上
 

１
０

年
間
 

4
5
．

大
気
温

度
 

同
上
 

１
０

年
間
 

4
6
．

保
安
教

育
の
実
施

計
画
 

策
定
の

都
度
 

３
年

間
 

4
7
．

保
安

教
育
の

実
施

日
時

、
項
目

お
よ
び

受
け

た
者
の

氏
名
 

実
施
の

都
度
 

３
年

間
 

※
７

：
 
廃

止
措

置
が

終
了

し
、

そ
の

結
果

が
原

子
力

規
制

委
員

会
規

則
で

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

、
原

子
力

規
制

委
員

会
の

確
認

を
受

け
る

ま
で

の

「
表

1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
1
次

冷
却

材
圧

力
、

加
圧

器
圧

力
、

1
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

及
び

1
 次

冷
却

材
低

温
側

温
度

】
(
9)

～
(
11

)
 

【
１

次
冷

却
材

流
量

】
(
12

)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

理
通

達
 

運
転

業
務

要
綱

 
業

務
所

則
 

運
転

監
視

の
項

で
記

載
 

（
Ｒ

Ｃ
Ｓ

圧
力

、
加

圧
器

圧
力

、
Ｒ

Ｃ
Ｓ

温
度

、
Ｒ

Ｃ
Ｓ

流
量

）
 

第
34

条
13

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

加
圧

器
内

及
び

蒸
気

発
生

器
内

の
水

位
を

計
測

す
る

た
め

、
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
を

計
測

す
る

装
置

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

格
納

容
器

圧
力

及
び

格
納

容
器

内
温

度
を

計
測

す
る

装
置

、
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
圧

力
及

び
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力
及

び
蒸

気
発

生
器

主
蒸

気
流

量
を

計
測

す
る

装
置

を
設

け
、

こ
れ

ら
の

計
測

装
置

は
計

測
結

果
を

、
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

加
圧

器
水

位
、

Ｓ
Ｇ

水
位

）
 

第
34

条
14

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度
を

計
測

す
る

た
め

、
格

納
容

器
圧

力
及

び
格

納
容

器
内

温
度

を
計

測
す

る
装

置
、

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

圧
力

及
び

流
量

を
計

測
す

る
た

め
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
格

納
容

器
圧

力
及

び
格

納
容

器
内

温
度

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
圧

力
、

温
度

）
 

第
34

条
15

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
（

中
略

）
を

計
測

す
る

た
め

に
、

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 １
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
線

量
当

量
率

を
計

測
す

る
た

め
に

、
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

】
 

【
線

量
当

量
率

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
線

量
当

量
率

）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

期
間

。
 

 表
１

３
３

－
２

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

１
４

条
の
３

お
よ

び
第

５
７
条
に

基
づ

く

記
録

）
 

記
録

す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

１
．

使
用

前
事
業

者
検

査
の

結
果
の

記
録
 

(
1
) 
検

査
年

月
日
 

(
2
) 
検

査
の

対
象
 

(
3
) 
検

査
の

方
法
 

(
4
) 
検

査
の

結
果
 

(
5
) 
検

査
を

行
っ
た

者
の
氏

名
 

(
6
) 

検
査
の
結

果
に

基
づ
い

て

補
修

等
の

措
置

を
講
じ

た

と
き

は
、
そ

の
内
容
 

(
7
) 
検

査
の

実
施
に

係
る
組

織
 

(
8
) 

検
査
の
実

施
に

係
る
工

程

管
理
 

(
9
) 

検
査
に
お

い
て

役
務
を

供

給
し

た
事

業
者

が
あ
る

場

合
に

は
、

当
該

事
業
者

の

管
理

に
関
す

る
事
項
 

(
1
0)
 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
1
1)
 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る
事

項
 

検
査
の

都
度
 

当
該

使
用

前
事

業

者
検

査
に

係
る

発

電
用

原
子

炉
施

設

の
存

続
す
る
期

間
 

２
．

定
期

事
業
者

検
査

の
結

果
の
記

録
 

(
1
) 
検

査
年

月
日
 

(
2
) 
検

査
の

対
象
 

(
3
) 
検

査
の

方
法
 

(
4
) 
検

査
の

結
果
 

(
5
) 
検

査
を

行
っ
た

者
の
氏

名
 

(
6
) 

検
査
の
結

果
に

基
づ
い

て

補
修

等
の

措
置

を
講
じ

た

と
き

は
、
そ

の
内
容
 

(
7
) 
検

査
の

実
施
に

係
る
組

織
 

(
8
) 

検
査
の
実

施
に

係
る
工

程

管
理
 

(
9
) 

検
査
に
お

い
て

役
務
を

供

給
し

た
事

業
者

が
あ
る

場

合
に

は
、

当
該

事
業
者

の

管
理

に
関
す

る
事
項
 

(
1
0)
 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
1
1)
 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る
事

項
 

検
査
の

都
度
 

そ
の

発
電

用
原

子

炉
施

設
が

廃
棄

さ

れ
た

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

 表
１

３
３

－
３

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録

す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

１
．

品
質
方

針
お
よ
び

品
質

目
標
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

２
．

第
３

条
に
定

め
る

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
計

画
お

よ
び

原
子
力

発
電
の

安
全

に
係

る
品

質
保
証

規
程
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

３
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
社

内
標
準
 

(
1
) 

原
子
力
部

門
に

お
け
る

文

書
・

記
録
管

理
通
達
 

(
2
) 

原
子
力
部

門
に

お
け
る

内

部
監

査
通
達
 

(
3
) 

不
適
合
管

理
お

よ
び
是

正

処
置

通
達
 

(
4
) 
未

然
防

止
処
置

通
達
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

４
．

実
効

性
の
あ

る
プ

ロ
セ

ス
の
計

画
的
な

実
施
お

よ
び

管
理

が
な

さ
れ
る

よ
う
に

す
る

た
め

に
必

要
な
次

の
文

書
 

(
1
) 
グ

レ
ー

ド
分
け

通
達
 

(
2
) 
安

全
文

化
通
達
 

(
3
) 
品

質
目

標
通
達
 

(
4
) 

内
部
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン
通

達
 

(
5
) 
要

員
・

組
織
計

画
通
達
 

(
6
) 
教

育
・

訓
練
通

達
 

(
7
) 
運

転
管

理
通
達
 

(
8
) 
原

子
燃

料
管
理

通
達
 

(
9
) 
放

射
性

廃
棄
物

管
理
通

達
 

(
1
0)
 
放

射
線

管
理
通

達
 

(
1
1)
 
施

設
管

理
通
達
 

(
1
2)
 
非

常
時

の
措
置

通
達
 

(
1
3)
 
安

全
管

理
通
達
 

(
1
4)
 
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
通

達
 

(
1
5)
 
原

子
力

技
術
業

務
要
綱
 

(
1
6)
 
外

部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

通
達
 

(
1
7)
 
設

計
・

開
発
通

達
 

(
1
8)
 
原

子
力

部
門

に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

(
1
9)
 
監

視
機

器
・
測

定
機
器

管

理
通

達
 

(
2
0)
 
検

査
・

試
験
通

達
 

(
2
1)
 
デ

ー
タ

分
析
通

達
 

(
2
2)
 
火

災
防

護
通
達
 

 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

※
８
：
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

 
 表

１
３

３
－

３
（

続
き

）
 

記
録

（
実

用
炉

規
則

第
６
７

条
に

基
記

録
す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

第
34

条
17

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

圧
力

及
び

流
量

を
計

測
す

る
た

め
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 １

．
２

．
１

 
計

測
装

置
 

（
１

）
通

常
運

転
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
計

測
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

温
度

は
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

と
飽

和
温

度
の

関
係

性
を

用
い

て
換

算
す

る
こ

と
に

よ
り

間
接

的
に

計
測

で
き

る
設

計
と

し
、

炉
周

期
は

炉
外

核
計

装
（

中
性

子
源

領
域

中
性

子
、

中
間

領
域

中
性

子
）

の
計

測
結

果
を

用
い

て
演

算
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
蒸

気
発

生
器

蒸
気

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

主
蒸

気
圧

力
、

主
蒸

気
流

量
）

 

第
34

条
18

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
中

略
）

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｓ
Ｇ

Ｂ
Ｄ

モ
ニ

タ
、

主
蒸

気
管

モ
ニ

タ
）

 

第
34

条
19

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

排
気

筒
の

出
口

近
傍

に
お

け
る

排
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
中

略
）

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
排

気
筒

の
出

口
近

傍
に

お
け

る
排

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

(
30

)
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
排

気
塔

ガ
ス

モ
ニ

タ
）

 

第
34

条
20

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

排
水

口
近

傍
に

お
け

る
排

水
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
（

中
略

）
を

計
測

す
る

た
め

に
、

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
排

水
口

近
傍

に
お

け
る

排
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

】
(
30

）
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

放
水

口
モ

ニ
タ

）
 

42



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

づ
く

記
録
）

※
８
 

５
．

品
管

規
則

の
要

求
事
項

に
基

づ

き
作
成

す
る

次
の
記
録
 

(
1
)
 
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ
ー

の
結

果
の
記
録
 

(
2
)
 
要

員
の
力

量
お

よ
び
教
育

訓
練

そ
の

他
の

措
置

に
係

る
記

録
 

(
3
)
 
個

別
業
務

に
必

要
な
プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ

ロ
セ

ス
を

実
施

し
た

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こ

と
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

（
本

項
の

他
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
 

(
4
)
 
個

別
業
務

等
要

求
事
項
の

審
査

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る

記
録
 

(
5
)
 
設

計
開
発

に
用

い
る
情
報

に
係

る
記
録
 

(
6
)
 
設

計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記
録
 

(
7
)
 
設

計
開
発

の
検

証
の
結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係
る
記

録
 

(
8
)
 
設

計
開
発

妥
当

性
確
認
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る
記
録
 

(
9
)
 
設

計
開
発

の
変

更
に
係
る

記
録
 

(
1
0
) 

設
計

開
発

の
変

更
の

審

査
、

検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係

る
記

録
 

(
1
1
) 

供
給

者
の

評
価

の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係
る
記

録
 

(
1
2
) 

個
別

業
務

の
実

施
に

係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
の

結
果
の
記

録
 

(
1
3
) 

機
器

等
ま

た
は

個
別

業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ
の
記
録
 

(
1
4
) 

組
織

の
外

部
の

者
の

物

品
を

所
持

し
て

い
る

場
合

の
記

録
 

(
1
5
) 

当
該

計
量

の
標

準
が

存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検

証
の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6
) 

監
視

測
定

の
た

め
の

設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

し
た

場
合

に
お

け
る

、
従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し
た
記
録
 

(
1
7
) 

監
視

測
定

の
た

め
の

設

備
の

校
正

お
よ

び
検

証
の

結
果

の
記
録
 

(
1
8
) 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9
) 

使
用

前
事

業
者

検
査

等

ま
た

は
自

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る
記
録
 

(
2
0
) 

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階

に
進

む
こ

と
の

承
認

を
行

っ
た

要
員

を
特

定
す

る
こ

と
が

で
き
る
記

録
 

(
2
1
) 

不
適

合
の

内
容

の
記

録

お
よ

び
当

該
不

適
合

に
対

し
て

講
じ

た
措

置
（

特
別

採
用

を
含
む
。
）
に
係
る

記

録
 

(
2
2
) 

講
じ

た
全

て
の

是
正

処

置
お

よ
び

そ
の

結
果

の
記

録
 

(
2
3
) 

講
じ

た
全

て
の

未
然

防

止
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果

の
記

録
 

作
成
の

都
度
 

５
年
 

   

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

第
34

条
21

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

管
理

区
域

内
に

開
口

部
が

あ
る

排
水

路
の

出
口

近
傍

に
お

け
る

排
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
管

理
区

域
内

に
開

口
部

が
あ

る
排

水
路

の
出

口
近

傍
に

お
け

る
排

水
中

の
放

射
性

物
質

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水
モ

ニ
タ

）
 

第
34

条
23

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

、
管

理
区

域
内

に
お

い
て

人
が

常
時

立
ち

入
る

場
所

そ
の

他
放

射
線

管
理

を
特

に
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

線
量

当
量

率
を

計
測

す
る

た
め

に
、

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

す
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
管

理
区

域
内

に
お

い
て

人
が

常
時

立
ち

入
る

場
所

そ
の

他
放

射
線

管
理

を
特

に
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

線
量

当
量

率
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

）
 

第
34

条
25

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

３
 

固
定

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
い

て
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

か
ら

放
出

さ
れ

る
放

射
線

量
を

監
視

及
び

測
定

す
る

た
め

に
、

固
定

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
と

し
て

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

に
モ

ニ
タ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

（
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。）

）
及

び
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）

を
設

け
、

計
測

結
果

は
、

中
央

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

に
表

示
し

、
中

央
制

御
室

に
て

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 通

常
運

転
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
お

け
る

モ
ニ

タ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
か

ら
中

央
制

御
室

ま
で

の
デ

ー
タ

伝
送

系
及

び
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ま
で

の
デ

ー
タ

伝
送

系
は

多
様

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 １
．

１
．

４
 

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
い

て
、

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

す
る

た
め

に
、

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
と

し
て

、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）

を
設

け
、

測
定

結
果

を
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

た
だ

し
、

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）

に
よ

る
断

続
的

な
試

料
の

分
析

は
、

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

、
及

び
こ

れ
を

保
存

し
、

そ
の

記
録

を
確

認
す

る
こ

と
を

も
っ

て
、

こ
れ

に
代

え
る

も
の

と
す

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

線
量

】
 

【
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 
 非

常
時

の
措

置
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

 原
子

力
防

災
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

野
外

モ
ニ

タ
 

ロ
グ

シ
ー

ト
の

み
）

 
 原

子
力

防
災

業
務

要
綱

 
第

２
編

 
非

常
時

の
措

置
 

 
第

３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
等

の
実

施
等

 
第

４
編

 
補

 
則

 
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
で

記
載

 

第
34

条
29

 
 

（
計

測
装

置
）

 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

温
及

び
水

位
を

計
測

す
る

装
置

を
設

置
し

、
計

測
結

果
を

表
示

し
、

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
ま

た
、

外
部

電
源

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
も

非
常

用
所

内
電

源
か

ら
の

電
源

供
給

に
よ

り
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

温
及

び
水

位
を

計
測

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
添

18
-1

6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｓ
Ｆ

Ｐ
水

位
 

温
度

）
 

43



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
温

及
び

水
位

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

第
34

条
31

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

５
 

環
境

測
定

装
置

 
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

、
発

電
所

周
辺

の
被

ば
く

線
量

評
価

及
び

一
般

気
象

デ
ー

タ
収

集
並

び
に

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
外

部
の

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

気
象

観
測

設
備

（
３

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置
）

を
設

け
、

敷
地

内
に

お
け

る
風

向
及

び
風

速
は

測
定

結
果

を
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
及

び
風

速
】

(
44

)
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

気
象

計
器

は
ロ

グ
シ

ー
ト

の
み

管
理

）
 

第
35

条
7
  

（
安

全
保

護
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

３
．

１
 

安
全

保
護

装
置

 
（

２
）

安
全

保
護

装
置

の
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
マ

イ
ク

ロ
プ

ロ
セ

ッ
サ

を
用

い
た

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
及

び
機

能
的

な
分

離
、

有
線

又
は

無
線

に
よ

る
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
か

ら
の

遠
隔

操
作

の
防

止
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
内

部
管

理
の

強
化

に
よ

る
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
の

防
止

、
物

理
的

及
び

電
気

的
ア

ク
セ

ス
の

制
限

を
設

け
、

シ
ス

テ
ム

の
据

付
、

更
新

、
試

験
、

保
守

等
で

、
承

認
さ

れ
て

い
な

い
者

の
操

作
及

び
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

で
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
そ

の
他

の
電

子
計

算
機

に
使

用
目

的
に

沿
う

べ
き

動
作

を
せ

ず
、

又
は

使
用

目
的

に
反

す
る

動
作

を
さ

せ
る

行
為

に
よ

る
被

害
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
保

護
系

リ
レ

ー
ラ

ッ
ク

に
つ

い
て

は
ア

ナ
ロ

グ
回

路
で

構
成

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
28

-5
9
 

 
添

28
-6

0
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.1
 不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
(
1)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
に

対
す

る
施

錠
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
こ

と
に

よ
り

物
理

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
は

、
盤

の
施

錠
等

に
よ

り
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
を

直
接

接
続

さ
せ

な
い

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

(
2)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
機

能
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
さ

れ
て

い
る

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
等

外
部

か
ら

の
侵

入
に

対
し

て
、

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

を
介

し
て

外
部

へ
の

信
号

の
流

れ
を

送
信

の
み

に
制

限
す

る
こ

と
に

よ
り

機
能

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

安
全

保
護

装
置

は
、

物
理

的
、

電
気

的
、

機
能

的
に

分
離

さ
れ

た
常

用
系

の
ユ

ニ
ッ

ト
バ

ス
に

接
続

し
デ

ー
タ

通
信

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
第

51
図

「
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

物
理

的
又

は
機

能
的

な
分

離
概

略
図

」
参

照
）

 
(
3)

 コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

 
安

全
保

護
装

置
の

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
は

、
計

算
機

固
有

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

及
び

言
語

を
使

用
し

一
般

的
な

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

と
な

る
設

計
と

す
る

。
 

(
4)

 物
理

的
及

び
電

気
的

ア
ク

セ
ス

の
制

限
 

人
的

侵
入

や
不

正
行

為
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

、
発

電
所

へ
の

入
域

の
出

入
管

理
に

よ
る

物
理

的
ア

ク
セ

ス
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
安

全
保

護
装

置
の

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
変

更
す

る
ツ

ー
ル

）
の

パ
ス

ワ
ー

ド
管

理
に

よ
り

電
気

的
ア

ク
セ

ス
を

制
限

す
る

設
計

と
す

る
。

 
(
5)

 ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
管

理
外

の
変

更
に

対
す

る
防

護
措

置
 

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

シ
ス

テ
ム

設
計

、
製

作
、

試
験

、
変

更
管

理
の

各
段

階
で

「
安

全
保

護
系

へ
の

デ
ィ

ジ
タ

ル
計

算
機

の
適

用
に

関
す

る
規

程
」

（
J
EA

C4
6
20

-2
00

8）
及

び
「

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

」
（

JE
A
G4

60
9-

2
00

8）
に

準
じ

て
、

安
全

保
護

上
要

求
さ

れ
る

機
能

が
正

し
く

確
実

に
実

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
保

証
す

る
た

め
、

検
証

及
び

妥
当

性
確

認
が

な
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

は
、

設
計

、
製

作
、

試
験

及
び

変
更

管
理

の
各

段
階

で
検

証
と

妥
当

性
の

確
認

を
適

切
に

行
う

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
（

第
51

図
「

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
の

設
計

・
製

作
及

び
検

証
と

妥
当

性
確

認
の

流
れ

」
及

び
第

4
表

「
各

検
証

項
目

に
お

け
る

検
証

内
容

」
参

照
）

 
 

(
6)

 有
線

又
は

無
線

に
よ

る
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
か

ら
の

遠
隔

操
作

の
防

止
及

び
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

内
部

管
理

の
強

化
に

よ
る

ウ
イ

ル
ス

等
の

侵
入

の
防

止
 

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
及

び
機

能
的

な
分

離
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

、
物

理
的

及
び

電
気

的
ア

ク
セ

ス
の

制
限

、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

管
理

外
の

変
更

に
対

す
る

防
護

措
置

の
設

計
を

行
う

こ
と

に
よ

り
有

線
又

は
無

線
に

よ
る

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

か
ら

の
遠

隔
操

作
の

防
止

及
び

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
内

部
管

理
の

強
化

に
よ

る
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

盤
の

施
錠

運
用

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
第

15
条

(
7)

 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
に

整
理

し
、

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
は

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 

保
守

管
理

通
達

 
 原

子
力

部
門

に
お

け
る

調
達

管
理

通
達

 
 設

計
・

開
発

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
 

保
修

業
務

所
則

 
 設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

１
５

章
 

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

 
２

．
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
 

担
当

課
（

室
）

長
は

、「
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

を
実

施
す

る
。

 
（

以
下

「
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
」

の
該

当
箇

所
）

 
（

９
）

設
計

検
証

の
運

用
 

担
当

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

お
よ

び
担

当
課
（

室
）
長

は
、
追

設
ま

た
は

改
造

を
実

施
す

る
場

合
は
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

」
に

基
づ

き
設

計
検

証
を

実
施

す
る

。
 

 【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

別
紙

１
 

設
計

基
準

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
教

育
・

訓
練

内
容

 
・
保

守
管

理
や

盤
の

施
錠

管
理

、
出

入
管

理
、
パ

ス
ワ

ー
ド

管
理

等
の

管
理

手
順

に
関

す
る

事
項

 

第
３

条
 

（
品

質
保

証
計

画
）

 
 

保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
、

以
下

の
と

お
り

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。
 

 ７
．

３
 
設

計
開

発
 

原
子

力
部

門
は

、
表

３
－

２
の

７
．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

立
し

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

 ７
．

３
．

１
設

計
開

発
計

画
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
（

専
ら

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
用

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。
）
の

計
画
（

以
下

、
「

設
計

開
発

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定

す
る
（

不
適

合
お

よ
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

生
等

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
活

動
（

４
．

１
(
2
)
c)

の
事

項
を

考
慮

し
て

行
う

も
の

を
含

む
。
）
を

行
う

こ
と

を
含

む
。
）
と

と
も

に
、

設
計

開
発

を
管

理
す

る
。

 
こ

の
設

計
開

発
に

は
、
設

備
、
施

設
、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
お

よ
び

手
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
原

子
力

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

手
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、
新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、

重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

行
う

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。
 

a)
 設

計
開

発
の

性
質

、
期

間
お

よ
び

複
雑

さ
の

程
度

 
b)

 
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、
検

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
の

方
法

な
ら

び
に

管
理

体
制

 
c)

 
設

計
開

発
に

係
る

部
門

お
よ

び
要

員
の

責
任

お
よ

び
権

限
 

d)
 
設

計
開

発
に

必
要

な
原

子
力

部
門

の
内

部
お

よ
び

外
部

の
資

源
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

な
ら

び
に

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

(
1)

に
よ

り
策

定
さ

れ
た

設
計

開
発

計
画

を
、

設
計

開
発

の
進

行
に

応
じ

て
適

切
に

変
更

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

７
．

３
．

２
 
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

と
も

に
、
当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し

、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

a)
 機

能
お

よ
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

b)
 
従

前
の

類
似

し
た

設
計

開
発

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
と

し
て

適
用

可
能

な
も

の
 

c)
 関

係
法

令
 

d)
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

に
用

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
そ

の
妥

当
性

を
評

価
し

、
承

認
す

る
。

 
 ７

．
３

．
３

 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
設

計
開

発
に

用
い

た
情

報
と

対
比

し
て

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

形
式

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロ
セ

ス
に

進
む

に
あ

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。
 

a)
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
b)

 
調

達
、

機
器

等
の

使
用

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
c)

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

d)
 
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
用

す
る

た
め

に
不

可
欠

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こ

と
。
 

 ７
．

３
．

４
 
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
 

(
1)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
目

的
と

し
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
、「

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
。

 
a)

 
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と
。

 
b)

 
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し
、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こ

と
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

門
の

代
表

者
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

門
家

を
参

加
さ

せ
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。
 

 ７
．

３
．

５
 
設

計
開

発
の

検
証

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
検

証
を

実
施

す
る
（

設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
行

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
含

む
）

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
当

該
設

計
開

発
を

行
っ

た
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

さ
せ

な
い

。
 

 ７
．

３
．

６
 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
、

「
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」
と

い
う

。
）
を

実
施

す
る
（

機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、
当

該
機

器
等

の
使

用
を

開
始

す
る

前
に

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
行

う
こ

と
を

含
む

）
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
機

器
等

の
使

用
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

 ７
．

４
．

２
 調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、
次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
を

含
め

る
。

 
a)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
b)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

力
量

に
係

る
要

求
事

項
 

c)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

45



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
d)

 
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
（

偽
造

品
ま

た
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。
）
お

よ
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

e)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

、
お

よ
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 
f)

 
一

般
産

業
用

工
業

品
を

機
器

等
に

使
用

す
る

に
あ

た
っ

て
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g)

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

と
し

て
、
原

子
力

部
門

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

使
用

前
事

業
者

検
査

等
そ

の
他

の
個

別
業

務
を

行
う

際
の

原
子

力
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

工
場

等
へ

の
立

入
り

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
し

た
文

書
を

提
出

さ
せ

る
。
 

 ７
．

４
．

３
 
調

達
物

品
等

の
検

証
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
方

法
を

定
め

、
実

施
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
、

当
該

検
証

の
実

施
要

領
お

よ
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
方

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。

 
 

 
  

第
１

３
１

条
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

表
１

３
１

－
１

 
そ

の
他

保
安

教
育

 

第
35

条
8
  

（
安

全
保

護
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

３
．

１
 

安
全

保
護

装
置

 
（

２
）

安
全

保
護

装
置

の
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
（

中
略

）
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
の

施
錠

等
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

及
び

安
全

保
護

装
置

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

、
設

計
、

製
作

、
試

験
及

び
変

更
管

理
の

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

適
切

に
行

う
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
、

不
正

ア
ク

セ
ス

を
防

止
す

る
。

 

添
28

-5
9
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.1
 不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
(
1)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
に

対
す

る
施

錠
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
こ

と
に

よ
り

物
理

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
は

、
盤

の
施

錠
等

に
よ

り
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
を

直
接

接
続

さ
せ

な
い

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

（
中

略
）

 
(
5)

 ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
管

理
外

の
変

更
に

対
す

る
防

護
措

置
 

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

シ
ス

テ
ム

設
計

、
製

作
、

試
験

、
変

更
管

理
の

各
段

階
で

「
安

全
保

護
系

へ
の

デ
ィ

ジ
タ

ル
計

算
機

の
適

用
に

関
す

る
規

程
」

（
J
EA

C4
6
20

-2
00

8）
及

び
「

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

」
（

JE
A
G4

60
9-

2
00

8）
に

準
じ

て
、

安
全

保
護

上
要

求
さ

れ
る

機
能

が
正

し
く

確
実

に
実

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
保

証
す

る
た

め
、

検
証

及
び

妥
当

性
確

認
が

な
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

は
、

設
計

、
製

作
、

試
験

及
び

変
更

管
理

の
各

段
階

で
検

証
と

妥
当

性
の

確
認

を
適

切
に

行
う

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

適
切

に
行

う
こ

と
は

、
保

安
規

定
第

３
条

に
記

載
す

る
。

 
盤

の
施

錠
運

用
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

第
15

条
(
7)

 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
に

整
理

し
、

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
は

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
設

計
・

開
発

、
調

達
に

つ
い

て
は

、
設

計
、
製

作
、
試

験
及

び
変

更
管

理
の

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

行
う

仕
組

み
を

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 
保

守
管

理
通

達
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
通

達
 

 設
計

・
開

発
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
綱

 

保
修

業
務

所
則

 

原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
 

２
．

調
達

文
書

の
作

成
 

（
１

）
工

事
担

当
箇

所
は

、
工

事
等

の
調

達
に

際
し

、
工

事
等

に
関

す
る

機
器

仕
様

、
調

達
先

が
実

施
す

る
業

務
範

囲
等

必
要

な
調

達
要

求
事

項
を

明
確

に
し

、
仕

様
書

等
の

調
達

文
書

を
作

成
す

る
。

 
ま

た
、
調

達
文

書
の

作
成

に
お

い
て

は
、
工

事
等

の
範

囲
、
内

容
の

複
雑

さ
、
設

備
重

要
度

、
実

績
等

を
勘

案
の

う
え

、
以

下
の

項
目

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
を

設
定

す
る

。
 

ｈ
．
調

達
製

品
を

当
社

に
引

き
渡

す
場

合
に

お
け

る
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

証
拠

と
な

る
記

録
の

提
出

に
関

す
る

要
求

事
項

 
保

修
業

務
所

則
 

第
１

５
章

 
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
 

２
．

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

」
に

定
め

る
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
を

実
施

す
る

。
 

（
以

下
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

」
の

該
当

箇
所

）
 

（
９

）
設

計
検

証
の

運
用

 
担

当
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
お

よ
び

担
当

課
（

室
）
長

は
、
追

設
ま

た
は

改
造

を
実

施
す

る
場

合
は
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

」
に

基
づ

き
設

計
検

証
を

実
施

す
る

。
 

第
３

条
 

（
品

質
保

証
計

画
）

 

７
．

３
 
設

計
開

発
 

原
子

力
部

門
は

、
表

３
－

２
の

７
．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

立
し

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

 ７
．

３
．

１
設

計
開

発
計

画
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
（

専
ら

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
用

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。
）
の

計
画
（

以
下

、
「

設
計

開
発

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定

す
る
（

不
適

合
お

よ
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

生
等

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
活

動
（

４
．

１
(
2
)
c)

の
事

項
を

考
慮

し
て

行
う

も
の

を
含

む
。
）
を

行
う

こ
と

を
含

む
。
）
と

と
も

に
、

設
計

開
発

を
管

理
す

る
。

 
こ

の
設

計
開

発
に

は
、
設

備
、
施

設
、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
お

よ
び

手
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
原

子
力

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

手
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、
新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、

重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

行
う

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。
 

a)
 設

計
開

発
の

性
質

、
期

間
お

よ
び

複
雑

さ
の

程
度

 
b)

 
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、
検

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
の

方
法

な
ら

び
に

管
理

体
制

 
c)

 
設

計
開

発
に

係
る

部
門

お
よ

び
要

員
の

責
任

お
よ

び
権

限
 

d)
 
設

計
開

発
に

必
要

な
原

子
力

部
門

の
内

部
お

よ
び

外
部

の
資

源
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

な
ら

び
に

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

絡
を

管
理

す
る

。
 

(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

(
1)

に
よ

り
策

定
さ

れ
た

設
計

開
発

計
画

を
、

設
計

開
発

の
進

行
に

応
じ

て
適

切
に

変
更

す
る

。
 

 ７
．

３
．

２
 
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

と
も

に
、
当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し

、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

a)
 機

能
お

よ
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

b)
 
従

前
の

類
似

し
た

設
計

開
発

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
と

し
て

適
用

可
能

な
も

の
 

c)
 関

係
法

令
 

d)
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

に
用

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
そ

の
妥

当
性

を
評

価
し

、
承

認
す

る
。

 
 ７

．
３

．
３

 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
設

計
開

発
に

用
い

た
情

報
と

対
比

し
て

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

形
式

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロ
セ

ス
に

進
む

に
あ

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。
 

a)
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
b)

 
調

達
、

機
器

等
の

使
用

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
c)

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

d)
 
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
用

す
る

た
め

に
不

可
欠

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こ

と
。
 

 ７
．

３
．

４
 
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
 

(
1)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
目

的
と

し
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
、「

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
。

 
a)

 
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と
。

 
b)

 
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し
、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こ

と
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

門
の

代
表

者
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

門
家

を
参

加
さ

せ
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。
 

 ７
．

３
．

５
 
設

計
開

発
の

検
証

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
検

証
を

実
施

す
る
（

設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
行

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
含

む
）

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
当

該
設

計
開

発
を

行
っ

た
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

さ
せ

な
い

。
 

 ７
．

３
．

６
 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
、

「
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」
と

い
う

。
）
を

実
施

す
る
（

機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、
当

該
機

器
等

の
使

用
を

開
始

す
る

前
に

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
行

う
こ

と
を

含
む

）
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
機

器
等

の
使

用
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

 ７
．

４
．

２
 調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、
次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
を

含
め

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

a)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
b)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

力
量

に
係

る
要

求
事

項
 

c)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
d)

 
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
（

偽
造

品
ま

た
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。
）
お

よ
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

e)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

、
お

よ
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 
f)

 
一

般
産

業
用

工
業

品
を

機
器

等
に

使
用

す
る

に
あ

た
っ

て
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g)

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

と
し

て
、
原

子
力

部
門

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

使
用

前
事

業
者

検
査

等
そ

の
他

の
個

別
業

務
を

行
う

際
の

原
子

力
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

工
場

等
へ

の
立

入
り

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
し

た
文

書
を

提
出

さ
せ

る
。
 

 ７
．

４
．

３
 
調

達
物

品
等

の
検

証
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
方

法
を

定
め

、
実

施
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
、

当
該

検
証

の
実

施
要

領
お

よ
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
方

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。

 
 

第
１

３
１

条
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

表
１

３
１

－
１

 
そ

の
他

保
安

教
育

 
 

第
38

条
7
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

b.
 中

央
制

御
盤

等
 

（
中

略
）

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

上
重

要
な

機
能

に
支

障
を

き
た

す
お

そ
れ

が
あ

る
機

器
・

弁
等

に
対

し
て

、
色

分
け

や
掲

示
札

の
取

り
付

け
等

の
識

別
管

理
や

人
間

工
学

的
な

操
作

性
も

考
慮

し
た

監
視

操
作

エ
リ

ア
・

設
備

の
配

置
、

中
央

監
視

操
作

の
盤

面
配

置
、

理
解

し
や

す
い

表
示

方
法

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

が
正

確
、

か
つ

迅
速

に
把

握
で

き
る

と
と

も
に

施
錠

管
理

を
行

い
、

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

す
る

機
能

を
有

す
る

。
ま

た
、

保
守

点
検

に
お

い
て

誤
り

が
生

じ
に

く
い

よ
う

留
意

し
た

も
の

と
す

る
。

 
 

添
31

-5
 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.2

.2
 誤

操
作

防
止

 
中

央
制

御
室

の
環

境
条

件
（

注
）
、

中
央

制
御

室
の

配
置

及
び

作
業

空
間

に
留

意
す

る
と

と
も

に
運

転
コ

ン
ソ

ー
ル

の
盤

面
機

器
及

び
盤

面
表

示
（

操
作

器
、

指
示

計
、

警
報

）
を

シ
ス

テ
ム

ご
と

に
グ

ル
ー

プ
化

し
た

配
列

及
び

色
分

け
に

よ
る

識
別

や
操

作
器

の
コ

ー
ド

化
（

色
、

形
状

、
大

き
さ

等
の

視
覚

的
要

素
で

の
識

別
）

等
を

行
う

こ
と

で
、

通
常

運
転

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

時
並

び
に

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

す
る

と
と

も
に

容
易

に
操

作
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
現

場
盤

の
盤

面
機

器
も

運
転

コ
ン

ソ
ー

ル
と

同
様

に
、

シ
ス

テ
ム

毎
に

グ
ル

ー
プ

化
し

た
配

列
及

び
色

分
け

に
よ

る
識

別
や

操
作

器
の

コ
ー

ド
化

等
を

行
う

こ
と

で
、

通
常

運
転

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

し
、

容
易

に
操

作
が

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
操

作
が

必
要

な
箇

所
は

環
境

条
件

を
想

定
し

、
操

作
環

境
及

び
照

明
の

確
保

を
行

う
こ

と
に

よ
り

容
易

に
操

作
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
１

章
 

機
器

の
操

作
）

 
施

錠
管

理
に

つ
い

て
記

載
。

 

第
38

条
17

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

２
 中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

d.
 有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
隔

離
等

の
対

策
に

よ
り

運
転

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

 

添
31

-1
4
 

資
料

３
１

 中
央

制
御

室
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

中
央

制
御

室
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 

3
.6

.2
 可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 

 
(3

) 
換

気
設

備
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
に

対
し

て
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
取

入
れ

を
手

動
で

遮
断

し
、

閉
回

路
循

環
方

式
に

切
り

換
え

る
こ

と
に

よ
り

、
外

部
雰

囲
気

か
ら

隔
離

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

具
体

的
な

、
換

気
設

備
の

機
能

に
つ

い
て

は
、

資
料

３
５

「
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
」

に
示

す
。

 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(a
) 

各
課

（
室

）
長

は
、

可
動

源
に

対
し

て
、

立
会

人
の

随

行
、

通
信

連
絡

手
段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
、
中

央
制

御
室

空
調

装
置
（

３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活
動

等
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 
 

 
運

転
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

一
般

防
災

所
達

 

一
般

防
災

所
達

（
別

表
２

２
 

有
毒

ガ
ス

発
生

時
に

お
け

る
対

応
手

順
 

予
期

せ
ず

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
 

・
当

直
課

長
は

、
立

会
人

か
ら

有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異
常

を
認

知
し

た
こ

と
の

連
絡

を
受

け
た

場
合

、
事

故
時

操
作

所
則

お
よ

び
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

事
故

時
操

作
所

則
に

基
づ

き
、
安

全
防

災
室

課
長
（

Ｓ
Ａ

／
Ｄ

Ｂ
）
へ

の
連

絡
お

よ
び

中
央

制
御

室
当

直
員
（

運
転

員
）
に

中
央

制
御

室
換

気
空

調
設

備
の

隔
離

等
、

以
下

の
措

置
を

行
う

よ
う

指
示

す
る

。
 

１
）
中

央
制

御
室

当
直

員
（

当
直

課
長

含
む

）
は

別
表

２
４

に
示

す
防

毒
マ

ス
ク

を
着

用
す

る
と

と
も

に
酸

素
呼

吸
器

の
着

用
準

備
を

行
い

、
別

 
表

２
４

に
示

す
酸

素
呼

吸
器

の
着

用
準

備
が

整
い

次
第

、
別

表
２

３
の

着
用

手
順

に
基

づ
き

酸
素

呼
吸

器
を

着
用

す
る

。
 

２
）
中

央
制

御
室

当
直

員
は

、
敷

地
内

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

こ
と

を
所

内
一

斉
ペ

ー
ジ

ン
グ

に
よ

り
周

知
す

る
。

 
３

）
中

央
制

御
室

当
直

員
は

、
中

央
制

御
室

換
気

空
調

設
備

の
隔

離
、
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
実

施
す

る
。

 
 ・
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
、
次

の
措

置
を

行
う

。
 

１
）
立

会
人

は
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異
常

を
認

知
し

た
場

合
、

当
直

課
長

に
連

絡
す

る
。

 
２

）
必

要
に

応
じ

て
、
有

毒
ガ

ス
発

生
源

の
希

釈
等

の
終

息
活

動
を

実
施

し
、

終
息

活
動

が
完

了
し

た
場

合
に

は
、

本
部

に
連

絡
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

は
、
安

全
･防

災
室

課
長
（

Ｓ
Ａ

／
Ｄ

Ｂ
）
か

ら
の

情
報

に
基

づ
き

、
関

係
者

に
連

絡
し

、
必

要
に

応
じ

て
、
作

業
の

中
止

を
実

施
し

た
上

で
、

作
業

の
中

止
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
し

、
結

果
 

を
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

48



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

・
有

毒
ガ

ス
発

生
時

は
、
事

象
終

息
後

、
影

響
が

あ
る

と
予

想
さ

れ
る

箇
所

に
つ

い
て

点
検

し
、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
へ

報
告

す
る

。
 

第
38

条
13

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

e.
 居

住
性

の
確

保
 

中
央

制
御

室
及

び
こ

れ
に

連
絡

す
る

通
路

並
び

に
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

中
央

制
御

室
に

出
入

り
す

る
た

め
の

区
域

は
、

1
次

冷
却

系
統

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

損
壊

又
は

故
障

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
、

遮
蔽

そ
の

他
の

適
切

な
放

射
線

防
護

措
置

、
気

体
状

の
放

射
性

物
質

及
び

中
央

制
御

室
外

の
火

災
に

よ
り

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

換
気

設
備

の
隔

離
そ

の
他

の
適

切
な

防
護

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

の
停

止
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
を

と
る

た
め

の
機

能
を

有
す

る
と

と
も

に
連

絡
す

る
通

路
及

び
出

入
す

る
た

め
の

区
域

は
従

事
者

が
支

障
な

く
中

央
制

御
室

に
入

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
多

重
性

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

 

添
2-

1-
1-

9
 

 
添

2-
1-

1
-1

0
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
(
3)

 有
毒

ガ
ス

 
発

電
所

の
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

状
況

を
も

と
に

、
想

定
さ

れ
る

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置
し

、
又

は
建

屋
内

の
空

気
を

循
環

さ
せ

る
フ

ァ
ン

の
設

置
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

第
45

条
11

 
 

（
保

安
電

源
設

備
）

 

8-
2 

常
用

電
源

設
備

 

１
．

１
．

２
 

1
相

の
電

路
の

開
放

に
対

す
る

検
知

及
び

電
力

の
安

定
性

回
復

 
（

中
略

）
 

1
相

開
放

故
障

が
検

知
さ

れ
な

い
状

態
に

お
い

て
、

安
全

系
機

器
に

悪
影

響
が

生
じ

た
場

合
に

も
、

運
転

員
が

、
適

切
な

対
応

を
行

え
る

よ
う

、
ま

た
、

77
kV

送
電

線
(
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
（

以
下

同
じ

。）
)
か

ら
の

手
動

に
よ

る
受

電
切

替
前

に
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
等

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
管

理
す

る
。

 
50

0k
V
及

び
77

kV
送

電
線

に
お

い
て

、
1
相

の
電

路
の

開
放

を
検

知
し

た
場

合
は

、
保

安
規

定
に

て
遮

断
器

操
作

に
よ

る
故

障
箇

所
の

隔
離

又
は

非
常

用
母

線
の

受
電

切
替

を
行

う
こ

と
で

電
力

の
供

給
の

安
定

性
を

回
復

さ
せ

る
こ

と
を

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

5
00

kV
送

電
線

に
お

い
て

、
3
相

の
う

ち
の

1
相

の
電

路
の

開
放

が
生

じ
た

場
合

、
電

力
送

電
時

に
お

い
て

は
、

保
護

装
置

に
よ

る
3
相

の
電

流
不

平
衡

監
視

に
て

常
時

自
動

検
知

で
き

る
設

計
と

す
る

。
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
、

運
用

に
て

遮
断

器
の

開
放

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
を

定
め

、
そ

の
拡

大
の

防
止

を
図

り
、

又
は

健
全

な
電

源
か

ら
の

受
電

へ
切

り
替

え
る

こ
と

を
定

め
、

安
全

施
設

へ
の

電
源

の
供

給
の

安
定

性
を

回
復

さ
せ

る
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 
(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

 

運
転

管
理

通
達

（
既

 
存

）
 

原
子

力
運

転
業

務
要

 
綱

（
既

存
）

 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
２

章
 

巡
回

点
検

業
務

）
 

5
. 

巡
回

点
検

要
領

 
5
.1

 機
器

の
点

検
お

よ
び

取
扱

い
方

法
の

概
要

 
(
7)

 変
圧

器
廻

り
の

点
検

 
a
. 

変
圧

器
に

地
絡

の
な

い
1

相
開

放
(
欠

相
)
が

発
生

し
た

場
合

の
兆

候
、

対
応

は
次

の
と

お
り

。
 

(
a)

 
母

線
電

圧
が

低
電

圧
保

護
継

電
器

の
動

作
設

定
値

以
下

に
な

ら
な

い
場

合
も

あ
り

、
故

障
(
欠

相
)を

検
出

で
き

な
い

可
能

性
が

あ
る

。
 

(
b)

 母
線

電
圧

の
低

下
に

伴
い

電
流

が
上

昇
し

、
当

該
母

線
に

接
続

さ
れ

た
各

補
機

が
過

電
流

保
護

継
電

器
の

動
作

に
よ

り
連

続
的

に
ト

リ
ッ

プ
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

 
(
c)

 現
場

確
認

、
電

圧
計

の
指

示
低

下
に

よ
り

当
該

母
線

が
異

常
と

判
断

し
た

場
合

は
、

健
全

系
統

へ
の

電
源

切
替

が
必

要
で

あ
る

。
 

b
. 
77

kV
高

浜
連

絡
線

か
ら

手
動

で
受

電
切

替
す

る
場

合
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
を

実
施

し
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
後

切
替

す
る

。
 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

7
7k

V
送

電
線

で
は

、
予

備
変

圧
器

か
ら

所
内

負
荷

へ
給

電
し

て
い

る
場

合
、

保
護

装
置

に
よ

る
自

動
検

知
又

は
人

的
な

検
知

（
巡

視
点

検
等

）
を

加
え

る
こ

と
で

、
一

部
の

保
護

継
電

器
等

に
よ

る
検

知
が

期
待

で
き

な
い

箇
所

の
1
相

開
放

故
障

の
発

見
や

、
そ

の
兆

候
を

早
期

に
発

見
で

き
る

可
能

性
を

高
め

る
設

計
と

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

１
号

機
及

び
２

号
機

が
同

時
停

止
中

の
場

合
、

50
0k

V
送

電
線

は
多

重
化

し
た

設
計

と
し

、
万

一
、

1
相

の
開

放
故

障
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

安
全

施
設

へ
の

電
力

の
供

給
が

不
安

定
に

な
る

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
な

お
、

1
相

開
放

故
障

事
象

の
知

見
を

、
運

転
員

に
対

し
て

定
期

的
に

教
育

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

手
動

に
よ

る
受

電
切

替
時

に
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
も

実
施

し
、

可
能

な
限

り
異

常
の

早
期

検
知

に
努

め
る

。
 

第
７

３
条

 
（

外
部

電
源

）
 

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、
外

部
電

源
※
１

は
、

表
７

３
－

１
で

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 
２

．
外

部
電

源
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、
１

週
間

に
１

回
、

所
要

の
非

常
用

高
圧

母
線

に
電

力
供

給
可

能
な

外
部

電
源

３
回

線
以

上
の

電
圧

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
、
お

よ
び

１
回

線
以

上
は

他
の

回
線

に
対

し
て

独
立

性
を

有
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

変
圧

器
１

次
側

に
お

い
て

１
相

開
放

を
検

知
し

た
場

合
、

故
障

箇
所

の
隔

離
ま

た
は

非
常

用
母

線
を

健
全

な
電

源
か

ら
受

電
で

き
る

よ
う

切
替

を
実

施
す

る
。

 

 
ま

た
、

予
備

変
圧

器
か

ら
所

内
負

荷
へ

給
電

時
は

、
7
7 
kV

送
電

線
の

電
流

値
を

確
認

す
る

。
 

 

【
運

転
員

教
育

訓
練

要
綱

指
針

】
 

参
考

－
１

：
運

転
員

教
育

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

係
る

解
説

に
つ

い
て

 
2
-3

.教
育

訓
練

用
資

機
材

の
開

発
 

各
教

育
訓

練
を

実
際

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

機
材

(
講

師
・

教
材
・
教

育
訓

練
設

備
等

)に
つ

い
て

、
教

育
訓

練
科

目
毎

に
そ

の
要

否
も

含
め

て
検

討
・

策
定

す
る

。
 

な
お

、
教

育
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
計

画
に

あ
た

っ
て

は
、
教

育
訓

練
科

目
の

ど
の

時
間

が
保

安
教

育
の

ど
の

項
目

に
相

当
す

る
の

か
を

明
確

化
す

る
こ

と
。

 
ま

た
、
教

材
に

つ
い

て
は

、
受

講
者

が
研

修
し

や
す

い
よ

う
に
「

K
SA

ｓ
カ

タ
ロ

グ
」「

ポ
ジ

シ
ョ

ン
実

習
教

程
表

」
お

よ
び

教
育

ガ
イ

ド
表

等
に

定
め

る
と

と
も

に
、
継

続
的

な
教

材
充

実
に

努
め

る
。
な

お
、
各

発
電

室
に

共
通

す
る

磁
気

化
教

材
に

つ
い

て
は

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

登
録

す
る

。
 

・
教

育
ガ

イ
ド

抜
粋

 
 

教
育

名
；
異

常
時

対
応
（

緊
急

事
態

応
急

活
動

に
関

す
る

教
育

）
教

育
 

 
教

育
内

容
と

ポ
イ

ン
ト

：
(3

)
保

安
電

源
、

全
交

流
電

源
喪

失
対

策
設

備
 

 
b
.変

圧
器

１
次

側
に

お
け

る
１

相
開

放
故

障
事

象
の

知
見

 
  第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
８

章
 

保
安

規
定

に
係

る
運

転
管

理
項

目
）

 
2
.3

 保
安

規
定

に
係

る
7
7k

V
送

電
線

電
流

値
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
予

備
変

圧
器

か
ら

所
内

負
荷

へ
給

電
時

は
、
7
7
kV

送
電

線
の

電
流

値
測

定
を

電
気

保
修

課
長

に
依

頼
し

、
そ

の
結

果
を

確
認

す
る

。
 

そ
の

際
、
電

流
値

の
測

定
は

給
電

後
速

や
か

に
1
回

、
そ

の
後

給
電

期
間

中
に

お
い

て
1
週

間
に

1
回

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
測

定
結

果
が

「
保

安
規

定
(
第

7
3
条

)
」

の
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
「

当
直

課
長

引
継

簿
」

に
測

定
時

刻
お

よ
び

測
定

値
を

記
載

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
２

章
 

巡
回

点
検

業
務

）
 

7
7k

V
高

浜
連

絡
線

か
ら

手
動

で
受

電
切

替
す

る
場

合
は

、
変

圧
器

等
の

巡
視

点
検

を
実

施
し

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

後
切

替
す

る
。

 

第
48

条
35

 
 

（
準

用
：

電
気

設
備

に
関

す
る

基
準

）
 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 
(
準

用
)
 

５
．

８
 

電
気

設
備

の
設

計
条

件
 

（
中

略
）

 
電

気
設

備
に

お
い

て
は

、
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
発

電
所

構
内

に
常

時
駐

在
し

、
異

常
を

早
期

に
発

見
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-3
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.2
 発

電
機

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
発

電
機

は
、

短
絡

電
流

及
び

非
常

調
速

装
置

が
動

作
し

て
達

す
る

回
転

速
度

に
対

し
て

、
十

分
な

機
械

的
強

度
を

有
す

る
設

計
と

し
、

三
相

短
絡

試
験

に
よ

り
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

発
電

機
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

す
る

こ
と

に
よ

り
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

第
１

３
条

 
（

運
転

員
等

の
確

保
）
 

 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
の

運
転

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

者
を

確
保

す
る

※
１
。

な
お

、
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を
受

け
た

者
を

い
う

。
 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

あ
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

表
１

３
－

１
に

定
め

る
人

数
の

者
を

そ
ろ

え
、
中

央
制

御
室

あ
た

り
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
表

１
３

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
、
１

名
は

当
直

課
長

と
し

、
運

転
責

任
者

と
し

て
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
た

者
の

中
か

ら
選

任
さ

れ
た

者
と

す
る

。
 

３
．

当
直

課
長

は
、

第
２

項
で

定
め

る
者

の
う

ち
、

表
１

３
－

２
に

定
め

る
人

数
の

者
を

主
機

運
転

員
以

上
の

者
の

中
か

ら
常

時
中

央
制

御
室

に
確

保
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

２
章

 
要

員
の

確
保

）
 

当
直

員
の

要
員

数
に

つ
い

て
記

載
 

添
40

-4
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.3
 遮

断
器

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
 

発
電

所
構

内
に

は
、

遮
断

器
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

し
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-5
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.4
 そ

の
他

電
気

設
備

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

動
力

変
圧

器
は

、
短

絡
電

流
に

よ
り

生
ず

る
機

械
的

衝
撃

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

電
気

設
備

の
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
常

時
駐

在
し

、
常

時
監

視
し

な
い

発
電

所
は

施
設

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

第
50

条
27

 
 

（
地

震
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

１
．

１
 耐

震
設

計
 

（
４

）
荷

重
の

組
合

せ
と

許
容

限
界

 
ｃ

．
荷

重
の

組
合

せ
 

（
ｂ

）
機

器
・

配
管

系
（
（

ｃ
）

に
記

載
の

も
の

を
除

く
。）

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(1
) 

体
制

の
整

備
 

ウ
 

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

イ
．

Ｓ
ク

ラ
ス

の
機

器
・

配
管

系
及

び
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

器
・

配
管

系
に

つ
い

て
は

、
通

常
運

転
時

の
状

態
で

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
と

地
震

力
と

を
組

み
合

わ
せ

る
。

 
 ロ

．
Ｓ

ク
ラ

ス
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
及

び
設

計
基

準
事

故
時

の
状

態
の

う
ち

地
震

に
よ

っ
て

引
き

起
こ

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
事

象
で

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
と

地
震

力
と

を
組

み
合

わ
せ

る
。

 
 ハ

. 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

器
・

配
管

系
に

つ
い

て
は

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
の

状
態

、
設

計
基

準
事

故
時

の
状

態
及

び
重

大
事

故
等

時
の

状
態

で
作

用
す

る
荷

重
の

う
ち

、
地

震
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

事
象

に
よ

る
荷

重
と

地
震

力
と

を
組

み
合

わ
せ

る
。

決
定

論
的

に
は

基
準

地
震

動
Ss

に
よ

り
施

設
が

損
傷

し
、

重
大

事
故

等
に

至
る

こ
と

は
な

い
こ

と
、

さ
ら

に
確

率
論

的
に

基
準

地
震

動
Ss

以
下

の
地

震
に

よ
る

全
炉

心
損

傷
頻

度
の

累
積

が
小

さ
い

こ
と

を
考

慮
し

、
重

大
事

故
等

に
つ

い
て

は
地

震
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

事
象

と
し

て
扱

う
。

 
 ニ

．
Ｓ

ク
ラ

ス
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
及

び
設

計
基

準
事

故
時

の
状

態
で

作
用

す
る

荷
重

の
う

ち
地

震
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
る

お
そ

れ
の

な
い

事
象

で
あ

っ
て

も
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

は
、

そ
の

事
故

事
象

の
発

生
確

率
、

継
続

時
間

及
び

地
震

動
の

超
過

確
率

の
関

係
を

踏
ま

え
、

適
切

な
地

震
力

と
組

み
合

わ
せ

る
。

 
 ホ

．
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

器
・

配
管

系
に

つ
い

て
は

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
の

状
態

、
設

計
基

準
事

故
時

の
状

態
及

び
重

大
事

故
等

の
状

態
で

作
用

す
る

荷
重

の
う

ち
地

震
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

事
象

に
よ

る
荷

重
は

、
そ

の
事

故
事

象
の

発
生

確
率

、
継

続
時

間
及

び
地

震
動

の
超

過
確

率
の

関
係

を
踏

ま
え

、
適

切
な

地
震

力
と

組
み

合
わ

せ
る

。
こ

の
組

合
せ

に
つ

い
て

は
、

事
故

事
象

の
発

生
確

率
、

継
続

時
間

及
び

地
震

動
の

超
過

確
率

の
積

等
を

考
慮

し
、

工
学

的
、

総
合

的
に

勘
案

の
上

設
定

す
る

。
な

お
、

継
続

時
間

に
つ

い
て

は
対

策
の

成
立

性
も

考
慮

し
た

上
で

設
定

す
る

。
以

上
を

踏
ま

え
、

重
大

事
故

等
の

状
態

で
作

用
す

る
荷

重
と

地
震

力
と

の
組

合
せ

に
つ

い
て

は
、

以
下

を
基

本
設

計
と

す
る

。
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
い

っ
た

ん
事

故
が

発
生

し
た

場
合

、
長

時
間

継
続

す
る

事
象

に
よ

る
荷

重
と

、
弾

性
設

計
用

地
震

動
S
d
に

よ
る

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
ま

た
、

原
子

炉
格

納
容

器
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
設

備
（

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
、

温
度

の
条

件
を

用
い

て
評

価
を

行
う

そ
の

他
の

施
設

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

は
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
、

弾
性

設
計

用
地

震
動

Sd
に

よ
る

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
な

お
、

そ
の

際
に

用
い

る
荷

重
の

継
続

時
間

に
係

る
復

旧
等

の
対

応
に

つ
い

て
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
保

安
規

定
に

定
め

る
対

応
と

し
て

は
、

故
障

が
想

定
さ

れ
る

機
器

に
対

し
て

あ
ら

か
じ

め
確

保
し

た
取

替
部

材
を

用
い

た
既

設
系

統
の

復
旧

手
段

、
及

び
、

あ
ら

か
じ

め
確

保
し

た
部

材
を

用
い

た
仮

設
系

統
の

構
築

手
段

に
つ

い
て

、
手

順
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
社

内
外

か
ら

支
援

を
受

け
ら

れ
る

体
制

を
整

備
す

る
。

さ
ら

に
、

そ
の

他
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
、

基
準

地
震

動
Ss

に
よ

る
地

震
力

を
組

み
合

わ
せ

る
。

 
 ヘ

．
Ｂ

ク
ラ

ス
及

び
Ｃ

ク
ラ

ス
の

機
器

・
配

管
系

並
び

に
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

通
常

運
転

時
の

状
態

で
施

設
に

作
用

す
る

荷
重

及
び

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
で

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
と

、
動

的
地

震
力

又
は

静
的

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
 

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

子
炉

格
納

容
器

の
設

計
圧

力
お

よ
び

温
度

に
近

い
状

態
が

継
続

す
る

場
合

等
、

重
大

事
故

等
発

生
後

の
中

長
期

的
な

対
応

が
必

要
と

な
る

場
合

に
備

え
て

、
社

内
外

の
関

係
各

所
と

連
携

し
、

適
切

か
つ

効
果

的
な

対
応

を
検

討
で

き
る

体
制

を
確

立
す

る
。

 
ま

た
、
機

能
喪

失
し

た
設

備
の

保
守

を
実

施
す

る
た

め
の

放
射

線
量

低
減

な
ら

び
に

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
汚

染
水

が
発

生
し

た
際

の
汚

染
水

の
処

理
等

の
事

態
収

束
活

動
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、
平

時
か

ら
必

要
な

協
力

活
動

体
制

を
継

続
し

て
構

築
す

る
。

 
 １

．
３

 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

事
項

 
イ

 
重

大
事

故
等

発
生

後
の

中
長

期
的

な
対

応
手

順
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
の

設
計

圧
力

お
よ

び
温

度
に

近
い

状
態

が
継

続
す

る
場

合
等

に
備

え
て

、
故

障
が

想
定

さ
れ

る
機

器
に

対
し

て
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

取
替

部
材

を
用

い
た

既
設

系
統

の
復

旧
手

段
、
お

よ
び

、
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

部
材

を
用

い
た

仮
設

系
統

の
構

築
手

段
に

つ
い

て
、
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

４
．

 
手

順
書

の
整

備
 

（
２

）
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
事

項
 

ｂ
．

重
大

事
故

等
発

生
後

の
中

長
期

的
な

対
応

手
順

 
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
の

設
計

圧
力

お
よ

び
温

度
に

近
い

状
態

が
継

続
す

る
場

合
等

に
備

え
て

、
故

障
が

想
定

さ
れ

る
機

器
に

対
し

て
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

取
替

部
材

を
用

い
た

既
設

系
統

の
復

旧
手

段
、
お

よ
び

、
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

部
材

を
用

い
た

仮
設

系
統

の
構

築
手

段
に

つ
い

て
、

手
順

を
整

備
す

る
。

 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

（
２

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

の
設

定
及

び
閉

止
手

順
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

若
狭

湾
の

津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
に

よ
り

津
波

襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
及

び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波
の

第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、
押

し
波

が
敷

地
へ

遡
上

せ
ず

、
引

き
波

に
よ

る
水

位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
。

 

・
第

２
波

以
降

は
、
押

し
波

が
敷

地
に

遡
上

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、

引
き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の

閉
止

判
断

基
準

は
、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
の

波
源

に
関

す
る

「
崩

壊
規

模
」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び
に

若
狭

湾
に

お
け

る
津

波
の

伝
播

特
性

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

添
2-

2-
1-

2
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.1

.2
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波

の
水

位
変

動
量

に
よ

り
津

波
襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防

止
す

る
こ

と
で

、
「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入

及
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

」（
以

下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波

の
第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、

押
し

波
が

敷
地

へ
遡

上
せ

ず
、

引
き

波
に

よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

。
 

・
第

２
波

以
降

は
、

押
し

波
が

敷
地

に
遡

上
す

る
お

そ
れ

が

あ
り

、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

51



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

が
あ

る
津

波
を

網
羅

的
に

確
認

し
た

う
え

で
、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
な

お
、
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
平

常
時

及
び

台
風

時
の

潮
位

変
動

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

も
確

認
す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注
１
）
以

上
下

降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0.

5
m（

注
１
）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
下

降
す

る
こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号

機
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

」
と

い
う

。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
、
保

守
作

業
を

中
断

し
、
作

業
前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で

発
電

所
の

安
全

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5m
 

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
は

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４

の
波

源
に

関
す

る
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」

並
び

に
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波

を
網

羅
的

に
確

認
し

た
う

え
で

、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮

し
て

設
定

す
る

。
な

お
、

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
平

常
時

及

び
台

風
時

の
潮

位
変

動
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
も

確
認

す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う

ち
、

2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に

0
.5

m（
注

１
）

以
上

下
降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

又
は

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注

１
）

以
上

下
降

す
る

こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
機

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確

認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
」

と
い

う
。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

後
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
保

守
作

業
を

中
断

し
、

作
業

前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で
発

電
所

の
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5
m
 

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

（
中

略
）

 
ウ

 土
木

建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

２
 

入
力

津
波

の
設

定
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波

」
及

び
「

施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る
入

力
津

波
」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件
変

更
の

都
度

、
津

波
評

価
を

実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 
 

添
2-

2-

1-
3
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.2

 
入

力
津

波
の

設
定

 
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、
「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入

力
津

波
」

及
び

「
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る

入
力

津
波

」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件

変
更

の
都

度
、

津
波

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

  

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 

(1
) 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力

技
術

部
門

統
括
（

土
木

建
築

）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
、
耐

津
波

安
全

性

に
関

す
る

評
価

を
行

い
、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 

－
 

－
 

原
子

力

技
術

業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

 
 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確

認
・

評
価

 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷

（
※

２
）

お
よ

び
火

山
事

象
（

※
2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的

な
確

認
・

評
価

 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

※
２

．
別

紙
３

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 

 【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 

別
紙

－
１

 
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

 
 

１
．

計
画

（
基

本
設

計
）

 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 

 
 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

達
成

・
維

持
・

向
上

す
る

た
め

の
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
ａ

．
保

全
情

報
（

法
令

・
規

制
の

要
求

、
最

新
知

見
、

不
具

合
情

報
、

水
平

展
開

情
報

、
業

務
の

対
象

範
囲

、
実

施
・

検
証

方
法

等
）

を
収

集
す

る
。

 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

「
１

.２
 

入
力

津
波

の
設

定
」
で

設
定

し
た

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波
（

以
下
「

入
力

津
波

」
と

い
う

。）
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影

添
2-

2-

1-
7
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

52



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

響
を

、
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

の
可

能
性

の
有

無
、

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有

無
、

津
波

に
よ

る
溢

水
の

重
要

な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

の
有

無
並

び
に

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有
無

の
観

点
か

ら
評

価
す

る

こ
と

に
よ

り
、

津
波

防
護

対
策

が
必

要
と

な
る

箇
所

を
特

定
し

て
必

要
な

津

波
防

護
対

策
を

実
施

す
る

設
計

と
す

る
。

 
入

力
津

波
の

変
更

等
が

津
波

防
護

対
策

に
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

定
期

的
な

評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

手
順

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

敷
地

の
特

性
（

敷
地

の
地

形
、

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

遡
上

、
浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
津

波
防

護
を

達
成

す

る
た

め
、

以
下

(1
)～

(
4)

の
津

波
防

護
の

観
点

か
ら

最
も

水

位
変

動
が

大
き

い
入

力
津

波
（

以
下

「
入

力
津

波
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
影

響
の

有
無

を
評

価
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

策
が

必
要

と
な

る
箇

所
を

特
定

し
、

必
要

な
津

波

防
護

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
な

影
響

評
価

の
内

容
及

び
結

果
に

つ
い

て
は

、
資

料
２

－
２

－
４

「
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ

の
影

響
評

価
」

に
示

す
。

 
ま

た
、

入
力

津
波

の
変

更
等

が
津

波
防

護
対

策
に

影
響

を
与

え
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

、
定

期
的

な
評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
手

順
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

k．
津

波
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
。

 
(b

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
す

る
。

 
 

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

７
）

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

の
確

認
 

ａ
．

各
課

（
室

）
長

は
、

設
備

改
造

等
を

行
う

場
合

、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

評
価

を
行

い
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
第

１
編

第
２

章
３

．
の

定
期

的
な

評
価

時
に

併
せ

て
対

応
す

る
。

 
 

第
51

条
 

 （
津

波
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

５
 

津
波

防
護

対
策

 
ａ

．
敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭

防
護

１
）

 
（

ｂ
）

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

（
中

略
）
。

 
評

価
の

結
果

、
流

入
す

る
可

能
性

の
あ

る
経

路
が

あ
る

場
合

は
、

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
の

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
、

１
号

及
び

２
号

機
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
並

び
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
（

ａ
）、

（
ｂ

）
に

お
い

て
、

外
郭

防
護

と
し

て
設

置
す

る
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は

、
各

地
点

の
入

力
津

波
に

対
し

、
設

計
上

の
裕

度
を

考
慮

す
る

。
 

添
2-

2-
1-

6
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 
2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響
評

価
 

(
1)

 敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

b
. 

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

取
水

路
又

は
放

水
路

等
の

経
路

の
う

ち
、

津
波

の
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

に
つ

な
が

る
海

水
系

、
循

環
水

系
、

そ
れ

以
外

の
屋

外
排

水
路

又
は

配
管

の
開

口
部

等
の

標
高

に
基

づ
く

許
容

津
波

高
さ

と
経

路
か

ら
の

津
波

高
さ

を
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
へ

の
、

津
波

の
流

入
の

可
能

性
の

有
無

を
評

価
す

る
。

流
入

の
可

能
性

に
対

す
る

裕
度

評
価

に
お

い
て

、
高

潮
ハ

ザ
ー

ド
の

再
現

期
間

1
00

年
に

対
す

る
期

待
値

と
、

入
力

津
波

で
考

慮
し

た
朔

望
平

均
満

潮
位

及
び

潮
位

の
バ

ラ
ツ

キ
の

合
計

と
の

差
を

設
計

上
の

裕
度

と
し

、
判

断
の

際
に

考
慮

す
る

。
 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

に
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

津
波

防
護

施
設

を
設

置
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

         
 

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

原
則

と
し

て
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
ま

た
、

原
子

炉
を

停
止

さ
せ

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

（
ａ

）
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

（
ｂ

）
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電

所
を

含
む

地
域

に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

ｄ
．

当
直

課
長

は
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
、

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

53



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
 

重
大

事
故

等
対

策
 

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

(1
)
 

ク
 

各
課
（

室
）
長

は
、
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き
る

か
、

重
大

事
故

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

し

て
、

設
備

の
安

全
機

能
の

維
持

な
ら

び
に

事
故

の
未

然
防

止
対

策
を

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

て
お

き
、

前
兆

事
象

を
確

認
し

た
時

点
で

事
前

の
対

応
が

で
き

る
体

制
お

よ
び

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

(ｱ
) 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
原

則
と

し
て

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

お

よ
び

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
行

う
手

順
、
ま

た
、
所

員
の

高

台
へ

の
避

難
お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ａ
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

ｂ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
高

浜

発
電

所
を

含
む

地
域

に
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

(ｲ
) 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

お
よ

び
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

、
ま

た
、

所
員

の
高

台
へ

の
避

難
お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

A
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ａ

）
海

水
ポ

ン
プ

等
の

取
水

性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

そ
の

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と

す
る

。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

も
、

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
は

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
2-

2-
1-

9
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
の

入
力

津
波

の
下

降
側

水
位

が
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

を
上

回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン

プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
ま

た
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲
用

）（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。）

）
、

送
水

車
（

１
・

２
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。
））

に
つ

い
て

も
入

力
津

波
の

水
位

に
対

し
て

、
取

水
性

が
確

保
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5
 
m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0 

分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 
分

以
内

に
 0

.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.5

 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）
は

 
0.

45
 m

と
す

る
。

以
下

、
同

じ
。
）

 

ｆ
．
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合

の
対

応
 

(a
)
 当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

(b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

                

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

Ａ
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

添
2-

2-
4
-6

9
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

3
.5

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る

評
価

 

(
3)

 評
価

結
果

 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

(
a)

 海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
 

イ
．

水
位

低
下

に
対

す
る

評
価

 

引
き

波
時

の
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

に
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す

る
。

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

水
路

に

よ
っ

て
連

絡
さ

れ
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
こ

の
評

価
の

結
果

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
高

さ
は

、
T
.P

.
-2

.3
m
で

あ
り

、
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可

能
水

位
T.

P.
-3

.
2
1m

（
地

盤
変

動
量

0.
30

m
隆

起
を

考
慮

し
た

場
合

T.
P.

-2
.
9
1m

）
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
（

第
3-

42
図

）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

（
津

波
）

 

8-
5
 

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

５
 

津
波

防
護

対
策

 
ｄ

．
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 
（

ｂ
）

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

が
閉

塞
す

る
こ

と
な

く
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
大

容
量

ポ
ン

プ
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
放

水
砲

用
）

及
び

送
水

車
は

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
も

の
を

用
い

る
設

計
と

す
る

。
 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

を
抽

出
し

、
抽

出
さ

れ
た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場
合

に
、

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
衝

突
及

び
取

水
口

の
閉

塞
が

生
じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
2-

2-
1
-1

0
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対

し
て

、
取

水
口

が
閉

塞
す

る
こ

と
が

な
く

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
取

水
時

に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場

合
に

お
い

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
部

の
異

物
逃

が
し

溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設

計
と

す
る

。
ま

た
、

漂
流

物
化

さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定

め
て

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
．

津
波

 
５

．
２

 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(
1)

 安
全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

お
よ

び
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
５

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｄ
．

車
両

の
管

理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
e)

 安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(b

) 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

エ
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
 

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
教

育
・

訓
練

、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

設
計

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１

／
１

）
 

津
波

防
護

に
係

る
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
 

・
津

波
襲

来
時

の
運

用
管

理
、

水
密

扉
お

よ
び

防
潮

扉
の

運
用

に
関

す
る

事
項

 
・

津
波

発
生

時
に

お
け

る
車

両
退

避
に

関
す

る
事

項
 

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
手

順
 

ｅ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 
（

ａ
）

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
（

７
）

車
両

の
管

理
 

ａ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、

漂
流

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 

添
2-

2-
4
-7

2
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

(
c)

 漂
流

物
に

よ
る

取
水

性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 

取
水

口
、

海
水

取
水

ト
ン

ネ
ル

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の

閉
塞

の
評

価
 

基
準

津
波

に
伴

う
漂

流
物

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

、
第

3
-3

9
図

～
第

3
-4

1
図

に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整

理

（
第

3-
7
表

及
び

第
3
-8

表
）

の
分

類
Ｄ

と
な

る
よ

う
な

、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

漂
流

物
は

な
い

こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
評

価
結

果
を

第
3-

20
表

及
び

第
3
-

2
1
表

に
示

す
。

 

ま
た

、
漂

流
物

化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
防

止
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て

管
理

す
る

。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
に

存
在

し
、

か
つ

漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
は

、
大

津
波

警

報
発

表
時

も
し

く
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
と

し
、

以
下

の
 

基
本

方
針

に
基

づ
き

管
理

す
る

。
 

【
津

波
遡

上
範

囲
の

車
両

に
対

す
る

基
本

方
針

】
 

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
は

、
原

則
駐

車
禁

止
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
エ

リ
ア

に
作

業
で

入
域

す
る

等
の

発
電

所
運

営
上

必
要

な
場

合
は

停
車

可
と

し
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

運
転

手
が

車
両

付
近

に
常

駐
※
(荷

役

な
ど

の
車

両
を

用
い

た
作

業
と

の
兼

務
は

可
と

す

る
。

)
し

、
直

ち
に

車
両

を
移

動
さ

せ
る

こ
と

が
可

能

な
体

制
と

す
る

。
 

ま
た

、
当

該
エ

リ
ア

で
の

車
両

を
用

い
た

作
業

は
、

事
前

許
可

制
と

し
、

放
水

口
側

防
潮

堤
の

外
側

及
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
、

退
避

す
る

作
業

車
両

が
１

０
台

以
下

と
な

る
よ

う
管

理
す

る
。
（

※
：

車
両

を
離

れ
る

場
合

は
、

別
の

者
を

運
転

手
に

指
定

す
る

。）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
52

条
4
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

火
災

区
域

は
、

他
の

区
域

と
分

離
し

て
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
、

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
火

災
区

域
外

へ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
を

踏
ま

え
た

区
域

を
、

火
災

区
域

と
し

て
設

定
す

る
。

こ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 
 火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
 

 防
火

管
理

所
達

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
１

．
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
設

定
 

安
全

・
防

災
室

課
長

は
外

部
火

災
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
を

防
護

す
る

た
め

、
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

（
幅

１
８

ｍ
以

上
）

を
設

け
る

。
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
配

置
お

よ
び

維
持

・
管

理
方

法
は

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

に
定

め
る

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 

資
機

材
管

理
 

１
 

資
機

材
管

理
の

基
本

方
針

 
 

【
火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
】

 
別

紙
－

１
 

火
気

使
用

作
業

管
理

要
領

 
６

．
火

気
使

用
作

業
に

留
意

し
た

作
業

計
画

 
９

．
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

気
養

生
の

確
認

 
１

０
．

火
気

使
用

作
業

時
の

基
本

遵
守

事
項

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

４
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
内

の
運

用
 

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

運
用

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

は
、

車
両

の
駐

車
は

禁
止

す
る

。
た

だ
し

、
車

両
の

通
行

や
作

業
に

伴
う

作
業

車
両

等
の

停
車

は
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

（
２

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
可

燃
物

（
難

燃
物

含
む

）
を

保
管

し
て

は
な

ら
な

い
。

 
（

３
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
消

火
活

動
を

妨
げ

る
資

機
材

を
持

ち
込

ん
で

は
な

ら
な

い
。

 
（

４
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
原

則
、

設
備

（
仮

設
備

含
む

）
を

新
た

に
設

置
し

な
い

。
 

や
む

を
得

ず
設

備
（

建
物

や
危

険
物

を
内

包
す

る
機

器
・

構
築

物
を

除
く

）
を

設
置

す
る

場
合

は
、

飛
び

火
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
た

め
、

不
燃

化
（

難
燃

は
不

可
）

し
た

も
の

を
設

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
５

）
 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

等
が

適
切

に
管

理
さ

れ
る

よ
う

、
「

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
点

検
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

」
（

様
式

－
９

）
に

基
づ

き
１

ヶ
月

に
1
回

点
検

し
、

樹
木

お
よ

び
下

草
管

理
を

行
う

。
 

（
６

）
 
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
は

、
別

表
－

１
１

「
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
」

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

７
）

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
工

事
を

実
施

す
る

各
課

（
室

）
の

長
か

ら
提

出
さ

れ
た

「
防

火
帯

お
よ

び
防

火
エ

リ
ア

運
用

管
理

表
」
（

様
式

例
－

１
０

）
に

よ
り

上
記

（
６

）
の

既
設

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

技
術

基
準

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

。
 

５
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

お
け

る
延

焼
防

止
活

動
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

の
火

災
区

域
で

は
、

周
辺

施
設

お
よ

び
植

生
と

の
離

隔
（

３
ｍ

以
上

）
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、
「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

屋
外

）
の

火
災

区
域

点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
（

様
式

－
１

１
）

に
基

づ
き

1
ヶ

月
に

1
回

点
検

し
、

除
草

等
の

管
理

を
行

う
。

 

第
52

条
7
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

、
そ

の
他

の
設

計
基

準
対

象
施

設
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

は
、

保
安

規
定

に
設

備
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
7-

21
8
 

 
添

7-
21

9
 

 
添

7-
22

0-
/E

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
8
. 

火
災

防
護

計
画

 
火

災
防

護
計

画
は

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
全

体
を

対
象

と
し

た
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
策

定
す

る
。

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

主
な

も
の

を
以

下
に

示
す

。
 

 (
1)

 組
織

体
制

、
教

育
訓

練
及

び
手

順
 

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

体
制

、
責

任
の

所
在

、
責

任
者

の
権

限
、

体
制

の
運

営
管

理
、

必
要

な
要

員
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

並
び

に
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

等
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

 (
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

a
. 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

b
. 

非
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
防

火
シ

ー
ト

、
結

束
ベ

ル
ト

及
び

シ
ー

ト
押

さ
え

器
具

で
覆

っ
た

複
合

体
の

保
守

管
理

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
c
. 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
電

力
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

保
守

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
ケ

ー
ブ

ル
の

引
替

え
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
d
. 

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

内
で

火
災

が
発

生
し

、
当

該
区

画
の

す
べ

て
の

安
全

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
他

の
区

画
の

V
DU

盤
や

現
場

の
手

順
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

e
. 

中
央

制
御

盤
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
の

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
f
. 

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
、

動
的

機
器

の
安

全
機

能
を

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

手
順

に
つ

い

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
ｄ

．
安

全
施

設
お

よ
び

特
重

施
設

を
外

部
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
の

運
用

等
 

 (2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ

－
 

火
災

防
護

通
達

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 

 第
一

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
二

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 

第
二

発
電

室
警

報
時

操
作

所
則

 

第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
章

 
総

則
 

１
．

目
的

 
本

計
画

は
、

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
お

よ
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

等
に

基
づ

き
、

高
浜

発
電

所
原

子
炉

施
設

（
以

下
、
「

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

３
・

４
号

な
ら

び
に

外
部

遮
蔽

保
管

庫
の

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

２
．

適
用

範
囲

 
本

計
画

は
、

原
子

炉
施

設
全

体
の

火
災

防
護

対
策

に
適

用
す

る
。

 
な

お
、

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
設

置
し

た
安

全
機

能
を

有
す

る
構

造
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

火
災

防
護

対
策

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
２

章
 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
３

章
 

教
育

訓
練

 
第

４
章

 
火

災
防

護
資

機
材

の
配

備
 

第
５

章
 

火
災

予
防

活
動

お
よ

び
消

火
活

動
 

１
．

火
災

予
防

活
動

 
２

．
消

火
活

動
 

第
６

章
 

火
災

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

第
７

章
 

火
災

情
報

の
共

有
化

 
第

８
章

 
内

部
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

第
９

章
 

内
部

火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

第
１

０
章

 
外

部
火

災
防

護
対

策
 

第
１

１
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
第

１
２

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

１
）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

ｃ
）

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
 

ア
.
 自

動
消

火
設

備
は

設
置

し
な

い
が

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
て

も
、

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
に

つ
い

て
は

、
安

全
系

V
DU

 盤
内

の
煙

感
知

器
、

３
号

機
お

よ
び

４
号

機
は

、
高

感
度

煙
感

知
器

の
作

動
に

57



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
 (
3)

 可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

(2
)で

対
象

と
し

た
設

備
以

外
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

（
以

下
「

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

」
と

い
う

）
に

つ
い

て
は

、
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
主

要
な

火
災

防
護

対
策

は
以

下
の

と
お

り
。

 
a
. 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
(
a)

火
災

発
生

防
止

 
イ

.
 火

災
に

よ
っ

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能
が

同
時

に
喪

失
し

な
い

よ
う

考
慮

し
、

分
散

し
て

保
管

す
る

。
 

ロ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

う
ち

、
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、
溶

接
構

造
、

シ
ー

ル
構

造
の

採
用

に
よ

り
漏

え
い

の
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 
ハ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
保

管
エ

リ
ア

内
で

の
他

設
備

へ
の

火
災

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、
金

属
製

の
容

器
へ

の
収

納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ
る

養
生

、
又

は
距

離
に

よ
る

離
隔

を
考

慮
し

て
保

管
す

る
。

 
ニ

.
 可

搬
型

ホ
ー

ス
及

び
可

搬
型

ケ
ー

ブ
ル

は
、

通
常

時
は

金
属

製
の

容
器

に
保

管
し

、
使

用
時

は
、

周
囲

に
可

燃
物

が
な

い
よ

う
設

置
す

る
。

 
ホ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
機

器
は

、
可

燃
物

に
隣

接
す

る
場

所
に

は
配

置
し

な
い

な
ど

の
エ

リ
ア

外
へ

の
延

焼
防

止
を

考
慮

す
る

。
 

ヘ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ト
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
地

震
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
転

倒
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

チ
.
 竜

巻
（

風
（

台
風

）
含

む
。
）

に
よ

る
火

災
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
分

散
配

置
又

は
固

縛
を

実
施

す
る

。
 

(
b)

火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

イ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感

知
器

は
、

早
期

に
火

災
感

知
で

き
る

よ
う

に
、

固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
ロ

.
 屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に

よ
り

感
知

が
で

き
る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ハ
.
 屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

器
は

、
故

障
時

に
早

期
に

取
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
予

備
を

保
有

す
る

。
 

ニ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火

の
た

め
、

消
火

器
及

び
消

火
栓

を
設

置
す

る
。

 
b
. 

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

(
a)

 多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

対
し

て
実

施
し

て
い

る
火

災
防

護
対

策
を

考
慮

し
て

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
設

置
状

況
に

応
じ

た
消

防
法

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
。

 
(
b)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
火

災
感

知
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
火

災
感

知
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
c)

 (
b)

項
以

外
の

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

感
知

と
し

て
、

設
備

の
設

置
状

況
又

は
保

管
状

況
及

び
そ

の
場

所
の

環
境

等
を

考
慮

し
て

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

(
d)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
消

火
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
消

火
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
e)

 (
d)

項
以

外
の

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

消
火

は
、

設
備

の
設

置
状

況
又

は
保

管
状

況
及

び
そ

の
場

所
の

環
境

を
考

慮
し

て
、

消
火

器
又

は
消

火
栓

に
よ

る
消

火
を

行
う

。
 

 

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
ｄ

．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

ｇ
．

水
素

濃
度

検
知

器
が

設
置

さ
れ

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

水
素

濃
度

上
昇

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
換

気
空

調
設

備
の

運
転

状
態

の
確

認
お

よ
び

換
気

空
調

設
備

の
切

替
え

を
実

施
す

る
。

 
ｈ

．
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

消
火

活
動

に
支

障
を

生
じ

た
際

の
ポ

ン
プ

室
の

消
火

活
 

動
 

消
火

要
員

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

り
ポ

ン
プ

室
の

消
火

活
動

に
支

障
が

あ
る

場
合

は
、

煙
を

排
気

で
き

る
可

搬
式

の
排

風
機

を
準

備
し

、
起

動
す

る
。

 
ｉ

．
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

ｋ
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
の

維
持

・
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

火
帯
・
防

火
エ

リ
ア

の
維

持
・
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
ば

い
煙

発
生

時
、

ば
い

煙
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

ｎ
．

森
林

火
災

に
対

す
る

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

の
防

護
 

消
火

要
員

は
、

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

の
森

林
火

災
か

ら
の

飛
び

火
に

よ
る

影
響

を
防

止
す

る
た

め
に

散
水

す
る

。
 

ｏ
．

外
部

火
災

に
よ

る
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

影
響

を
受

け
た

場
合

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

モ
ニ

タ
ポ

ス
ト

が
外

部
火

災
の

影
響

を
受

け
た

場
合

は
、

代
替

設
備

を
防

火
帯

の
内

側
に

設
置

す
る

。
 

ｐ
．

燃
料

保
有

量
制

限
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
補

助
ボ

て
、

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

に
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

火
災

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

イ
.
 常

駐
す

る
運

転
員

が
早

期
消

火
を

図
る

た
め

に
消

火
活

動
の

手
順

を
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
３

号
機

お
よ

び
４

号
機

は
、

電
気

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

固
定

式
の

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
26

0m
3）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 ４
．

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
発

生
時

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

お
よ

び
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、

3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
の

確
保

に
つ

い
て

は
、

1
･
2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A
･B

淡
水

タ
ン

ク
合

計
保

有
水

量
が

1
60

0m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

及
び

3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C･

D･
E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

00
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
は

、
純

水
装

置
停

止
及

び
3･

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 
  第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
の

水
位

運
用

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
補

助
ボ

イ
ラ

）
 

注
意

事
項

に
燃

料
タ

ン
ク

の
運

用
値

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
所

則
 

補
助

ボ
イ

ラ
盤

で
燃

料
タ

ン
ク

警
報

の
液

位
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載
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別
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 「
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れ
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用
事
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の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を

15
0k

lに
制

限
す

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
巡

視
点

検
）

 
各

課
（

室
）
長

は
、
巡

視
点

検
に

よ
り

、
火

災
発

生
の

有
無

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｓ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｔ

．
火

災
予

防
活

動
（

火
気

作
業

等
の

管
理

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

い
て

、
溶

接
等

の
火

気
作

業
を

実
施

す
る

場
合

、
火

気
作

業
前

に
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
火

気
作

業
時

の
養

生
、
消

火
器

等
の

配
備

、
監

視
人

の
配

置
等

を
実

施
す

る
。

 
ｕ

．
延

焼
防

止
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

で
は

、
周

辺
施

設
お

よ
び

植
生

と
の

離
隔

を
確

保
し

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、

除
草

等
の

管
理

を
実

施
し

、
延

焼
防

止
を

図
る

。
 

ｖ
．

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｗ

．
地

震
発

生
時

に
お

け
る

火
災

発
生

の
有

無
の

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
最

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

、
地

震
終

了
後

、
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｘ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
外

部
火

災
影

響
評

価
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

添
7-

77
 

 
添

7-
78

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
2)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

a
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

選
定

 
(
b)

 煙
の

発
生

が
抑

制
さ

れ
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

 
イ

．
中

央
制

御
室

 
中

央
制

御
室

は
、

運
転

員
が

常
駐

す
る

た
め

、
早

期
の

火
災

感
知

及
び

消
火

活
動

が
可

能
で

あ
り

、
火

災
発

生
時

に
お

い
て

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
中

央
制

御
盤

内
は

、
煙

感
知

器
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
に

よ
り

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

可
能

で
あ

り
、

火
災

発
生

時
に

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
ロ

．
ア

ニ
ュ

ラ
ス

 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ハ
．

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
側

面
と

底
面

は
金

属
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
ピ

ッ
ト

は
水

で
満

た
さ

れ
、

使
用

済
燃

料
は

火
災

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

、
ま

た
、

新
燃

料
貯

蔵
庫

は
、

側
面

と
底

面
が

金
属

と
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

は
可

燃
物

を
置

か
な

い
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ
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別
添
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設
計

方
針

他
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記
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さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

り
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
に

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
で

あ
る

監
視

、
計

測
設

備
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
監

視
、

計
測

設
備

は
金

属
製

の
容

器
に

収
納

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ニ

．
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

 
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

で
あ

る
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
室

、
ほ

う
酸

回
収

装
置

エ
リ

ア
及

び
廃

液
蒸

発
装

置
エ

リ
ア

等
は

、
火

災
が

発
生

し
液

体
放

射
性

物
質

が
流

出
し

て
も

可
燃

物
と

は
な

ら
ず

床
ド

レ
ン

に
回

収
さ

れ
る

。
ま

た
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ホ
．

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

 
 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヘ
．

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
配

管
室

、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ
ダ

室
及

び
主

蒸
気

主
給

水
配

管
室

 
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

配
管

室
、

主
蒸

気
管

ヘ
ッ

ダ
室

及
び

主
蒸

気
主

給
水

配
管

室
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ト

．
余

熱
除

去
ク

ー
ラ

室
、

封
水

及
び

非
再

生
ク

ー
ラ

室
、

内
部

ス
プ

レ
ク

ー
ラ

室
及

び
体

積
制

御
タ

ン
ク

室
 

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室

、
封

水
及

び
非

再
生

ク
ー

ラ
室

、
内

部
ス

プ
レ

ク
ー

ラ
室

及
び

体
積

制
御

タ
ン

ク
室

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

チ
．

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

 
外

部
遮

蔽
壁

保
管

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

リ
．

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

 
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヌ
．

Ｂ
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
 

Ｂ
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

添
7-

84
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

e
. 

消
火

設
備

の
警

報
 

(
a)

 消
火

設
備

の
故

障
警

報
 

消
火

ポ
ン

プ
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
及

び
水

噴
霧

消
火

設
備

は
、

設
備

異
常

の
故

障
警

報
を

中
央

制
御

室
に

発
す

る
設

計
と

す
る

。
 

消
火

設
備

の
故

障
警

報
が

発
信

し
た

場
合

に
は

、
中

央
制

御
室

及
び

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
警

報
を

確
認

し
、

消
火

設
備

が
故

障
し

て
い

る
場

合
に

は
早

期
に

補
修

を
行

う
。

 
  

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｘ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

火
災

防
護

計
画

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
１

）
火

災
が

発
生

し
て

い
な

い
平

常
時

の
対

応
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
消

火
設

備
（

火
災

感
知

設
備

含
む

）
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
に

は
、「

第
一

発
電

室
業

務
所

則
」
、「

第
二

発
電

室
業

務
所

則
」
に

基
づ

き
、
中

央
制

御
室

お
よ

び
必

要
な

現
場

の
制

御
盤

の
警

報
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
設

備
担

当
課

長
は

、
消

火
設

備
が

故
障

し
て

い
る

場
合

に
は

、
早

期
に

必
要

な
補

修
を

行
う

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
な

お
、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
ま

た
、

特
に

重
要

な
機

器
の

長
期

的
な

保
全

計
画

の
策

定
は

、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
52

条
11

 
 

（
火

災
）

 

8
-4

火
災

防
護

設
備

 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

貯
蔵

す
る

設
備

は
、

貯
蔵

量
を

一
定

時
間

の
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

る
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

42
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

a
. 

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
e)

 潤
滑

油
及

び
燃

料
油

の
貯

蔵
 

（
中

略
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

以
下

の
と

お
り

、
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
。

 
イ

.
 燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

タ
ン

ク
容

量
の

設
計

と
し

て
7

日
間

（
1
68

時
間

）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
m3
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

第
７

６
条

 
（

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

）
 

 

２
．
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
号

を
実

施
す

る
。

 
(
1)

 
当

直
課

長
は

、
１

ヶ
月

に
１

回
、

所
要

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

、
潤

滑
油

タ
ン

ク
の

油
量

お
よ

び
始

動
用

空
気

だ
め

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
 表

７
６

－
２

 

項
 

 
 
 
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お
よ

び
２
号
炉
 

３
号

炉
お
よ

び
４
号
炉
 

燃
料

油
貯
油

そ
う
の

油
量

（
保

有
油
量

）
 

1
64
 
m
3
 以

上
 

2
26
 
m
3
 以

上
 

潤
滑

油
タ
ン

ク
の
油

量

（
保

有
油
量

）
 

3
.6
 
m
3
 以

上
 

3.
6
 
m
3
 以

上
 

始
動

用
空
気

だ
め
圧

力
 

2
.
3
5
 M
P
a
[g
a
g
e
] 
以
上
 
2
.
4
5
 
M
Pa
[g
a
g
e
]
 以

上
 

 

ー
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ｅ

）
貯

蔵
 

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
お

よ
び

燃
料

油
の

貯
蔵

機
器

と
し

て
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
油

そ
う

が
該

当
す

る
。
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
4
2
.7

ｍ
３
）
と

し
、

こ
の

容
量

に
補

充
時

の
運

用
を

考
慮

し
た

量
を

「
高

浜
発

電
所

 
第

一
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
4
5
9
ｍ

３
）
と

し
、

こ
の

容
量

に
補

充
時

の
運

用
を

考
慮

し
た

量
を

「
高

浜
発

電
所

 
第

二
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
６

章
 

調
達

管
理

）
 

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

管
理

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
６

章
 

調
達

管
理

）
 

60



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

管
理

を
記

載
 

第
52

条
14

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
区

域
内

へ
水

素
を

内
包

す
る

ボ
ン

ベ
を

持
ち

込
む

場
合

は
、

火
災

の
発

生
防

止
対

策
を

講
じ

る
運

用
と

す
る

。
 

添
7-

43
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

b
. 

水
素

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
f)

 水
素

の
貯

蔵
 

水
素

を
貯

蔵
す

る
水

素
含

有
ボ

ン
ベ

は
、

火
災

区
域

内
で

貯
蔵

し
な

い
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ａ

）
漏

え
い

の
防

止
、

拡
大

防
止

 
イ

. 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
水

素
を

内
包

す
る

設
備

 
な

お
、

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

は
火

災
区

域
内

で
貯

蔵
し

な
い

。
 

た
だ

し
、

火
災

区
域

内
へ

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

を
持

ち
込

む
場

合
は

、
ボ

ン
ベ

使
用

時
に

ボ
ン

ベ
元

弁
を

開
弁

し
、
使

用
時

以
外

は
ボ

ン
ベ

元
弁

を
閉

止
す

る
。

 
 【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
３

．
資

機
材

の
火

災
防

護
 

（
１

）
持

込
み

可
燃

物
管

理
 

ｅ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

、
 

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
 

第
52

条
17

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

蒸
気

に
対

す
る

対
策

と
し

て
、

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、

機
械

換
気

に
よ

っ
て

、
有

機
溶

剤
の

滞
留

を
防

止
す

る
こ

と
及

び
引

火
点

の
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

7-
44

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

a
. 

可
燃

性
の

蒸
気

 
（

中
略

）
 

引
火

点
が

室
内

温
度

及
び

機
器

運
転

時
の

温
度

よ
り

も
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

こ
と

並
び

に
火

災
区

域
に

お
け

る
有

機
溶

剤
を

使
用

す
る

場
合

の
滞

留
防

止
対

策
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
潤

滑
油

お
よ

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、「
ａ

．（
ｄ

）
防

爆
」
に

示
す

と
お

り
、
可

燃
性

の
蒸

気
を

発
生

さ
せ

な
い

。
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
保

修
業

務
要

綱
に

従
い

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、
建

屋
の

給
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

排
気

フ
ァ

ン
に

よ
る

機
械

換
気

に
よ

り
、

滞
留

を
防

止
す

る
。

 

第
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

微
粉

を
発

生
す

る
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
火

災
区

域
に

設
置

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
、

可
燃

性
の

微
粉

及
び

静
電

気
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

44
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

b
. 

可
燃

性
の

微
粉

 
（

中
略

）
 

「
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
」

に
記

載
さ

れ
る

微
粉

を
発

生
す

る
仮

設
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
設

置
し

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
ま

た
、

火
災

区
域

に
は

、
「

工
場

電
気

設
備

防
爆

指
針

」
に

記
載

さ
れ

る
「

可
燃

性
粉

じ
ん

」
や
「

爆
発

性
粉

じ
ん

」
の

よ
う

な
可

燃
性

の
微

粉
を

発
生

す
る

設
備

を
設

置
し

な
い

。
 

ま
た

、
金

属
粉

や
布

に
よ

る
研

磨
機

の
よ

う
に

静
電

気
が

溜
ま

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

備
も

設
置

し
な

い
。

 
 

第
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
7-

46
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
7)

 電
気

室
の

目
的

外
使

用
の

禁
止

 
電

気
室

で
あ

る
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

５
．

留
意

事
項

 
（

２
）

電
気

室
 

電
気

室
で

あ
る

安
全

補
機

開
閉

器
室

は
、
電

源
供

給
の

み
に

使
用

す
る

た
め

電
源

供
給

に
火

災
影

響
を

与
え

る
よ

う
な

可
燃

性
の

資
機

材
を

保
管

し
な

い
。

 

第
52

条
26

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
 

（
中

略
）

 
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

建
屋

の
内

装
材

は
、

平
成

1
2
年

建
設

省
告

示
第

14
00

号
に

定
め

ら
れ

た
不

燃
材

料
、

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
不

燃
材

料
又

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
不

燃
性

材
料

並
び

に
消

防
法

に
基

づ
く

防
炎

物
品

又
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
、

火
災

に
よ

り
燃

焼
し

難
く

著

添
7-

48
 

 
添

7-
49

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.2

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
に

つ
い

て
 

(
3)

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

で
な

い
も

の
の

使
用

 
c
.建

屋
内

装
材

 
（

中
略

）
 

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
の

う
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
に

つ
い

て
は

、
火

災
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

２
．

 
火

災
発

生
防

止
 

ｆ
．

建
屋

内
装

材
に

対
す

る
不

燃
性

材
料

の
使

用
 

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
は

、
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

不
燃

材
料

若
し

く
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

、
ま

た
は

消
防

法
に

基
づ

く
防

炎
物

品
若

し
く

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
材

料
を

使
用

す
る

。
 

た
だ

し
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
で

、
火

災
に

よ
り

燃
焼

し
難

く
著

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ

61



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ
と

、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
延

焼
し

な
い

こ
と

、
並

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

不
燃

性
又

は
難

燃
性

の
材

料
を

使
用

し
、

そ
の

周
辺

に
お

け
る

可
燃

物
を

管
理

す
る

運
用

と
す

る
こ

と
か

ら
、

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
い

た
め

に
、

以
下

を
満

足
す

る
設

計
と

す
る

。
 

(
a)

 使
用

箇
所

が
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

表
面

で
あ

る
こ

と
。

 
(
b)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
は

可
燃

物
が

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

と
、
ま

た
、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

な
ら

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
は

不
燃

性
ま

た
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
可

燃
物

が
な

い
状

態
と

す
る

こ
と

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 
資

機
材

管
理

 
１

．
資

機
材

管
理

の
基

本
方

針
 

（
３

）
保

管
の

制
限

 
ａ

．
資

機
材

保
管

全
般

 
（

ａ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
（

以
下

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
と

い
う

）
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
（

ｂ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
で

は
、
設

備
・

機
器

か
ら

１
ｍ

の
範

囲
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｃ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
安

全
通

路
幅

以
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｄ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
当

該
事

故
へ

の
対

処
の

た
め

の
車

両
の

通
行

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

は
保

管
し

な
い

。
 

３
．

資
機

材
の

火
災

防
護

 
（

１
）

持
込

み
可

燃
物

管
理

 
ｅ

．
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
、
可

燃
物

を
置

か
な

い
。

 
ｆ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
 

第
52

条
39

 
（

火
災

）
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ａ

．
火

災
感

知
設

備
 

（
中

略
）

 
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

は
、

外
気

温
度

が
－

1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

68
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.1

.2
 機

能
設

計
 

(
4)

 火
災

感
知

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

火
災

感
知

設
備

は
、

以
下

に
示

す
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
っ

て
も

、
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

b
. 

屋
外

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
は

、
外

気
温

度
が

－
1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 c
. 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

さ
せ

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
は

、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
ま

た
、
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

に
つ

い
て

は
、
外

気
温

度
が

－
１

０
℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

ｂ
．

風
水

害
対

策
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、
電

動
消

火
ポ

ン
プ

、
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ポ
ン

プ
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

等
の

消
火

設
備

は
、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
流

れ
込

む
水

の
影

響
を

受
け

に
く

い
屋

内
に

設
置

す
る

。
 

屋
外

に
設

置
す

る
消

火
設

備
の

制
御

盤
、
ボ

ン
ベ

等
（

例
：
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

）
は

、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
制

御
盤

、
ボ

ン
ベ

等
の

浸
水

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、
風

水
害

の
影

響
を

受
け

た
場

合
に

も
、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

。
 

第
52

条
40

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

設
備

の
破

損
、

誤
動

作
又

は
誤

操
作

に
よ

り
消

火
剤

が
放

出
さ

れ
て

も
、

原
子

炉
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

た
め

の
機

能
又

は
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
電

気
及

び
機

械
設

備
に

影
響

を
与

え
な

い
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
消

火
設

備
と

し
て

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、
「

２
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。）
）
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
、「

１
・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。
）
）、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（
「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、
３

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。）
）、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
（
「

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
））

、
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備
（「

１
・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
）
）、

水
噴

霧
消

火
設

備
（
「

１
・

２
号

機
共

用
、
１

号
機

に
設

置
」、
「

３
号

機
設

備
、
１

・
２
・
３
・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置
」（

以
下

同
じ

。
））

に
よ

り
消

火
を

行
う

設
計

と
し

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
ら

な
い

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

海
水

ポ
ン

プ
の

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
並

び
に

可
搬

型
の

消
火

器
又

は
消

火
栓

に
よ

り
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

は
、

消
火

対
象

が
放

水
範

囲
内

に
入

る
設

計
と

し
、

動
作

後
は

消
火

状
況

の
確

認
、

消
火

状
況

を
踏

ま
え

た
消

火
活

動
の

実
施

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

を
行

う
運

用
と

す
る

。
 

添
7-

73
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
a)

 ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
 

（
中

略
）

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

・
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
を

目
的

と
し

た
自

動
消

火
設

備
の

設
置

が
必

要
な

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
は

、
第

5－
1
図

に
示

す
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

設
置

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

自
動

消
火

設
備

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

で
あ

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
１

個
か

ら
の

放
水

量
は

、
消

防
法

施
行

規
則

第
13

条
に

基
づ

き
80

ℓ/
m
in

以
上

と
す

る
。

ま
た

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
は

約
3m

間
隔

で
設

置
す

る
。

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

動
作

後
は

、
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

等
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

は
、
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
設

置
す

る
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

は
、
消

火
直

後
か

ら
火

災
が

発
生

し
た

エ
リ

ア
に

立
ち

入
り

が
可

能
で

あ
り

、
機

器
の

状
態

確
認

、
運

転
操

作
を

行
う

上
で

有
利

な
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
基

本
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
ヘ

ッ
ド

１
個

か
ら

の
放

水
量

は
、
消

防
法

施
行

規
則

第
十

三
条

に
基

づ
き

８
０

 
／

mi
n
以

上
と

す
る

。
 

ま
た

、
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
動

作
時

の
放

水
量

は
オ

リ
フ

ィ
ス

等
に

よ
り

７
２

０
 
／

mi
n
以

下
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

構
成

機
器

は
、
原

則
と

し
て

、
消

防
法

の
規

定
を

満
足

す
る

も
の

を
採

用
す

る
。

 
以

下
の

観
点

か
ら

抽
出

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
ガ

ス
消

火
設

備
等

を
設

置
す

る
。

 
・

火
災

防
護

対
象

機
器

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

に
よ

る
消

火
が

適
さ

な
い

油
タ

ン
ク

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
溢

水
に

よ
り

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

施
工

が
適

さ
な

い
箇

所
 

消
火

要
員

は
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

う
場

合
、
内

部
溢

水
を

考
慮

し
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
放

水
開

始
か

ら
３

０
分

以
内

に
停

止
し

、
消

火
状

況
の

確
認

を
行

う
。

 
（

1
5）

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
結

果
を

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

に
基

づ
き

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

62



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 

第
52

条
41

 
（

火
災

）
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
場

合
は

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

が
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

76
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
h)

 消
火

要
員

に
よ

る
消

火
又

は
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

 
イ

.
 消

火
対

象
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

又
は

自
動

消
火

設
備

を
設

置
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

お
り

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
ガ

ス
消

火
設

備
の

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
し

、
ガ

ス
消

火
設

備
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

 
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

が
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

は
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
器

又
は

消
火

栓
で

早
期

に
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 防

火
管

理
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

ア
.
 原

子
炉

格
納

容
器

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
ケ

ー
ブ

ル
が

密
集

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

設
備

の
場

合
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

動
作

す
る

よ
う

に
配

管
お

よ
び

ヘ
ッ

ド
を

設
置

す
る

の
が

困
難

で
あ

る
。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

ガ
ス

消
火

設
備

の
場

合
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
全

体
に

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
す

る
。

 
こ

の
た

め
、
原

子
炉

格
納

容
器

の
消

火
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
お

よ
び

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

第
4
章

：
火

災
発

生
時

の
措

置
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 

添
7-

13
6
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

適
用

す
る

と
し

た
場

合
、

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

作
動

す
る

よ
う

に
配

管
及

び
ヘ

ッ
ド

を
設

置
す

る
の

が
困

難
で

あ
る

。
ま

た
、

ガ
ス

消
火

設
備

を
適

用
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m
3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
消

火
剤

を
充

満
さ

せ
る

ま
で

時
間

を
要

す
る

。
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
な

い
場

合
、

早
期

に
消

火
が

可
能

で
あ

る
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
手

動
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

第
52

条
42

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
中

央
制

御
室

及
び

中
央

制
御

盤
は

、
常

駐
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7
-4

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
2
.2

 火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

設
計

と
し

て
お

り
、

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、

常
駐

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
ま

た
、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

を
行

う
こ

と
と

し
、
火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

。
 

（
ｃ

）
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

 
ア

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

イ
. 

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

消
火

を
図

る
た

め
に

消
火

活
動

の
手

順
を
「

高
浜

発
電

所
１
・
２

号
機
（

３
・
４

号
機

）
 
事

故
時

操
作

所
則

」
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
電

気
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
固

定
式

の
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
52

条
49

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｂ

）
消

火
設

備
の

系
統

構
成

 
ハ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
消

火
用

水
供

給
系

は
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
「

(
a)

 
消

火
設

備
の

消
火

剤
の

容
量

」
に

示
す

最
大

放
水

量
に

対
し

て
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

82
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

b
. 

消
火

設
備

の
系

統
構

成
 

(
c)

 消
火

用
水

の
優

先
供

給
 

消
火

用
水

供
給

系
は

、
他

の
系

統
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

に
対

し
て

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、

消
火

を
優

先
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
26

0m
3）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
淡

水
、

消
火

水
系

統
」

 
消

火
水

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
1
･
2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A･

B
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

運
転

操
作

所
則

（
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 

第
52

条
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8-

4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｆ

）
消

火
設

備
に

対
す

る
自

然
現

象
の

考
慮

 
イ

．
凍

結
防

止
対

策
 

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

に
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

防
止

を
目

的
と

し
て

、
屋

外
消

火
栓

を
微

開
し

通
水

す
る

運
用

を
定

め
、

気
温

の
低

下
時

に
お

け
る

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

84
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

f
. 

消
火

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

(
a)

 凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

気
象

観
測

装
置

で
測

定
す

る
外

気
温

度
を

中
央

制
御

室
で

監
視

し
、

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

、
手

順
に

基
づ

き
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
、

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
通

水
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

凍
結

防
止

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
本

運
用

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｉ

．
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

ー
 

火
災

防
護

計
画

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 
 

第
一

発
電

室
運

転
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
0℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
  第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
「

淡
水

、
消

火
水

系
統

」
 

外
気

温
度

が
0
℃

以
下

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
「

消
火

水
配

管
凍

結
防

止
対

策
」

を
実

施
す

る
。

 

第
54

条
55

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

３
 

悪
影

響
防

止
等

 
（

４
）

悪
影

響
防

止
 

（
中

略
）

 
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
は

、
屋

内
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
で

、
他

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

風
（

台
風

）
及

び
竜

巻
に

よ
る

風
荷

重
を

考
慮

し
て

、
浮

き
上

が
り

又
は

横
滑

り
に

よ
っ

て
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
（

防
護

対
象

施
設

）
や

同
じ

機
能

を
有

す
る

他
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

衝
突

し
、

損
傷

さ
せ

る
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
発

生
時

の
初

動
対

応
時

間
を

確
保

す
る

た
め

に
、

固
縛

装
置

の
数

を
可

能
な

限
り

少
な

く
す

る
設

計
と

す
る

。
固

縛
装

置
の

設
計

は
、

風
荷

重
に

よ
る

浮
き

上
が

り
及

び
横

滑
り

の
荷

重
並

び
に

保
管

場
所

を
踏

ま
え

て
固

縛
の

要
否

を
決

定
し

、
固

縛
が

必
要

な
場

合
は

、
発

生
す

る
風

荷
重

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

固
縛

が
必

要
と

さ
れ

た
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
う

ち
車

両
型

の
設

備
に

つ
い

て
は

、
耐

震
設

計
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

固
縛

装
置

に
余

長
を

持
た

せ
た

設
計

と
す

る
。
（
「

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
」）

 
内

部
発

生
飛

散
物

に
よ

る
影

響
に

対
し

て
は

、
内

部
発

生
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
高

い
流

体
を

内
蔵

す
る

機
器

、
高

速
回

転
機

器
の

破
損

、
ガ

ス
爆

発
及

び
重

量
機

器
の

落
下

を
考

慮
す

る
。

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

は
、

内
部

発
生

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

高
い

流
体

を
内

蔵
す

る
機

器
、

爆
発

性
ガ

ス
を

内
包

す
る

機
器

及
び

落
下

を
考

慮
す

べ
き

重
量

機
器

は
な

い
が

、
高

速
回

転
機

器
に

つ
い

て
は

、
飛

散
物

と
な

ら
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
２

 
火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
、
位

置
的

分
散

を
図

る
こ

と
で

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
管

理
す

る
。
ま

た
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
基

準
事

故
対

処
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

よ
う

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(c

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

車
両

に
関

す
る

入
構

管
理

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
４

章
 

竜
巻

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

竜
巻

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、

設
置

場
所

等
に

応
じ

て
固

縛
、

建
屋

内
収

納
ま

た
は

撤
去

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｂ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
、

位
置

的
分

散
を

図
る

こ
と

で
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

管
理

す
る

。
ま

た
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

基
準

事
故

対
処

設
備

に
悪

影
響

を
与

え
な

い
よ

う
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

４
編

 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
第

３
章

 
物

品
の

飛
散

防
止

管
理

 
３

．
物

品
の

飛
散

防
止

管
理

の
原

則
 

（
１

）
不

要
な

物
品

等
は

可
能

な
限

り
屋

外
に

保
管

・
設

置
し

な
い

。
 

（
２

）
恒

常
的

に
保

管
す

る
物

品
等

に
つ

い
て

は
、
固

縛
等

の
飛

散
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
仮

置
資

機
材

は
、
直

ち
に

飛
散

防
止

対
策
（

固
縛

、
屋

内
移

動
）
が

出
来

な
い

物
品

等
は

、
固

縛
対

策
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
工

事
等

で
使

用
す

る
資

材
等

に
つ

い
て

は
、
仮

置
き

等
を

行
う

場
合

も
可

能
な

限
り

速
や

か
に

発
電

所
外

、
ま

た
は

、
屋

内
に

移
動

さ
せ

る
。

 
（

４
）
物

品
等

を
屋

外
に

保
管
・
設

置
す

る
場

合
は

、
事

前
に

飛
散

防
止

対
策

の
必

要
性

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

第
４

章
 

車
両

等
の

避
難

 
２

．
発

電
所

構
内

で
の

車
両

運
用

の
原

則
 

（
１

）
原

則
と

し
て

発
電

所
構

内
に

は
発

電
所

の
運

用
に

必
要

な
車

両
以

外
は

、
乗

り
入

れ
を

制
限

す
る

。
 

（
２

）
竜

巻
防

護
施

設
か

ら
３

５
０

ｍ
以

内
に

駐
車

す
る

車
両

に
つ

い
て

は
、

原
則

固
縛

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

３
）
車

両
の

管
理

者
は

、
常

に
速

や
か

に
車

両
の

移
動

が
で

き
る

体
制

を
維

持
す

る
。

 
（

４
）
物

品
搬

入
等

で
駐

車
制

限
エ

リ
ア

に
停

車
す

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

短
時

間
で

の
作

業
に

心
が

け
、
作

業
終

了
後

は
直

ち
に

駐
車

制
限

エ
リ

ア
外

に
車

両
を

移
動

さ
せ

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
54

条
76

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 
イ

．
直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

方
針

 
（

ニ
）

腐
食

 
ⅰ

．
構

造
物

の
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

 
（

中
略

）
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
て

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
2
-4

-
3
-4

 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
3
.1

 降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
と

影
響

因
子

と
の

関
連

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
火

山
事

象
が

重
大

事
故

等
の

起
因

と
な

ら
な

い
こ

と
、

並
び

に
重

大
事

故
等

時
に

火
山

事
象

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
た

め
、

設
備

を
使

用
し

て
い

な
い

保
管

時
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。
こ

の
た

め
、
閉

塞
、
磨

耗
、

大
気

汚
染

及
び

絶
縁

低
下

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
ず

、
影

響
を

受
け

る
可

能
性

が
あ

る
荷

重
、
腐

食
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

 
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

第
54

条
84

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
１

）
環

境
圧

力
、

環
境

温
度

及
び

湿
度

に
よ

る
影

響
、

放
射

線
に

よ
る

影
響

、
屋

外
の

天
候

等
に

よ
る

影
響

並
び

に
荷

重
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
、

位
置

的
分

散
を

考
慮

し
た

保
管

に
よ

り
、

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
位

置
的

分
散

に
つ

い
て

は
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

を
兼

ね
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
も

含
む

。）
と

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
竜

巻
に

よ
り

同
じ

機
能

を
有

す
る

設
備

が
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
防

止
を

図
る

設
計

と
す

る
。

た
だ

し
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

な
い

設
備

に
つ

い
て

は
、

竜
巻

に
よ

っ
て

1
台

が
損

傷
し

た
と

し
て

も
必

要
数

を
満

足
し

、
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
及

び
こ

れ
ら

の
設

備
が

必
要

と
な

る
事

象
の

発
生

を
防

止
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

原
子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

運
用

と
し

て
、

竜
巻

が
襲

来
し

て
、

個
々

の
設

備
が

損
傷

し
た

場
合

は
、

原
子

炉
の

停
止

を
含

め
た

対
応

を
速

や
か

に
と

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

3-
4-

2
 

資
料

2－
3
－

4
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
計

方
針

 
2
. 

設
計

の
基

本
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
て

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
保

管
に

よ
り

、
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

を
兼

ね
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
も

含
む

）
と

10
0m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

保
管

場
所

を
定

め
て

保
管

す
る

こ
と

に
よ

り
、

竜
巻

に
よ

り
同

じ
機

能
を

有
す

る
設

備
が

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

防
止

を
図

る
設

計
と

す
る

。
た

だ
し

、
同

じ
機

能
を

有
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
な

い
設

備
に

つ
い

て
は

、
竜

巻
に

よ
っ

て
1
台

が
損

傷
し

た
と

し
て

も
必

要
数

を
満

足
し

、
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
及

び
こ

れ
ら

の
設

備
が

必
要

と
な

る
事

象
の

発
生

を
防

止
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

原
子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
竜

巻
が

襲
来

し
て

、
個

々
の

設
備

が
損

傷
し

た
場

合
は

、
原

子
炉

の
停

止
を

含
め

た
対

応
を

速
や

か
に

と
る

こ
と

と
し

、
こ

の
運

用
に

つ
い

て
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
竜

巻
に

よ
り

原
子

炉
施

設
等

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

気
体

廃
棄

物
が

放
出

中
で

あ
れ

ば
す

み
や

か
に

放
出

を
停

止
す

る
。

 
(b

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
応

急
補

修
を

行
う

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

の
補

修
が

困
難

な
場

合
、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

(g
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
建

屋
外

に
お

い
て

竜
巻

に
よ

る
火

災
の

発
生

を
確

認
し

た
場

合
、

消
火

用
水

等
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

５
）

竜
巻

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

６
）

竜
巻

襲
来

に
よ

り
原

子
炉

施
設

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
各

課
（

室
）

長
は

、
竜

巻
襲

来
後

原
子

炉
施

設
に

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
 
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４

編
 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
７

．
竜

巻
襲

来
時

の
対

応
 

（
２

）
竜

巻
避

難
の

解
除

 
ｂ

．
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

運
転

状
態

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
ま

た
、
竜

巻
の

通
過

を
確

認
し

た
後

、
屋

外
設

備
の

点
検

を
行

い
、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｄ
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
損

傷
時

の
対

応
 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

の
目

視
に

よ
る

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
目

視
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
異

音
、

排
気

風
量

の
変

化
に

よ
る

損
傷

の
確

認
を

行
い

、
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
格

納
容

器
パ

ー
ジ

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
応

急
補

修
が

困
難

な
場

合
は

、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ま
た

、
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
な

お
、
目

視
点

検
等

に
よ

り
損

傷
が

発
見

で
き

な
い

場
合

は
、
至

近
の

定
期

検
査

に
お

い
て

、
詳

細
点

検
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

損
傷

時
の

対
応

 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

駆
動

機
構

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

は
、
速

や
か

に
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 
応

急
処

置
に

よ
る

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

は
、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ｇ
．

火
災

発
生

時
の

対
応

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
の

発
生

を
確

認
し

た
場

合
は

、
速

や

65



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

か
に

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

初
期

消
火

活
動

を
行

う
。

 
火

災
へ

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
に

従
う

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
 

添
2-

3-
4-

4
 

 
添

2-
3-

4-
8
 

 
添

2-
3-

4-
9
 

 
添

2-
3-

4
-1

1
 

資
料

2－
3
－

4
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
計

方
針

 
3
.2

 位
置

的
分

散
に

よ
る

機
能

維
持

の
設

計
方

針
に

基
づ

く
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
 

「
3
.1

位
置

的
分

散
に

よ
る

機
能

維
持

の
設

計
方

針
」

に
基

づ
き

決
定

し
た

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
全

体
図

を
第

3－
1
図

に
示

す
。

ま
た

、
技

術
基

準
規

則
の

条
項

に
準

じ
て

整
理

し
た

設
備

ご
と

の
保

管
場

所
及

び
そ

の
位

置
的

分
散

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計

内
容

に
つ

い
て

、
第

3－
1
表

か
ら

第
3
－

6
表

に
示

す
。

 
 第

3－
3
表

 
高

浜
１

号
機

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
位

置
的

分
散

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計

内
容

（
技

術
基

準
規

則
69

条
）

 
※

１
：

予
備

を
管

理
す

べ
き

数
に

含
め

て
運

用
す

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 第
3-

4
表

 
高

浜
１

号
機

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
位

置
的

分
散

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計

内
容

（
69

条
、

7
0

条
）

 
※

１
：

予
備

を
管

理
す

べ
き

数
に

含
め

て
運

用
す

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 第
3－

6
表

 
高

浜
１

号
機

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
位

置
的

分
散

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計

内
容

（
54

条
、

6
2

条
、

6
3
条

、
64

条
、

6
5
条

、
67

条
、

6
9
条

、
70

条
、

7
2

条
）

 
※

１
：

予
備

を
管

理
す

べ
き

数
に

含
め

て
運

用
す

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

  

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｳ
)
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
に

つ
い

て
は

、
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

配
置

も
含

め
て

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

位
置

的
分

散
を

図
り

保
管

し
、

屋
外

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

複
数

箇
所

に
分

散
し

て
保

管
す

る
。
な

お
、
同

じ
機

能
を

有
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
他

に
な

い
設

備
に

つ
い

て
は

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

運
用

管
理

を
以

下
の

と
お

り
と

し
、
各

課
（

室
）
長

は
、

こ
の

運
用

管
理

に
従

い
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

を
確

保
す

る
。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

を
別

図
３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。 
ａ

．
 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト
・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
設

定
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

を
設

定
す

る
場

合
は

、
以

下
の

点
を

考
慮

し
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

に
問

題
が

無
い

か
評

価
す

る
。

 
 

（
ｉ

）
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

に
つ

い
て

は
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
配

置
も

含
め

て
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
位

置
的

分
散

を
図

り
保

管
し

、
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
複

数
箇

所
に

分
散

し
て

保
管

す
る

。
な

お
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

他
に

な
い

設
備

に
つ

い
て

は
、

予
備

機
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

。
 

第
８

５
条

 
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 
 

次
の

各
号

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

表
８

５
－

１
で

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 
(
1)

 
緊

急
停

止
失

敗
時

に
原

子
炉

を
未

臨
界

に
す

る
た

め
の

設
備

 
(
2)

 
１

次
冷

却
系

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
3)

 炉
心

注
水

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
4)

 １
次

冷
却

系
の

減
圧

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
5)

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

等
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
6)

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
7)

 蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
（

注
水

）
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
8)

 
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

（
蒸

気
放

出
）

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
9)

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 
(
10

) 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

等
の

た
め

の
設

備
 

(
11

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
設

備
 

(
12

) 
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
 

(
13

) 
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
設

備
 

(
14

) 
電

源
設

備
 

(
15

) 
計

装
設

備
 

(
16

) 
中

央
制

御
室

 
(
17

) 
監

視
測

定
設

備
 

(
18

) 
緊

急
時

対
策

所
 

(
19

) 
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 
(
20

) 
そ

の
他

の
設

備
 

 ・
８

５
－

１
２

－
１

 
海

水
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
・
８

５
－

１
３

－
１

 
大

気
へ

の
拡

散
抑

制
、
航

空
機

燃
料

火
災

へ
の

泡
消

火
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
・
８

５
－

１
５

－
７

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
用

給
油

ポ
ン

プ
お

よ
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

燃
料

補
給

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

 

第
54

条
85

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｇ

．
積

雪
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

除
雪

す
る

こ
と

に
よ

り
、

積
雪

に
よ

る
荷

重
に

対
し

て
そ

の
必

要
な

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

な
お

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
し

た
雪

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

1-
1-

6
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
3
.1

.1
 自

然
現

象
に

対
す

る
具

体
的

な
設

計
上

の
配

慮
 

(
6)

 積
雪

 
敷

地
付

近
で

観
測

さ
れ

た
積

雪
の

深
さ

の
月

最
大

値
は

、
舞

鶴
特

別
地

域
気

象
観

測
所

で
の

観
測

記
録

（
19

47
～

20
12

年
）

に
よ

れ
ば

、
87

cm
（

2
01

2
年

2
月

2
日

）
で

あ
り

、
こ

の
観

測
記

録
を

考
慮

し
て

統
計

的
に

算
出

さ
れ

た
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

垂
直

積
雪

量
を

用
い

て
、

積
雪

荷
重

を
設

定
し

、
防

護
対

象
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

積
雪

に
対

す
る

設
計

は
、

火
山

事
象

に
対

す
る

設
計

の
中

で
確

認
す

る
。

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

除
雪

に
よ

り
、

積
雪

荷
重

に
対

し
て

必
要

な
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
な

お
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

堆
積

す
る

雪
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

 
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 

第
54

条
86

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 
イ

．
直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

方
針

 
（

イ
）

構
造

物
へ

の
荷

重
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

降
下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 

第
54

条
88

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
１

）
環

境
圧

力
、

環
境

温
度

及
び

湿
度

に
よ

る
影

響
、

放
射

線
に

よ
る

影
響

、
屋

外
の

天
候

等
に

よ
る

影
響

並
び

に
荷

重
 

（
中

略
）

 
積

雪
及

び
火

山
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
よ

り
除

雪
及

び
除

灰
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

こ
の

運
用

に
つ

い
て

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
1-

3
 

資
料

２
－

４
－

１
 

火
山

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.3
 降

下
火

砕
物

の
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

(
2)

 荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容

限
界

 
（

中
略

）
 

建
築

基
準

法
に

お
け

る
積

雪
の

荷
重

の
考

え
方

に
準

拠
し

、
降

下
火

砕
物

の
降

灰
か

ら
3
0
日

を
目

処
に

速
や

か
に

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

、
ま

た
降

灰
時

に
は

除
雪

も
合

せ
て

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
を

短
期

に
生

じ
る

荷
重

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

及
び

降
雪

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

67



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 

第
54

条
1
01

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
手

順
書

の
整

備
並

び
に

訓
練

及
び

教
育

に
よ

る
実

操
作

及
び

模
擬

操
作

を
行

う
こ

と
で

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

操
作

環
境

、
操

作
準

備
及

び
操

作
内

容
を

考
慮

し
て

確
実

に
操

作
で

き
、

発
電

用
原

子
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

書
「

十
、

 
発

電
用

原
子

炉
の

炉
心

の
著

し
い

損
傷

そ
の

他
の

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

及
び

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」

 ハ
.
 

で
考

慮
し

た
要

員
数

と
想

定
時

間
内

で
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
含

め
重

大
事

故
等

に
対

処
で

き
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

運
用

に
係

る
体

制
、

管
理

等
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

安
全

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

操
作

性
に

対
す

る
設

計
上

の
考

慮
事

項
を

以
下

に
示

す
。

 
操

作
環

境
と

し
て

、
重

大
事

故
等

時
の

環
境

条
件

に
対

し
、

操
作

場
所

で
の

操
作

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。
（「

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
」
）

操
作

す
る

す
べ

て
の

設
備

に
対

し
、

十
分

な
操

作
空

間
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
確

実
な

操
作

が
で

き
る

よ
う

、
必

要
に

応
じ

て
常

設
の

足
場

を
設

置
す

る
か

、
操

作
台

を
近

傍
に

常
設

又
は

配
置

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

防
護

具
、

照
明

等
は

重
大

事
故

等
発

生
時

に
迅

速
に

使
用

で
き

る
場

所
に

配
備

す
る

。
 

添
6-

76
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

（
中

略
）

 
・

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
手

順
書

の
整

備
、

訓
練

・
教

育
に

よ
る

実
操

作
及

び
模

擬
操

作
を

行
う

こ
と

で
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

操
作

環
境

、
操

作
準

備
及

び
操

作
内

容
を

考
慮

し
て

確
実

に
操

作
で

き
、
「

許
可

申
請

書
十

号
」

ハ
、

で
考

慮
し

た
要

員
数

と
想

定
時

間
内

で
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
含

め
重

大
事

故
等

に
対

処
で

き
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

運
用

に
係

る
体

制
、

管
理

等
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

第
１

８
条

の
５

 
（

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

４
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
次

の
事

項
 

(a
)
 
要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
。

 
(b

)
 
同

時
被

災
に

お
け

る
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2)

 
(1

)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

 
(a

)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

に
あ

た
っ

て
、
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１
こ

と
。

 
(b

)
 
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

。
 

(c
) 

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

（
以

下
、
「

成
立

性
の

確
認

訓
練

」
と

い
う

。）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 
(d

) 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
。

 
(e

) 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

 
(
3)

 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

、
な

ら
び

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

１
）

体
制

の
整

備
 

（
２

）
教

育
訓

練
の

実
施

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

 

第
54

条
1
08

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

又
は

移
動

す
る

と
と

も
に

、
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
内

の
道

路
及

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
設

計
と

す
る

。
 

屋
外

及
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
及

び
接

続
場

所
ま

で
運

搬
す

る
た

め
の

経
路

、
又

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

経
路

（
以

下
「

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
」

と
い

う
。）

は
、

自
然

現
象

、
外

部
人

為
事

象
、

溢
水

及
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、

移
動

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

屋
外

及
び

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

、
自

然
現

象
に

対
し

て
地

震
、

津
波

、
洪

水
、

風
（

台
風

）
、

竜
巻

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

火
山

の
影

響
、

生
物

学
的

事
象

、
高

潮
及

び
森

林
火

災
を

考
慮

し
、

外
部

人
為

事
象

に
対

し
て

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
及

び
有

毒
ガ

ス
）
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
、

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）

及
び

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
考

慮
す

る
。

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

火
災

防
護

に
関

す
る

運
用

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
6-

78
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
外

及
び

屋
内

に
お

い
て

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、

自
然

現
象

、
外

部
人

為
事

象
、

溢
水

及
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、

移
動

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

（
中

略
）

 
・

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
及

び
火

災
防

護
に

関
す

る
運

用
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

第
８

５
条

 
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 

表
８

５
－

２
１

 
そ

の
他

の
設

備
 

８
５

－
２

１
－

１
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 
 火

災
防

護
通

達
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 火

災
防

護
計

画
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
３

．
 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

運
用

管
理

を
以

下
の

と
お

り
と

し
、
各

課
（

室
）
長

は
、

こ
の

運
用

管
理

に
従

い
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

を
確

保
す

る
。
 

  【
火

災
防

護
計

画
】

 
１

．
目

的
 

本
計

画
は

、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

お
よ

び
原

子
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
等

に
基

づ
き

、
高

浜
発

電
所

原
子

炉
施

設
（

以
下

、「
原

子
炉

施
設

」
と

い
う

）
３
・
４

号
機

の
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
２

．
適

用
範

囲
 

本
計

画
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

の
火

災
防

護
対

策
に

適
用

す
る

。
 

な
お

、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

内
に

設
置

し
た

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

は
第

３
章

に
示

す
と

お
り

、
火

災
防

護
対

策
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
第

２
章

 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
３

章
 

火
災

予
防

活
動

及
び

消
火

活
動

 
１

．
火

災
予

防
活

動
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｴ
)
 

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ａ

．
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

の
体

制
、

責
任

の
所

在
、
責

任
者

の
権

限
、
体

制
の

運
営

管
理

、
必

要
な

要
員

の
確

保
お

よ
び

教
育

訓
練

、
火

災
発

生
防

止
の

た
め

の
活

動
、

火
災

防
護

設
備

の
施

設
管

理
、

点
検

お
よ

び
火

災
情

報
の

共
有

化
等

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
ｄ

．
安

全
施

設
お

よ
び

特
重

施
設

を
外

部
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
の

運
用

等
 

 

２
．

消
火

活
動

 
第

４
章

 
火

災
防

護
設

備
の

保
守

管
理

 
第

５
章

 
火

災
情

報
の

共
有

化
 

第
６

章
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
第

７
章

 
火

災
防

護
対

策
（

重
大

事
故

等
対

処
施

設
）

 
第

８
章

 
原

子
炉

施
設

の
災

害
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
の

措
置

 
第

９
章

 
外

部
火

災
 

第
１

０
章

 
火

災
防

護
資

機
材

の
配

備
 

第
１

１
章

 
教

育
訓

練
 

第
１

２
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 

第
54

条
1
10

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

地
震

に
よ

る
屋

外
タ

ン
ク

か
ら

の
溢

水
及

び
降

水
に

対
し

て
、

道
路

上
の

自
然

流
下

も
考

慮
し

た
上

で
、

通
行

へ
の

影
響

を
受

け
な

い
箇

所
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
6-

78
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

対
す

る
地

震
に

よ
る

影
響

(周
辺

構
築

物
の

倒
壊

、
周

辺
機

器
の

損
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
壊

、
道

路
面

の
滑

り
)、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

(
津

波
に

よ
る

漂
着

物
、

台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
積

雪
、

降
灰

)を
想

定
し

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、

障
害

物
を

除
去

可
能

な
ブ

ル
ド

ー
ザ

 を
2

台
（

予
備

１
台

）
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
 
を

１
台

（
予

備
１

台
）

等
を

保
管

、
使

用
す

る
。

ま
た

、
地

震
に

よ
る

屋
外

タ
ン

ク
か

ら
の

溢
水

及
び

降
水

に
対

し
て

、
道

路
勾

配
に

よ
る

道
路

上
の

自
然

流
下

も
考

慮
し

た
上

で
、

溢
水

に
よ

る
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

(ｲ
) 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

対
す

る
地

震
に

よ
る

影
響

、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

を
想

定
し

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、

障
害

物
を

除
去

可
能

な
ブ

ル
ド

ー
ザ

４
台
（

１
号

お
よ

び
２

号
炉

共
用

２
台

、
３

号
お

よ
び

４
号

炉
共

用
２

台
）（

予
備

１
台

）
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

２
台
（

１
号

お
よ

び
２

号
炉

共
用

１
台

、
３

号
お

よ
び

４
号

炉
共

用
１

台
）
（

予
備

１
台

）
を

保
管

、
使

用
す

る
。

 

(
ｳ
)
 

地
震

に
よ

る
屋

外
タ

ン
ク

か
ら

の
溢

水
な

ら
び

に
降

水
に

対
し

て
、
道

路
上

の
自

然
流

下
も

考
慮

し
た

上
で

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
。

 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
 

（
ｃ

）
 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、
地

震
に

よ
る

屋
外

タ
ン

ク
か

ら
の

溢
水

な
ら

び
に

降
水

に
対

し
て

、
道

路
上

の
自

然
流

下
も

考
慮

し
た

上
で

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
。

 
 （

ｆ
）

 
各

課
（

室
）

長
は

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

を
行

う
た

め
に

、
以

下
の

資
機

材
を
「

２
．（

３
）
資

機
材

の
配

備
」
に

従
い

管
理

す
る

。
 

ア
．
 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
対

す
る

、
地

震
に

よ
る

影
響
（

周
辺

構
造

物
の

損
壊

、
周

辺
機

器
の

損
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
壊

、
道

路
面

の
す

べ
り

）、
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

よ
る

影
響
（

津
波

に
よ

る
漂

着
物

、
台

風
お

よ
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
積

雪
、

降
灰

）
を

想
定

し
、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、
障

害
物

を
除

去
可

能
な

ブ
ル

ド
ー

ザ
４

台
（

予
備

１
台

）
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

２
台
（

予
備

１
台

）
 

第
54

条
1
11

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
津

波
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

想
定

を
上

回
る

万
一

の
ガ

レ
キ

発
生

に
対

し
て

は
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
ま

た
、

高
潮

に
対

し
て

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

津
波

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

自
然

現
象

の
う

ち
凍

結
及

び
森

林
火

災
、

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
航

空
機

墜
落

に
よ

る
火

災
、

火
災

の
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

及
び

有
毒

ガ
ス

）、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

及
び

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）

に
対

し
て

は
、

迂
回

路
も

考
慮

し
た

複
数

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
落

雷
に

対
し

て
は

避
雷

設
備

が
必

要
と

な
る

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
設

定
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
6-

78
 

 
添

6-
79

 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

津
波

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
防

潮
堤

の
中

に
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
り

速
や

か
に

撤
去

す
る

こ
と

に
よ

り
対

処
す

る
。

ま
た

、
高

潮
に

対
し

て
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
津

波
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

通
行

へ
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
自

然
現

象
の

う
ち

凍
結

及
び

森
林

火
災

、
外

部
人

為
事

象
の

う
ち

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
及

び
有

毒
ガ

ス
）
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
及

び
飛

来
物

(航
空

機
落

下
)
に

対
し

て
は

、
迂

回
路

も
考

慮
し

た
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

落
雷

に
対

し
て

は
避

雷
設

備
が

必
要

と
な

る
箇

所
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｴ
)
 

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
 

 
 

（
ａ

）
 屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、

移
動

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

第
54

条
1
12

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

周
辺

斜
面

に
つ

い
て

、
盛

土
斜

面
に

つ
い

て
は

崩
壊

を
想

定
し

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

い
、

通
行

性
を

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
イ

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｷ
)
 

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
（

１
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｄ

．
 
基

準
地

震
動

に
対

し
て

耐
震

裕
度

の
低

い
周

辺
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

は
、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

69



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

う
。

 
(
ｸ
)
 

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

す
べ

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
。

 
 

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

第
54

条
1
13

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
地

盤
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

、
耐

震
裕

度
を

有
す

る
地

盤
に

設
定

す
る

こ
と

で
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

滑
り

に
よ

る
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

地
盤

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
耐

震
裕

度
と

し
て

液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

に
よ

る
不

等
沈

下
や

地
下

構
造

物
の

損
壊

の
影

響
を

考
慮

し
、

耐
震

裕
度

を
有

す
る

地
盤

に
設

定
す

る
こ

と
で

通
行

性
を

確
保

で
き

る
設

計
、

又
は

、
盛

土
上

の
道

路
の

よ
う

に
耐

震
裕

度
の

低
い

地
盤

に
設

定
す

る
場

合
は

、
道

路
面

の
滑

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

い
、

通
行

性
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｷ
)
 

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

う
。

 

(
ｸ
)
 

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

す
べ

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行

い
、

通
行

性
を

確
保

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．

 重
大

事
故

等
発

生
時

お
よ

び
自

然
災

害
発

生
時

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

各
課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

現
象

発
生

時
に

は
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
し

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
な

お
、

必
要

に
よ

り
「

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 別
紙

１
５

－
１

 非
常

災
害

時
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

」
を

使
用

し
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
。

 
（

１
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｃ

．
 
周

辺
構

造
物

、
周

辺
機

器
の

倒
壊

に
よ

る
障

害
物

に
つ

い
て

は
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

撤
去

あ
る

い
は

転
倒

に
よ

る
閉

塞
が

な
い

ル
ー

ト
を

通
行

す
る

。
 

ｄ
．

 
基

準
地

震
動

に
対

し
て

耐
震

裕
度

の
低

い
周

辺
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

は
、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

ｅ
．

 
耐

震
裕

度
の

低
い

地
盤

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
設

定
す

る
場

合
は

、
道

路
面

の
す

べ
り

に
よ

る
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
。

 

第
54

条
1
14

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
不

等
沈

下
に

伴
う

段
差

の
発

生
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

お
い

て
は

、
段

差
緩

和
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
段

差
発

生
箇

所
の

復
旧

を
行

う
設

計
と

す
る

。
さ

ら
に

、
地

下
構

造
物

の
損

壊
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
陥

没
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

想
定

を
上

回
る

段
差

が
発

生
し

た
場

合
は

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

よ
る

迂
回

や
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

解
消

対
策

に
よ

り
対

処
す

る
。

 

添
6
-7

9
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

不
等

沈
下

に
伴

う
段

差
の

発
生

が
想

定
さ

れ
る

箇
所

に
お

い
て

は
、

段
差

緩
和

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

段
差

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

発
生

箇
所

の
復

旧
を

行
う

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、

地
下

構
造

物
の

損
壊

が
想

定
さ

れ
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、

陥
没

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

な
お

、
想

定
を

上
回

る
段

差
が

発
生

し
た

場
合

は
、

複
数

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
よ

る
迂

回
や

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
段

差
解

消
対

策
に

よ
り

対
処

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
イ

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｹ
)
 

不
等

沈
下

等
に

よ
る

段
差

の
発

生
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

お
い

て
は

、
段

差
緩

和
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

発
生

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
さ

ら
に

地
下

構
造

物
の

損
壊

が
想

定
さ

れ
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、
陥

没
対

策
を

講
じ

る
。
想

定
を

上
回

る
段

差
が

発
生

し
た

場
合

は
、

予
備

ル
ー

ト
の

復
旧

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

解
消

対
策

に
よ

り
対

処
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
（

１
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｆ

．
 
不

等
沈

下
等

に
よ

る
段

差
お

よ
び

地
下

構
造

物
の

損
壊

に
よ

る
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
予

備
ル

ー
ト

の
復

旧
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

発
生

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

第
54

条
1
15

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、

津
波

、
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
影

響
（

台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

降
灰

、
生

物
学

的
事

象
、

高
潮

及
び

森
林

火
災

）
及

び
外

部
人

為
事

象
（

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
及

び
飛

来
物

（
航

空
機

落
下

）
）

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

地
震

随
伴

火
災

の
有

無
や

、
地

震
随

伴
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

て
ル

ー
ト

選
定

を
行

う
と

と
も

に
、

建
屋

内
は

迂
回

路
を

含
む

複
数

の
ル

ー
ト

選
定

が
可

能
な

配
置

設
計

と
す

る
。

 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

、
津

波
、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

(台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

降
灰

、
生

物
学

的
事

象
、

高
潮

及
び

森
林

火
災

)
及

び
外

部
人

為
事

象
(
航

空
機

墜
落

に
よ

る
火

災
、

火
災

の
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

及
び

有
毒

ガ
ス

)、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

及
び

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）
）

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
近

傍
の

耐
震

Ｂ
，

Ｃ
ク

ラ
ス

補
機

の
耐

震
評

価
を

実
施

し
、

油
内

包
機

器
に

よ
る

地
震

随
伴

火
災

の
有

無
や

、
地

震
随

伴
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

て
ル

ー
ト

選
定

を
行

う
と

と
も

に
、

建
屋

内
は

迂
回

路
を

含
む

複
数

の
ル

ー
ト

選
定

が
可

能
な

配
置

設
計

と
す

る
。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

ウ
 

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、
屋

内
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
当

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(ｲ
) 

地
震

、
津

波
、
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
影

響
お

よ
び

外
部

人
為

事
象

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

 
（

ｈ
）
 屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、
津

波
、
そ

の
他

自
然

現
象
（

台
風

お
よ

び
竜

巻
に

よ
る

飛
来

物
、
凍

結
、
降

水
、
除

雪
、
落

雷
、

降
灰

、
生

物
学

的
事

象
、
森

林
火

災
）
に

よ
る

影
響

お
よ

び
外

部
人

為
事

象
（

航
空

機
落

下
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
、
輸

送
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

、
飛

来
物
（

航
空

機
落

下
）
）

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

 

第
69

条
1
  

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
機

能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
注

水
機

能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

小
規

模
な

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
燃

料
の

貯
蔵

機
能

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

に
よ

り
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

出
口

配
管

下
端

未
満

か
つ

水
位

低
下

が
継

続
す

る
場

合
に

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
若

し
く

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
棒

集
合

体
（

以
下

「
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

」
と

い
う

。）
配

置
に

お
い

て
貯

蔵
領

域
を

設
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

ス
プ

レ
イ

や
蒸

気
条

件
に

お
い

て
も

臨
界

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
19

-1
 

資
料

１
９

 
燃

料
取

扱
設

備
、

新
燃

料
貯

蔵
設

備
及

び
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

の
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
し

な
い

こ
と

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
（

1
）

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

漏
え

い
時

」
と

い
う

）
に

技
術

基
準

規
則

第
69

条
第

2
項

及
び

解
釈

に
よ

り
施

設
が

要
求

さ
れ

て
い

る
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

設
備

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ
）

に
て

、
ラ

ッ
ク

及
び

燃
料

体
等

を
冷

却
し

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
と

同
等

の
反

応
度

抑
制

効
果

を
有

す
る

中
性

子
吸

収
体

（
以

下
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
」

と
い

う
）

配
置

に
お

い
て

、
ス

プ
レ

イ
や

蒸
気

条
件

に
お

い
て

も
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
4)

 
貯

蔵
施

設
に

お
い

て
新

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 
(
8)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件
（

初
期

濃
縮

度
、

燃
焼

度
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

有
無

お
よ

び
配

置
）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）。

 
(
9)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

【
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
】

 
第

４
章

 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

２
．

燃
料

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

２
．

１
 

共
通

事
項

 
(
12

)使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

配
置

制
限

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

貯
蔵

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
配

置
を

変
更

す
る

場
合

は
、
別

紙
－

１
、
２

の
と

お
り

配
置

す
る

こ
と

。
 

70



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
69

条
3
  

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク

は
全

4
24

ラ
ッ

ク
で

構
成

さ
れ

て
お

り
、

長
辺

方
向

に
2
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

1
7
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

の
配

置
か

ら
、

キ
ャ

ナ
ル

入
口

側
の

角
部

（
長

辺
方

向
に

7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

5
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

）
を

切
り

欠
い

た
配

置
形

状
で

あ
る

。
 

外
周

領
域

は
、

長
辺

方
向

に
2
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

17
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

の
最

外
周

1
列

か
ら

切
り

欠
き

部
（

長
辺

方
向

に
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

5
ラ

ッ
ク

）
を

除
い

た
7
3
ラ

ッ
ク

と
す

る
。

ま
た

、
中

間
領

域
は

外
周

領
域

の
ラ

ッ
ク

配
置

か
ら

内
側

に
長

辺
方

向
列

は
2
列

、
短

辺
方

向
列

は
1
列

と
し

て
、

さ
ら

に
ラ

ッ
ク

配
置

の
切

り
欠

き
部

の
外

周
2
列

を
加

え
た

計
1
2
6
ラ

ッ
ク

と
す

る
。

残
り

の
22

5
ラ

ッ
ク

を
中

央
領

域
と

す
る

。
 

各
領

域
に

は
、“

初
期

濃
縮

度
約

4
.6

w
t
%、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
な

し
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/t

以
上

、
中

間
領

域
：

20
GW

d/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
5
0
G
Wd

/t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4.
6w

t%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
あ

り
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/t

以
上

、
中

間
領

域
：

0G
Wd

/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
15

GW
d/

t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4
.
0w

t
%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
な

し
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/
t
以

上
、

中
間

領
域

：
 1

5G
Wd

/t
以

上
、

中
央

領
域

：
4
5
GW

d/
t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4.
0w

t%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
あ

り
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/t

以
上

、
中

間
領

域
：

0G
Wd

/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
10

GW
d/

t
以

上
”

を
貯

蔵
す

る
設

計
と

す
る

。
 

燃
料

体
等

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

移
動

に
際

し
て

は
、

未
臨

界
が

維
持

で
き

る
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
い

る
配

置
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
て

、
臨

界
を

防
止

で
き

る
よ

う
管

理
す

る
。
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資
料

１
９

 
燃

料
取

扱
設

備
、

新
燃

料
貯

蔵
設

備
及

び
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

の
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
し

な
い

こ
と

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
（

1
）

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

漏
え

い
時

」
と

い
う

）
に

技
術

基
準

規
則

第
69

条
第

2
項

及
び

解
釈

に
よ

り
施

設
が

要
求

さ
れ

て
い

る
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

設
備

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ
）

に
て

、
ラ

ッ
ク

及
び

燃
料

体
等

を
冷

却
し

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
と

同
等

の
反

応
度

抑
制

効
果

を
有

す
る

中
性

子
吸

収
体

（
以

下
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
」

と
い

う
）

配
置

に
お

い
て

、
ス

プ
レ

イ
や

蒸
気

条
件

に
お

い
て

も
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
こ

の
た

め
、

大
規

模
漏

え
い

時
の

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
未

臨
界

性
評

価
の

評
価

基
準

は
、

い
か

な
る

一
様

な
水

密
度

で
あ

っ
て

も
不

確
定

性
を

含
め

て
実

効
増

倍
率

が
0
.
98

以
下

と
な

る
設

計
と

す
る

。
不

確
定

性
と

し
て

は
、

臨
界

計
算

上
の

不
確

定
性

及
び

製
作

公
差

に
基

づ
く

不
確

定
性

（
ラ

ッ
ク

内
で

の
燃

料
体

等
が

偏
る

効
果

を
含

む
。
）

を
考

慮
す

る
。

 
な

お
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

体
等

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

移
動

に
際

し
て

は
、

未
臨

界
が

維
持

で
き

る
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
い

る
条

件
（

初
期

濃
縮

度
、

燃
焼

度
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

有
無

及
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
て

、
臨

界
を

防
止

で
き

る
よ

う
管

理
す

る
。
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

５
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
を

貯
蔵

施
設

か
ら

原
子

炉
へ

装
荷

す
る

場
合

、
ま

た
は

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 
(
5)

 
燃

料
を

㴽
原

子
炉

か
ら

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
取

り
出

す
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件
（

初
期

濃
縮

度
、
燃

焼
度

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

の
有

無
お

よ
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）。

 
(
6)

 
燃

料
を

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

０
．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
4)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
燃

料
が

臨
界

に
達

し
な

い
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

(
10

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
の

配
置

変
更

を
行

う
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件

（
初

期
濃

縮
度

、
燃

焼
度

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

の
有

無
お

よ
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）
。

 
(
11

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
の

配
置

変
更

を
行

う
場

合
は

、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

第
69

条
20

 
 

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
係

る
監

視
又

は
設

計
基

準
事

故
時

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

水
温

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

漏
え

い
を

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
の

必
要

な
設

備
と

し
て

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
（

広
域

）、
可

搬
型

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
を

設
け

る
。

こ
れ

ら
の

計
測

設
備

は
、

重
大

事
故

等
に

よ
り

変
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

に
わ

た
り

測
定

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 

添
18

-1
6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
広

域
）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
の

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

継
続

的
に

デ
ー

タ
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

に
つ

い
て

は
、

映
像

を
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

。
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
と

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
重

大
事

故

等
発

生
時

に
お

い
て

、
事

象
の

種
類

お
よ

び
事

象
の

進
展

に
応

じ
て

、
的

確
か

つ
状

況
に

応
じ

て
柔

軟
に

対
処

す
る

た
め

の
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

の
対

処
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、
使

用
主

体
に

応
じ

た
内

容
お

よ
び

重
大

事
故

等
対

策

に
用

い
る

特
重

施
設

に
係

る
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め

る
。

 

カ
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
重

大
事

故
等

対

策
実

施
の

判
断

基
準

と
し

て
確

認
さ

れ
る

水
位

、
圧

力
お

よ
び

温
度

等
の

計
測

可
能

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
整

理
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
と

と
も

に
、

以
下

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

事
項

に
つ

い
て

も
定

め
る

。
 

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

は
、
表

－
１

５
「

事
故

時
の

計

装
に

関
す

る
手

順
等

」
参

照
。

 

(
ｱ
)
 

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
と

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
位

置
づ

け
る

こ
と

。
 

(
ｲ
)
 

通
常

使
用

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
が

故
障

等
に

よ
り

計
測

不
能

な
場

合
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
て

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 

記
録

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

直
流

電
源

が
喪

失
し

て
も

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
す

る
こ

と
。

 

(ｴ
) 

パ
ラ

メ
ー

タ
挙

動
予

測
、
影

響
評

価
す

べ
き

項
目

お
よ

び
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理
し

た
有

効
な

情
報

に

つ
い

て
、

運
転

員
が

監
視

す
べ

き
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
、

状
況

の
把

握
お

よ
び

進
展

予
測

な
ら

び
に

対
応

処
置

の

参
考

情
報

と
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
（

広
域

）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

Ａ
Ｍ

用
）】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
り

記
録

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

ｂ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。

 
ｃ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
69

条
21

 
 

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

（
中

略
）

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

係
る

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

、
赤

外
線

の
機

能
に

よ
り

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
状

態
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
温

の
傾

向
を

中
央

制
御

室
で

監
視

で
き

る
カ

メ
ラ

を
設

置
す

る
。

こ
の

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

は
、

1
台

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
の

映
像

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
18

-1
6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
広

域
）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
の

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

継
続

的
に

デ
ー

タ
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

に
つ

い
て

は
、

映
像

を
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

。
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）
 

表
１

３
３

－
３

（
続

き
）

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録
す

べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

５
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
記

録
 

(
1
) 

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ

ー

の
結

果
の
記

録
 

(
2
) 

要
員
の
力

量
お

よ
び
教

育

訓
練

そ
の

他
の

措
置
に

係

る
記

録
 

(
3
) 

個
別
業
務

に
必

要
な
プ

ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ
ロ

セ

ス
を

実
施

し
た

結
果
が

個

別
業

務
等

要
求

事
項
に

適

合
す

る
こ

と
を

実
証
す

る

た
め

に
必

要
な

記
録
（

本

項
の

他
で

定
め

る
も
の

を

除
く

。
）
 

(
4
) 

個
別
業
務

等
要

求
事
項

の

審
査

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
当

該
審

査
の

結
果
に

基

づ
き

講
じ

た
措

置
に
係

る

作
成

の
都
度
 

５
年
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
の

映
像

】
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
４

）
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
記

録
 

ａ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
映

像
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
計

装
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
映

像
に

つ
い

て
、

記
録

容
量

を
超

え
る

前
に

定
期

的
に

取
り

出
す

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

と
る

こ
と

で
、

継
続

的
に

デ
ー

タ
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

記
録
 

(
5
) 

設
計
開
発

に
用

い
る
情

報

に
係

る
記
録
 

(
6
) 

設
計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー
の

結

果
に

基
づ

き
講

じ
た
措

置

に
係

る
記
録
 

(
7
) 

設
計
開
発

の
検

証
の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該
検

証

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
8
) 

設
計
開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

に
基

づ
き

講
じ
た

措

置
に

係
る
記

録
 

(
9
) 

設
計
開
発

の
変

更
に
係

る

記
録
 

(
1
0)
 
設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
、

検
証

お
よ

び
妥
当

性

確
認

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ
き

講

じ
た

措
置
に

係
る
記

録
 

(
1
1)
 
供

給
者

の
評

価
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該
評

価

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
1
2)
 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当
性

確

認
の

結
果
の

記
録
 

(
1
3)
 
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー
サ

ビ

リ
テ

ィ
の
記

録
 

(
1
4)
 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

し
て

い
る
場

合

の
記

録
 

(
1
5)
 
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検
証

の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項
へ

の

不
適

合
が

判
明

し
た
場

合

に
お

け
る

、
従

前
の
監

視

測
定

の
結

果
の

妥
当
性

を

評
価

し
た
記

録
 

(
1
7)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

お
よ

び
検
証

の

結
果

の
記
録
 

(
1
8)
 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9)
 
使

用
前

事
業

者
検

査
等

ま
た

は
自

主
検

査
等
の

結

果
に

係
る
記

録
 

(
2
0)
 
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認
を

行

っ
た

要
員

を
特

定
す
る

こ

と
が

で
き
る

記
録
 

(
2
1)
 
不

適
合

の
内

容
の

記
録

お
よ

び
当

該
不

適
合
に

対

し
て

講
じ

た
措

置
（
特

別

採
用

を
含
む

。
）
に
係

る
記

録
 

(
2
2)
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果
の

記

録
 

(
2
3)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防

止
処

置
お

よ
び

そ
の
結

果

の
記

録
 

 

1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

第
69

条
24

 
 

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
係

る
監

視
に

必
要

な
設

備
と

し
て

、
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
予

備
「

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

」
）

を
保

管
し

、
重

大
事

故
等

に
よ

り
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
測

定
可

能
な

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
区

域
周

辺
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
は

、
複

数
の

設
置

場
所

で
の

線
量

率
の

相
関

（
減

衰
率

）
関

係
の

評
価

及
び

各
設

置
場

所
間

で
の

関
係

性
を

把
握

し
、

測
定

結
果

の
傾

向
を

確
認

す
る

こ
と

で
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

の
空

間
線

量
率

を
推

定
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
時

に
使

用
す

る
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
計

測
結

果
の

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
り

記
録

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

ｂ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。

 
ｃ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
73

条
4
  

（
計

装
設

備
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
は

、
設

計
基

準
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

の
最

大
値

を
考

慮
し

、
適

切
に

対
応

す
る

た
め

の
計

測
範

囲
を

有
す

る
設

計
と

す
る

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
超

え
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）

を
（

中
略

）
保

安
規

定
に

明
確

に
し

、
確

実
に

運
用

及
び

遵
守

で
き

る
よ

う
手

順
と

し
て

定
め

て
管

理
す

る
。
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資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
越

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
の

明
確

化
、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、

複
数

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

確
か

ら
し

さ
を

考
慮

し
た

優
先

順
位

を
定

め
て

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
５

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

５
．

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
等

 
監

視
機

能
の

喪
失

 
１

．
計

器
故

障
時

の
パ

ラ
メ

－
タ

推
定

 
当

直
課

長
は

、
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

で
選

定
し

た
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
、
圧

力
お

よ
び

水
位

、
な

ら
び

に
原

子
炉

圧
力

容
器

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器
（

以
下

、
「

格
納

容
器

」
と

い
う

。
）
へ

の
注

水
量

等
）
ま

た
は

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器
が

故
障

に
よ

り
、
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

、
以

下
の

手
段

に
よ

り
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
。

 
(1

) 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
主

要
パ

ラ
メ

－
タ

の
う

ち
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
－

タ
お

よ
び

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

－
タ

を
計

測
す

る
計

器
の

故
障

が
疑

わ
れ

た
場

合
 

 (2
) 

パ
ラ

メ
－

タ
監

視
の

手
順

 
ａ

．
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

と
す

る
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
、

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

ま
た

は
他

ル
ー

プ
の

計
器

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
計

器
に

よ
り

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

。
 

ｂ
．

パ
ラ

メ
ー

タ
選

定
に

て
選

定
し

た
重

要
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
お

よ
び

他
ル

ー
プ

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
を

除
く

。
）

の
値

を
用

い
て

以
下

の
方

法
で

推
定

す
る

。
 

(a
) 

同
一

物
理

量
で

推
定
（

温
度

、
圧

力
、
水

位
、
流

量
、
放

射
線

量
）

 
(b

) 
水

位
を

注
水

源
も

し
く

は
注

入
先

の
水

位
変

化
ま

た
は

行
為

内
容

の
部

分
は

保
安

規
定

に
記

載
し

、
実

施
手

段
に

相
当

す
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
は

社
内

標
準

に
て

明
確

に
規

定
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 第

一
発

電
室

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

（
５

）
 
パ

ラ
メ

ー
タ

監
視

の
た

め
の

活
動

 
ａ

．
 
可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
採

取
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
パ

ラ
メ

ー
タ

採
取

を
実

施
す

る
。

 
具

体
的

な
手

順
は

、
別

紙
９

－
１

３
－

１
の

と
お

り
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
で

採
取

し
た

記
録

を
「

重
大

事
故

時
の

パ
ラ

メ
ー

タ
記

録
提

出
書

」
に

従
い

保
存

す
る

こ
と

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
２

部
）

 
（

共
通

操
作

-1
8
 

事
故

時
の

監
視

計
器

お
よ

び
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

）
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
３

部
）
（

主
要

操
作

）
 

要
求

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、
優

先
順

位
を

定
め

て
記

載
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

当
該

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
原

子
炉

容
器

内
の

温
度

、
圧

力
及

び
水

位
、

並
び

に
原

子
炉

容
器

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

等
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
又

は
計

測
範

囲
を

超
え

た
場

合
に

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
段

等
に

よ
り

推
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場

添
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資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
越

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
の

明
確

化
、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、

複
数

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

確
か

ら
し

さ
を

考
慮

し
た

優
先

順
位

を
定

め
て

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

72



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

合
に

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ

る
推

定
の

対
応

手
段

等
、

複
数

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

確
か

ら
し

さ
を

考
慮

し
た

優
先

順
位

を
定

め
て

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

注
水

量
か

ら
推

定
 

(c
) 

流
量

を
注

水
先

ま
た

は
注

水
源

の
水

位
変

化
を

監
視

す
る

こ
と

に
よ

り
推

定
 

(d
) 

除
熱

状
態

を
温

度
、

圧
力

等
の

傾
向

監
視

に
よ

り
推

定
 

(e
) 

１
次

冷
却

系
か

ら
の

漏
え

い
を

水
位

、
圧

力
等

の
傾

向
監

視
す

る
こ

と
に

よ
り

推
定

 
(f

) 
圧

力
と

温
度

を
水

の
飽

和
状

態
の

関
係

か
ら

推
定

 
(g

) 
ほ

う
素

濃
度

と
炉

心
の

未
臨

界
性

か
ら

推
定

 
(h

) 
装

置
の

動
作

特
性

に
よ

り
推

定
 

(i
) 

そ
の

他
評

価
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

の
相

関
関

係
に

よ
り

推
定

 
 (3

) 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
方

法
 

計
器

故
障

時
、

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

ま
た

は
他

ル
ー

プ
の

計
器

が
あ

る
場

合
、

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

器
に

よ
る

計
測

を
優

先
し

、
次

に
他

ル
ー

プ
の

計
器

に
よ

り
計

測
す

る
。

 
重

要
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
お

よ
び

他
ル

ー
プ

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
除

く
。
）
の

値
に

よ
り

推
定

を
行

う
際

に
、
推

定
に

使
用

す
る

計
器

が
複

数
あ

る
場

合
、

よ
り

直
接

的
な

パ
ラ

メ
ー

タ
、

検
出

器
の

種
類

お
よ

び
使

用
環

境
条

件
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
計

測
さ

れ
る

値
の

確
か

ら
し

さ
を

判
断

の
上

で
使

用
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
優

先
順

位
を

定
め

る
。

 
 ２

．
計

器
の

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

－
タ

の
推

定
 

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
、
圧

力
お

よ
び

水
位

、
な

ら
び

に
原

子
炉

圧
力

容
器

お
よ

び
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
う

ち
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

値
が

計
器

の
計

測
範

囲
を

超
え

る
も

の
は

、
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

温
度

と
水

位
で

あ
る

。
 

当
直

課
長

は
、

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
お

よ
び

水
位

の
値

が
計

器
の

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

、
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

推
定

す
る

た
め

の
手

段
は

、
以

下
の

と
お

り
。

 
(1

) 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

温
度

 
当

直
課

長
は

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
で

あ
る

1
次

冷
却

材
温

度
が

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

、
可

搬
型

計
測

器
を

接
続

し
、
検

出
器

の
抵

抗
を

計
測

し
、
換

算
表

を
用

い
て

温
度

へ
変

換
す

る
。

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

炉
心

出
口

温
度

が
健

全
で

あ
る

場
合

は
、

炉
心

出
口

温
度

に
よ

る
計

測
を

優
先

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

重
大

事
故

等
時

に
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
（

広
域

）
ま

た
は

１
次

冷
却

材
低

温
側

温
度
（

広
域

）
値

が
、
計

器
の

測
定

範
囲

を
超

え
て

確
認

で
き

な
い

場
合

 
 (2

) 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位

 
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位

の
パ

ラ
メ

ー
タ

で
あ

る
加

圧
器

水
位

が
低

下
し

て
計

測
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

、
原

子
炉

水
位

で
計

測
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

時
に

加
圧

器
水

位
が

低
下

し
、
計

器
の

計
測

範
囲

を
外

れ
確

認
で

き
な

い
場

合
 

 表
８

５
－

１
６

 
計

装
設

備
 

８
５

－
１

６
－

１
 

計
装

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

分
類

 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

圧
力

 
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

 
１

次
冷

却
材

圧
力

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
（

広
域

）
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
（

広
域

）
 

 

添
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資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

放
射

線
管

理
用

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
超

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
の

明
確

化
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

の
対

応
手

段
等

、
複

数
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

中
か

ら
確

か
ら

し
さ

を
考

慮
し

た
優

先
順

位
を

定
め

て
保

安
規

定
に

明
確

に
し

、
確

実
に

運
用

及
び

遵
守

で
き

る
よ

う
手

順
と

し
て

定
め

て
管

理
す

る
。

 

第
73

条
8
  

（
計

装
設

備
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

４
 

電
源

喪
失

時
の

計
測

 
（

中
略

）
 

直
流

電
源

が
喪

失
し

、
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

の
測

定
対

象
を

選
定

し
た

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
計

測
を

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
28

-4
5
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
0 

そ
の

他
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
計

測
装

置
 

(
9)

 可
搬

型
計

測
器

 
可

搬
型

計
測

器
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

有
し

て
お

り
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

原
子

炉
容

器
内

の
温

度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
が

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

可
搬

型
計

測
器

を
検

出
器

に
接

続
す

る
。

運
転

員
そ

の
他

の
従

事
者

は
検

出
器

の
抵

抗
値

を
計

測
し

た
後

、
換

算
表

を
用

い
て

温
度

に
換

算
し

て
、
監

視
す

る
と

と
も

に
、
記

録
用

紙
に

記
録

し
、
保

存
す

る
。
重

大
事

故
等

時
に

直
流

電
源

が
喪

失
し

計
測

に
必

要
な

計
器

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

、
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

の
う

ち
第

1
表

に
示

す
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器
に

つ
い

て
、

運
転

員
そ

の
他

の
従

事
者

が
可

搬
型

計
測

器
を

検
出

器
に

接
続

す
る

。
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
は

検
出

器
の

抵
抗

値
又

は
電

気
信

号
を

計
測

し
た

後
、
換

算
表

を
用

い
て

温
度

、
圧

力
、
水

位
及

び
流

量
に

換
算

し
て

、
監

視
す

る
と

と
も

に
、

記
録

用
紙

に
記

録
し

、
保

存
す

る
。
可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

計
測

手
段

及
び

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
５

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

５
．

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
等

 
計

器
電

源
の

喪
失

 
１

．
計

器
電

源
の

喪
失

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
直

流
電

源
が

喪
失

し
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。

 
(1

) 
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

お
よ

び
直

流
電

源
喪

失
 

当
直

課
長

は
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

に
よ

り
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
、
蓄

電
池
（

安
全

防
護

系
用

）
、
電

源
車

等
の

運
転

に
よ

り
、

計
器

へ
給

電
す

る
。

 
代

替
電

源
の

供
給

が
で

き
な

い
場

合
は

、
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
と

し
て

、
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

で
選

定
し

た
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

重
要

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

に
つ

い
て

は
、

温
度

、
圧

力
、
水

位
お

よ
び

流
量

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
、
可

搬
型

計
測

器
を

接
続

し
計

測
す

る
。
た

だ
し

、
可

搬
型

計
測

器
を

用
い

ず
に

直
接

確
認

で
き

る
も

の
は

現
場

で
確

認
す

る
。

 
ま

た
、
可

搬
型

計
測

器
の

計
測

値
を

工
学

値
に

換
算

す
る

換
算

表
を

準
備

す
る

。
 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 第

一
発

電
室

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

（
５

）
 
パ

ラ
メ

ー
タ

監
視

の
た

め
の

活
動

 
ａ

．
 
可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
採

取
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
パ

ラ
メ

ー
タ

採
取

を
実

施
す

る
。

 
具

体
的

な
手

順
は

、
別

紙
９

－
１

３
－

１
の

と
お

り
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
で

採
取

し
た

記
録

を
「

重
大

事
故

時
の

パ
ラ

メ
ー

タ
記

録
提

出
書

」
に

従
い

保
存

す
る

こ
と

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
２

部
）

 
（

共
通

操
作

-1
8
 

事
故

時
の

監
視

計
器

お
よ

び
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

）
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
３

部
）
（

主
要

操
作

）
 

要
求

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、
優

先
順

位
を

定
め

て
記

載
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
計

測
に

お
い

て
は

、
計

測
の

選
定

を
行

う
際

の
考

え
方

と
し

て
、
同

一
パ

ラ
メ

ー
タ

に
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
１

つ
の

適
切

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
選

定
し

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。
同

一
の

物
理

量
に

つ
い

て
、
複

数
の

パ
ラ

メ
ー

タ
が

あ
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

１
つ

の
適

切
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

選
定

し
、

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
直

流
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

で
の

パ
ラ

メ
ー

タ
が

監
視

で
き

な
い

場
合

。
 

 

第
73

条
9
  

（
計

装
設

備
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
計

測
又

は
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
計

測
結

果
は

、
中

央
制

御
室

に
原

則
指

示
又

は
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

は
、

原
則

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（「

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

１
・

３
・

４
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。）
）

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（「
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

・
３

・
４

号
機

に
設

置
」
（

以
下

同
じ

。）
）

に
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

と
と

も
に

帳
票

が
出

力
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
記

録
は

必
要

な
容

量
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

と
な

る
現

場
の

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
も

、
可

搬
型

温
度

計
測

装
置

等
に

よ
り

記
録

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

結
果

の
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
な

お
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
は

、
計

測
制

御
系

統
施

設
の

通
信

連
絡

設
備

を
計

測
制

御
系

統
施

設
の

計
測

装
置

と
し

て
兼

用
す

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
と

な
る

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
原

則
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
（

注
）

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

と
な

る
現

場
の

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
も

、
可

搬
型

温
度

計
測

装
置

等
に

よ
り

記
録

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 
(1

) 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
い

て
、

事
象

の
種

類
お

よ
び

事
象

の
進

展
に

応
じ

て
、

的
確

か
つ

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

処
す

る
た

め
の

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ま

た
、

重
大

事
故

等
の

対
処

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
使

用
主

体
に

応
じ

た
内

容
お

よ
び

重
大

事
故

等
対

策
に

用
い

る
特

重
施

設
に

係
る

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
カ

 
安

全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
重

大
事

故
等

対
策

実
施

の
判

断
基

準
と

し
て

確
認

さ
れ

る
水

位
、

圧
力

お
よ

び
温

度
等

の
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

整
理

し
、

社
内

標
準

に
定

め
る

と
と

も
に

、
以

下
の

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
事

項
に

つ
い

て
も

定
め

る
。

 
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

、
表

－
１

５
「

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

(
ｱ
)
 

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
と

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
位

置
づ

け
る

こ
と

。
 

(
ｲ
)
 

通
常

使
用

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
が

故
障

等
に

よ
り

計
測

不
能

な
場

合
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
て

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 

記
録

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

直
流

電
源

が
喪

失
し

て
も

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
す

る
こ

と
。

 
(ｴ

) 
パ

ラ
メ

ー
タ

挙
動

予
測

、
影

響
評

価
す

べ
き

項
目

お
よ

び
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

等
に

関
す

る
こ

と
。

 
ま

た
、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理
し

た
有

効
な

情
報

に
つ

い
て

、
運

転
員

が
監

視
す

べ
き

パ
ラ

メ
ー

タ
の

選
定

、
状

況
の

把
握

お
よ

び
進

展
予

測
な

ら
び

に
対

応
処

置
の

参
考

情
報

と
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

に
よ

り
記

録
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

に
つ

い
て

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。
 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
（

２
）

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
／

出
口

温
度

の
記

録
 

ａ
．

 計
装

保
修

課
長

は
、

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度
（

Ｓ
Ａ

）
用

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

入
口

温
度

／
出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
用

に
つ

い
て

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
パ

ソ
コ

ン
に

保
存

す
る

。
 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
パ

ソ
コ

ン
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
（

３
）
再

結
合

装
置

内
温

度
の

記
録
（

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

）
 

ａ
．

 計
装

保
修

課
長

は
、

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

の
記

録
を

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
温

度
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
水

素
燃

焼
装

置
温

度
の

記
録

に
つ

い
て

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

保
守

ツ
ー

ル
に

よ
り

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

表
１

３
３

－
３

（
続

き
）

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録
す

べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

５
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
記

録
 

(
1
) 

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ

ー

の
結

果
の
記

録
 

(
2
) 

要
員
の
力

量
お

よ
び
教

育

訓
練

そ
の

他
の

措
置
に

係

る
記

録
 

(
3
) 

個
別
業
務

に
必

要
な
プ

ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ
ロ

セ

ス
を

実
施

し
た

結
果
が

個

別
業

務
等

要
求

事
項
に

適

合
す

る
こ

と
を

実
証
す

る

た
め

に
必

要
な

記
録
（

本

項
の

他
で

定
め

る
も
の

を

除
く

。
）
 

(
4
) 

個
別
業
務

等
要

求
事
項

の

審
査

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
当

該
審

査
の

結
果
に

基

づ
き

講
じ

た
措

置
に
係

る

記
録
 

(
5
) 

設
計
開
発

に
用

い
る
情

報

に
係

る
記
録
 

(
6
) 

設
計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー
の

結

果
に

基
づ

き
講

じ
た
措

置

に
係

る
記
録
 

(
7
) 

設
計
開
発

の
検

証
の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該
検

証

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
8
) 

設
計
開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

に
基

づ
き

講
じ
た

措

置
に

係
る
記

録
 

(
9
) 

設
計
開
発

の
変

更
に
係

る

記
録
 

(
1
0)
 
設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
、

検
証

お
よ

び
妥
当

性

確
認

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ
き

講

じ
た

措
置
に

係
る
記

録
 

(
1
1)
 
供

給
者

の
評

価
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該
評

価

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
1
2)
 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当
性

確

作
成

の
都
度
 

５
年
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
結

果
】

 
 実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

認
の

結
果
の

記
録
 

(
1
3)
 
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー
サ

ビ

リ
テ

ィ
の
記

録
 

(
1
4)
 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

し
て

い
る
場

合

の
記

録
 

(
1
5)
 
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検
証

の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項
へ

の

不
適

合
が

判
明

し
た
場

合

に
お

け
る

、
従

前
の
監

視

測
定

の
結

果
の

妥
当
性

を

評
価

し
た
記

録
 

(
1
7)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

お
よ

び
検
証

の

結
果

の
記
録
 

(
1
8)
 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9)
 
使

用
前

事
業

者
検

査
等

ま
た

は
自

主
検

査
等
の

結

果
に

係
る
記

録
 

(
2
0)
 
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認
を

行

っ
た

要
員

を
特

定
す
る

こ

と
が

で
き
る

記
録
 

(
2
1)
 
不

適
合

の
内

容
の

記
録

お
よ

び
当

該
不

適
合
に

対

し
て

講
じ

た
措

置
（
特

別

採
用

を
含
む

。
）
に
係

る
記

録
 

(
2
2)
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果
の

記

録
 

(
2
3)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防

止
処

置
お

よ
び

そ
の
結

果

の
記

録
 

 

第
74

条
4
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

運
転

員
の

被
ば

く
の

観
点

か
ら

結
果

が
最

も
厳

し
く

な
る

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

も
運

転
員

が
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

施
設

し
、

中
央

制
御

室
遮

蔽
を

透
過

す
る

放
射

線
に

よ
る

線
量

、
中

央
制

御
室

に
取

り
込

ま
れ

た
外

気
に

よ
る

線
量

及
び

入
退

域
時

の
線

量
が

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
及

び
運

転
員

の
交

代
要

員
体

制
を

考
慮

し
、

そ
の

実
施

の
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
並

び
に

中
央

制
御

室
空

調
装

置
及

び
中

央
制

御
室

遮
蔽

の
機

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
7
日

間
で

1
0
0m

S
v
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
時

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

で
は

、
設

計
基

準
事

故
時

の
手

法
を

参
考

に
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
時

に
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

種
類

、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
の

中
央

制
御

室
空

調
装

置
の

起
動

遅
れ

等
、

重
大

事
故

等
時

の
評

価
条

件
を

適
切

に
考

慮
す

る
。

 
添
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資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

中
央

制
御

室
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

の
防

護
措

置
 

中
央

制
御

室
は

、
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
等

の
設

計
基

準
事

故
時

に
、

中
央

制
御

室
内

に
と

ど
ま

り
必

要
な

操
作

、
措

置
を

行
う

運
転

員
が

過
度

の
被

ば
く

を
受

け
な

い
よ

う
施

設
し

、
運

転
員

の
勤

務
形

態
を

考
慮

し
、

事
故

後
3
0
日

間
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制
御

室
に

入
り

、
と

ど
ま

っ
て

も
、

中
央

制
御

室
遮

蔽
を

透
過

す
る

放
射

線
に

よ
る

線
量

、
中

央
制

御
室

内
に

取
り

込
ま

れ
た

外
気

に
よ

る
線

量
及

び
入

退
域

時
の

線
量

が
、

中
央

制
御

室
の

建
物

の
気

密
性

並
び

に
中

央
制

御
室

換
気

設
備

及
び

中
央

制
御

室
遮

蔽
の

機
能

と
あ

い
ま

っ
て

、
10

0m
Sv

を
超

え
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
は

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
の

発
生

を
想

定
し

た
場

合
に

お
い

て
も

運
転

員
が

と
ど

ま
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
施

設
し

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

を
透

過
す

る
放

射
線

に
よ

る
線

量
、

中
央

制
御

室
内

に
取

り
込

ま
れ

た
外

気
に

よ
る

線
量

及
び

入
退

域
時

の
線

量
が

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
及

び
運

転
員

の
交

代
要

員
体

制
を

考
慮

し
、

そ
の

実
施

の
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
並

び
に

中
央

制
御

室
換

気
設

備
及

び
中

央
制

御
室

遮
蔽

の
機

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
7
日

間
で

1
0
0m

Sv
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

 
さ

ら
に

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

、
設

計
基

準
事

故
対

策
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
濃

度
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
６

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

６
．

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

等
 

居
住

性
の

確
保

 
当

直
課

長
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
に

と
ど

ま
る

運
転

員
の

被
ば

く
線

量
を

７
日

間
で

 1
00

 m
Sv

 
を

超
え

な
い

よ
う

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

お
よ

び
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
を

遮
断

し
た

状
態

で
閉

回
路

循
環

運
転
（

以
下

、「
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

」
と

い
う

。）
に

よ
り

、
環

境
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

等
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

か
ら

運
転

員
等

を
防

護
す

る
と

と
も

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

マ
ス

ク
等

）
に

よ
る

放
射

線
防

護
措

置
等

に
て

被
ば

く
を

低
減

し
、

以
下

の
手

順
等

で
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
４

．
そ

の
他

の
放

射
線

防
護

措
置

等
に

関
す

る
手

順
等

 
(1

) 
重

大
事

故
等

時
の

全
面

マ
ス

ク
の

着
用

手
順

 
当

直
課

長
は

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
、
炉

心
損

傷
の

兆
候

が
見

ら
れ

た
場

合
ま

た
は

発
電

所
対

策
本

部
長

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、
運

転
員

等
の

内
部

被
ば

く
を

低
減

す
る

た
め

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
を

指
示

す
る

。
 

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
ま

た
は

炉
心

損
傷

の
兆

候
が

見
ら

れ
た

場
合

 
ま

た
は

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

運
転

員
等

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

マ
ス

ク
着

用
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
 

 (2
) 

重
大

事
故

等
時

の
運

転
員

等
の

被
ば

く
低

減
お

よ
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
 

当
直

課
長

は
、
運

転
員

等
の

被
ば

く
低

減
お

よ
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
の

た
め

、
発

電
所

対
策

本
部

長
等

と
協

議
の

上
、
長

期
的

な
保

安
の

観
点

か
ら

運
転

員
等

の
交

代
要

員
体

制
を

確
立

す
る

。
 

ま
た

、
交

代
要

員
は

運
転

員
等

の
交

代
に

伴
う

移
動

時
の

放
射

線
防

護
措

置
や

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
等

の
各

境
界

に
お

け
る

汚
染

管
理

を
行

う
こ

と
で

被
ば

く
の

低
減

を
図

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

４
章

 
事

故
時

対
応

業
務

）
 

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

マ
ス

ク
の

着
用

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

事
故

時
に

は
中

央
制

御
室

換
気

隔
離

の
作

動
お

よ
び

そ
の

確
認

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
７

編
 

重
大

事
故

等
時

お
よ

び
大

規
模

損
壊

時
の

放
射

線
管

理
 

第
７

章
 

放
射

線
防

護
資

機
材

の
維

持
管

理
 

５
．
（

２
）

中
央

制
御

室
放

射
線

防
護

資
機

材
の

維
持

管
理

 
ａ

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
中

央
制

御
室

に
お

い
て

外
部

か
ら

の
支

援
が

な
く

と
も

対
策

要
員

が
活

動
で

き
る

数
量

の
装

備
（

個
人

線
量

計
、

マ
ス

ク
等

）
を

配
備

す
る

。
 

ｂ
．

放
射

線
管

理
課

長
は

中
央

制
御

室
の

放
射

線
防

護
資

機
材

に
つ

い
て

、
「

放
射

線
防

護
資

機
材

お
よ

び
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

用
資

機
材

等
（

中
央

制
御

室
）」
（

別
表

７
－

１
）
の

と
お

り
通

常
時

か
ら

維
持

・
管

理
す

る
。
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資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

 資
機

材
及

び
要

員
の

交
代

等
 

資
機

材
は

、
運

転
員

に
加

え
現

場
の

対
応

要
員

を
含

め
た

人
員

を
考

慮
し

た
数

量
の

防
護

具
類

を
配

備
し

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

炉
心

損
傷

の
徴

候
が

見
ら

れ
た

場
合

又
は

発
電

所
対

策
本

部
長

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

運
転

員
等

の
被

ば
く

低
減

の
た

め
、

当
直

課
長

の
指

示
に

よ
り

全
面

マ
ス

ク
を

着
用

す
る

。
 

炉
心

損
傷

が
予

想
さ

れ
る

事
態

と
な

っ
た

場
合

又
は

炉
心

損
傷

の
徴

候
が

見
ら

れ
た

場
合

、
運

転
員

の
被

ば
く

低
減

及
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
の

た
め

、
当

直
課

長
は

発
電

所
対

策
本

部
長

等
と

協
議

の
上

、
長

期
的

な
保

安
の

観
点

か
ら

運
転

員
の

交
代

要
員

体
制

を
整

備
す

る
。

 
具

体
的

に
は

、
交

代
要

員
体

制
は

、
交

代
要

員
と

し
て

通
常

勤
務

帯
の

運
転

員
を

当
直

交
代

サ
イ

ク
ル

に
充

て
構

成
す

る
等

の
運

用
を

行
う

こ
と

で
、

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
を

行
う

。
 

ま
た

、
運

転
員

交
代

に
伴

う
移

動
時

の
放

射
線

防
護

措
置

や
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

各
境

界
に

お
け

る
汚

染
管

理
を

行
う

こ
と

で
運

転
員

の
被

ば
く

低
減

を
図

る
。
 

第
74

条
8
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
計

測
制

御
系

統
施

設
の

可
搬

型
の

酸
素

濃
度

計
（

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

）
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
（

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

）
を

使
用

し
、

中
央

制
御

室
の

居
住

性
を

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

添
35

-6
 

資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

 酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
 

計
測

制
御

系
統

施
設

の
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
範

囲
に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

に
す

る
。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８

表
－

１
６

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

６
．

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

等
 

居
住

性
の

確
保

 
当

直
課

長
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
に

と
ど

ま
る

運
転

員
の

被
ば

く
線

量
を

７
日

間
で

 1
00

 m
Sv

 
を

超
え

な
い

よ
う

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

お
よ

び

酸
素

濃
度

計
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
運

転
上

の
制

限
と

し
て

定
め

る
。

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
０

章
 中

央
制

御
室

等
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
中

央
制

御
室

等
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

当
直

課
長

は
、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

の
酸

素
濃

度
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

に
つ

い
て

、
「

高

75



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

中
央

制
御

室
換

気
設

備
の

外
気

を
遮

断
し

た
状

態
で

閉
回

路
循

環
運

転
（

以
下

、「
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

」
と

い
う

。）
に

よ
り

、
環

境
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

等
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

か
ら

運
転

員
等

を
防

護
す

る
と

と
も

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

マ
ス

ク
等

）
に

よ
る

放
射

線
防

護
措

置
等

に
て

被
ば

く
を

低
減

し
、

以
下

の
手

順
等

で
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
３

．
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
手

順
 

当
直

課
長

は
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

が
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

と
な

っ
た

場
合

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

行
う

。
 

(1
) 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

中
央

制
御

室
換

気
設

備
が

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

モ
ー

ド
と

な
っ

た
場

合
 

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

浜
発

電
所

 
発

電
室

業
務

所
則

」
「

高
浜

発
電

所
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

４
章

 
事

故
時

対
応

業
務

）
 

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

マ
ス

ク
の

着
用

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

事
故

時
に

は
中

央
制

御
室

換
気

隔
離

の
作

動
お

よ
び

そ
の

確
認

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

第
74

条
11

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

中
央

制
御

室
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制
御

室
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

を
平

常
時

よ
り

設
け

る
設

計
と

し
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

の
結

果
、

運
転

員
の

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

運
転

員
の

除
染

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
う

区
画

に
隣

接
し

て
平

常
時

よ
り

設
け

る
設

計
と

す
る

。
こ

れ
ら

の
対

応
に

必
要

な
資

機
材

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
33

-1
 

 
添

33
-2

 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
 中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
 

中
央

制
御

室
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
ヘ

の
汚

染
の

持
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
中

央
制

御
室

の
１

号
機

側
出

入
口

付
近

の
1
箇

所
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
な

お
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

区
画

は
恒

設
化

す
る

。
中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

1
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
運

転
員

等
の

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
濡

れ
ウ

エ
ス

等
に

よ
る

拭
取

り
や

簡
易

シ
ャ

ワ
ー

で
除

染
を

行
う

除
染

エ
リ

ア
で

構
成

さ
れ

る
。

な
お

、
除

染
に

使
用

し
た

シ
ャ

ワ
ー

水
は

、
排

水
を

受
け

る
資

機
材

及
び

ウ
エ

ス
で

受
け

、
使

用
し

た
ウ

エ
ス

は
使

用
済

濡
れ

ウ
エ

ス
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

、
中

央
制

御
室

横
通

路
を

活
用

し
て

区
画

し
、
防

護
具

類
、
除

染
用

資
機

材
、
汚

染
管

理
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

計
測

制
御

系
統

施
設

の
可

搬
型

照
明

（
Ｓ

Ａ
）
等

を
配

備
す

る
。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
な

お
、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

６
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
６

．
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
等

 
汚

染
の

持
ち

込
み

防
止

 
１

．
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
設

置
手

順
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

１
０

条
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
、
中

央
制

御
室

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
な

お
、
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
区

画
を

恒
設

化
し

、
速

や
か

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

置
場

所
の

照
明

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
の

内
蔵

蓄
電

池
に

よ
る

照
明

を
確

保
し

、
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
り

給
電

後
、

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
を

電
源

に
接

続
し

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

照
明

を
引

き
続

き
確

保
す

る
。

 
(1

) 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

１
０

条
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

 
 （

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 優
先

順
位

 
照

明
確

保
の

優
先

順
位

は
、

常
設

の
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

非
常

用
照

明
を

優
先

し
て

使
用

し
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
非

常
用

照
明

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
を

使
用

す
る

。
 

 居
住

性
の

確
保

・
汚

染
の

持
ち

込
み

防
止

・
放

射
性

物
質

の
濃

度
低

減
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 放

射
線

管
理

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

で
は

、
現

場
作

業
を

行
う

運
転

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

接
し

た
除

染
エ

リ
ア

に
て

除
染

を
行

う
。
除

染
に

よ
り

廃
水

が
発

生
し

た
場

合
は

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

と
で

放
射

性
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 
 第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

重
大

事
故

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

２
．

プ
ラ

ン
ト

対
応

以
外

の
手

順
 

（
２

）
中

央
制

御
室

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
 

ａ
．

中
央

制
御

室
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
低

減
 

（
ｂ

）
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
 

具
体

的
な

手
順

は
、
別

紙
９

－
１

０
－

２
（

３
・
４

号
機

）
の

と
お

り
 

第
75

条
7
  

（
監

視
測

定
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

４
 

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

す
る

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

計
測

結
果

の
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
、
風

速
、
そ

の
他

の
気

象
条

件
】

(4
4
)
～

(
46

)
 

 実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

※
（

数
字

）
は

、
表

1
33

-1
 の

該
当

項
目

番
号

 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

第
３

編
 

補
則

 
１

．
 
文

書
・

記
録

の
管

理
 

本
所

達
に

基
づ

き
作

成
す

る
必

要
の

あ
る

文
書
・
記

録
は

、
別

表
５
「

文
書

・
記

録
一

覧
」

の
と

お
り

と
す

る
。

 

76



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

第
75

条
10

 
 

（
監

視
測

定
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

５
 

環
境

測
定

装
置

 
（

中
略

）
 

可
搬

型
気

象
観

測
装

置
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

、
発

電
所

に
お

い
て

風
向

、
風

速
、

そ
の

他
の

気
象

条
件

を
測

定
し

、
測

定
結

果
を

記
録

で
き

る
設

計
と

し
、

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
記

録
は

必
要

な
容

量
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

ま
た

、
指

示
値

は
、

無
線

に
よ

り
伝

送
し

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

で
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
、
風

速
、
そ

の
他

の
気

象
条

件
】

(4
4
)
～

(
46

)
 

 実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

※
（

数
字

）
は

、
表

1
33

-
1
 の

該
当

項
目

番
号

 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
 第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

に
よ

り
記

録
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

に
つ

い
て

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。
 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
２

．
記

録
の

保
存

 
 

各
課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
76

条
5
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

を
平

常
時

よ
り

設
け

る
設

計
と

す
る

。
こ

の
区

画
で

は
、

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
等

を
用

い
て

出
入

管
理

を
行

い
、

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

。
身

体
サ

ー
ベ

イ
の

結
果

、
対

策
要

員
の

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

対
策

要
員

の
除

染
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

区
画

を
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

を
行

う
区

画
に

隣
接

し
て

平
常

時
よ

り
設

け
る

設
計

と
す

る
。

 

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ヘ
の

汚
染

の
持

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

2
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

は
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

内
を

活
用

し
て

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

照
明

等
を

配
備

す
る

。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 (2

) 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

 第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 
各

課
（

室
）

長
は

、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 

77



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
76

条
6
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

こ
れ

ら
の

対
応

に
必

要
な

資
機

材
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

             

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
（

中
略

）
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
内

を
活

用
し

て
区

画
し

、
防

護
具

類
、

除
染

用
資

機
材

、
汚

染
管

理
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

可
搬

型
照

明
等

を
配

備
す

る
。

設
営

用
資

機
材

や
防

護
具

類
、

可
搬

型
照

明
等

は
、

迅
速

な
対

応
を

行
う

た
め

に
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

設
営

場
所

近
辺

に
配

備
す

る
。

な
お

、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 (2

) 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
３

）
 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４
「

設
備
・

資
機

材
一

覧
」

の
と

お
り

配
備

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

は
、
保

守
点

検
の

結
果

、
不

具
合

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
速

や
か

に
修

理
す

る
か

、
代

替
品

を
補

充
す

る
こ

と
に

よ
り

必
要

数
量

を
確

保
す

る
。

 

第
76

条
7
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

8-
9 

緊
急

時
対

策
所

 

１
．

１
 

緊
急

時
対

策
所

の
設

置
等

 
（

３
）

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
機

能
を

確
保

す
る

。
 

ａ
．

居
住

性
の

確
保

 
（

中
略

）
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

要
員

等
が

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
で

き
る

よ
う

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
作

業
服

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
区

画
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

で
は

、
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
等

を
用

い
て

出
入

管
理

を
行

い
、

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

。
 

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ヘ
の

汚
染

の
持

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

2
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
内

を
活

用
し

て
区

画
し

、
防

護
具

類
、

除
染

用
資

機
材

、
汚

染
管

理
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

可
搬

型
照

明
等

を
配

備
す

る
。

設
営

用
資

機
材

や
防

護
具

類
、

可
搬

型
照

明
等

は
、

迅
速

な
対

応
を

行
う

た
め

に
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

設
営

場
所

近
辺

に
配

備
す

る
。

な
お

、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

１
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

(2
) 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

運
用

手
順

 
緊

急
時

対
策

所
は

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

－
 

放
射

線
管

理
通

達
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

高
浜

発
電

所
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
7
編

 
重

大
事

故
等

時
お

よ
び

大
規

模
損

壊
時

の
放

射
線

管
理

 
第

１
０

章
 

緊
急

時
対

策
所

の
放

射
線

管
理

 
２

．
緊

急
時

対
策

所
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
で

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ
（

必
要

に
よ

り
物

品
等

を
含

む
）
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

を
平

常
時

か
ら

設
置

す
る

。
 

 高
浜

発
電

所
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 

重
大

事
故

等
対

処
の

た
め

の
手

順
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

対
応

操
作

 
２

．
プ

ラ
ン

ト
の

対
応

以
外

の
手

順
 

（
２

）
中

央
制

御
室

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
 

（
ａ

）
居

住
性

確
保

 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

を
７

日
間

で
１

０
０

ｍ
Ｓ

ｖ
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
  

78



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 

第
76

条
14

 
 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
う

ち
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

に
設

け
る

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

）
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
）

は
、

重
大

事
故

等
時

に
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

内
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

を
低

減
又

は
防

止
す

る
た

め
の

確
実

な
判

断
が

で
き

る
よ

う
放

射
線

量
を

監
視

、
測

定
し

、
計

測
結

果
を

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

重
大

事
故

等
時

に
使

用
す

る
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
計

測
結

果
の

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
５

）
発

電
所

お
よ

び
そ

の
周

辺
の

放
射

性
物

質
濃

度
お

よ
び

放
射

線
量

の
記

録
 

ａ
．

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

発
電

所
お

よ
び

そ
の

周
辺

の
放

射
性

物
質

濃
度
（

空
気

中
、
水

中
、
土

壌
中

）
お

よ
び

放
射

線
量

の
記

録
に

つ
い

て
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

（
６

）
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

 
ａ

．
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
（

７
）

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
記

録
 

ａ
．
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
 ２

．
 
記

録
の

保
存

 
 

各
所

管
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
期

間
保

存
す

る
。

 
  

第
78

条
26

 
 

（
準

用
：

電
気

設
備

に
関

す
る

基
準

）
 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 
(
準

用
)
 

５
．

８
 

電
気

設
備

の
設

計
条

件
 

（
中

略
）

 
電

気
設

備
に

お
い

て
は

、
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
発

電
所

構
内

に
常

時
駐

在
し

、
異

常
を

早
期

に
発

見
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-3
 

 
添

40
-4

 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.2
 発

電
機

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
発

電
機

は
、

短
絡

電
流

及
び

非
常

調
速

装
置

が
動

作
し

て
達

す
る

回
転

速
度

に
対

し
て

、
十

分
な

機
械

的
強

度
を

有
す

る
設

計
と

し
、

三
相

短
絡

試
験

に
よ

り
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

発
電

機
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

す
る

こ
と

に
よ

り
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

第
１

３
条

 
（

運
転

員
等

の
確

保
）
 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
の

運
転

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

者
を

確
保

す
る

※
１
。

な
お

、
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を
受

け
た

者
を

い
う

。
 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

あ
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

表
１

３
－

１
に

定
め

る
人

数
の

者
を

そ
ろ

え
、
中

央
制

御
室

あ
た

り
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
表

１
３

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
、
１

名
は

当
直

課
長

と
し

、
運

転
責

任
者

と
し

て
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
た

者
の

中
か

ら
選

任
さ

れ
た

者
と

す
る

。
 

３
．

当
直

課
長

は
、

第
２

項
で

定
め

る
者

の
う

ち
、
表

１
３

－
２

に
定

め
る

人
数

の
者

を
主

機
運

転
員

以
上

の
者

の
中

か
ら

常
時

中
央

制
御

室
に

確
保

す
る

。
 

 
－

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

２
章

 
要

員
の

確
保

）
 

当
直

員
の

要
員

数
に

つ
い

て
記

載
 

添
40

-4
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.3
 遮

断
器

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
 

発
電

所
構

内
に

は
、

遮
断

器
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

し
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-5
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.4
 そ

の
他

電
気

設
備

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

動
力

変
圧

器
は

、
短

絡
電

流
に

よ
り

生
ず

る
機

械
的

衝
撃

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

電
気

設
備

の
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
常

時
駐

在
し

、
常

時
監

視
し

な
い

発
電

所
は

施
設

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

―
 

―
 

―
 

添
2-

2-
5
-1

5
 

資
料

２
－

２
－

５
 

津
波

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
. 

機
能

設
計

 

4
.1

 
津

波
防

護
施

設
 

4
.1

.6
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
 

（
中

略
）

 
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

故
障

時
に

は
代

替
設

備
を

用
い

て
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

潮
位

計
及

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
故

障
し

た
場

合
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

（
津

波
防

護
施

設
）

 
 

第
６

８
条

の
２

 

（
津

波
防

護
施

設
）

 
 

第
６

８
条

の
２

 

（
中

略
）

 

３
．
計

装
保

修
課

長
、
土

木
建

築
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、

津
波

防
護

施
設

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

当
直

課
長

に
通

知
す

る
。
当

直
課

長
は

、
通

知
を

受
け

た
場

合
、
ま

た
は

津

波
防

護
施

設
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

６
８

の
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
原

子
燃

料
課

長
に

通
知

す
る

。
通

知

を
受

け
た

原
子

燃
料

課
長

は
、

同
表

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

 表
６

８
の

２
－

２
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

完
了

時
間

 

D.
２

台
の

D.
1 

当
直

課
長

は
、
３

速
や

か
に

 

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

別
添

 
3-

5
 

4
.1

.2
 

潮
位

計
の

故
障

時
の

対
応

 

(
1)

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
の

場
合

 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
と

な
っ

た
場

合
、

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
を

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
し

た
（

検
知

）
と

扱
う

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
残

り
２

台
と

な
っ

た
場

合
に

、
故

障
に

よ
る

検
知

失
敗

の
可

能
性

を
低

減
し

、
３

台
中

２
台

の

検
知

に
よ

る
判

断
と

同
等

の
信

頼
性

を
確

保
す

る
。

 

(
2)

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
の

場
合

 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
と

な
っ

た
状

態
で

は
、

津
波

検
知

が
で

き
ず

、
津

波
防

護
機

能
を

喪
失

し
て

い
る

状

況
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
津

波
襲

来
の

有
無

に
係

わ
ら

ず
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

以
上

の
運

用
の

具
体

的
な

内
容

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

4
.2

.3
 

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

故
障

時
の

対
応

 

動
作

可
能

な
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
所

要
台

数
未

満
に

な
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
こ

と
に

加
え

、
速

や
か

に
代

替
手

段

と
し

て
「

保
安

電
話

（
携

帯
）
、

保
安

電
話

（
固

定
）
、

運
転

指
令

設
備

」
お

よ
び

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
と

同
種

の

通
信

機
器

で
あ

る
「

衛
星

電
話

（
固

定
）
」

の
い

ず
れ

か
に

よ
る

通
信

手
段

を
確

保
す

る
。

 

上
記

措
置

が
で

き
な

い
場

合
は

、
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

（
加

入
電

話
ま

た
は

携
行

型
通

話
装

置
）

を
確

保
の

う

え
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 
以

上
の

運
用

の
具

体
的

な
内

容
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

台
の

う
ち

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を

確
認

し
た

と
み

な
す

。
 

お
よ

び
 

D.
2 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

         速
や

か
に

 

E.
モ

ー
ド

１
、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
１

台
で

あ
る

場
合

 

E.
1 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

E.
2 

当
直

課
長

は
、
動

作
可

能
な

潮
位

計
１

台
に

よ
り

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

強
化

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

E.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

E.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

E.
5 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

      速
や

か
に

 

      １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

F.
条

件
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

条
件

Ｅ
の

措
置

中
に

、

動
作

可
能

な
潮

位
計

１
台

の
観

測
潮

位
が

 

10
 
分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
下

降
も

し
く

は
上

昇
し

た
場

合
 

F.
1 

当
直

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

速
や

か
に

 

G.
モ

ー
ド

１
、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

潮
位

計
全

台
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

G.
1 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

G.
2 

当
直

課
長

は
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す
指

示
変

動
や

欠
測

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
、
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
強

化
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

G.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G.
5 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

      速
や

か
に

 

        １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

H.
 
条

件
Ｇ

H.
1 

当
直

課
長

は
、
取

速
や

か
に
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

条
件

Ｇ
の

措
置

中
に

、

発
電

所
構

外
で

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
の

可
能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

も
し

く
は

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

が
欠

測
し

た
場

合
 

 

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

 

K.
 
条

件
Ｊ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

K.
1 

電
気

保
修

課
長

は
、
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
ま

た
は

代
替

手
段

以
外

の
通

信
手

段
※

９
を

確
保

し
、
中

央
制

御
室

間
の

連
携

を
維

持
す

る
。

 

お
よ

び
 

K.
2 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

K.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

K.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

        １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

 

L.
 
条

件
Ｋ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

 
条

件
Ｋ

の
措

置
中

に
、
衛

星
電

話
（

津
波

防

護
用

）
お

よ

び
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

の
機

能
喪

失
に

よ
り

、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
を

維
持

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
 

 

L.
1 

当
直

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

速
や

か
に

 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

（
中

略
）

 

(c
)
 
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２
台

未
満

と
な

っ
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す

指
示

変
動

や
欠

測
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

、
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
強

化
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
の

可
能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
ま

た
は

発
電

所
構

外
の

観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

 
運

転
管

理
通

達
 

一
般

防

災
業

務

要
綱

 
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｃ
．

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
と

な
っ

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
当

直
課

長
は

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す
指

示
変

動
や

欠
測

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

強

化
を

実
施

す
る

。
 

（
ｂ

）
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

81



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 

(d
)
 衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
、
代

替
手

段
お

よ
び

代
替

手

段
以

外
の

通
信

手
段

の
機

能
喪

失
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

間
の

連
携

が
で

き
な

い
場

合
の

対
応

 
ア

 安
全
・

防
災

室
長

は
、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

、

速
や

か
に

作
業

の
中

断
、

所
員

と
車

両
の

退
避

に
係

る
措

置
を

実

施
す

る
。

 

ｄ
．

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
、

代
替

手
段

お
よ

び
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
が

で
き

な
い

場
合

の
対

応
 

（
ａ

）
安

全
・
防

災
室

長
は

、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 
  

―
 

―
 

―
 

別
添

 
3-

3
 

3
.5

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

た
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

等
の

対
応

 

構
外

の
観

測
潮

位
が

「
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変

動
」

の
警

報
発

信
基

準
に

達
し

、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ

ム
（

防
護

用
）

で
「

２
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ

も
10

分
以

内
に

0
.5

m
以

上
下

降
（

上
昇

）
す

る
こ

と
」

を

確
認

し
た

場
合

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

と

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

を
早

期
化

す
る

。
 

ま
た

、
「

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
」

の
警

報
発

信
基

準
に

達
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

実
施

し
津

波
襲

来

に
備

え
る

。
 

・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

 

・
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

の
退

避
 

・
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
以

外
の

場
合

、
輸

送
船

の

退
避

お
よ

び
輸

送
船

と
の

情
報

連
絡

 

・
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
輸

送
車

両
等

の

退
避

（
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

並
び

に
輸

送
船

と
の

情
報

連
絡

）
 

・
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
健

全
性

確
認

 

・
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
襲

来
状

況
の

確
 

 
認

 

 
以

上
の

運
用

の
具

体
的

な
内

容
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管

理
す

る
。

 

 3
.6

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
 

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
、

以
下

の
①

～
③

の
対

応
を

行
う

こ
と

で
津

波
襲

来
に

備
え

る

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

①
「

欠
測

時
の

運
用

を
除

外
」

 

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

ず
と

も
津

波
対

応
上

の

問
題

が
な

い
と

評
価

で
き

る
場

合
 

②
「

津
波

襲
来

を
判

断
し

た
際

と
同

等
の

対
応

を
実

施
」

 

①
に

該
当

せ
ず

、
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同

等
の

対
応

が
可

能
な

場
合

 

③
「

個
別

に
代

替
手

法
を

検
討

」
 

①
に

該
当

せ
ず

、
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
が

で
き

な
い

場
合

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

（
中

略
）

 

 (
b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測

し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源

系
お

よ
び

制
御

系
に

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対

応
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

ウ
 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業

の
中

断
に

係
る

措
置

を
行

う
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

エ
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

オ
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場

合
、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

カ
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

燃
料

等
輸

送
船

が
荷

役
中

の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
な

ら
び

に
漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
な

お
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

は
、
構

外
潮

位
観

測
地

点
の

監
視

人
に

よ
る

潮
位

の
観

測
に

よ
り

荷
役

作
業

を
実

施
す

る
。

 

キ
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長
は

、
燃

料

等
輸

送
船

が
荷

役
中

以
外

の
場

合
、
緊

急
離

岸
す

る
船

側
と

退
避

状
況

に
関

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 
 

【
設

計
及

び
工

事
計

画

に
係

る
補

足
説

明
資

料
】
 

５
．
発

電
所

構
外

の
観

測

潮
位

を
用

い
た

取
水

路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断

の
早

期
化

等
の

対
応

 

６
．
構

外
の

潮
位

観
測

の
設

計
に

関
す

る
補

足
事

項
 

運
転

管

理
通

達
 

原
子

燃

料
管

理

通
達

 

放
射

性

廃
棄

物

管
理

通

達
 

 

一
般

防

災
業

務

要
綱

 

 

原
子

燃

料
管

理

業
務

要

綱
  

原
子

力

発
電

所

放
射

線
・

化

学
管

理

業
務

要

綱
   

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 

原
子

燃
料

管

理
業

務
所

則
 

 

放
射

線
管

理

業
務

所
則

 

 
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

（
ｂ

）
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
ｄ

）
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を

実
施

す
る

。
 

（
ｅ

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
燃

料
等

の
発

電
所

荷
役

作
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、「
高

浜
発

電
所

 
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
ｆ

）
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

性
廃

棄
物

等
の

発
電

所
荷

役
作

業
を

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、「

高
浜

発
電

所
 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
ｇ

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す

る
措

置
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連

絡
を

行
う

。
 

【
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
】

 

１
０

．
２

 
原

子
燃

料
輸

送
中

の
事

故
等

 

（
２

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
、

津
波

警
報

お
よ

び
津

波
注

意
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
ま

た
は

、
警

報
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
が

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
以

下
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

ａ
．

荷
役

作
業

の
状

況
に

応
じ

て
、

輸
送

船
の

緊
急

離
岸

や
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
し

て
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
。

 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 

放
射

線
廃

棄
物

管
理

 

第
５

章
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

 

７
．

低
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

輸
送

管
理

の
実

施
 

（
６

）
輸

送
の

実
施

 

（
ｅ

）
放

射
性

管
理

課
長

は
、

Ｌ
Ｌ

Ｗ
の

輸
送

作
業

管
理

に
つ

い
て

以
下

の
業

務
を

実
施

す
る

。
な

お
、

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
構

内
運

搬

用
ト

ラ
ッ

ク
が

津
波

の
影

響
を

う
け

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
に

あ

る
場

合
は

漂
流

物
と

な
ら

な
い

対
策

と
し

て
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ

ク
の

窓
開

け
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

は
、

構
外

潮
位

観
測

地
点

の
監

視
人

に
よ

る
潮

位
の

観
測

に
よ

り

荷
役

作
業

を
実

施
す

る
。

 

ア
．

作
業

準
備

 

 
 

輸
送

船
入

港
準

備
と

し
て

輸
送

容
器

の
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ

ク
、

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
の

配
備

お
よ

び
固

体
廃

棄
物

固
形

化
処

理

建
屋

等
搬

出
入

の
た

め
の

作
業

架
台

の
設

置
等

輸
送

に
係

る
作

業

準
備

を
実

施
す

る
。

な
お

、
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ
ク

に
は

、
津

波

の
影

響
に

よ
っ

て
漂

流
物

と
な

ら
な

い
対

策
と

し
て

、
浮

力
を

上

回
る

よ
う

ウ
ェ

イ
ト

を
積

載
す

る
。

 

（
中

略
）

 

ケ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

 
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
輸

送
船

に
関

し
、

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施

す
る

。
ま

た
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報

82



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
１

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

連
絡

を
行

う
。

 

コ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 

 
 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

と

し
て

、
放

射
線

管
理

課
長

は
、

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
。

な
お

、
輸

送
船

が
荷

役

中
以

外
の

場
合

、
緊

急
離

岸
す

る
船

側
と

退
避

状
況

に
関

す
る

情

報
連

絡
を

行
う

。
 

 

-
 

- 
-
 

添
26

-4
 

資
料

２
６

 
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

の
ポ

ン
プ

の
有

効
吸

込
水

頭
に

関
す

る
説

明
書

 
(
2)

 再
循

環
サ

ン
プ

を
除

く
タ

ン
ク

等
を

水
源

と
す

る
ポ

ン
プ

の
評

価
方

針
 

・
万

一
、

取
水

元
で

あ
る

送
水

車
の

水
中

ポ
ン

プ
吸

込
口

の
ス

ト
レ

ー
ナ

が
詰

ま
っ

た
場

合
は

、
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

の
起

動
停

止
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
の

回
復

及
び

ホ
ー

ス
吊

り
上

げ
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
清

掃
が

短
時

間
で

可
能

で
あ

り
、

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

４
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

４
．

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に
発

電
用

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

 
 （

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 送
水

車
吸

込
口

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
 

送
水

車
の

運
転

時
、

吸
込

口
ス

ト
レ

ー
ナ

に
閉

塞
が

見
ら

れ
た

場
合

は
ス

ト
レ

ー
ナ

の
清

掃
等

を
行

う
。

 
 

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

手
順

に
記

載
し

て
い

る
。

 
表

－
４
：
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

手
順

等
 

表
－

６
：
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

 
 

表
－

７
：
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

１
：
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

２
：
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

３
：
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
手

順
等

 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

（
送

水
車

を
使

用
す

る
手

順
書

）
 

送
水

車
の

吸
込

口
ス

ト
レ

ー
ナ

の
詰

ま
り

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
送

水
車

の
起

動
停

止
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
の

回
復

及
び

ホ
ー

ス
吊

り
上

げ
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
清

掃
等

を
行

う
。

 

-
 

- 
-
 

添
39

-4
 

資
料

３
９

 
圧

力
低

減
設

備
の

ポ
ン

プ
の

有
効

吸
込

水
頭

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

評
価

 
3
.1

 評
価

方
針

 
(
2)

 再
循

環
サ

ン
プ

を
除

く
タ

ン
ク

等
を

水
源

と
す

る
ポ

ン
プ

の
評

価
方

針
 

（
中

略
）

 
・

海
か

ら
復

水
タ

ン
ク

等
へ

の
送

水
の

た
め

に
設

置
す

る
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

に
は

、
ポ

ン
プ

吸
込

口
や

可
搬

型
ホ

ー
ス

を
閉

塞
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

異
物

（
例

：
く

ら
げ

等
の

海
洋

生
物

、
枝

等
の

漂
流

物
）

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

ス
ト

レ
ー

ナ
を

設
置

す
る

設
計

と
し

て
い

る
。

 
・

万
一

、
取

水
元

で
あ

る
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

の
吸

込
口

の
ス

ト
レ

ー
ナ

が
詰

ま
っ

た
場

合
は

、
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

の
起

動
停

止
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
の

回
復

及
び

ホ
ー

ス
吊

り
上

げ
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
清

掃
が

短
時

間
で

可
能

で
あ

り
、

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

-
 

- 
-
 

添
43

-5
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.3
 照

明
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
（

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
含

む
。）

の
通

常
照

明
が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
よ

う
、

可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る

。
な

お
、

可
搬

型
照

明
等

の
資

機
材

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．
 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）「
設

備
・

資
機

材
一

覧
」

の
と

お
り

配
備

す
る

。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
14

条
13

 
 

（
安

全
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
６

）
冷

却
材

の
性

状
 

冷
却

材
を

内
包

す
る

安
全

施
設

は
、

水
質

管
理

基
準

を
定

め
て

水
質

を
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

異
物

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

系
統

外
部

異
物

が
流

入
す

る
可

能
性

の
あ

る
系

統
に

対
し

て
は

、
ス

ト
レ

ー
ナ

等
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

機
能

を
有

効
に

発
揮

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

添
6-

73
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.3

 環
境

条
件

等
 

(
6)

 冷
却

材
の

性
状

(冷
却

材
中

の
破

損
物

等
の

異
物

含
む

。
)
 

・
安

全
施

設
は

、
日

本
機

械
学

会
「

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

」
(
J
SM

E
 

S 
01

2
‐

1
9
98

)に
よ

る
規

定
に

基
づ

く
評

価
を

行
い

、
配

管
内

円
柱

状
構

造
物

が
流

体
振

動
に

よ
り

破
損

物
と

し
て

冷
却

材
に

流
入

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

・
安

全
施

設
は

、
水

質
管

理
基

準
を

定
め

て
水

質
を

管
理

す
る

こ
と

に
よ

り
異

物
の

発
生

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、

各
系

統
水

お
よ

び
タ

ン
ク

水
が

「
１

、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

各
系

統
の

水
質

が
管

理
値

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
15

条
2
  

（
設

計
基

準
対

象
施

設
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

１
 

通
常

運
転

時
の

一
般

要
求

 
（

１
）

設
計

基
準

対
象

施
設

の
機

能
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
に

、
高

温
停

止
状

態
及

び
低

温
停

止
状

態
に

お
い

て
炉

心
を

十
分

な
未

臨
界

状
態

に
保

つ
た

め
、

炉
心

が
有

す
べ

き
設

計
と

し
た

反
応

度
停

止
余

裕
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

臨
界

を
防

止
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
２

０
条

 
（

停
止

余
裕

）
 

モ
ー

ド
２

（
未

臨
界

状
態

）、
３

、
４

お
よ

び
５

に
お

い
て

、
停

止
余

裕
は

、
表

２
０

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

停
止

余
裕

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

２
（

未
臨

界
状

態
）
、
３

、
４

お
よ

び
５

に
お

い
て

、
３

日
に

１
回

、
停

止
余

裕
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
停

止
余

裕
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

２
０

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
 表

２
０

－
１

 
１

．
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

停
止

余
裕
 

(
1
)
 モ

ー
ド

２
（
未
臨

界
状

態
）
、
３

お
よ
び
４

に
お

い
て
、
 

1
.7
7
 
%
Δ

k/
k 
以
上

で
あ
る
こ

と
 

(
2
)
 モ

ー
ド

５
に
お
い

て
、

 
1.
0
 
%
Δ

k/
k 
以

上
で

あ
る
こ

と
 

２
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
 

項
 
目
 

運
転

上
の
制

限
 

停
止
余

裕
 

(
1
)
 
モ

ー
ド
２

（
未

臨
界
状

態
）
、
３
お

よ
び

４
に
お
い

て
、

 

1
.
8
 
%Δ

k
/k
 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

(
2
)
 
モ

ー
ド
５

に
お

い
て
、

 
1
.
0
 %
Δ

k
/
k 
以
上
で

あ
る
こ

と
 

 表
２

０
－

２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了

時
間
 

A
. 
停

止
余
裕
が

運
転

上
の

制
限
を

満
足

し
て

い
な
い

場
合
 

A
.
1
 当

直
課

長
は
、
停

止
余

裕
が
運

転
上

の
制

限
を
満

足
す
る

よ
う
に
、

ほ
う

酸
に

よ
る
濃

縮
操
作

を
開
始
す

る
。
 

速
や

か
に
 

 
 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

炉
心

管
理

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

第
２

章
 
炉

心
管

理
 

第
３

節
 
炉

心
管

理
 

４
．

２
 
原

子
炉

停
止

時
の

炉
心

管
理

項
目

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
次

の
項

目
を

実
施

す
る

。
 

（
２

）
原

子
炉

停
止

中
の

炉
心

管
理

 
炉

心
に

燃
料

が
あ

る
期

間
に

お
い

て
、

日
単

位
で

表
3
-3

 
に

示
す

内
容

を
実

施
し

、
「

停
止

中
の

日
常

炉
心

管
理

報
告

書
（

様
式

-1
0
）」

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

各
項

目
に

対
し

て
変

化
傾

向
を

確
認

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
定

検
時

操
作

関
係

）
 

各
モ

ー
ド

の
モ

ー
ド

移
行

前
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
、
保

安
規

定
で

定
め

る
 

停
止

余
裕

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

い
 

る
。

 

 

 
 

 

 
第

８
１

条
 

（
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
 

－
モ

ー
ド

６
－

）
 

モ
ー

ド
６

に
お

い
て

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
は

、
表

８
１

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

６
に

お
い

て
、
３

日
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
を

確
認

す
る

。
 

(2
) 

原
子

燃
料

課
長

は
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
装

荷
お

よ
び

燃
料

取
出

作
業

前
に

お
い

て
、
ほ

う
素

希
釈

ラ
イ

ン
が

隔
離

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

８
１

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

原
子

燃
料

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
燃

料
課

長
は

、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
８

１
－

１
 

１
．

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
 

項
 

目
 

運
転

上
の
制
限
 

１
次

冷
却
材

中
の
ほ
う

素
濃

度
 

2
,
6
0
0 
p
p
m 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

２
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
 

項
 

目
 

運
転

上
の
制
限
 

１
次

冷
却
材

中
の
ほ
う

素
濃

度
 

2
,
8
0
0 
p
p
m 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

 
 

 

 
 

 

 

第
17

条
10

 
 

（
材

料
構

造
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
     

1 
原

子
炉

本
体

 

５
．

２
．

１
 

材
料

に
つ

い
て

 
（

２
）

破
壊

じ
ん

性
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

容
器

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
た

め
、

中
性

子
照

射
脆

化
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
じ

ん
性

を
維

持
で

き
る

よ
う

、
保

安
規

定
に

、
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
に

基
づ

き
１

次
冷

却
材

温
度

及
び

圧
力

の
制

限
範

囲
を

設
定

す
る

こ
と

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 ３
．

１
 

原
子

炉
容

器
本

体
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

容
器

は
最

低
使

用
温

度
を

21
℃

に
設

定
し

、
遷

移
温

度
ま

た
は

関
連

温
度

（
初

期
）

を
-
1
2
℃

以
下

に
管

理
す

る
こ

と
で

脆
性

破
壊

が
生

じ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

      

添
16

-1
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
2
. 

基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
に

使
用

す
る

材
料

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

 

保
守

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 
別

紙
1
9 

２
 監

視
試

験
結

果
の

評
価

 
（

１
）

 
発

電
所

安
全

・
防

災
室

長
は

、
J
EA

C
42

06
-2

00
7 

に
基

づ
き

、
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
、

原
子

炉
容

器
の

R
T
N
DT

 
お

よ
び

上
部

棚
吸

収
エ

ネ
ル

ギ
ー
（

Ｕ
Ｓ

Ｅ
）
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、
発

電
所

長
の

承
認

を
得

て
、

発
電

室
長

へ
通

知
す

る
。

 

添
16

-1
8
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

プ
ラ

ン
ト

起
動

・
停

止
時

の
1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

84



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

                     

添
16

-2
0
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.2

 
試

験
状

態
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

耐
圧

・
漏

え
い

試
験

時
の

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

添
16

-1
8
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

供
用

状
態

A
及

び
供

用
状

態
B
に

お
け

る
原

子
炉

容
器

の
材

料
の

破
壊

靭
性

を
評

価
す

る
た

め
、

評
価

対
象

と
な

る
材

料
の

関
連

温
度

（
RT

N
D
T
）

を
以

下
の

と
お

り
と

し
た

。
 

(
1)

 
関

連
温

度
（

初
期

）
 

原
子

炉
容

器
の

遷
移

温
度

及
び

関
連

温
度

は
、

最
低

使
用

温
度

  
℃

よ
り

 
 
℃

低
い

(注
1)

  
  

℃
以

下
と

な
ら

な
い

よ
う

管
理

す
る

こ
と

で
、

最
低

使
用

温
度

以
上

で
は

脆
性

破
壊

が
生

じ
な

い
た

め
、

材
料

調
達

時
に

設
計

要
求

を
  

 
 
℃

以
下

と
し

て
い

る
。

 

第
18

条
2
  

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
ク

ラ
ス

１
機

器
、

ク
ラ

ス
１

支
持

構
造

物
、

ク
ラ

ス
２

機
器

、
ク

ラ
ス

２
支

持
構

造
物

、
ク

ラ
ス

３
機

器
、

ク
ラ

ス
４

管
、

原
子

炉
格

納
容

器
、

炉
心

支
持

構
造

物
、

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
機

器
及

び
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

支
持

構
造

物
は

、
亀

裂
そ

の
他

の
欠

陥
に

よ
り

破
壊

が
引

き
起

こ
さ

れ
な

い
よ

う
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
亀

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

」
等

に
従

っ
て

検
査

及
び

維
持

管
理

を
行

う
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」
（

別
表

―
９

～
１

４
）

に
定

め
ら

れ
た

水
質

管
理

値
内

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

５
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅱ

 検
 
査

 
対

 象
 
範

 囲
 

「
ク

ラ
ス

１
機

器
当

該
年

検
査

対
象

範
囲

一
覧

表
」
の

と
お

り
。
た

だ
し

、

85



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

蒸
気

発
生

器
伝

熱
管

に
つ

い
て

は
、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
体

積
検

査
に

て
実

施
す

る
。

 
 <検

査
対

象
選

定
の

考
え

方
>
 

「
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
き

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

に
つ

い
て

（
内

規
）
」
（

平
成

2
1
年

1
2
月

25
日

付
け

平
成

21
･1

1･
18

原
院

第
1
号

）（
以

下
、「

N
IS

A
文

書
」
と

い
う

。
）
及

び
社

団
法

人
日

本
機

械
学

会
J
S
ME

 
S 

N
A1

－
20

0
8
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

」（
以

下
「

維
持

規
格

」
と

い
う

。）
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お

、
試

験
部

位
選

定
に

つ
い

て
は

、
「

維
持

規
格

」
に

基
づ

き
機

器
と

配
管

の
溶

接
継

手
等

の
構

造
不

連
続

部
位

、
使

用
環

境
条

件
の

厳
し

い
部

位
、
過

去
の

損
傷

発
生

部
位

等
を

当
該

機
器

の
重

要
性

、
接

近
性

等
の

検
査

性
、

過
去

の
検

査
実

績
等

を
勘

案
し

て
選

定
す

る
。

 

第
18

条
3
  

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
ク

ラ
ス

１
機

器
の

耐
圧

部
分

は
、

貫
通

す
る

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

が
発

生
し

な
い

よ
う

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
」

等
に

従
っ

て
検

査
及

び
維

持
管

理
を

行
う

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 
 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」
（

別
表

―
９

～
１

４
）

に
定

め
ら

れ
た

水
質

管
理

値
内

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

５
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅱ

 検
 
査

 
対

 象
 
範

 囲
 

「
ク

ラ
ス

１
機

器
当

該
年

検
査

対
象

範
囲

一
覧

表
」

の
と

お
り

。
 

た
だ

し
、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
に

つ
い

て
は

、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
体

積
検

査
に

て
実

施
す

る
。

 
 <検

査
対

象
選

定
の

考
え

方
>
 

「
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
き

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

に
つ

い
て

（
内

規
）
」
（

平
成

2
1
年

1
2
月

25
日

付
け

平
成

21
･1

1･
18

原
院

第
1
号

）（
以

下
、「

N
IS

A
文

書
」
と

い
う

。
）
及

び
社

団
法

人
日

本
機

械
学

会
J
S
ME

 
S 

N
A1

－
20

0
8
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

」（
以

下
「

維
持

規
格

」
と

い
う

。）
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

な
お

、
試

験
部

位
選

定
に

つ
い

て
は

、
「

維
持

規
格

」
に

基
づ

き
機

器
と

配
管

の
溶

接
継

手
等

の
構

造
不

連
続

部
位

、
使

用
環

境
条

件
の

厳
し

い
部

位
、
過

去
の

損
傷

発
生

部
位

等
を

当
該

機
器

の
重

要
性

、
接

近
性

等
の

検
査

性
、

過
去

の
検

査
実

績
等

を
勘

案
し

て
選

定
す

る
。

 

第
21

条
2
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
１

）
ク

ラ
ス

１
機

器
、

ク
ラ

ス
２

機
器

、
ク

ラ
ス

３
機

器
、

ク
ラ

ス
４

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

施
設

時
に

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

圧
力

で
耐

圧
試

験
を

行
っ

た
と

き
、

こ
れ

に
耐

え
、

か
つ

、
著

し
い

漏
え

い
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
（

中
略

）
 

な
お

、
耐

圧
試

験
は

、
日

本
機

械
学

会
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

 
設

計
・

建
設

規
格

」
等

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
 

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

２
０

条
の

５
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅳ

 検
 
査

 
方

 法
 

検
査

は
、「

維
持

規
格

」
に

掲
げ

る
方

法
及

び
「

N
IS

A
文

書
」
に

よ
る

非
破

壊
試

験
の

方
法

に
準

拠
し

て
実

施
す

る
。

 

第
21

条
3
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
４

）
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

最
高

使
用

圧
力

の
〇

・
九

倍
に

等
し

い
気

圧
で

気
密

試
験

を
行

っ
た

と
き

、
著

し
い

漏
え

い
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
な

お
、

漏
え

い
率

試
験

は
日

本
電

気
協

会
「

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

」
等

に
従

っ
て

行
う

運
用

と
す

る
。

た
だ

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

の
単

一
故

障
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

判
定

基
準

に
適

切
な

余
裕

係
数

を
見

込
む

か
、

内
側

隔
離

弁
を

開
と

し
外

側
隔

離
弁

を
閉

と
し

て
試

験
を

実
施

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
表

５
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

 ２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
の

う
ち

、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 

－
 

安
全

管
理

通
達

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 

安
全

・
防

災
業

務
所

則
 

【
安

全
・

防
災

業
務

所
則

】
 

第
２

章
 
原

子
炉

施
設

に
係

る
安

全
管

理
 

５
．

保
安

規
定

に
お

け
る

定
期

検
査

時
実

施
事

項
の

完
了

通
知

 
保

安
規

定
に

お
け

る
定

期
検

査
時

実
施

事
項

の
所

管
課
（

室
）
長

は
、
検

査
の

完
了

を
発

電
室

長
も

し
く

は
当

直
課

長
へ

通
知

す
る

際
、
様

式
－

８
に

基
づ

き
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

３
．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
５

６
－

３
 項
 

目
 

漏
え

い
率
 

Ａ
種
 

検
査
 

設
計
圧

力
検

査
 

0
.
0
8
 
%
/日

 
以

下
 

低
圧
検

査
 

0
.
0
4
 
%
/日

 
以

下
 

Ｂ
・

Ｃ
種
検

査
 

0.
0
4
 
%
/
日
 以

下
 

 
 

第
１

２
０

条
の

５
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

第
22

条
 

2  
（

監
視

試
験

片
）

 

1
 原

子
炉

本
体

 

３
．

２
 

監
視

試
験

片
 

（
中

略
）

 
監

視
試

験
片

は
、

適
用

可
能

な
日

本
電

気
協

会
「

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
」（

J
EA

C4
20

1
）

に
よ

り
、

取
り

出
し

及
び

監
視

試
験

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

１
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

添
1
6-

1
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
2.

 基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
に

使
用

す
る

材
料

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・
冷

却
時

※
１
に

お
い

て
、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(
1)

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ
Ｄ

Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

の
制

限
範

囲
を

定
め

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(
2)

 
当

直
課

長
は

、
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱

・
冷

却
時

に
お

い
て

、
１

時
間

に
１

回
、

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
(
3)

 
当

直
課

長
は

、
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱

・
冷

却

 

保
守

管
理

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

【
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
】

 
 

別
紙

1
9
 

２
 
監

視
試

験
結

果
の

評
価

 
（

１
）

 
発

電
所

安
全

・
防

災
室

長
は

、
J
E
AC

42
06

-2
00

7 
に

基
づ

き
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

等
に

よ
り

、
原

子
炉

容
器

の
RT

N
D
T 

お
よ

び
上

部
棚

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
（

Ｕ
Ｓ

Ｅ
）

の
推

移
を

評
価

し
、

そ
の

結
果

に
基

づ
き

原
子

炉
容

器
の

非
延

性
破

壊
防

止
の

た
め

の
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
制

限
範

囲
を

定
め

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

発
電

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
へ

通
知

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
原

子
炉

関
係

）
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
定

検
時

操
作

関
係

）
 

1
次

冷
却

系
統

、
加

圧
器

の
加

熱
率

、
圧

力
変

化
率

の
制

限
に

つ
い

て
記

載
 

添
16

-1
8
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

プ
ラ

ン
ト

起
動

・
停

止
時

の
1
次

冷
却

材
温

度
及

88



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 
時

に
お

い
て

、
１

時
間

に
１

回
、

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、
表

３
６

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
 ※

１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、

１
次

冷
却

系
の

耐
圧
・
漏

え
い

検
査

お
よ

び
安

全
注

入
系

逆
止

弁
漏

え
い

検
査

の
た

め
の

昇
温

、
降

温
操

作
開

始
か

ら
終

了
ま

で
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器
の

非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の

１
次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る

こ
と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め

る
制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 
 

添
16

-2
0
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.2

 
試

験
状

態
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

耐
圧

・
漏

え
い

試
験

時
の

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
27

条
6
  

（
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

１
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
 

（
２

）
１

次
冷

却
系

を
構

成
す

る
機

器
及

び
配

管
（

冷
却

材
ポ

ン
プ

、
蒸

気
発

生
器

の
水

室
・

管
板

・
管

、
加

圧
器

、
１

次
冷

却
系

配
管

、
管

台
及

び
弁

）
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

材
料

選
定

に
加

え
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
水

質
管

理
を

行
う

と
と

も
に

１
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
て

管
理

す
る

こ
と

に
よ

り
、

材
料

の
健

全
性

を
維

持
す

る
。

 
添

5
-1

 

資
料

５
 

ク
ラ

ス
１

機
器

及
び

炉
心

支
持

構
造

物
の

応
力

腐
食

割
れ

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
Ｒ

Ｃ
Ｐ

Ｂ
拡

大
範

囲
及

び
加

圧
器

逃
が

し
配

管
取

替
範

囲
の

設
備

は
、

日
本

機
械

学
会

「
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
 

設
計

・
建

設
規

格
」（

J
SM

E
 S

 N
C
1
-2

00
1
）

及
び

（
JS

ME
 S

 
N
C1

-2
00

5
）【

事
例

規
格

】
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
「

応
力

腐
食

割
れ

発
生

の
抑

制
に

対
す

る
考

慮
」（

N
C-

CC
-

0
02

）
に

基
づ

き
、

応
力

腐
食

割
れ

発
生

環
境

下
に

対
す

る
適

切
な

耐
食

性
を

有
す

る
材

料
の

使
用

、
運

転
中

の
引

張
応

力
を

軽
減

す
る

設
計

及
び

製
作

時
の

引
張

残
留

応
力

を
低

減
さ

せ
る

工
法

や
発

生
し

た
引

張
残

留
応

力
の

低
減

対
策

の
実

施
、

並
び

に
保

安
規

定
に

基
づ

く
水

質
管

理
等

の
応

力
腐

食
割

れ
発

生
の

抑
制

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

放
射

 
線

・
化

学
管

理
業

務
 

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

以
下

の
水

処
理

に
よ

り
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
33

条
6
  

（
循

環
設

備
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

６
．

１
 

化
学

体
積

制
御

設
備

の
機

能
 

化
学

体
積

制
御

設
備

は
、

通
常

運
転

時
又

は
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
弁

、
冷

却
材

ポ
ン

プ
の

シ
ー

ル
部

及
び

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
の

１
次

冷
却

材
の

小
規

模
漏

え
い

時
に

発
生

し
た

１
次

冷
却

材
の

減
少

分
を

自
動

的
に

補
給

し
、

１
次

冷
却

設
備

中
の

１
次

冷
却

材
保

有
量

を
適

正
に

調
整

す
る

と
と

も
に

、
１

次
冷

却
材

中
の

核
分

裂
生

成
物

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理

89



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

及
び

腐
食

生
成

物
の

不
純

物
を

除
去

し
、

１
次

冷
却

材
の

水
質

及
び

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
支

障
を

及
ぼ

さ
な

い
値

以
下

に
保

つ
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

水
質

の
制

限
値

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

１
次

冷
却

材
の

水
質

を
管

理
す

る
。

 
 

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

綱
 

値
内

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

以
下

の
水

処
理

に
よ

り
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

第
33

条
10

 
 

（
循

環
設

備
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

４
．

１
 

余
熱

除
去

設
備

の
機

能
 

（
中

略
）

 
余

熱
除

去
設

備
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
冷

却
速

度
の

制
限

値
（

5
5℃

／
h
）

を
超

え
な

い
速

さ
で

、
炉

心
の

崩
壊

熱
と

顕
熱

を
除

去
す

る
よ

う
に

設
計

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 表
３

６
－

２
 

項
 

目
 

制
限
値
 

１
次
冷

却

材
温
度

変

化
率
 

原
子

炉
容
器
 

5
5
 ℃

/
h
 以

下
 

加
圧
器
 

加
熱

率
：
 
55
 
℃

/h
 
以
下
 

冷
却

率
：
1
10
 
℃

/h
 
以
下
 

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
38

条
12

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(2
) 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

（
中

略
）

 
火

災
そ

の
他

の
異

常
な

状
態

に
よ

り
中

央
制

御
室

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
以

外
の

場
所

か
ら

、
発

電
用

原
子

炉
を

高
温

停
止

の
状

態
に

直
ち

に
移

行
さ

せ
、

及
び

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
想

定
さ

れ
る

範
囲

内
に

制
御

し
、

そ
の

後
、

現
場

操
作

等
と

併
せ

て
発

電
用

原
子

炉
を

安
全

な
低

温
停

止
の

状
態

に
移

行
さ

せ
、

及
び

低
温

停
止

の
状

態
を

維
持

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
中

央
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

装
置

を
有

す
る

と
と

も
に

、
操

作
手

順
を

定
め

る
。

 
－

 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

各
課

（
室

）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

を
作

成
し

、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(2
) 

巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(3

) 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(4
) 

警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(5

) 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(6
) 

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
に

関
す

る
事

項
 

(7
) 

誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 
(8

) 
火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(9

) 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 
 

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 
 

中
央

制
御

室
外

か
ら

の
停

止
運

用
に

つ
い

て
記

載
。

 

第
38

条
18

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

２
 中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

d.
 有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

必
要

に
応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

  

  

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
２

 
７

 
有

毒
ガ

ス
 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 (
c)

 各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期

待
す

る
堰

お
よ

び
覆

い
（

以
下

、「
防

液
堤

等
」
と

い
う

。）

に
つ

い
て

、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能

 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
高

浜
発

電
所

 設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
３

．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
３

）
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
の

抑
制

の
効

果
が

見
込

め
る

、
防

液
堤

お
よ

び
覆

い
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
「

高
浜

発
電

所
 
保

修
業

務
所

則
」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

第
39

条
2
  

（
廃

棄
物

処
理

設
備

等
）

 

5 
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

 

１
．

１
 

廃
棄

物
処

理
設

備
 

（
中

略
）

 
さ

ら
に

、
発

電
所

周
辺

の
一

般
公

衆
の

線
量

を
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
く

保
つ

設
計

と
し

、
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
」
（

以
下

、「
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

」
と

い
う

。）
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 ま

た
、「

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
」

に
基

づ
き

、
発

電
所

か
ら

放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

に
つ

い
て

放
出

管
理

目
標

値
を

保
安

規
定

に
定

め
、

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

管
理

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

０
１

条
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

発
電

室
長

は
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、
放

射
線

管
理

課
長

の
管

理
の

も
と

、
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
次

の
事

項
を

管
理

す
る

。
 

(1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排

水
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

、
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

こ
と

。
 

(2
) 

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排

水
中

の
放

射
性

物
質
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く

。
）
の

放
出

量
が

、
表

１
０

１
－

１
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 
３

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

排
水

中
の

ト
リ

チ
ウ

ム
の

放
出

量
が

、
表

１
０

１
－

２
に

定
め

る
放

出
管

理
の

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

４
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

表
１

０
１

－
３

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

、
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

す
る

。
 

 表
１

０
１

－
１

 
項
 

 
 
目
 

放
出

管
理
目
標

値
 

放
射
性

液
体

廃
棄
物
 

（
ト
リ

チ
ウ

ム
を
除
く

。
）
 

1
.4
×

1
01

1
 
Bq
/
年
 

 表
１

０
１

－
２

 
項
 

 
 
目
 

放
出
管

理
の

基
準
値
 

ト
リ
チ

ウ
ム
 

2.
2
×

1
01

4
 
Bq
/
年
 

 
 

 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
４

章
 
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

 
３

．
 放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

等
 

(3
)放

射
線

管
理

課
長

は
、（

２
）
に

よ
る

測
定

結
果

を
基

に
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く

）
の

放
出

量
が

別
表

３
－

３
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

目
安

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

目
安

値
を

原
則

と
し

て
超

え
な

い
こ

と
お

よ
び

別
表

３
－

４
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

」
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

放
出

の
可

否
を

判
断

す
る

。
 

ま
た

、
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

出
量

が
別

表
３

－
９
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

基
準

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

第
１

０
２

条
 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

発
電

室
長

お
よ

び
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
放

射
線

管
理

課
長

の
管

理
の

も
と

、
表

１
０

２
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
次

の
事

項
を

管
理

す
る

。
 

(1
) 

排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
の

３
ヶ

月
平

均
値

が
、
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(2
) 

排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

表
１

０
２

－
１

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
 

３
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
０

２
－

２
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表

に
定

め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。

 
４

．
表

１
０

２
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

以
外

の
場

所
に

お
い

て
換

気
を

行
う

場
合

は
、
次

の
事

項
を

行
う

。
た

だ
し

、
第

１
０

６
条

第
１

項
（

１
）
に

定
め

る
区

域
等

に
お

け
る

換
気

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
(1

) 
作

業
の

所
管

課
（

室
）
長

は
、

フ
ィ

ル
タ

付
局

所
排

気
装

置
等

に
よ

り
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

拡
散

防
止

措
置

を
行

う
。

 
(2

) 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
０

２
－

３
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表

に
定

め
る

頻
度

で
測

定
し

、
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

換
気

に
よ

っ
て

放
出

さ
れ

る
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

る
お

そ
れ

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１

０
２

－
１

 
項

 
 
 
目
 

放
出

管
理
目
標

値
 

放
射
性

気
体

廃
棄
物
 

 

希
ガ

ス
 

よ
う

素
１
３

１
 

3
.
4
×

1
01

5
 
Bq
/
年
 

6
.
1
×

1
01

0
 
Bq
/
年
 

 
 

 

 
 

 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
３

章
 
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

 
４

．
 放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

 
(3

)
放

射
線

管
理

課
長

は
、
（

2
）

に
よ

る
測

定
ま

た
は

算
定

の
結

果
を

基
に

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

量
が

別
表

３
－

３
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

目
安

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

目
安

値
を

原
則

と
し

て
超

え
な

い
こ

と
お

よ
び

別
表

３
－

４
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

」
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

放
出

の
可

否
を

判
断

す
る

。
 

な
お

、
よ

う
素

１
３

１
に

つ
い

て
は

、
希

ガ
ス

濃
度

か
ら

炉
水

中
の

よ
う

素
１

３
１

／
希

ガ
ス

の
比

を
用

い
て

評
価

す
る

。
 

 

第
43

条
9
  

（
換

気
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

２
 

換
気

設
備

 
（

中
略

）
 

格
納

容
器

換
気

空
調

設
備

は
、

燃
料

取
替

の
場

合
等

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
立

入
り

に
先

立
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

換
気

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

各
課

（
室

）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

を
作

成
し

、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(2
) 

巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(3

) 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(4
) 

警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(5

) 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(6
) 

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
に

関
す

る
事

項
 

(7
) 

誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(8
) 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(9

) 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 
 

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

換
気

を
行

う
手

順
を

記
載

 

第
44

条
4
  

7 
原

子
炉

格
納

施
設

 

１
．

１
 

原
子

炉
格

納
容

器
本

体
等

 
（

中
略

）
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

脆
性

破
壊

及
び

破
断

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
脆

性
破

壊
に

対
し

て
は

、
最

低
使

用
温

度
よ

り
1
7
℃

以
上

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
表

５
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 

91



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
原

子
炉

格
納

施
設

）
 

低
い

温
度

で
衝

撃
試

験
を

行
い

、
規

定
値

を
満

足
し

た
材

料
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

上
昇

に
よ

る
破

断
を

防
止

す
る

た
め

、
保

安
規

定
に

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力
の

制
限

値
を

定
め

て
運

転
管

理
を

行
う

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
の

う
ち

、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
５

６
－

１
 

項
 
目
 

運
転
上

の
制

限
 

原
子

炉
格
納

容
器

※
１
※
５
 

(
1
)
 原

子
炉

格
納
容
器

の
機

能
が
健

全
で
あ

る
こ
と
 

(
2
)
 原

子
炉

格
納
容
器

圧
力

が
表
５

６
－
２

で
定
め

る
制
限

値
内

に
あ
る

こ
と
 

(
3
)
 原

子
炉

格
納
容
器

エ
ア

ロ
ッ
ク

が
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
※

２
※
３
 

(
4
)
 原

子
炉

格
納
容
器

隔
離

弁
が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と

※
４
 

※
１
：
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
兼

ね
る

。
 

※
２
：
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

と
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
が

健
全

で
あ

る
こ

と
、

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
が

閉
止

可
能
（

閉
止

状
態

で
あ

る
こ

と
を

含
む

）
で

あ
る

こ
と

を
い

う
。

 
※

３
：
モ

ー
ド

４
の

原
子

炉
格

納
容

器
パ

ー
ジ

後
、
直

ち
に

閉
止

で
き

る
こ

と
を

条
件

に
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
の

両
方

の
ド

ア
を

開
放

す
る

場
合

、
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な

い
。

 
※

４
：
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

と
は

、
閉

止
可

能
（

閉
止

状
態

で
あ

る
こ

と
を

含
む

）
で

あ
る

こ
と

を
い

う
。

 
※

５
：

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
 

 表
５

６
－

２
 

項
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
 

３
号

炉
お
よ

び
 

４
号

炉
 

原
子
炉

格
納

容
器
 

圧
力
 

1
2
 
k
Pa
[
g
ag
e
]
 
以
下
 

9
.
8
 
k
Pa
[
ga
g
e
]
 以

下
 

 
 

a.
 発

電
室

長
ま

た
は

、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
44

条
7
  

（
原

子
炉

格
納

施
設

）
 

7 
原

子
炉

格
納

施
設

 

１
．

２
 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

 
（

中
略

）
 

チ
ェ

ー
ン

ロ
ッ

ク
を

行
う

手
動

弁
に

つ
い

て
は

、
施

錠
管

理
弁

の
運

用
を

定
め

る
。

キ
ー

ロ
ッ

ク
に

て
管

理
す

る
遠

隔
操

作
弁

は
設

置
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

行
為

内
容

の
部

分
は

保
安

規
定

に
記

載
し

、
実

施
手

段
に

相
当

す
る

施
錠

管
理

で
あ

る
チ

ェ
ー

ン
ロ

ッ
ク

を
行

う
手

動
弁

の
運

用
に

つ
い

て
は

、
手

動
隔

離
弁

を
全

て
施

錠
管

理
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
規

定
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
の

う
ち

、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 
 

第
46

条
18

 
 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

8-
9 

緊
急

時
対

策
所

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準
及

び
適

用
規

格
 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、

以
下

の
措

置
又

は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
機

能
を

確
保

す
る

。
 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
必

要
に

応
じ

て
保

守
管

理
及

び
運

用
管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
２

 
７

 
有

毒
ガ

ス
 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 (
c)

 各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期

待
す

る
堰

お
よ

び
覆

い
（

以
下

、「
防

液
堤

等
」
と

い
う

。）

に
つ

い
て

、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 

 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
高

浜
発

電
所

 設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
３

．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
３

）
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
の

抑
制

の
効

果
が

見
込

め
る

、
防

液
堤

お
よ

び
覆

い
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
「

高
浜

発
電

所
 
保

修
業

務
所

則
」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
56

条
2
 

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
（

中
略

）
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

機
器

及
び

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
支

持
構

造
物

は
、

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

に
よ

り
破

壊
が

引
き

起
こ

さ
れ

な
い

よ
う

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
」

等
に

従
っ

て
検

査
及

び
維

持
管

理
を

行
う

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

 
 

 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、

各
系

統
水

お
よ

び
タ

ン
ク

水
が

「
１

、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

各
系

統
の

水
質

が
管

理
値

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

５
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

「
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
※

で
要

求
さ

れ
て

い
る

機
能

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，
以

下
の

事
項

を
記

載
し

た
定

期
事

業
者

検
査

要
領

書
を

検
査

の
単

位
ご

と
に

定
め

て
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
記

載
す

る
。

 
（

１
）

検
査

目
的

 
（

２
）

検
査

対
象

範
囲

 
（

３
）

検
査

項
目

 
（

４
）

検
査

方
法

 
（

５
）

判
定

基
準

 
（

６
）

検
査

体
制

 
（

７
）

不
適

合
管

理
 

（
８

）
検

査
手

順
 

（
９

）
検

査
成

績
書

 
※

技
術

基
準

の
解

釈
に

記
載

さ
れ

て
い

る
基

準
等

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
基

準
等

に
つ

い
て

は
、
保

安
活

動
に

必
要

な
文

書
と

し
て

、
管

理
を

行
う

。
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

１
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(1
) 

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場
合

、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

第
58

条
3
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
３

）
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

機
器

及
び

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

３
機

器
に

属
す

る
機

器
は

、
当

該
機

器
の

使
用

時
に

お
け

る
圧

力
で

漏
え

い
試

験
を

行
っ

た
と

き
、

著
し

い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

な
お

、
漏

え
い

試
験

は
、

日
本

機
械

学
会

「
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
 

維
持

規
格

」
等

に
従

っ
て

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

２
０

条
（

施
設

管
理

計
画

）
 

 

－
 

保
守

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

保
修

業
務

所
則

 

【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
関

連
法

令
、
関

係
規

格
お

よ
び

基
準

を
遵

守
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
5
条

39
 

 （
地

震
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 (
地

震
)
 

２
．

１
．

１
 

耐
震

設
計

 
（

５
）

設
計

に
お

け
る

留
意

事
項

 
耐

震
重

要
施

設
及

び
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
以

下
「

上
位

ク
ラ

ス
施

設
」
と

い
う

。）
は

、
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
波

及
的

影
響

に
よ

っ
て

、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
波

及
的

影
響

に
つ

い
て

は
、

耐
震

重
要

施
設

の
設

計
に

用
い

る
地

震
動

又
は

地
震

力
を

適
用

し
て

評
価

を
行

う
。

な
お

、
地

震
動

又
は

地
震

力
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
施

設
の

配
置

状
況

、
使

用
時

間
等

を
踏

ま
え

て
適

切
に

設
定

す
る

。
ま

た
、

波
及

的
影

響
に

お
い

て
は

水
平

２
方

向
及

び
鉛

直
方

向
の

地
震

力
が

同
時

に
作

用
す

る
場

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

施
設

、
設

備
を

選
定

し
評

価
す

る
。

こ
の

設
計

に
お

け
る

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
敷

地
全

体
を

俯
瞰

し
た

調
査

・
検

討
等

を
行

う
。

 
こ

こ
で

、
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
は

、
上

位
ク

ラ
ス

施
設

以
外

の
発

電
所

内
に

あ
る

施
設

（
資

機
材

等
含

む
。
）

を
い

う
。

 
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
現

場
を

維
持

す
る

た
め

、
保

安
規

定
に

、
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

耐
震

重
要

施
設

に
対

す
る

波
及

的
影

響
に

つ
い

て
は

、
以

下
に

示
す

ａ
．

か
ら

ｄ
．

の
4
つ

の
事

項
か

ら
検

討
を

行
う

。
ま

た
、

原
子

力
発

電
所

の
地

震
被

害
情

報
等

か
ら

新
た

に
検

討
す

べ
き

事
項

が
抽

出
さ

れ
た

場
合

は
、

こ
れ

を
追

加
す

る
。

 

添
13

-5
-

2
3/

E
 

資
料

１
３

－
５

 
波

及
的

影
響

に
係

る
基

本
方

針
 

6
. 

工
事

段
階

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

調
査

・
検

討
 

工
事

段
階

に
お

い
て

も
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

設
計

段
階

の
際

に
検

討
し

た
配

置
・

補
強

等
が

設
計

ど
お

り
に

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
、

敷
地

全
体

を
俯

瞰
し

た
調

査
・
検

討
を

行
う

こ
と

で
確

認
す

る
。
ま

た
、
仮

置
資

材
等

、
現

場
の

配
置

状
況

等
の

確
認

を
必

要
と

す
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
に

つ
い

て
も

あ
わ

せ
て

確
認

す
る

。
 

工
事

段
階

に
お

け
る

検
討

は
、

別
記

2
の

4
つ

の
観

点
の

う
ち

、
③

及
び

④
の

観
点

、
す

な
わ

ち
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
損

傷
、

転
倒

及
び

落
下

等
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

、
プ

ラ
ン

ト
ウ

ォ
ー

ク
ダ

ウ
ン

に
よ

り
実

施
す

る
。

 
確

認
事

項
と

し
て

は
、

設
計

段
階

に
お

い
て

検
討

し
た

離
隔

に
よ

る
防

護
の

観
点

で
行

う
。
す

な
わ

ち
、
施

設
の

損
傷

、
転

倒
及

び
落

下
等

を
想

定
し

た
場

合
に

上
位

ク
ラ

ス
施

設
に

衝
突

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

下
位

ク
ラ

ス
施

設
が

な
い

こ
と

、
又

は
間

に
衝

撃
に

耐
え

う
る

障
壁

、
緩

衝
物

等
が

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
、
仮

置
資

材
等

に
つ

い
て

は
固

縛
等

、
転

倒
及

び
落

下
を

防
止

す
る

措
置

が
適

切
に

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

た
だ

し
、
仮

置
機

器
等

の
下

位
ク

ラ
ス

施
設

自
体

が
、
明

ら
か

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
程

度
の

大
き

さ
、

重
量

等
の

場
合

は
対

象
と

し
な

い
。

 
以

上
を

踏
ま

え
て

、
損

傷
、
転

倒
及

び
落

下
等

に
よ

り
、
上

位
ク

ラ
ス

施
設

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
が

抽
出

さ
れ

れ
ば

、
必

要
に

応
じ

て
、
上

記
の

確
認

事
項

と
同

じ
観

点
で

対
策
・
検

討
を

行
う

。
す

な
わ

ち
、
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
配

置
を

変
更

し
た

り
、

間
に

緩
衝

物
等

を
設

置
し

た
り

、
固

縛
等

の
転

倒
・
落

下
防

止
措

置
等

を
講

じ
た

り
す

る
こ

と
で

対
策

・
検

討
を

行
う

。
 

ま
た

、
工

事
段

階
に

お
け

る
確

認
の

後
も

、
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
に

現
場

を
保

持
す

る
た

め
、

保
安

規
定

に
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

４
 地

震
 

４
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
地

震
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
波

及
的

影
響

防
止

に
関

す
る

手
順

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
現

場
を

維
持

す
る

た
め

、
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
機

器
・
配

管
等

の
設

置
お

よ
び

点
検

資
材

等
の

仮
設
・
仮

置
時

に
お

け
る

、
耐

震
重

要
施

設
（

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

施
設

）
お

よ
び

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

ま
た

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
、

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
含

む
。
）
、

特
重

施
設

（
以

下
、「

耐
震

重
要

施
設

等
」
と

い
う

。
）
に

対
す

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

※
１
の

波
及

的
影

響
（

４
つ

の
観

点
※
２
お

よ
び

溢
水

・
火

災
の

観
点

）
を

防
止

す
る

。
 

※
１
：
耐

震
Ｂ

ク
ラ

ス
お

よ
び

Ｃ
ク

ラ
ス

施
設

に
加

え
、
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
を

含
む

。
）
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
な

ら
び

に
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
お

よ
び

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

の
い

ず
れ

に
も

属
さ

な
い

常
設

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
考

慮
す

る
。

 
※

２
：

４
つ

の
観

点
と

は
、

以
下

を
い

う
。

 
ア

．
 設

置
地

盤
お

よ
び

地
震

応
答

性
状

の
相

違
等

に
起

因
す

る
相

対
変

位
ま

た
は

不
等

沈
下

に
よ

る
影

響
 

イ
．
 耐

震
重

要
施

設
等

と
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
の

接
続

部
に

お
け

る
相

互
影

響
 

ウ
．
 建

屋
内

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

等
へ

の
影

響
 

エ
．
 建

屋
外

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

へ
の

影
響

 
 

－
 

保
守

管
理

通
達

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

２
章

 
地

震
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

地
震

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

波
及

的
影

響
防

止
に

関
す

る
手

順
 

ａ
.機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
等

 
各

課
（

室
）

長
は

、
波

及
的

影
響

を
防

止
す

る
よ

う
現

場
を

維
持

す
る

た
め

、
機

器
設

置
時

の
配

慮
事

項
の

管
理

に
つ

い
て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

保
修

業
務

所
則

」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
ｂ

．
保

管
資

機
材

の
管

理
 

各
課

（
室

）
長

は
、

機
器

・
配

管
等

の
設

置
お

よ
び

点
検

資
材

等
の

仮
設

・
仮

置
時

に
お

け
る

、
耐

震
重

要
施

設
（

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

施
設

）
お

よ
び

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

ま
た

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
、

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
含

む
。

以
下

「
耐

震
重

要
施

設
等

」
と

い
う

）
に

対
す

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

※
１

の
波

及
的

影
響

（
４

つ
の

観
点

※
２
お

よ
び

溢
水

・
火

災
の

観
点

）
の

防
止

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
「

高
浜

発
電

所
 
現

場
資

機
材

管
理

所
則

」
に

よ
り

対
応

す
る

。
 

※
１

：
耐

震
Ｂ

ク
ラ

ス
お

よ
び

Ｃ
ク

ラ
ス

施
設

に
加

え
、

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

を
含

む
。）

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

な
ら

び
に

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

お
よ

び
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
の

い
ず

れ
に

も
属

さ
な

い
常

設
の

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

考
慮

す
る

。
 

※
２

：
４

つ
の

観
点

と
は

、
以

下
を

い
う

。
 

ア
．

設
置

地
盤

お
よ

び
地

震
応

答
性

状
の

相
違

等
に

起
因

す
る

相
対

変
位

ま
た

は
不

等
沈

下
に

よ
る

影
響

 
イ

．
耐

震
重

要
施

設
等

と
下

位
ク

ラ
ス

施
設

と
の

接
続

部
に

お
け

る
相

互
影

響
 

ウ
．

建
屋

内
に

お
け

る
下

位
ク

ラ
ス

施
設

の
損

傷
、

転
倒

お
よ

び
落

下
等

に
よ

る
耐

震
重

要
施

設
等

へ
の

影
響

 
エ

．
建

屋
外

に
お

け
る

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

損
傷

、
転

倒
お

よ
び

落
下

等
に

よ
る

耐
震

重
要

施
設

へ
の

影
響

 

第
6
条

 
（

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

（
２

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

の
設

定
及

び
閉

止
手

順
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

若
狭

湾
の

津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
に

よ
り

津
波

襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
及

び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波
の

第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、
押

し
波

が
敷

地
へ

遡
上

せ
ず

、
引

き
波

に
よ

る
水

位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
。

 

・
第

２
波

以
降

は
、
押

し
波

が
敷

地
に

遡
上

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、

引
き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の

閉
止

判
断

基
準

は
、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
の

波
源

に
関

す
る

「
崩

壊
規

模
」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び
に

若
狭

湾
に

お
け

る
津

波
の

伝
播

特
性

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
を

網
羅

的
に

確
認

し
た

う
え

で
、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
な

お
、
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
平

常
時

及
び

台
風

時
の

潮
位

変
動

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

も
確

認
す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注
１
）
以

上
下

降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0.

5
m（

注
１
）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
下

降
す

る
こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号

機
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

」
と

い
う

。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
、
保

守
作

業
を

中
断

し
、
作

業
前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で

発
電

所
の

安
全

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 

添
2-

2-
1-

2
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.1

.2
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波

の
水

位
変

動
量

に
よ

り
津

波
襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防

止
す

る
こ

と
で

、
「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入

及
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

」（
以

下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波

の
第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、

押
し

波
が

敷
地

へ
遡

上
せ

ず
、

引
き

波
に

よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

。
 

・
第

２
波

以
降

は
、

押
し

波
が

敷
地

に
遡

上
す

る
お

そ
れ

が

あ
り

、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
は

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４

の
波

源
に

関
す

る
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」

並
び

に
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波

を
網

羅
的

に
確

認
し

た
う

え
で

、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮

し
て

設
定

す
る

。
な

お
、

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
平

常
時

及

び
台

風
時

の
潮

位
変

動
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
も

確
認

す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う

ち
、

2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に

0
.5

m（
注

１
）

以
上

下
降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

又
は

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注

１
）

以
上

下
降

す
る

こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
機

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確

認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
」

と
い

う
。
）

し
た

場
合

、
循

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

（
中

略
）

 
ウ

 土
木

建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

95



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5m
 

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

後
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
保

守
作

業
を

中
断

し
、

作
業

前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で
発

電
所

の
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0.
45

m
 

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

２
 

入
力

津
波

の
設

定
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波

」
及

び
「

施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る
入

力
津

波
」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件
変

更
の

都
度

、
津

波
評

価
を

実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 
 

添
2-

2-

1-
3
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.2

 
入

力
津

波
の

設
定

 
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、
「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入

力
津

波
」

及
び

「
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る

入
力

津
波

」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件

変
更

の
都

度
、

津
波

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 

(1
) 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力

技
術

部
門

統
括
（

土
木

建
築

）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
、
耐

津
波

安
全

性

に
関

す
る

評
価

を
行

い
、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 

－
 

－
 

原
子

力

技
術

業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

 
 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確

認
・

評
価

 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷

（
※

２
）

お
よ

び
火

山
事

象
（

※
2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的

な
確

認
・

評
価

 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

※
２

．
別

紙
３

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 

 【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 

別
紙

－
１

 
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

 
 

１
．

計
画

（
基

本
設

計
）

 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 

 
 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

達
成

・
維

持
・

向
上

す
る

た
め

の
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
ａ

．
保

全
情

報
（

法
令

・
規

制
の

要
求

、
最

新
知

見
、

不
具

合
情

報
、

水
平

展
開

情
報

、
業

務
の

対
象

範
囲

、
実

施
・

検
証

方
法

等
）

を
収

集
す

る
。

 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

「
１

.２
 

入
力

津
波

の
設

定
」
で

設
定

し
た

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波
（

以
下
「

入
力

津
波

」
と

い
う

。）
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影

響
を

、
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

の
可

能
性

の
有

無
、

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有

無
、

津
波

に
よ

る
溢

水
の

重
要

な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

の
有

無
並

び
に

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有
無

の
観

点
か

ら
評

価
す

る

こ
と

に
よ

り
、

津
波

防
護

対
策

が
必

要
と

な
る

箇
所

を
特

定
し

て
必

要
な

津

波
防

護
対

策
を

実
施

す
る

設
計

と
す

る
。

 
入

力
津

波
の

変
更

等
が

津
波

防
護

対
策

に
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

定
期

的
な

評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

手
順

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
            

添
2-

2-

1-
7
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

敷
地

の
特

性
（

敷
地

の
地

形
、

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

遡
上

、
浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
津

波
防

護
を

達
成

す

る
た

め
、

以
下

(1
)～

(
4)

の
津

波
防

護
の

観
点

か
ら

最
も

水

位
変

動
が

大
き

い
入

力
津

波
（

以
下

「
入

力
津

波
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
影

響
の

有
無

を
評

価
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

策
が

必
要

と
な

る
箇

所
を

特
定

し
、

必
要

な
津

波

防
護

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
な

影
響

評
価

の
内

容
及

び
結

果
に

つ
い

て
は

、
資

料
２

－
２

－
４

「
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ

の
影

響
評

価
」

に
示

す
。

 
ま

た
、

入
力

津
波

の
変

更
等

が
津

波
防

護
対

策
に

影
響

を
与

え
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

、
定

期
的

な
評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
手

順
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
k．

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

確
認

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
。

 
(b

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

７
）

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

の
確

認
 

ａ
．

各
課

（
室

）
長

は
、

設
備

改
造

等
を

行
う

場
合

、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

評
価

を
行

い
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
第

１
編

第
２

章
３

．
の

定
期

的
な

評
価

時
に

併
せ

て
対

応
す

る
。

 
 

96



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ａ
．

敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

（
ａ

）
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

し
流

入
す

る
可

能
性

が

あ
る

場
合

は
、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室
（

３
号

機
設

備
、
３
・
４

号
機

共

用
（

以
下

同
じ

。
）
）

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
（
「

重
大

事
故

等
時

の
み

３
・
４

号
機

共
用

」
、「

３
号

機
設

備
、
重

大
事

故
等

時
の

み
３
・

４
号

機
共

用
」（

以
下

同
じ

。）
）
に

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
遡

上
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放

水
口

側
防

潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び
２

号
機

放
水

ピ
ッ

ト

止
水

板
、
１

号
及

び
２

号
機

中
央

制
御

室
並

び
に

中
央

制
御

室
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
浸

水
防

止
設

備

と
し

て
、
開

口
部

等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
（

３
号

機
設

備
、
３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い

て

は
、
防

潮
壁

、
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

及
び

ゲ
ー

ト
扉

体
等

で
構

成
し

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

の
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

、

重
要

安
全

施
設
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と

し
て

設
計

す
る

。
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
は

、
潮

位
計
（

潮
位

検
出

器
、
監

視
モ

ニ
タ
（

デ
ー

タ

演
算

機
能

及
び

警
報

発
信

機
能

を
有

し
、
電

源
設

備
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

を
含

む
。）

）
及

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
等

に
よ

り
構

成
さ

れ
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

判
断

を
行

う
た

め
の

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
（

Ｍ
Ｓ

－

１
）

と
同

等
の

設
計

と
す

る
。

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら
の

到

達
、
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、
押

し
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入
を

防
止

す

る
た

め
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

（
ｂ

）
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。）

を
内

包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

の
、

津
波

防
護

施
設

と
し

て
、

経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放

水
口

側
防

潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び

２
号

機
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
並

び
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
（

ａ
）、
（

ｂ
）
に

お
い

て
、
外

郭
防

護
と

し
て

設
置

す
る

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て

は
、

各
地

点
の

入
力

津
波

に
対

し
、

設
計

上
の

裕
度

を
考

慮
す

る
。

 

添
2-

2-
1-

7
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
1)

 敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

a
. 

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
の

防
止

 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

遡
上

波
が

地
上

部
か

ら
到

達
し

流
入

す

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
(津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。

)
を

内
包

す
る

建
屋

又
は

区
画

に
、

遡

上
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
開

口
部

等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
浸

水
防

止
設

備
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

遡
上

波
の

地
上

部

か
ら

の
到

達
、

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

原
則

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
さ

ら
に

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
の

早
期

化
や

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

b
. 

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

（
中

略
）

 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る

場
合

は
、

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

に
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

津
波

防
護

施
設

を
設

置
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
確

認
等

を
行

い
、

津
波

襲
来

に
備

え
る

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

原
則

と
し

て
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
ま

た
、

原
子

炉
を

停
止

さ
せ

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

（
ａ

）
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

（
ｂ

）
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電

所
を

含
む

地
域

に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

ｄ
．

当
直

課
長

は
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
、

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

A
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ａ

）
海

水
ポ

ン
プ

等
の

取
水

性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

そ
の

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と

す
る

。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

も
、

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
は

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
2-

2-
1-

9
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
の

入
力

津
波

の
下

降
側

水
位

が
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

を
上

回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン

プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
ま

た
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲
用

）（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。）

）
、

送
水

車
（

１
・

２
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。
））

に
つ

い
て

も
入

力
津

波
の

水
位

に
対

し
て

、
取

水
性

が
確

保
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5
 
m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0 

分
以

内
に

 

0.
5 

m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 
分

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
2-

2-
4
-6

9
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

3
.5

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る

評
価

 

(
3)

 評
価

結
果

 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

(
a)

 海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
 

イ
．

水
位

低
下

に
対

す
る

評
価

 

引
き

波
時

の
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

に
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す

る
。

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

水
路

に

よ
っ

て
連

絡
さ

れ
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
こ

の
評

価
の

結
果

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
高

さ
は

、
T
.P

.
-2

.3
m
で

あ
り

、
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可

能
水

位
T.

P.
-3

.
2
1m

（
地

盤
変

動
量

0.
30

m
隆

起
を

考
慮

し
た

場
合

T.
P.

-2
.
9
1m

）
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
（

第
3-

42
図

）
 

以
内

に
 0

.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.5

 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）
は

 
0.

45
 m

と
す

る
。

以
下

、
同

じ
。
）

 

ｆ
．
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合

の
対

応
 

(a
)
 当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

(b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

           

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

Ａ
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

第
6
条

 
 （

津
波

）
 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ｂ

）
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

等
の

機
能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

が
閉

塞
す

る
こ

と
な

く
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ

（
放

水
砲

用
）

及
び

送
水

車
は

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 
漂

流
物

に
対

し
て

は
、

発
電

所
構

内
及

び
構

外
で

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

が
漂

流
し

た
場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ
る

こ
と

が
な

く
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
確

保
並

び
に

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、

漂
流

物
化

さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両
等

に
つ

い
て

は
、

漂
流

物
化

対
策

の
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
2-

2-
1
-1

0
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対

し
て

、
取

水
口

が
閉

塞
す

る
こ

と
が

な
く

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
取

水
時

に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場

合
に

お
い

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
部

の
異

物
逃

が
し

溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設

計
と

す
る

。
ま

た
、

漂
流

物
化

さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定

め
て

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
．

津
波

 

５
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

ま
た

、
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

等
の

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

ｄ
．

車
両

の
管

理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(
f)

 安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に

関
す

る
所

達
】

 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
教

育
・

訓
練

、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

設
計

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１

／
１

）
 

津
波

防
護

に
係

る
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
 

・
津

波
襲

来
時

の
運

用
管

理
、

水
密

扉
お

よ
び

防
潮

扉
の

運
用

に
関

す
る

事
項

 

・
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

事
項

 

 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活

動
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ｅ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物

99



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
2-

2-
4
-7

2
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

(
c)

 漂
流

物
に

よ
る

取
水

性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 

取
水

口
、

海
水

取
水

ト
ン

ネ
ル

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の

閉
塞

の
評

価
 

基
準

津
波

に
伴

う
漂

流
物

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

、
第

3
-3

9
図

～
第

3
-4

1
図

に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整

理

（
第

3-
7
表

及
び

第
3
-8

表
）

の
分

類
Ｄ

と
な

る
よ

う
な

、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

漂
流

物
は

な
い

こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
評

価
結

果
を

第
3-

20
表

及
び

第
3
-

2
1
表

に
示

す
。

 

ま
た

、
漂

流
物

化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
防

止
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て

管
理

す
る

。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
に

存
在

し
、

か
つ

漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
は

、
大

津
波

警

報
発

表
時

も
し

く
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
と

し
、

以
下

の
 

基
本

方
針

に
基

づ
き

管
理

す
る

。
 

【
津

波
遡

上
範

囲
の

車
両

に
対

す
る

基
本

方
針

】
 

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
は

、
原

則
駐

車
禁

止
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
エ

リ
ア

に
作

業
で

入
域

す
る

等
の

発
電

所
運

営
上

必
要

な
場

合
は

停
車

可
と

し
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

運
転

手
が

車
両

付
近

に
常

駐
※
(荷

役

な
ど

の
車

両
を

用
い

た
作

業
と

の
兼

務
は

可
と

す

る
。

)
し

、
直

ち
に

車
両

を
移

動
さ

せ
る

こ
と

が
可

能

な
体

制
と

す
る

。
 

ま
た

、
当

該
エ

リ
ア

で
の

車
両

を
用

い
た

作
業

は
、

事
前

許
可

制
と

し
、

放
水

口
側

防
潮

堤
の

外
側

及
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
、

退
避

す
る

作
業

車
両

が
１

０
台

以
下

と
な

る
よ

う
管

理
す

る
。
（

※
：

車
両

を
離

れ
る

場
合

は
、

別
の

者
を

運
転

手
に

指
定

す
る

。）
 

 

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 
エ

 安
全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
７

）
車

両
の

管
理

 
ａ

．
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
。

 

第
7
条

2
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

航
空

機
）

 

２
．

３
 

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

（
中

略
）

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

の
う

ち
人

為
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

お
い

て
、
発

電
所

敷
地

又
は

そ
の

周
辺

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
爆

発
、

近
隣

工
場

等
の

火
災

、
有

毒
ガ

ス
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

、
船

舶
の

衝
突

、
電

磁
的

障
害

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。）
（

以
下
「

人
為

事
象

」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
そ

の
安

全
性

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

防
護

措
置

そ
の

他
対

象
と

す
る

発
生

源
か

ら
一

定
の

距
離

を
置

く
こ

と
に

よ
る

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

の
う

ち
、

航
空

機
の

墜
落

に
つ

い
て

は
、

防
護

設
計

の
要

否
を

判
断

す
る

基
準

を
超

え
な

い
こ

と
に

つ
い

て
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

て
い

る
。

工
事

計
画

認
可

申
請

時
に

、
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
最

新
デ

ー
タ

に
お

い
て

、
防

護
設

計
の

要
否

を
判

断
す

る
基

準
を

超
え

る
変

更
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
、

設
計

基
準

対
象

施
設

に
対

し
て

防
護

措
置

そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

必
要

は
な

い
。

 
な

お
、

定
期

的
に

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

最
新

デ
ー

タ
の

変
更

状
況

を
確

認
し

、
防

護
措

置
の

要
否

を
判

断
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 

添
2-

1-
1-

1
 

 
添

2-
1-

1-
2
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.2

 人
為

事
象

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

の
う

ち
人

為
事

象
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

お
い

て
、

発
電

所
敷

地
又

は
そ

の
周

辺
に

お
い

て
想

定
さ

れ
る

爆
発

、
近

隣
工

場
等

の
火

災
、

有
毒

ガ
ス

、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
、

船
舶

の
衝

突
及

び
電

磁
的

障
害

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。）
（

以
下

「
人

為
事

象
」

と
い

う
。
）

に
対

し
て

そ
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
防

護
措

置
そ

の
他

対
象

と
す

る
発

生
源

か
ら

一
定

の
距

離
を

置
く

こ
と

に
よ

る
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

ま
た

、
想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

に
対

す
る

防
護

措
置

に
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
が

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
設

計
基

準
対

象
施

設
以

外
の

施
設

又
は

設
備

等
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

含
む

。）
へ

の
措

置
を

含
め

る
。

 
想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

の
う

ち
、

航
空

機
の

墜
落

に
つ

い
て

は
、

防
護

設
計

の
要

否
を

判
断

す
る

基
準

を
超

え
な

い
こ

と
に

つ
い

て
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

て
い

る
。

工
事

計
画

認
可

申
請

時
に

、
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
最

新
デ

ー
タ

に
お

い
て

、
防

護
設

計
の

要
否

を
判

断
す

る
基

準
を

超
え

る
変

更
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
、

防
護

対
象

施
設

に
対

し
て

防
護

措
置

そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

必
要

は
な

い
。

な
お

、
定

期
的

に
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
最

新
デ

ー
タ

の
変

更
状

況
を

確
認

し
、

防
護

設
計

の
要

否
を

判
断

す
る

運
用

と
す

る
。

 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）

 
 

８
．
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
定

期
的

に
発

電
所

周
辺

の
航

空
路

を
含

め
た

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

用
い

る
デ

ー
タ

の
変

更
状

況
を

確
認

し
、

確
認

結
果

に
基

づ
き

防
護

措
置

の
要

否
を

判
断

す
る

。
防

護
措

置
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

場
合

は
、
関

係
箇

所
へ

防
護

措
置

の
検

討
依

頼
を

行
う

。
ま

た
、

関
係

箇
所

の
対

応
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

－
 

安
全

管
理

通
達

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 
－

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 
第

５
章

 
安

全
評

価
 

６
．

航
空

機
落

下
確

率
評

価
 

（
１

）
防

護
措

置
要

否
の

検
討

 
安

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
原

則
と

し
て

１
年

に
１

回
、

発
電

所
周

辺
の

航
空

路
を

含
め

た
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
用

い
る

デ
ー

タ
の

変
更

状
況

を
確

認
す

る
と

共
に

、
確

認
結

果
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

要
否

を
判

断
し

、
原

子
力

安
全

部
長

の
確

認
を

受
け

、
原

子
力

安
全

部
門

統
括

の
承

認
を

得
る

。
変

更
状

況
を

確
認

す
る

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

、
別

表
２

に
定

め
る

通
り

と
す

る
。

 
（

２
）

防
護

措
置

の
検

討
依

頼
 

防
護

措
置

が
必

要
と

判
断

さ
れ

た
場

合
、

原
子

力
安

全
部

長
は

、
原

子
力

安
全

部
門

統
括

の
承

認
を

得
て

原
子

力
発

電
部

長
、

原
子

力
技

術
部

長
及

び
原

子
力

土
木

建
築

部
長

へ
防

護
措

置
の

検
討

を
依

頼
す

る
。

 
（

３
）

防
護

措
置

の
対

応
確

認
 

原
子

力
発

電
部

長
、

原
子

力
技

術
部

長
及

び
原

子
力

土
木

建
築

部
長

は
原

子
力

安
全

部
長

の
依

頼
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

検
討

を
実

施
し

、
検

討
結

果
を

原
子

力
安

全
部

長
に

報
告

す
る

と
共

に
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

原
子

力
安

全
部

長
は

、
必

要
な

措
置

が
完

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
、

原
子

力
安

全
部

門
統

括
の

確
認

を
得

る
。

 

第
7
条

7
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ａ

．
竜

巻
 

防
護

対
象

施
設

は
、

竜
巻

防
護

に
係

る
設

計
時

に
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

最
大

風
速

10
0
m/

s
の

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
に

つ
い

て
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
を

設
定

し
、

防
護

対
象

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

そ
れ

ぞ
れ

の
施

設
の

設
置

場
所

及
び

障
害

物
の

有
無

を
考

慮
し

て
影

響
評

価
を

実
施

し
、

防
護

対
象

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
影

響
に

応
じ

た
防

護
措

置
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、「

５
．
１

．
２

 
多

様
性

、
位

置
的

分
散

等
」
の

位
置

的
分

散
、「

５
．
１

．
３

 
悪

影
響

防
止

等
」
及

び
「

５
．
１

．
５

 
環

境
条

件
等

」
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、

防
護

対
象

施
設

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

施
設

の
影

響
及

び
竜

巻
の

随
伴

事
象

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
な

お
、

定
期

的
に

新
知

見
の

確
認

を
行

い
、

新
知

見
が

得
ら

れ
た

場
合

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）

 
 

５
．
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
そ

の
他

自
然

災
害

に
係

る
新

た
な

知
見

等
の

収
集

、
反

映
等

を
実

施
す

る
。

 

－
 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、

100



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

に
評

価
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 
 

前
項

で
評

価
し

た
新

知
見

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 
(1

) 
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
の

竜
巻

の
評

価
を

行
い

、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 
－

 
－

 
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

 
－

 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 

第
7
条

8
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
（

ａ
）

影
響

評
価

に
お

け
る

荷
重

の
設

定
 

構
造

強
度

評
価

に
お

い
て

は
、

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

、
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
及

び
飛

来
物

の
衝

撃
荷

重
を

組
み

合
わ

せ
た

荷
重

並
び

に
竜

巻
以

外
の

荷
重

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

設
計

荷
重

を
設

定
す

る
。

 
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
及

び
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
と

し
て

は
、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
風

速
の

竜
巻

の
特

性
値

に
基

づ
い

て
設

定
す

る
。

 
飛

来
物

の
衝

撃
荷

重
と

し
て

は
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

設
計

飛
来

物
で

あ
る

鋼
製

材
（

長
さ

4
.2

m
×

幅
0.

3m
×

奥
行

き
0
.2

m
、
重

量
1
35

k
g
、

飛
来

時
の

水
平

速
度

5
1m

/s
、
飛

来
時

の
鉛

直
速

度
3
4m

/s
）
よ

り
も

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
大

き
な

資
機

材
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
設

置
場

所
及

び
障

害
物

の
有

無
を

考
慮

し
、

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
、

並
び

に
車

両
の

入
構

管
理

及
び

退
避

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
か

ら
、

設
計

飛
来

物
が

衝
突

す
る

場
合

の
荷

重
を

設
定

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
さ

ら
に

、
設

計
飛

来
物

に
加

え
て

、
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
置

状
況

そ
の

他
環

境
状

況
を

考
慮

し
、

評
価

に
用

い
る

飛
来

物
の

衝
突

に
よ

る
荷

重
を

設
定

す
る

。
 

な
お

、
飛

来
し

た
場

合
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

資
機

材
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
管

場
所

、
設

置
場

所
及

び
障

害
物

の
有

無
を

考
慮

し
、

防
護

対
象

施
設

、
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

及
び

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
施

設
に

衝
突

し
、

そ
の

機
能

に
損

傷
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
、

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

が
作

用
す

る
場

合
に

お
い

て
も

、
浮

き
上

が
り

又
は

横
滑

り
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

よ
う

固
縛

す
る

。
資

機
材

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
、

並
び

に
車

両
の

入
構

管
理

及
び

退
避

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

3-
1-

1
 

 
添

2-
3-

1-
2
 

資
料

２
－

３
－

１
 

竜
巻

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 設

計
に

用
い

る
竜

巻
及

び
飛

来
物

の
設

定
 

(
2)

 飛
来

物
 

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

と
お

り
、

固
縛

等
の

運
用

、
管

理
を

考
慮

し
て

、
飛

来
し

た
場

合
に

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
最

も
大

き
く

な
る

鋼
製

材
（

長
さ

4.
2m

×
幅

0
.3

m×
奥

行
き

0.
2m

、
重

量
1
35

k
g、

飛
来

時
の

水
平

速
度

5
1m

/s
、

飛
来

時
の

鉛
直

速
度

34
m/

s
）

を
設

計
飛

来
物

と
し

て
設

定
す

る
。

ま
た

、
評

価
対

象
物

の
設

置
状

況
そ

の
他

環
境

状
況

に
応

じ
て

、
鋼

製
パ

イ
プ

及
び

砂
利

に
つ

い
て

も
、

評
価

に
お

い
て

設
計

飛
来

物
に

代
わ

る
飛

来
物

と
し

て
設

定
す

る
。

 
飛

来
し

た
場

合
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
及

び
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

資
機

材
等

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
管

場
所

、
設

置
場

所
等

を
考

慮
し

、
浮

き
上

が
り

ま
た

は
横

滑
り

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
よ

う
固

縛
す

る
。

な
お

、
資

機
材

等
の

固
縛

、
屋

内
収

納
及

び
撤

去
並

び
に

車
両

の
入

構
管

理
及

び
退

避
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
、

管
理

を
行

う
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(c

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

車
両

に
関

す
る

入
構

管
理

を
行

う
。

 
ｂ

．
竜

巻
の

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
車

両
に

関
し

て
停

車
し

て
い

る
場

所
に

応
じ

て
退

避
ま

た
は

固
縛

す
る

こ
と

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

飛
来

物
管

理
の

手
順

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、

設
置

場
所

等
に

応
じ

て
固

縛
、

建
屋

内
収

納
ま

た
は

撤
去

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

２
）

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
手

順
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
時

に
か

か
る

対
応

手
順

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ａ

．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

退
避

又
は

固
縛

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

第
7
条

9
 

 （
外

部
衝

撃
）

 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 （

竜
巻

）
 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ａ

．
竜

巻
 

（
ｂ

）
竜

巻
に

対
す

る
影

響
評

価
及

び
竜

巻
防

護
対

策
 

屋
外

の
防

護
対

象
施

設
は

、
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

設
計

荷
重

に
対

し
て

防
護

対
象

施
設

の
構

造
強

度
評

価
を

実
施

し
、

要
求

さ
れ

る
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

屋
内

の
防

護
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

、
設

計
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

外
気

と
繋

が
っ

て
い

る
屋

内
の

防
護

対
象

施
設

、
並

び
に

建
屋

及
び

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
に

よ
る

飛
来

物
の

防
護

が
期

待
で

き
な

い
屋

内
の

防
護

対
象

施
設

は
、

加
わ

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

計
荷

重
に

対
し

て
防

護
対

象
施

設
の

構
造

強
度

評
価

を
実

施
し

、
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
、

要
求

さ
れ

る
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

措
置

そ
の

他
の

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

風
（

台
風

）
及

び
竜

巻
に

よ
る

風
荷

重
に

対
し

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
保

管
に

よ
り

、
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
に

対
し

、
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

竜
巻

に
よ

る
荷

重
に

よ
り

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

に
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

 
防

護
措

置
と

し
て

設
置

す
る

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
と

し
て

は
、

防
護

ネ
ッ

ト
（

硬
鋼

線
材

・
線

径
φ

4
mm

・
網

目
寸

法
5
0m

m
及

び
硬

鋼
線

材
・

線
径

φ
4
m
m・

網
目

寸
法

4
0m

m
）
、

防
護

鋼
板

（
S
S4

0
0
）

及
び

架
構

を
設

置
し

、
内

包
す

る
防

護
対

象
施

設
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

、
防

護
対

象
施

設
の

機
能

喪
失

に
い

た
る

可
能

性
の

あ
る

飛
来

物
が

防
護

対
象

施
設

に
衝

突
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
は

、
地

震
時

に
お

い
て

倒
壊

し
な

い
よ

う
、

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
を

維
持

す
る

こ
と

に
よ

り
、

防
護

対
象

施
設

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

燃
料

集
合

体
に

対
す

る
防

護
措

置
と

し
て

設
置

す
る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
は

、
防

護
ネ

ッ
ト

、
二

重
化

し
た

必
要

な
安

全
率

を
有

す
る

ワ
イ

ヤ
ロ

ー
プ

、
架

台
及

び
巻

き
取

り
装

置
か

ら
構

成
さ

れ
る

。
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

の
防

護
ネ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

近
傍

に
設

置
す

る
架

台
に

保
管

し
、

巻
き

取
り

装
置

か
ら

ワ
イ

ヤ
ロ

ー
プ

を
送

り
出

す
こ

と
に

よ
り

防
護

ネ
ッ

ト
を

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
覆

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備

は
、

中
央

制
御

室
に

設
置

し
て

い
る

Ｆ
Ａ

Ｘ
等

を
用

い
て

入
手

し
た

気
象

情
報

か
ら

、
発

電
所

へ
到

達
の

お
そ

れ
の

あ
る

竜
巻

が
襲

来
す

る
前

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ

添
2-

3-
3
-1

9
 

資
料

2－
3
－

3
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.3

 竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

施
設

 
(
1)

 
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
施

設
は

、
「

3
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の
「

3.
3(

3)
 
性

能
目

標
」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
施

設
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
竜

巻
に

よ
る

設
計

飛
来

物
の

衝
突

に
加

え
、
風

圧
力

及
び

気
圧

差
に

対
し

、
竜

巻
時

及
び

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
も

、
設

計
飛

来
物

が
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
衝

突
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

に
、

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

建
屋

も
し

く
は

地
中

構
造

物
内

部
に

設
置

し
、
ま

た
、
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

に
波

及
的

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課

（
室

）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。）
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、

制
定

・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、

第
８

条
第

２
項

に
基

づ
き

運
営

委
員

会
の

確
認

を
得

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作

に
関

す
る

事
項

 
(2

) 
巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
 

(3
) 

異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(4

) 
警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(5
) 

原
子

炉
施

設
の

各
設

備
の

運
転

操
作

に
関

す
る

事
項

 
(6

) 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(7

) 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(8
) 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(9
) 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

飛
来

物
管

理
の

手
順

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

の
鋼

製
材

よ
り

も
大

き
な

も
の

に
対

す
る

飛
来

物
管

理
の

手
順

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

２
）

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
手

順
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
時

に
か

か
る

対
応

手
順

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ａ

．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

退
避

又
は

固
縛

に
つ

い
て

は
、

第
４

編
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｄ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ
ッ

ト
で

覆
う

操
作

を
実

施
す

る
。

 
（

５
）

竜
巻

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

６
）

竜
巻

襲
来

に
よ

り
原

子
炉

施
設

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
各

課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
襲

来
後

原
子

炉
施

設
に

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４

編
 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
竜

巻
襲

来
時

等
の

対
応

 
７

．
竜

巻
襲

来
時

の
対

応
 

（
２

）
竜

巻
避

難
の

解
除

 
ｂ

．
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

運
転

状
態

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
ま

た
、
竜

巻
の

通
過

を
確

認
し

た
後

、
屋

外
設

備
の

点
検

を
行

い
、
そ

の
結

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
竜

巻
の

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
車

両
に

関
し

て
停

車
し

て
い

る
場

所
に

応
じ

て
退

避
ま

た
は

固
縛

す
る

こ
と

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(d
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
を

防
護

ネ
ッ

ト
で

覆
う

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術

101



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ッ
ト

で
覆

う
運

用
と

し
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

防
護

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

設
計

荷
重

に
対

す
る

構
造

強
度

評
価

を
実

施
し

、
内

包
す

る
防

護
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

損
な

わ
ず

、
飛

来
物

が
内

包
す

る
防

護
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
衝

突
す

る
こ

と
を

防
止

可
能

な
設

計
と

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
防

護
対

象
施

設
の

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
防

護
措

置
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

防
護

対
象

施
設

は
、

設
計

荷
重

に
よ

り
、

機
械

的
及

び
機

能
的

な
波

及
的

影
響

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
防

護
対

象
施

設
に

対
し

て
、

機
械

的
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

施
設

は
、

設
計

荷
重

に
対

し
、

当
該

施
設

の
倒

壊
、

損
壊

及
び

部
材

の
脱

落
に

よ
り

防
護

対
象

施
設

に
損

傷
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

当
該

施
設

が
機

能
喪

失
に

陥
っ

た
場

合
に

、
防

護
対

象
施

設
も

機
能

喪
失

さ
せ

る
機

能
的

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

施
設

は
、

設
計

荷
重

に
対

し
、

必
要

な
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

防
護

対
象

施
設

の
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

措
置

そ
の

他
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
竜

巻
に

よ
る

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

に
対

し
、

防
護

対
象

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
屋

内
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
竜

巻
に

よ
る

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

を
考

慮
し

て
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

施
設

に
よ

り
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
 

竜
巻

随
伴

事
象

を
考

慮
す

る
施

設
は

、
過

去
の

竜
巻

被
害

の
状

況
及

び
発

電
所

に
お

け
る

施
設

の
配

置
か

ら
竜

巻
随

伴
事

象
と

し
て

想
定

さ
れ

る
火

災
、

溢
水

及
び

外
部

電
源

喪
失

に
つ

い
て

も
考

慮
し

、
竜

巻
の

随
伴

事
象

に
対

す
る

影
響

評
価

を
実

施
し

、
防

護
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
竜

巻
に

よ
る

随
伴

事
象

の
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
竜

巻
随

伴
に

よ
る

火
災

に
対

し
て

は
、

火
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
お

け
る

想
定

に
包

絡
さ

れ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
竜

巻
随

伴
に

よ
る

溢
水

に
対

し
て

は
、

溢
水

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
お

け
る

溢
水

量
の

想
定

に
包

絡
さ

れ
る

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、

竜
巻

随
伴

に
よ

る
外

部
電

源
喪

失
に

対
し

て
は

、
代

替
設

備
に

よ
る

電
源

供
給

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 
 

者
に

報
告

す
る

。
 

ｆ
．

竜
巻

に
よ

り
原

子
炉

施
設

等
が

損
傷

し
た

場
合

の
処

置
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
気

体
廃

棄
物

が
放

出
中

で
あ

れ
ば

す
み

や
か

に
放

出
を

停
止

す
る

。
 

(b
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、
応

急
補

修
を

行
う

。
 

(d
) 

土
木

建
築

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 
(f

) 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
ま

た
は

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

 

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｄ
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
損

傷
時

の
対

応
 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

の
目

視
に

よ
る

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
目

視
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
異

音
、

排
気

風
量

の
変

化
に

よ
る

損
傷

の
確

認
を

行
い

、
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
格

納
容

器
パ

ー
ジ

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
応

急
補

修
が

困
難

な
場

合
は

、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ま
た

、
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
な

お
、
目

視
点

検
等

に
よ

り
損

傷
が

発
見

で
き

な
い

場
合

は
、
至

近
の

定
期

検
査

に
お

い
て

、
詳

細
点

検
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

損
傷

時
の

対
応

 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

駆
動

機
構

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

は
、
速

や
か

に
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 
応

急
処

置
に

よ
る

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

は
、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

第
４

章
 

車
両

等
の

避
難

 
２

．
発

電
所

構
内

で
の

車
両

運
用

の
原

則
 

（
１

）
原

則
と

し
て

発
電

所
構

内
に

は
発

電
所

の
運

用
に

必
要

な
車

両
以

外
は

、
乗

り
入

れ
を

制
限

す
る

。
 

（
２

）
竜

巻
防

護
施

設
か

ら
３

５
０

ｍ
以

内
に

駐
車

す
る

車
両

に
つ

い
て

は
、

原
則

固
縛

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

３
）
車

両
の

管
理

者
は

、
常

に
速

や
か

に
車

両
の

移
動

が
で

き
る

体
制

を
維

持
す

る
。

 
（

４
）
物

品
搬

入
等

で
駐

車
制

限
エ

リ
ア

に
停

車
す

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

短
時

間
で

の
作

業
に

心
が

け
、
作

業
終

了
後

は
直

ち
に

駐
車

制
限

エ
リ

ア
外

に
車

両
を

移
動

さ
せ

る
。

 
（

５
）
車

両
の

管
理

者
は

、
停

車
車

両
の

運
転

者
に

対
し

、
常

に
連

絡
手

段
を

確
保

し
て

お
く

。
 

（
６

）
停

車
車

両
の

運
転

者
は

、
ペ

ー
ジ

ン
グ

等
に

よ
る

情
報

に
注

意
し

、
避

難
指

示
等

が
出

さ
れ

た
場

合
は

直
ち

に
指

示
に

従
う

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A-
4(

2)
 

竜
巻

）
 

竜
巻

襲
来

時
は

、
ユ

ニ
ッ

ト
の

運
転

状
態

を
監

視
 

竜
巻

解
除

に
対

す
る

運
転

状
態

の
確

認
 

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

に
損

傷
発

見
し

た
場

合
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

損
傷

時
の

対
応

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A-
4(

2)
 

竜
巻

）
 

竜
巻

襲
来

時
は

、
ユ

ニ
ッ

ト
の

運
転

状
態

を
監

視
 

竜
巻

解
除

に
対

す
る

運
転

状
態

の
確

認
 

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

損
傷

発
見

し
た

場
合

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
損

傷
時

の
対

応
を

記
載

 

添
2-

3-
3
-2

0
 

資
料

２
－

３
－

３
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.4

 波
及

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

(
2)

 機
能

的
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

a
. 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気
・
排

気
消

音
器

及
び

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

消
音

器
の

設
計

方
針

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
吸

気
・

排
気

消
音

器
及

び
主

蒸
気

大
気

放
出

弁
消

音
器

は
、「

3
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
3
.4

(
3)

 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

し
て

い
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気

・
排

気
消

音
器

及
び

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

消
音

器
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
竜

巻
の

風
圧

力
、

気
圧

差
に

対
し

、
竜

巻
時

及
び

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
も

、
排

気
機

能
を

保
持

す
る

た
め

に
、

防
護

対
象

施
設

に
接

続
し

、
屋

外
へ

の
排

気
を

行
う

た
め

の
風

路
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
、

主
蒸

気
大

気
放

出
弁

の
消

音
器

は
、

設
計

飛
来

物
に

対
し

、
閉

塞
に

よ
り

排
気

機
能

の
一

部
を

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
排

気
機

能
の

一
部

を
喪

失
し

て
も

速
や

か
に

防
護

対
象

施
設

の
安

全
機

能
を

復
旧

す
る

た
め

に
、

竜
巻

通
過

後
に

お
い

て
、

補
修

等
の

対
応

が
取

れ
る

配
置

と
し

、
運

転
管

理
等

の
運

用
上

の
措

置
に

よ
り

速
や

か
に

機
能

を
復

帰
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 ６

．
６

 原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
の

影
響

に
よ

り
、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（

室
）

長
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

４
章

 
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
５

）
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
４

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

第
２

編
第

１
章

か
ら

第
５

章
に

係
る

設
計

基
準

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

状
況

の
的

確
な

把
握

、
社

内
連

絡
及

び
社

外
連

絡
、
報

告
の

実
施

に
つ

い
て

は
、「

高
浜

発
電

所
 

技
術

業
務

所
則

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
各

事
象

の
影

響
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

お
よ

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
発

電
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
及

び
関

連
課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

共
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

添
2-

3-
3
-2

0
 

 
添

2-
3-

3
-2

1
 

資
料

２
－

３
－

３
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
.4

 波
及

的
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

(
2)

 機
能

的
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
施

設
 

b
. 

主
蒸

気
安

全
弁

排
気

管
、

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

蒸
気

大
気

放
出

管
及

び
燃

料
油

貯
油

そ
う

ベ
ン

ト
管

の
設

計
方

針
 

主
蒸

気
安

全
弁

排
気

管
、

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

蒸
気

大
気

放
出

管
及

び
燃

料
油

貯
油

そ
う

ベ
ン

ト
管

は
、「

3
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の
「

3.
4(

3)
 
性

能
目

標
」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
し

て
い

る
。

 
主

蒸
気

安
全

弁
排

気
管

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
に

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

４
章

 
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
５

）
竜

巻
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

蒸
気

大
気

放
出

管
、

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
の

排
気

管
及

び
ベ

ン
ト

管
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
竜

巻
の

風
圧

力
及

び
気

圧
差

に
対

し
、

竜
巻

時
及

び
竜

巻
通

過
後

に
お

い
て

も
、
排

気
機

能
を

保
持

す
る

た
め

に
、
防

護
対

象
施

設
に

接
続

し
、

屋
外

へ
の

排
気

を
行

う
た

め
の

風
路

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
主

蒸
気

安
全

弁
排

気
管

、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
の

排
気

管
及

び
ベ

ン
ト

管
は

、
設

計
飛

来
物

に
対

し
、

閉
塞

に
よ

り
排

気
機

能
の

一
部

を
喪

失
す

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

排
気

機
能

の
一

部
を

喪
失

し
て

も
速

や
か

に
防

護
対

象
施

設
の

安
全

機
能

を
復

旧
す

る
た

め
に

、
竜

巻
通

過
後

に
お

い
て

、
補

修
等

の
対

応
が

取
れ

る
配

置
と

し
、
運

転
管

理
等

の
運

用
上

の
措

置
に

よ
り

速
や

か
に

機
能

を
復

帰
す

る
運

用
と

す
る

。
 

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
．
６

 原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

各
課
（

室
）
長

は
、
竜

巻
の

影
響

に
よ

り
、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

関
係

課
（

室
）

長
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

 

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
４

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

第
２

編
第

１
章

か
ら

第
５

章
に

係
る

設
計

基
準

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

状
況

の
的

確
な

把
握

、
社

内
連

絡
及

び
社

外
連

絡
、
報

告
の

実
施

に
つ

い
て

は
、「

高
浜

発
電

所
 

技
術

業
務

所
則

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
各

事
象

の
影

響
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

お
よ

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
発

電
所

長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
及

び
関

連
課
（

室
）
長

に
連

絡
す

る
と

共
に

、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

(
2
)
 

竜
巻

）
 

竜
巻

通
過

後
に

主
蒸

気
安

全
弁

排
気

管
、
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
蒸

気
大

気
放

出
管

及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
ベ

ン
ト

管
を

点
検

し
、
異

常
が

あ
れ

ば
保

修
課

へ
連

絡
す

る
こ

と
を

記
載

。
 

  

第
7
条

1
0 

 
(
外

部
衝

撃
)
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

防
護

対
象

施
設

は
、

発
電

所
の

運
用

期
間

中
に

お
い

て
安

全
性

に
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
火

山
事

象
と

し
て

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

降
下

火
砕

物
の

特
性

を
設

定
し

、
そ

の
降

下
火

砕
物

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
防

護
対

象
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

な
お

、
定

期
的

に
新

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
に

評
価

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

８
条

の
３

 
（

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備
）
 

５
．
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
そ

の
他

自
然

災
害

に
係

る
新

た
な

知
見

等
の

収
集

、
反

映
等

を
実

施
す

る
。

 
      

－
 

－
 

原
子

力
技

術
業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場
合

、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷
（

※
２

）
お

よ
び

火
山

事
象

（
※

2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的
な

確
認

・
評

価
 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
※

２
．

別
紙

３
に

定
め

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・

保
全

技
術

グ
ル

ー
プ

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

は
、

必
要

な
場

合
、

関
係

グ
ル

ー
プ

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
協

力
を

得
な

が
ら

、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 
 

【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 
別

紙
－

１
 

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
 

 
１

．
計

画
（

基
本

設
計

）
 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 
 

 
原

子
力

発
電

所
の

安
全

を
達

成
・

維
持

・
向

上
す

る
た

め
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

ａ
．

保
全

情
報

（
法

令
・

規
制

の
要

求
、

最
新

知
見

、
不

具
合

情
報

、
水

平
展

開
情

報
、

業
務

の
対

象
範

囲
、

実
施

・
検

証
方

法
等

）
を

収
集

す
る

。
 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
７

 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 
(1

) 
原

子
力

技
術

部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
の

火
山

事
象

の
評

価
を

行
い

、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 
－

 

第
7
条

1
3 

 
(
外

部
衝

撃
)
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
イ

）
構

造
物

へ
の

荷
重

 
防

護
対

象
施

設
及

び
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

（
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
）

に
属

す
る

施
設

（
以

下
「

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

屋
外

に
設

置
し

て
い

る
施

設
、

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
で

、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す

い
屋

根
構

造
を

有
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
短

期
的

な
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
許

容
荷

重
が

降
下

火
砕

物
、

風
（

台
風

）
及

び
積

雪
に

よ
る

組
合

せ
を

考
慮

し
た

荷
重

に
対

し
て

安
全

裕
度

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

荷
重

に
よ

り
構

造
健

全
性

を
失

わ
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
当

該
施

設
に

堆
積

す
る

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
2-

4-
1-

3
 

 
添

2-
4-

3-
4
 

資
料

２
－

４
－

１
 

火
山

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.3
 降

下
火

砕
物

の
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

(
2)

 荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容

限
界

 
資

料
２

－
１

－
１

「
耐

震
設

計
上

重
要

な
設

備
を

設
置

す
る

施
設

に
対

す
る

自
然

現
象

等
へ

の
配

慮
に

関
す

る
基

本
方

針
」

の
「

4
. 

組
合

せ
」

で
設

定
し

て
い

る
自

然
現

象
の

組
合

せ
に

し
た

が
っ

て
、

降
下

火
砕

物
、

風
（

台
風

）
及

び
積

雪
に

よ
る

荷
重

の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
。

火
山

事
象

の
設

計
に

お
け

る
荷

重
は

、
積

雪
の

荷
重

を
組

み
合

わ
せ

る
た

め
、

積
雪

の
設

計
は

火
山

事
象

の
設

計
に

包
絡

さ
れ

る
。

 
構

造
物

へ
の

荷
重

に
対

し
て

は
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

と
そ

の
他

の
荷

重
の

組
合

せ
を

考
慮

し
て

構
造

強
度

評
価

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
そ

れ
ぞ

れ
定

め
る

許
容

限
界

以
下

と
な

る
よ

う
設

計
す

る
。

 
建

築
基

準
法

に
お

け
る

積
雪

の
荷

重
の

考
え

方
に

準
拠

し
、

降
下

火
砕

物
の

降
灰

か
ら

3
0
日

を
目

処
に

速
や

か
に

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

、
ま

た
降

灰
時

に
は

除
雪

も
合

せ
て

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
を

短
期

に
生

じ
る

荷
重

と
す

る
。

 
  資

料
２

－
４

－
３

 
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

考
慮

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

3
.1

 降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
と

影
響

因
子

と
の

関
連

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
火

山
事

象
が

重
大

事
故

等
の

起
因

と
な

ら
な

い
こ

と
、

並
び

に
重

大
事

故
等

時
に

火
山

事
象

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
た

め
、

設
備

を
使

用
し

て
い

な
い

保
管

時
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。

こ
の

た
め

、
閉

塞
、

磨
耗

、
大

気
汚

染
及

び
絶

縁
低

下
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

ず
、

影
響

を
受

け
る

可
能

性
が

あ
る

荷
重

、
腐

食
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業

務
要

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 保
修

業
務

所
則

 
  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
、
降

雪
時

お
よ

び
地

滑
り

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）

長
は

、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

及
び

「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

を
目

処
に

速
や

か
に

除
灰

を
実

施
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
せ

て
実

施
す

る
。

 
な

お
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
 

 
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
降

灰
時

に
は

換
気

空
調

設
備

の
閉

回
路

運
転

な
ど

必
要

な
操

作
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

対
策

本
部

に
よ

り
降

灰
対

策
の

指
示

が
あ

れ
ば

、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
を

実
施

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

1
4 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ロ

）
閉

塞
 

ⅰ
．

水
循

環
系

の
閉

塞
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り

降
下

火
砕

物
を

含
む

海
水

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

、
降

下
火

砕
物

の
粒

径
よ

り
大

き
な

流
水

部
を

設
け

る
こ

と
に

よ
り

、
水

循
環

系
の

狭
隘

部
が

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
水

循
環

系
が

閉
塞

し
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
点

検
を

行
い

、
状

況
に

応
じ

て
ス

ト
レ

ー
ナ

を
洗

浄
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
2-

4-
3
-1

9
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.2

 水
循

環
系

の
閉

塞
を

考
慮

す
る

施
設

 
 

(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、
「

4.
 
要

求
機

能
及

び
性

能
目

標
」

の
「

4
.2

(3
)
 性

能
目

標
」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

閉
塞

に
対

し
、

流
路

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

又
は

降
下

火
砕

物
の

粒
径

を
考

慮
し

て
閉

塞
し

な
い

流
水

部
を

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

ポ
ン

プ
狭

隘
部

を
降

下
火

砕
物

の
粒

径
よ

り
大

き
く

す
る

こ
と

及
び

海
水

ポ
ン

プ
軸

受
部

へ
の

潤
滑

水
ラ

イ
ン

に
降

下
火

砕
物

を
捕

獲
で

き
る

ス
ト

レ
ー

ナ
を

設
置

す
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、
ス

ト
レ

ー
ナ

は
差

圧
管

理
を

行
っ

て
お

り
、
規

定
値

に
達

す
れ

ば
洗

浄
を

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
、
地

滑
り

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）

長
は

、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

及
び

「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

が
確

認
さ

れ
た

場
合

 
・
当

直
課

長
は

、
事

故
時

操
作

所
則

に
従

い
、
火

山
防

護
対

象
施

設
（

※
４

）
に

対
す

る
特

別
点

検
、
建

屋
内

へ
の

火
山

灰
の

侵
入

防
止

な
ら

び
に

閉
塞

等
火

山
灰

に
よ

る
影

響
を

防
止

す
る

た
め

必
要

な
設

備
操

作
（

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

の
循

環
運

転
な

ら
び

に
ダ

ン
パ

の
閉

止
等

、
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

の
洗

浄
、
開

閉
所

の
碍

子
洗

浄
）
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
状

況
に

応
じ

て
関

係
各

課
（

室
）
長

へ
設

備
の

詳
細

点
検

等
を

依
頼

し
、

処
置

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
当

直
課

長
か

ら
連

絡
を

受
け

た
点

検
結

果
に

つ
い

て
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
点

検
の

結
果

、
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
必

要
に

応
じ

て
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

対
策

本
部

と
協

議
す

る
。

 
火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

104



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

1
5 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

 イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ロ

）
閉

塞
 

ⅱ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

機
械

的
影

響
（

閉
塞

）
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
空

気
の

流
路

と
な

る
換

気
空

調
系

（
外

気
取

入
口

）
に

つ
い

て
は

、
開

口
部

を
下

向
き

の
構

造
と

す
る

こ
と

、
又

は
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
構

造
と

し
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

換
気

空
調

系
以

外
の

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

も
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

構
造

、
又

は
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

た
場

合
で

も
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

流
路

が
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
点

検
を

行
い

、
状

況
に

応
じ

て
換

気
空

調
系

の
フ

ィ
ル

タ
の

清
掃

や
取

替
え

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
3
-2

0
 

 
添

2-
4-

3
-2

1
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.3

 
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
閉

塞
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
1)

 
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
方

針
 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4
.3

(3
)
 

性
能

目
標

」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
海

水
ポ

ン
プ

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

閉
塞

に
対

し
、

流
路

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

の
開

口
部

を
下

向
き

の
構

造
と

し
防

塵
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
・

取
替

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
2)

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

機
関

、
消

音
器

）
の

設
計

方
針

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

機
関

、
消

音
器

）
は

、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4
.
3
(3

) 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

消
音

器
）

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

閉
塞

に
対

し
、

流
路

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

非
常

用
所

内
母

線
へ

給
電

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

消
音

器
の

開
口

部
を

下
向

き
の

構
造

と
し

吸
気

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
フ

ィ
ル

タ
の

清
掃

・
取

替
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

の
設

計
方

針
 

換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
は

、
「

4
.
 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4.

3
(3

) 
性

能
目

標
」

で
設

定
し

て
い

る
機

能
設

計
上

の
性

能
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
、

以
下

の
設

計
方

針
と

す
る

。
 

換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
閉

塞
に

対
し

、
流

路
へ

の
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
各

部
屋

を
換

気
又

は
空

調
管

理
す

る
こ

と
で

機
器

の
運

転
に

必
要

な
温

度
条

件
の

維
持

、
居

住
性

の
維

持
及

び
被

ば
く

低
減

を
図

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
・

取
替

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

綱
 

 原
子

力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

     一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
、
降

雪
、
地

滑
り

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 （

２
）

降
下

火
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
ａ

．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
降

灰
後

に
お

け
る

中
長

期
の

対
応

 
・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

 
 【

保
修

業
務

所
則

】
 

第
６

章
 

保
全

計
画

の
策

定
 

２
．

保
全

計
画

の
策

定
 

担
当

課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 

 
な

お
、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 

 
ま

た
、

特
に

重
要

な
機

器
の

長
期

的
な

保
全

計
画

の
策

定
は

、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な

保
全

計
画

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

 
ま

た
、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ

る
行

為
を

把
握

し
、

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
7
条

16
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ハ

）
磨

耗
 

ｉ
．

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

対
す

る
機

械
的

影
響

（
磨

耗
）

 
防

護
対

象
施

設
及

び
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
、

並
び

に
屋

外
に

開
口

又
は

屋
内

の
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

し
、

か
つ

摺
動

部
を

有
す

る
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
に

対
し

、
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

構
造

と
す

る
こ

と
又

は
磨

耗
し

に
く

い
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

磨
耗

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

磨
耗

が
進

展
し

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

水
循

環
系

、
換

気
空

調
系

の
フ

ィ
ル

タ
の

点
検

を
行

な
い

、
状

況
に

応
じ

て
清

掃
、

取
替

え
、

並
び

に
閉

回
路

循
環

運
転

等
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
3
-2

2
 

 
添

2-
4-

3
-2

3
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.4

 水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
磨

耗
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

磨
耗

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
2)

 海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
機

関
、

冷
却

器
）

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
4)

 １
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

１
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

冷
却

水
と

海
水

を
熱

交
換

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
5)

 空
調

用
冷

凍
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
空

調
用

冷
凍

機
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

空
調

用
冷

水
を

海
水

に
よ

り
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

磨
耗

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
6)

 取
水

設
備

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
取

水
設

備
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
磨

耗
に

対
し

、
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
磨

耗
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
7)

 計
器

用
空

気
圧

縮
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

換
気

空
調

系
の

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
侵

入
を

防
止

し
磨

耗
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

降
灰

お
よ

び
地

滑
り

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

保
守

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 保
修

業
務

所
則

 
   

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）

長
は

、
降

下
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

及
び

「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

・
各

課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
降

灰
後

に
お

け
る

中
長

期
の

対
応

 
・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

担
当

課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 

第
7
条

17
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅰ
．

構
造

物
の

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

施
設

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期

的
に

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

日
常

保
守

管
理

に
お

け
る

点
検

並
び

に
状

況
に

応
じ

た
塗

装
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
2-

4-
3
-2

4
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
2)

 復
水

タ
ン

ク
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

復
水

タ
ン

ク
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

停
止

後
の

崩
壊

熱
及

び
残

留
熱

を
除

去
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
3)

 燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
炉

心
を

冷
却

し
未

臨
界

を
維

持
す

る
機

能
、

並
び

に
原

子
炉

格
納

容
器

を
冷

却
し

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
上

昇
を

抑
制

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
4)

 外
部

し
ゃ

へ
い

建
屋

、
補

助
建

屋
、

燃
料

取
扱

建
屋

、
中

間
建

屋
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
及

び
制

御
建

屋
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

外
部

し
ゃ

へ
い

建
屋

、
補

助
建

屋
、

燃
料

取
扱

建
屋

、
中

間
建

屋
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
及

び
制

御
建

屋
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
建

屋
が

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
し

、
建

屋
に

よ
っ

て
内

包
す

る
防

護
す

べ
き

施
設

に
降

下
火

砕
物

を
接

触
さ

せ
な

い
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 保
修

業
務

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）

長
は

、
降

下
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

及
び

「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 

第
7
条

18
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅱ
．

水
循

環
系

の
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

 
防

護
対

象
施

設
及

び
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
材

料
の

使
用

や
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期

的
に

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

日
常

保
守

管
理

に
お

け
る

点
検

並
び

に
状

況
に

応
じ

た
塗

装
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
2-

4-
3
-2

3
 

 
添

2-
4-

3
-2

4
 

 
添

2-
4-

3
-2

5
 

 
添

2-
4-

3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
1)

 海
水

ポ
ン

プ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
塗

装
等

に
よ

り
降

下
火

砕
物

と
施

設
を

接
触

さ
せ

な
い

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
外

装
の

塗
装

及
び

海
水

と
接

触
す

る
部

位
の

防
汚

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
、

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

モ
ー

タ
内

部
を

耐
食

性
の

あ
る

樹
脂

で
保

護
す

る
こ

と
に

よ
り

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
 

 原
子

力

 設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   一
般

防
災

業
務

所
達

 
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）

長
は

、
降

下
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

及
び

「
高

浜
発

電
所
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
5)

 海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
海

水
と

接
触

す
る

部
位

の
防

汚
塗

装
及

び
ラ

イ
ニ

ン
グ

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
6)

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
冷

却
器

）
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
冷

却
器

）
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
非

常
用

所
内

母
線

へ
給

電
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
附

属
設

備
で

あ
る

各
冷

却
器

の
海

水
と

接
触

す
る

部
位

に
耐

食
性

の
あ

る
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
7)

 １
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
の

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

１
次

系
冷

却
水

ク
ー

ラ
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
原

子
炉

補
機

を
冷

却
す

る
冷

却
水

と
海

水
を

熱
交

換
す

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
海

水
と

接
触

す
る

部
位

に
耐

食
性

の
あ

る
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
8)

 空
調

用
冷

凍
機

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
空

調
用

冷
凍

機
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
降

下
火

砕
物

を
考

慮
し

て
施

設
に

耐
食

性
を

持
た

せ
る

こ
と

又
は

運
用

等
に

よ
り

、
空

調
用

冷
水

を
海

水
に

よ
り

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

と
接

触
す

る
部

位
に

耐
食

性
の

あ
る

材
料

を
使

用
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
9)

 取
水

設
備

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
取

水
設

備
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

、
防

汚
塗

装
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

原
子

炉
補

機
を

冷
却

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

海
水

と
接

触
す

る
部

位
の

防
汚

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
で

短
期

的
な

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

降
灰

時
の

点
検

、
並

び
に

日
常

保
守

管
理

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
長

期
的

な
腐

食
が

進
展

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

第
一

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 
 保

修
業

務
所

則
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。

 
異

常
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 
 

第
7
条

19
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ニ

）
腐

食
 

ⅲ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

耐
食

性
の

あ
る

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
短

期
的

に
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
長

期
的

な
腐

食
の

影
響

が
生

じ
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は
日

常
保

守
管

理
に

お
け

る
点

検
並

び
に

状
況

に
応

じ
た

塗
装

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
2-

4-
3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.5

 構
造

物
、

水
循

環
系

、
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

お
け

る
腐

食
を

考
慮

す
る

施
設

 
(
10

) 
格

納
容

器
排

気
筒

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
格

納
容

器
排

気
筒

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
、

塗
装

等
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

建
屋

内
の

空
気

を
外

気
に

排
気

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
(
11

) 
補

助
建

屋
排

気
筒

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
補

助
建

屋
排

気
筒

は
、

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
、

塗
装

等
に

よ
り

降
下

火
砕

物
と

施
設

を
接

触
さ

せ
な

い
こ

と
又

は
運

用
等

に
よ

り
、

建
屋

内
の

空
気

を
外

気
に

排
気

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

外
装

の
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

で
短

期
的

な
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
降

灰
時

の
点

検
、

並
び

に
日

常
保

守
管

理
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

長
期

的
な

腐
食

が
進

展
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所

保
修

業

務
要

綱
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  一
般

防
災

業
務

所
達

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

降
灰

後
に

お
け

る
中

長
期

の
対

応
 

・
発

電
室

長
（

※
３

）
は

、
発

電
室

業
務

所
則

に
基

づ
き

、
設

備
の

日
常

巡
視

点
検

を
行

う
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、
各

課
（

室
）
長

等
へ

対
応

を
依

頼
し

、
処

置
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

等
は

火
山

灰
に

よ
る

腐
食

等
の

中
長

期
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
保

修
業

務
所

則
、
土

木
建

築
業

務
所

則
に

基
づ

き
、
屋

外
設

備
な

ら
び

に
建

屋
の

維
持

管
理

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
 

な
お

、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
 

ま
た

、
特

に
重

要
な

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
の

策
定

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
 

ま
た

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

 

第
7
条

20
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ホ

）
発

電
所

周
辺

の
大

気
汚

染
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

中
央

制
御

室
換

気
空

調
系

に
つ

い
て

は
、

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

が
中

央
制

御
室

に
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
外

気
を

遮
断

し
降

下
火

砕
物

の
侵

入
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

大
気

汚
染

を
防

止
す

る
た

め
、

降
灰

時
に

は
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
2-

4-
3
-2

6
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.6

 発
電

所
周

辺
の

大
気

汚
染

を
考

慮
す

る
施

設
 

(
1)

 換
気

空
調

設
備

の
う

ち
中

央
制

御
室

換
気

空
調

系
（

外
気

取
入

口
）

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
換

気
空

調
設

備
の

う
ち

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

（
外

気
取

入
口

）
は

想
定

す
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

大
気

汚
染

に
対

し
、

中
央

制
御

室
へ

の
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

を
換

気
又

は
空

調
管

理
す

る
こ

と
で

居
住

性
を

維
持

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

換
気

空
調

設
備

の
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

降
下

火
砕

物
の

侵
入

に
よ

る
大

気
汚

染
を

防
止

し
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」
お

よ
び
「

気
体

廃
棄

物
処

理
系

等
の

放
出

停
止

」
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
巡

回
点

検
を

実
施

し
、

異
常

が
確

認
さ

れ
れ

ば
、

各
課

長
等

へ
対

応
を

依
頼

す
る

。
 

第
7
条

21
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
火

山
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
ヘ

）
絶

縁
低

下
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

及
び

そ
の

他
の

施
設

の
う

ち
、

空
気

を
取

り
込

む
機

構
を

有
す

る
計

装
盤

に
つ

い
て

は
、

設
置

場
所

の
換

気
空

調
系

に
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

外
気

を
遮

断
し

降
下

火
砕

物
に

よ
る

計
装

盤
の

絶
縁

低
下

を
防

止
す

る
た

め
、

降
灰

時
に

は
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
2-

4-
3
-2

7
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
5
.7

 絶
縁

低
下

を
考

慮
す

る
施

設
 

(
1)

 安
全

保
護

系
計

装
盤

の
設

計
方

針
 

安
全

保
護

系
計

装
盤

は
、
「

4
. 

要
求

機
能

及
び

性
能

目
標

」
の

「
4.

7(
3)

 性
能

目
標

」
で

設
定

し
て

い
る

機
能

設
計

上
の

性
能

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
以

下
の

設
計

方
針

と
す

る
。

 
安

全
保

護
系

計
装

盤
は

、
想

定
す

る
降

下
火

砕
物

に
よ

る
絶

縁
低

下
に

対
し

、
計

装
盤

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

原
子

炉
施

設
の

異
常

状
態

を
検

知
し

、
必

要
な

場
合

、
原

子
炉

停
止

系
、

工
学

的
安

全
施

設
等

を
作

動
さ

せ
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

安
全

保
護

系
計

装
盤

を
設

置
す

る
部

屋
の

換
気

空
調

設
備

の
外

気
取

入
口

に
平

型
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
換

気
空

調
設

備
の

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

で
降

下
火

砕
物

の
侵

入
に

よ
る

計
装

盤
の

絶
縁

低
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

外
気

取
入

口
に

設
置

し
て

い
る

平
型

フ
ィ

ル
タ

の
差

圧
確

認
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

ま
た

は
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 
 第

一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 （
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-4

-
(
3)

 
火

山
（

降
灰

）
）

 
対

策
本

部
に

よ
り

降
灰

対
策

の
指

示
が

あ
れ

ば
、
「

降
灰

時
点

検
表

」
に

基
づ

く
点

検
「

降
灰

時
の

降
下

火
砕

物
進

入
防

止
操

作
」

を
実

施
す

る
。
 

第
7
条

23
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

想
定

さ
れ

る
外

部
火

災
に

お
い

て
、

火
災

源
を

発
電

所
敷

地
内

及
び

敷
地

外
に

設
定

し
防

護
対

象
施

設
に

係
る

温
度

や
距

離
を

算
出

し
、

そ
れ

ら
に

よ
る

影
響

評
価

を
行

い
、

最
も

厳
し

い
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
６

．
外

部
火

災
影

響
評

価
に

つ
い

て
 

安
全
・
防

災
室

課
長

は
、
外

部
火

災
影

響
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

109



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

防
護

対
象

施
設

は
、

防
火

帯
の

設
置

、
建

屋
に

よ
る

防
護

、
離

隔
距

離
の

確
保

に
よ

る
防

護
を

行
う

設
計

と
す

る
。

な
お

、
防

火
帯

外
側

に
あ

る
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
及

び
外

部
遮

蔽
壁

保
管

庫
に

つ
い

て
は

、
そ

の
周

辺
に

防
火

帯
と

同
じ

幅
の

防
火

エ
リ

ア
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

に
つ

い
て

は
、

飛
び

火
対

策
と

し
て

散
水

設
備

を
設

け
る

こ
と

に
よ

り
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
「

５
．

１
．

２
 

多
様

性
、

位
置

的
分

散
等

」
の

う
ち

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

外
部

火
災

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
定

期
的

に
評

価
を

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

(b
) 

外
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

を
実

施
す

る
。

 

第
7
条

25
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｂ

）
発

電
所

敷
地

内
の

火
災

源
に

対
す

る
設

計
方

針
 

外
部

火
災

で
は

火
災

源
と

し
て

森
林

火
災

、
発

電
所

敷
地

内
に

存
在

す
る

危
険

物
タ

ン
ク

の
火

災
、

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
発

電
所

港
湾

内
に

入
港

す
る

船
舶

の
火

災
及

び
敷

地
内

の
危

険
物

タ
ン

ク
火

災
と

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

が
同

時
に

発
生

し
た

場
合

の
重

畳
火

災
を

想
定

し
、

火
災

源
か

ら
の

防
護

対
象

施
設

へ
の

熱
影

響
を

評
価

す
る

。
 

防
護

対
象

施
設

の
評

価
条

件
を

以
下

の
よ

う
に

設
定

し
、

評
価

す
る

。
評

価
結

果
よ

り
火

災
源

ご
と

に
輻

射
強

度
、

燃
焼

継
続

時
間

等
を

求
め

、
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

（
垂

直
外

壁
面

及
び

天
井

ス
ラ

ブ
か

ら
選

定
し

た
、

火
災

の
輻

射
に

対
し

て
最

も
厳

し
い

箇
所

）
の

表
面

温
度

が
許

容
温

度
（

20
0℃

）
以

下
及

び
屋

外
施

設
の

温
度

が
許

容
温

度
（

海
水

ポ
ン

プ
冷

却
空

気
の

取
込

温
度

 
 
℃

、
復

水
タ

ン
ク

温
度

 
 
℃

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

温
度

  
℃

）
以

下
と

な
る

、
又

は
、

許
容

温
度

と
な

る
危

険
距

離
を

算
出

し
、

そ
の

危
険

距
離

を
上

回
る

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
森

林
火

災
に

つ
い

て
は

、
発

電
所

周
辺

の
植

生
を

確
認

し
、

作
成

し
た

植
生

デ
ー

タ
、

気
象

条
件

及
び

発
火

点
に

よ
り

求
め

た
、

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

防
火

帯
の

外
縁

（
火

災
側

）
に

お
け

る
火

炎
輻

射
発

散
度

（
1,

20
0k

W/
m２

）
に

よ
る

危
険

距
離

を
求

め
評

価
す

る
。

 
・

発
電

所
敷

地
内

に
存

在
す

る
危

険
物

タ
ン

ク
の

火
災

に
つ

い
て

は
、

貯
蔵

量
等

を
勘

案
し

て
火

災
源

ご
と

に
防

護
対

象
施

設
の

温
度

※
1
を

求
め

、
評

価
す

る
。

 
・

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

に
つ

い
て

は
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
（

平
成

21
・

0
6
・

25
原

院
第

1
号

（
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
一

部
改

正
）
）

に
よ

り
落

下
確

率
が

1
0-

７
（

回
／

炉
・

年
）

と
な

る
面

積
及

び
離

隔
距

離
を

算
出

し
、

防
護

対
象

施
設

へ
の

影
響

が
最

も
厳

し
く

な
る

地
点

で
起

こ
る

こ
と

を
想

定
し

た
防

護
対

象
施

設
の

温
度

※
1
を

求
め

、
評

価
す

る
。

 
・

発
電

所
港

湾
内

に
入

港
す

る
船

舶
の

火
災

に
つ

い
て

は
、

港
湾

内
で

防
護

対
象

施
設

か
ら

最
も

近
い

地
点

で
起

こ
る

こ
と

を
想

定
し

、
燃

料
量

等
を

勘
案

し
て

防
護

対
象

施
設

の
温

度
※
1
を

求
め

評
価

す
る

。
 

・
重

畳
火

災
に

つ
い

て
は

、
敷

地
内

の
危

険
物

タ
ン

ク
火

災
と

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

の
評

価
条

件
に

よ
り

算
出

し
た

輻
射

強
度

及
び

燃
焼

継
続

時
間

等
に

よ
り

、
防

護
対

象
施

設
の

受
熱

面
に

対
し

、
最

も
厳

し
い

条
件

と
な

る
火

災
源

と
防

護
対

象
施

設
を

選
定

し
、

温
度

※
2
を

求
め

評
価

す
る

。
 

 ※
1 

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
（

垂
直

外
壁

面
及

び
天

井
ス

ラ
ブ

か
ら

選
定

し
た

、
火

災
の

輻
射

に
対

し
て

最
も

厳
し

い
箇

所
）

の
表

面
温

度
及

び
屋

外
施

設
の

温
度

（
海

水
ポ

ン
プ

冷
却

空
気

の
取

込
温

度
、

復
水

タ
ン

ク
内

水
温

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

内
水

温
）

 
※

2 
防

護
対

象
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

（
垂

直
外

壁
面

及
び

天
井

ス
ラ

ブ
か

ら
選

定
し

た
、

火
災

の
輻

射
に

対
し

て
最

も
厳

し
い

箇
所

）
の

表
面

温
度

 
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
、

燃
料

補
充

用
の

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

保
安

規
定

に
消

火
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
防

護
対

象
施

設
に

影
響

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 
 

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
、

燃
料

補
充

用
の

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

保
安

規
定

に
消

火
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
防

護
対

象
施

設
に

影
響

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
警

報
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
２

．
消

火
活

動
 

（
１

）
各

課
（

室
）

長
は

外
部

火
災

発
生

の
際

に
は

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

の
定

め
に

よ
り

、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

並
び

に
消

火
器

、
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

（
２

）
消

火
要

員
は

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
お

よ
び

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

の
森

林
火

災
か

ら
の

飛
び

火
に

よ
る

影
響

を
防

止
す

る
た

め
に

、
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
の

定
め

に
よ

り
散

水
活

動
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

の
定

め
に

よ
り

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
５

．
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
制

限
に

つ
い

て
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

防
護

対
象

施
設

が
外

部
火

災
の

影
響

を
受

け
た

と
し

て
も

、
許

容
温

度
以

下
と

な
る

よ
う

、
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を

「
高

浜
発

電
所

３
・

４
号

機
 

警
報

時
操

作
所

則
」

に
定

め
る

手
順

に
て

１
５

０
ｋ

Ｌ
に

制
限

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
補

助
ボ

イ
ラ

）
 

注
意

事
項

に
燃

料
タ

ン
ク

の
運

用
値

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
所

則
 

補
助

ボ
イ

ラ
盤

で
燃

料
タ

ン
ク

警
報

の
液

位
を

記
載

 

第
7
条

28
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｄ

）
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

）
に

対
す

る
設

計
方

針
 

イ
．

換
気

空
調

設
備

 
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

フ
ィ

ル
タ

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
室

内
に

滞
在

す
る

人
員

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
に

保
安

規
定

に
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

ば
い

煙
の

侵
入

を
阻

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
外

部
火

災
に

よ
る

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
）

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
は

、
ば

い
煙

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
適

切
な

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

で
防

護
対

象
施

設
の

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
換

気
空

調
設

備
に

対
す

る
ば

い
煙

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
フ

ィ
ル

タ
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

及
び

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
よ

る
外

気
の

し
ゃ

断
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
ば

い
煙

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｌ

．
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

ば
い

煙
発

生
時

、
ば

い
煙

侵
入

防
止

の
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
４

．
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
、

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

第
7
条

33
 

 
（

外
部

衝
撃

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
外

部
火

災
）

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｃ

．
外

部
火

災
 

（
ｅ

）
有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
設

計
方

針
 

外
部

火
災

に
よ

る
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
室

内
に

滞
在

す
る

人
員

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
に

外
気

を
し

ゃ
断

す
る

ダ
ン

パ
を

設
置

し
、

又
は

建
屋

内
の

空
気

を
循

環
さ

せ
る

フ
ァ

ン
の

設
置

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
2-

1-
1-

9
 

 
添

2-
1-

1
-1

0
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
3
.2

.1
 人

為
事

象
に

対
す

る
具

体
的

な
設

計
上

の
配

慮
 

(
3)

 有
毒

ガ
ス

 
発

電
所

の
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

状
況

を
も

と
に

、
想

定
さ

れ
る

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
４

．
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
、

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び

110



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

幹
線

道
路

、
鉄

道
路

線
、

船
舶

及
び

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

施
設

は
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

こ
と

で
事

故
等

に
よ

る
火

災
に

伴
う

発
電

所
へ

の
有

毒
ガ

ス
の

影
響

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

し
、

又
は

建
屋

内
の

空
気

を
循

環
さ

せ
る

フ
ァ

ン
の

設
置

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

保
安

規
定

に
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
よ

る
外

気
の

し
ゃ

断
又

は
空

調
フ

ァ
ン

の
停

止
に

よ
る

外
気

流
入

の
抑

制
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

事
故

時
操

作
所

則
 

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

添
2-

5-
1-

3
 

資
料

２
－

５
－

１
 

外
部

火
災

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.2
 外

部
火

災
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
設

計
方

針
 

(
1)

 防
護

対
象

施
設

の
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置
し

、
又

は
建

屋
内

の
空

気
を

循
環

さ
せ

る
フ

ァ
ン

の
設

置
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

第
11

条
5
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

火
災

区
域

は
、

他
の

区
域

と
分

離
し

て
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
、

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
火

災
区

域
外

へ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
を

踏
ま

え
た

区
域

を
、

火
災

区
域

と
し

て
設

定
す

る
。

こ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 
 火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
 

 防
火

管
理

所
達

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
１

．
防

火
帯

の
設

定
 

安
全

・
防

災
室

課
長

は
、

外
部

火
災

の
影

響
を

考
慮

す
る

施
設

を
防

護
す

る
た

め
、

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
（

幅
１

８
ｍ

以
上

）
を

設
け

る
。

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
の

配
置

お
よ

び
維

持
・

管
理

方
法

は
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
に

定
め

る
。

 
 【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
１

 
資

機
材

管
理

の
基

本
方

針
 

  【
火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
】

 
別

添
－

１
 

火
気

使
用

作
業

管
理

要
領

 
 

６
．

火
気

使
用

作
業

に
留

意
し

た
作

業
計

画
 

 
９

．
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

気
養

生
の

確
認

 
 

１
０

．
火

気
使

用
作

業
時

の
基

本
遵

守
事

項
 

 【
防

火
管

理
所

達
】

 
４

．
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

内
の

運
用

 
防

火
帯

お
よ

び
防

火
エ

リ
ア

の
運

用
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

１
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

は
、

車
両

の
駐

車
は

禁
止

す
る

。
た

だ
し

、
車

両
の

通
行

や
作

業
に

伴
う

作
業

車
両

等
の

停
車

は
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

（
２

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
可

燃
物

（
難

燃
物

含
む

）
を

保
管

し
て

は
な

ら
な

い
。

 
（

３
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
消

火
活

動
を

妨
げ

る
資

機
材

を
持

ち
込

ん
で

は
な

ら
な

い
。

 
（

４
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
原

則
、

設
備

（
仮

設
備

含
む

）
を

新
た

に
設

置
し

な
い

。
 

や
む

を
得

ず
設

備
（

建
物

や
危

険
物

を
内

包
す

る
機

器
・

構
築

物
を

除
く

）
を

設
置

す
る

場
合

は
、

飛
び

火
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
た

め
、

不
燃

化
（

難
燃

は
不

可
）

し
た

も
の

を
設

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
５

）
 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

等
が

適
切

に
管

理
さ

れ
る

よ
う

、
「

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
点

検
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

」
（

様
式

－
９

）
に

基
づ

き
１

ヶ
月

に
1
回

点
検

し
、

樹
木

お
よ

び
下

草
管

理
を

行
う

。
 

（
６

）
 
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
は

、
別

表
－

１
１

「
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
」

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

７
）

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
工

事
を

実
施

す
る

各
課

（
室

）
の

長
か

ら
提

出
さ

れ
た

「
防

火
帯

お
よ

び
防

火
エ

リ
ア

運
用

管
理

表
」
（

様
式

例
－

１
０

）
に

よ
り

上
記

（
６

）
の

既
設

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

技
術

基
準

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

。
 

５
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

お
け

る
延

焼
防

止
活

動
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

の
火

災
区

域
で

は
、

周
辺

施
設

お
よ

び
植

生
と

の
離

隔
（

３
ｍ

以
上

）
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

屋
外

）
の

火
災

区
域

点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
（

様
式

－
１

１
）

に
基

づ
き

1
ヶ

月
に

1
回

点
検

し
、

除
草

等
の

管
理

を
行

う
。

 

第
11

条
8
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

、
そ

の
他

の
設

計
基

準
対

象
施

設
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

は
、

保
安

規
定

に
設

備
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 
 

添
7-

20
9
 

 
添

7-
21

0
 

 
添

7-
2
11

/
E
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
8
. 

火
災

防
護

計
画

 
火

災
防

護
計

画
は

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
全

体
を

対
象

と
し

た
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
策

定
す

る
。

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

主
な

も
の

を
以

下
に

示
す

。
 

 (
1)

 組
織

体
制

、
教

育
訓

練
及

び
手

順
 

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

体
制

、
責

任
の

所
在

、
責

任
者

の
権

限
、

体
制

の
運

営
管

理
、

必
要

な
要

員
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

並
び

に
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

等
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

 (
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

a
. 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
 

－
 

 火
災

防
護

通
達

 
       運

転
管

理
通

達
 

         原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
  第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

１
）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

ｃ
）

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
 

ア
.
 自

動
消

火
設

備
は

設
置

し
な

い
が

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
て

も
、

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
に

つ
い

て
は

、
安

全
系

V
DU

 盤
内

の
煙

感
知

器
、

３
号

機
お

よ
び

４
号

機
は

、
高

感
度

煙
感

知
器

の
作

動
に

て
、

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

に
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

火
災

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

イ
.
 常

駐
す

る
運

転
員

が
早

期
消

火
を

図
る

た
め

に
消

火
活

動
の

手
順

を
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
つ

い
て

は
、

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

b
. 

非
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
防

火
シ

ー
ト

、
結

束
ベ

ル
ト

及
び

シ
ー

ト
押

さ
え

器
具

で
覆

っ
た

複
合

体
の

保
守

管
理

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
c
. 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
電

力
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

保
守

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
ケ

ー
ブ

ル
の

引
替

え
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
d
. 

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

内
で

火
災

が
発

生
し

、
当

該
区

画
の

す
べ

て
の

安
全

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
他

の
区

画
の

V
DU

盤
や

現
場

の
手

順
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

e
. 

中
央

制
御

盤
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
の

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
f
. 

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
、

動
的

機
器

の
安

全
機

能
を

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
 (
3)

 可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

(
2)

で
対

象
と

し
た

設
備

以
外

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
（

以
下

「
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

に
つ

い
て

は
、

設
備

等
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

定
め

る
。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

主
要

な
火

災
防

護
対

策
は

以
下

の
と

お
り

。
 

a
. 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
(
a)

火
災

発
生

防
止

 
イ

.
 火

災
に

よ
っ

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能
が

同
時

に
喪

失
し

な
い

よ
う

考
慮

し
、

分
散

し
て

保
管

す
る

。
 

ロ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

う
ち

、
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、
溶

接
構

造
、

シ
ー

ル
構

造
の

採
用

に
よ

り
漏

え
い

の
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 
ハ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
保

管
エ

リ
ア

内
で

の
他

設
備

へ
の

火
災

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、
金

属
製

の
容

器
へ

の
収

納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ
る

養
生

、
又

は
距

離
に

よ
る

離
隔

を
考

慮
し

て
保

管
す

る
。

 
ニ

.
 可

搬
型

ホ
ー

ス
及

び
可

搬
型

ケ
ー

ブ
ル

は
、

通
常

時
は

金
属

製
の

容
器

に
保

管
し

、
使

用
時

は
、

周
囲

に
可

燃
物

が
な

い
よ

う
設

置
す

る
。

 
ホ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
機

器
は

、
可

燃
物

に
隣

接
す

る
場

所
に

は
配

置
し

な
い

な
ど

の
エ

リ
ア

外
へ

の
延

焼
防

止
を

考
慮

す
る

。
 

ヘ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ト
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
地

震
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
転

倒
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

チ
.
 竜

巻
（

風
（

台
風

）
含

む
。
）

に
よ

る
火

災
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
分

散
配

置
又

は
固

縛
を

実
施

す
る

。
 

(
b)

火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

イ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感

知
器

は
、

早
期

に
火

災
感

知
で

き
る

よ
う

に
、

固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
ロ

.
 屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に

よ
り

感
知

が
で

き
る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ハ
.
 屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

器
は

、
故

障
時

に
早

期
に

取
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
予

備
を

保
有

す
る

。
 

ニ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火

の
た

め
、

消
火

器
及

び
消

火
栓

を
設

置
す

る
。

 
b
. 

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

(
a)

 多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

対
し

て
実

施
し

て
い

る
火

災
防

護
対

策
を

考
慮

し
て

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
設

置
状

況
に

応
じ

た
消

防
法

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
。

 
(
b)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
火

災
感

知
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

ｇ
．

水
素

濃
度

検
知

器
が

設
置

さ
れ

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

水
素

濃
度

上
昇

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
換

気
空

調
設

備
の

運
転

状
態

の
確

認
お

よ
び

換
気

空
調

設
備

の
切

替
え

を
実

施
す

る
。

 
ｈ

．
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

消
火

活
動

に
支

障
を

生
じ

た
際

の
ポ

ン
プ

室
の

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

ポ
ン

プ
室

の
消

火
活

動
に

支
障

が
あ

る
場

合
は

、
煙

を
排

気
で

き
る

可
搬

式
の

排
風

機
を

準
備

し
、

起
動

す
る

。
 

ｉ
．

屋
外

消
火

配
管

の
凍

結
防

止
対

策
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量
（

 
2
6
0 
m3
 
）
に

対
し

て
十

分
な

容
量

（
 1

,6
00

 m
3
 
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

ｋ
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
の

維
持

・
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

火
帯
・
防

火
エ

リ
ア

の
維

持
・
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
ば

い
煙

発
生

時
、

ば
い

煙
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
３

号
機

お
よ

び
４

号
機

は
、

電
気

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

固
定

式
の

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1
60

0
m
3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

消
火

用
水

を
確

保
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

お
よ

び
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
に

は
、

最
大

放
水

量
（

26
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 ４
．

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
発

生
時

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

お
よ

び
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、

3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
の

確
保

に
つ

い
て

は
、
1･

2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A・

B
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
の

水
位

運
用

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
補

助
ボ

イ
ラ

）
 

注
意

事
項

に
燃

料
タ

ン
ク

の
運

用
値

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
所

則
 

補
助

ボ
イ

ラ
盤

で
燃

料
タ

ン
ク

警
報

の
液

位
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

中
央

制
御

室
火

災
等

）
 

火
災

発
生

時
の

対
応

を
記

載
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
エ

リ
ア

に
お

け
る

火
災

感
知

の
設

計
方

針
を

適
用

す
る

。
 

(
c)

 
(b

)
項

以
外

の
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
感

知
と

し
て

、
設

備
の

設
置

状
況

又
は

保
管

状
況

及
び

そ
の

場
所

の
環

境
等

を
考

慮
し

て
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
(
d)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
消

火
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
消

火
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
e)

 
(d

)
項

以
外

の
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
消

火
は

、
設

備
の

設
置

状
況

又
は

保
管

状
況

及
び

そ
の

場
所

の
環

境
を

考
慮

し
て

、
消

火
器

又
は

消
火

栓
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｎ

．
森

林
火

災
に

対
す

る
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

防
護

 
消

火
要

員
は

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

森
林

火
災

か
ら

の
飛

び
火

に
よ

る
影

響
を

防
止

す
る

た
め

に
散

水
す

る
。

 
ｏ

．
外

部
火

災
に

よ
る

モ
ニ

タ
ポ

ス
ト

が
影

響
を

受
け

た
場

合
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
場

合
は

、
代

替
設

備
を

防
火

帯
の

内
側

に
設

置
す

る
。

 
ｐ

．
燃

料
保

有
量

制
限

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を

15
0k

lに
制

限
す

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
巡

視
点

検
）

 
各

課
（

室
）
長

は
、
巡

視
点

検
に

よ
り

、
火

災
発

生
の

有
無

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｓ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｔ

．
火

災
予

防
活

動
（

火
気

作
業

等
の

管
理

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

い
て

、
溶

接
等

の
火

気
作

業
を

実
施

す
る

場
合

、
火

気
作

業
前

に
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
火

気
作

業
時

の
養

生
、
消

火
器

等
の

配
備

、
監

視
人

の
配

置
等

を
実

施
す

る
。

 
ｕ

．
延

焼
防

止
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

で
は

、
周

辺
施

設
お

よ
び

植
生

と
の

離
隔

を
確

保
し

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、

除
草

等
の

管
理

を
実

施
し

、
延

焼
防

止
を

図
る

。
 

ｖ
．

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｗ

．
地

震
発

生
時

に
お

け
る

火
災

発
生

の
有

無
の

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
最

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

、
地

震
終

了
後

、
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｘ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
外

部
火

災
影

響
評

価
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

添
7-

76
 

添
7-

77
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
2)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

a
. 

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

選
定

 
(
b)

 煙
の

発
生

が
抑

制
さ

れ
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

 
イ

．
中

央
制

御
室

 
中

央
制

御
室

は
、

運
転

員
が

常
駐

す
る

た
め

、
早

期
の

火
災

感
知

及
び

消
火

活
動

が
可

能
で

あ
り

、
火

災
発

生
時

に
お

い
て

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
中

央
制

御
盤

内
は

、
煙

感
知

器
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
に

よ
り

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

可
能

で
あ

り
、

火
災

発
生

時
に

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
ロ

．
ア

ニ
ュ

ラ
ス

 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ハ
．

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
側

面
と

底
面

は
金

属
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
ピ

ッ
ト

は
水

で
満

た
さ

れ
、

使
用

済
燃

料
は

火
災

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

、
ま

た
、

新
燃

料
貯

蔵
庫

は
、

側
面

と
底

面
が

金
属

と
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

は
可

燃
物

を
置

か
な

い
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
に

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
で

あ
る

監
視

、
計

測
設

備
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
監

視
、

計
測

設
備

は
金

属
製

の
容

器
に

収
納

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ニ

．
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

 
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

で
あ

る
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
室

、
ほ

う
酸

回
収

装
置

エ
リ

ア
及

び
廃

液
蒸

発
装

置
エ

リ
ア

等
は

、
火

災
が

発
生

し
液

体
放

射
性

物
質

が
流

出
し

て
も

可
燃

物
と

は
な

ら
ず

床
ド

レ
ン

に
回

収
さ

れ
る

。
ま

た
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ホ
．

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

 
 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヘ
．

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
配

管
室

、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ
ダ

室
、

主
蒸

気
主

給
水

配
管

室
及

び
中

間
建

屋
E
.L

.+
10

.
1m

通
路

 
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

配
管

室
、

主
蒸

気
管

ヘ
ッ

ダ
室

、
主

蒸
気

主
給

水
配

管
室

及
び

中
間

建
屋

 
E
.L

.+
10

.
1
m

通
路

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ト
．

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室

、
封

水
及

び
非

再
生

ク
ー

ラ
室

、
内

部
ス

プ
レ

ク
ー

ラ
室

及
び

体
積

制
御

タ
ン

ク
室

 
余

熱
除

去
ク

ー
ラ

室
、

封
水

及
び

非
再

生
ク

ー
ラ

室
、

内
部

ス
プ

レ
ク

ー
ラ

室
及

び
体

積
制

御
タ

ン
ク

室
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
チ

．
外

部
遮

蔽
壁

保
管

庫
 

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
リ

．
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
 

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ヌ

．
Ｂ

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

 
Ｂ

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
章

 
総

則
 

１
．

目
的

 
本

計
画

は
、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

お
よ

び
原

子
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
等

に
基

づ
き

、
高

浜
発

電
所

原
子

炉
施

設
（

以
下

、
「

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

の
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
２

．
適

用
範

囲
 

本
計

画
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

の
火

災
防

護
対

策
に

適
用

す
る

。
 

な
お

、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

内
に

設
置

し
た

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

火
災

防
護

対
策

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
２

章
 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
５

章
 

火
災

予
防

活
動

お
よ

び
消

火
活

動
 

１
．

火
災

予
防

活
動

 
２

．
消

火
活

動
 

第
６

章
 

火
災

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

第
７

章
 

火
災

情
報

の
共

有
化

 
第

８
章

 
内

部
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

第
９

章
 

内
部

火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

第
１

０
章

 
外

部
火

災
防

護
対

策
 

第
１

１
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
第

１
２

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

添
7-

83
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

e
. 

消
火

設
備

の
警

報
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 

火
災

防
護

計
画

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
１

）
火

災
が

発
生

し
て

い
な

い
平

常
時

の
対

応
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
消

火
設

備
（

火
災

感
知

設
備

含
む

）
の

故
障

警
報

113



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(
a)

 消
火

設
備

の
故

障
警

報
 

消
火

ポ
ン

プ
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
及

び
水

噴
霧

消
火

設
備

は
、

設
備

異
常

の
故

障
警

報
を

中
央

制
御

室
に

発
す

る
設

計
と

す
る

。
 

消
火

設
備

の
故

障
警

報
が

発
信

し
た

場
合

に
は

、
中

央
制

御
室

及
び

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
警

報
を

確
認

し
、

消
火

設
備

が
故

障
し

て
い

る
場

合
に

は
早

期
に

補
修

を
行

う
。

 

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｂ
．

消
火

設
備

故
障

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｘ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

が
発

信
し

た
場

合
に

は
、「

第
一

発
電

室
業

務
所

則
」
、「

第
二

発
電

室
業

務
所

則
」
に

基
づ

き
、
中

央
制

御
室

お
よ

び
必

要
な

現
場

の
制

御
盤

の
警

報
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
設

備
担

当
課

長
は

、
消

火
設

備
が

故
障

し
て

い
る

場
合

に
は

、
早

期
に

必
要

な
補

修
を

行
う

。
 

【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
な

お
、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
ま

た
、

特
に

重
要

な
機

器
の

長
期

的
な

保
全

計
画

の
策

定
は

、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
11

条
12

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

貯
蔵

す
る

設
備

は
、

貯
蔵

量
を

一
定

時
間

の
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

る
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

41
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

a
. 

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
e)

 潤
滑

油
及

び
燃

料
油

の
貯

蔵
 

（
中

略
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

以
下

の
と

お
り

、
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
。

 
イ

.
 燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

タ
ン

ク
容

量
の

設
計

と
し

て
7

日
間

（
1
68

時
間

）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
m3
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

第
７

６
条

 
（

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

）
 

２
．
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
号

を
実

施
す

る
。

 
(
1)

 当
直

課
長

は
、
１

ヶ
月

に
１

回
、
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
、
潤

滑
油

タ
ン

ク
の

油
量

お
よ

び
始

動
用

空
気

だ
め

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
 表

７
６

－
２

 

項
 

 
 
 
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お
よ

び
２
号

炉
 

３
号
炉

お
よ

び
４
号
炉
 

燃
料

油
貯
油

そ
う
の
油

量

（
保

有
油
量

）
 

1
64
 
m
3
 以

上
 

2
2
6
 
m
3
 以

上
 

潤
滑

油
タ
ン

ク
の
油
量

（
保

有
油
量

）
 

3
.6
 
m
3
 以

上
 

3
.
6
 
m
3
 以

上
 

始
動

用
空
気

だ
め
圧
力
 

2
.
3
5
 
MP
a
[g
a
g
e
]
 以

上
 
2
.
4
5
 M
P
a
[g
a
g
e
] 
以
上
 

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ｅ

）
貯

蔵
 

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
お

よ
び

燃
料

油
の

貯
蔵

機
器

と
し

て
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

油
そ

う
が

該
当

す
る

。
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
ｍ

３
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

を
「

高
浜

発
電

所
 
第

一
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
４

５
９

ｍ
３
）

と
し

、
こ

の
容

量
に

補
充

時
の

運
用

を
考

慮
し

た
量

を
「

高
浜

発
電

所
 
第

二
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

 
第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

６
章

 
調

達
管

理
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
管

理
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

６
章

 
調

達
管

理
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

の
油

量
管

理
を

記
載

 

第
11

条
15

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
区

域
内

へ
水

素
を

内
包

す
る

ボ
ン

ベ
を

持
ち

込
む

場
合

は
、

火
災

の
発

生
防

止
対

策
を

講
じ

る
運

用
と

す
る

。
 

添
7-

42
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

b
. 

水
素

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
f)

 水
素

の
貯

蔵
 

水
素

を
貯

蔵
す

る
水

素
含

有
ボ

ン
ベ

は
、

火
災

区
域

内
で

貯
蔵

し
な

い
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ａ

）
漏

え
い

の
防

止
、

拡
大

防
止

 
イ

.
 発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
水

素
を

内
包

す
る

設
備

 
な

お
、

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

は
火

災
区

域
内

で
貯

蔵
し

な
い

。
 

た
だ

し
、

火
災

区
域

内
へ

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

を
持

ち
込

む
場

合
は

、
ボ

ン
ベ

使
用

時
に

ボ
ン

ベ
元

弁
を

開
弁

し
、
使

用
時

以
外

は
ボ

ン
ベ

元
弁

を
閉

止
す

る
。

 
 【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
３

．
資

機
材

の
火

災
防

護
 

（
１

）
持

込
み

可
燃

物
管

理
 

ｅ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

つ
い

て
は

、
可

燃
物

を
置

か
な

い
。

 

第
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
及

び
放

射
性

廃
棄

物
貯

蔵
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

に
は

、
崩

壊
熱

に
よ

る
火

災
発

生
の

考
慮

が
必

要
な

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

し
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
使

用
済

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
、

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
及

び
微

粒
子

フ
ィ

ル
タ

は
、

金
属

製
の

容
器

や
不

燃
シ

ー
ト

に
包

ん
で

保
管

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

7-
44

 
 

添
7-

45
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
6)

 放
射

性
廃

棄
物

の
処

理
及

び
貯

蔵
設

備
の

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
及

び
放

射
性

廃
棄

物
貯

蔵
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

に
は

、
崩

壊
熱

に
よ

る
火

災
発

生
の

考
慮

が
必

要
な

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
使

用
済

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
、

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
及

び
微

粒
子

フ
ィ

ル
タ

は
、

火
災

防
護

計
画

に
金

属
製

の
容

器
や

不
燃

シ
ー

ト
に

包
ん

で
保

管
す

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
５

．
留

意
事

項
 

（
７

）
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
お

よ
び

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

設
備

 
ｂ

．
放

射
性

物
質

を
含

ん
だ

使
用

済
イ

オ
ン

交
換

樹
脂

、
チ

ャ
コ

ー
ル

フ
ィ

ル
タ

お
よ

び
Ｈ

Ｅ
Ｐ

Ａ
フ

ィ
ル

タ
は

、
固

体
廃

棄
物

と
し

て
処

理
を

行
う

ま
で

の
間

、
金

属
製

の
容

器
や

不
燃

シ
ー

ト
に

包
ん

で
保

管
す

る
。

 
  【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
３

 
資

機
材

の
火

災
防

護
 

作
業

担
当

課
（

室
）

長
は

、
持

込
み

可
燃

物
の

防
火

管
理

を
行

う
。
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

蒸
気

に
対

す
る

対
策

と
し

て
、

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

添
7-

43
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

a
. 

可
燃

性
の

蒸
気

 
（

中
略

）
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
潤

滑
油

お
よ

び
燃

料
油

を
内

114



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、

機
械

換
気

に
よ

っ
て

、
有

機
溶

剤
の

滞
留

を
防

止
す

る
こ

と
及

び
引

火
点

の
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

運
用

と
す

る
。

 

引
火

点
が

室
内

温
度

及
び

機
器

運
転

時
の

温
度

よ
り

も
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

こ
と

並
び

に
火

災
区

域
に

お
け

る
有

機
溶

剤
を

使
用

す
る

場
合

の
滞

留
防

止
対

策
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

び
機

器
な

ら
び

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
お

よ
び

火
災

区
画

を
考

慮
し

た
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

火
な

ら
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
３

つ
の

深
層

防
護

の
概

念
に

基
づ

く
火

災
防

護
対

策
 

 

包
す

る
設

備
は

、「
ａ

．（
ｄ

）
防

爆
」
に

示
す

と
お

り
、
可

燃
性

の
蒸

気
を

発
生

さ
せ

な
い

。
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
保

修
業

務
要

綱
に

従
い

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、

建
屋

の
給

気
フ

ァ
ン

お
よ

び
排

気
フ

ァ
ン

に
よ

る
機

械
換

気
に

よ
り

、
滞

留
を

防
止

す
る

。
 

第
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条
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

微
粉

を
発

生
す

る
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
火

災
区

域
に

設
置

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
、

可
燃

性
の

微
粉

及
び

静
電

気
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

43
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

b
. 

可
燃

性
の

微
粉

 
（

中
略

）
 

「
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
」

に
記

載
さ

れ
る

微
粉

を
発

生
す

る
仮

設
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
設

置
し

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
ま

た
、

火
災

区
域

に
は

、
「

工
場

電
気

設
備

防
爆

指
針

」
に

記
載

さ
れ

る
「

可
燃

性
粉

じ
ん

」
や
「

爆
発

性
粉

じ
ん

」
の

よ
う

な
可

燃
性

の
微

粉
を

発
生

す
る

設
備

を
設

置
し

な
い

。
 

ま
た

、
金

属
粉

や
布

に
よ

る
研

磨
機

の
よ

う
に

静
電

気
が

溜
ま

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

備
も

設
置

し
な

い
。

 
  

 

第
11

条
23

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
7-

45
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
7)

 電
気

室
の

目
的

外
使

用
の

禁
止

 
電

気
室

で
あ

る
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
５

．
留

意
事

項
 

（
２

）
電

気
室

 
電

気
室

で
あ

る
安

全
補

機
開

閉
器

室
は

、
電

源
供

給
の

み
に

使
用

す
る

た
め

電
源

供
給

に
火

災
影

響
を

与
え

る
よ

う
な

可
燃

性
の

資
機

材
を

保
管

し
な

い
。

 

第
11

条
27

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
 

（
中

略
）

 
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

建
屋

の
内

装
材

は
、

平
成

1
2
年

建
設

省
告

示
第

14
00

号
に

定
め

ら
れ

た
不

燃
材

料
、

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
不

燃
材

料
又

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
不

燃
性

材
料

並
び

に
消

防
法

に
基

づ
く

防
炎

物
品

又
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
、

火
災

に
よ

り
燃

焼
し

難
く

著
し

い
燃

焼
を

し
な

い
こ

と
、

加
熱

源
を

除
去

し
た

場
合

は
そ

の
燃

焼
部

が
広

が
ら

ず
他

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

並
び

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

設
置

す
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
必

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

、
そ

の
周

辺
に

お
け

る
可

燃
物

を
管

理
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

か
ら

、
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

49
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.2

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
に

つ
い

て
 

(
3)

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

で
な

い
も

の
の

使
用

 
c
.建

屋
内

装
材

 
（

中
略

）
 

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
の

う
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
に

つ
い

て
は

、
火

災
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し
な

い
た

め
に

、
以

下
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
(
a)

 使
用

箇
所

が
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

表
面

で
あ

る
こ

と
。

 
(
b)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
は

可
燃

物
が

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、

実
施

手
段

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

等
の

社
内

標
準

に
規

定
す

る
。

 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

ｆ
．

建
屋

内
装

材
に

対
す

る
不

燃
性

材
料

の
使

用
 

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
は

、
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

不
燃

材
料

若
し

く
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

、
ま

た
は

消
防

法
に

基
づ

く
防

炎
物

品
若

し
く

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
材

料
を

使
用

す
る

。
 

た
だ

し
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
で

、
火

災
に

よ
り

燃
焼

し
難

く
著

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ
と

、
ま

た
、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

な
ら

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
は

不
燃

性
ま

た
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
可

燃
物

が
な

い
状

態
と

す
る

こ
と

。
 

 
【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
１

．
資

機
材

管
理

の
基

本
方

針
 

（
３

）
保

管
の

制
限

 
ａ

．
資

機
材

保
管

全
般

 
（

ａ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
（

以
下

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
と

い
う

）
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
（

ｂ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
で

は
、
設

備
・

機
器

か
ら

１
ｍ

の
範

囲
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｃ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
安

全
通

路
幅

以
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｄ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
当

該
事

故
へ

の
対

処
の

た
め

の
車

両
の

通
行

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

は
保

管
し

な
い

。
 

 ３
．

資
機

材
の

火
災

防
護

 
ｅ

．
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
、
可

燃
物

を
置

か
な

い
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ｆ
．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
 

  

第
11

条
40

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ａ

．
火

災
感

知
設

備
 

（
中

略
）

 
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

は
、

外
気

温
度

が
－

1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

67
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.1

.2
 機

能
設

計
 

(
4)

 火
災

感
知

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

火
災

感
知

設
備

は
、

以
下

に
示

す
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
っ

て
も

、
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

b
. 

屋
外

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
は

、
外

気
温

度
が

－
1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
c
. 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

さ
せ

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
３

．
火

災
の

感
知

お
よ

び
消

火
 

（
３

）
地

震
等

の
自

然
現

象
の

考
慮

 
ａ

．
凍

結
防

止
対

策
 

気
温

の
低

下
時

に
お

い
て

も
消

火
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
は

、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
ま

た
、
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

に
つ

い
て

は
、
外

気
温

度
が

－
１

０
℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

ｂ
．

風
水

害
対

策
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、
電

動
消

火
ポ

ン
プ

、
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ポ
ン

プ
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

等
の

消
火

設
備

は
、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
流

れ
込

む
水

の
影

響
を

受
け

に
く

い
屋

内
に

設
置

す
る

。
 

屋
外

に
設

置
す

る
消

火
設

備
の

制
御

盤
、
ボ

ン
ベ

等
（

例
：
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

）
は

、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
制

御
盤

、
ボ

ン
ベ

等
の

浸
水

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、
風

水
害

の
影

響
を

受
け

た
場

合
に

も
、

早
期

に
取

替
え

を
行

う
こ

と
に

よ
り

性
能

を
復

旧
す

る
。

 

第
11

条
41

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

設
備

の
破

損
、

誤
動

作
又

は
誤

操
作

に
よ

り
消

火
剤

が
放

出
さ

れ
て

も
、

原
子

炉
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

た
め

の
機

能
又

は
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
電

気
及

び
機

械
設

備
に

影
響

を
与

え
な

い
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
消

火
設

備
と

し
て

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）、
全

域
ハ

ロ
ン

消
火

設
備

（「
１

号
機

設
備

、
１

・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、

「
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
（

以
下

同
じ

。）
）、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
）
）
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。）
）
、

水
噴

霧
消

火
設

備
（「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）
に

よ
り

消
火

を
行

う
設

計
と

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
と

こ
ろ

は
、

自
動

消
火

設
備

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

並
び

に
可

搬
型

の
消

火
器

又
は

消
火

栓
に

よ
り

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
は

、
消

火
対

象
が

放
水

範
囲

内
に

入
る

設
計

と
し

、
動

作
後

は
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

運
用

と
す

る
。
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資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
a)

 ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
 

（
中

略
）

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

・
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
を

目
的

と
し

た
自

動
消

火
設

備
の

設
置

が
必

要
な

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
は

、
第

5－
1
図

に
示

す
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

設
置

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

自
動

消
火

設
備

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

で
あ

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
１

個
か

ら
の

放
水

量
は

、
消

防
法

施
行

規
則

第
13

条
に

基
づ

き
80

ℓ/
m
in

以
上

と
す

る
。

ま
た

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
は

約
3m

間
隔

で
設

置
す

る
。

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

動
作

後
は

、
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
３

．
火

災
の

感
知

お
よ

び
消

火
 

（
２

）
消

火
設

備
 

ａ
．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

等
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

は
、
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
設

置
す

る
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

は
、
消

火
直

後
か

ら
火

災
が

発
生

し
た

エ
リ

ア
に

立
ち

入
り

が
可

能
で

あ
り

、
機

器
の

状
態

確
認

、
運

転
操

作
を

行
う

上
で

有
利

な
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
基

本
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
ヘ

ッ
ド

１
個

か
ら

の
放

水
量

は
、
消

防
法

施
行

規
則

第
十

三
条

に
基

づ
き

８
０

 
／

mi
n
以

上
と

す
る

。
 

ま
た

、
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
動

作
時

の
放

水
量

は
オ

リ
フ

ィ
ス

等
に

よ
り

７
２

０
 
／

m
i
n
以

下
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

構
成

機
器

は
、
原

則
と

し
て

、
消

防
法

の
規

定
を

満
足

す
る

も
の

を
採

用
す

る
。

 
以

下
の

観
点

か
ら

抽
出

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
ガ

ス
消

火
設

備
等

を
設

置
す

る
。

 
・

火
災

防
護

対
象

機
器

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

に
よ

る
消

火
が

適
さ

な
い

油
タ

ン
ク

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
溢

水
に

よ
り

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

 
・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

の
施

工
が

適
さ

な
い

箇
所

消
火

要
員

は
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

う
場

合
、
内

部
溢

水
を

考
慮

し
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
放

水
開

始
か

ら
３

０
分

以
内

に
停

止
し

、
消

火
状

況
の

確
認

を
行

う
。

 
（

1
5）

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課

（
室

）
長

は
、

原
子

炉
施

設
に

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
「

高
浜

発
電

所
 
防

火
管

理
所

達
」

に
基

づ
き

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 

第
11

条
42

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
場

合
は

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

が
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

75
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
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関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
h)

 消
火

要
員

に
よ

る
消

火
又

は
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

 
イ

.
 消

火
対

象
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

又
は

自
動

消
火

設
備

を
設

置
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

お
り

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
ガ

ス
消

火
設

備
の

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
し

、
ガ

ス
消

火
設

備
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

 
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

が
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

は
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
器

又
は

消
火

栓
で

早
期

に
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

ア
.
 原

子
炉

格
納

容
器

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
ケ

ー
ブ

ル
が

密
集

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

設
備

の
場

合
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
が

有
効

に
動

作
す

る
よ

う
に

配
管

お
よ

び
ヘ

ッ
ド

を
設

置
す

る
の

が
困

難
で

あ
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、
ガ

ス
消

火
設

備
の

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
全

体
に

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
す

る
。

 
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
な

い
場

合
、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
お

よ
び

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

が
可

能
で

あ
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

格
納

容
器

内
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

消
火

方
法

お
よ

び
プ

ラ
ン

ト
の

停
止

基
準

な
ど

を
記

載
 

添
7-

13
2
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

適
用

す
る

と
し

た
場

合
、

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

作
動

す
る

よ
う

に
配

管
及

び
ヘ

ッ
ド

を
設

置
す

る
の

が
困

難
で

あ
る

。
ま

た
、

ガ
ス

消
火

設
備

を
適

用
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m
3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
消

火
剤

を
充

満
さ

せ
る

ま
で

時
間

を
要

す
る

。
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
な

い
場

合
、

早
期

に
消

火
が

可
能

で
あ

る
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
手

動
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

第
11

条
43

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
中

央
制

御
室

及
び

中
央

制
御

盤
は

、
常

駐
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7
-4

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
2
.2

 火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

設
計

と
し

て
お

り
、

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、

常
駐

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
ま

た
、

中
央

制
御

盤
に

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

を
行

う
こ

と
と

し
、
火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

。
 

（
ｃ

）
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

 
ア

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
な

い
場

合
は

、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

イ
. 

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

消
火

を
図

る
た

め
に

消
火

活
動

の
手

順
を

「
高

浜
発

電
所

１
・

２
号

機
（

３
・

４
号

機
）

 
事

故
時

操
作

所
則

」
に

定
め

て
、

訓
練

を
実

施
す

る
。

 
ウ

.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
電

気
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
固

定
式

の
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

））
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

 
現

場
指

揮
者

お
よ

び
現

場
連

絡
要

員
を

指
名

す
る

と
と

も
に

、
必

要
防

護
具

を
着

用
し

て
現

場
確

認
お

よ
び

初
期

消
火

に
あ

た
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

第
11

条
51

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｂ

）
消

火
設

備
の

系
統

構
成

 
ハ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
消

火
用

水
供

給
系

は
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
「

(
a)

 
消

火
設

備
の

消
火

剤
の

容
量

」
に

示
す

最
大

放
水

量
に

対
し

て
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
7-

81
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

b
. 

消
火

設
備

の
系

統
構

成
 

(
c)

 消
火

用
水

の
優

先
供

給
 

消
火

用
水

供
給

系
は

、
他

の
系

統
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

に
対

し
て

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、

消
火

を
優

先
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
  運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m
3
以

上
）
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
淡

水
、

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
1･

2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A・

B
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 

第
11

条
59

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｆ

）
消

火
設

備
に

対
す

る
自

然
現

象
の

考
慮

 
イ

．
凍

結
防

止
対

策
 

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

に
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

防
止

を
目

的
と

し
て

、
屋

外
消

火
栓

を
微

開
し

通
水

す
る

運
用

を
定

め
、

気
温

の
低

下
時

に
お

け
る

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
7-

83
 

 
添

7-
84

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

f
. 

消
火

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

(
a)

 凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

気
象

観
測

装
置

で
測

定
す

る
外

気
温

度
を

中
央

制
御

室
で

監
視

し
、

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

、
手

順
に

基
づ

き
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
、

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
通

水
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

凍
結

防
止

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
本

運
用

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｉ

．
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

 
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

 
３

．
火

災
の

感
知

お
よ

び
消

火
 

（
３

）
地

震
等

の
自

然
現

象
の

考
慮

 
ａ

．
凍

結
防

止
対

策
 

気
温

の
低

下
時

に
お

い
て

も
消

火
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
0℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

」
 

外
気

温
度

が
0
℃

以
下

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
「

消
火

水
配

管
凍

結
防

止
対

策
」

を
実

施
す

る
。

 

第
11

条
71

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ａ
）

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

対
策

 
（

中
略

）
 

1
時

間
耐

火
隔

壁
を

全
周

に
施

工
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
真

下
に

火
災

源
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

源
の

火
災

に
伴

う
火

炎
が

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

上
面

ま
で

達
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

12
9
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
4)

 火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

対
す

る
具

体
的

な
系

統
分

離
対

策
 

b
. 

1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

で
分

離
す

る
場

合
 

(
b)

 ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

分
離

に
使

用
す

る
場

合
 

イ
.
 系

統
分

離
方

法
 

(
ロ

)以
下

の
ロ

に
示

す
火

災
耐

久
試

験
の

条
件

を
維

持
す

る
た

め
に

、
下

記
事

項
を

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

ⅰ
．

発
泡

性
耐

火
被

覆
を

施
工

し
た

鉄
板

を
設

置
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
真

下
に

火
災

源
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

源
の

火
災

に
伴

う
火

炎
が

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

上
面

ま
で

達
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
ⅱ

．
発

泡
性

耐
火

被
覆

を
施

工
し

た
鉄

板
を

設
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
が

設
置

さ
れ

る
各

々
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
お

い
て

、
火

災
源

と
し

て
想

定
す

る
油

内
包

機
器

、
電

気
盤

、
ケ

ー
ブ

ル
及

び
一

時
的

に
持

ち
込

ま
れ

る
可

燃
物

の
う

ち
、

最
も

厳
し

い
火

災
源

に
よ

る
火

災
が

1
時

間
継

続
し

た
場

合
の

高
温

ガ
ス

温
度

を
FD

Ts
に

よ
り

求
め

、
第

6-
14

表
に

示
す

火
災

耐
久

試
験

に
お

け
る

温
度

条
件

を
超

え
な

い
よ

う
火

災
荷

重
を

制
限

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｂ
．

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

 
（

ｃ
）

１
時

間
耐

火
隔

壁
等

、
火

災
感

知
設

備
お

よ
び

自
動

消
火

設
備

 
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
つ

い
て

、
互

い
の

系
列

間
を

分
離

す
る

た
め

に
、

１
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

す
る

。
 

隔
壁

等
は

、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り

１
時

間
の

耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
時

間
耐

火
隔

壁
等

と
し

て
使

用
す

る
発

泡
性

耐
火

被
覆

を
施

工
し

た
鉄

板
を

設
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

真
下

に
火

災
源

が
あ

る
場

合
は

、
火

災
源

の
火

災
に

伴
う

火
炎

が
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
上

面
ま

で
達

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

火
災

感
知

設
備

は
、
自

動
消

火
設

備
を

動
作

さ
せ

る
た

め
に

設
置

し
、

自
動

消
火

設
備

の
誤

動
作

防
止

を
考

慮
し

た
感

知
器

の
作

動
に

よ
り

自
動

消
火

設
備

を
動

作
さ

せ
る

。
 

自
動

消
火

設
備

を
、「

表
２

 
消

火
設

備
の

概
略

仕
様

」
に

示
す

。
 

第
11

条
74

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｂ
）

中
央

制
御

盤
の

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

中
央

制
御

盤
の

う
ち

、
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
有

す
る

安
全

系
V
D
U
盤

は
、

火
災

に
よ

り
す

べ
て

の
区

画
の

安
全

機
能

の
全

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
に

、
原

子
炉

を
安

全
停

止
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
を

定
め

る
と

と
も

に
、

（
a）

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
同

等
の

設
計

と
し

て
、

以
下

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

13
1
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
5)

 中
央

制
御

盤
の

系
統

分
離

対
策

 
a
. 

措
置

 
火

災
に

よ
り

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

の
安

全
機

能
が

す
べ

て
喪

失
し

、
か

つ
、

電
動

弁
、

空
気

作
動

弁
及

び
電

動
補

機
は

、
関

連
す

る
制

御
ケ

ー
ブ

ル
の

火
災

に
伴

う
誤

信
号

に
よ

っ
て

厳
し

い
方

向
に

動
作

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
場

合
に

、
他

の
区

画
の

V
DU

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
っ

て
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

設
計

し
、

必
要

な
手

順
に

つ
い

て
は

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

措
置

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、

火
災

発
生

時
の

煙
を

排
気

す
る

た
め

、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

  

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
中

央
制

御
盤

は
、「

ｂ
．
 
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
」
と

は
異

な
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、
運

転
員

の
操

作
性

お
よ

び
視

認
性

向
上

を
目

的
と

し
て

近
接

し
て

設
置

す
る

こ
と

か
ら

、
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
水

平
距

離
を

６
ｍ

以
上

確
保

す
る

こ
と

や
互

い
に

相
違

す
る

系
列

を
１

時
間

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁
等

で
分

離
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
。

 
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
安

全
系

VD
U
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
煙

感
知

器
の

設
置

に
よ

る
早

期
の

火
災

感
知

に
よ

っ
て

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

が
可

能
な

こ
と

か
ら

、
固

定
式

消
火

装
置

は
設

置
し

な
い

。
 

 
こ

の
た

め
、
安

全
系

V
DU

盤
は

、
以

下
に

示
す

と
お

り
、
実

証
試

験
結

果
に

基
づ

く
離

隔
距

離
等

に
よ

る
分

離
対

策
及

び
1

時
間

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁
に

よ
る

分
離

対
策

、
並

び
に

煙
感

知
器

の
設

置
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
及

び
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

に
よ

り
火

災
の

影
響

を
軽

減
し

、
両

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

が
火

災
に

よ
り

機
能

を
失

う
こ

と
を

防
止

す
る

。
 

 
ま

た
、
火

災
に

よ
り

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

の
安

全
機

能
が

す
べ

て
喪

失
し

て
も

、
他

の
区

画
の

V
DU

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
り

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
も

確
認

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

と
し

、
火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

。
 

こ
 

の
た

め
、
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、
以

下
に

示
す

と
お

り
、
実

証
試

験
結

果
に

基
づ

く
離

隔
距

離
等

に
よ

る
分

離
対

策
、
高

感
度

煙
感

知
器

の
設

置
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
お

よ
び

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
に

よ
り

火
災

の
影

響
を

軽
減

し
、
両

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

が
火

災
に

よ
り

機
能

を
失

う
こ

と
を

防
止

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
に

よ
り

中
央

制
御

盤
の

１
つ

の
区

画
の

安
全

機
能

が
す

べ
て

喪
失

し
て

も
、
他

の
区

画
の

制
御

盤
の

運
転

操
作

や
現

場
の

遮
断

器
等

の
操

作
に

よ
り

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
も

確
認

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
11

条
76

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｂ
）

中
央

制
御

盤
の

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
中

略
）

 
安

全
系

VD
U
盤

内
に

は
、

火
災

の
早

期
感

知
を

目
的

と
し

て
、

煙
感

知
器

を
設

置
し

、
念

の
た

め
、

安
全

系
VD

U
盤

に
隣

接
す

る
盤

内
に

つ
い

て
も

、
火

災
を

早
期

に
感

知
す

る
た

め
、

煙
感

知
器

を
設

置
す

る
。

ま
た

、
常

駐
す

る
運

転
員

の
早

期
消

火
活

動
に

係
る

運
用

を
定

め
、

管
理

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
相

違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

を
行

う
。

 

添
7-

13
1
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
5)

 中
央

制
御

盤
の

系
統

分
離

対
策

 
中

央
制

御
盤

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
有

す
る

安
全

系
V
DU

盤
は

、
運

転
員

の
操

作
性

及
び

視
認

性
向

上
を

目
的

と
し

て
近

接
し

て
設

置
す

る
こ

と
か

ら
、

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

水
平

距
離

を
6m

以
上

確
保

す
る

こ
と

や
互

い
に

相
違

す
る

系
列

を
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
８

．
手

順
の

整
備

 
（

６
）
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
ａ

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
11

条
78

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
火

災
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
動

的
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
に

、
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
手

順
を

定
め

る
と

と
も

に
、
（

ａ
）

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

設
計

と
同

等
の

設
計

と
し

て
、

以
下

に
示

す
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

13
3
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
a
. 

措
置

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

油
内

包
機

器
の

単
一

の
火

災
が

時
間

経
過

と
と

も
に

徐
々

に
進

展
し

た
結

果
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

動
的

機
器

の
動

的
機

能
も

除
々

に
喪

失
し

最
終

的
に

全
て

が
喪

失
し

、
空

気
作

動
弁

は
、

電
磁

弁
に

接
続

さ
れ

る
制

御
ケ

ー
ブ

ル
の

断
線

に
よ

り
フ

ェ
イ

ル
動

作
、

電
動

弁
は

、
モ

ー
タ

に
接

続
さ

れ
る

電
源

ケ
ー

ブ
ル

の
断

線
に

よ
り

火
災

発
生

時
の

開
度

を
維

持
す

る
も

の
と

想
定

し
た

場
合

に
、

原
子

炉
を

安
全

に
停

止
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
を

選
定

し
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

措
置

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

お
よ

び
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
こ

の
た

め
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、
以

下
に

示
す

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

動
的

機
器

が
す

べ
て

火
災

の
影

響
に

よ
り

運
転

停
止

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

弁
の

遠
隔

操
作

が
で

き
な

く
な

る
こ

と
を

仮
定

し
て

も
、

運
転

員
の

操
作

に
よ

り
原

子
炉

の
安

全
停

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
も

確
認

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 

第
11

条
79

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

中
略

）
 

イ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

火
災

影
響

を
軽

減
す

る
た

め
、

以
下

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
鉄

製
の

蓋
を

設
置

し
、

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

筐
体

内
に

収
納

す
る

設
計

と
す

る
。

な
お

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
設

置
す

る
鉄

製
の

蓋
に

は
、

消
火

水
が

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
へ

浸
入

す
る

た
め

の
開

口
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 （

イ
）

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
同

士
が

6
ｍ

以
上

の
離

隔
を

有
す

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

か
ら

6ｍ
以

内
の

範
囲

に
位

置
す

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
対

し
て

、
鉄

製
の

蓋
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

ロ
）

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
同

士
が

6
ｍ

の
離

隔
を

有
し

な
い

場
合

は
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

両
方

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

及
び

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
か

ら
周

囲
6
ｍ

以
内

の
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
し

て
、

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

（
ハ

）
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

同
士

が
6ｍ

以
上

の
離

隔
を

有
す

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

か
ら

6
ｍ

以
内

の
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
し

て
、

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

（
ニ

）
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
電

線
管

同
士

が
6ｍ

の
離

隔
を

有
し

な
い

場
合

は
、

上
記

（
ハ

）
と

同
じ

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

可
燃

物
を

仮
置

き
し

な
い

運
用

と
す

る
。

 

添
7-

13
3
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
b
. 

系
統

分
離

対
策

 
(
a)

 ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

対
す

る
鉄

製
蓋

の
設

置
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

は
、

以
下

に
示

す
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

ヘ
の

鉄
製

の
蓋

の
設

置
に

よ
っ

て
、

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

設
計

と
す

る
。

な
お

、
鉄

製
の

蓋
に

は
、

開
口

の
設

置
に

よ
っ

て
、

消
火

水
が

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
ヘ

浸
入

す
る

設
計

と
す

る
。

概
要

を
第

6－
1
1
図

に
示

す
。

 
イ

．
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

同
士

が
6
m
の

離
隔

を
有

す
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

周
囲

6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ロ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

し
な

い
場

合
は

、
同

じ
機

能
を

有
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
両

方
の

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
及

び
い

ず
れ

か
一

方
の

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

敷
設

さ
れ

る
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
周

囲
6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ハ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

す
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

一
方

の
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
の

周
囲

6
m
範

囲
に

位
置

す
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
 

ニ
．

同
じ

機
能

を
有

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
さ

れ
る

電
線

管
同

士
が

6
m
の

離
隔

を
有

し
な

い
場

合
は

、
上

記
(ハ

)
と

同
じ

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

仮
置

き
す

る
可

燃
物

を
置

か
な

い
こ

と
を

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
ａ

）
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

延
焼

を
抑

制
す

る
距

離
の

確
保

お
よ

び
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
延

焼
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
火

災
を

感
知

す
る

火
災

感
知

器
の

配
置

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、
蒸

気
発

生
器

の
ル

ー
プ

ご
と

に
設

置
す

る
等

、
延

焼
を

抑
制

す
る

6
m
以

上
の

距
離

を
確

保
し

、
異

な
る

格
納

容
器

貫
通

部
を

通
っ

て
、

格
納

容
器

外
に

敷
設

す
る

。
 

火
災

感
知

器
は

火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

延
焼

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

機
器

ま
た

は
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

の
火

災
を

感
知

す
る

配
置

と
す

る
。

 
な

お
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

可
燃

物
を

置
か

な
い

運
用

と
し

、
以

下
に

よ
り

、
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

延
焼

や
火

炎
か

ら
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

第
11

条
81

 
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ

．
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 

添
7-

13
3
 

 
添

7-
13

4
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施

火
災

防
護

通
達

 
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

119



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
火

災
）

 
（

ｃ
）

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

中
略

）
 

ハ
．

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
を

行
う

た
め

、
消

火
要

員
に

よ
る

早
期

の
手

動
に

よ
る

消
火

活
動

及
び

進
入

困
難

な
場

合
の

多
重

性
を

有
す

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
用

い
た

手
動

に
よ

る
消

火
活

動
に

係
る

運
用

を
定

め
る

。
 

統
分

離
に

つ
い

て
 

(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
b
. 

系
統

分
離

対
策

 
(
c)

 消
火

設
備

 
イ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

消
火

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
外

の
エ

ア
ロ

ッ
ク

付
近

に
常

備
す

る
消

火
器

又
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

い
る

消
火

栓
を

用
い

て
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ロ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

進
入

が
困

難
で

あ
る

広
範

囲
な

火
災

が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ハ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
の

ポ
ン

プ
は

原
子

炉
格

納
容

器
外

に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

火
災

が
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

な
い

。
 

影
響

等
、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

 

手
段

に
つ

い
て

は
、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

 運
転

管
理

通
達

 

   防
火

管
理

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｄ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
対

す
る

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
お

よ
び

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 

 【
防

火
管

理
所

達
】

 
第

4
章

：
発

電
所

構
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
等

の
措

置
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 

第
11

条
88

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ｂ

．
原

子
炉

の
安

全
確

保
 

（
ａ

）
原

子
炉

の
安

全
停

止
対

策
 

ロ
．

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
機

器
に

単
一

故
障

を
想

定
し

た
設

計
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
起

因
し

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

機
器

に
対

し
、
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

」
に

基
づ

く
単

一
故

障
を

想
定

し
て

も
、

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
系

統
分

離
対

策
に

よ
っ

て
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

 
添

7-
13

0
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
4)

 火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

対
す

る
具

体
的

な
系

統
分

離
対

策
 

e
．

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
機

器
に

対
し

単
一

故
障

を
想

定
し

た
場

合
の

安
全

停
止

に
つ

い
て

 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
起

因
し

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

に
至

る
場

合
に

お
い

て
も

、
各

事
象

に
対

処
す

る
た

め
の

対
処

系
で

あ
る

補
助

給
水

ポ
ン

プ
、

充
て

ん
/高

圧
注

入
ポ

ン
プ

及
び

安
全

保
護

系
の

機
器

に
対

し
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る

審
査

指
針

」
に

基
づ

く
単

一
故

障
を

想
定

し
て

も
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

収
束

す
る

た
め

に
必

要
な

機
器

は
、

a
項

及
び

b
項

に
示

す
隔

壁
、

c
項

に
示

す
火

災
感

知
設

備
並

び
に

d
項

に
示

す
自

動
消

火
設

備
の

対
策

に
よ

り
機

能
が

失
わ

れ
な

い
よ

う
設

計
し

て
い

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

原
子

炉
を

停
止

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

に
つ

い
て

は
火

災
防

護
計

画
に

定
め

管
理

す
る

こ
と

か
ら

、
原

子
炉

を
支

障
な

く
安

全
停

止
で

き
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
６

）
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
a
. 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

盤
内

の
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
、

 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
な

い
場

合
は

、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
煙

の
充

満
に

よ
り

運
転

操
作

に
支

障
が

あ
る

場
合

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
を

排
気

す
る

た
め

、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
11

条
90

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ｂ

．
原

子
炉

の
安

全
確

保
 

（
ｂ

）
火

災
の

影
響

評
価

 
イ

．
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
全

機
器

の
動

的
機

能
喪

失
を

想
定

し
た

設
計

に
対

す
る

評
価

 
（

中
略

）
 

火
災

影
響

評
価

は
、

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
荷

重
の

増
加

等
又

は
設

備
改

造
等

に
よ

り
、

必
要

な
場

合
に

は
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
の

評
価

方
法

及
び

再
評

価
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
7-

16
7
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
7
.2

 火
災

の
影

響
評

価
 

(
1)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

全
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
設

計
に

対
す

る
評

価
 

評
価

ガ
イ

ド
を

参
照

し
、

火
災

の
影

響
軽

減
に

お
け

る
系

統
分

離
対

策
に

よ
り

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

で
火

災
が

発
生

し
当

該
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
全

機
器

の
動

的
機

能
喪

失
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

わ
る

安
全

機
能

が
確

保
さ

れ
る

こ
と

を
火

災
影

響
評

価
に

て
確

認
す

る
。

 
以

下
、

a
に

お
い

て
評

価
方

法
、

b
に

お
い

て
評

価
条

件
及

び
c
に

お
い

て
評

価
結

果
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
火

災
荷

重
の

増
加

に
よ

り
、
火

災
荷

重
か

ら
求

め
る

等
価

時
間

が
、
火

災
区

域
（

区
画

）
を

構
成

す
る

壁
、
防

火
扉

、
防

火
ダ

ン
パ

、
貫

通
部

シ
ー

ル
の

耐
火

時
間

よ
り

大
き

く
な

る
場

合
や

、
設

備
改

造
に

よ
り

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
、
再

評
価

を
実

施
す

る
。
 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
1
7）

火
災

影
響

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

確
認

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、

都
度

、
内

部
火

災
影

響
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
い

、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、
安

全
保

護
系

お
よ

び
原

子
炉

停
止

系
の

作
動

が
要

求
さ

れ
る

場
合

に
は

、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、
原

子
炉

を
安

全
停

止
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
内

部
火

災
影

響
評

価
の

再
評

価
を

実
施

す
る

。
 

添
7-

17
2
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
7
.2

 火
災

の
影

響
評

価
 

(
1)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

全
機

器
の

動
的

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
設

計
に

対
す

る
評

価
 

b
. 

評
価

条
件

 
a
．

に
示

し
た

評
価

方
法

に
お

け
る

評
価

条
件

は
、

火
災

区
域

(
区

画
)
特

性
表

を
使

用
す

る
。

 
火

災
伝

播
評

価
及

び
火

災
影

響
評

価
に

必
要

な
各

火
災

区
域

(
区

画
)
に

お
け

る
火

災
防

護
上

の
特

徴
を

整
理

す
る

た
め

に
、

各
火

災
区

域
(区

画
)
内

の
可

燃
性

物
質

、
機

器
、

ケ
ー

ブ
ル

、
隣

接
区

域
(区

画
)
等

の
情

報
を

整
理

し
た

火
災

区
域

(
区

画
)特

性
表

を
、

以
下

の
(
a)

か
ら

(h
)
に

従
っ

て
作

成
す

る
。

 
火

災
区

域
（

区
画

）
特

性
表

に
は

、
a
(a

)
に

示
す

火
災

伝
播

評
価

の
結

果
に

影
響

を
与

え
る

等
価

時
間

、
a(

b)
に

示
す

火
災

区
域

（
区

画
）

に
対

す
る

火
災

影
響

評
価

の
結

果
に

影
響

を
与

え
る

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

設
置

位
置

等
を

整
理

す
る

こ
と

か
ら

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
資

機
材

の
保

管
状

況
及

び
設

備
の

設
置

状
況

等
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
特

性
表

に
お

け
る

等
価

時
間

や
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
設

置
位

置
等

の
更

新
を

行
う

。
 

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
２

）
火

災
影

響
評

価
 

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

前
提

と
し

、
設

備
等

の
設

置
状

況
を

踏
ま

え
た

可
燃

性
物

質
の

量
等

を
基

に
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、
安

全
保

護
系

お
よ

び
原

子
炉

停
止

系
の

作
動

が
要

求
さ

れ
る

場
合

に
は

、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、
原

子
炉

を
安

全
停

止
で

き
る

こ
と

を
、「

ａ
．
 
火

災
伝

播
評

価
」
か

ら
「

ｃ
．

 隣
接

火
災

区
域

（
区

画
）

に
火

災
の

影
響

を
与

え
る

火
災

区
域
（

区
画

）
に

対
す

る
火

災
影

響
評

価
」
に

示
す

火
災

影
響

評
価

に
よ

り
確

認
す

る
。

 
火

災
影

響
評

価
は

、
火

災
区

域
（

区
画

）
内

の
火

災
荷

重
の

増
加

に
よ

り
、
火

災
荷

重
か

ら
求

め
る

等
価

時
間

が
、
火

災
区

域
（

区
画

）
を

構
成

す
る

壁
、
防

火
扉

、
防

火
ダ

ン
パ

、
貫

通
部

シ
ー

ル
の

耐
火

時
間

よ
り

大
き

く
な

る
場

合
や

、
設

備
改

造
に

よ
り

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

す
る

火
災

区
域
（

区
画

）
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
、

再
評

価
を

実
施

す
る

。
 

 
 

添
7-

20
9
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
火

災
防

－
 

火
災

防
護

計
【

火
災

防
護

計
画

】
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

書
 

8
. 

火
災

防
護

計
画

 
(
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

（
中

略
）

 
g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
 

護
通

達
 

画
 

別
紙

－
２

 火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

別
紙

－
１
「

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

」
の

基
本

方
針

を
適

用
す

る
。

 

第
12

条
5
  

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

１
 

溢
水

防
護

等
の

基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

評
価

条
件

の
変

更
に

よ
り

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
溢

水
防

護
区

画
に

お
い

て
、

各
種

対
策

設
備

の
追

加
及

び
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
り

評
価

条
件

と
し

て
い

る
可

燃
性

物
質

の
量

及
び

滞
留

面
積

に
見

直
し

が
あ

る
場

合
は

、
溢

水
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 
ま

た
、

溢
水

全
般

に
つ

い
て

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 

添
8-

1-
2
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
. 

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

防
止

の
基

本
方

針
 

（
中

略
）

 
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

に
よ

り
評

価
結

果
が

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

溢
水

防
護

区
画

に
お

い
て

、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

及
び

資
機

材
の

持
込

み
等

に
よ

り
評

価
条

件
と

し
て

い
る

可
燃

性
物

質
の

量
及

び
滞

留
面

積
に

見
直

し
が

あ
る

場
合

は
、

溢
水

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
運

用
と

す
る

。
ま

た
、

溢
水

全
般

に
つ

い
て

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

溢
水

全
般

（
評

価
内

容
な

ら
び

に
溢

水
経

路
、
防

護
す

べ
き

設
備

、
水

密
扉

お
よ

び
堰

等
の

設
置

の
考

え
方

等
）

の
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

 ２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｈ

．
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
を

確
認

す
る

手
順

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

お
よ

び
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
り

評
価

条
件

に
見

直
し

が
あ

る
場

合
、

都
度

、
溢

水
評

価
へ

の
影

響
確

認
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

  設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

９
章

 
設

備
追

加
時

等
の

内
部

溢
水

の
影

響
評

価
に

係
る

評
価

運
用

 
２

.
 

影
響

評
価

の
実

施
 

（
７

）
資

機
材

等
運

用
管

理
 

各
課

（
室

）
長

は
、

資
機

材
等

を
建

屋
内

に
保

管
す

る
場

合
は

、
「

現
場

資
機

材
管

理
所

則
」
に

基
づ

き
、
安

全
・
防

災
室

課
長

に
資

機
材

等
の

保
管

を
申

請
す

る
。

 
安

全
・
防

災
室

課
長

は
、
下

記
の

観
点

か
ら

内
部

溢
水

評
価

へ
の

影
響

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

ａ
．

床
面

積
の

変
更

に
伴

う
没

水
評

価
（

想
定

破
損

、
消

火
水

、
地

震
）
 

ｂ
．

火
災

荷
重

の
変

更
に

伴
う

没
水

評
価

（
消

火
水

）
 

ｃ
．

溢
水

発
生

時
の

隔
離

操
作

対
象

機
器

ま
で

の
ア

ク
セ

ス
性

確
保

 
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
 

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

（
８

）
 
溢

水
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
を

確
認

す
る

手
順

 
ａ

．
溢

水
評

価
区

画
に

お
け

る
、
各

種
対

策
設

備
の

追
加

や
資

機
材

の
持

込
み

等
に

よ
る

溢
水

評
価

へ
の

確
認

手
順

 
現

場
資

機
材

管
理

所
則

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
５

 
資

機
材

の
溢

水
防

護
 

作
業

担
当

課
（

室
）
長

は
、
資

機
材

に
よ

る
溢

水
影

響
管

理
を

行
う

。
 

第
12

条
9
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
隔

離
後

の
溢

水
量

と
し

て
隔

離
範

囲
内

の
系

統
の

保
有

水
量

を
考

慮
し

て
溢

水
量

を
算

出
す

る
。

た
だ

し
、

応
力

評
価

結
果

に
よ

り
、

発
生

応
力

が
許

容
応

力
の

0.
4
倍

以
下

を
満

足
す

る
配

管
に

つ
い

て
は

破
損

を
想

定
し

な
い

。
な

お
、

想
定

破
損

に
お

い
て

配
管

応
力

評
価

に
基

づ
き

破
損

形
状

の
設

定
を

行
う

場
合

は
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

配
管

減
肉

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

継
続

的
な

肉
厚

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

運
転

し
て

い
る

時
間

の
割

合
が

、
当

該
系

統
の

運
転

し
て

い
る

時
間

の
2
%
又

は
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
の

1
%
よ

り
小

さ
い

こ
と

か
ら

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
す

る
場

合
は

、
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

み
な

す
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

運
転

時
間

実
績

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
8-

1-
3
 

 
添

8-
1-

4
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
想

定
破

損
に

お
い

て
配

管
応

力
評

価
に

基
づ

き
破

損
形

状
の

設
定

を
行

う
場

合
は

、
評

価
結

果
に

影
響

す
る

よ
う

な
配

管
減

肉
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
継

続
的

な
肉

厚
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
す

る
系

統
（

補
助

給
水

系
、

内
部

ス
プ

レ
系

、
余

熱
除

去
系

及
び

安
全

注
入

系
）

に
つ

い
て

は
、

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
し

て
運

転
し

て
い

る
時

間
の

割
合

が
、

当
該

系
統

の
運

転
し

て
い

る
時

間
の

2
％

又
は

プ
ラ

ン
ト

運
転

期
間

の
1％

よ
り

小
さ

い
こ

と
か

ら
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

す
る

場
合

は
、

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
み

な
す

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
運

転
時

間
実

績
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
運

転
時

間
実

績
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
運

転
実

績
（

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
し

て
運

転
し

て
い

る
割

合
が

当
該

系
統

の
運

転
し

て
い

る
時

間
の

２
％

ま
た

は
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
の

１
％

よ
り

小
さ

い
）
に

よ
り

、
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

系
統

に
つ

い
て

の
運

転
時

間
実

績
管

理
を

行
う

。
 

ｇ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

(e
) 

タ
ー

ビ
ン

保
修

課
長

は
、

配
管

の
想

定
破

損
評

価
に

お
い

て
、

応
力

評
価

の
結

果
に

よ
り

破
損

形
状

の
想

定
を

行
う

配
管

は
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

減
肉

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、
継

続
的

な
肉

厚
管

理
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｃ
．

配
管

の
想

定
破

損
評

価
に

お
け

る
、

評
価

結
果

に
影

響
す

る
よ

う
な

減
肉

が
な

い
こ

と
の

定
期

的
な

確
認

手
順

 
第

８
章

 
 

溢
水

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

３
．

減
肉

等
に

よ
る

破
損

の
想

定
を

除
外

し
た

配
管

の
肉

厚
管

理
 

 第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
 
運

転
時

間
実

績
管

理
 

運
転

実
績

に
よ

り
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

設
備

の
運

転
時

間
実

績
管

理
手

順
 

第
３

編
 

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
４

章
 

運
転

実
績

に
よ

り
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

し
て

い
る

系
統

の
運

転
時

間
管

理
 

２
．

評
価

の
実

施
頻

度
お

よ
び

評
価

方
法

 
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、
「

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

及
び

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

の
分

類
」
（

別
表

３
－

２
）

に
示

す
運

転
実

績
を

踏
ま

え
低

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
と

み
な

し
て

い
る

系
統

に
つ

い
て

、
燃

料
取

出
完

了
以

降
、

燃
料

装
荷

開
始

ま
で

に
、
「

系
統

運
転

時
間

集
計

表
」
（

様
式

３
－

１
）

に
よ

り
最

新
の

運
転

時
間

実
績

を
調

査
し

、
、

低
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

と
み

な
す

た
め

の
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

第
12

条
10

 
（

溢
水

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
（

中
略

）
評

価
に

お
い

て
、

溢
水

量
を

制
限

す
る

た
め

に
漏

え
い

停
止

操
作

に
期

待
す

る
場

合
は

、
溢

水
発

生
時

に
的

確
に

操
作

を
行

う
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
運

転
員

が
溢

水
発

生
時

に
的

確
な

判
断

・
操

作
等

を
行

う
た

め
、

溢
水

発
生

時
の

対
処

に
係

る
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
（

中
略

）
評

価
に

お
い

て
、

溢
水

量
を

制
限

す
る

た
め

に
漏

え
い

停
止

操
作

に
期

待
す

る
場

合
は

、
溢

水
発

生
時

に
的

確
に

操
作

を
行

う
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
運

転
員

が
溢

水
発

生
時

に
的

確
な

判
断

・
操

作
等

を
行

う
た

め
、

溢
水

発
生

時
の

対
処

に
係

る
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

溢
水

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

手
順

 
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
の

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

手
順
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ク
ラ

ー
か

ら
の

放
水

に
よ

る
溢

水
、

地
震

に
よ

る
溢

水
お

よ
び

そ
の

他
の

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

措
置

を
行

う
。

 
 

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

 
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
２

章
 

溢
水

発
生

時
の

運
転

操
作

 
３

.
 

溢
水

発
生

時
の

対
応

手
順

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

内
部

溢
水

緩
和

設
備

）
 

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

配
管

漏
え

い
時

の
対

応
操

作
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

装
置

が
作

動
し

た
場

合
は

、
作

動
後

2
5
分

経
過

ま
た

は
消

火
が

確
認

で
き

た
時

点
で

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
消

火
装

置
を

停
止

す
る

。
溢

水
防

護
の

た
め

動
作

後
3
0
分

以
内

に
必

ず
停

止
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

操
作

を
記

載
 

第
12

条
15

 
（

溢
水

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

（
中

略
）

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

初
期

消
火

活
動

及
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

に
関

す
る

注
意

事
項

に
つ

い
て

、
教

育
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

（
中

略
）

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

初
期

消
火

活
動

及
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

に
関

す
る

注
意

事
項

に
つ

い
て

、
教

育
を

定
期

的
に

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(2

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
初

期
消

火
活

動
お

よ
び

自
衛

消
防

隊
に

よ
る

消
火

活
動

時
の

放
水

時
の

注
意

事
項

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

お
よ

び
そ

の
他

の
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
措

置
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
教

育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

お
よ

び
定

期
的

な
評

価
の

実
施

 
１

．
教

育
・

訓
練

の
実

施
 

各
課
（

室
）
長

は
、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育
・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、「

教
育
・
訓

練
要

綱
」

第
７

章
設

計
基

準
事

象
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
手

順
 

配
管

の
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
の

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

手
順

 
  第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
教

育
・

訓
練

、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

１
．

教
育

・
訓

練
の

実
施

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

紙
１

に
定

め
る

教
育
・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、「

教
育
・
訓

練
要

綱
」
第

７
章

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

対
応

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
２

.
 

溢
水

発
生

の
確

認
 

当
直

課
長

は
以

下
の

検
知

が
認

め
ら

れ
た

場
合

、
又

は
そ

の
他

の
情

報
に

よ
り

溢
水

の
可

能
性

が
生

じ
た

場
合

は
、

関
係

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
化

等
に

よ
り

漏
え

い
箇

所
を

判
断

す
る

。
な

お
各

パ
ラ

メ
ー

タ
か

ら
の

溢
水

判
断

が
困

難
な

場
合

は
、

現
地

で
溢

水
発

生
箇

所
の

確
認

を
行

う
。

 
３

.
 溢

水
発

生
時

の
対

応
手

順
 
 

当
直

課
長

は
、

溢
水

が
発

生
し

た
と

判
断

し
た

場
合

は
、
「

運
転

操
作

所
則

」
「

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
い

て
対

応
操

作
を

実
施

す
る

。
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
内

部
溢

水
緩

和
設

備
）

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
漏

え
い

時
の

対
応

操
作

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

装
置

が
作

動
し

た
場

合
は

、
作

動
後

2
5
分

経
過

ま
た

は
消

火
が

確
認

で
き

た
時

点
で

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
消

火
装

置
を

停
止

す
る

。
溢

水
防

護
の

た
め

動
作

後
3
0
分

以
内

に
必

ず
停

止
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

操
作

を
記

載
 

第
12

条
16

 
 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

で
は

、
流

体
を

内
包

す
る

溢
水

源
と

な
り

得
る

機
器

の
う

ち
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
、

破
損

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

機
器

を
溢

水
源

と
す

る
。

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

機
器

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
、

破
損

は
生

じ
な

い
こ

と
か

ら
溢

水
源

と
し

て
想

定
し

な
い

。
ま

た
、

耐
震

Ｂ
，

Ｃ
ク

ラ
ス

機
器

の
う

ち
、

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
機

器
と

同
様

に
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

、
耐

震
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

も
の

（
水

位
制

限
に

よ
る

も
の

を
含

む
。
）

又
は

耐
震

対
策

工
事

に
よ

り
、

耐
震

性
が

確
保

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

溢
水

源
と

し
て

想
定

し
な

い
。

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
に

お
い

て
、

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

の
な

い
よ

う
必

要
に

応
じ

て
タ

ン
ク

の
水

位
制

限
を

設
け

る
場

合
は

、
制

限
範

囲
内

で
運

用
す

る
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
8-

1-
5
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
に

お
い

て
、

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

の
な

い
よ

う
必

要
に

応
じ

て
タ

ン
ク

の
水

位
制

限
を

設
け

る
場

合
は

、
制

限
範

囲
内

で
運

用
す

る
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
タ

ン
ク

の
水

位
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

へ
溢

水
が

流
入

し
伝

播
す

る
こ

と
を

防
ぐ

た
め

、
必

要
な

タ
ン

ク
の

水
位

制
限

を
行

う
。

 
 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
内

部
溢

水
発

生
時

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
５

）
タ

ン
ク

の
運

用
制

限
手

順
 

 
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
６

章
 

タ
ン

ク
の

運
用

水
位

制
限

 
２

.
 

タ
ン

ク
水

位
の

水
位

制
限

 
内

部
溢

水
評

価
の

観
点

か
ら

、
タ

ン
ク

の
水

位
を

下
表

の
と

お
り

制
限

す
る

。
 

当
直

課
長

は
、
に

定
め

る
頻

度
で

、「
発

電
室

業
務

所
則

」
警

報
発

信
の

有
無

ま
た

は
水

位
計

に
て

、
該

当
す

る
タ

ン
ク

の
水

位
が

制
限

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
  

122



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

【
第

一
発

電
室

 
発

電
室

業
務

所
則

】
【

第
二

発
電

室
 

発
電

室
業

務
所

則
】

 
 

水
位

制
限

に
関

す
る

対
応

を
記

載
 

第
12

条
21

 
8-

5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

２
 

溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
に

よ
る

溢
水

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 ２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
４

）
そ

の
他

の
溢

水
影

響
に

対
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

 
そ

の
他

の
溢

水
の

う
ち

機
器

の
誤

作
動

や
弁

の
グ

ラ
ン

ド
部

、
配

管
フ

ラ
ン

ジ
部

か
ら

の
漏

え
い

事
象

等
に

対
し

て
は

、
漏

え
い

検
知

シ
ス

テ
ム

又
は

運
転

員
の

状
況

確
認

に
よ

り
早

期
に

検
知

し
、

漏
え

い
箇

所
の

特
定

及
び

漏
え

い
箇

所
の

隔
離

等
に

よ
り

漏
え

い
を

止
め

る
こ

と
で

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

の
な

い
設

計
と

す
る

。
こ

の
た

め
、

漏
え

い
を

止
め

る
こ

と
を

的
確

に
実

施
す

る
た

め
、

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
1)

 溢
水

源
及

び
溢

水
量

の
設

定
 

（
中

略
）

 
地

震
に

よ
る

溢
水

評
価

に
お

い
て

、
溢

水
量

を
制

限
す

る
た

め
に

漏
え

い
停

止
操

作
に

期
待

す
る

場
合

は
、

溢
水

発
生

時
に

的
確

に
操

作
を

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま

た
、

運
転

員
が

溢
水

発
生

時
に

的
確

な
判

断
・

操
作

等
を

行
う

た
め

、
溢

水
発

生
時

の
対

処
に

係
る

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
 ２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

当
直

課
長

は
、
配

管
の

想
定

破
損

に
よ

る
溢

水
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

お
よ

び
そ

の
他

の
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
措

置
を

行
う

。
 

 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
教

育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

１
．

教
育

・
訓

練
の

実
施

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、
「

教
育

・
訓

練
要

綱
」
第

７
章

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
溢

水
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
手

順
 

配
管

の
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
放

水
に

よ
る

溢
水

、
地

震
に

よ
る

溢
水

及
び

そ
の

他
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

の
手

順
 

  第
２

章
 

教
育
・
訓

練
、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

１
.
 

 教
育

・
訓

練
の

実
施

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

紙
１

－
１

に
定

め
る

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
実

施
手

続
き

に
つ

い
て

は
、
「

教
育

・
訓

練
要

綱
」
第

７
章

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
対

応
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

２
章

 
溢

水
発

生
時

の
運

転
操

作
 

２
.
 

溢
水

発
生

の
確

認
 

当
直

課
長

は
以

下
の

検
知

が
認

め
ら

れ
た

場
合

、
又

は
そ

の
他

の
情

報
に

よ
り

溢
水

の
可

能
性

が
生

じ
た

場
合

は
、
関

係
パ

ラ
メ

ー
タ

の
変

化
等

に
よ

り
漏

え
い

箇
所

を
判

断
す

る
。
な

お
各

パ
ラ

メ
ー

タ
か

ら
の

溢
水

判
断

が
困

難
な

場
合

は
、
現

地
で

溢
水

発
生

箇
所

の
確

認
を

行
う

。
 

３
.
 溢

水
発

生
時

の
対

応
手

順
 
 

当
直

課
長

は
、
溢

水
が

発
生

し
た

と
判

断
し

た
場

合
は

、「
運

転
操

作
所

則
」「

警
報

時
操

作
所

則
」「

事
故

時
操

作
所

則
」
に

基
づ

い
て

対
応

操
作

を
実

施
す

る
。

 
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
内

部
溢

水
緩

和
設

備
）

 
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
漏

え
い

時
の

対
応

操
作

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

装
置

が
作

動
し

た
場

合
は

、
作

動
後

2
5
分

経
過

ま
た

は
消

火
が

確
認

で
き

た
時

点
で

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
消

火
装

置
を

停
止

す
る

。
溢

水
防

護
の

た
め

動
作

後
3
0
分

以
内

に
必

ず
停

止
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

3
 

内
部

溢
水

）
 

内
部

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

操
作

を
記

載
 

添
8-

1-
11

 

2
.3

 
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

2
.3

.1
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

(
4)

 そ
の

他
の

溢
水

の
う

ち
機

器
の

誤
作

動
や

弁
グ

ラ
ン

ド
部

、
配

管
フ

ラ
ン

ジ
部

か
ら

の
漏

え
い

 
事

象
等

（
以

下
「

そ
の

他
漏

え
い

事
象

」
と

い
う

。）
に

対
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
そ

の
他

漏
え

い
事

象
に

対
し

て
は

、
床

ド
レ

ン
及

び
シ

ス
テ

ム
ド

レ
ン

に
よ

り
排

水
可

能
な

設
計

又
は

漏
え

い
水

が
区

画
内

に
滞

留
し

な
い

よ
う

に
設

計
上

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
運

転
管

理
の

観
点

か
ら

、
漏

え
い

が
拡

大
し

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

漏
え

い
状

況
を

早
期

に
把

握
し

、
漏

え
い

の
拡

大
防

止
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
こ

れ
ら

に
つ

い
て

は
、

技
術

基
準

規
則

等
改

正
以

前
か

ら
の

溢
水

防
護

の
考

え
方

で
あ

る
「

安
全

上
重

要
な

設
備

は
、

一
般

的
に

床
か

ら
比

較
的

高
い

位
置

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
発

電
所

施
設

内
で

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

で
も

建
屋

最
下

層
に

設
置

さ
れ

た
サ

ン
プ

に
集

め
ら

れ
る

な
ど

、
溢

水
防

護
上

の
配

慮
」

が
な

さ
れ

た
プ

ラ
ン

ト
設

計
と

し
て

い
る

こ
と

及
び

運
転

員
が

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

の
一

環
で

定
期

的
に

サ
ン

プ
の

水
位

を
確

認
し

、
プ

ラ
ン

ト
へ

の
影

響
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
た

め
、

既
工

事
計

画
か

ら
変

更
は

な
く

、
防

護
設

計
方

針
に

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
は

な
い

。
 

今
回

申
請

に
お

い
て

、
運

転
管

理
と

し
て

、
既

存
の

漏
え

い
検

知
シ

ス
テ

ム
又

は
運

転
員

の
状

況
確

認
に

よ
り

、
早

期
に

検
知

し
、

漏
え

い
箇

所
の

特
定

及
び

隔
離

等
に

よ
り

漏
え

い
の

拡
大

防
止

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

手
順

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

第
12

条
24

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

３
 

溢
水

防
護

区
画

及
び

溢
水

経
路

の
設

定
 

（
中

略
）

 
溢

水
の

伝
播

を
防

止
す

る
た

め
水

密
扉

を
設

置
す

る
場

合
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操
作

、
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
的

確
に

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
8-

1-
6
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
 

(
2)

 溢
水

防
護

区
画

及
び

溢
水

経
路

の
設

定
 

（
中

略
）

 
溢

水
の

伝
播

を
防

止
す

る
た

め
水

密
扉

を
設

置
す

る
場

合
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操
作

、
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
的

確
に

行
う

た
め

、
手

順
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｄ

．
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

管
理

 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
室

に
お

い
て

水
密

扉
監

視
設

備
の

警
報

監
視

に
よ

り
、

水
密

扉
の

閉
止

状
態

の
確

認
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
ま

た
、
各

課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
４

）
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

管
理

 
 第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
５

章
 
 

水
密

扉
の

運
用

管
理

 
２

.
運

用
方

法
 

（
１

）
水

密
扉

の
運

用
 

溢
水

対
策

で
設

置
し

た
水

密
扉

の
運

用
を

以
下

の
と

お
り

定
め

る
。

 
ａ

．
水

密
扉

の
運

用
 

常
時

閉
運

用
と

し
、
通

行
の

際
に

水
密

扉
を

開
と

し
た

場
合

は
、

確
実

に
閉

止
ロ

ッ
ク

す
る

こ
と

と
す

る
。

 
な

お
、

当
直

課
長

は
中

央
制

御
室

に
お

い
て

水
密

扉
監

視
設

備
の

警
報

監
視

に
よ

り
、
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

を
行

い
、
水

密
扉

が
開

放
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
一

斉
ペ

ー
ジ

ン
グ

等
に

よ
り

閉
止

す
る

よ
う

連
絡

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

が
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
 

等
）

 
鎮

火
後

に
は

原
子

炉
施

設
の

点
検

を
実

施
す

る
こ

と
を

記
載

 
第

12
条

27
 

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
１

）
没

水
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

添
8-

1-
7
 

 
添

8-
1-

8
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
－

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

123



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
溢

水
）

 
（

中
略

）
 

消
火

栓
を

用
い

た
放

水
を

行
う

場
合

は
、

機
能

喪
失

高
さ

が
低

い
防

護
す

べ
き

設
備

を
消

火
栓

の
放

水
に

よ
る

溢
水

に
よ

り
機

能
喪

失
さ

せ
な

い
た

め
、

消
火

栓
の

放
水

時
の

注
意

事
項

を
現

場
に

表
示

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

没
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
ま

た
、

消
火

活
動

に
よ

り
放

水
し

た
場

合
は

、
溢

水
評

価
に

係
る

妥
当

性
を

確
認

す
る

た
め

、
放

水
後

の
放

水
量

の
検

証
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 

2
.3

.1
 
建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
1)

 没
水

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

消
火

栓
を

用
い

た
放

水
を

行
う

場
合

は
、

機
能

喪
失

高
さ

が
低

い
防

護
す

べ
き

設
備

を
消

火
栓

の
放

水
に

よ
る

溢
水

に
よ

り
機

能
喪

失
さ

せ
な

い
た

め
、

消
火

栓
の

放
水

時
の

注
意

事
項

を
現

場
に

表
示

す
る

こ
と

と
し

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

没
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
ま

た
、
消

火
活

動
に

よ
り

放
水

し
た

場
合

は
、
溢

水
評

価
に

係
る

妥
当

性
を

確
認

す
る

た
め

、
放

水
後

の
放

水
量

の
検

証
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 

影
響

等
、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｂ
．

消
火

水
放

水
時

に
お

け
る

注
意

喚
起

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
機

能
喪

失
高

さ
が

低
い

防
護

す
べ

き
設

備
が

消
火

水
の

放
水

に
よ

る
溢

水
に

よ
り

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

消
火

水
放

水
時

の
注

意
事

項
を

現
場

に
表

示
す

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(a

) 
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
時

に
消

火
水

を
放

水
し

た
場

合
、

消
火

水
に

よ
り

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
没

水
ま

た
は

被
水

し
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

ｈ
．

溢
水

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

を
確

認
す

る
手

順
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
消

火
活

動
の

結
果

を
踏

ま
え

、
放

水
後

の
放

水
量

の
溢

水
評

価
に

係
る

妥
当

性
に

つ
い

て
検

証
を

行
う

。
 

 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 保
修

業
務

所
則

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
 
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
喚

起
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

３
章

 
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
事

項
 

２
．

消
火

活
動

時
の

運
用

面
で

の
対

応
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
に

伴
う

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

を
抑

制
す

る
た

め
、

現
場

で
防

護
対

象
設

備
で

あ
る

こ
と

を
速

や
か

に
認

識
で

き
る

よ
う

掲
示

を
行

う
。

ま
た

、
消

火
水

放
水

時
に

お
け

る
注

意
喚

起
の

た
め

の
注

意
事

項
も

あ
わ

せ
て

掲
示

を
行

う
。

 
   第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
 

等
）

 
鎮

火
後

に
は

原
子

炉
施

設
の

点
検

を
実

施
す

る
こ

と
を

記
載

 

第
12

条
30

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
２

）
被

水
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

被
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
8-

1-
8
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.1
 
建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
2)

 被
水

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

被
水

し
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(a

) 
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
時

に
消

火
水

を
放

水
し

た
場

合
、

消
火

水
に

よ
り

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
没

水
ま

た
は

被
水

し
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

に
定

め
、

各
課

（
室

）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ａ
．

火
災

時
に

消
火

水
を

放
水

し
た

場
合

の
、

防
護

対
象

設
備

の
安

全
機

能
へ

の
影

響
評

価
手

順
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

７
章

 
溢

水
発

生
時

の
影

響
評

価
 

２
．

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評
価

 
各

課
（

室
）

長
は

、
発

生
し

た
溢

水
に

よ
り

防
護

対
象

設
備

が
、

没
水

、
被

水
及

び
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

に
は

、
当

該
機

器
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

保
守

管
理

に
よ

り
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 

第
12

条
34

 
 

（
溢

水
）

 

8
-5

浸
水

防
護

施
設

 

２
．

４
 

建
屋

内
の

防
護

す
べ

き
設

備
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
３

）
蒸

気
影

響
に

対
す

る
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

は
、

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

さ
れ

る
機

能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
運

用
と

す
る

。
 

添
8-

1-
9
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.1
 
建

屋
内

の
防

護
す

べ
き

設
備

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
(
3)

 蒸
気

影
響

に
対

す
る

評
価

及
び

防
護

設
計

方
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

蒸
気

環
境

に
曝

さ
れ

た
場

合
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(c

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
防

護
す

べ
き

設
備

が
蒸

気
環

境
に

曝
さ

れ
た

場
合

、
防

護
す

べ
き

設
備

の
要

求
さ

れ
る

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   保
修

業
務

所
則

 
 

 

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

に
 

定
め

、
各

課
（

室
）

長
は

こ
れ

に
基

づ
き

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

６
）

 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｂ
．

防
護

対
象

設
備

が
没

水
、

被
水

及
び

蒸
気

環
境

に
曝

さ
れ

た
場

合
の

手
順

 
 第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
 

第
７

章
 

溢
水

発
生

時
の

影
響

評
価

 
２

．
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響
評

価
 

各
課

（
室

）
長

は
、

発
生

し
た

溢
水

に
よ

り
防

護
対

象
設

備
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

保
守

管
理

に
よ

り
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 保

修
業

務
所

則
 

第
３

章
 

保
守

管
理

の
実

施
 

２
．

保
守

管
理

 
(
1)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

「
保

守
管

理
の

実
施

フ
ロ

ー
」

に
基

づ
き

保
守

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(
2)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、

当
社

お
よ

び
請

負
会

社
の

役
割

分
担

の
基

本
的

な
考

え
方

で
あ

る
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

「
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

」
を

勘
案

し
、

役
割

分
担

を
検

討
の

う
え

、
保

全
を

実
施

す
る

。
個

別
の

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
は

関
連

す
る

社
内

標
準

に
よ

る
。

 
な

お
、
「

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
」

は
、

定
検

工
事

等
を

代
表

し
た

内
容

と
し

て
策

定
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
安

全
に

対
す

る
グ

レ
ー

ド
、

当
社

ま
た

は
請

負
会

社
の

体
制

、
お

よ
び

そ
の

他
の

条
件

に
応

じ
、

役
割

区
分

お
よ

び
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

請
負

会
社

の
役

割
は

調
達

文
書

に
て

明
確

に
す

る
。

 
5
. 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」

に
定

め
る

「
保

全
計

画
策

定
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
、

原
子

炉
施

設
の

中
か

ら
、

各
号

炉
毎

に
保

全
を

行
う

べ
き

対
象

範
囲

と
し

て
以

下
の

設
備

を
選

定
し

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

等
を

実
施

す
る

。
 

(
4)

 
炉

心
損

傷
ま

た
は

格
納

容
器

機
能

喪
失

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
設

備
 

(
5)

 
そ

の
他

、
担

当
課

（
室

）
長

が
定

め
る

設
備

 
第

12
条

8
-5

浸
水

２
．

６
 

建
屋

外
か

ら
の

流
入

防
止

に
関

す
る

溢
水

評
価

及
び

防
護

設
計

方
添

8
-1

-1
1
 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
添

付
２

 
２

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

－
 

運
転

管
原

子
力

設
計

基
準

事
【

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

124



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

45
 

 
（

溢
水

）
 

防
護

施
設

 
針

 
（

中
略

）
 

防
護

す
べ

き
設

備
が

設
置

さ
れ

る
建

屋
外

で
、

発
生

を
想

定
す

る
溢

水
が

建
屋

内
へ

伝
播

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、

溢
水

水
位

に
対

し
て

止
水

性
を

維
持

す
る

扉
及

び
ド

レ
ン

ラ
イ

ン
逆

止
弁

の
設

置
並

び
に

貫
通

部
止

水
処

置
を

実
施

し
、

溢
水

の
伝

播
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

書
 

資
料

８
-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.3

.3
 建

屋
外

か
ら

の
流

入
防

止
に

関
す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

内
へ

溢
水

が
伝

播
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

防
護

対
策

そ
の

他
の

適
切

な
処

置
を

実
施

す
る

。
 

 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

(1
) 

各
課

（
室

）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。）
は

、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

タ
ン

ク
の

水
位

管
理

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
防

護
す

べ
き

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
屋

へ
溢

水
が

流
入

し
伝

播
す

る
こ

と
を

防
ぐ

た
め

、
必

要
な

タ
ン

ク
の

水
位

制
限

を
行

う
。

 
 

理
通

達
 

運
転

業
務

要
綱

 
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

  

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
章

 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

内
部

溢
水

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
５

）
タ

ン
ク

の
水

位
制

限
 

第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

６
章

 
タ

ン
ク

の
運

用
水

位
制

限
 

２
.
 

タ
ン

ク
水

位
の

水
位

制
限

 
内

部
溢

水
評

価
の

観
点

か
ら

、
タ

ン
ク

の
水

位
を

下
表

の
と

お
り

制
限

す
る

。
 

当
直

課
長

は
、「

発
電

室
業

務
所

則
」
に

定
め

る
頻

度
で

、
警

報
発

信
の

有
無

ま
た

は
水

位
計

に
て

、
該

当
す

る
タ

ン
ク

の
水

位
が

制
限

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

第
12

条
47

 
 

（
溢

水
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

２
．

８
 

溢
水

防
護

上
期

待
す

る
浸

水
防

護
施

設
の

構
造

強
度

設
計

 
溢

水
防

護
区

画
及

び
溢

水
経

路
の

設
定

並
び

に
溢

水
評

価
に

お
い

て
期

待
す

る
浸

水
防

護
施

設
の

構
造

強
度

設
計

は
、

以
下

の
と

お
り

設
計

す
る

。
 

ま
た

、
浸

水
防

護
施

設
が

要
求

さ
れ

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
計

画
的

に
保

守
管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

必
要

に
応

じ
補

修
を

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
8-

1-
12

 
 

添
8-

1-
13

 

資
料

８
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
溢

水
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
資

料
８

-
１

 
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
防

止
の

基
本

方
針

 
2
.4

 浸
水

防
護

施
設

の
設

計
方

針
 

「
2
.2

 溢
水

評
価

条
件

の
設

定
」

及
び

「
2
.3

 
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
」

を
踏

ま
え

、
溢

水
防

護
区

画
の

設
定

、
溢

水
経

路
の

設
定

及
び

溢
水

評
価

に
お

い
て

期
待

す
る

浸
水

防
護

施
設

に
関

す
る

設
計

方
針

を
以

下
に

示
す

。
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

浸
水

防
護

施
設

が
要

求
さ

れ
る

機
能

を
踏

ま
え

、
溢

水
伝

播
を

防
止

す
る

設
備

、
被

水
影

響
を

防
止

す
る

設
備

及
び

蒸
気

影
響

を
緩

和
す

る
設

備
に

分
類

し
設

計
方

針
を

定
め

る
。

 
ま

た
、

浸
水

防
護

施
設

は
、

要
求

さ
れ

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
計

画
的

に
保

守
管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

必
要

に
応

じ
補

修
を

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

２
 内

部
溢

水
 

２
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｇ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
(f

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
浸

水
防

護
設

備
お

よ
び

防
護

す
べ

き
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   保
修

業
務

所
則

 

【
高

浜
発

電
所

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

第
１

章
 
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
内

部
溢

水
に

関
す

る
次

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

３
編

内
部

溢
水

の
運

用
管

理
に

定
め

、
各

課
（

室
）
長

は
こ

れ
に

基
づ

き
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
保

守
管

理
等

の
手

順
 

ｄ
．
浸

水
防

護
設

備
及

び
防

護
す

べ
き

設
備

の
機

能
維

持
に

必
要

な
設

備
の

適
切

な
保

守
管

理
手

順
 

 第
３

編
内

部
溢

水
の

運
用

管
理

 
第

８
章

 
溢

水
防

護
設

備
の

保
守

管
理

 
２

.
 

点
検

等
の

対
象

、
頻

度
、

方
法

、
判

定
基

準
 

各
課

（
室

）
長

は
、

溢
水

防
護

設
備

「
溢

水
防

護
設

備
一

覧
表

」
（

別
表

 
３

－
１

）
に

つ
い

て
、「

保
修

業
務

所
則

」
及

び
「

土
木

建
築

業
務

所
則

」
に

基
づ

き
適

切
な

頻
度

、
方

法
に

て
保

守
管

理
を

実
施

し
、
溢

水
防

護
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
。

 
  【

保
修

業
務

所
則

】
 

第
３

章
 

保
守

管
理

の
実

施
 

２
．

保
守

管
理

 
(
1)

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」
に

定
め

る
「

保
守

管
理

の
実

施
フ

ロ
ー

」
に

基
づ

き
保

守
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(
2)

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、

当
社

お
よ

び
請

負
会

社
の

役
割

分
担

の
基

本
的

な
考

え
方

で
あ

る
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
」
に

定
め

る
「

調
達

管
理
『

原
則

』
整

理
表

」
を

勘
案

し
、
役

割
分

担
を

検
討

の
う

え
、

保
全

を
実

施
す

る
。
個

別
の

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
は

関
連

す
る

社
内

標
準

に
よ

る
。

 
な

お
、「

調
達

管
理

『
原

則
』

整
理

表
」

は
、

定
検

工
事

等
を

代
表

し
た

内
容

と
し

て
策

定
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
安

全
に

対
す

る
グ

レ
ー

ド
、

当
社

ま
た

は
請

負
会

社
の

体
制

、
お

よ
び

そ
の

他
の

条
件

に
応

じ
、

役
割

区
分

お
よ

び
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
そ

の
場

合
に

お
い

て
も

、
請

負
会

社
の

役
割

は
調

達
文

書
に

て
明

確
に

す
る

。
 

5
. 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」

に
定

め
る
「

保
全

計
画

策
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
に

基
づ

き
、
原

子
炉

施
設

の
中

か
ら

、
各

号
炉

毎
に

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
と

し
て

以
下

の
設

備
を

選
定

し
、

必
要

に
応

じ
て

見
直

し
等

を
実

施
す

る
。

 
(
4)

 
炉

心
損

傷
ま

た
は

格
納

容
器

機
能

喪
失

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
設

備
 

(5
) 

そ
の

他
、

担
当

課
（

室
）

長
が

定
め

る
設

備
 

第
14

条
4
  

（
安

全
設

備
）

 

7 
 原

子
炉

格
納

施
設

 

２
．

３
．

１
 

単
一

故
障

に
係

る
設

計
 

（
中

略
）

 
安

全
上

支
障

の
な

い
期

間
に

つ
い

て
は

、
設

計
基

準
事

故
時

に
、

ダ
ク

ト
の

全
周

破
断

又
は

フ
ィ

ル
タ

本
体

の
閉

塞
に

伴
う

放
射

性
物

質
の

漏
え

い
を

考
慮

し
て

も
、

周
辺

の
公

衆
に

対
す

る
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
が

設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た

「
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
異

常
な

放
出

の
う

ち
の

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

」
評

価
結

果
約

0.
22

m
Sv

と
同

程
度

で
あ

り
、

ま
た

、
補

修
作

業
に

係
る

被
ば

く
が

緊
急

時
作

業
に

係
る

線
量

限
度

以
下

と
で

き
る

期
間

と
し

て
、

3
日

間
と

す
る

。
 

設
計

に
当

た
っ

て
は

、
想

定
さ

れ
る

故
障

の
除

去
又

は
修

復
の

た
め

の
ア

ク
セ

ス
が

可
能

で
あ

り
、

か
つ

、
補

修
作

業
が

容
易

と
な

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基

準
事

故
時

の
当

該
作

業
期

間
に

お
い

て
、

被
ば

く
を

可
能

な
限

り
低

く
抑

え
る

よ
う

運
用

を
定

め
る

。
 

添
6-

65
 

 
添

6-
66

 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.5

 原
子

炉
格

納
施

設
 

(
2)

 多
重

性
、

多
様

性
及

び
位

置
的

分
散

 
a
. 

単
一

設
計

 
(
a)

 安
全

補
機

室
空

気
浄

化
設

備
 

（
中

略
）

 
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

想
定

さ
れ

る
故

障
の

除
去

又
は

修
復

の
た

め
の

ア
ク

セ
ス

が
可

能
で

あ
り

、
か

つ
、

補
修

作
業

が
容

易
と

な
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

設
計

基
準

事
故

時
の

当
該

作
業

期
間

に
お

い
て

、
被

ば
く

を
可

能
な

限
り

低
く

抑
え

る
よ

う
保

安
規

定
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 
(
b)

 ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
再

循
環

設
備

 
（

中
略

）
 

設
計

に
当

た
っ

て
は

、
想

定
さ

れ
る

故
障

の
除

去
又

は
修

復
の

た
め

の
ア

ク
セ

ス
が

可
能

で
あ

り
、

か
つ

、
補

修
作

業
が

容
易

と
な

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基

準
事

故
時

の
当

該
作

業
期

間
に

お
い

て
、

被
ば

く
を

可
能

な
限

り
低

く
抑

え
る

よ
う

保
安

規
定

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

第
２

条
 

（
基

本
方

針
）

 

高
浜

発
電

所
（

以
下

、「
発

電
所

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
保

安
活

動
は

、
安

全
文

化
を

基
礎

と
し

、
放

射
線

お
よ

び
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

従
業

員
お

よ
び

公
衆

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

の
低

い
水

準
に

保
つ

と
と

も
に

、
災

害
の

防
止

の
た

め
に

、
適

切
な

品
質

保
証

活
動

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
 

－
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

放
線

・
化

学
管

理
業

務
要

綱
 

放
射

線
管

理
業

務
所

 
則

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
２

編
第

６
章

 
放

射
線

作
業

管
理

 
１

．
目

的
 

本
章

は
、
管

理
区

域
で

の
作

業
に

対
し

、
放

射
線

作
業

管
理

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、
放

射
線

防
護

措
置

の
確

実
な

実
施

に
よ

る
放

射
線

業
務

従
事

者
の

不
要

な
被

ば
く

の
防

止
お

よ
び

作
業

に
伴

う
被

ば
く

の
低

減
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

第
７

章
 

第
７

章
：

全
般

 

第
26

条
8
  

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

１
．

燃
料

取
扱

設
備

 
（

中
略

）
 

燃
料

取
替

ク
レ

ー
ン

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

は
、

取
扱

中
に

過
荷

重
と

な
っ

た
場

合
に

上
昇

を
阻

止
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
設

け
て

、

添
20

-3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 

第
９

４
条

 
（

新
燃

料
の

運
搬

）
 

 

４
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
第

１
項

ま
た

は
第

２
項

の
運

搬
を

使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
実

施
す

る
場

合
は

、
次

の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
に

関
す

る
記

載
は
「

第
2
6

条
32

」
に

記
載

 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
１

章
 

総
則

 
９

．
燃

料
、
内

挿
物

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

管
理

に
係

る
基

本
事

項
 

ｃ
．
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
お

よ
び

原
子

炉
内

で
の

燃
料

取
扱

中
は

、
常

に

125



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 
設

 
過

荷
重

に
よ

る
燃

料
体

等
の

落
下

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

で
新

燃
料

を
取

り
扱

う
際

は
、

荷
重

監
視

を
行

う
こ

と
で

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

(
3)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
一

部
走

行
レ

ー
ル

が
あ

る
が

、
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
と

と
も

に
、

車
輪

止
め

を
設

け
る

こ
と

及
び

建
屋

の
構

造
上

、
吊

り
上

げ
ら

れ
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
等

重
量

物
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

物
と

な
ら

な
い

設
計

と
す

る
。

仮
に

落
下

後
の

移
動

を
想

定
し

て
も

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
間

に
燃

料
取

替
用

キ
ャ

ナ
ル

が
あ

る
た

め
、

ク
レ

ー
ン

本
体

及
び

吊
荷

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
新

燃
料

集
合

体
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

荷
重

監
視

を
行

い
、

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

(
1)

 燃
料

の
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 

荷
重

を
監

視
し

、
そ

の
結

果
を

荷
重

監
視

記
録

計
に

よ
り

記
録

す
る

。
 

 
第

９
５

条
 

（
新

燃
料

の
貯

蔵
）

 

原
子

燃
料

課
長

は
、
新

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
6)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
て

取
り

扱
う

場
合

は
、
燃

料
の

落
下

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

５
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
を

貯
蔵

施
設

か
ら

原
子

炉
へ

装
荷

す
る

場
合

、
ま

た
は

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 
(
3)

 燃
料

の
取

替
に

際
し

、
燃

料
の

落
下

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
26

条
31

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

離
隔

を
確

保
で

き
る

重
量

物
に

つ
い

て
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

落
下

す
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

、
転

倒
を

仮
定

し
て

も
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

届
か

な
い

距
離

に
設

置
す

る
。

ま
た

、
転

倒
防

止
の

た
め

床
面

や
壁

面
へ

固
定

す
る

。
 

添
20

-1
5
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

周
辺

設
備

等
の

重
量

物
（

燃
料

集
合

体
以

外
）

の
落

下
防

止
対

策
 

(
3)

 落
下

防
止

対
策

の
設

計
 

a
．

離
隔

、
固

縛
等

に
よ

る
落

下
防

止
対

策
 

(
b)

 分
電

盤
、

制
御

盤
、

そ
の

他
機

器
等

 
分

電
盤

、
制

御
盤

、
そ

の
他

機
器

等
は

、
設

置
高

さ
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
の

フ
ロ

ア
レ

ベ
ル

で
あ

り
、

地
震

時
に

転
倒

し
て

も
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

落
下

し
な

い
設

計
と

す
る

。
こ

れ
ら

の
設

備
は

、
重

量
物

で
あ

り
、

車
輪

の
よ

う
な

抵
抗

を
緩

和
さ

せ
る

構
造

も
な

い
こ

と
か

ら
、

転
倒

を
仮

定
し

て
も

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
届

か
な

い
距

離
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

転
倒

防
止

の
た

め
、

床
面

や
壁

面
に

ボ
ル

ト
等

で
固

定
す

る
設

計
と

す
る

。
 

さ
ら

に
、

転
倒

に
よ

る
損

傷
、

及
び

そ
れ

に
伴

う
移

動
に

対
し

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
周

り
を

、
棚

に
よ

り
周

囲
を

取
り

囲
む

こ
と

で
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

防
止

を
確

実
に

す
る

。
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
7)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
周

辺
に

設
置

す
る

設
備

に
つ

い
て

は
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

影
響

を
及

ぼ
す

落
下

物
と

な
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 

－
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
 

調
達

管
理

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

 原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

請
負

工
事

一
般

仕
様

書
に

関
す

る
要

綱
指

針
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
燃

料
管

理
業

務
要

綱
 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

原
子

力
発

電
所

請
負

工
事

一
般

仕
様

書
に

関
す

る
要

綱
指

針
 

5
.5

 
(
14

)現
場

に
お

け
る

資
機

材
管

理
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

事
項

を
遵

守
す

る
こ

と
。

 
ｃ

．
資

機
材

は
、
常

に
整

理
整

頓
に

努
め

、
飛

散
・
荷

崩
れ
・

転
送
・
落

下
防

止
等

の
必

要
な

措
置

を
取

り
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

ｅ
．

以
下

に
つ

い
て

は
保

管
を

制
限

す
る

。
 

(
ａ

)資
機

材
管

理
全

般
 

・
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
(
以

下
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

と
い

う
)
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
・

設
備

と
の

距
離

（
１

ｍ
以

上
）

を
確

保
す

る
。

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
 

第
１

５
章

 
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

事
項

 
(
22

) 
火

気
使

用
作

業
、

現
場

資
機

材
保

管
管

理
 

担
当

課
（

室
）
長

は
、
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

災
発

生
お

よ
び

延
焼

の
防

止
に

対
す

る
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
現

場
資

機
材

の
保

管
に

お
け

る
地

震
、
竜

巻
等

の
自

然
災

害
、
火

災
お

よ
び

内
部

溢
水

に
対

す
る

管
理

を
行

う
。

 
 原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
 

第
４

章
 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

３
.
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ヘ

の
落

下
を

検
討

す
べ

き
重

量
物

の
影

響
評

価
お

よ
び

管
理

 
３

.
１

 評
価

お
よ

び
管

理
の

目
的

 
関

係
各

課
(室

)
長

は
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ヘ

の
重

量
物

の
落

下
に

よ
る

燃
料

集
合

体
の

破
損

防
止

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ラ

イ
ニ

ン
グ

の
損

傷
防

止
の

観
点

か
ら

評
価

を
行

い
、
必

要
に

応
じ

て
落

下
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

第
26

条
32

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
上

部
に

一
部

走
行

レ
ー

ル
が

あ
る

が
、

ピ
ッ

ト
上

部
を

走
行

さ
せ

な
い

た
め

に
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
。

ま
た

、
そ

の
先

に
車

輪
止

め
を

設
け

る
こ

と
及

び
補

助
建

屋
の

構
造

上
、

吊
り

上
げ

ら
れ

た
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

等
重

量
物

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

ら
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

上
で

取
り

扱
う

場
合

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
 

添
20

-3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 
(
3)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
部

に
一

部
走

行
レ

ー
ル

が
あ

る
が

、
走

行
範

囲
を

制
限

す
る

措
置

と
し

て
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

手
前

に
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

設
置

し
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
を

自
動

停
止

さ
せ

る
と

と
も

に
、

車
輪

止
め

を
設

け
る

こ
と

及
び

建
屋

の
構

造
上

、
吊

り
上

げ
ら

れ
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
等

重
量

物
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

落
下

物
と

な
ら

な
い

設
計

と
す

る
。

仮
に

落
下

後
の

移
動

を
想

定
し

て
も

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
間

に
燃

料
取

替
用

キ
ャ

ナ
ル

が
あ

る
た

め
、

ク
レ

ー
ン

本
体

及
び

吊
荷

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
落

下
物

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

及
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動
速

度
の

制
限

に
関

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

管
理

す
る

。
新

燃
料

集
合

体
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

荷
重

監
視

を
行

い
、

過
荷

重
に

よ
る

落
下

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
7)

 
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
に

よ
り

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

お
よ

び
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
移

動
範

囲
や

移
動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
。

 
 

荷
重

監
視

に
関

す
る

記
載

は
「

第
2
6
条

8」
に

記
載

 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
７

章
 
使

用
済

燃
料

輸
送

 
３

．
使

用
済

燃
料

の
運

搬
 

３
．

１
 
共

通
事

項
 

(
12

)使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
に

移
動

す
る

際
は

、
移

動
範

囲
（

約
5
.
8m

以
上

[
１

，
２

号
機

]
、

3.
6
m
以

上
[３

，
４

号
機

]
）

の
離

隔
、

移
動

経
路

上
の

マ
ー

キ
ン

グ
お

よ
び

ロ
ー

プ
等

に
よ

る
区

画
）

お
よ

び
移

動
速

度
（

停
止

位
置

手
前

か
ら

2
.
5c

m/
秒

[
１

，
２

号
機

]
、

1
cm

/秒
[
３

，
４

号
機

]
）

を
制

限
す

る
。

 
３

．
３

 
再

処
理

施
設

へ
の

搬
出

 
 

３
．

３
．

４
 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
9
)
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
と

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

（
３

，
４

号
機

は
Ａ

－
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

３
．

４
 
発

電
所

に
お

け
る

号
機

間
輸

送
 

 
３

．
４

．
４

 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
8)

原
子

燃
料

課
長

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
（

３
，

４
号

機
は

Ａ
－

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

添
20

-1
3
 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

周
辺

設
備

等
の

重
量

物
（

燃
料

集
合

体
以

外
）

の
落

下
防

止
対

策
 

(
3)

 落
下

防
止

対
策

の
設

計
 

a
．

離
隔

、
固

縛
等

に
よ

る
落

下
防

止
対

策
 

(
a)

 補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

・
吊

荷
 

（
中

略
）

 
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

上
で

取
り

扱
う

場
合

は
、

燃
料

ピ
ッ

ト
ゲ

ー
ト

を
閉

止
し

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
を

隔
離

す
る

。
な

お
、

取
扱

い
中

の
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
と

の
距

離
が

5.
8m

未
満

と
な

ら
な

い
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

っ
た

移
送

経
路

に
沿

っ
て

移
送

す
る

こ
と

、
ロ

ー
プ

等
に

よ
る

移
動

制
限

を
行

う
こ

と
、

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

の
移

動
速

度
を

低
速

と
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
管

理

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
7)

 
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
に

よ
り

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合
は

、
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

お
よ

び
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
移

動
範

囲
や

移
動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
。

 
 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
７

章
 
使

用
済

燃
料

輸
送

 
３

．
使

用
済

燃
料

の
運

搬
 

３
．

１
 
共

通
事

項
 

(
12

)使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
に

移
動

す
る

際
は

、
移

動
範

囲
（

約
5
.
8m

以
上

[
１

，
２

号
機

]
、

3.
6
m
以

上
[３

，
４

号
機

]
）

の
離

隔
、

移
動

経
路

上
の

マ
ー

キ
ン

グ
お

よ
び

ロ
ー

プ
等

に
よ

る
区

画
）

お
よ

び
移

動
速

度
（

停
止

位
置

手
前

か
ら

2
.
5c

m/
秒

[
１

，
２

号
機

]
、

1
cm

/秒
[
３

，
４

号
機

]
）

を
制

限
す

る
。

 
３

．
３

 
再

処
理

施
設

へ
の

搬
出

 
 

３
．

３
．

４
 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
9
)
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、

燃
料

検
査

ピ
ッ

ト
と

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

（
３

，
４

号
機

は
Ａ

－
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

３
．

４
 
発

電
所

に
お

け
る

号
機

間
輸

送
 

 
３

．
４

．
４

 
作

業
の

実
施

 
 

 
(
8)

原
子

燃
料

課
長

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

で
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
取

扱
う

場
合

は
、
燃

料
検

査
ピ

ッ
ト

と
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

126



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

す
る

。
 

ト
（

３
，

４
号

機
は

Ａ
－

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

）
間

に
燃

料
ピ

ッ
ト

ゲ
ー

ト
を

挿
入

す
る

。
 

第
26

条
39

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
の

ワ
イ

ヤ
及

び
フ

ッ
ク

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
り

燃
料

集
合

体
が

一
度

浮
き

上
が

っ
て

落
下

し
た

後
の

落
下

に
よ

る
衝

撃
荷

重
に

対
し

、
吊

荷
と

ク
レ

ー
ン

が
振

れ
る

際
の

位
相

差
に

よ
る

相
対

速
度

ま
で

考
慮

し
て

も
、

吊
荷

を
落

下
せ

ず
、

安
全

に
保

持
で

き
る

裕
度

を
持

っ
て

設
計

す
る

。
 

添
20

-2
 

 
添

20
-3

 

資
料

２
０

 
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

う
機

器
の

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

燃
料

取
扱

設
備

に
お

け
る

燃
料

集
合

体
の

落
下

防
止

対
策

 
(
2)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

上
で

燃
料

集
合

体
を

移
動

さ
せ

る
が

、
ワ

イ
ヤ

ロ
ー

プ
及

び
フ

ッ
ク

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
り

燃
料

集
合

体
が

一
度

浮
き

上
が

っ
て

落
下

し
た

後
の

落
下

に
よ

る
衝

撃
荷

重
に

対
し

、
吊

荷
と

ク
レ

ー
ン

が
振

れ
る

際
の

位
相

差
に

よ
る

相
対

速
度

ま
で

考
慮

し
て

も
、

吊
荷

は
落

下
せ

ず
、

安
全

に
保

持
で

き
る

裕
度

を
持

っ
た

設
計

と
す

る
。

保
安

規
定

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

を
管

理
す

る
こ

と
を

定
め

、
こ

の
裕

度
を

確
保

す
る

。
 

 

第
９

４
条

 
（

新
燃

料
の

運
搬

）
 

４
．

 
(2

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
４

章
 

燃
料

の
取

扱
お

よ
び

貯
蔵

 
２

．
１

共
通

事
項

 
（

１
３

）
燃

料
の

取
扱

い
に

お
い

て
は

、
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
。

 
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
7)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

６
条

 
（

燃
料

の
検

査
）

 

４
．

 
(
3)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

５
．

 
(
4)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

(
8)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
９

９
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

運
搬

）
 

２
．

 
(
6)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
使

用
時

の
吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 
 

第
26

条
42

 
 

（
燃

料
取

扱
設

備
）

 

2 
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

燃
料

貯
蔵

設
備

は
、

燃
料

取
扱

者
以

外
の

者
が

み
だ

り
に

立
ち

入
ら

な
い

よ
う

、
フ

ェ
ン

ス
等

に
よ

る
立

入
制

限
区

域
を

設
け

、
施

錠
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

原
子

燃
料

課
長

は
、
新

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
2)

 
貯

蔵
施

設
の

目
に

つ
き

や
す

い
箇

所
に

燃
料

貯
蔵

施
設

で
あ

る
旨

お
よ

び
貯

蔵
上

の
注

意
事

項
を

掲
示

す
る

こ
と

。
ま

た
、
施

錠
等

に
よ

り
取

扱
者

以
外

の
者

が
み

だ
り

に
立

ち
入

り
で

き
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

立
入

り
制

限
区

域
お

よ
び

施
錠

管
理

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

第
４

章
 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

2
.1

共
通

事
項

 
(
6)

燃
料

の
貯

蔵
に

従
事

す
る

者
以

外
の

者
が

貯
蔵

施
設

に
立

ち
入

る
場

合
は

、
燃

料
貯

蔵
施

設
で

あ
る

旨
の

注
意

事
項

等
適

切
な

指
示

を
与

え
遵

守
さ

せ
る

。
 

高
浜

１
、

２
号

機
原

子
燃

料
貯

蔵
施

設
点

検
表

 
点

検
項

目
 

１
．

新
燃

料
貯

蔵
庫

の
施

錠
状

態
、

キ
ャ

ン
の

外
観

・
形

状
お

よ
び

貯
蔵

状
況

等
（

異
物

の
混

入
が

な
い

こ
と

を
含

む
）

に
異

常
が

な
い

 
２

．
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ラ

ッ
ク

の
外

観
・

形
状

、
水

面
の

清
浄

度
、

貯
蔵

状
況

等
（

異
物

の
混

入
が

な
い

こ
と

を
含

む
）

お
よ

び
燃

料
取

扱
者

以
外

の
も

の
が

み
だ

り
に

立
ち

入
り

で
き

な
い

処
置

（
施

錠
、

フ
ェ

ン
ス

等
）

に
異

常
が

な
い

 
４

．
新

燃
料

貯
蔵

庫
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
貯

蔵
施

設
で

あ
る

旨
の

表
示

お
よ

び
注

意
事

項
掲

示
状

態
に

異
常

が
な

い
 

第
９

８
条

 
（

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

）
 

原
子

燃
料

課
長

は
、
使

用
済

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(
2)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

目
に

つ
き

や
す

い
箇

所
に

燃
料

貯
蔵

施
設

で
あ

る
旨

お
よ

び
貯

蔵
上

の
注

意
事

項
を

掲
示

す
る

こ
と

。
ま

た
、
施

錠
等

に
よ

り
取

扱
者

以
外

の
者

が
み

だ
り

に
立

ち
入

り
で

き
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 
 

第
32

条
2
  

（
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
 

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
そ

の
他

原
子

炉
注

水
設

備
の

機
能

 
（

中
略

）
 

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

の
評

価
条

件
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

蓄
圧

注
入

系
の

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
の

保
持

圧
力

及
び

保
有

水
量

が
、

運
転

上
の

制
限

を
満

足
す

る
よ

う
に

保
安

規
定

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

１
条

 
（

蓄
圧

タ
ン

ク
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

お
よ

び
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
 
6.

8
9
 

MP
a[

ga
ge

]
 を

超
え

る
場

合
）

※
１
に

お
い

て
、
蓄

圧
タ

ン
ク

※

２
は

、
表

５
１

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

蓄
圧

タ
ン

ク
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(
1)

 当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 6
.8

9 
M
P
a[

ga
g
e]

 を
超

え
る

場
合

）
に

お
い

て
、
蓄

圧
タ

ン
ク

の
ほ

う
素

濃
度

、
ほ

う
酸

水
量

お
よ

び
圧

力
を

表
５

１
－

２
で

定
め

る
頻

度
で

確
認

す
る

。
 

な
お

、
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

か
ら

の
補

給
ま

た
は

１
次

冷
却

系
の

加
熱

以
外

の
理

由
に

よ
り

、
蓄

圧
タ

ン
ク

水
位

計
で

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
 3

 
cm

 
以

上
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

計
器

ス
パ

ン
の

 
3
 
% 

以
上

の
水

位
増

加
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
６

時
間

以
内

に
当

該
タ

ン
ク

の
ほ

う
素

濃
度

を
確

認
す

る
。

 
(
2)

 当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 6
.8

9 
M
P
a[

ga
g
e]

 を
超

え
る

場
合

）
に

お
い

て
、
１

日
に

１
回

、
蓄

圧
タ

ン
ク

の
全

て
の

出
口

弁
が

全
開

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
蓄

圧
タ

ン
ク

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
５

１
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１

：
原

子
炉

起
動

時
の

モ
ー

ド
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
 

6.
89

 
MP

a[
g
ag

e]
 
を

超
え

た
時

点
）

か
ら

、
全

て
の

出
口

弁
が

全
開

と
な

る
ま

で
の

間
は

除
く
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。

 
※

２
：

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

蓄
圧

タ
ン

ク
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

1
2
章

 
巡

回
点

検
業

務
）

 
巡

回
点

検
表

、
保

安
管

理
点

検
表

に
て

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
の

圧
力

、
水

量
を

確
認

す
る

よ
う

に
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

1
2
章

 
巡

回
点

検
業

務
）

 
巡

回
点

検
表

、
保

安
管

理
点

検
表

に
て

蓄
圧

タ
ン

ク
の

圧
力

、
水

量
を

確
認

す
る

よ
う

に
記

載
 

 
表

５
１

－
１

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

蓄
圧

タ
ン
ク

※
３
※
４
 

(
1)
 
ほ

う
素

濃
度
、

ほ
う
酸
水

量
お

よ
び
圧
力

が
表

５
１
－

２
で

定
め
る
制

限
値

内
に
あ

る
こ
と
 

(
2)
 
出

口
弁

が
全
開

で
あ
る
こ

と
 

※
３
：
蓄

圧
タ

ン
ク

は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
兼

ね
る

。
 

蓄
圧

タ
ン

ク
が

運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

ま
た

は
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
第

８
５

条
（

表
８

５
－

４
）
の

運
転

上
の

制
限

も
確

認
す

る
。

 
※

４
：

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

表
５

１
－

２
 

項
 
目
 

制
 

限
 
値
 

確
認

頻
度
 

１
号
炉

お
よ

び
２
号
炉
 

３
号

炉
お
よ
び

４
号

炉
 

ほ
う
素

濃
度
 

2
,6
0
0
 
p
p
m 
以
上
 

2
,
8
0
0 
p
p
m 
以

上
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

ほ
う
酸

水
量
 

（
有

効
水
量

）
 

2
9
.
0
 
m
3  
以

上
 

2
9
.0
 
m
3
 以

上
 

１
日

に
１

回
 

圧
 
力
 

4
.
04
 
M
P
a
[g
a
ge
]
 以

上
 

4
.
0
4
 
MP
a
[g
a
g
e
]
 以

上
 

１
日

に
１

回
 

  
第

８
５

条
 

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

８
５

－
４

－
２

 
炉

心
注

水
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
 

－
蓄

圧
注

入
系

－
 

(1
) 

ほ
う

素
濃

度
が

 
2,

6
00

 p
p
m
 以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

(2
) 

ほ
う

酸
水

量
（

有
効

水
量

）
が

 
2
9.

0 
m
3
 
以

上
（

１
基

あ
た

り
）

で
あ

る
こ

と
 

(3
) 

モ
ー

ド
１

、
２

お
よ

び
３

（
１

次
冷

却
材

圧
力

が
6.

8
9
 

MP
a[

ga
ge

]
 
を

超
え

る
場

合
）

に
お

い
て

、
圧

力
が

4.
0
4
 

MP
a[

ga
ge

]
 以

上
で

あ
る

こ
と

 
(4

) 
モ

ー
ド

３
（

１
次

冷
却

材
圧

力
が

 
6
.8

9 
M
Pa

[g
ag

e
]
 

以
下

の
場

合
）
、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い
て

、
圧

力
が

1.
0
 

MP
a[

ga
ge

]
 以

上
で

あ
る

こ
と

 
(5

) 
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

出
口

弁
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
※
１
 

 ※
１
：
動

作
可

能
と

は
、
手

動
で

の
開

弁
お

よ
び

閉
弁

が
で

き
る

こ
と

を
い

う
。

 
 

第
3
4
条

7 
 

（
計

測
装

置
）

 

4
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

炉
心

に
お

け
る

中
性

子
束

密
度

を
計

測
す

る
た

め
の

炉
外

核
計

装
装

置
は

原
子

炉
容

器
外

周
に

設
置

し
た

中
性

子
束

検
出

器
に

よ
り

中
性

子
源

領
域

中
性

子
束

、
中

間
領

域
中

性
子

束
、

出
力

領
域

中
性

子
束

の
3
領

域
に

分
け

て
中

性
子

束
を

計
測

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
炉

内
核

計
装

装
置

は
可

動
小

型
中

性
子

束
検

出
器

を
使

用
し

、
特

定
の

燃
料

集
合

体
の

中
で

適
時

、
遠

隔
操

作
に

よ
り

、
炉

内
中

性
子

束
を

計
測

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 
１

．
２

．
３

 
計

測
結

果
の

表
示

、
記

録
及

び
保

存
 

（
中

略
）

 
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。

)
し

、
保

存
す

る
。

な
お

、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い

う
(以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 表

１
３

３
－

１
 

記
録

（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

１
．

使
用
前

確
認
の
結

果
 

確
認

の
都

度
 

同
一

事
項

に
関

す

る
次

の
確

認
の

時

ま
で

の
期
間
 

２
．

施
設

管
理
の

実
施

状
況

お
よ
び

そ
の
担

当
者

の
氏
名
 

(
1
) 

保
全
活
動

管
理

指
標
の

監

視
結

果
お

よ
び

そ
の
担

当

者
の

氏
名
 

(
2
) 

保
全
の
結

果
（

安
全
上

重

要
な

機
器

等
の

工
事
に

つ

い
て

は
、

法
令

に
基
づ

く

必
要

な
手

続
き

の
要
否

の

確
認

結
果
を

含
む

。）
お

よ

び
そ

の
担
当

者
の
氏

名
 

(
3
) 

保
全
の
結

果
の

確
認
・

評

価
お

よ
び

そ
の

担
当
者

の

氏
名
 

(
4
) 
不

適
合

管
理

、
是

正
処
置

、

未
然

防
止

処
置

お
よ
び

そ

の
担

当
者
の

氏
名
 

施
設

管
理
の

実
施
の

都
度
 

施
設

管
理

を
実

施

し
た

原
子

炉
施

設

の
解

体
ま

た
は

廃

棄
を

し
た

後
５

年

が
経

過
す

る
ま

で

の
期

間
 

３
．

施
設

管
理
方

針
、

施
設

管
理
目

標
お
よ

び
施
設

管
理

実
施

計
画

の
評
価

の
結
果

お
よ

び
そ

の
評

価
の
担

当
者

の
氏
名
 

(
1
) 

保
全
の
有

効
性

評
価
お

よ

び
そ

の
担
当

者
の
氏

名
 

(
2
) 

施
設
管
理

の
有

効
性
評

価

お
よ

び
そ

の
担

当
者
の

氏

名
 

評
価

の
都
度
 

評
価

を
実

施
し

た

原
子

炉
施

設
の

施

設
管

理
方
針
、
施

設

管
理

目
標

ま
た

は

施
設

管
理

実
施

計

画
の

改
定

ま
で

の

期
間
 

４
．

熱
出
力
 

原
子

炉
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

場
合

連
続

し
て
 

１
０

年
間
 

５
．

炉
心
の

中
性
子
束

密
度
 

１
０

年
間
 

６
．

炉
心
の

温
度
 

１
０

年
間
 

※
２
：
記

録
可

能
な

状
態

に
お

い
て

常
に

記
録

す
る

こ
と

を
意

味
し

て
お

り
、

点
検

・
故

障
ま

た
は

消
耗

品
の

取
替

え
に

よ
り

記
録

不
能

な
期

間
を

除
く

。
 

 表
１

３
３

－
１

（
続

き
）

 
記

録
（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録

す
べ
き
場

合
※
２
 

保
存

期
間
 

７
．

冷
却
材

入
口
温
度
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
１

時
間
毎
 

１
０

年
間
 

８
．

冷
却
材

出
口
温
度
 

１
０

年
間
 

９
．

冷
却
材

圧
力
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
１

時
間
毎
 

１
０

年
間
 

1
0
．

冷
却
材

流
量
 

１
０

年
間
 

1
1
．

制
御
棒

位
置
 

１
年

間
 

1
2
．

再
結
合

装
置
内
の

温
度
 

(
1
) 

静
的
触
媒

式
水

素
再
結

合

装
置

温
度
 

(
2
) 

原
子
炉
格

納
容

器
水
素

燃

焼
装

置
温
度
 

運
転

中
※
３
１
時

間
毎
 

１
年

間
 

1
3
．

原
子

炉
に
使

用
し

て
い

る
冷
却

材
の
純

度
お
よ

び
毎

日
の

補
給

量
 

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

に
お

い
て
毎

日
１
回
 

１
年

間
 

1
4
．

原
子

炉
内
に

お
け

る
燃

料
体
の

配
置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え
の

都
度
 

取
出

後
１
０
年

間
 

1
5
．

運
転
開

始
前
の
点

検
結

果
 

開
始
の

都
度
 

１
年

間
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3J

E
A
C4

11
1
 

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
次

の
記

録
」

 
(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
炉

外
核

計
装

装
置

】
(
７

)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3-

1 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

（
数

字
）

は
、

表
13

3
-1

 
の

該
当

項
目

番
号

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

「
炉

外
核

計
装

装
置

」
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

炉
外

核
計

装
装

置
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

（
通

常
の

運
転

日
誌

、
ロ

グ
シ

ー
ト

）
 

第
34

条
9
  

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

制
御

棒
位

置
を

計
測

す
る

た
め

各
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

位
置

を
計

測
す

る
装

置
及

び
原

子
炉

容
器

の
入

口
及

び
出

口
に

お
け

る
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
１

次
冷

却
材

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

は
ユ

ニ
ッ

ト
総

合
管

理
計

算
機

か
ら

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
各

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
位

置
】

(
1
3
)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

制
御

棒
位

置
）

 

第
34

条
10

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

１
次

冷
却

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

格
納

容
器

水
素

濃
度

は
、

試
料

採
取

設
備

に
よ

り
断

続
的

に
試

料
を

採
取

し
分

析
を

行
い

、
測

定
結

果
を

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
１

次
冷

却
材

の
ほ

う
素

濃
度

】
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

放
射

線
管

理
通 達
 

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 
第

３
章

 
補

則
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
 
  

  
 本

所
則

に
基

づ
き

作
成

す
る

必
要

の
あ

る
文

書
・

記
録

は
、
「

文
 

書
・

記
録

 
 
  

 一
覧

表
」（

別
表

―
２

）
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

1
6
．

運
転
停

止
後
の
点

検
結

果
 

停
止
の

都
度
 

１
年

間
 

1
7
．

運
転
開

始
日
時
 

そ
の
都

度
 

１
年

間
 

1
8
．

臨
界
到

達
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

1
9
．

運
転
切

替
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
0
．

緊
急
し

ゃ
断
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
1
．

運
転
停

止
日
時
 

同
上
 

１
年

間
 

2
2
．

警
報

装
置
か

ら
発

せ
ら

れ
た
警

報
の
内

容
※
４
 

そ
の

都
度
 

１
年

間
 

2
3
．

運
転

責
任
者

の
氏

名
お

よ
び
運

転
員
の

氏
名
な

ら
び

に
こ

れ
ら

の
者
の

交
代
の

日
時

お
よ

び
交

代
時
の

引
継

事
項
 

交
代
の

都
度
 

１
年

間
 

2
4
.
運

転
上

の
制

限
の

確
認

お
よ

び

運
転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い

な
い
と

判
断
し

た
場

合
に

講
じ

た
措
置
 

そ
の

都
度
 

１
年

間
（
運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て

い
な

い
と

判
断

し

た
場

合
は
、
当

該
記

録
に

つ
い

て
５

年

間
）
 

2
5
．

使
用

済
燃
料

の
貯

蔵
施

設
内
に

お
け
る

燃
料

体
の
配

置
 

配
置

ま
た

は
配

置
替

え
の

都
度
 

５
年

間
 

2
6
．

使
用

済
燃
料

の
払

出
し

時
に
お

け
る
放

射
能

の
量
 

払
出

し
の
都

度
 

１
０

年
間
 

2
7
．

燃
料

体
の
形

状
ま

た
は

性
状
に

関
す
る

検
査

の
結
果
 

挿
入

前
お

よ
び

取
出

後
（

装
荷
予

定
の

な
い

場
合

を
除
く

）
 

取
出

後
１
０

年
間
 

※
３
：
 添

付
３
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

定
め

る
判

断
基

準
に

よ
り

、
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

を
起

動
し

て
い

る
期

間
。
 

※
４
：「

警
報

装
置

か
ら

発
せ

ら
れ

た
警

報
」
と

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
付

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

第
４

７
条

第
１

項
お

よ
び

第
２

項
に

規
定

す
る

範
囲

の
警

報
を

い
う

。
 

 表
１

３
３

－
１

（
続

き
）

 
記

録
（
実
用

炉
規
則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録
す

べ
き

場
合

※

２
 

保
存

期
間
 

2
8
．

原
子
炉

本
体
、
使

用
済

燃
料
の

貯
蔵
施

設
、

放
射
性

廃
棄
物

の

廃
棄
施

設
等

の
放
射

線
し
ゃ

へ

い
物
の

側
壁

に
お
け

る
線
量

当

量
率
 

毎
日

運
転
中

１
回
 

１
０

年
間
 

2
9
．

放
射
性

廃
棄
物
の

排
気

口
ま
た

は
排
気

監
視

設
備
お

よ
び
排

水

口
ま
た

は
排

水
監
視

設
備
に

お

け
る
放

射
性

物
質
の

１
日
間

お

よ
び
３

月
間

に
つ
い

て
の
平

均

濃
度
 

１
日

間
の

平
均

濃
度

に
あ

っ
て

は
毎

日
１

回
、
３
月
間

の
平

均
濃

度
に

あ
っ

て
は

３
月

毎
に

１
回
 

１
０

年
間
 

3
0
．

管
理
区

域
に
お
け

る
外

部
放
射

線
に
係

る
１

週
間
の

線
量
当

量
、
空

気
中

の
放
射

性
物
質

の

１
週
間

に
つ

い
て
の

平
均
濃

度

お
よ
び

放
射

性
物
質

に
よ
っ

て

汚
染
さ

れ
た

物
の
表

面
の
放

射

性
物
質

の
密

度
 

毎
週

１
回
 

１
０

年
間
 

3
1
．

放
射
線

業
務
従
事

者
の

４
月
１

日
を
始

期
と

す
る
１

年
間
の

線

量
、
女

子
※
５
の

放
射
線
業

務

従
事
者

の
４

月
１
日

、
７
月

１

日
、
１

０
月

１
日
お

よ
び
１

月

１
日
を

始
期

と
す
る

各
３
月

間

の
線
量

な
ら

び
に
本

人
の
申

出

等
に
よ

り
妊

娠
の
事

実
を
知

る

こ
と
と

な
っ

た
女
子

の
放
射

線

業
務
従

事
者

に
あ
っ

て
は
出

産

ま
で
の

間
毎

月
１
日

を
始
期

と

す
る
１

月
間

の
線
量
 

１
年

間
の

線
量

に
あ

っ
て

は
毎
年

度
１
回

、

３
月

間
の

線
量

に
あ

っ
て

は
３

月
毎

に
１

回
、
１
月
間

の
線

量
に

あ
っ

て
は

１
月

毎
に

１
回
 

※
６
 

3
2
．

４
月
１

日
を
始
期

と
す

る
１
年

間
の
線

量
が

２
０
ミ

リ
シ
ー

ベ

ル
ト
を

超
え

た
放
射

線
業
務

従

事
者
の

当
該

１
年
間

を
含
む

原

子
力
規

制
委

員
会
が

定
め
る

５

年
間
の

線
量
 

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

５
年

間
に

お
い

て
毎

年
度

１
回

（
左

欄
に

掲
げ

る
当

該
１

年
間

以
降

に
限

る
）
 

※
６
 

3
3
．

放
射
線

業
務
従
事

者
が

緊
急
作

業
に
従

事
し

た
期
間

の
始
期

お

よ
び
終

期
な

ら
び
に

放
射
線

業

務
従
事

者
の

当
該
期

間
の
線

量
 

そ
の

都
度
 

※
６
 

3
4
.
 
放
射
線

業
務
従
事

者
が

当
該
業

務
に
就

く
日

の
属
す

る
年
度

に

お
け
る

当
該

日
以
前

の
放
射

線

被
ば
く

の
経

歴
お
よ

び
原
子

力

規
制
委

員
会

が
定
め

る
５
年

間

に
お
け

る
当

該
年
度

の
前
年

度

ま
で
の

放
射

線
被
ば

く
の
経

歴
 

そ
の

者
が

当
該

業
務

に
就

く
時
 

※
６
 

3
5
．

発
電
所

の
外
に
お

い
て

運
搬
し

た
核
燃

料
物

質
等
の

種
類
別

の

数
量
、

そ
の

運
搬
に

使
用
し

た

容
器
の

種
類

な
ら
び

に
そ
の

運

搬
の
日

時
お

よ
び
経

路
 

運
搬
の

都
度
 

１
年

間
 

※
５
：
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

お
よ

び
妊

娠
の

意
思

の
な

い
旨

を
書

面
で

申
し

出
た

者
を

除
く

。
 

※
６
：
そ

の
記

録
に

係
る

者
が

放
射

線
業

務
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

場
合

、
ま

た
は

そ
の

記
録

を
保

存
し

て
い

る
期

間
が

５
年

を
超

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
記

録
を

原
子

力
規

制
委

員
会

の
指

定
す

る
機

関
に

引
き

渡
す

ま
で

の
期

間
。

 
 表

１
３

３
－

１
（

続
き

）
 

記
録

（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）
 

記
録
す

べ
き

場
合

※

２
 

保
存

期
間
 

3
6
．

廃
棄

施
設
に

廃
棄

し
た

放
射
性

廃
棄
物

の
種
類

、
当

該
放

射
性

そ
の

廃
棄
の

都
度
 

※
７
 

（
数

字
）

は
、

表
13

3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

第
34

条
11

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

は
試

料
採

取
設

備
に

よ
り

断
続

的
に

試
料

を
採

取
し

分
析

を
行

い
、

測
定

結
果

を
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
ま

た
、

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
傾

向
を

監
視

す
る

た
め

に
、

１
次

冷
却

材
連

続
モ

ニ
タ

を
設

け
る

。
 

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
１

次
冷

却
材

の
放

射
性

物
質

及
び

不
純

物
の

濃
度

】
(
1
5
)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

放
射

線
管

理
通 達
 

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 
第

３
章

 
補

則
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
 
  

  
 
本

所
則

に
基

づ
き

作
成

す
る

必
要

の
あ

る
文

書
・

記
録

は
、
「

文
書

・
記

録
一

覧
表

」（
別

表
―

２
）

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

第
34

条
12

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

１
次

冷
却

材
圧

力
、

加
圧

器
圧

力
、

１
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

及
び

１
次

冷
却

材
低

温
側

温
度

（
広

域
）

を
計

測
す

る
装

置
、

加
圧

器
内

及
び

蒸
気

発
生

器
内

の
水

位
を

計
測

す
る

た
め

、
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
を

計
測

す
る

装
置

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

格
納

容
器

圧
力

及
び

格
納

容
器

内
温

度
を

計
測

す
る

装
置

、
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
圧

力
及

び
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力
及

び
蒸

気
発

生
器

主
蒸

気
流

量
を

計
測

す
る

装
置

を
設

け
、

こ
れ

ら
の

計
測

装
置

は
計

測
結

果
を

、
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

制
御

棒
位

置
を

計
測

す
る

た
め

各
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

位
置

を
計

測
す

る
装

置
及

び
原

子
炉

容
器

の
入

口
及

び
出

口
に

お
け

る
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
１

次
冷

却
材

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

は
ユ

ニ
ッ

ト
総

合
管

理
計

算
機

か
ら

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
1
次

冷
却

材
圧

力
、

加
圧

器
圧

力
、

1
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

及
び

1
 次

冷
却

材
低

温
側

温
度

】
(
9)

～
(
11

)
 

【
１

次
冷

却
材

流
量

】
(
12

)
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｒ
Ｃ

Ｓ
圧

力
、

加
圧

器
圧

力
、

Ｒ
Ｃ

Ｓ
温

度
、

Ｒ
Ｃ

Ｓ
流

量
）

 

第
34

条
13

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

加
圧

器
内

及
び

蒸
気

発
生

器
内

の
水

位
を

計
測

す
る

た
め

、
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
を

計
測

す
る

装
置

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

及
び

温
度

を
計

測
す

る
た

め
、

格
納

容
器

圧
力

及
び

格
納

容
器

内
温

度
を

計
測

す
る

装
置

、
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
圧

力
及

び
流

量
を

計
測

す
る

た
め

、
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力
及

び
蒸

気
発

生
器

主
蒸

気
流

量
を

計
測

す
る

装
置

を
設

け
、

こ
れ

ら
の

計
測

装
置

は
計

測
結

果
を

、
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
加

圧
器

水
位

、
蒸

気
発

生
器

狭
域

水
位

及
び

蒸
気

発
生

器
広

域
水

位
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

加
圧

器
水

位
、

Ｓ
Ｇ

水
位

）
 

第
34

条
14

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度
を

計
測

す
る

た
め

、
格

納
容

器
圧

力
及

び
格

納
容

器
内

温
度

を
計

測
す

る
装

置
、

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

圧
力

及
び

流
量

を
計

測
す

る
た

め
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
添

28
-5

3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
格

納
容

器
圧

力
及

び
格

納
容

器
内

温
度

】
 

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

 

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
圧

力
、

温
度

）
 

129



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

廃
棄
物

に
含
ま

れ
る

放
射

性
物

質
の
数

量
、
当

該
放

射
性

廃
棄

物
を
容

器
に
封

入
し

、
ま

た
は

容
器
と

一
体
的

に
固

型
化

し
た

場
合
に

は
当
該

容
器

の
数

量
お

よ
び
比

重
な
ら

び
に

そ
の

廃
棄

の
日
、

場
所

お
よ
び

方
法
 

3
7
．

放
射

性
廃
棄

物
を

容
器

に
封
入

し
、
ま

た
は
容

器
に

固
型

化
し

た
場
合

に
は

、
そ
の

方
法
 

封
入

ま
た

は
固

型
化

の
都

度
 

※
７
 

3
8
．

放
射

性
物
質

に
よ

る
汚

染
の
広

が
り
の

防
止
お

よ
び

除
去

を
行

っ
た
場

合
に
は

、
そ

の
状

況
お

よ
び
担

当
者

の
氏
名
 

広
が

り
の

防
止

お
よ

び
除

去
の
都

度
 

１
年

間
 

3
9
．

事
故

の
発
生

お
よ

び
復

旧
の
日

時
 

そ
の

都
度
 

※
７
 

4
0
．

事
故

の
状
況

お
よ

び
事

故
に
際

し
て
採

っ
た

処
置
 

同
上
 

※
７
 

4
1
．

事
故
の

原
因
 

同
上
 

※
７
 

4
2
．

事
故
後

の
処
置
 

同
上
 

※
７
 

4
3
．

風
向
お

よ
び
風
速
 

連
続
し

て
 

１
０

年
間
 

4
4
．

降
雨
量
 

同
上
 

１
０

年
間
 

4
5
．

大
気
温

度
 

同
上
 

１
０

年
間
 

4
6
．

保
安
教

育
の
実
施

計
画
 

策
定
の

都
度
 

３
年

間
 

4
7
．

保
安

教
育
の

実
施

日
時

、
項
目

お
よ
び

受
け

た
者
の

氏
名
 

実
施
の

都
度
 

３
年

間
 

※
７

：
 
廃

止
措

置
が

終
了

し
、

そ
の

結
果

が
原

子
力

規
制

委
員

会
規

則
で

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

、
原

子
力

規
制

委
員

会
の

確
認

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
。

 
 表

１
３

３
－

２
 

記
録

（
実

用
炉
規

則
第

１
４

条
の
３

お
よ

び
第

５
７
条
に

基
づ

く

記
録

）
 

記
録

す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

１
．

使
用

前
事
業

者
検

査
の

結
果
の

記
録
 

(
1
) 
検

査
年

月
日
 

(
2
) 
検

査
の

対
象
 

(
3
) 
検

査
の

方
法
 

(
4
) 
検

査
の

結
果
 

(
5
) 
検

査
を

行
っ
た

者
の
氏

名
 

(
6
) 

検
査
の
結

果
に

基
づ
い

て

補
修

等
の

措
置

を
講
じ

た

と
き

は
、
そ

の
内
容
 

(
7
) 
検

査
の

実
施
に

係
る
組

織
 

(
8
) 

検
査
の
実

施
に

係
る
工

程

管
理
 

(
9
) 

検
査
に
お

い
て

役
務
を

供

給
し

た
事

業
者

が
あ
る

場

合
に

は
、

当
該

事
業
者

の

管
理

に
関
す

る
事
項
 

(
1
0)
 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
1
1)
 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る
事

項
 

検
査
の

都
度
 

当
該

使
用

前
事

業

者
検

査
に

係
る

発

電
用

原
子

炉
施

設

の
存

続
す
る
期

間
 

２
．

定
期

事
業
者

検
査

の
結

果
の
記

録
 

(
1
) 
検

査
年

月
日
 

(
2
) 
検

査
の

対
象
 

(
3
) 
検

査
の

方
法
 

(
4
) 
検

査
の

結
果
 

(
5
) 
検

査
を

行
っ
た

者
の
氏

名
 

(
6
) 

検
査
の
結

果
に

基
づ
い

て

補
修

等
の

措
置

を
講
じ

た

と
き

は
、
そ

の
内
容
 

(
7
) 
検

査
の

実
施
に

係
る
組

織
 

(
8
) 

検
査
の
実

施
に

係
る
工

程

管
理
 

(
9
) 

検
査
に
お

い
て

役
務
を

供

給
し

た
事

業
者

が
あ
る

場

合
に

は
、

当
該

事
業
者

の

管
理

に
関
す

る
事
項
 

(
1
0)
 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
1
1)
 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る
事

項
 

検
査
の

都
度
 

そ
の

発
電

用
原

子

炉
施

設
が

廃
棄

さ

れ
た

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

 表
１

３
３

－
３

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録

す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

１
．

品
質
方

針
お
よ
び

品
質

目
標
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

２
．

第
３

条
に
定

め
る

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
計

画
お

よ
び

原
子
力

発
電
の

安
全

に
係

る
品

質
保
証

規
程
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

３
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
社

内
標
準
 

(
1
) 

原
子
力
部

門
に

お
け
る

文

書
・

記
録
管

理
通
達
 

(
2
) 

原
子
力
部

門
に

お
け
る

内

部
監

査
通
達
 

(
3
) 

不
適
合
管

理
お

よ
び
是

正

処
置

通
達
 

(
4
) 
未

然
防

止
処
置

通
達
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

４
．

実
効

性
の
あ

る
プ

ロ
セ

ス
の
計

画
的
な

実
施
お

よ
び

管
理

が
な

さ
れ
る

よ
う
に

す
る

た
め

に
必

要
な
次

の
文

書
 

(
1
) 
グ

レ
ー

ド
分
け

通
達
 

(
2
) 
安

全
文

化
通
達
 

(
3
) 
品

質
目

標
通
達
 

(
4
) 

内
部
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン
通

達
 

変
更
の

都
度
 

変
更

後
５

年
が

経

過
す

る
ま

で
の

期

間
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

第
34

条
15

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
（

中
略

）
を

計
測

す
る

た
め

に
、

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 １
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
線

量
当

量
率

を
計

測
す

る
た

め
に

、
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

】
 

【
線

量
当

量
率

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
綱

 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
線

量
当

量
率

）
 

第
34

条
17

 
 

（
計

測
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

圧
力

及
び

流
量

を
計

測
す

る
た

め
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

を
計

測
す

る
装

置
を

設
け

、
こ

れ
ら

の
計

測
装

置
は

計
測

結
果

を
、

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 １

．
２

．
１

 
計

測
装

置
 

（
１

）
通

常
運

転
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
計

測
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

温
度

は
、

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

と
飽

和
温

度
の

関
係

性
を

用
い

て
換

算
す

る
こ

と
に

よ
り

間
接

的
に

計
測

で
き

る
設

計
と

し
、

炉
周

期
は

炉
外

核
計

装
（

中
性

子
源

領
域

中
性

子
、

中
間

領
域

中
性

子
）

の
計

測
結

果
を

用
い

て
演

算
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

3
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

制
御

棒
の

位
置

及
び

原
子

炉
圧

力
容

器
の

入
口

及
び

出
口

に
お

け
る

流
量

の
計

測
結

果
は

、
記

録
用

計
算

機
か

ら
記

録
を

帳
票

と
し

て
出

力
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

液
体

制
御

材
の

ほ
う

素
濃

度
、

１
次

冷
却

材
の

不
純

物
の

濃
度

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
ガ

ス
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
蒸

気
発

生
器

蒸
気

圧
力

及
び

蒸
気

発
生

器
主

蒸
気

流
量

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

主
蒸

気
圧

力
、

主
蒸

気
流

量
）

 

第
34

条
18

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

蒸
気

発
生

器
の

出
口

に
お

け
る

２
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
中

略
）

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
蒸

気
発

生
器

の
出

口
に

お
け

る
２

次
冷

却
材

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｓ
Ｇ

Ｂ
Ｄ

モ
ニ

タ
、

主
蒸

気
管

モ
ニ

タ
）

 

第
34

条
19

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

排
気

筒
の

出
口

近
傍

に
お

け
る

排
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
中

略
）

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
排

気
筒

の
出

口
近

傍
に

お
け

る
排

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

(
30

)
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｃ
／

Ｖ
排

気
塔

ガ
ス

モ
ニ

タ
）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(
5
) 
要

員
・

組
織
計

画
通
達
 

(
6
) 
教

育
・

訓
練
通

達
 

(
7
) 
運

転
管

理
通
達
 

(
8
) 
原

子
燃

料
管
理

通
達
 

(
9
) 
放

射
性

廃
棄
物

管
理
通

達
 

(
1
0)
 
放

射
線

管
理
通

達
 

(
1
1)
 
施

設
管

理
通
達
 

(
1
2)
 
非

常
時

の
措
置

通
達
 

(
1
3)
 
安

全
管

理
通
達
 

(
1
4)
 
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
通

達
 

(
1
5)
 
原

子
力

技
術
業

務
要
綱
 

(
1
6)
 
外

部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

通
達
 

(
1
7)
 
設

計
・

開
発
通

達
 

(
1
8)
 
原

子
力

部
門

に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

(
1
9)
 
監

視
機

器
・
測

定
機
器

管

理
通

達
 

(
2
0)
 
検

査
・

試
験
通

達
 

(
2
1)
 
デ

ー
タ

分
析
通

達
 

(
2
2)
 
火

災
防

護
通
達
 

 ※
８
：
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

 
 表

１
３

３
－

３
（

続
き

）
 

記
録

（
実

用
炉

規
則

第
６
７

条
に

基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録

す
べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

５
．

品
管

規
則

の
要

求
事
項

に
基

づ

き
作
成

す
る

次
の
記
録
 

(
1
)
 
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ
ー

の
結

果
の
記
録
 

(
2
)
 
要

員
の
力

量
お

よ
び
教
育

訓
練

そ
の

他
の

措
置

に
係

る
記

録
 

(
3
)
 
個

別
業
務

に
必

要
な
プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ

ロ
セ

ス
を

実
施

し
た

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こ

と
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

（
本

項
の

他
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
 

(
4
)
 
個

別
業
務

等
要

求
事
項
の

審
査

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る

記
録
 

(
5
)
 
設

計
開
発

に
用

い
る
情
報

に
係

る
記
録
 

(
6
)
 
設

計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記
録
 

(
7
)
 
設

計
開
発

の
検

証
の
結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係
る
記

録
 

(
8
)
 
設

計
開
発

妥
当

性
確
認
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る
記
録
 

(
9
)
 
設

計
開
発

の
変

更
に
係
る

記
録
 

(
1
0
) 

設
計

開
発

の
変

更
の

審

査
、

検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係

る
記

録
 

(
1
1
) 

供
給

者
の

評
価

の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係
る
記

録
 

(
1
2
) 

個
別

業
務

の
実

施
に

係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
の

結
果
の
記

録
 

(
1
3
) 

機
器

等
ま

た
は

個
別

業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ
の
記
録
 

(
1
4
) 

組
織

の
外

部
の

者
の

物

品
を

所
持

し
て

い
る

場
合

の
記

録
 

(
1
5
) 

当
該

計
量

の
標

準
が

存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検

証
の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6
) 

監
視

測
定

の
た

め
の

設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

し
た

場
合

に
お

け
る

、
従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し
た
記
録
 

(
1
7
) 

監
視

測
定

の
た

め
の

設

備
の

校
正

お
よ

び
検

証
の

結
果

の
記
録
 

(
1
8
) 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9
) 

使
用

前
事

業
者

検
査

等

ま
た

は
自

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る
記
録
 

(
2
0
) 

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階

に
進

む
こ

と
の

承
認

を
行

っ
た

要
員

を
特

定
す

る
こ

と
が

で
き
る
記

録
 

(
2
1
) 

不
適

合
の

内
容

の
記

録

お
よ

び
当

該
不

適
合

に
対

作
成
の

都
度
 

５
年
 

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

第
34

条
20

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

排
水

口
近

傍
に

お
け

る
排

水
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
（

中
略

）
を

計
測

す
る

た
め

に
、

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

を
設

け
、

計
測

結
果

を
中

央
制

御
室

に
原

則
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
排

水
口

近
傍

に
お

け
る

排
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

】
(
30

）
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

放
水

口
モ

ニ
タ

）
 

第
34

条
21

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

１
 

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

 
（

中
略

）
 

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

管
理

区
域

内
に

開
口

部
が

あ
る

排
水

路
の

出
口

近
傍

に
お

け
る

排
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
計

測
す

る
た

め
に

、
プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
管

理
区

域
内

に
開

口
部

が
あ

る
排

水
路

の
出

口
近

傍
に

お
け

る
排

水
中

の
放

射
性

物
質

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水
モ

ニ
タ

）
 

第
34

条
23

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

、
管

理
区

域
内

に
お

い
て

人
が

常
時

立
ち

入
る

場
所

そ
の

他
放

射
線

管
理

を
特

に
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

線
量

当
量

率
を

計
測

す
る

た
め

に
、

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
を

設
け

、
計

測
結

果
を

中
央

制
御

室
に

原
則

表
示

し
、

記
録

し
、

及
び

保
存

す
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
管

理
区

域
内

に
お

い
て

人
が

常
時

立
ち

入
る

場
所

そ
の

他
放

射
線

管
理

を
特

に
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

線
量

当
量

率
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

）
 

第
34

条
25

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

３
 

固
定

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
い

て
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

か
ら

放
出

さ
れ

る
放

射
線

量
を

監
視

及
び

測
定

す
る

た
め

に
、

固
定

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
と

し
て

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

に
モ

ニ
タ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

（
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

及
び

モ
ニ

タ
ポ

ス
ト

（
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

を
設

け
、

計
測

結
果

は
、

中
央

制
御

室
及

び
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

に
表

示
し

、
中

央
制

御
室

に
て

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 通

常
運

転
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
お

け
る

モ
ニ

タ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
か

ら
中

央
制

御
室

ま
で

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 
非

常
時

の
措

置
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

原
子

力
防

災
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

原
子

力
防

災
業

務
要

綱
 

第
２

編
 
非

常
時

の
措

置
 

 
第

３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
等

の
実

施
等

 
第

４
編

 
補

 
則

 
 

１
．

文
書

・
記

録
の

管
理

 
で

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
９

章
 

運
転

監
視

）
 

運
転

監
視

の
項

で
記

載
 

（
野

外
モ

ニ
タ

 
ロ

グ
シ

ー
ト

の
み

）
 

131



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
デ

ー
タ

伝
送

系
及

び
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ま
で

の
デ

ー
タ

伝
送

系
は

多
様

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 １
．

１
．

４
 

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
い

て
、

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

す
る

た
め

に
、

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
と

し
て

、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）

を
設

け
、

測
定

結
果

を
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

た
だ

し
、

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）

に
よ

る
断

続
的

な
試

料
の

分
析

は
、

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

、
及

び
こ

れ
を

保
存

し
、

そ
の

記
録

を
確

認
す

る
こ

と
を

も
っ

て
、

こ
れ

に
代

え
る

も
の

と
す

る
。

 

の
濃

度
に

つ
い

て
は

、
断

続
的

な
試

料
の

分
析

を
行

い
、

運
転

員
そ

の
他

の
従

事
者

が
測

定
結

果
を

記
録

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
定

め
る

。
 

し
て

講
じ

た
措

置
（

特
別

採
用

を
含
む
。
）
に
係
る

記

録
 

(
2
2
) 

講
じ

た
全

て
の

是
正

処

置
お

よ
び

そ
の

結
果

の
記

録
 

(
2
3
) 

講
じ

た
全

て
の

未
然

防

止
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果

の
記

録
 

  

【
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

線
量

】
 

【
放

射
性

物
質

の
濃

度
】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

第
34

条
29

 
 

（
計

測
装

置
）

 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

温
及

び
水

位
を

計
測

す
る

装
置

を
設

置
し

、
計

測
結

果
を

表
示

し
、

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
ま

た
、

外
部

電
源

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
も

非
常

用
所

内
電

源
か

ら
の

電
源

供
給

に
よ

り
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

温
及

び
水

位
を

計
測

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
18

-1
6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.2
 

設
計

基
準

対
象

施
設

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

技
術

基
準

規
則

第
34

条
第

4
項

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
第

2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

確
実

に
記

録
用

計
算

機
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
帳

票
と

し
て

出
力

し
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
温

及
び

水
位

】
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

Ｓ
Ｆ

Ｐ
水

位
 

温
度

）
 

第
34

条
31

 
 

（
計

測
装

置
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

５
 

環
境

測
定

装
置

 
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

、
発

電
所

周
辺

の
被

ば
く

線
量

評
価

及
び

一
般

気
象

デ
ー

タ
収

集
並

び
に

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
外

部
の

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

気
象

観
測

設
備

（
３

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置
）

を
設

け
、

敷
地

内
に

お
け

る
風

向
及

び
風

速
は

測
定

結
果

を
表

示
し

、
記

録
し

、
及

び
保

存
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

添
32

-2
2
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.2
 設

計
基

準
対

象
施

設
に

関
す

る
計

測
結

果
の

記
録

及
び

保
存

 
技

術
基

準
規

則
第

34
条

第
4
項

及
び

そ
の

解
釈

に
関

わ
る

計
測

結
果

は
、

第
2
表

に
示

す
計

測
装

置
等

に
よ

る
計

測
項

目
で

あ
り

、
原

則
、

記
録

計
に

て
継

続
的

に
記

録
し

、
記

録
紙

は
取

り
替

え
て

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

１
次

冷
却

材
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
（

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

）
）

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に
つ

い
て

は
、

断
続

的
な

試
料

の
分

析
を

行
い

、
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

測
定

結
果

を
記

録
し

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
及

び
風

速
】

(
44

)
 

 ※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

13
3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
（

数
字

）
は

、
表

13
3
-
1 

の
該

当
項

目
番

号
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
の

項
で

記
載

 
（

気
象

計
器

は
ロ

グ
シ

ー
ト

の
み

管
理

）
 

第
35

条
7
  

（
安

全
保

護
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

３
．

１
 

安
全

保
護

装
置

 
（

２
）

安
全

保
護

装
置

の
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
マ

イ
ク

ロ
プ

ロ
セ

ッ
サ

を
用

い
た

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
及

び
機

能
的

な
分

離
、

有
線

又
は

無
線

に
よ

る
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
か

ら
の

遠
隔

操
作

の
防

止
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
内

部
管

理
の

強
化

に
よ

る
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
の

防
止

、
物

理
的

及
び

電
気

的
ア

ク
セ

ス
の

制
限

を
設

け
、

シ
ス

テ
ム

の
据

付
、

更
新

、
試

験
、

保
守

等
で

、
承

認
さ

れ
て

い
な

い
者

の
操

作
及

び
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

で
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
そ

の
他

の
電

子
計

算
機

に
使

用
目

的
に

沿
う

べ
き

動
作

を
せ

ず
、

又
は

使
用

目
的

に
反

す
る

動
作

を
さ

せ
る

行
為

に
よ

る
被

害
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
保

護
系

リ
レ

ー
ラ

ッ
ク

に
つ

い
て

は
ア

ナ
ロ

グ
回

路
で

構
成

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
28

-5
9
 

 
添

28
-6

0
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.1
 不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
(
1)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
に

対
す

る
施

錠
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
こ

と
に

よ
り

物
理

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
は

、
盤

の
施

錠
等

に
よ

り
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
を

直
接

接
続

さ
せ

な
い

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

(
2)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
機

能
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
さ

れ
て

い
る

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
等

外
部

か
ら

の
侵

入
に

対
し

て
、

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

を
介

し
て

外
部

へ
の

信
号

の
流

れ
を

送
信

の
み

に
制

限
す

る
こ

と
に

よ
り

機
能

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

安
全

保
護

装
置

は
、

物
理

的
、

電
気

的
、

機
能

的
に

分
離

さ
れ

た
常

用
系

の
ユ

ニ
ッ

ト
バ

ス
に

接
続

し
デ

ー
タ

通
信

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
第

50
図

「
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

物
理

的
又

は
機

能
的

な
分

離
概

略
図

」
参

照
）

 
(
3)

 コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

 
安

全
保

護
装

置
の

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
は

、
計

算
機

固
有

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

及
び

言
語

を
使

用
し

一
般

的
な

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

と
な

る
設

計
と

す
る

。
 

(
4)

 物
理

的
及

び
電

気
的

ア
ク

セ
ス

の
制

限
 

人
的

侵
入

や
不

正
行

為
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

、
発

電
所

へ
の

入
域

の
出

入
管

理
に

よ
る

物
理

的
ア

ク
セ

ス
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
安

全
保

護
装

置
の

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
変

更
す

る
ツ

ー
ル

）
の

パ
ス

ワ
ー

ド
管

理
に

よ
り

電
気

的
ア

ク
セ

ス
を

制
限

す
る

設
計

と
す

る
。

 
(
5)

 ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
管

理
外

の
変

更
に

対
す

る
防

護
措

置
 

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

シ
ス

テ
ム

設

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 
(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

盤
の

施
錠

運
用

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
第

15
条

(
7)

 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
に

整
理

し
、

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
は

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 

保
守

管
理

通
達

 
 原

子
力

部
門

に
お

け
る

調
達

管
理

通
達

 
 設

計
・

開
発

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
 

保
修

業
務

所
則

 
 設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

１
５

章
 

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

 
２

．
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
 

担
当

課
（

室
）

長
は

、「
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
」

に
定

め
る

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

を
実

施
す

る
。

 
（

以
下

「
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
」

の
該

当
箇

所
）

 
（

９
）

設
計

検
証

の
運

用
 

担
当

チ
ー

フ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

お
よ

び
担

当
課
（

室
）
長

は
、
追

設
ま

た
は

改
造

を
実

施
す

る
場

合
は
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

」
に

基
づ

き
設

計
検

証
を

実
施

す
る

。
 

 【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

別
紙

１
 

設
計

基
準

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
教

育
・

訓
練

内
容

 
・
保

守
管

理
や

盤
の

施
錠

管
理

、
出

入
管

理
、
パ

ス
ワ

ー
ド

管
理

等
の

管
理

手
順

に
関

す
る

事
項

 

第
３

条
 

（
品

質
保

証
計

画
）

 

保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
、

以
下

の
と

お
り

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。
 

 ７
．

３
 
設

計
開

発
 

原
子

力
部

門
は

、
表

３
－

２
の

７
．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

立
し

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

 ７
．

３
．

１
設

計
開

発
計

画
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
（

専
ら

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
用

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。
）
の

計
画
（

以
下

、
「

設
計

開
発

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定

す
る
（

不
適

合
お

よ
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

生
等

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
活

動
（

４
．

１
(
2
)
c)

の
事

項
を

考
慮

し
て

132



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

計
、

製
作

、
試

験
、

変
更

管
理

の
各

段
階

で
「

安
全

保
護

系
へ

の
デ

ィ
ジ

タ
ル

計
算

機
の

適
用

に
関

す
る

規
程

」
（

J
EA

C4
6
20

-2
00

8）
及

び
「

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

」
（

JE
A
G4

60
9-

2
00

8）
に

準
じ

て
、

安
全

保
護

上
要

求
さ

れ
る

機
能

が
正

し
く

確
実

に
実

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
保

証
す

る
た

め
、

検
証

及
び

妥
当

性
確

認
が

な
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

は
、

設
計

、
製

作
、

試
験

及
び

変
更

管
理

の
各

段
階

で
検

証
と

妥
当

性
の

確
認

を
適

切
に

行
う

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
（

第
51

図
「

デ
ジ

タ
ル

計
算

機
の

設
計

・
製

作
及

び
検

証
と

妥
当

性
確

認
の

流
れ

」
及

び
第

4
表

「
各

検
証

項
目

に
お

け
る

検
証

内
容

」
参

照
）

 
(
6)

 有
線

又
は

無
線

に
よ

る
外

部
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
か

ら
の

遠
隔

操
作

の
防

止
及

び
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

内
部

管
理

の
強

化
に

よ
る

ウ
イ

ル
ス

等
の

侵
入

の
防

止
 

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
及

び
機

能
的

な
分

離
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ウ
イ

ル
ス

が
動

作
し

な
い

環
境

、
物

理
的

及
び

電
気

的
ア

ク
セ

ス
の

制
限

、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

管
理

外
の

変
更

に
対

す
る

防
護

措
置

の
設

計
を

行
う

こ
と

に
よ

り
有

線
又

は
無

線
に

よ
る

外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

か
ら

の
遠

隔
操

作
の

防
止

及
び

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
内

部
管

理
の

強
化

に
よ

る
ウ

イ
ル

ス
等

の
侵

入
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

行
う

も
の

を
含

む
。
）
を

行
う

こ
と

を
含

む
。
）
と

と
も

に
、

設
計

開
発

を
管

理
す

る
。

 
こ

の
設

計
開

発
に

は
、
設

備
、
施

設
、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
お

よ
び

手
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
原

子
力

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

手
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、
新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、

重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

行
う

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。
 

a)
 設

計
開

発
の

性
質

、
期

間
お

よ
び

複
雑

さ
の

程
度

 
b)

 
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、
検

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
の

方
法

な
ら

び
に

管
理

体
制

 
c)

 
設

計
開

発
に

係
る

部
門

お
よ

び
要

員
の

責
任

お
よ

び
権

限
 

d)
 
設

計
開

発
に

必
要

な
原

子
力

部
門

の
内

部
お

よ
び

外
部

の
資

源
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

な
ら

び
に

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

(
1)

に
よ

り
策

定
さ

れ
た

設
計

開
発

計
画

を
、

設
計

開
発

の
進

行
に

応
じ

て
適

切
に

変
更

す
る

。
 

 ７
．

３
．

２
 
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

と
も

に
、
当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し

、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

a)
 機

能
お

よ
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

b)
 
従

前
の

類
似

し
た

設
計

開
発

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
と

し
て

適
用

可
能

な
も

の
 

c)
 関

係
法

令
 

d)
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

に
用

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
そ

の
妥

当
性

を
評

価
し

、
承

認
す

る
。

 
 ７

．
３

．
３

 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
設

計
開

発
に

用
い

た
情

報
と

対
比

し
て

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

形
式

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロ
セ

ス
に

進
む

に
あ

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。
 

a)
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
b)

 
調

達
、

機
器

等
の

使
用

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
c)

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

d)
 
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
用

す
る

た
め

に
不

可
欠

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こ

と
。
 

 ７
．

３
．

４
 
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
 

(
1)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
目

的
と

し
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
、「

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
。

 
a)

 
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と
。

 
b)

 
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し
、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こ

と
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

門
の

代
表

者
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

門
家

を
参

加
さ

せ
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。
 

 ７
．

３
．

５
 
設

計
開

発
の

検
証

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
検

証
を

実
施

す
る
（

設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
行

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
含

む
）

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
当

該
設

計
開

発
を

行
っ

た
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

さ
せ

な
い

。
 

 ７
．

３
．

６
 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
、

「
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」
と

い
う

。
）
を

実
施

す
る
（

機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、
当

該
機

器
等

の
使

用
を

開
始

す
る

前
に

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
行

う
こ

と
を

含
む

）
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
機

器
等

の
使

用
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

 ７
．

４
．

２
 調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、
次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
を

含
め

る
。

 
a)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
b)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

力
量

に
係

る
要

求
事

項
 

c)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
d)

 
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
（

偽
造

品
ま

た
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。
）
お

よ
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

e)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

、
お

よ
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 
f)

 
一

般
産

業
用

工
業

品
を

機
器

等
に

使
用

す
る

に
あ

た
っ

て
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g)

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

と
し

て
、
原

子
力

部
門

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

使
用

前
事

業
者

検
査

等
そ

の
他

の
個

別
業

務
を

行
う

際
の

原
子

力
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

工
場

等
へ

の
立

入
り

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
し

た
文

書
を

提
出

さ
せ

る
。
 

 ７
．

４
．

３
 
調

達
物

品
等

の
検

証
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
方

法
を

定
め

、
実

施
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
、

当
該

検
証

の
実

施
要

領
お

よ
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
方

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。

 
 

 
 
 

第
１

３
１

条
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

表
１

３
１

－
１

 
そ

の
他

保
安

教
育

 

第
35

条
8
  

（
安

全
保

護
装

置
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

３
．

１
 

安
全

保
護

装
置

 
（

２
）

安
全

保
護

装
置

の
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
（

中
略

）
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
の

施
錠

等
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

及
び

安
全

保
護

装
置

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

、
設

計
、

製
作

、
試

験
及

び
変

更
管

理
の

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

適
切

に
行

う
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
、

不
正

ア
ク

セ
ス

を
防

止
す

る
。

 

添
28

-5
9
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.1
 不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
等

の
被

害
の

防
止

 
(
1)

 外
部

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
物

理
的

な
分

離
 

安
全

保
護

装
置

は
、

盤
に

対
す

る
施

錠
に

よ
り

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

を
直

接
接

続
さ

せ
な

い
こ

と
に

よ
り

物
理

的
に

分
離

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
は

、
盤

の
施

錠
等

に
よ

り
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
を

直
接

接
続

さ
せ

な
い

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

（
中

略
）

 
(
5)

 ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
管

理
外

の
変

更
に

対
す

る
防

護
措

置
 

安
全

保
護

装
置

の
デ

ジ
タ

ル
計

算
機

は
、

シ
ス

テ
ム

設
計

、
製

作
、

試
験

、
変

更
管

理
の

各
段

階
で

「
安

全
保

護
系

へ
の

デ
ィ

ジ
タ

ル
計

算
機

の
適

用
に

関
す

る
規

程
」

（
J
EA

C4
6
20

-2
00

8）
及

び
「

デ
ィ

ジ
タ

ル
安

全
保

護
系

の
検

証
及

び
妥

当
性

確
認

に
関

す
る

指
針

」
（

JE
A
G4

60
9-

2
00

8）
に

準
じ

て
、

安
全

保
護

上
要

求
さ

れ
る

機
能

が
正

し
く

確
実

に
実

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
保

証
す

る
た

め
、

検
証

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 
(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

適
切

に
行

う
こ

と
は

、
保

安
規

定
第

３
条

に
記

載
す

る
。

 
盤

の
施

錠
運

用
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

第
15

条
(
7)

 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
に

整
理

し
、

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
は

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
設

計
・

開
発

、
調

達
に

つ
い

て
は

、
設

計
、
製

作
、
試

験
及

び
変

更
管

理
の

各
段

階
で

検
証

と
妥

当
性

の
確

認
を

行
う

仕
組

み
を

下
部

規
定

に
規

定
す

る
。

 

保
守

管
理

通
達

 
 原

子
力

部
門

に
お

け
る

 
調

達
管

理
通

達
 

 設
計

・
開

発
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 
 原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
 

 原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
 

保
修

業
務

所
則

 

原
子

力
部

門
に

お
け

る
調

達
管

理
要

綱
 

２
．

調
達

文
書

の
作

成
 

（
１

）
工

事
担

当
箇

所
は

、
工

事
等

の
調

達
に

際
し

、
工

事
等

に
関

す
る

機
器

仕
様

、
調

達
先

が
実

施
す

る
業

務
範

囲
等

必
要

な
調

達
要

求
事

項
を

明
確

に
し

、
仕

様
書

等
の

調
達

文
書

を
作

成
す

る
。

 
ま

た
、
調

達
文

書
の

作
成

に
お

い
て

は
、
工

事
等

の
範

囲
、
内

容
の

複
雑

さ
、
設

備
重

要
度

、
実

績
等

を
勘

案
の

う
え

、
以

下
の

項
目

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
を

設
定

す
る

。
 

ｈ
．
調

達
製

品
を

当
社

に
引

き
渡

す
場

合
に

お
け

る
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

証
拠

と
な

る
記

録
の

提
出

に
関

す
る

要
求

事
項

 
保

修
業

務
所

則
 

第
１

５
章

 
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
 

２
．

そ
の

他
保

守
管

理
に

お
け

る
留

意
す

べ
き

事
項

 
担

当
課

（
室

）
長

は
、「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

」
に

定
め

る
そ

の
他

保
守

管
理

に
お

け
る

留
意

す
べ

き
事

項
を

実
施

す
る

。
 

（
以

下
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

」
の

該
当

箇
所

）
 

（
９

）
設

計
検

証
の

運
用

 
担

当
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
お

よ
び

担
当

課
（

室
）
長

は
、
追

設
ま

た
は

改
造

を
実

施
す

る
場

合
は
「

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指

134



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

及
び

妥
当

性
確

認
が

な
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
安

全
保

護
装

置
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

は
、

設
計

、
製

作
、

試
験

及
び

変
更

管
理

の
各

段
階

で
検

証
と

妥
当

性
の

確
認

を
適

切
に

行
う

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

第
３

条
 

（
品

質
保

証
計

画
）

 

７
．

３
 
設

計
開

発
 

原
子

力
部

門
は

、
表

３
－

２
の

７
．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

立
し

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

 ７
．

３
．

１
設

計
開

発
計

画
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
（

専
ら

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
用

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。
）
の

計
画
（

以
下

、
「

設
計

開
発

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定

す
る
（

不
適

合
お

よ
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

生
等

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
活

動
（

４
．

１
(
2
)
c)

の
事

項
を

考
慮

し
て

行
う

も
の

を
含

む
。
）
を

行
う

こ
と

を
含

む
。
）
と

と
も

に
、

設
計

開
発

を
管

理
す

る
。

 
こ

の
設

計
開

発
に

は
、
設

備
、
施

設
、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
お

よ
び

手
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
原

子
力

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

手
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、
新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、

重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

行
う

。
 

(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。
 

a)
 設

計
開

発
の

性
質

、
期

間
お

よ
び

複
雑

さ
の

程
度

 
b)

 
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、
検

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
の

方
法

な
ら

び
に

管
理

体
制

 
c)

 
設

計
開

発
に

係
る

部
門

お
よ

び
要

員
の

責
任

お
よ

び
権

限
 

d)
 
設

計
開

発
に

必
要

な
原

子
力

部
門

の
内

部
お

よ
び

外
部

の
資

源
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

な
ら

び
に

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

(
1)

に
よ

り
策

定
さ

れ
た

設
計

開
発

計
画

を
、

設
計

開
発

の
進

行
に

応
じ

て
適

切
に

変
更

す
る

。
 

 ７
．

３
．

２
 
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
し

て
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

と
も

に
、
当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し

、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

a)
 機

能
お

よ
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

b)
 
従

前
の

類
似

し
た

設
計

開
発

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
設

計
開

発
に

用
い

る
情

報
と

し
て

適
用

可
能

な
も

の
 

c)
 関

係
法

令
 

d)
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

に
用

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
そ

の
妥

当
性

を
評

価
し

、
承

認
す

る
。

 
 ７

．
３

．
３

 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
設

計
開

発
に

用
い

た
情

報
と

対
比

し
て

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

形
式

に
よ

り
管

理
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロ
セ

ス
に

進
む

に
あ

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。
 

a)
 
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
b)

 
調

達
、

機
器

等
の

使
用

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
c)

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

d)
 
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
用

す
る

た
め

に
不

可
欠

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こ

と
。
 

 ７
．

３
．

４
 
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
 

(
1)

 
原

子
力

部
門

は
、

設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
目

的
と

し
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
、「

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
。

 
a)

 
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と
。

 
b)

 
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し
、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こ

と
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

門
の

代
表

者
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

門
家

を
参

加
さ

せ
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。
 

 ７
．

３
．

５
 
設

計
開

発
の

検
証

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
検

証
を

実
施

す
る
（

設
計

開
発

計

針
」

に
基

づ
き

設
計

検
証

を
実

施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

画
に

従
っ

て
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
移

行
す

る
前

に
、

当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
行

う
こ

と
を

含
む

）
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、
お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、

こ
れ

を
管

理
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
当

該
設

計
開

発
を

行
っ

た
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

さ
せ

な
い

。
 

 ７
．

３
．

６
 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、
設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
、

「
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」
と

い
う

。
）
を

実
施

す
る
（

機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、
当

該
機

器
等

の
使

用
を

開
始

す
る

前
に

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
行

う
こ

と
を

含
む

）
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
機

器
等

の
使

用
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。

 
(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じ
た

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し
、
こ

れ
を

管
理

す
る

。
 

 ７
．

４
．

２
 調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、
次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
を

含
め

る
。

 
a)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
b)

 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

力
量

に
係

る
要

求
事

項
 

c)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
d)

 
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
（

偽
造

品
ま

た
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。
）
お

よ
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

e)
 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

、
お

よ
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 
f)

 
一

般
産

業
用

工
業

品
を

機
器

等
に

使
用

す
る

に
あ

た
っ

て
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g)

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

と
し

て
、
原

子
力

部
門

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

使
用

前
事

業
者

検
査

等
そ

の
他

の
個

別
業

務
を

行
う

際
の

原
子

力
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

工
場

等
へ

の
立

入
り

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

(
3)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

あ
た

り
、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。

 
(
4)

 
原

子
力

部
門

は
、

調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
し

た
文

書
を

提
出

さ
せ

る
。
 

 ７
．

４
．

３
 
調

達
物

品
等

の
検

証
 

(
1)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
方

法
を

定
め

、
実

施
す

る
。

 
(
2)

 原
子

力
部

門
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
工

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
、

当
該

検
証

の
実

施
要

領
お

よ
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
方

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。

 
 

第
１

３
１

条
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

 

表
１

３
１

－
１

 
そ

の
他

保
安

教
育

 

第
38

条
7
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

b.
 中

央
制

御
盤

等
 

（
中

略
）

 
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

上
重

要
な

機
能

に
支

障
を

き
た

す
お

そ
れ

が
あ

る
機

器
・

弁
等

に
対

し
て

、
色

分
け

や
掲

示
札

の
取

り
付

け
等

の
識

別
管

理
や

人
間

工
学

的
な

操
作

性
も

考
慮

し
た

監
視

操
作

エ
リ

ア
・

設
備

の
配

置
、

中
央

監
視

操
作

の
盤

面
配

置
、

理
解

し
や

す
い

表
示

方
法

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

が
正

確
、

か
つ

迅
速

に
把

握
で

き
る

と
と

も
に

施
錠

管
理

を
行

い
、

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

す
る

機
能

を
有

す
る

。
ま

た
、

保
守

点
検

に
お

い
て

誤
り

が
生

じ
に

く
い

よ
う

留
意

し
た

も
の

と
す

る
。

 

添
31

-5
 

資
料

３
１

 
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.2

.2
 誤

操
作

防
止

 
中

央
制

御
室

の
環

境
条

件
（

注
）
、

中
央

制
御

室
の

配
置

及
び

作
業

空
間

に
留

意
す

る
と

と
も

に
運

転
コ

ン
ソ

ー
ル

の
盤

面
機

器
及

び
盤

面
表

示
（

操
作

器
、

指
示

計
、

警
報

）
を

シ
ス

テ
ム

ご
と

に
グ

ル
ー

プ
化

し
た

配
列

及
び

色
分

け
に

よ
る

識
別

や
操

作
器

の
コ

ー
ド

化
（

色
、

形
状

、
大

き
さ

等
の

視
覚

的
要

素
で

の
識

別
）

等
を

行
う

こ
と

で
、

通
常

運
転

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

時
並

び
に

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

す
る

と
と

も
に

容
易

に
操

作
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
現

場
盤

の
盤

面
機

器
も

運
転

コ
ン

ソ
ー

ル
と

同
様

に
、

シ
ス

テ
ム

毎
に

グ
ル

ー
プ

化
し

た
配

列
及

び
色

分
け

に
よ

る
識

別
や

操
作

器
の

コ
ー

ド
化

等
を

行
う

こ
と

で
、

通
常

運
転

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

運
転

員
の

誤
操

作
を

防
止

し
、

容
易

に

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
１

章
 

機
器

の
操

作
）

 
施

錠
管

理
に

つ
い

て
記

載
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

操
作

が
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

設
計

基
準

事
故

時
及

び
重

大
事

故
等

時
に

操
作

が
必

要
な

箇
所

は
環

境
条

件
を

想
定

し
、

操
作

環
境

及
び

照
明

の
確

保
を

行
う

こ
と

に
よ

り
容

易
に

操
作

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

第
38

条
13

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

d.
 居

住
性

の
確

保
 

中
央

制
御

室
及

び
こ

れ
に

連
絡

す
る

通
路

並
び

に
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
が

中
央

制
御

室
に

出
入

り
す

る
た

め
の

区
域

は
、

1
次

冷
却

系
統

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

損
壊

又
は

故
障

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
、

遮
蔽

そ
の

他
の

適
切

な
放

射
線

防
護

措
置

、
気

体
状

の
放

射
性

物
質

及
び

中
央

制
御

室
外

の
火

災
に

よ
り

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

換
気

設
備

の
隔

離
そ

の
他

の
適

切
な

防
護

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

の
停

止
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
を

と
る

た
め

の
機

能
を

有
す

る
と

と
も

に
連

絡
す

る
通

路
及

び
出

入
す

る
た

め
の

区
域

は
従

事
者

が
支

障
な

く
中

央
制

御
室

に
入

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
多

重
性

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

 

添
2-

1-
1-

9
 

 
添

2-
1-

1
-1

0
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
3
.2

.1
 人

為
事

象
に

対
す

る
具

体
的

な
設

計
上

の
配

慮
 

(
3)

 有
毒

ガ
ス

 
発

電
所

の
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

状
況

を
も

と
に

、
想

定
さ

れ
る

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

室
内

に
滞

在
す

る
人

員
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

に
外

気
を

し
ゃ

断
す

る
ダ

ン
パ

を
設

置
し

、
又

は
建

屋
内

の
空

気
を

循
環

さ
せ

る
フ

ァ
ン

の
設

置
に

よ
り

、
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

よ
る

外
気

の
し

ゃ
断

又
は

空
調

フ
ァ

ン
の

停
止

に
よ

る
外

気
流

入
の

抑
制

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

阻
止

す
る

よ
う

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
）

 
建

屋
内

に
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
が

進
入

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、
ば

い
煙

ま
た

は
有

毒
ガ

ス
進

入
防

止
操

作
を

指
示

す
る

。
 

第
38

条
17

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

２
 中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

d.
 有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
可

動
源

に
対

し
て

は
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
隔

離
等

の
対

策
に

よ
り

運
転

員
を

防
護

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

 

添
31

-1
4
 

資
料

３
１

 中
央

制
御

室
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

中
央

制
御

室
の

機
能

に
係

る
詳

細
設

計
 

3
.6

.2
 可

動
源

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 
(3

) 
換

気
設

備
 
 

可
動

源
か

ら
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
に

対
し

て
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
取

入
れ

を
手

動
で

遮
断

し
、

閉
回

路
循

環
方

式
に

切
り

換
え

る
こ

と
に

よ
り

、
外

部
雰

囲
気

か
ら

隔
離

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

具
体

的
な

、
換

気
設

備
の

機
能

に
つ

い
て

は
、

資
料

３
５

「
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
」

に
示

す
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

添
付

２
 

７
 

有
毒

ガ
ス

 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

ｂ
．

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

防
護

に
関

す
る

手
順

 

(a
) 

各
課

（
室

）
長

は
、

可
動

源
に

対
し

て
、

立
会

人
の

随

行
、

通
信

連
絡

手
段

に
よ

る
連

絡
、

中
央

制
御

室
換

気
設

備
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）
、
中

央
制

御
室

空
調

装
置
（

３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

）
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
隔

離
、

防
護

具
の

着
用

な
ら

び
に

終
息

活
動

等
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 
 

 
運

転
管

理
通

達
 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

一
般

防
災

所
達

 

一
般

防
災

所
達

（
別

表
２

２
 

有
毒

ガ
ス

発
生

時
に

お
け

る
対

応
手

順
 

予
期

せ
ず

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
 

・
当

直
課

長
は

、
立

会
人

か
ら

有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異
常

を
認

知
し

た
こ

と
の

連
絡

を
受

け
た

場
合

、
事

故
時

操
作

所
則

お
よ

び
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

事
故

時
操

作
所

則
に

基
づ

き
、
安

全
防

災
室

課
長
（

Ｓ
Ａ

／
Ｄ

Ｂ
）
へ

の
連

絡
お

よ
び

中
央

制
御

室
当

直
員
（

運
転

員
）
に

中
央

制
御

室
換

気
空

調
設

備
の

隔
離

等
、

以
下

の
措

置
を

行
う

よ
う

指
示

す
る

。
 

１
）
中

央
制

御
室

当
直

員
（

当
直

課
長

含
む

）
は

別
表

２
４

に
示

す
防

毒
マ

ス
ク

を
着

用
す

る
と

と
も

に
酸

素
呼

吸
器

の
着

用
準

備
を

行
い

、
別

 
表

２
４

に
示

す
酸

素
呼

吸
器

の
着

用
準

備
が

整
い

次
第

、
別

表
２

３
の

着
用

手
順

に
基

づ
き

酸
素

呼
吸

器
を

着
用

す
る

。
 

２
）
中

央
制

御
室

当
直

員
は

、
敷

地
内

可
動

源
か

ら
有

毒
ガ

ス
が

発
生

し
た

こ
と

を
所

内
一

斉
ペ

ー
ジ

ン
グ

に
よ

り
周

知
す

る
。

 
３

）
中

央
制

御
室

当
直

員
は

、
中

央
制

御
室

換
気

空
調

設
備

の
隔

離
、
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
実

施
す

る
。

 
 ・
各

課
（

室
）
長

は
、
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が
発

生
し

た
場

合
、
次

の
措

置
を

行
う

。
 

１
）
立

会
人

は
可

動
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

の
発

生
に

よ
る

異
常

を
認

知
し

た
場

合
、

当
直

課
長

に
連

絡
す

る
。

 
２

）
必

要
に

応
じ

て
、
有

毒
ガ

ス
発

生
源

の
希

釈
等

の
終

息
活

動
を

実
施

し
、

終
息

活
動

が
完

了
し

た
場

合
に

は
、

本
部

に
連

絡
す

る
。

 
・
各

課
（

室
）
長

は
、
安

全
･防

災
室

課
長
（

Ｓ
Ａ

／
Ｄ

Ｂ
）
か

ら
の

情
報

に
基

づ
き

、
関

係
者

に
連

絡
し

、
必

要
に

応
じ

て
、
作

業
の

中
止

を
実

施
し

た
上

で
、

作
業

の
中

止
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
し

、
結

果
 

を
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

・
有

毒
ガ

ス
発

生
時

は
、
事

象
終

息
後

、
影

響
が

あ
る

と
予

想
さ

れ
る

箇
所

に
つ

い
て

点
検

し
、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
へ

報
告

す
る

。
 

第
45

条
11

 
 

（
保

安
電

源
設

備
）

 

8-
2 

常
用

電
源

設
備

 

１
．

１
．

２
 

1
相

の
電

路
の

開
放

に
対

す
る

検
知

及
び

電
力

の
安

定
性

回
復

 
（

中
略

）
 

1
相

開
放

故
障

が
検

知
さ

れ
な

い
状

態
に

お
い

て
、

安
全

系
機

器
に

悪
影

響
が

生
じ

た
場

合
に

も
、

運
転

員
が

、
適

切
な

対
応

を
行

え
る

よ
う

、
ま

た
、

77
kV

送
電

線
(
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
（

以
下

同
じ

。
）

)
か

ら
の

手
動

に
よ

る
受

電
切

替
前

に
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
等

を
実

施
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
管

理
す

る
。

 
50

0k
V
及

び
77

kV
送

電
線

に
お

い
て

、
1
相

の
電

路
の

開
放

を
検

知
し

た
場

合
は

、
保

安
規

定
に

て
遮

断
器

操
作

に
よ

る
故

障
箇

所
の

隔
離

又
は

非
常

用
母

線
の

受
電

切
替

を
行

う
こ

と
で

電
力

の
供

給
の

安
定

性
を

回
復

さ
せ

る
こ

と
を

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

5
00

kV
送

電
線

に
お

い
て

、
3
相

の
う

ち
の

1
相

の
電

路
の

開
放

が
生

じ
た

場
合

、
電

力
送

電
時

に
お

い
て

は
、

保
護

装
置

に
よ

る
3
相

の
電

流
不

平
衡

監
視

に
て

常
時

自
動

検
知

で
き

る
設

計
と

す
る

。
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
、

運
用

に
て

遮
断

器
の

開
放

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
を

定
め

、
そ

の
拡

大
の

防
止

を
図

り
、

又
は

健
全

な
電

源
か

ら
の

受
電

へ
切

り
替

え
る

こ
と

を
定

め
、

安
全

施
設

へ
の

電
源

の
供

給
の

安
定

性
を

回
復

さ
せ

る
設

計
と

す
る

。
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）
 

各
課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
を

除
く

。
）

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
を

作
成

し
、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(
1)

 原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
2)

 巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(
3)

 異
常

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
4)

 警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(
5)

 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(
6)

 
定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項

 
(
7)

 誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(
8)

 火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(
9)

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 

 

運
転

管
理

通
達

（
既

 
存

）
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
（

既
存

）
 

第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
２

章
 

巡
回

点
検

業
務

）
 

5
. 

巡
回

点
検

要
領

 
5
.1

 機
器

の
点

検
お

よ
び

取
扱

い
方

法
の

概
要

 
(
7)

 変
圧

器
廻

り
の

点
検

 
a
. 

変
圧

器
に

地
絡

の
な

い
1

相
開

放
(
欠

相
)
が

発
生

し
た

場
合

の
兆

候
、

対
応

は
次

の
と

お
り

。
 

(
a)

 
母

線
電

圧
が

低
電

圧
保

護
継

電
器

の
動

作
設

定
値

以
下

に
な

ら
な

い
場

合
も

あ
り

、
故

障
(
欠

相
)を

検
出

で
き

な
い

可
能

性
が

あ
る

。
 

(
b)

 母
線

電
圧

の
低

下
に

伴
い

電
流

が
上

昇
し

、
当

該
母

線
に

接
続

さ
れ

た
各

補
機

が
過

電
流

保
護

継
電

器
の

動
作

に
よ

り
連

続
的

に
ト

リ
ッ

プ
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

 
(
c)

 現
場

確
認

、
電

圧
計

の
指

示
低

下
に

よ
り

当
該

母
線

が
異

常
と

判
断

し
た

場
合

は
、

健
全

系
統

へ
の

電
源

切
替

が
必

要
で

あ
る

。
 

b
. 
77

kV
高

浜
連

絡
線

か
ら

手
動

で
受

電
切

替
す

る
場

合
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
を

実
施

し
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
後

切
替

す
る

。
 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

7
7k

V
送

電
線

で
は

、
予

備
変

圧
器

か
ら

所
内

負
荷

へ
給

電
し

て
い

る
場

合
、

保
護

装
置

に
よ

る
自

動
検

知
又

は
人

的
な

検
知

（
巡

視
点

検
等

）
を

加
え

る
こ

と
で

、
一

部
の

保
護

継
電

器
等

に
よ

る
検

知
が

期
待

で
き

な
い

箇
所

の
1
相

開
放

故
障

の
発

見
や

、
そ

の
兆

候
を

早
期

に
発

見
で

き
る

可
能

性
を

高
め

る
設

計
と

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
41

-1
1
 

資
料

４
１

 
常

用
電

源
設

備
の

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

.5
 1

相
の

電
路

の
開

放
に

対
す

る
検

知
及

び
安

定
性

回
復

に
関

す
る

設
計

 
（

中
略

）
 

１
号

機
及

び
２

号
機

が
同

時
停

止
中

の
場

合
、

50
0k

V
送

電
線

は
多

重
化

し
た

設
計

と
し

、
万

一
、

1
相

の
開

放
故

障
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

安
全

施
設

へ
の

電
力

の
供

給
が

不
安

定
に

な
る

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
な

お
、

1
相

開
放

故
障

事
象

の
知

見
を

、
運

転
員

に
対

し
て

定
期

的
に

教
育

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

手
動

に
よ

る
受

電
切

替
時

に
は

、
架

線
部

を
含

む
変

圧
器

の
巡

視
点

検
も

実
施

し
、

可
能

な
限

り
異

常
の

早
期

検
知

に
努

め
る

。
 

 

第
７

３
条

 
（

外
部

電
源

）
 

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、
外

部
電

源
※
１

は
、

表
７

３
－

１
で

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 
２

．
外

部
電

源
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、
１

週
間

に
１

回
、

所
要

の
非

常
用

高
圧

母
線

に
電

力
供

給
可

能
な

外
部

電
源

３
回

線
以

上
の

電
圧

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
、
お

よ
び

１
回

線
以

上
は

他
の

回
線

に
対

し
て

独
立

性
を

有
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

変
圧

器
１

次
側

に
お

い
て

１
相

開
放

を
検

知
し

た
場

合
、

故
障

箇
所

の
隔

離
ま

た
は

非
常

用
母

線
を

健
全

な
電

源
か

ら
受

電
で

き
る

よ
う

切
替

を
実

施
す

る
。

 

 
ま

た
、

予
備

変
圧

器
か

ら
所

内
負

荷
へ

給
電

時
は

、
7
7 
kV

送
電

線
の

電
流

値
を

確
認

す
る

。
 

 

【
運

転
員

教
育

訓
練

要
綱

指
針

】
 

参
考

－
１

：
運

転
員

教
育

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

係
る

解
説

に
つ

い
て

 
2
-3

.教
育

訓
練

用
資

機
材

の
開

発
 

各
教

育
訓

練
を

実
際

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

機
材

(
講

師
・

教
材
・
教

育
訓

練
設

備
等

)に
つ

い
て

、
教

育
訓

練
科

目
毎

に
そ

の
要

否
も

含
め

て
検

討
・

策
定

す
る

。
 

な
お

、
教

育
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
計

画
に

あ
た

っ
て

は
、
教

育
訓

練
科

目
の

ど
の

時
間

が
保

安
教

育
の

ど
の

項
目

に
相

当
す

る
の

か
を

明
確

化
す

る
こ

と
。

 
ま

た
、
教

材
に

つ
い

て
は

、
受

講
者

が
研

修
し

や
す

い
よ

う
に
「

K
SA

ｓ
カ

タ
ロ

グ
」「

ポ
ジ

シ
ョ

ン
実

習
教

程
表

」
お

よ
び

教
育

ガ
イ

ド
表

等
に

定
め

る
と

と
も

に
、
継

続
的

な
教

材
充

実
に

努
め

る
。
な

お
、
各

発
電

室
に

共
通

す
る

磁
気

化
教

材
に

つ
い

て
は

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

登
録

す
る

。
 

・
教

育
ガ

イ
ド

抜
粋

 
 

教
育

名
；
異

常
時

対
応
（

緊
急

事
態

応
急

活
動

に
関

す
る

教
育

）
教

育
 

 
教

育
内

容
と

ポ
イ

ン
ト

：
(3

)
保

安
電

源
、

全
交

流
電

源
喪

失
対

策
設

備
 

 
b
.変

圧
器

１
次

側
に

お
け

る
１

相
開

放
故

障
事

象
の

知
見

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
８

章
 

保
安

規
定

に
係

る
運

転
管

理
項

目
）

 
2
.3

 保
安

規
定

に
係

る
7
7k

V
送

電
線

電
流

値
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
予

備
変

圧
器

か
ら

所
内

負
荷

へ
給

電
時

は
、
7
7
kV

送
電

線
の

電
流

値
測

定
を

電
気

保
修

課
長

に
依

頼
し

、
そ

の
結

果
を

確
認

す
る

。
 

そ
の

際
、
電

流
値

の
測

定
は

給
電

後
速

や
か

に
1
回

、
そ

の
後

給
電

期
間

中
に

お
い

て
1
週

間
に

1
回

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
測

定
結

果
が

「
保

安
規

定
(
第

7
3
条

)
」

の
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
「

当
直

課
長

引
継

簿
」

に
測

定
時

刻
お

よ
び

測
定

値
を

記
載

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
２

章
 

巡
回

点
検

業
務

）
 

7
7k

V
高

浜
連

絡
線

か
ら

手
動

で
受

電
切

替
す

る
場

合
は

、
変

圧
器

等
の

巡
視

点
検

を
実

施
し

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

後
切

替
す

る
。

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
８

章
 

保
安

規
定

に
係

る
運

転
管

理
項

目
）

 
2
.3

 保
安

規
定

に
係

る
7
7k

V
送

電
線

電
流

値
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
予

備
変

圧
器

か
ら

所
内

負
荷

へ
給

電
時

は
、
7
7
kV

送
電

線
の

電
流

値
測

定
を

電
気

保
修

課
長

に
依

頼
し

、
そ

の
結

果
を

確
認

す
る

。
 

そ
の

際
、
電

流
値

の
測

定
は

給
電

後
速

や
か

に
1
回

、
そ

の
後

給
電

期
間

中
に

お
い

て
1
週

間
に

1
回

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
測

定
結

果
が

「
保

安
規

定
(
第

7
3
条

)
」

の
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
「

当
直

課
長

引
継

簿
」

に
測

定
時

刻
お

よ
び

測
定

値
を

記
載

す
る

。
 

 第
二

発
電

室
業

務
所

則
（

第
１

２
章

 
巡

回
点

検
業

務
）

 
7
7k

V
高

浜
連

絡
線

か
ら

手
動

で
受

電
切

替
す

る
場

合
は

、
変

圧
器

等
の

巡
視

点
検

を
A
中

央
制

御
室

に
依

頼
し

、
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
後

切
替

を
行

う
。

 

第
48

条
35

 
 

（
準

用
：

電
気

設
備

に
関

す
る

基
準

）
 

3
 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 
(
準

用
)
 

５
．

８
 

電
気

設
備

の
設

計
条

件
 

（
中

略
）

 
電

気
設

備
に

お
い

て
は

、
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
発

電
所

構
内

に
常

時
駐

在
し

、
異

常
を

早
期

に
発

見
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-3
 

 
添

40
-4

 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.2
 発

電
機

 
（

中
略

）
 

(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
発

電
機

は
、

短
絡

電
流

及
び

非
常

調
速

装
置

が
動

作
し

て
達

す
る

回
転

速
度

に
対

し
て

、
十

分
な

機
械

的
強

度
を

有
す

る
設

計
と

し
、

三
相

短
絡

試
験

に
よ

り
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

発
電

機
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

す
る

こ
と

に
よ

り
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

第
１

３
条

 
（

運
転

員
等

の
確

保
）
 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
の

運
転

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

者
を

確
保

す
る

※
１
。

な
お

、
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を
受

け
た

者
を

い
う

。
 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

あ
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

表
１

３
－

１
に

定
め

る
人

数
の

者
を

そ
ろ

え
、
中

央
制

御
室

あ
た

り
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
表

１
３

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
、
１

名
は

当
直

課
長

と
し

、
運

転
責

任
者

と
し

て
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
た

者
の

中
か

ら
選

任
さ

れ
た

者
と

す
る

。
 

３
．

当
直

課
長

は
、

第
２

項
で

定
め

る
者

の
う

ち
、

表
１

３
－

２
に

定
め

る
人

数
の

者
を

主
機

運
転

員
以

上
の

者
の

中
か

ら
常

時
中

央
制

御
室

に
確

保
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

2
章

 
要

員
の

確
保

）
 

当
直

員
の

要
員

数
に

つ
い

て
記

載
 

添
40

-4
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.3
 遮

断
器

 
（

中
略

）
 

(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
 

発
電

所
構

内
に

は
、

遮
断

器
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

し
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-5
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.4
 そ

の
他

電
気

設
備

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

動
力

変
圧

器
は

、
短

絡
電

流
に

よ
り

生
ず

る
機

械
的

衝
撃

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

電
気

設
備

の
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
常

時
駐

在
し

、
常

時
監

視
し

な
い

発
電

所
は

施
設

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

第
50

条
27

 
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

１
．

１
 耐

震
設

計
 

（
４

）
荷

重
の

組
合

せ
と

許
容

限
界

 
ｃ

．
荷

重
の

組
合

せ
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(1
) 

体
制

の
整

備
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 
高

浜
発

電
所

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
 

の
活

動
に

関
す

る
所

達
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

（
地

震
）

 
（

ｂ
）

機
器

・
配

管
系

（
（

ｃ
）

に
記

載
の

も
の

を
除

く
。）

 
イ

．
Ｓ

ク
ラ

ス
の

機
器

・
配

管
系

及
び

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

通
常

運
転

時
の

状
態

で
施

設
に

作
用

す
る

荷
重

と
地

震
力

と
を

組
み

合
わ

せ
る

。
 

ロ
．

Ｓ
ク

ラ
ス

の
機

器
・

配
管

系
に

つ
い

て
は

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
の

状
態

及
び

設
計

基
準

事
故

時
の

状
態

の
う

ち
地

震
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

事
象

で
施

設
に

作
用

す
る

荷
重

と
地

震
力

と
を

組
み

合
わ

せ
る

。
 

ハ
. 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
、

設
計

基
準

事
故

時
の

状
態

及
び

重
大

事
故

等
時

の
状

態
で

作
用

す
る

荷
重

の
う

ち
、

地
震

に
よ

っ
て

引
き

起
こ

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
地

震
力

と
を

組
み

合
わ

せ
る

。
決

定
論

的
に

は
基

準
地

震
動

Ss
に

よ
り

施
設

が
損

傷
し

、
重

大
事

故
等

に
至

る
こ

と
は

な
い

こ
と

、
さ

ら
に

確
率

論
的

に
基

準
地

震
動

Ss
以

下
の

地
震

に
よ

る
全

炉
心

損
傷

頻
度

の
累

積
が

小
さ

い
こ

と
を

考
慮

し
、

重
大

事
故

等
に

つ
い

て
は

地
震

に
よ

っ
て

引
き

起
こ

さ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
事

象
と

し
て

扱
う

。
 

ニ
．

Ｓ
ク

ラ
ス

の
機

器
・

配
管

系
に

つ
い

て
は

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
の

状
態

及
び

設
計

基
準

事
故

時
の

状
態

で
作

用
す

る
荷

重
の

う
ち

地
震

に
よ

っ
て

引
き

起
こ

さ
れ

る
お

そ
れ

の
な

い
事

象
で

あ
っ

て
も

、
い

っ
た

ん
事

故
が

発
生

し
た

場
合

、
長

時
間

継
続

す
る

事
象

に
よ

る
荷

重
は

、
そ

の
事

故
事

象
の

発
生

確
率

、
継

続
時

間
及

び
地

震
動

の
超

過
確

率
の

関
係

を
踏

ま
え

、
適

切
な

地
震

力
と

組
み

合
わ

せ
る

。
 

ホ
．

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
、

設
計

基
準

事
故

時
の

状
態

及
び

重
大

事
故

等
の

状
態

で
作

用
す

る
荷

重
の

う
ち

地
震

に
よ

っ
て

引
き

起
こ

さ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
事

象
に

よ
る

荷
重

は
、

そ
の

事
故

事
象

の
発

生
確

率
、

継
続

時
間

及
び

地
震

動
の

超
過

確
率

の
関

係
を

踏
ま

え
、

適
切

な
地

震
力

と
組

み
合

わ
せ

る
。

こ
の

組
合

せ
に

つ
い

て
は

、
事

故
事

象
の

発
生

確
率

、
継

続
時

間
及

び
地

震
動

の
超

過
確

率
の

積
等

を
考

慮
し

、
工

学
的

、
総

合
的

に
勘

案
の

上
設

定
す

る
。

な
お

、
継

続
時

間
に

つ
い

て
は

対
策

の
成

立
性

も
考

慮
し

た
上

で
設

定
す

る
。

以
上

を
踏

ま
え

、
重

大
事

故
等

の
状

態
で

作
用

す
る

荷
重

と
地

震
力

と
の

組
合

せ
に

つ
い

て
は

、
以

下
を

基
本

設
計

と
す

る
。

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

構
成

す
る

設
備

に
つ

い
て

は
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
、

弾
性

設
計

用
地

震
動

S
d
に

よ
る

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
ま

た
、

原
子

炉
格

納
容

器
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
設

備
（

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
、

温
度

の
条

件
を

用
い

て
評

価
を

行
う

そ
の

他
の

施
設

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

は
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
、

弾
性

設
計

用
地

震
動

Sd
に

よ
る

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
な

お
、

そ
の

際
に

用
い

る
荷

重
の

継
続

時
間

に
係

る
復

旧
等

の
対

応
に

つ
い

て
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
保

安
規

定
に

定
め

る
対

応
と

し
て

は
、

故
障

が
想

定
さ

れ
る

機
器

に
対

し
て

あ
ら

か
じ

め
確

保
し

た
取

替
部

材
を

用
い

た
既

設
系

統
の

復
旧

手
段

、
及

び
、

あ
ら

か
じ

め
確

保
し

た
部

材
を

用
い

た
仮

設
系

統
の

構
築

手
段

に
つ

い
て

、
手

順
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
社

内
外

か
ら

支
援

を
受

け
ら

れ
る

体
制

を
整

備
す

る
。

さ
ら

に
、

そ
の

他
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

い
っ

た
ん

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

長
時

間
継

続
す

る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
、

基
準

地
震

動
Ss

に
よ

る
地

震
力

を
組

み
合

わ
せ

る
。

 
ヘ

．
Ｂ

ク
ラ

ス
及

び
Ｃ

ク
ラ

ス
の

機
器

・
配

管
系

並
び

に
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
器

・
配

管
系

に
つ

い
て

は
、

通
常

運
転

時
の

状
態

で
施

設
に

作
用

す
る

荷
重

及
び

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

の
状

態
で

施
設

に
作

用
す

る
荷

重
と

、
動

的
地

震
力

又
は

静
的

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
る

。
 

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

ウ
 

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
の

設
計

圧
力

お
よ

び
温

度
に

近
い

状
態

が
継

続
す

る
場

合
等

、
重

大
事

故
等

発
生

後
の

中
長

期
的

な
対

応
が

必
要

と
な

る
場

合
に

備
え

て
、

社
内

外
の

関
係

各
所

と
連

携
し

、
適

切
か

つ
効

果
的

な
対

応
を

検
討

で
き

る
体

制
を

確
立

す
る

。
 

ま
た

、
機

能
喪

失
し

た
設

備
の

保
守

を
実

施
す

る
た

め
の

放
射

線
量

低
減

な
ら

び
に

放
射

性
物

質
を

含
ん

だ
汚

染
水

が
発

生
し

た
際

の
汚

染
水

の
処

理
等

の
事

態
収

束
活

動
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、
平

時
か

ら
必

要
な

協
力

活
動

体
制

を
継

続
し

て
構

築
す

る
。

 
 １

．
３

 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

事
項

 
イ

 
重

大
事

故
等

発
生

後
の

中
長

期
的

な
対

応
手

順
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
の

設
計

圧
力

お
よ

び
温

度
に

近
い

状
態

が
継

続
す

る
場

合
等

に
備

え
て

、
故

障
が

想
定

さ
れ

る
機

器
に

対
し

て
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

取
替

部
材

を
用

い
た

既
設

系
統

の
復

旧
手

段
、
お

よ
び

、
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

部
材

を
用

い
た

仮
設

系
統

の
構

築
手

段
に

つ
い

て
、
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

第
１

編
 

全
般

事
項

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

４
．

 
手

順
書

の
整

備
 

（
２

）
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
係

る
事

項
 

ｂ
．

重
大

事
故

等
発

生
後

の
中

長
期

的
な

対
応

手
順

 
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
の

設
計

圧
力

お
よ

び
温

度
に

近
い

状
態

が
継

続
す

る
場

合
等

に
備

え
て

、
故

障
が

想
定

さ
れ

る
機

器
に

対
し

て
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

取
替

部
材

を
用

い
た

既
設

系
統

の
復

旧
手

段
、
お

よ
び

、
あ

ら
か

じ
め

確
保

し
た

部
材

を
用

い
た

仮
設

系
統

の
構

築
手

段
に

つ
い

て
、

手
順

を
整

備
す

る
。

 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

（
２

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

の
設

定
及

び
閉

止
手

順
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

若
狭

湾
の

津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
に

よ
り

津
波

襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
及

び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波
の

第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、
押

し
波

が
敷

地
へ

遡
上

せ
ず

、
引

き
波

に
よ

る
水

位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
。

 

・
第

２
波

以
降

は
、
押

し
波

が
敷

地
に

遡
上

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、

引
き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の

閉
止

判
断

基
準

は
、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
の

波
源

に
関

す
る

「
崩

壊
規

模
」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び
に

若
狭

湾
に

お
け

る
津

波
の

伝
播

特
性

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
を

網
羅

的
に

確
認

し
た

う
え

で
、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
な

お
、
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
平

常
時

及
び

台
風

時
の

潮
位

変
動

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

も
確

認
す

る
。

 

添
2-

2-
1-

2
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.1

.2
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
潮

位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波

の
水

位
変

動
量

に
よ

り
津

波
襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
第

２
波

以
降

の
浸

入
を

防

止
す

る
こ

と
で

、
「

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入

及
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

」（
以

下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」

と
い

う
。
）

並
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。

 

【
若

狭
湾

の
津

波
伝

播
に

お
け

る
増

幅
の

傾
向

】
 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て
津

波

の
第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、

押
し

波
が

敷
地

へ
遡

上
せ

ず
、

引
き

波
に

よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

。
 

・
第

２
波

以
降

は
、

押
し

波
が

敷
地

に
遡

上
す

る
お

そ
れ

が

あ
り

、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
は

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４

の
波

源
に

関
す

る
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」

並
び

に
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注
１
）
以

上
下

降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0.

5
m（

注
１
）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.5

m（
注

１
）
以

上
下

降
す

る
こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号

機
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

」
と

い
う

。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
、
保

守
作

業
を

中
断

し
、
作

業
前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で

発
電

所
の

安
全

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5m
 

ス
タ

デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
津

波

を
網

羅
的

に
確

認
し

た
う

え
で

、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

を
考

慮

し
て

設
定

す
る

。
な

お
、

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
平

常
時

及

び
台

風
時

の
潮

位
変

動
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
も

確
認

す

る
。

 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う

ち
、

2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に

0
.5

m（
注

１
）

以
上

下
降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

又
は

1
0

分
以

内
に

0.
5
m
（

注
１

）
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

（
注

１
）

以
上

下
降

す
る

こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
機

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
機

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確

認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
」

と
い

う
。
）

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

後
、

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

保
全

計
画

に
よ

る
保

守
作

業
時

に
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
保

守
作

業
を

中
断

し
、

作
業

前

の
状

態
に

復
旧

す
る

こ
と

で
発

電
所

の
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

 

 （
注

１
）

潮
位

変
動

値
の

許
容

範
囲

（
設

定
値

）
は

0
.4

5
m
 

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

(b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

（
中

略
）

 
ウ

 土
木

建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

２
 

入
力

津
波

の
設

定
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波

」
及

び
「

施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る
入

力
津

波
」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件
変

更
の

都
度

、
津

波
評

価
を

実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

  

添
2-

2-

1-
3
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.2

 
入

力
津

波
の

設
定

 
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、
「

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入

力
津

波
」

及
び

「
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

水
位

に
近

接
す

る

入
力

津
波

」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。
 

入
力

津
波

の
設

定
の

諸
条

件
の

変
更

に
よ

り
、

評
価

結
果

が
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

、
評

価
条

件

変
更

の
都

度
、

津
波

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

７
 
そ

の
他

関
連

す
る

活
動

 

(1
) 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力

技
術

部
門

統
括
（

土
木

建
築

）
は

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ａ
．

新
た

な
知

見
の

収
集

、
反

映
 

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（

土
木

建
築

）
は

、
定

期
的

に
新

た
な

知
見

の
確

認
を

行
い

、
新

た
な

知
見

が
得

ら
れ

た
場

合
、
耐

津
波

安
全

性

に
関

す
る

評
価

を
行

い
、
必

要
な

事
項

を
適

切
に

反
映

す
る

。
 

 

－
 

－
 

原
子

力

技
術

業

務
要

綱
 

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

 

 
 

－
 

【
原

子
力

技
術

業
務

要
綱

】
 

第
１

１
章

 
地

震
・
津

波
・
竜

巻
・
雷
・
火

山
事

象
に

係
る

新
知

見
の

確

認
・

評
価

 

２
．

新
知

見
の

確
認

・
評

価
 

プ
ラ

ン
ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

（
１

）
耐

震
安

全
性
（

※
1
）、

耐
津

波
安

全
性
（

※
1
）
、
竜

巻
(※

2
)、

雷

（
※

２
）

お
よ

び
火

山
事

象
（

※
2
）

に
関

す
る

新
知

見
の

定
期

的

な
確

認
・

評
価

 

※
１

．
別

紙
２

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

※
２

．
別

紙
３

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

３
．

評
価

結
果

の
反

映
 

 
プ

ラ
ン

ト
・
保

全
技

術
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
必

要
な

場

合
、
関

係
グ

ル
ー

プ
チ

ー
フ

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
得

な
が

ら
、
前

項
で

評
価

し
た

新
知

見
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
。

 

 【
原

子
力

発
電

所
土

木
建

築
業

務
要

綱
】

 

別
紙

－
１

 
調

達
管

理
『

原
則

』
整

理
表

 
 

１
．

計
画

（
基

本
設

計
）

 

（
１

）
保

全
改

革
の

策
定

 

 
 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

達
成

・
維

持
・

向
上

す
る

た
め

の
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
ａ

．
保

全
情

報
（

法
令

・
規

制
の

要
求

、
最

新
知

見
、

不
具

合
情

報
、

水
平

展
開

情
報

、
業

務
の

対
象

範
囲

、
実

施
・

検
証

方
法

等
）

を
収

集
す

る
。

 

 
ｃ

．
必

要
な

保
全

情
報

に
基

づ
き

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 
 

保
全

情
報

に
基

づ
き

保
全

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
レ

ビ
ュ

ー
し

、
必

要
に

応
じ

保
全

計
画

を
更

新
す

る
。

 

第
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条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

「
１

.２
 

入
力

津
波

の
設

定
」
で

設
定

し
た

最
も

水
位

変
動

が
大

き
い

入
力

津
波
（

以
下
「

入
力

津
波

」
と

い
う

。）
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影

響
を

、
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

の
可

能
性

の
有

無
、

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有

無
、

津
波

に
よ

る
溢

水
の

重
要

な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

添
2-

2-

1-
7
 

 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

敷
地

の
特

性
（

敷
地

の
地

形
、

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

遡
上

、
浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
津

波
防

護
を

達
成

す

る
た

め
、

以
下

(1
)～

(
4)

の
津

波
防

護
の

観
点

か
ら

最
も

水

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
k．

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

確
認

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

７
）

津
波

評
価

条
件

の
変

更
の

要
否

の
確

認
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

の
有

無
並

び
に

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
の

有
無

の
観

点
か

ら
評

価
す

る

こ
と

に
よ

り
、

津
波

防
護

対
策

が
必

要
と

な
る

箇
所

を
特

定
し

て
必

要
な

津

波
防

護
対

策
を

実
施

す
る

設
計

と
す

る
。

 
入

力
津

波
の

変
更

等
が

津
波

防
護

対
策

に
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

定
期

的
な

評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

手
順

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

位
変

動
が

大
き

い
入

力
津

波
（

以
下

「
入

力
津

波
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
影

響
の

有
無

を
評

価
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

策
が

必
要

と
な

る
箇

所
を

特
定

し
、

必
要

な
津

波

防
護

対
策

を
実

施
す

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
な

影
響

評
価

の
内

容
及

び
結

果
に

つ
い

て
は

、
資

料
２

－
２

－
４

「
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ

の
影

響
評

価
」

に
示

す
。

 
ま

た
、

入
力

津
波

の
変

更
等

が
津

波
防

護
対

策
に

影
響

を
与

え
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

、
定

期
的

な
評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
手

順
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

う
。

 
(b

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
す

る
。

 
 

ａ
．

各
課

（
室

）
長

は
、

設
備

改
造

等
を

行
う

場
合

、
都

度
、

津
波

評
価

へ
の

影
響

評
価

を
行

い
、

必
要

な
事

項
を

適
切

に
反

映
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
津

波
評

価
に

係
る

評
価

条
件

を
定

期
的

に
確

認
し

、
第

１
編

第
２

章
３

．
の

定
期

的
な

評
価

時
に

併
せ

て
対

応
す

る
。

 
 

第
51

条
 

 （
津

波
）

 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

５
 

津
波

防
護

対
策

 
ａ

．
敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭

防
護

１
）

 
（

ｂ
）

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

（
中

略
）
。

 
評

価
の

結
果

、
流

入
す

る
可

能
性

の
あ

る
経

路
が

あ
る

場
合

は
、

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
の

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
、

１
号

及
び

２
号

機
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
並

び
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
（

ａ
）、

（
ｂ

）
に

お
い

て
、

外
郭

防
護

と
し

て
設

置
す

る
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は

、
各

地
点

の
入

力
津

波
に

対
し

、
設

計
上

の
裕

度
を

考
慮

す
る

。
 

添
2-

2-
1-

6
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 
2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響
評

価
 

(
1)

 敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

b
. 

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

取
水

路
又

は
放

水
路

等
の

経
路

の
う

ち
、

津
波

の
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

に
つ

な
が

る
海

水
系

、
循

環
水

系
、

そ
れ

以
外

の
屋

外
排

水
路

又
は

配
管

の
開

口
部

等
の

標
高

に
基

づ
く

許
容

津
波

高
さ

と
経

路
か

ら
の

津
波

高
さ

を
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
へ

の
、

津
波

の
流

入
の

可
能

性
の

有
無

を
評

価
す

る
。

流
入

の
可

能
性

に
対

す
る

裕
度

評
価

に
お

い
て

、
高

潮
ハ

ザ
ー

ド
の

再
現

期
間

1
00

年
に

対
す

る
期

待
値

と
、

入
力

津
波

で
考

慮
し

た
朔

望
平

均
満

潮
位

及
び

潮
位

の
バ

ラ
ツ

キ
の

合
計

と
の

差
を

設
計

上
の

裕
度

と
し

、
判

断
の

際
に

考
慮

す
る

。
 

評
価

の
結

果
、

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ

る
場

合
は

、
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
復

水
タ

ン
ク

に
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

津
波

防
護

施
設

を
設

置
す

る
。

 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場

合
の

対
応

 

(a
)当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

(a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 

ア
 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 台
の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0
.5

 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0
.
5
 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下
「

敷
地

へ
の

遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2 

台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は
0.

45
m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

         
 

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
１

）
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

手
順

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

原
則

と
し

て
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
ま

た
、

原
子

炉
を

停
止

さ
せ

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

（
ａ

）
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

（
ｂ

）
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電

所
を

含
む

地
域

に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

ｄ
．

当
直

課
長

は
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
、

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
に

つ
い

て
は

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合

の
対

応
 

（
ａ

）
 
当

直
課

長
は

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
下

降

し
、

そ
の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5
 m

以
上

上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 分

以
内

に
 0

.5
 
m
以

上
上

昇
し

、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
10

 分
以

内
に

 0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

（
以

下
「

敷
地

へ
の

遡
上

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
以

内
に

 0
.5

 m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 0

.5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
潮

位
変

動
値

の
許

容
範

囲
（

設
定

値
）

は

0.
45

m
と

す
る

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

（
５

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

管
理

 

ａ
．

当
直

課
長

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
対

応
手

順
に

つ
い

て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
 

重
大

事
故

等
対

策
 

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

(1
)
 

ク
 

各
課
（

室
）
長

は
、
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き
る

か
、

重
大

事
故

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

し

て
、

設
備

の
安

全
機

能
の

維
持

な
ら

び
に

事
故

の
未

然
防

止
対

策
を

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

て
お

き
、

前
兆

事
象

を
確

認
し

た
時

点
で

事
前

の
対

応
が

で
き

る
体

制
お

よ
び

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

(ｱ
) 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
原

則
と

し
て

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

お

よ
び

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
行

う
手

順
、
ま

た
、
所

員
の

高

台
へ

の
避

難
お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ａ
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

ｂ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
高

浜

発
電

所
を

含
む

地
域

に
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

(ｲ
) 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

し
た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

お
よ

び
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

、
ま

た
、

所
員

の
高

台
へ

の
避

難
お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

A
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

 
（

津
波

）
 

8-
5
浸

水
防

護
施

設
 

１
．

３
 

津
波

防
護

対
策

 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
ａ

）
海

水
ポ

ン
プ

等
の

取
水

性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

そ
の

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

設
計

と

す
る

。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

も
、

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
は

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
2-

2-
1-

9
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
の

入
力

津
波

の
下

降
側

水
位

が
、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

を
上

回

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す

る
た

め
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め

て
管

理
す

る
。

さ
ら

に
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

や
ゲ

ー
ト

落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
い

、
津

波
襲

来
に

備
え

る
設

計
と

し
、

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン

プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
ま

た
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲
用

）（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。）

）
、

送
水

車
（

１
・

２
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。
））

に
つ

い
て

も
入

力
津

波
の

水
位

に
対

し
て

、
取

水
性

が
確

保
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
 津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

 
(a

)当
直

課
長

は
、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

た
だ

し
、

以
下

の
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 
イ

 
遠

方
で

発
生

し
た

地
震

に
伴

う
津

波
で

あ
っ

て
、

発
電

所
を

含
む

地
域

に
、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(a

)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

す
る

。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 2

 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5
 
m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
10

 分
以

内
に

 
0.

5 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0 

分
以

内
に

 
0.

5 
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
10

 
分

以
内

に
 0

.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

 
2 

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.5

 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10

 
分

以
内

に
 
0.

5 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
以

下
、

同
じ

。
）

 
ｆ

．
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

 
(a

)
 当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

(b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

 

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室

事
故

時
操

作

所
則

 

 第
二

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

＜
日

本
海

側
を

震
源

と
す

る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京

都
府

の
い

ず

れ
か

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

＞
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

ユ
ニ

ッ
ト

が
ト

リ
ッ

プ
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
Ａ

・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制

御
室

か
ら

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

注
意

事
項

と
し

て
、

誤
報

等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発

表
時

の
対

応

は
実

施
し

な
い

よ
う

に
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

停
止

お
よ

び
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
完

了
の

連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

よ

う
指

示
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

機
械

式
用

(
電

磁
式

用
)
遠

隔
操

作
盤

で
全

て
の

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
閉

止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

Ａ
中

央
制

御
室

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
閉

止
を

依

頼
す

る
と

と
も

に
、

閉
止

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
Ｃ

Ｗ
Ｐ

を

停
止

す
る

と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

前
に

誤
報

と
判

明
し

た
場

合
は

操
作

を
中

止
す

る
旨

を
記

載
。

 

＜
海

底
地

す
べ

り
に

よ
る

津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞

 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

す
る

。
 

運
転

し
て

い
る

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

原
子

炉
を

手
動

ト
リ

ッ
プ

さ
せ

る
。

 

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の

連
絡

を
行

う
。

 

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

 【
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 

【
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

】
（

A
-
5
 

地
震

・
津

波
）

 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
2-

2-
4
-6

9
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

3
.5

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る

評
価

 

(
3)

 評
価

結
果

 

a
. 

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

 

(
a)

 海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
 

イ
．

水
位

低
下

に
対

す
る

評
価

 

引
き

波
時

の
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

に
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

及
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す

る
。

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

水
路

に

よ
っ

て
連

絡
さ

れ
て

い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地

域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に

定
め

て
管

理
す

る
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量
を

確
保

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す

る
。

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
運

用
を

保
安

規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 
こ

の
評

価
の

結
果

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
高

さ
は

、
T
.P

.
-2

.3
m
で

あ
り

、
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可

能
水

位
T.

P.
-3

.
2
1m

（
地

盤
変

動
量

0.
30

m
隆

起
を

考
慮

し
た

場
合

T.
P.

-2
.
9
1m

）
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
（

第
3-

42
図

）
 

第
51

条
 

（
津

波
）

 

8-
5
 

浸
水

防
護

施
設

 

１
．

５
 

津
波

防
護

対
策

 
ｄ

．
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
及

び
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 
（

ｂ
）

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
）
）

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

が
閉

塞
す

る
こ

と
な

く
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
大

容
量

ポ
ン

プ
、

大
容

量
ポ

ン
プ

（
放

水
砲

用
）

及
び

送
水

車
は

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
も

の
を

用
い

る
設

計
と

す
る

。
 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

を
抽

出
し

、
抽

出
さ

れ
た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場
合

に
、

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
衝

突
及

び
取

水
口

の
閉

塞
が

生
じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
2-

2-
1
-1

0
 

資
料

２
－

２
－

１
 

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

 

2
.3

 
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

防
護

対
象

設
備

へ
の

影
響

評

価
 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対

し
て

、
取

水
口

が
閉

塞
す

る
こ

と
が

な
く

非
常

用
海

水
路

（
１

・
２

号
機

共
用

（
以

下
同

じ
。
））

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

海
水

ポ
ン

プ
は

、
取

水
時

に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場

合
に

お
い

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
部

の
異

物
逃

が
し

溝

か
ら

排
出

す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る

設
計

と
す

る
。

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も

、
浮

遊
砂

の
混

入
に

対
し

て

取
水

機
能

が
保

持
で

き
る

も
の

を
用

い
る

設
計

と
す

る
。

 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
を

抽
出

し
、

抽
出

さ
れ

た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

漂
流

し
た

場

合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び

取
水

口
の

閉
塞

が
生

じ

る
こ

と
が

な
く

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

確
保

並
び

に
非

常

用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設

計
と

す
る

。
ま

た
、

漂
流

物
化

さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定

め
て

管
理

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

５
．

津
波

 
５

．
２

 
教

育
訓

練
の

実
施

 
(
1)

 安
全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

お
よ

び
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 
５

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ｄ
．

車
両

の
管

理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
e)

 安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(b

) 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

エ
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
発

電
所

構
外

―
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
教

育
・

訓
練

、
対

応
設

備
の

確
保

及
び

定
期

的
な

評
価

の
実

施
 

設
計

事
象

対
応

教
育

・
訓

練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１

／
１

）
 

津
波

防
護

に
係

る
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
 

・
津

波
襲

来
時

の
運

用
管

理
、

水
密

扉
お

よ
び

防
潮

扉
の

運
用

に
関

す
る

事
項

 
・

津
波

発
生

時
に

お
け

る
車

両
退

避
に

関
す

る
事

項
 

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

３
章

 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
手

順
 

ｅ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 
（

ａ
）

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
（

７
）

車
両

の
管

理
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
2-

2-
4
-7

2
 

資
料

２
－

２
－

４
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備

へ
の

影
響

評
価

 

2
.1

.5
 

入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設

備
へ

の
影

響

評
価

 

(
4)

 水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な

影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
時

 

b
. 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
等

の
機

能

保
持

確
認

 

(
c)

 漂
流

物
に

よ
る

取
水

性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 

取
水

口
、

海
水

取
水

ト
ン

ネ
ル

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

の

閉
塞

の
評

価
 

基
準

津
波

に
伴

う
漂

流
物

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

、
第

3
-3

9
図

～
第

3
-4

1
図

に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整

理

（
第

3-
7
表

及
び

第
3
-8

表
）

の
分

類
Ｄ

と
な

る
よ

う
な

、

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

漂
流

物
は

な
い

こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
評

価
結

果
を

第
3-

20
表

及
び

第
3
-

2
1
表

に
示

す
。

 

ま
た

、
漂

流
物

化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に

つ
い

て
は

、
漂

流
物

化
防

止
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て

管
理

す
る

。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
に

存
在

し
、

か
つ

漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
は

、
大

津
波

警

報
発

表
時

も
し

く
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
と

し
、

以
下

の
 

基
本

方
針

に
基

づ
き

管
理

す
る

。
 

【
津

波
遡

上
範

囲
の

車
両

に
対

す
る

基
本

方
針

】
 

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

よ
り

外
側

の
津

波
遡

上
範

囲
は

、
原

則
駐

車
禁

止
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
エ

リ
ア

に
作

業
で

入
域

す
る

等
の

発
電

所
運

営
上

必
要

な
場

合
は

停
車

可
と

し
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

運
転

手
が

車
両

付
近

に
常

駐
※
(荷

役

な
ど

の
車

両
を

用
い

た
作

業
と

の
兼

務
は

可
と

す

る
。

)
し

、
直

ち
に

車
両

を
移

動
さ

せ
る

こ
と

が
可

能

な
体

制
と

す
る

。
 

ま
た

、
当

該
エ

リ
ア

で
の

車
両

を
用

い
た

作
業

は
、

事
前

許
可

制
と

し
、

放
水

口
側

防
潮

堤
の

外
側

及
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
、

退
避

す
る

作
業

車
両

が
１

０
台

以
下

と
な

る
よ

う
管

理
す

る
。
（

※
：

車
両

を
離

れ
る

場
合

は
、

別
の

者
を

運
転

手
に

指
定

す
る

。）
 

 

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
 

ａ
．

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、

漂
流

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 

第
52

条
4
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

火
災

区
域

は
、

他
の

区
域

と
分

離
し

て
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
、

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
火

災
区

域
外

へ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
を

踏
ま

え
た

区
域

を
、

火
災

区
域

と
し

て
設

定
す

る
。

こ
の

延
焼

防
止

を
考

慮
し

た
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 
 現

場
資

機
材

管
理

所
則

 
 火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
 

 防
火

管
理

所
達

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
０

章
 

外
部

火
災

防
護

対
策

 
１

．
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
設

定
 

安
全

・
防

災
室

課
長

は
外

部
火

災
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
を

防
護

す
る

た
め

、
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

（
幅

１
８

ｍ
以

上
）

を
設

け
る

。
防

火
帯

・
防

火
エ

リ
ア

の
配

置
お

よ
び

維
持

・
管

理
方

法
は

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

に
定

め
る

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 

資
機

材
管

理
 

１
 

資
機

材
管

理
の

基
本

方
針

 
 

【
火

気
使

用
作

業
管

理
所

則
】

 
別

紙
－

１
 

火
気

使
用

作
業

管
理

要
領

 
６

．
火

気
使

用
作

業
に

留
意

し
た

作
業

計
画

 
９

．
火

気
使

用
作

業
に

お
け

る
火

気
養

生
の

確
認

 
１

０
．

火
気

使
用

作
業

時
の

基
本

遵
守

事
項

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

４
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
内

の
運

用
 

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

運
用

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

は
、

車
両

の
駐

車
は

禁
止

す
る

。
た

だ
し

、
車

両
の

通
行

や
作

業
に

伴
う

作
業

車
両

等
の

停
車

は
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

（
２

）
 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
可

燃
物

（
難

燃
物

含
む

）
を

保
管

し
て

は
な

ら
な

い
。

 
（

３
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
消

火
活

動
を

妨
げ

る
資

機
材

を
持

ち
込

ん
で

は
な

ら
な

い
。

 
（

４
）

 
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

に
は

、
原

則
、

設
備

（
仮

設
備

含
む

）
を

新
た

に
設

置
し

な
い

。
 

や
む

を
得

ず
設

備
（

建
物

や
危

険
物

を
内

包
す

る
機

器
・

構
築

物
を

除
く

）
を

設
置

す
る

場
合

は
、

飛
び

火
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
た

め
、

不
燃

化
（

難
燃

は
不

可
）

し
た

も
の

を
設

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
５

）
 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
防

火
帯

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

等
が

適
切

に
管

理
さ

れ
る

よ
う

、
「

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
点

検
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

」
（

様
式

－
９

）
に

基
づ

き
１

ヶ
月

に
1
回

点
検

し
、

樹
木

お
よ

び
下

草
管

理
を

行
う

。
 

（
６

）
 
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
は

、
別

表
－

１
１

「
防

火
帯

の
幅

内
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
内

で
工

事
を

実
施

す
る

際
の

既
設

防
火

帯
の

技
術

基
準

の
維

持
方

法
」

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

７
）

 
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
工

事
を

実
施

す
る

各
課

（
室

）
の

長

145



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

か
ら

提
出

さ
れ

た
「

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
運

用
管

理
表

」
（

様
式

例
－

１
０

）
に

よ
り

上
記

（
６

）
の

既
設

防
火

帯
お

よ
び

防
火

エ
リ

ア
の

技
術

基
準

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

。
 

５
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

お
け

る
延

焼
防

止
活

動
安

全
・

防
災

室
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

の
火

災
区

域
で

は
、

周
辺

施
設

お
よ

び
植

生
と

の
離

隔
（

３
ｍ

以
上

）
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、
「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

屋
外

）
の

火
災

区
域

点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
（

様
式

－
１

１
）

に
基

づ
き

1
ヶ

月
に

1
回

点
検

し
、

除
草

等
の

管
理

を
行

う
。

 

第
52

条
7
  

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

、
そ

の
他

の
設

計
基

準
対

象
施

設
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

は
、

保
安

規
定

に
設

備
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
7-

20
9
 

添
7-

21
0
 

添
7-

2
11

/
E
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
8
. 

火
災

防
護

計
画

 
火

災
防

護
計

画
は

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
全

体
を

対
象

と
し

た
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
策

定
す

る
。

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

主
な

も
の

を
以

下
に

示
す

。
 

 (
1)

 組
織

体
制

、
教

育
訓

練
及

び
手

順
 

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

体
制

、
責

任
の

所
在

、
責

任
者

の
権

限
、

体
制

の
運

営
管

理
、

必
要

な
要

員
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

並
び

に
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

手
順

等
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

 (
2)

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

a
. 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き

、
必

要
な

火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

b
. 

非
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
防

火
シ

ー
ト

、
結

束
ベ

ル
ト

及
び

シ
ー

ト
押

さ
え

器
具

で
覆

っ
た

複
合

体
の

保
守

管
理

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
c
. 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
電

力
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

保
守

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
ケ

ー
ブ

ル
の

引
替

え
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
d
. 

安
全

系
V
DU

盤
の

す
べ

て
の

区
画

内
で

火
災

が
発

生
し

、
当

該
区

画
の

す
べ

て
の

安
全

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
他

の
区

画
の

V
DU

盤
や

現
場

の
手

順
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

e
. 

中
央

制
御

盤
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
の

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
f
. 

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
、

動
的

機
器

の
安

全
機

能
を

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
g
. 

火
災

影
響

評
価

の
評

価
方

法
及

び
再

評
価

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
h
. 

火
災

影
響

評
価

の
条

件
と

し
て

使
用

す
る

火
災

区
域

（
区

画
）

特
性

表
の

作
成

及
び

更
新

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計

画
に

定
め

る
。

 
 (
3)

 可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

(
2)

で
対

象
と

し
た

設
備

以
外

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
（

以
下

「
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

に
つ

い
て

は
、

設
備

等
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

定
め

る
。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

主
要

な
火

災
防

護
対

策
は

以
下

の
と

お
り

。
 

a
. 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
(
a)

火
災

発
生

防
止

 
イ

.
 火

災
に

よ
っ

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能
が

同
時

に
喪

失
し

な
い

よ
う

考
慮

し
、

分
散

し
て

保
管

す
る

。
 

ロ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

う
ち

、
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、
溶

接
構

造
、

シ
ー

ル
構

造
の

採
用

に
よ

り
漏

え
い

の
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 
ハ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
保

管
エ

リ
ア

内
で

の
他

設
備

へ
の

火
災

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、
金

属
製

の
容

器
へ

の
収

納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ
る

養
生

、
又

は
距

離
に

よ
る

離
隔

を
考

慮
し

て
保

管
す

る
。

 
ニ

.
 可

搬
型

ホ
ー

ス
及

び
可

搬
型

ケ
ー

ブ
ル

は
、

通
常

時
は

金
属

製
の

容
器

に
保

管
し

、
使

用
時

は
、

周
囲

に
可

燃
物

が
な

い
よ

う
設

置
す

る
。

 
ホ

.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
機

器
は

、
可

燃
物

に
隣

接
す

る
場

所
に

は
配

置
し

な
い

な
ど

の
エ

リ
ア

外
へ

の
延

焼
防

止
を

考
慮

す
る

。
 

ヘ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ト
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
地

震
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
転

倒
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

チ
.
 竜

巻
（

風
（

台
風

）
含

む
。
）

に
よ

る
火

災
に

お
い

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
ｄ

．
安

全
施

設
お

よ
び

特
重

施
設

を
外

部
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
の

運
用

等
 

 (2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

煙
の

充
満

に
よ

り
運

転
操

作
に

支
障

が
あ

る
場

合
、
火

災
発

生
時

の
煙

を
排

気
す

る
た

め
、
換

気
空

調
設

備
の

換
気

モ
ー

ド
の

切
替

え
を

行
う

。
 

ｇ
．

水
素

濃
度

検
知

器
が

設
置

さ
れ

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

水
素

濃
度

上
昇

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
換

気
空

調
設

備
の

運
転

状
態

の
確

認
お

よ

－
 

 火
災

防
護

通
達

 

 運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
管

理
要

綱
 

 火
災

防
護

計
画

 

第
一

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

第
二

発
電

室
運

転
操

作
 

所
則

 

第
一

発
電

室
警

報
時

操
作

 
所

則
 

第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
第

１
章

 
総

則
 

１
．

目
的

 
本

計
画

は
、

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
お

よ
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

等
に

基
づ

き
、

高
浜

発
電

所
原

子
炉

施
設

（
以

下
、
「

原
子

炉
施

設
」

と
い

う
）

３
・

４
号

な
ら

び
に

外
部

遮
蔽

保
管

庫
の

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

２
．

適
用

範
囲

 
本

計
画

は
、

原
子

炉
施

設
全

体
の

火
災

防
護

対
策

に
適

用
す

る
。

 
な

お
、

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
設

置
し

た
安

全
機

能
を

有
す

る
構

造
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

火
災

防
護

対
策

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
２

章
 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
３

章
 

教
育

訓
練

 
第

４
章

 
火

災
防

護
資

機
材

の
配

備
 

第
５

章
 

火
災

予
防

活
動

お
よ

び
消

火
活

動
 

１
．

火
災

予
防

活
動

 
２

．
消

火
活

動
 

第
６

章
 

火
災

防
護

設
備

の
保

守
管

理
 

第
７

章
 

火
災

情
報

の
共

有
化

 
第

８
章

 
内

部
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

第
９

章
 

内
部

火
災

防
護

対
策

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
 

第
１

０
章

 
外

部
火

災
防

護
対

策
 

第
１

１
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
第

１
２

章
 

原
子

炉
施

設
の

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
措

置
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
４

．
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

１
）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
（

ｃ
）

常
駐

す
る

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
活

動
 

ア
.
 自

動
消

火
設

備
は

設
置

し
な

い
が

、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
て

も
、

１
号

機
お

よ
び

２
号

機
に

つ
い

て
は

、
安

全
系

V
DU

 盤
内

の
煙

感
知

器
、

３
号

機
お

よ
び

４
号

機
は

、
高

感
度

煙
感

知
器

の
作

動
に

て
、

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

に
消

火
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

へ
の

火
災

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

イ
.
 常

駐
す

る
運

転
員

が
早

期
消

火
を

図
る

た
め

に
消

火
活

動
の

手
順

を
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
３

号
機

お
よ

び
４

号
機

は
、

電
気

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

固
定

式
の

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
26

0m
3）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 ４
．

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
発

生
時

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

お
よ

び
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
に

つ
い

て
は

、
制

御
建

屋
、

3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
に

つ
い

て
は

、
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

侵
入

の
防

止
を

実
施

す
る

。
具

体
的

な
手

順
に

つ
い

て
は

事
故

時
操

作
所

則
に

定
め

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

）
 

消
火

水
の

確
保

に
つ

い
て

は
、
1･

2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A・

B
淡

水
タ

ン
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
分

散
配

置
又

は
固

縛
を

実
施

す
る

。
 

(
b)

火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

イ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感

知
器

は
、

早
期

に
火

災
感

知
で

き
る

よ
う

に
、

固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
ロ

.
 屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に

よ
り

感
知

が
で

き
る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ハ
.
 屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

器
は

、
故

障
時

に
早

期
に

取
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
予

備
を

保
有

す
る

。
 

ニ
.
 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火

の
た

め
、

消
火

器
及

び
消

火
栓

を
設

置
す

る
。

 
b
. 

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
 

(
a)

 多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

対
し

て
実

施
し

て
い

る
火

災
防

護
対

策
を

考
慮

し
て

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
設

置
状

況
に

応
じ

た
消

防
法

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
。

 
(
b)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
火

災
感

知
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
火

災
感

知
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
c)

 
(b

)
項

以
外

の
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
感

知
と

し
て

、
設

備
の

設
置

状
況

又
は

保
管

状
況

及
び

そ
の

場
所

の
環

境
等

を
考

慮
し

て
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
。

 
(
d)

 火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

並
び

に
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

設
置

又
は

保
管

し
て

い
る

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
消

火
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

火
災

区
域

、
火

災
区

画
又

は
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
に

お
け

る
消

火
の

設
計

方
針

を
適

用
す

る
。

 
(
e)

 
(d

)
項

以
外

の
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

そ
の

他
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
消

火
は

、
設

備
の

設
置

状
況

又
は

保
管

状
況

及
び

そ
の

場
所

の
環

境
を

考
慮

し
て

、
消

火
器

又
は

消
火

栓
に

よ
る

消
火

を
行

う
。

 

び
換

気
空

調
設

備
の

切
替

え
を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

り
消

火
活

動
に

支
障

を
生

じ
た

際
の

ポ
ン

プ
室

の
消

火
活

 
動

 
消

火
要

員
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
り

ポ
ン

プ
室

の
消

火
活

動
に

支
障

が
あ

る
場

合
は

、
煙

を
排

気
で

き
る

可
搬

式
の

排
風

機
を

準
備

し
、

起
動

す
る

。
 

ｉ
．

屋
外

消
火

配
管

の
凍

結
防

止
対

策
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

ｋ
．

防
火

帯
・

防
火

エ
リ

ア
の

維
持

・
管

理
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
防

火
帯
・
防

火
エ

リ
ア

の
維

持
・
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｌ
．

外
部

火
災

に
よ

る
ば

い
煙

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
ば

い
煙

発
生

時
、

ば
い

煙
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
お

よ
び

換
気

空
調

系
の

停
止

ま
た

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に
つ

い
て

は
中

央
制

御
室

お
よ

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
ば

い
煙

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
ｍ

．
外

部
火

災
に

よ
る

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
有

毒
ガ

ス
発

生
時

、
有

毒
ガ

ス
侵

入
防

止
の

た
め

、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
の

閉
回

路
循

環
運

転
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

中
央

制
御

室
お

よ
び

安
全

補
機

開
閉

器
室

の
閉

回
路

循
環

運
転

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
の

防
止

を
実

施
す

る
。

 
 

ｎ
．

森
林

火
災

に
対

す
る

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

の
防

護
 

消
火

要
員

は
、

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

の
森

林
火

災
か

ら
の

飛
び

火
に

よ
る

影
響

を
防

止
す

る
た

め
に

散
水

す
る

。
 

ｏ
．

外
部

火
災

に
よ

る
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

影
響

を
受

け
た

場
合

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

モ
ニ

タ
ポ

ス
ト

が
外

部
火

災
の

影
響

を
受

け
た

場
合

は
、

代
替

設
備

を
防

火
帯

の
内

側
に

設
置

す
る

。
 

ｐ
．

燃
料

保
有

量
制

限
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
補

助
ボ

イ
ラ

燃
料

タ
ン

ク
の

燃
料

保
有

量
を

15
0k

lに
制

限
す

る
。

 
ｑ

．
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

に
対

す
る

消
火

活
動

 
消

火
要

員
は

、
燃

料
補

充
用

の
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
巡

視
点

検
）

 
各

課
（

室
）
長

は
、
巡

視
点

検
に

よ
り

、
火

災
発

生
の

有
無

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｓ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(a
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
ｔ

．
火

災
予

防
活

動
（

火
気

作
業

等
の

管
理

）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

い
て

、
溶

接
等

の
火

気
作

業
を

実
施

す
る

場
合

、
火

気
作

業
前

に
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
火

気
作

業
時

の
養

生
、
消

火
器

等
の

配
備

、
監

視
人

の
配

置
等

を
実

施
す

る
。

 
ｕ

．
延

焼
防

止
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

で
は

、
周

辺
施

設
お

よ
び

植
生

と
の

離
隔

を
確

保
し

、
火

災
区

域
内

の
周

辺
の

植
生

区
域

に
つ

い
て

は
、

除
草

等
の

管
理

を
実

施
し

、
延

焼
防

止
を

図
る

。
 

ｖ
．

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｗ

．
地

震
発

生
時

に
お

け
る

火
災

発
生

の
有

無
の

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
最

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

、
地

震
終

了
後

、
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
ｘ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設

ク
合

計
保

有
水

量
が

16
0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
の

水
位

運
用

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
補

助
ボ

イ
ラ

）
 

注
意

事
項

に
燃

料
タ

ン
ク

の
運

用
値

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

警
報

時
操

作
所

則
 

補
助

ボ
イ

ラ
盤

で
燃

料
タ

ン
ク

警
報

の
液

位
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)

中
央

制
御

室
火

災
等

）
 

火
災

発
生

時
の

対
応

を
記

載
 

添
7-

76
 

添
7-

77
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
2)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

a
. 

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

選
定

 
(
b)

 煙
の

発
生

が
抑

制
さ

れ
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

 
イ

．
中

央
制

御
室

 
中

央
制

御
室

は
、

運
転

員
が

常
駐

す
る

た
め

、
早

期
の

火
災

感
知

及
び

消
火

活
動

が
可

能
で

あ
り

、
火

災
発

生
時

に
お

い
て

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
中

央
制

御
盤

内
は

、
煙

感
知

器
に

よ
る

早
期

の
火

災
感

知
に

よ
り

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

可
能

で
あ

り
、

火
災

発
生

時
に

煙
が

充
満

す
る

前
に

消
火

可
能

で
あ

る
。

 
ロ

．
ア

ニ
ュ

ラ
ス

 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ハ
．

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
側

面
と

底
面

は
金

属
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
ピ

ッ
ト

は
水

で
満

た
さ

れ
、

使
用

済
燃

料
は

火
災

の
影

響
を

受
け

な
い

こ
と

、
ま

た
、

新
燃

料
貯

蔵
庫

は
、

側
面

と
底

面
が

金
属

と
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

覆
わ

れ
て

お
り

、
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

は
可

燃
物

を
置

か
な

い
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

及
び

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ

ア
に

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
で

あ
る

監
視

、
計

測
設

備
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
監

視
、

計
測

設
備

は
金

属
製

の
容

器
に

収
納

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ニ

．
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

 
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

を
設

置
す

る
エ

リ
ア

で
あ

る
ホ

ー
ル

ド
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
室

、
ほ

う
酸

回
収

装
置

エ
リ

ア
及

び
廃

液
蒸

発
装

置
エ

リ
ア

等
は

、
火

災
が

発
生

し
液

体
放

射
性

物
質

が
流

出
し

て
も

可
燃

物
と

は
な

ら
ず

床
ド

レ
ン

に
回

収
さ

れ
る

。
ま

た
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ホ
．

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

 
 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
エ

リ
ア

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ヘ
．

充
て

ん
／

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
配

管
室

、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ

147



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ダ
室

、
主

蒸
気

主
給

水
配

管
室

及
び

中
間

建
屋

E
.L

.+
10

.
1m

通
路

 
充

て
ん

／
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

配
管

室
、

主
蒸

気
管

ヘ
ッ

ダ
室

、
主

蒸
気

主
給

水
配

管
室

及
び

中
間

建
屋

 
E
.L

.+
10

.
1
m

通
路

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
し

、
火

災
荷

重
を

低
く

管
理

す
る

こ
と

で
、

煙
の

発
生

を
抑

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

ト
．

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室

、
封

水
及

び
非

再
生

ク
ー

ラ
室

、
内

部
ス

プ
レ

ク
ー

ラ
室

及
び

体
積

制
御

タ
ン

ク
室

 
余

熱
除

去
ク

ー
ラ

室
、

封
水

及
び

非
再

生
ク

ー
ラ

室
、

内
部

ス
プ

レ
ク

ー
ラ

室
及

び
体

積
制

御
タ

ン
ク

室
は

、
可

燃
物

を
少

な
く

し
、

火
災

荷
重

を
低

く
管

理
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
チ

．
外

部
遮

蔽
壁

保
管

庫
 

外
部

遮
蔽

壁
保

管
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
リ

．
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
 

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
ヌ

．
Ｂ

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

 
Ｂ

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

は
、

可
燃

物
を

少
な

く
す

る
こ

と
で

、
煙

の
発

生
を

抑
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
 

 

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
ｙ

．
火

災
影

響
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
 

(a
) 

内
部

火
災

影
響

評
価

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
設

備
改

造
等

を
行

う
場

合
、
都

度
、

内
部

火
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

確
認

を
行

い
、

評
価

結
果

に
影

響
が

あ
る

場
合

は
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

に
よ

っ
て

も
、

安
全

保
護

系
お

よ
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

系
統

が
同

時
に

機
能

を
失

う
こ

と
な

く
、

原
子

炉
を

安
全

停
止

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

内
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
外

部
火

災
影

響
評

価
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
評

価
条

件
を

定
期

的
に

確
認

し
、
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

敷
地

内
外

で
発

生
す

る
火

災
が

防
護

対
象

施
設

へ
影

響
を

与
え

な
い

こ
と

お
よ

び
火

災
の

二
次

的
影

響
に

対
す

る
適

切
な

防
護

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

外
部

火
災

影
響

評
価

の
再

評
価

を
実

施
す

る
。

 
 

添
7-

83
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

e
. 

消
火

設
備

の
警

報
 

(
a)

 消
火

設
備

の
故

障
警

報
 

消
火

ポ
ン

プ
、

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
及

び
水

噴
霧

消
火

設
備

は
、

設
備

異
常

の
故

障
警

報
を

中
央

制
御

室
に

発
す

る
設

計
と

す
る

。
 

消
火

設
備

の
故

障
警

報
が

発
信

し
た

場
合

に
は

、
中

央
制

御
室

及
び

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
警

報
を

確
認

し
、

消
火

設
備

が
故

障
し

て
い

る
場

合
に

は
早

期
に

補
修

を
行

う
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
消

火
設

備
故

障
時

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

中
央

制
御

室
ま

た
は

 
 

 
 

 
 

な
ら

び
に

必
要

な
現

場
の

制
御

盤
の

警
報

の
確

認
を

実
施

す
る

。
 

ｘ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
に

必
要

な
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 保

守
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

火
災

防
護

計
画

 
 保

修
業

務
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

８
．

手
順

の
整

備
 

（
１

）
火

災
が

発
生

し
て

い
な

い
平

常
時

の
対

応
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
消

火
設

備
の

故
障

警
報

が
発

信
し

た
場

合
に

は
、
中

央
制

御
室

お
よ

び
必

要
な

現
場

の
制

御
盤

の
警

報
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
設

備
担

当
課

長
は

、
消

火
設

備
が

故
障

し
て

い
る

場
合

に
は

、
早

期
に

必
要

な
補

修
を

行
う

。
 

 【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 
な

お
、
保

全
計

画
に

は
、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 
ま

た
、

特
に

重
要

な
機

器
の

長
期

的
な

保
全

計
画

の
策

定
は

、
「

原
子

力
発

電
所

 
保

修
業

務
要

綱
指

針
」
に

定
め

る
「

重
要

機
器

の
長

期
的

な
保

全
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
点

検
計

画
 

(
2)

 
補

修
、

取
替

お
よ

び
改

造
計

画
 

第
52

条
11

 
 

（
火

災
）

 

8
-4

火
災

防
護

設
備

 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

貯
蔵

す
る

設
備

は
、

貯
蔵

量
を

一
定

時
間

の
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

る
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

41
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

a
. 

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
e)

 潤
滑

油
及

び
燃

料
油

の
貯

蔵
 

（
中

略
）

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

以
下

の
と

お
り

、
運

転
に

必
要

な
量

に
と

ど
め

て
貯

蔵
す

る
。

 
イ

.
 燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、

タ
ン

ク
容

量
の

設
計

と
し

て
7

日
間

（
1
68

時
間

）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
42

.7
m3

）
と

し
、

こ
の

容
量

に
補

充
時

の
運

用
を

考
慮

し
た

量
に

と
ど

め
て

貯
蔵

す
る

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

て
定

め
、

管
理

す
る

。
 

第
７

６
条

 
（

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

）
 

 

２
．
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

、
潤

滑
油

お
よ

び
始

動
用

空
気

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
号

を
実

施
す

る
。

 
(
1)

 
当

直
課

長
は

、
１

ヶ
月

に
１

回
、

所
要

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

、
潤

滑
油

タ
ン

ク
の

油
量

お
よ

び
始

動
用

空
気

だ
め

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
 表

７
６

－
２

 

項
 

 
 
 
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お
よ

び
２
号
炉
 

３
号

炉
お
よ

び
４
号
炉
 

燃
料

油
貯
油

そ
う
の

油
量

（
保

有
油
量

）
 

1
64
 
m
3
 以

上
 

2
26
 
m
3
 以

上
 

潤
滑

油
タ
ン

ク
の
油

量

（
保

有
油
量

）
 

3
.6
 
m
3
 以

上
 

3.
6
 
m
3
 以

上
 

始
動

用
空
気

だ
め
圧

力
 

2
.
3
5
 M
P
a
[g
a
g
e
] 
以
上
 
2
.
4
5
 
M
Pa
[g
a
g
e
]
 以

上
 

 

ー
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ｅ

）
貯

蔵
 

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油
お

よ
び

燃
料

油
の

貯
蔵

機
器

と
し

て
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

料
油

貯
油

そ
う

が
該

当
す

る
。
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
3
4
2
.7

ｍ
３
）
と

し
、

こ
の

容
量

に
補

充
時

の
運

用
を

考
慮

し
た

量
を

「
高

浜
発

電
所

 
第

一
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
燃

料
油

貯
油

そ
う

は
、
タ

ン
ク

容
量

と
し

て
７

日
間
（

１
６

８
時

間
）
の

外
部

電
源

喪
失

に
対

し
て

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
を

連
続

運
転

す
る

た
め

に
必

要
な

量
（

約
4
5
9
ｍ

３
）
と

し
、

こ
の

容
量

に
補

充
時

の
運

用
を

考
慮

し
た

量
を

「
高

浜
発

電
所

 
第

二
発

電
室

業
務

所
則

」
に

定
め

て
必

要
最

小
限

量
を

貯
蔵

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
６

章
 

調
達

管
理

）
 

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

管
理

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
６

章
 

調
達

管
理

）
 

燃
料

油
貯

油
そ

う
の

油
量

管
理

を
記

載
 

第
52

条
14

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
区

域
内

へ
水

素
を

内
包

す
る

ボ
ン

ベ
を

持
ち

込
む

場
合

は
、

火
災

の
発

生
防

止
対

策
を

講
じ

る
運

用
と

す
る

。
 

添
7-

42
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
1)

 発
火

性
又

は
引

火
性

物
質

に
対

す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

b
. 

水
素

を
内

包
す

る
設

備
に

対
す

る
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 
(
f)

 水
素

の
貯

蔵
 

水
素

を
貯

蔵
す

る
水

素
含

有
ボ

ン
ベ

は
、

火
災

区
域

内
で

貯
蔵

し
な

い
こ

と
を

火
災

防
護

計
画

に
て

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
 

（
ａ

）
漏

え
い

の
防

止
、

拡
大

防
止

 
イ

. 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
水

素
を

内
包

す
る

設
備

 
な

お
、

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

は
火

災
区

域
内

で
貯

蔵
し

な
い

。
 

た
だ

し
、

火
災

区
域

内
へ

水
素

を
内

包
す

る
ボ

ン
ベ

を
持

ち
込

む
場

合
は

、
ボ

ン
ベ

使
用

時
に

ボ
ン

ベ
元

弁
を

開
弁

し
、
使

用
時

以
外

は
ボ

ン
ベ

元
弁

を
閉

止
す

る
。

 
 【

現
場

資
機

材
管

理
所

則
】

 
第

２
章

 
資

機
材

管
理

 
３

．
資

機
材

の
火

災
防

護
 

（
１

）
持

込
み

可
燃

物
管

理
 

ｅ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

屋
外

の
火

災
区

域
に

、
 

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
 

148



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
52

条
17

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

蒸
気

に
対

す
る

対
策

と
し

て
、

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、

機
械

換
気

に
よ

っ
て

、
有

機
溶

剤
の

滞
留

を
防

止
す

る
こ

と
及

び
引

火
点

の
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

運
用

と
す

る
。

 
添

7-
43

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

a
. 

可
燃

性
の

蒸
気

 
（

中
略

）
 

引
火

点
が

室
内

温
度

及
び

機
器

運
転

時
の

温
度

よ
り

も
高

い
潤

滑
油

及
び

燃
料

油
を

使
用

す
る

こ
と

並
び

に
火

災
区

域
に

お
け

る
有

機
溶

剤
を

使
用

す
る

場
合

の
滞

留
防

止
対

策
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
発

火
性

ま
た

は
引

火
性

物
質

で
あ

る
潤

滑
油

お
よ

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は

、「
ａ

．（
ｄ

）
防

爆
」
に

示
す

と
お

り
、
可

燃
性

の
蒸

気
を

発
生

さ
せ

な
い

。
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は

、
保

修
業

務
要

綱
に

従
い

、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
と

と
も

に
、
建

屋
の

給
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

排
気

フ
ァ

ン
に

よ
る

機
械

換
気

に
よ

り
、

滞
留

を
防

止
す

る
。

 

第
52

条
18

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
火

災
の

発
生

防
止

の
た

め
、

可
燃

性
の

微
粉

を
発

生
す

る
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
火

災
区

域
に

設
置

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
、

可
燃

性
の

微
粉

及
び

静
電

気
に

よ
る

火
災

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

43
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
2)

 可
燃

性
の

蒸
気

又
は

可
燃

性
の

微
粉

の
対

策
 

b
. 

可
燃

性
の

微
粉

 
（

中
略

）
 

「
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
」

に
記

載
さ

れ
る

微
粉

を
発

生
す

る
仮

設
設

備
及

び
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
設

置
し

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
２

．
 
火

災
発

生
防

止
 

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微

粉
の

対
策

 
ま

た
、

火
災

区
域

に
は

、
「

工
場

電
気

設
備

防
爆

指
針

」
に

記
載

さ
れ

る
「

可
燃

性
粉

じ
ん

」
や
「

爆
発

性
粉

じ
ん

」
の

よ
う

な
可

燃
性

の
微

粉
を

発
生

す
る

設
備

を
設

置
し

な
い

。
 

ま
た

、
金

属
粉

や
布

に
よ

る
研

磨
機

の
よ

う
に

静
電

気
が

溜
ま

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

備
も

設
置

し
な

い
。

 
 

第
52

条
21

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

（
中

略
）

 
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

添
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45
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.1

 発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
発

生
防

止
に

つ
い

て
 

(
7)

 電
気

室
の

目
的

外
使

用
の

禁
止

 
電

気
室

で
あ

る
ス

イ
ッ

チ
ギ

ヤ
室

は
、

電
源

供
給

や
機

器
状

態
の

計
測

制
御

を
行

う
目

的
の

み
に

使
用

し
、

電
気

盤
の

み
を

設
置

す
る

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
 火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

５
．

留
意

事
項

 
（

２
）

電
気

室
 

電
気

室
で

あ
る

安
全

補
機

開
閉

器
室

は
、

電
源

供
給

の
み

に
使

用
す

る
た

め
電

源
供

給
に

火
災

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
可

燃
性

の
資

機
材

を
保

管
し

な
い

。
 

第
52

条
26

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
１

）
火

災
発

生
防

止
 

ｂ
．

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
 

（
中

略
）

 
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

建
屋

の
内

装
材

は
、

平
成

1
2
年

建
設

省
告

示
第

14
00

号
に

定
め

ら
れ

た
不

燃
材

料
、

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
不

燃
材

料
又

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
不

燃
性

材
料

並
び

に
消

防
法

に
基

づ
く

防
炎

物
品

又
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
、

火
災

に
よ

り
燃

焼
し

難
く

著
し

い
燃

焼
を

し
な

い
こ

と
、

加
熱

源
を

除
去

し
た

場
合

は
そ

の
燃

焼
部

が
広

が
ら

ず
他

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

並
び

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

設
置

す
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
必

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

、
そ

の
周

辺
に

お
け

る
可

燃
物

を
管

理
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

か
ら

、
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。
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資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.2

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
に

つ
い

て
 

(
3)

 不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

で
な

い
も

の
の

使
用

 
c
.建

屋
内

装
材

 
（

中
略

）
 

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
の

う
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
に

つ
い

て
は

、
火

災
を

想
定

し
て

も
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

延
焼

し
な

い
た

め
に

、
以

下
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
(
a)

 使
用

箇
所

が
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

表
面

で
あ

る
こ

と
。

 
(
b)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
不

燃
性

又
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
は

可
燃

物
が

な
い

こ
と

を
火

災
防

護
計

画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｓ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(a

) 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

  

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 

火
災

防
護

計
画

 

現
場

資
機

材
管

理
所

則
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

２
．

 
火

災
発

生
防

止
 

ｆ
．

建
屋

内
装

材
に

対
す

る
不

燃
性

材
料

の
使

用
 

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
建

屋
の

内
装

材
は

、
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

不
燃

材
料

若
し

く
は

こ
れ

と
同

等
の

性
能

を
有

す
る

こ
と

を
試

験
に

よ
り

確
認

し
た

材
料

、
ま

た
は

消
防

法
に

基
づ

く
防

炎
物

品
若

し
く

は
こ

れ
と

同
等

の
性

能
を

有
す

る
こ

と
を

試
験

に
よ

り
確

認
し

た
材

料
を

使
用

す
る

。
 

た
だ

し
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
に

塗
布

す
る

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

剤
は

、
不

燃
材

料
で

あ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
塗

布
す

る
こ

と
で

、
火

災
に

よ
り

燃
焼

し
難

く
著

し
い

燃
焼

を
し

な
い

こ
と

、
ま

た
、
加

熱
源

を
除

去
し

た
場

合
は

そ
の

燃
焼

部
が

広
が

ら
ず

他
の

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
に

延
焼

し
な

い
こ

と
、

な
ら

び
に

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す

る
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
は

不
燃

性
ま

た
は

難
燃

性
の

材
料

を
使

用
し

周
辺

に
可

燃
物

が
な

い
状

態
と

す
る

こ
と

。
 

 【
現

場
資

機
材

管
理

所
則

】
 

第
２

章
 
資

機
材

管
理

 
１

．
資

機
材

管
理

の
基

本
方

針
 

（
３

）
保

管
の

制
限

 
ａ

．
資

機
材

保
管

全
般

 
（

ａ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
、
な

ら
び

に
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
発

生
時

な
ど

の
緊

急
時

の
対

応
の

た
め

運
転

員
等

が
各

種
操

作
の

た
め

に
通

行
す

る
経

路
（

以
下

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
と

い
う

）
付

近
で

は
原

則
と

し
て

保
管

し
な

い
。

 
（

ｂ
）
安

全
系

設
備

設
置

エ
リ

ア
、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
で

は
、
設

備
・

機
器

か
ら

１
ｍ

の
範

囲
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｃ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

で
は

、
安

全
通

路
幅

以
内

に
は

保
管

し
な

い
。

 
（

ｄ
）
設

計
基

準
事

故
ま

た
は

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
の

た
め

の
屋

外

149



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
で

は
、
当

該
事

故
へ

の
対

処
の

た
め

の
車

両
の

通
行

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

は
保

管
し

な
い

。
 

 ３
．

資
機

材
の

火
災

防
護

 
ｅ

．
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
、
可

燃
物

を
置

か
な

い
。

 
ｆ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近

に
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

。
 

 

第
52

条
39

 
（

火
災

）
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ａ

．
火

災
感

知
設

備
 

（
中

略
）

 
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

は
、

外
気

温
度

が
－

1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
7-

67
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.1

.2
 機

能
設

計
 

(
4)

 火
災

感
知

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

火
災

感
知

設
備

は
、

以
下

に
示

す
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
っ

て
も

、
機

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
（

中
略

）
 

b
. 

屋
外

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
は

、
外

気
温

度
が

－
1
0℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 
c
. 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

さ
せ

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
－

 
火

災
防

護
計

画
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
は

、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
ま

た
、
屋

外
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

に
つ

い
て

は
、
外

気
温

度
が

－
１

０
℃

ま
で

低
下

し
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

。
 

ｂ
．

風
水

害
対

策
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
消

火
ポ

ン
プ

、
電

動
消

火
ポ

ン
プ

、
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ポ
ン

プ
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

等
の

消
火

設
備

は
、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
流

れ
込

む
水

の
影

響
を

受
け

に
く

い
屋

内
に

設
置

す
る

。
 

屋
外

に
設

置
す

る
消

火
設

備
の

制
御

盤
、
ボ

ン
ベ

等
（

例
：
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

）
は

、
風

水
害

に
よ

り
性

能
が

阻
害

さ
れ

な
い

よ
う

、
制

御
盤

、
ボ

ン
ベ

等
の

浸
水

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

、
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し
、
風

水
害

の
影

響
を

受
け

た
場

合
に

も
、
早

期
に

取
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
性

能
を

復
旧

す
る

。
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（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

設
備

の
破

損
、

誤
動

作
又

は
誤

操
作

に
よ

り
消

火
剤

が
放

出
さ

れ
て

も
、

原
子

炉
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

た
め

の
機

能
又

は
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
電

気
及

び
機

械
設

備
に

影
響

を
与

え
な

い
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
消

火
設

備
と

し
て

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

と
こ

ろ
は

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）、
全

域
ハ

ロ
ン

消
火

設
備

（「
１

号
機

設
備

、
１

・
２

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」、

「
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

号
機

に
設

置
」
（

以
下

同
じ

。）
）、

局
所

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
（「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
消

火
設

備
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
）
）
、

二
酸

化
炭

素
消

火
設

備
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
（
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。）
）
、

水
噴

霧
消

火
設

備
（「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

設
置

」
、
「

３
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

」（
以

下
同

じ
。）

）
に

よ
り

消
火

を
行

う
設

計
と

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
と

こ
ろ

は
、

自
動

消
火

設
備

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

の
二

酸
化

炭
素

消
火

設
備

並
び

に
可

搬
型

の
消

火
器

又
は

消
火

栓
に

よ
り

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
は

、
消

火
対

象
が

放
水

範
囲

内
に

入
る

設
計

と
し

、
動

作
後

は
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

運
用

と
す

る
。

 

添
7-

72
 

 
添

7-
73

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
a)

 ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
 

（
中

略
）

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

・
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
を

目
的

と
し

た
自

動
消

火
設

備
の

設
置

が
必

要
な

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
は

、
第

5－
1
図

に
示

す
自

動
消

火
設

備
で

あ
る

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

設
置

し
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
、

自
動

消
火

設
備

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

で
あ

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
１

個
か

ら
の

放
水

量
は

、
消

防
法

施
行

規
則

第
13

条
に

基
づ

き
80

ℓ/
m
in

以
上

と
す

る
。

ま
た

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

ヘ
ッ

ド
は

約
3m

間
隔

で
設

置
す

る
。

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

動
作

後
は

、
消

火
状

況
の

確
認

、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
を

行
う

こ
と

を
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｃ

．
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

た
場

合
、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

か
ら

の
退

避
警

報
、

自
動

消
火

設
備

の
動

作
状

況
の

確
認

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
自

動
消

火
設

備
の

動
作

後
の

消
火

状
況

の
確

認
、
消

火
状

況
を

踏
ま

え
た

消
火

活
動

の
実

施
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

ｄ
．
消

火
設

備
の

う
ち

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

消
火

要
員

は
、
火

災
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
を

確
認

し
た

場
合

、
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

当
直

課
長

は
、
消

火
が

困
難

な
場

合
、
職

員
の

退
避

確
認

後
に

固
定

式
消

火
設

備
を

手
動

操
作

に
よ

り
動

作
さ

せ
、

そ
の

動
作

状
況

、
消

火
状

況
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
  第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

等
に

よ
り

消
火

活
動

が
困

難
と

な
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

は
、
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
設

置
す

る
自

動
消

火
設

備
ま

た
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

は
、
消

火
直

後
か

ら
火

災
が

発
生

し
た

エ
リ

ア
に

立
ち

入
り

が
可

能
で

あ
り

、
機

器
の

状
態

確
認

、
運

転
操

作
を

行
う

上
で

有
利

な
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
基

本
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
ヘ

ッ
ド

１
個

か
ら

の
放

水
量

は
、
消

防
法

施
行

規
則

第
十

三
条

に
基

づ
き

８
０

 
／

mi
n
以

上
と

す
る

。
 

ま
た

、
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
動

作
時

の
放

水
量

は
オ

リ
フ

ィ
ス

等
に

よ
り

７
２

０
 
／

mi
n
以

下
と

す
る

。
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

構
成

機
器

は
、
原

則
と

し
て

、
消

防
法

の
規

定
を

満
足

す
る

も
の

を
採

用
す

る
。

 
以

下
の

観
点

か
ら

抽
出

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
ガ

ス
消

火
設

備
等

を
設

置
す

る
。

 
・

火
災

防
護

対
象

機
器

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

に
よ

る
消

火
が

適
さ

な
い

油
タ

ン
ク

を
設

置
し

て
い

る
箇

所
 

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

か
ら

の
溢

水
に

よ
り

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

 
・

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
の

施
工

が
適

さ
な

い
箇

所
 

消
火

要
員

は
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

う
場

合
、
内

部
溢

水
を

考
慮

し
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

を
放

水
開

始
か

ら
３

０
分

以
内

に
停

止
し

、
消

火
状

況
の

確
認

を
行

う
。

 
（

1
5）

火
災

鎮
火

後
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
火

災
鎮

火
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
結

果
を

「
高

浜
発

電
所

 
防

火
管

理
所

達
」

に
基

づ
き

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
1)

 
一

般
火

災
、

A
-
6-

(8
)
 

中
央

制
御

室
火

災
 

等
）

 
火

災
発

生
時

の
対

応
を

記
載

 

第
52

条
41

 
（

火
災

）
 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
場

合
は

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

が
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7-

75
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
1)

 火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
 

b
. 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

消
火

設
備

 
(
h)

 消
火

要
員

に
よ

る
消

火
又

は
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

 
イ

.
 消

火
対

象
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

 
ロ

.
 消

火
設

備
 

中
央

制
御

室
か

ら
の

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

又
は

自
動

消
火

設
備

を
設

置
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

お
り

、
自

動
消

火
設

備
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｅ

．
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
火

災
発

生
時

の
対

応
 

(a
) 

当
直

課
長

は
、
局

所
火

災
と

判
断

し
、
か

つ
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
進

入
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
消

火
器

、
消

火
栓

に
よ

る
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
当

直
課

長
は

、
広

範
囲

な
火

災
ま

た
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
進

入
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

を
使

用
し

た
消

火
活

動
、
消

火
状

況
の

確
認

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

お
よ

び
必

要
な

運
転

操
作

を
実

施
す

る
。

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 防

火
管

理
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ａ

．
原

子
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

（
ｃ

）
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
設

置
す

る
消

火
設

備
 

ア
.
 原

子
炉

格
納

容
器

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
ケ

ー
ブ

ル
が

密
集

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

消
火

設
備

の
場

合
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

動
作

す
る

よ
う

に
配

管
お

よ
び

ヘ
ッ

ド
を

設
置

す
る

の
が

困
難

で
あ

る
。
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

ガ
ス

消
火

設
備

の
場

合
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
全

体
に

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
す

る
。

 
こ

の
た

め
、
原

子
炉

格
納

容
器

の
消

火
は

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

、
早

期
に

消
火

が
可

能
で

あ
る

、
消

150



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

の
設

置
は

適
さ

な
い

。
ま

た
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
自

由
体

積
が

約
7
万

m3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
ガ

ス
消

火
設

備
の

消
火

剤
を

充
満

さ
せ

る
ま

で
時

間
を

要
し

、
ガ

ス
消

火
設

備
の

設
置

は
適

さ
な

い
。

 
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

が
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
に

よ
る

消
火

活
動

が
困

難
で

な
い

場
合

は
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
器

又
は

消
火

栓
で

早
期

に
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
又

は
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

 
火

要
員

に
よ

る
消

火
を

行
う

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

お
よ

び
放

射
線

の
影

響
の

た
め

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、
原

子
炉

格
納

容
器

全
域

を
水

滴
で

覆
う

こ
と

の
で

き
る

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
設

備
に

よ
る

手
動

消
火

を
行

う
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-1

0
 

放
射

線
事

故
）

 
格

納
容

器
内

で
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
方

法
お

よ
び

プ
ラ

ン
ト

の
停

止
基

準
な

ど
を

記
載

 
 【

防
火

管
理

所
達

】
 

第
4
章

：
火

災
発

生
時

の
措

置
 

添
7-

13
2
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.2

 火
災

の
影

響
軽

減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ

い
て

 
(
6)

 原
子

炉
格

納
容

器
内

の
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
を

適
用

す
る

と
し

た
場

合
、

ケ
ー

ブ
ル

が
密

集
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

が
有

効
に

作
動

す
る

よ
う

に
配

管
及

び
ヘ

ッ
ド

を
設

置
す

る
の

が
困

難
で

あ
る

。
ま

た
、

ガ
ス

消
火

設
備

を
適

用
す

る
と

し
た

場
合

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

自
由

体
積

が
約

7
万

m
3
あ

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

全
体

に
消

火
剤

を
充

満
さ

せ
る

ま
で

時
間

を
要

す
る

。
こ

の
た

め
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

消
火

設
備

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
な

い
場

合
、

早
期

に
消

火
が

可
能

で
あ

る
消

火
要

員
に

よ
る

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

又
は

放
射

線
の

影
響

の
た

め
、

消
火

要
員

に
よ

る
消

火
活

動
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
中

央
制

御
室

か
ら

の
手

動
操

作
が

可
能

で
あ

り
、

原
子

炉
格

納
容

器
全

域
を

水
滴

で
覆

う
こ

と
の

で
き

る
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
手

動
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

第
52

条
42

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
中

略
）

 
中

央
制

御
室

及
び

中
央

制
御

盤
は

、
常

駐
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

添
7
-4

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
2
.2

 火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

設
備

に
よ

る
消

火
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

設
計

と
し

て
お

り
、

中
央

制
御

室
及

び
中

央
制

御
盤

は
、

常
駐

運
転

員
に

よ
る

早
期

の
消

火
を

行
う

設
計

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
消

火
活

動
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

災
発

生
現

場
の

確
認

お
よ

び
中

央
制

御
室

へ
の

連
絡

な
ら

び
に

消
火

器
、

消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
ｆ

．
単

一
故

障
も

想
定

し
た

中
央

制
御

盤
内

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

（
中

央
制

御
盤

の
１

つ
の

区
画

の
安

全
機

能
が

全
て

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
の

安
全

停
止

に
係

る
対

応
を

含
む

。
）

 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

に
よ

り
感

知
し

た
火

災
に

対
し

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

 
(b

)３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

る
場

合
は

、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

 

－
 

火
災

防
護

通
達

 
 

－
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

４
．

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

（
１

）
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
た

火
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
 

ｃ
．

中
央

制
御

盤
に

対
す

る
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

 
ま

た
、
中

央
制

御
盤

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

を
行

う
こ

と
と

し
、
火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
で

あ
る

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

。
 

（
ｃ

）
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
早

期
の

消
火

活
動

 
ア

.
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

に
つ

い
て

、
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

煙
感

知
器

が
作

動
し

、
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
は

、
 
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
盤

内
の

高
感

度
煙

感
知

器
が

作
動

し
、
火

災
の

発
生

場
所

が
特

定
で

き
る

場
合

は
、
常

駐
す

る
運

転
員

に
よ

る
消

火
器

を
用

い
た

消
火

活
動

を
行

い
、

プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況

の
確

認
等

を
実

施
す

る
。

火
災

の
発

生
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

に
よ

る
消

火
活

動
を

行
い

、
プ

ラ
ン

ト
運

転
状

況
の

確
認

等
を

実
施

す
る

。
 

イ
. 

常
駐

す
る

運
転

員
が

早
期

消
火

を
図

る
た

め
に

消
火

活
動

の
手

順
を
「

高
浜

発
電

所
１
・
２

号
機
（

３
・
４

号
機

）
 
事

故
時

操
作

所
則

」
定

め
て

、
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

ウ
.
 消

火
設

備
は

、
電

気
機

器
へ

悪
影

響
を

与
え

な
い

二
酸

化
炭

素
消

火
器

を
使

用
す

る
。

 
エ

.
 火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
困

難
な

場
合

も
想

定
し

、
電

気
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
固

定
式

の
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
火

設
備

を
設

置
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

（
A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法

（
消

火
器

を
使

用
）

を
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-6

-
(
8)

 
中

央
制

御
室

火
災

）
 

中
央

制
御

室
で

の
火

災
の

消
火

方
法
（

確
認

で
き

る
火

災
は

消
火

器
を

使
用

し
、
確

認
で

き
な

い
火

災
は

エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
装

置
を

使
用

）
を

記
載

 

第
52

条
49

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｂ

）
消

火
設

備
の

系
統

構
成

 
ハ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
消

火
用

水
供

給
系

は
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
「

(
a)

 
消

火
設

備
の

消
火

剤
の

容
量

」
に

示
す

最
大

放
水

量
に

対
し

て
十

分
な

容
量

を
確

保
す

る
運

用
と

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
を

優
先

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
7-

81
 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

b
. 

消
火

設
備

の
系

統
構

成
 

(
c)

 消
火

用
水

の
優

先
供

給
 

消
火

用
水

供
給

系
は

、
他

の
系

統
と

共
用

し
な

い
運

用
に

よ
り

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

水
源

で
あ

る
淡

水
タ

ン
ク

及
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

に
対

し
て

十
分

な
容

量
を

確
保

す
る

運
用

に
よ

り
、

消
火

を
優

先
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｊ

．
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

当
直

課
長

お
よ

び
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
消

火
用

水
供

給
系

に
お

い
て

、
所

内
用

水
系

と
共

用
し

な
い

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
6
0m

3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

1,
60

0
m3
以

上
）

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

２
）

消
火

設
備

 
ｉ

．
消

火
用

水
の

優
先

供
給

 
 
(a

)１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
2
60

m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
0
0m

3
以

上
）
を

確
保

し
、
必

要
に

応
じ

て
所

内
用

水
系

の
隔

離
等

の
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
 

(
b)

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

消
火

用
水

供
給

系
に

お
い

て
、

所
内

用
水

系
と

共
用

し
な

い
運

用
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
消

火
用

水
を

確
保

す
る

。
具

体
的

に
は

、
水

源
で

あ
る

淡
水

タ
ン

ク
お

よ
び

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

に
は

、
最

大
放

水
量

（
26

0m
3）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（

16
00

m3
以

上
）

を
確

保
す

る
運

用
に

よ
り

、
消

火
を

優
先

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
淡

水
、

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
1･

2
号

機
用

に
つ

い
て

、
A・

B
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
16

0
0
 
m3

を
確

保
で

き
な

い
場

合
及

び
3
･
4
号

機
用

に
つ

い
て

、
C
・

D
・

E
淡

水
タ

ン
ク

合
計

保
有

水
量

が
1
6
00

 m
3
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

純
水

装
置

停
止

お
よ

び
3
・

4
号

へ
の

淡
水

融
通

を
停

止
す

る
こ

と
で

消
火

水
を

確
保

す
る

。
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

の
水

位
運

用
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

消
火

水
系

統
）

 
消

火
水

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

タ
ン

ク
の

水
位

運
用

を
記

載
 

第
52

条
57

 
8-

4
火

災
防

護
設

備
 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
 

（
２

）
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 
ｂ

．
消

火
設

備
 

（
ｆ

）
消

火
設

備
に

対
す

る
自

然
現

象
の

考
慮

 
イ

．
凍

結
防

止
対

策
 

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

に
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

防
止

を
目

的
と

し
て

、
屋

外
消

火
栓

を
微

開
し

通
水

す
る

運
用

を
定

め
、

気
温

の
低

下
時

に
お

け
る

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
7-

83
 

 
添

7-
84

 

資
料

７
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
5
.2

.2
 機

能
設

計
 

(
5)

 消
火

設
備

の
設

計
 

f
. 

消
火

設
備

の
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
 

(
a)

 凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

気
象

観
測

装
置

で
測

定
す

る
外

気
温

度
を

中
央

制
御

室
で

監
視

し
、

外
気

温
度

が
約

0
℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

、
手

順
に

基
づ

き
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
、

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
通

水
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

凍
結

防
止

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
本

運
用

に
つ

い
て

は
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(2
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｉ

．
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

当
直

課
長

は
、
外

気
温

度
が

約
０

℃
ま

で
低

下
し

た
場

合
、

屋
外

の
消

火
設

備
の

凍
結

を
防

止
す

る
た

め
に

屋
外

消
火

栓
を

微
開

し
、

通
水

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

ー
 

火
災

防
護

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

火
災

防
護

計
画

 
 第

一
発

電
室

運
転

操
作

所
則

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
別

紙
－

１
火

災
防

護
対

策
（

設
計

基
準

事
故

対
象

施
設

）
 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 
（

３
）

地
震

等
の

自
然

現
象

の
考

慮
 

ａ
．

凍
結

防
止

対
策

 
気

温
の

低
下

時
に

お
い

て
も

消
火

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
気

象
観

測
装

置
で

測
定

す
る

外
気

温
度

を
中

央
制

御
室

で
監

視
し

、
外

気
温

度
が

約
0℃

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
屋

外
の

消
火

設
備

の
凍

結
を

防
止

す
る

た
め

に
屋

外
消

火
栓

か
ら

微
量

の
消

火
水

を
放

水
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

淡
水

、
消

火
水

系
統

）
 

外
気

温
度

が
0
℃

以
下

ま
で

低
下

し
た

場
合

は
、
「

消
火

水
配

管
凍

結
防

止
対

策
」

を
実

施
す

る
。

 

第
54

条
55

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

３
 

悪
影

響
防

止
等

 
（

４
）

悪
影

響
防

止
 

（
中

略
）

 
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
は

、
屋

内
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
で

、
他

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

風
（

台
風

）
及

び
竜

巻
に

よ
る

風
荷

重
を

考
慮

し
て

、
浮

き
上

が
り

又
は

横
滑

り
に

よ
っ

て
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
（

防
護

対
象

施
設

）
や

同
じ

機
能

を
有

す
る

他
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

衝
突

し
、

損
傷

さ
せ

る
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
発

生
時

の
初

動
対

応
時

間
を

確
保

す
る

た
め

に
、

固
縛

装
置

の
数

を
可

能
な

限
り

少
な

く
す

る
設

計
と

す
る

。
固

縛
装

置
の

設
計

は
、

風
荷

重
に

よ
る

浮
き

上
が

り
及

び
横

滑
り

の
荷

重
並

び
に

保
管

場
所

を
踏

ま
え

て
固

縛
の

要
否

を
決

定
し

、
固

縛
が

必
要

な
場

合
は

、
発

生
す

る
風

荷
重

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

固
縛

が
必

要
と

さ
れ

た
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
う

ち
車

両
型

の
設

備
に

つ
い

て
は

、
耐

震
設

計
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

固
縛

装
置

に
余

長
を

持
た

せ
た

設
計

と
す

る
。
（
「

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
」）

 
内

部
発

生
飛

散
物

に
よ

る
影

響
に

対
し

て
は

、
内

部
発

生
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
高

い
流

体
を

内
蔵

す
る

機
器

、
高

速
回

転
機

器
の

破
損

、
ガ

ス
爆

発
及

び
重

量
機

器
の

落
下

を
考

慮
す

る
。

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

は
、

内
部

発
生

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

高
い

流
体

を
内

蔵
す

る
機

器
、

爆
発

性
ガ

ス
を

内
包

す
る

機
器

及
び

落
下

を
考

慮
す

べ
き

重
量

機
器

は
な

い
が

、
高

速
回

転
機

器
に

つ
い

て
は

、
飛

散
物

と
な

ら
な

い
設

計
と

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ａ

．
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

(a
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
等

に
応

じ
て

固
縛

、
建

屋
内

収
納

ま
た

は
撤

去
に

よ
り

飛
来

物
と

な
ら

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
、
位

置
的

分
散

を
図

る
こ

と
で

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
管

理
す

る
。
ま

た
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
基

準
事

故
対

処
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

よ
う

管
理

を
実

施
す

る
。

 
(c

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

車
両

に
関

す
る

入
構

管
理

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
４

章
 

竜
巻

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

竜
巻

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
飛

来
物

管
理

の
手

順
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
貫

通
力

が
設

計
飛

来
物

で
あ

る
鋼

製
材

※
１

 
よ

り
も

大
き

な
も

の
に

つ
い

て
、

設
置

場
所

等
に

応
じ

て
固

縛
、

建
屋

内
収

納
ま

た
は

撤
去

に
よ

り
飛

来
物

と
な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｂ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
、

位
置

的
分

散
を

図
る

こ
と

で
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

管
理

す
る

。
ま

た
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

基
準

事
故

対
処

設
備

に
悪

影
響

を
与

え
な

い
よ

う
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

飛
散

に
よ

る
原

子
炉

施
設

等
へ

の
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

、
竜

巻
襲

来
時

の
車

両
の

入
構

管
理

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
第

４
編

 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
第

３
章

 
物

品
の

飛
散

防
止

管
理

 
３

．
物

品
の

飛
散

防
止

管
理

の
原

則
 

（
１

）
不

要
な

物
品

等
は

可
能

な
限

り
屋

外
に

保
管

・
設

置
し

な
い

。
 

（
２

）
恒

常
的

に
保

管
す

る
物

品
等

に
つ

い
て

は
、
固

縛
等

の
飛

散
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
ま

た
、
仮

置
資

機
材

は
、
直

ち
に

飛
散

防
止

対
策
（

固
縛

、
屋

内
移

動
）
が

出
来

な
い

物
品

等
は

、
固

縛
対

策
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
工

事
等

で
使

用
す

る
資

材
等

に
つ

い
て

は
、
仮

置
き

等
を

行
う

場
合

も
可

能
な

限
り

速
や

か
に

発
電

所
外

、
ま

た
は

、
屋

内
に

移
動

さ
せ

る
。

 
（

４
）
物

品
等

を
屋

外
に

保
管
・
設

置
す

る
場

合
は

、
事

前
に

飛
散

防
止

対
策

の
必

要
性

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

第
４

章
 

車
両

等
の

避
難

 
２

．
発

電
所

構
内

で
の

車
両

運
用

の
原

則
 

（
１

）
原

則
と

し
て

発
電

所
構

内
に

は
発

電
所

の
運

用
に

必
要

な
車

両
以

外
は

、
乗

り
入

れ
を

制
限

す
る

。
 

（
２

）
竜

巻
防

護
施

設
か

ら
３

５
０

ｍ
以

内
に

駐
車

す
る

車
両

に
つ

い
て

は
、

原
則

固
縛

す
る

も
の

と
す

る
。

 
（

３
）
車

両
の

管
理

者
は

、
常

に
速

や
か

に
車

両
の

移
動

が
で

き
る

体
制

を
維

持
す

る
。

 
（

４
）
物

品
搬

入
等

で
駐

車
制

限
エ

リ
ア

に
停

車
す

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

短
時

間
で

の
作

業
に

心
が

け
、
作

業
終

了
後

は
直

ち
に

駐
車

制
限

エ
リ

ア
外

に
車

両
を

移
動

さ
せ

る
。

 

第
54

条
76

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 
イ

．
直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

方
針

 
（

ニ
）

腐
食

 
ⅰ

．
構

造
物

の
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

 
（

中
略

）
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

腐
食

に
対

し
て

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、

長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
2-

4-
3-

4
 

資
料

２
－

４
－

３
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
の

設
計

方
針

 
3
.1

 降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
と

影
響

因
子

と
の

関
連

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
屋

外
に

設
置

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
火

山
事

象
が

重
大

事
故

等
の

起
因

と
な

ら
な

い
こ

と
、

並
び

に
重

大
事

故
等

時
に

火
山

事
象

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
た

め
、

設
備

を
使

用
し

て
い

な
い

保
管

時
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。

こ
の

た
め

、
閉

塞
、

磨
耗

、
大

気
汚

染
及

び
絶

縁
低

下
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

ず
、

影
響

を
受

け
る

可
能

性
が

あ
る

荷
重

、
腐

食
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

降
下

火
砕

物
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ

152



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
２

関
連

）
 

た
場

合
、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

 
 【

一
般

防
災

業
務

所
達

】
 

 ８
．

火
山

影
響

等
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

（
１

）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

 
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 

第
54

条
84

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
１

）
環

境
圧

力
、

環
境

温
度

及
び

湿
度

に
よ

る
影

響
、

放
射

線
に

よ
る

影
響

、
屋

外
の

天
候

等
に

よ
る

影
響

並
び

に
荷

重
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
風

（
台

風
）

及
び

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
、

位
置

的
分

散
を

考
慮

し
た

保
管

に
よ

り
、

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
位

置
的

分
散

に
つ

い
て

は
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

を
兼

ね
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
も

含
む

。）
と

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
竜

巻
に

よ
り

同
じ

機
能

を
有

す
る

設
備

が
同

時
に

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
防

止
を

図
る

設
計

と
す

る
。

た
だ

し
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

な
い

設
備

に
つ

い
て

は
、

竜
巻

に
よ

っ
て

1
台

が
損

傷
し

た
と

し
て

も
必

要
数

を
満

足
し

、
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
及

び
こ

れ
ら

の
設

備
が

必
要

と
な

る
事

象
の

発
生

を
防

止
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

原
子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

運
用

と
し

て
、

竜
巻

が
襲

来
し

て
、

個
々

の
設

備
が

損
傷

し
た

場
合

は
、

原
子

炉
の

停
止

を
含

め
た

対
応

を
速

や
か

に
と

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

3-
4-

2
 

資
料

2－
3
－

4
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
計

方
針

 
2
. 

設
計

の
基

本
方

針
 

（
中

略
）

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
対

し
て

、
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

た
保

管
に

よ
り

、
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

を
兼

ね
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
も

含
む

）
と

10
0m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

保
管

場
所

を
定

め
て

保
管

す
る

こ
と

に
よ

り
、

竜
巻

に
よ

り
同

じ
機

能
を

有
す

る
設

備
が

同
時

に
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

防
止

を
図

る
設

計
と

す
る

。
た

だ
し

、
同

じ
機

能
を

有
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
な

い
設

備
に

つ
い

て
は

、
竜

巻
に

よ
っ

て
1
台

が
損

傷
し

た
と

し
て

も
必

要
数

を
満

足
し

、
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
及

び
こ

れ
ら

の
設

備
が

必
要

と
な

る
事

象
の

発
生

を
防

止
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

内
包

す
る

原
子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

1
00

m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
竜

巻
が

襲
来

し
て

、
個

々
の

設
備

が
損

傷
し

た
場

合
は

、
原

子
炉

の
停

止
を

含
め

た
対

応
を

速
や

か
に

と
る

こ
と

と
し

、
こ

の
運

用
に

つ
い

て
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

６
 竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｆ

．
竜

巻
に

よ
り

原
子

炉
施

設
等

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
(a

) 
当

直
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

気
体

廃
棄

物
が

放
出

中
で

あ
れ

ば
す

み
や

か
に

放
出

を
停

止
す

る
。

 
(b

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
応

急
補

修
を

行
う

。
 

(c
) 

当
直

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

の
補

修
が

困
難

な
場

合
、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

(g
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
建

屋
外

に
お

い
て

竜
巻

に
よ

る
火

災
の

発
生

を
確

認
し

た
場

合
、

消
火

用
水

等
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
2
編

 
第

4
章

 
３

．
竜

巻
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

５
）

竜
巻

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認
 

各
課
（

室
）
長

は
、
発

電
所

敷
地

内
で

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
は

、
事

象
収

束
後

、
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

報
告

す
る

手
順

に
つ

い
て

、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」

に
基

づ
き

所
管

設
備

に
つ

い
て

目
視

に
て

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

６
）

竜
巻

襲
来

に
よ

り
原

子
炉

施
設

が
損

傷
し

た
場

合
の

処
置

 
各

課
（

室
）

長
は

、
竜

巻
襲

来
後

原
子

炉
施

設
に

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
編

竜
巻

対
応

の
運

用
管

理
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
 
故

時
操

作
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４

編
 
竜

巻
対

応
の

運
用

管
理

 
７

．
竜

巻
襲

来
時

の
対

応
 

（
２

）
竜

巻
避

難
の

解
除

 
ｂ

．
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

確
認

 
当

直
課

長
は

、
プ

ラ
ン

ト
の

運
転

状
態

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
ま

た
、
竜

巻
の

通
過

を
確

認
し

た
後

、
屋

外
設

備
の

点
検

を
行

い
、
そ

の
結

果
を

発
電

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｄ
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

格
納

容
器

排
気

筒
お

よ
び

補
助

建
屋

排
気

筒
損

傷
時

の
対

応
 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
排

気
筒

お
よ

び
補

助
建

屋
排

気
筒

の
目

視
に

よ
る

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
目

視
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
異

音
、

排
気

風
量

の
変

化
に

よ
る

損
傷

の
確

認
を

行
い

、
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
格

納
容

器
パ

ー
ジ

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
応

急
補

修
が

困
難

な
場

合
は

、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ま
た

、
補

助
建

屋
排

気
筒

に
損

傷
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
停

止
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
速

や
か

に
応

急
補

修
を

行
う

。
な

お
、
目

視
点

検
等

に
よ

り
損

傷
が

発
見

で
き

な
い

場
合

は
、
至

近
の

定
期

検
査

に
お

い
て

、
詳

細
点

検
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

損
傷

時
の

対
応

 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

損
傷

を
確

認
し

、
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

駆
動

機
構

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

は
、
速

や
か

に
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 
応

急
処

置
に

よ
る

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

は
、
原

子
炉

の
運

転
状

態
を

モ
ー

ド
５

に
移

行
し

、
補

修
を

行
う

。
 

ｇ
．

火
災

発
生

時
の

対
応

 
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
の

発
生

を
確

認
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
発

電
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
初

期
消

火
活

動
を

行
う

。
 

火
災

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、
「

高
浜

発
電

所
 

防
火

管
理

所
達

」
に

従
う

。
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
 

 第
二

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

A
-4

-
(
2)

 
竜

巻
）

 
竜

巻
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
 

添
2-

3-
4-

4
 

 
添

2-
3-

4-
7
 

資
料

2－
3
－

4
 

竜
巻

防
護

に
関

す
る

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
計

方
針

 
3
.2

 位
置

的
分

散
に

よ
る

機
能

維
持

の
設

計
方

針
に

基
づ

く
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
 

「
3
.1

位
置

的
分

散
に

よ
る

機
能

維
持

の
設

計
方

針
」

に
基

づ
き

決
定

し
た

屋
外

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
全

体
図

を
第

3－
1
図

に
示

す
。

ま
た

、
技

術
基

準
規

則

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｳ
)
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
に

つ
い

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

153



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
条

項
に

準
じ

て
整

理
し

た
設

備
ご

と
の

保
管

場
所

及
び

そ
の

位
置

的
分

散
に

か
か

る
具

体
的

な
設

計
内

容
に

つ
い

て
、

第
3－

1
表

か
ら

第
3
－

3
表

に
示

す
。

 
 

第
3－

2
表

 
高

浜
２

号
機

 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
位

置
的

分
散

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計

内
容

（
技

術
基

準
規

則
69

条
）

 
 ※

１
：

予
備

を
管

理
す

べ
き

数
に

含
め

て
運

用
す

る
こ

と
と

し
、

こ
の

運
用

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

て
は

、
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

配
置

も
含

め
て

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

位
置

的
分

散
を

図
り

保
管

し
、

屋
外

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

複
数

箇
所

に
分

散
し

て
保

管
す

る
。
な

お
、
同

じ
機

能
を

有
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
他

に
な

い
設

備
に

つ
い

て
は

、
予

備
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

。
 

 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
運

搬
し

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

運
用

管
理

を
以

下
の

と
お

り
と

し
、

各
課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
 

ａ
．
 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト
・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
設

定
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

を
設

定
す

る
場

合
は

、
以

下
の

点
を

考
慮

し
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

に
問

題
が

無
い

か
評

価
す

る
。

 
 

（
ｉ

）
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

に
つ

い
て

は
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
配

置
も

含
め

て
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
位

置
的

分
散

を
図

り
保

管
し

、
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
複

数
箇

所
に

分
散

し
て

保
管

す
る

。
な

お
、

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

他
に

な
い

設
備

に
つ

い
て

は
、

予
備

機
も

含
め

て
分

散
さ

せ
る

。
 

第
８

５
条

 
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 

次
の

各
号

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

表
８

５
－

１
で

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 
(
1)

 
緊

急
停

止
失

敗
時

に
原

子
炉

を
未

臨
界

に
す

る
た

め
の

設
備

 
(
2)

 
１

次
冷

却
系

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
3)

 炉
心

注
水

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
4)

 １
次

冷
却

系
の

減
圧

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
5)

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

等
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
6)

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
7)

 蒸
気

発
生

器
２

次
側

に
よ

る
炉

心
冷

却
（

注
水

）
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
8)

 
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却

（
蒸

気
放

出
）

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
9)

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 
(
10

) 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

等
の

た
め

の
設

備
 

(
11

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
設

備
 

(
12

) 
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
 

(
13

) 
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
設

備
 

(
14

) 
電

源
設

備
 

(
15

) 
計

装
設

備
 

(
16

) 
中

央
制

御
室

 
(
17

) 
監

視
測

定
設

備
 

(
18

) 
緊

急
時

対
策

所
 

(
19

) 
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 
(
20

) 
そ

の
他

の
設

備
 

 ・
８

５
－

１
２

－
１

 
海

水
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
・
８

５
－

１
３

－
１

 
大

気
へ

の
拡

散
抑

制
、
航

空
機

燃
料

火
災

へ
の

泡
消

火
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
・
８

５
－

１
５

－
７

 
燃

料
油

貯
油

そ
う

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
用

給
油

ポ
ン

プ
お

よ
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

燃
料

補
給

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

 

第
54

条
85

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｇ

．
積

雪
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

除
雪

す
る

こ
と

に
よ

り
、

積
雪

に
よ

る
荷

重
に

対
し

て
そ

の
必

要
な

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

な
お

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
し

た
雪

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
2-

1-
1-

6
 

資
料

２
－

１
－

１
 

耐
震

設
計

上
重

要
な

設
備

を
設

置
す

る
施

設
に

対
す

る
自

然
現

象
等

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
3
.1

.1
 自

然
現

象
に

対
す

る
具

体
的

な
設

計
上

の
配

慮
 

(
6)

 積
雪

 
敷

地
付

近
で

観
測

さ
れ

た
積

雪
の

深
さ

の
月

最
大

値
は

、
舞

鶴
特

別
地

域
気

象
観

測
所

で
の

観
測

記
録

（
19

47
～

20
12

年
）

に
よ

れ
ば

、
87

cm
（

2
01

2
年

2
月

2
日

）
で

あ
り

、
こ

の
観

測
記

録
を

考
慮

し
て

統
計

的
に

算
出

さ
れ

た
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

垂
直

積
雪

量
を

用
い

て
、

積
雪

荷
重

を
設

定
し

、
防

護
対

象
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

設
計

す
る

。
 

積
雪

に
対

す
る

設
計

は
、

火
山

事
象

に
対

す
る

設
計

の
中

で
確

認
す

る
。

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

除
雪

に
よ

り
、

積
雪

荷
重

に
対

し
て

必
要

な
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
な

お
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

堆
積

す
る

雪
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

お
よ

び
地

滑
り

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
 ３

．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

降
下

火
砕

物
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

 
 【

一
般

防
災

業
務

所
達

】
 

 ８
．

火
山

影
響

等
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

（
１

）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 火

山
灰

の
堆

積
が

認
め

ら
れ

た
場

合
 

 
各

課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

第
54

条
86

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

２
．

３
．

３
 

設
計

方
針

 
（

１
）

自
然

現
象

 
ｂ

．
火

山
 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 
イ

．
直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

方
針

 
（

イ
）

構
造

物
へ

の
荷

重
 

（
中

略
）

 
屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

降
下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(b

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

  第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

 
当

直
課

長
は

、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

 【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、
降

灰
の

堆
積

状
況

に
応

じ
て

適
宜

除
灰

を
実

施
し

、
結

果
を

対
策

本
部

へ
報

告
す

る
。

 

第
54

条
88

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
１

）
環

境
圧

力
、

環
境

温
度

及
び

湿
度

に
よ

る
影

響
、

放
射

線
に

よ
る

影
響

、
屋

外
の

天
候

等
に

よ
る

影
響

並
び

に
荷

重
 

（
中

略
）

 
積

雪
及

び
火

山
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
よ

り
除

雪
及

び
除

灰
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

こ
の

運
用

に
つ

い
て

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
2-

4-
1-

3
 

資
料

２
－

４
－

１
 

火
山

へ
の

配
慮

に
関

す
る

基
本

方
針

 
2
.1

.3
 降

下
火

砕
物

の
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

(
2)

 荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容

限
界

 
（

中
略

）
 

建
築

基
準

法
に

お
け

る
積

雪
の

荷
重

の
考

え
方

に
準

拠
し

、
降

下
火

砕
物

の
降

灰
か

ら
3
0
日

を
目

処
に

速
や

か
に

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

、
ま

た
降

灰
時

に
は

除
雪

も
合

せ
て

実
施

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
こ

と
で

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
を

短
期

に
生

じ
る

荷
重

と
す

る
。

 
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

３
 火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
※
１
発

生
時

 
３

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ｂ

．
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

 
(a

) 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
施

設
の

機
能

に
影

響
が

及
ば

な
い

よ
う

、
換

気
空

調
設

備
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
、

水
循

環
系

の
ス

ト
レ

ー
ナ

洗
浄

作
業

、
開

閉
所

設
備

の
碍

子
洗

浄
作

業
を

実
施

す
る

。
 

(b
) 

各
課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

の
堆

積
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
屋

外
の

施
設

、
な

ら
び

に
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
り

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
以

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
す

る
降

下
火

砕
物

お
よ

び
積

雪
の

除
去

作
業

に
つ

い
て

は
、
降

灰
お

よ
び

降
雪

の
状

況
を

踏
ま

え
、
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
実

施
す

る
。

 
ｌ

．
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、
降

下
火

砕
物

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
 

ｍ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
降

灰
後

に
お

け
る

降
下

火
砕

物
に

よ
る

静
的

荷
重

、
腐

食
、
磨

耗
等

の
影

響
に

つ
い

て
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 一
般

防
災

業
務

所
達

 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

 第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

５
章

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

 ３
．
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
１

）
降

下
火

砕
物

の
侵

入
防

止
 

当
直

課
長

は
、

降
下

火
砕

物
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
の

侵
入

防
止

の
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
降

下
火

砕
物

及
び

積
雪

の
除

去
作

業
 

ａ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ｂ
．
当

直
課

長
は

、
特

高
開

閉
所

設
備

に
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
碍

子
洗

浄
を
「

高
浜

発
電

所
 

運
転

操
作

所
則

」
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

ｃ
．
各

課
（

室
）
長

は
、
屋

外
設

備
の

及
び

降
下

火
砕

物
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

を
内

包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
、
長

期
的

な
堆

積
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

、
「

高
浜

発
電

所
 

一
般

防
災

業
務

所
達

」
に

よ
り

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

。
 

（
４

）
降

灰
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

の
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

 
各

課
（

室
）
長

は
、
降

下
火

砕
物

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、「
高

浜
発

電
所

 
一

般
防

災
業

務
所

達
」
及

び
「

高
浜

発
電

所
 

事
故

時
操

作
所

則
」
に

よ
り

点
検

を
実

施
し

、
点

検
結

果
を

発
電

所
長

及
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

へ
報

告
す

る
。

 
（

５
）

保
守

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
火

山
事

象
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
要

求
機

能
を

維
持

す
る

よ
う

、「
高

浜
発

電
所

 
保

修
業

務
所

則
」
に

よ
り

適
切

に
保

守
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  【
一

般
防

災
業

務
所

達
】

 
 ８

．
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
（

１
）
発

電
所

を
降

灰
予

想
範

囲
に

含
む
「

降
灰

予
報

」
が

発
表

さ
れ

た
場

合
は

、「
火

山
灰

降
灰

時
に

お
け

る
対

応
手

順
」（

別
表

１
８

）
に

基
づ

き
、
対

応
体

制
の

構
築

、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 
 別

表
１

８
 

火
山

灰
の

堆
積

が
認

め
ら

れ
た

場
合

 
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
建

屋
、
屋

外
設

備
（

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

含
む

）、
ア
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
の

状
況

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
資

機
材

等
を

用
い

て
３

０
日

に
を

目
処

に
速

や
か

に
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

等
は

、
荷

重
の

影
響

を
低

減
す

る
た

め
降

灰
時

に
積

雪
が

あ
れ

ば
除

雪
も

合
わ

せ
て

実
施

す
る

。
 

な
お

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

降
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
適

宜
除

灰
を

実
施

し
、

結
果

を
対

策
本

部
へ

報
告

す
る

。
 

 

第
54

条
1
01

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
手

順
書

の
整

備
並

び
に

訓
練

及
び

教
育

に
よ

る
実

操
作

及
び

模
擬

操
作

を
行

う
こ

と
で

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

操
作

環
境

、
操

作
準

備
及

び
操

作
内

容
を

考
慮

し
て

確
実

に
操

作
で

き
、

発
電

用
原

子
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

書
「

十
、

 
発

電
用

原
子

炉
の

炉
心

の
著

し
い

損
傷

そ
の

他
の

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

及
び

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」

 ハ
.
 

で
考

慮
し

た
要

員
数

と
想

定
時

間
内

で
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
含

め
重

大
事

故
等

に
対

処
で

き
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

運
用

に
係

る
体

制
、

管
理

等
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

安
全

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

操
作

性
に

対
す

る
設

計
上

の
考

慮
事

項
を

以
下

に
示

す
。

 
操

作
環

境
と

し
て

、
重

大
事

故
等

時
の

環
境

条
件

に
対

し
、

操
作

場
所

で
の

操
作

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。
（「

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
」
）

操
作

す
る

す
べ

て
の

設
備

に
対

し
、

十
分

な
操

作
空

間
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
確

実
な

操
作

が
で

き
る

よ
う

、
必

要
に

応
じ

て
常

設
の

足
場

を
設

置
す

る
か

、
操

作
台

を
近

傍
に

常
設

又
は

配
置

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

防
護

具
、

照
明

等
は

重
大

事
故

等
発

生
時

に
迅

速
に

使
用

で
き

る
場

所
に

配
備

す
る

。
 

 

添
6-

76
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

（
中

略
）

 
・

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
手

順
書

の
整

備
、

訓
練

・
教

育
に

よ
る

実
操

作
及

び
模

擬
操

作
を

行
う

こ
と

で
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

操
作

環
境

、
操

作
準

備
及

び
操

作
内

容
を

考
慮

し
て

確
実

に
操

作
で

き
、
「

許
可

申
請

書
十

号
」

ハ
、

で
考

慮
し

た
要

員
数

と
想

定
時

間
内

で
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

を
含

め
重

大
事

故
等

に
対

処
で

き
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

運
用

に
係

る
体

制
、

管
理

等
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

第
１

８
条

の
５

 
（

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

４
．
安

全
・
防

災
室

長
は

、
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
ま

た
、
計

画
は

、
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。
 

(
1)

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
次

の
事

項
 

(a
)
 
要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
。

 
(b

)
 
同

時
被

災
に

お
け

る
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2)

 
(1

)
の

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

 
(a

)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

に
あ

た
っ

て
、
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１
こ

と
。

 
(b

)
 
力

量
の

維
持

向
上

の
た

め
の

教
育

訓
練

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

。
 

(c
) 

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

（
以

下
、
「

成
立

性
の

確
認

訓
練

」
と

い
う

。）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
。

 
(d

) 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
、
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
。

 
(e

) 
成

立
性

の
確

認
訓

練
の

結
果

を
記

録
し

、
所

長
お

よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

 
(
3)

 
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

、
な

ら
び

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
１

）
体

制
の

整
備

 
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
 

（
３

）
 
資

機
材

の
配

備
 

 

第
54

条
1
08

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

又
は

移
動

す
る

と
と

も
に

、
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
内

の
道

路
及

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
設

計
と

す
る

。
 

屋
外

及
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
及

び
接

続
場

所
ま

で
運

搬
す

る
た

め
の

経
路

、
又

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

経
路

（
以

下
「

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
」

と
い

う
。）

は
、

自
然

現
象

、
外

部
人

為
事

象
、

溢
水

及
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、

移
動

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

屋
外

及
び

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

、
自

然
現

象
に

対
し

て
地

震
、

津
波

、
洪

水
、

風
（

台
風

）
、

竜
巻

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

火
山

の
影

響
、

生
物

学
的

事
象

、
高

潮
及

び
森

林
火

災
を

考
慮

し
、

外
部

人
為

事
象

に
対

し
て

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
及

び
有

毒
ガ

ス
）
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
、

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）

及
び

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
考

慮
す

る
。

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

及
び

火
災

防
護

に
関

す
る

運
用

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 
添

6-
78

 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・
屋

外
及

び
屋

内
に

お
い

て
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
及

び
火

災
を

想
定

し
て

も
、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

（
中

略
）

 
・

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
及

び
火

災
防

護
に

関
す

る
運

用
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

第
８

５
条

 
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 
 

表
８

５
－

２
１

 
そ

の
他

の
設

備
 

８
５

－
２

１
－

１
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

 

【
火

災
防

護
計

画
】

 
行

為
内

容
の

部
分

は
保

安
規

定
に

記
載

し
、
実

施
手

段
に

つ
い

て
は

、
火

災
防

護
計

画
等

の
社

内
標

準
に

規
定

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 
 火

災
防

護
通

達
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 火

災
防

護
計

画
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
３

．
 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

運
用

管
理

を
以

下
の

と
お

り
と

し
、
各

課
（

室
）
長

は
、

こ
の

運
用

管
理

に
従

い
発

電
所

構
内

の
道

路
お

よ
び

通
路

を
確

保
す

る
。
 

 【
火

災
防

護
計

画
】

 
１

．
目

的
 

本
計

画
は

、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

お
よ

び
原

子
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
等

に
基

づ
き

、
高

浜
発

電
所

原
子

炉
施

設
（

以
下

、「
原

子
炉

施
設

」
と

い
う

）
３
・
４

号
機

の
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
２

．
適

用
範

囲
 

本
計

画
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

の
火

災
防

護
対

策
に

適
用

す
る

。
 

な
お

、
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

内
に

設
置

し
た

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

に
つ

い
て

は
第

３
章

に
示

す
と

お
り

、
火

災
防

護
対

策
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
第

２
章

 
火

災
防

護
組

織
 

１
．

組
織

と
職

務
 

第
３

章
 

火
災

予
防

活
動

及
び

消
火

活
動

 
１

．
火

災
予

防
活

動
 

２
．

消
火

活
動

 
第

４
章

 
火

災
防

護
設

備
の

保
守

管
理

 
第

５
章

 
火

災
情

報
の

共
有

化
 

第
６

章
 

火
災

防
護

対
策

（
設

計
基

準
事

故
対

象
施

設
）

 
第

７
章

 
火

災
防

護
対

策
（

重
大

事
故

等
対

処
施

設
）

 
第

８
章

 
原

子
炉

施
設

の
災

害
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
の

措
置

 
第

９
章

 
外

部
火

災
 

第
１

０
章

 
火

災
防

護
資

機
材

の
配

備
 

第
１

１
章

 
教

育
訓

練
 

第
１

２
章

 
定

期
的

な
評

価
と

改
善

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 
 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｴ
)
 

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

１
 火

災
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(1
) 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

し
た

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の
項

目
を

含
め

る
。

 
ａ

．
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

の
体

制
、

責
任

の
所

在
、
責

任
者

の
権

限
、
体

制
の

運
営

管
理

、
必

要
な

要
員

の
確

保
お

よ
び

教
育

訓
練

、
火

災
発

生
防

止
の

た
め

の
活

動
、

火
災

防
護

設
備

の
施

設
管

理
、

点
検

お
よ

び
火

災
情

報
の

共
有

化
等

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

３
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

 
ｃ

．
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
重

大
事

故
等

に
柔

軟
に

156



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

対
応

す
る

た
め

の
多

様
性

拡
張

設
備

等
の

そ
の

他
の

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
当

該
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

 
ｄ

．
安

全
施

設
お

よ
び

特
重

施
設

を
外

部
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
の

運
用

等
 

 

第
54

条
1
10

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
ま

た
、

地
震

に
よ

る
屋

外
タ

ン
ク

か
ら

の
溢

水
及

び
降

水
に

対
し

て
、

道
路

上
の

自
然

流
下

も
考

慮
し

た
上

で
、

通
行

へ
の

影
響

を
受

け
な

い
箇

所
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

 

添
6-

78
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

対
す

る
地

震
に

よ
る

影
響

(周
辺

構
築

物
の

倒
壊

、
周

辺
機

器
の

損
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
壊

、
道

路
面

の
滑

り
)、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

(
津

波
に

よ
る

漂
着

物
、

台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
積

雪
、

降
灰

)を
想

定
し

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、

障
害

物
を

除
去

可
能

な
ブ

ル
ド

ー
ザ

 を
2

台
（

予
備

１
台

）
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
 
を

１
台

（
予

備
１

台
）

等
を

保
管

、
使

用
す

る
。

ま
た

、
地

震
に

よ
る

屋
外

タ
ン

ク
か

ら
の

溢
水

及
び

降
水

に
対

し
て

、
道

路
勾

配
に

よ
る

道
路

上
の

自
然

流
下

も
考

慮
し

た
上

で
、

溢
水

に
よ

る
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

(ｲ
) 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

対
す

る
地

震
に

よ
る

影
響

、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

を
想

定
し

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、

障
害

物
を

除
去

可
能

な
ブ

ル
ド

ー
ザ

４
台
（

１
号

お
よ

び
２

号
炉

共
用

２
台

、
３

号
お

よ
び

４
号

炉
共

用
２

台
）（

予
備

１
台

）
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

２
台
（

１
号

お
よ

び
２

号
炉

共
用

１
台

、
３

号
お

よ
び

４
号

炉
共

用
１

台
）
（

予
備

１
台

）
を

保
管

、
使

用
す

る
。

 

(
ｳ
)
 

地
震

に
よ

る
屋

外
タ

ン
ク

か
ら

の
溢

水
な

ら
び

に
降

水
に

対
し

て
、
道

路
上

の
自

然
流

下
も

考
慮

し
た

上
で

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
。

 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
 

（
ｃ

）
 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、
地

震
に

よ
る

屋
外

タ
ン

ク
か

ら
の

溢
水

な
ら

び
に

降
水

に
対

し
て

、
道

路
上

の
自

然
流

下
も

考
慮

し
た

上
で

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
。

 
 （

ｆ
）

 
各

課
（

室
）

長
は

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

を
行

う
た

め
に

、
以

下
の

資
機

材
を
「

２
．（

３
）
資

機
材

の
配

備
」
に

従
い

管
理

す
る

。
 

ア
．
 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
対

す
る

、
地

震
に

よ
る

影
響
（

周
辺

構
造

物
の

損
壊

、
周

辺
機

器
の

損
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
壊

、
道

路
面

の
す

べ
り

）、
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

よ
る

影
響
（

津
波

に
よ

る
漂

着
物

、
台

風
お

よ
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
積

雪
、

降
灰

）
を

想
定

し
、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

中
か

ら
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
、
障

害
物

を
除

去
可

能
な

ブ
ル

ド
ー

ザ
４

台
（

予
備

１
台

）
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

２
台
（

予
備

１
台

）
 

第
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条
1
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（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
津

波
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

想
定

を
上

回
る

万
一

の
ガ

レ
キ

発
生

に
対

し
て

は
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
ま

た
、

高
潮

に
対

し
て

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

津
波

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

自
然

現
象

の
う

ち
凍

結
及

び
森

林
火

災
、

外
部

人
為

事
象

の
う

ち
航

空
機

墜
落

に
よ

る
火

災
、

火
災

の
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

及
び

有
毒

ガ
ス

）、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

及
び

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）

に
対

し
て

は
、

迂
回

路
も

考
慮

し
た

複
数

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
落

雷
に

対
し

て
は

避
雷

設
備

が
必

要
と

な
る

箇
所

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
設

定
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
 

添
6-

78
 

 
添

6-
79

 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

津
波

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
防

潮
堤

の
中

に
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
り

速
や

か
に

撤
去

す
る

こ
と

に
よ

り
対

処
す

る
。

ま
た

、
高

潮
に

対
し

て
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
津

波
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

通
行

へ
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
自

然
現

象
の

う
ち

凍
結

及
び

森
林

火
災

、
外

部
人

為
事

象
の

う
ち

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
（

ば
い

煙
及

び
有

毒
ガ

ス
）
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
及

び
飛

来
物

(航
空

機
落

下
)
に

対
し

て
は

、
迂

回
路

も
考

慮
し

た
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

設
計

と
す

る
。

落
雷

に
対

し
て

は
避

雷
設

備
が

必
要

と
な

る
箇

所
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｴ
)
 

防
潮

堤
の

中
に

早
期

に
復

旧
可

能
な

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
想

定
を

上
回

る
万

一
の

ガ
レ

キ
発

生
に

対
し

て
は

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

り
速

や
か

に
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
り

対
処

す
る

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

別
図

１
「

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」
、
別

図
２
「

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
図

」、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
 

 
 

（
ａ

）
 屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、

移
動

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

第
54

条
1
12

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

周
辺

斜
面

に
つ

い
て

、
盛

土
斜

面
に

つ
い

て
は

崩
壊

を
想

定
し

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

い
、

通
行

性
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
イ

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、

以
下

の
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(
ｷ
)
 

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

う
。

 
(
ｸ
)
 

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

す
べ

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
（

１
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｄ

．
 
基

準
地

震
動

に
対

し
て

耐
震

裕
度

の
低

い
周

辺
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

は
、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

第
54

条
1
13

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
地

盤
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

、
耐

震
裕

度
を

有
す

る
地

盤
に

設
定

す
る

こ
と

で
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

滑
り

に
よ

る
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
及

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

地
盤

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
耐

震
裕

度
と

し
て

液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

に
よ

る
不

等
沈

下
や

地
下

構
造

物
の

損
壊

の
影

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

イ
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 

安
全
・
防

災
室

長
は

、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｷ
)
 

基
準

地
震

動
に

対
し

て
耐

震
裕

度
の

低
い

周
辺

斜
面

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．

 重
大

事
故

等
発

生
時

お
よ

び
自

然
災

害
発

生
時

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

各
課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

現
象

発
生

時
に

は
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
し

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
な

お
、

必
要

に
よ

り
「

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設

157



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

響
を

考
慮

し
、

耐
震

裕
度

を
有

す
る

地
盤

に
設

定
す

る
こ

と
で

通
行

性
を

確
保

で
き

る
設

計
、

又
は

、
盛

土
上

の
道

路
の

よ
う

に
耐

震
裕

度
の

低
い

地
盤

に
設

定
す

る
場

合
は

、
道

路
面

の
滑

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

い
、

通
行

性
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

の
崩

壊
に

対
し

て
は

、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、

ブ
ル

ド
ー

ザ
お

よ
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
崩

壊
箇

所
の

復
旧

を
行

う
。

 

(
ｸ
)
 

耐
震

裕
度

の
低

い
地

盤
に

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

設
定

す
る

場
合

は
、

道
路

面
の

す
べ

り
に

よ
る

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

上
で

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行

い
、

通
行

性
を

確
保

す
る

。
 

 

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 別

紙
１

５
－

１
 非

常
災

害
時

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
」

を
使

用
し

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

（
１

）
 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｃ

．
 
周

辺
構

造
物

、
周

辺
機

器
の

倒
壊

に
よ

る
障

害
物

に
つ

い
て

は
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

撤
去

あ
る

い
は

転
倒

に
よ

る
閉

塞
が

な
い

ル
ー

ト
を

通
行

す
る

。
 

ｄ
．

 
基

準
地

震
動

に
対

し
て

耐
震

裕
度

の
低

い
周

辺
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

は
、
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

ｅ
．

 
耐

震
裕

度
の

低
い

地
盤

に
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
設

定
す

る
場

合
は

、
道

路
面

の
す

べ
り

に
よ

る
崩

壊
土

砂
が

広
範

囲
に

到
達

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
上

で
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

崩
壊

箇
所

の
復

旧
を

行
い

、
通

行
性

を
確

保
す

る
。

 

第
54

条
1
14

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
不

等
沈

下
に

伴
う

段
差

の
発

生
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

お
い

て
は

、
段

差
緩

和
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
段

差
発

生
箇

所
の

復
旧

を
行

う
設

計
と

す
る

。
さ

ら
に

、
地

下
構

造
物

の
損

壊
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
陥

没
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

想
定

を
上

回
る

段
差

が
発

生
し

た
場

合
は

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

よ
る

迂
回

や
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

解
消

対
策

に
よ

り
対

処
す

る
。

 

添
6
-7

9
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

不
等

沈
下

に
伴

う
段

差
の

発
生

が
想

定
さ

れ
る

箇
所

に
お

い
て

は
、

段
差

緩
和

対
策

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

及
び

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

に
よ

る
段

差
発

生
箇

所
の

復
旧

を
行

う
設

計
と

す
る

。
さ

ら
に

、
地

下
構

造
物

の
損

壊
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
陥

没
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

想
定

を
上

回
る

段
差

が
発

生
し

た
場

合
は

、
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

よ
る

迂
回

や
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

解
消

対
策

に
よ

り
対

処
す

る
。

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
イ

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(
ｹ
)
 

不
等

沈
下

等
に

よ
る

段
差

の
発

生
が

想
定

さ
れ

る
箇

所
に

お
い

て
は

、
段

差
緩

和
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

発
生

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
さ

ら
に

地
下

構
造

物
の

損
壊

が
想

定
さ

れ
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、
陥

没
対

策
を

講
じ

る
。
想

定
を

上
回

る
段

差
が

発
生

し
た

場
合

は
、

予
備

ル
ー

ト
の

復
旧

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

解
消

対
策

に
よ

り
対

処
す

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

１
章

 
全

般
事

項
 

３
．
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
（

１
）

 
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

 
ｆ

．
 
不

等
沈

下
等

に
よ

る
段

差
お

よ
び

地
下

構
造

物
の

損
壊

に
よ

る
段

差
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
予

備
ル

ー
ト

の
復

旧
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

お
よ

び
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
に

よ
る

段
差

発
生

箇
所

の
復

旧
を

行
う

。
 

第
54

条
1
15

 
 

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

６
 

操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

（
１

）
操

作
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、

津
波

、
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
影

響
（

台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

降
灰

、
生

物
学

的
事

象
、

高
潮

及
び

森
林

火
災

）
及

び
外

部
人

為
事

象
（

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

、
火

災
の

二
次

的
影

響
、

危
険

物
を

搭
載

し
た

車
両

の
発

火
、

漂
流

船
舶

の
衝

突
及

び
飛

来
物

（
航

空
機

落
下

）
）

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

地
震

随
伴

火
災

の
有

無
や

、
地

震
随

伴
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

て
ル

ー
ト

選
定

を
行

う
と

と
も

に
、

建
屋

内
は

迂
回

路
を

含
む

複
数

の
ル

ー
ト

選
定

が
可

能
な

配
置

設
計

と
す

る
。

 
 

添
6-

79
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.4

 操
作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
 

(
1)

 操
作

性
 

f
. 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
 

（
中

略
）

 
・

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
は

、
津

波
、

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ
る

影
響

(台
風

及
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

す
べ

り
、

降
灰

、
生

物
学

的
事

象
、

高
潮

及
び

森
林

火
災

)
及

び
外

部
人

為
事

象
(
航

空
機

墜
落

に
よ

る
火

災
、

火
災

の
二

次
的

影
響

（
ば

い
煙

及
び

有
毒

ガ
ス

)、
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

及
び

飛
来

物
（

航
空

機
落

下
）
）

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
近

傍
の

耐
震

Ｂ
，

Ｃ
ク

ラ
ス

補
機

の
耐

震
評

価
を

実
施

し
、

油
内

包
機

器
に

よ
る

地
震

随
伴

火
災

の
有

無
や

、
地

震
随

伴
溢

水
の

影
響

を
考

慮
し

て
ル

ー
ト

選
定

を
行

う
と

と
も

に
、

建
屋

内
は

迂
回

路
を

含
む

複
数

の
ル

ー
ト

選
定

が
可

能
な

配
置

設
計

と
す

る
。

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．
２

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

に
係

る
事

項
 

(1
) 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
ア

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
(ｱ

) 
屋

外
お

よ
び

屋
内

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
か

ら
設

置
場

所
お

よ
び

接
続

場
所

ま
で

運
搬

す
る

た
め

、
ま

た
は

他
の

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
経

路
（

以
下

、「
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

」
と

い
う

。
）
は

、
自

然
現

象
、
外

部
人

為
事

象
、
溢

水
お

よ
び

火
災

を
想

定
し

て
も

、
運

搬
、
移

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、
迂

回
路

も
考

慮
し

て
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

ウ
 

屋
内

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、
屋

内
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

に
当

た
っ

て
、
以

下
の

運
用

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

(ｲ
) 

地
震

、
津

波
、
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
影

響
お

よ
び

外
部

人
為

事
象

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

 
  

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

第
１

編
 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

３
．

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
に

係
る

事
項

 
（

１
）

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

安
全

防
災

室
長

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、

ま
た

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
運

用
管

理
を

以
下

の
と

お
り

と
し

、
各

課
（

室
）
長

は
、
こ

の
運

用
管

理
に

従
い

発
電

所
構

内
の

道
路

お
よ

び
通

路
を

確
保

す
る

。
 

 
（

ｈ
）
 
屋

内
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

は
、
津

波
、
そ

の
他

自
然

現
象

（
台

風
お

よ
び

竜
巻

に
よ

る
飛

来
物

、
凍

結
、
降

水
、
除

雪
、
落

雷
、
降

灰
、

生
物

学
的

事
象

、
森

林
火

災
）

に
よ

る
影

響
お

よ
び

外
部

人
為

事
象

（
航

空
機

落
下

に
よ

る
火

災
、
火

災
の

二
次

的
影

響
、
輸

送
車

両
の

発
火

、
漂

流
船

舶
の

衝
突

、
飛

来
物
（

航
空

機
落

下
））

に
対

し
て

、
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

 

第
69

条
1
  

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
機

能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
注

水
機

能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

小
規

模
な

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
燃

料
の

貯
蔵

機
能

を
確

保
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

に
よ

り
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

出
口

配
管

下
端

未
満

か
つ

水
位

低
下

が
継

続
す

る
場

合
に

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
若

し
く

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
棒

集
合

体
（

以
下

「
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

」
と

い
う

。）
配

置
に

お
い

て
貯

蔵
領

域
を

設
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

ス
プ

レ
イ

や
蒸

気
条

件
に

お
い

て
も

臨
界

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 

添
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資
料

１
９

 
燃

料
取

扱
設

備
、

新
燃

料
貯

蔵
設

備
及

び
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

の
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
し

な
い

こ
と

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
（

1
）

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

漏
え

い
時

」
と

い
う

）
に

技
術

基
準

規
則

第
69

条
第

2
項

及
び

解
釈

に
よ

り
施

設
が

要
求

さ
れ

て
い

る
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

設
備

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ
）

に
て

、
ラ

ッ
ク

及
び

燃
料

体
等

を
冷

却
し

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
と

同
等

の
反

応
度

抑
制

効
果

を
有

す
る

中
性

子
吸

収
体

（
以

下
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
」

と
い

う
）

配
置

に
お

い
て

、
ス

プ
レ

イ
や

蒸
気

条
件

に
お

い
て

も
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

第
９

５
条

 
（

新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

 

(
4)

 
貯

蔵
施

設
に

お
い

て
新

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 
(
8)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件
（

初
期

濃
縮

度
、

燃
焼

度
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

有
無

お
よ

び
配

置
）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）。

 
(
9)

 使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 

原
子

燃
料

管
理

業
務

所
則

 

【
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
】

 
第

４
章

 
燃

料
の

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

２
．

燃
料

取
扱

お
よ

び
貯

蔵
 

２
．

１
 

共
通

事
項

 
(
12

)使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

配
置

制
限

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

貯
蔵

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
配

置
を

変
更

す
る

場
合

は
、
別

紙
－

１
、
２

の
と

お
り

配
置

す
る

こ
と

。
 

第
９

７
条

 
（

燃
料

の
取

替
等

）
 

５
．
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
を

貯
蔵

施
設

か
ら

原
子

炉
へ

装
荷

す
る

場
合

、
ま

た
は

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 
(
5)

 
燃

料
を

㴽
原

子
炉

か
ら

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
取

り
出

す
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件
（

初
期

濃
縮

度
、
燃

焼
度

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

の
有

無
お

よ
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）。

 
(
6)

 
燃

料
を

原
子

炉
か

ら
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

取
り

出
す

場
合

は
、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

０
．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

第
69

条
3
  

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

２
．

燃
料

貯
蔵

設
備

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク

は
全

4
24

ラ
ッ

ク
で

構
成

さ
れ

て
お

り
、

長
辺

方
向

に
2
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

1
7
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

の
配

置
か

ら
、

キ
ャ

ナ
ル

入
口

側
の

角
部

（
長

辺
方

向
に

7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

5
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

）
を

切
り

欠
い

た
配

置
形

状
で

あ
る

。
 

外
周

領
域

は
、

長
辺

方
向

に
2
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

17
ラ

ッ
ク

の
長

方
形

の
最

外
周

1
列

か
ら

切
り

欠
き

部
（

長
辺

方
向

に
7
ラ

ッ
ク

、
短

辺
方

向
に

5
ラ

ッ
ク

）
を

除
い

た
7
3
ラ

ッ
ク

と
す

る
。

ま
た

、
中

間
領

域
は

外
周

領
域

の
ラ

ッ
ク

配
置

か
ら

内
側

に
長

辺
方

向
列

は
2
列

、
短

辺
方

向
列

は
1
列

と
し

て
、

さ
ら

に
ラ

ッ
ク

配
置

の
切

り
欠

き
部

の
外

周
2
列

を
加

え
た

計
1
2
6
ラ

ッ
ク

と
す

る
。

残
り

の
22

5
ラ

ッ
ク

を
中

央
領

域
と

す
る

。
 

各
領

域
に

は
、“

初
期

濃
縮

度
約

4
.6

w
t
%、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
な

し
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/t

以
上

、
中

間
領

域
：

20
GW

d/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
5
0
G
Wd

/t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4.
6w

t%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
あ

り
”

の
条

件
下

で
“

外

添
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資
料

１
９

 
燃

料
取

扱
設

備
、

新
燃

料
貯

蔵
設

備
及

び
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

の
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
し

な
い

こ
と

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
（

1
）

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

 
（

中
略

）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

は
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
が

異
常

に
低

下
し

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

漏
え

い
時

」
と

い
う

）
に

技
術

基
準

規
則

第
69

条
第

2
項

及
び

解
釈

に
よ

り
施

設
が

要
求

さ
れ

て
い

る
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

設
備

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ
）

に
て

、
ラ

ッ
ク

及
び

燃
料

体
等

を
冷

却
し

、
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た

ラ
ッ

ク
形

状
、

燃
料

配
置

及
び

制
御

棒
ク

ラ
ス

タ
と

同
等

の
反

応
度

抑
制

効
果

を
有

す
る

中
性

子
吸

収
体

（
以

下
「

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
」

と
い

う
）

配
置

第
９

８
条

 
（

使
用

済
(
4)

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
燃

料
が

臨
界

に
達

し
な

い
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

158



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

周
領

域
：

0G
Wd

/t
以

上
、

中
間

領
域

：
0G

Wd
/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
15

GW
d/

t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4
.
0w

t
%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
な

し
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/
t
以

上
、

中
間

領
域

：
 1

5G
Wd

/t
以

上
、

中
央

領
域

：
4
5
GW

d/
t
以

上
”

、
“

初
期

濃
縮

度
約

4.
0w

t%
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
あ

り
”

の
条

件
下

で
“

外
周

領
域

：
0G

Wd
/t

以
上

、
中

間
領

域
：

0G
Wd

/
t
以

上
、

中
央

領
域

：
10

GW
d/

t
以

上
”

を
貯

蔵
す

る
設

計
と

す
る

。
 

燃
料

体
等

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

移
動

に
際

し
て

は
、

未
臨

界
が

維
持

で
き

る
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
い

る
配

置
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
て

、
臨

界
を

防
止

で
き

る
よ

う
管

理
す

る
。

 
 

に
お

い
て

、
ス

プ
レ

イ
や

蒸
気

条
件

に
お

い
て

も
臨

界
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
こ

の
た

め
、

大
規

模
漏

え
い

時
の

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
未

臨
界

性
評

価
の

評
価

基
準

は
、

い
か

な
る

一
様

な
水

密
度

で
あ

っ
て

も
不

確
定

性
を

含
め

て
実

効
増

倍
率

が
0
.
98

以
下

と
な

る
設

計
と

す
る

。
不

確
定

性
と

し
て

は
、

臨
界

計
算

上
の

不
確

定
性

及
び

製
作

公
差

に
基

づ
く

不
確

定
性

（
ラ

ッ
ク

内
で

の
燃

料
体

等
が

偏
る

効
果

を
含

む
。
）

を
考

慮
す

る
。

 
な

お
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

体
等

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

移
動

に
際

し
て

は
、

未
臨

界
が

維
持

で
き

る
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
い

る
条

件
（

初
期

濃
縮

度
、

燃
焼

度
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

用
中

性
子

吸
収

体
の

有
無

及
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
て

、
臨

界
を

防
止

で
き

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

燃
料

の
貯

蔵
）

 
こ

と
。

 
(
10

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
の

配
置

変
更

を
行

う
場

合
は

、
図

９
５

に
示

す
未

臨
界

が
維

持
で

き
る

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

い
る

条
件

（
初

期
濃

縮
度

、
燃

焼
度

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
用

中
性

子
吸

収
体

の
有

無
お

よ
び

配
置

）
に

基
づ

き
移

動
す

る
こ

と
で

、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

み
）
。

 
(
11

) 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
の

配
置

変
更

を
行

う
場

合
は

、
燃

料
の

移
動

開
始

前
に

未
臨

界
性

評
価

を
行

い
、
実

効
増

倍
率

が
不

確
定

性
を

含
め

て
０

．
９

８
以

下
と

な
る

こ
と

を
確

認
し

、
管

理
す

る
こ

と
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

み
）
。

 
 

第
69

条
20

 
 

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
係

る
監

視
又

は
設

計
基

準
事

故
時

に
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

水
温

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

漏
え

い
を

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
の

必
要

な
設

備
と

し
て

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
（

広
域

）、
可

搬
型

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
を

設
け

る
。

こ
れ

ら
の

計
測

設
備

は
、

重
大

事
故

等
に

よ
り

変
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

に
わ

た
り

測
定

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 

添
18

-1
6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
広

域
）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
の

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

継
続

的
に

デ
ー

タ
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

に
つ

い
て

は
、

映
像

を
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

。
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
と

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
定

め
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 
 

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 

(1
) 

各
課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
重

大
事

故

等
発

生
時

に
お

い
て

、
事

象
の

種
類

お
よ

び
事

象
の

進
展

に
応

じ
て

、
的

確
か

つ
状

況
に

応
じ

て
柔

軟
に

対
処

す
る

た
め

の
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

の
対

処
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、
使

用
主

体
に

応
じ

た
内

容
お

よ
び

重
大

事
故

等
対

策

に
用

い
る

特
重

施
設

に
係

る
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め

る
。

 

カ
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
重

大
事

故
等

対

策
実

施
の

判
断

基
準

と
し

て
確

認
さ

れ
る

水
位

、
圧

力
お

よ
び

温
度

等
の

計
測

可
能

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
整

理
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
と

と
も

に
、

以
下

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

事
項

に
つ

い
て

も
定

め
る

。
 

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

は
、
表

－
１

５
「

事
故

時
の

計

装
に

関
す

る
手

順
等

」
参

照
。

 

(
ｱ
)
 

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
と

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
位

置
づ

け
る

こ
と

。
 

(
ｲ
)
 

通
常

使
用

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
が

故
障

等
に

よ
り

計
測

不
能

な
場

合
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
て

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 

記
録

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

直
流

電
源

が
喪

失
し

て
も

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
す

る
こ

と
。

 

(ｴ
) 

パ
ラ

メ
ー

タ
挙

動
予

測
、
影

響
評

価
す

べ
き

項
目

お
よ

び
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理
し

た
有

効
な

情
報

に

つ
い

て
、

運
転

員
が

監
視

す
べ

き
パ

ラ
メ

ー
タ

の
選

定
、

状
況

の
把

握
お

よ
び

進
展

予
測

な
ら

び
に

対
応

処
置

の

参
考

情
報

と
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
1
33

-3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
（

広
域

）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

Ａ
Ｍ

用
）】

 
 ※

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
13

3
-1

 に
て

も
管

理
す

る
。

 
運

転
管

理
通

達
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
り

記
録

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

ｂ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。

 
ｃ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）
 

 

表
１

３
３

－
３

（
続

き
）

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録
す

べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

５
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
記

録
 

(
1
) 

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ

ー

の
結

果
の
記

録
 

(
2
) 

要
員
の
力

量
お

よ
び
教

育

訓
練

そ
の

他
の

措
置
に

係

る
記

録
 

(
3
) 

個
別
業
務

に
必

要
な
プ

ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ
ロ

セ

ス
を

実
施

し
た

結
果
が

個

別
業

務
等

要
求

事
項
に

適

合
す

る
こ

と
を

実
証
す

る

た
め

に
必

要
な

記
録
（

本

項
の

他
で

定
め

る
も
の

を

除
く

。
）
 

(
4
) 

個
別
業
務

等
要

求
事
項

の

審
査

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
当

該
審

査
の

結
果
に

基

づ
き

講
じ

た
措

置
に
係

る

記
録
 

(
5
) 

設
計
開
発

に
用

い
る
情

報

に
係

る
記
録
 

(
6
) 

設
計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー
の

結

果
に

基
づ

き
講

じ
た
措

置

に
係

る
記
録
 

(
7
) 

設
計
開
発

の
検

証
の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該
検

証

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
8
) 

設
計
開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

に
基

づ
き

講
じ
た

措

置
に

係
る
記

録
 

(
9
) 

設
計
開
発

の
変

更
に
係

る

記
録
 

(
1
0)
 
設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
、

検
証

お
よ

び
妥
当

性

確
認

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ
き

講

じ
た

措
置
に

係
る
記

録
 

作
成

の
都
度
 

５
年
 

第
69

条
21

 
 

（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

2 
 核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
 

３
．

計
測

装
置

等
 

（
中

略
）

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

係
る

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

、
赤

外
線

の
機

能
に

よ
り

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
状

態
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
温

の
傾

向
を

中
央

制
御

室
で

監
視

で
き

る
カ

メ
ラ

を
設

置
す

る
。

こ
の

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

は
、

1
台

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
の

映
像

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 

添
18

-1
6
 

資
料

１
８

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

温
度

、
水

位
及

び
漏

え
い

を
監

視
す

る
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
広

域
）
、

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
、

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
の

計
測

結
果

は
中

央
制

御
室

に
表

示
し

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）

又
は

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

継
続

的
に

デ
ー

タ
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

エ
リ

ア
監

視
カ

メ
ラ

に
つ

い
て

は
、

映
像

を
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

。
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
越

え
る

前
に

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
と

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

運
用

を
定

め
る

。
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

 【
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

監
視

カ
メ

ラ
の

映
像

】
 

※
実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
４

）
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
記

録
 

ａ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
映

像
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
計

装
保

修
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

の
映

像
に

つ
い

て
、

記
録

容
量

を
超

え
る

前
に

定
期

的
に

取
り

出
す

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
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（
Ｓ

Ｆ
Ｐ

冷
却

）
 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
係

る
監

視
に

必
要

な
設

備
と

し
て

、
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
予

備
「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

」）
を

保
管

し
、

重
大

事
故

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

159



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

等
に

よ
り

変
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

に
わ

た
り

測
定

可
能

な
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
計

測
結

果
は

中
央

制
御

室
に

表
示

し
、

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
、

複
数

の
設

置
場

所
で

の
線

量
率

の
相

関
（

減
衰

率
）

関
係

の
評

価
及

び
各

設
置

場
所

間
で

の
関

係
性

を
把

握
し

、
測

定
結

果
の

傾
向

を
確

認
す

る
こ

と
で

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
区

域
の

空
間

線
量

率
を

推
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

す
る

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

計
測

結
果

の
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）
又

は
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

注
）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

(
1
1)
 
供

給
者

の
評

価
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該
評

価

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
1
2)
 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当
性

確

認
の

結
果
の

記
録
 

(
1
3)
 
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー
サ

ビ

リ
テ

ィ
の
記

録
 

(
1
4)
 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

し
て

い
る
場

合

の
記

録
 

(
1
5)
 
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検
証

の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項
へ

の

不
適

合
が

判
明

し
た
場

合

に
お

け
る

、
従

前
の
監

視

測
定

の
結

果
の

妥
当
性

を

評
価

し
た
記

録
 

(
1
7)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

お
よ

び
検
証

の

結
果

の
記
録
 

(
1
8)
 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9)
 
使

用
前

事
業

者
検

査
等

ま
た

は
自

主
検

査
等
の

結

果
に

係
る
記

録
 

(
2
0)
 
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認
を

行

っ
た

要
員

を
特

定
す
る

こ

と
が

で
き
る

記
録
 

(
2
1)
 
不

適
合

の
内

容
の

記
録

お
よ

び
当

該
不

適
合
に

対

し
て

講
じ

た
措

置
（
特

別

採
用

を
含
む

。
）
に
係

る
記

録
 

(
2
2)
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果
の

記

録
 

(
2
3)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防

止
処

置
お

よ
び

そ
の
結

果

の
記

録
 

 

動
に

関
す

る
所

達
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
り

記
録

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

ｂ
．

 
計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。

 
ｃ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）

長
は

、
別

表
４

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
73

条
4
  

（
計

装
設

備
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
は

、
設

計
基

準
事

故
時

に
想

定
さ

れ
る

変
動

範
囲

の
最

大
値

を
考

慮
し

、
適

切
に

対
応

す
る

た
め

の
計

測
範

囲
を

有
す

る
設

計
と

す
る

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
超

え
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）

を
（

中
略

）
保

安
規

定
に

明
確

に
し

、
確

実
に

運
用

及
び

遵
守

で
き

る
よ

う
手

順
と

し
て

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
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資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
越

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
の

明
確

化
、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、

複
数

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

確
か

ら
し

さ
を

考
慮

し
た

優
先

順
位

を
定

め
て

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
５

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

５
．

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
等

 
監

視
機

能
の

喪
失

 
１

．
計

器
故

障
時

の
パ

ラ
メ

－
タ

推
定

 
当

直
課

長
は

、
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

で
選

定
し

た
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
、
圧

力
お

よ
び

水
位

、
な

ら
び

に
原

子
炉

圧
力

容
器

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器
（

以
下

、
「

格
納

容
器

」
と

い
う

。
）
へ

の
注

水
量

等
）
ま

た
は

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器
が

故
障

に
よ

り
、
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

、
以

下
の

手
段

に
よ

り
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
。

 
(1

) 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
主

要
パ

ラ
メ

－
タ

の
う

ち
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
－

タ
お

よ
び

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

－
タ

を
計

測
す

る
計

器
の

故
障

が
疑

わ
れ

た
場

合
 

 (2
) 

パ
ラ

メ
－

タ
監

視
の

手
順

 
ａ

．
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

と
す

る
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
、

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

ま
た

は
他

ル
ー

プ
の

計
器

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
計

器
に

よ
り

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

。
 

ｂ
．

パ
ラ

メ
ー

タ
選

定
に

て
選

定
し

た
重

要
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
お

よ
び

他
ル

ー
プ

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
を

除
く

。
）

の
値

を
用

い
て

以
下

の
方

法
で

推
定

す
る

。
 

(a
) 

同
一

物
理

量
で

推
定
（

温
度

、
圧

力
、
水

位
、
流

量
、
放

射
線

量
）

 
(b

) 
水

位
を

注
水

源
も

し
く

は
注

入
先

の
水

位
変

化
ま

た
は

注
水

量
か

ら
推

定
 

(c
) 

流
量

を
注

水
先

ま
た

は
注

水
源

の
水

位
変

化
を

監
視

す
る

こ
と

に
よ

り
推

定
 

(d
) 

除
熱

状
態

を
温

度
、

圧
力

等
の

傾
向

監
視

に
よ

り
推

定
 

(e
) 

１
次

冷
却

系
か

ら
の

漏
え

い
を

水
位

、
圧

力
等

の
傾

向
監

視
す

る
こ

と
に

よ
り

推
定

 
(f

) 
圧

力
と

温
度

を
水

の
飽

和
状

態
の

関
係

か
ら

推
定

 
(g

) 
ほ

う
素

濃
度

と
炉

心
の

未
臨

界
性

か
ら

推
定

 
(h

) 
装

置
の

動
作

特
性

に
よ

り
推

定
 

(i
) 

そ
の

他
評

価
し

た
パ

ラ
メ

ー
タ

の
相

関
関

係
に

よ
り

推
定

 
 (3

) 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
方

法
 

計
器

故
障

時
、

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

ま
た

は
他

ル
ー

プ
の

計
器

が
あ

る
場

合
、

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
計

器
に

よ
る

計
測

を
優

先
し

、
次

に
他

ル
ー

プ
の

計
器

に
よ

り
計

測
す

る
。

 
重

要
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

（
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
お

よ
び

他
ル

ー
プ

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
除

く
。
）
の

値
に

よ
り

推
定

を
行

う
際

に
、
推

定
に

使
用

す
る

計
器

が
複

数
あ

る
場

合
、

よ
り

直
接

的
な

パ
ラ

メ
ー

行
為

内
容

の
部

分
は

保
安

規
定

に
記

載
し

、
実

施
手

段
に

相
当

す
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
は

社
内

標
準

に
て

明
確

に
規

定
す

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

 
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

 第
一

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

（
５

）
 
パ

ラ
メ

ー
タ

監
視

の
た

め
の

活
動

 
ａ

．
 
可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
採

取
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
パ

ラ
メ

ー
タ

採
取

を
実

施
す

る
。
具

体
的

な
手

順
は

、
別

紙
９

－
１

３
－

１
の

と
お

り
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
で

採
取

し
た

記
録

を
「

重
大

事
故

時
の

パ
ラ

メ
ー

タ
記

録
提

出
書

」
に

従
い

保
存

す
る

こ
と

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
２

部
）

 
（

共
通

操
作

-1
8
 

事
故

時
の

監
視

計
器

お
よ

び
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

）
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
３

部
）
（

主
要

操
作

）
 

要
求

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、
優

先
順

位
を

定
め

て
記

載
 

１
．

２
．

１
 

計
測

装
置

 
（

１
）

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

計
測

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

当
該

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
原

子
炉

容
器

内
の

温
度

、
圧

力
及

び
水

位
、

並
び

に
原

子
炉

容
器

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

等
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
又

は
計

測
範

囲
を

超
え

た
場

合
に

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
段

等
に

よ
り

推
定

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

に
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
る

推
定

の
対

応
手

段
等

、
複

数
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

中
か

ら
確

か
ら

し
さ

を
考

慮
し

た
優

先
順

位
を

定
め

て
保

安
規

定
に

明
確

に
し

、
確

実
に

運
用

及
び

遵
守

で
き

る
よ

う
手

順
と

し
て

定
め

て
管

理
す

る
。

 
 

添
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資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
越

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
（

最
高

計
測

可
能

温
度

等
）
の

明
確

化
、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、

複
数

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
中

か
ら

確
か

ら
し

さ
を

考
慮

し
た

優
先

順
位

を
定

め
て

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
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資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

4
. 

放
射

線
管

理
用

計
測

装
置

の
計

測
範

囲
及

び
警

報
動

作
範

囲
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

設
計

基
準

を
超

え
る

状
態

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

把
握

す
る

た
め

の
能

力
の

明
確

化
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

の
対

応
手

段
等

、
複

数
の

パ
ラ

メ
ー

タ
の

中
か

ら
確

か
ら

し
さ

を
考

慮
し

た
優

先
順

位
を

定
め

て
保

安
規

定
に

明
確

に
し

、
確

実
に

運
用

及
び

遵
守

で
き

る
よ

う
手

順
と

し
て

定
め

て
管

理
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

タ
、

検
出

器
の

種
類

お
よ

び
使

用
環

境
条

件
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
計

測
さ

れ
る

値
の

確
か

ら
し

さ
を

判
断

の
上

で
使

用
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
優

先
順

位
を

定
め

る
。

 
 ２

．
計

器
の

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

－
タ

の
推

定
 

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
、
圧

力
お

よ
び

水
位

、
な

ら
び

に
原

子
炉

圧
力

容
器

お
よ

び
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
う

ち
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

値
が

計
器

の
計

測
範

囲
を

超
え

る
も

の
は

、
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

温
度

と
水

位
で

あ
る

。
 

当
直

課
長

は
、

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
お

よ
び

水
位

の
値

が
計

器
の

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

、
原

子
炉

施
設

の
状

態
を

推
定

す
る

た
め

の
手

段
は

、
以

下
の

と
お

り
。

 
(1

) 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

温
度

 
当

直
課

長
は

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
で

あ
る

1
次

冷
却

材
温

度
が

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

、
可

搬
型

計
測

器
を

接
続

し
、
検

出
器

の
抵

抗
を

計
測

し
、
換

算
表

を
用

い
て

温
度

へ
変

換
す

る
。

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

炉
心

出
口

温
度

が
健

全
で

あ
る

場
合

は
、

炉
心

出
口

温
度

に
よ

る
計

測
を

優
先

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

重
大

事
故

等
時

に
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
（

広
域

）
ま

た
は

１
次

冷
却

材
低

温
側

温
度
（

広
域

）
値

が
、
計

器
の

測
定

範
囲

を
超

え
て

確
認

で
き

な
い

場
合

 
 (2

) 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位

 
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位

の
パ

ラ
メ

ー
タ

で
あ

る
加

圧
器

水
位

が
低

下
し

て
計

測
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

、
原

子
炉

水
位

で
計

測
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

時
に

加
圧

器
水

位
が

低
下

し
、
計

器
の

計
測

範
囲

を
外

れ
確

認
で

き
な

い
場

合
 

 表
８

５
－

１
６

 
計

装
設

備
 

８
５

－
１

６
－

１
 

計
装

設
備

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

分
類

 
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

圧
力

 
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

 
１

次
冷

却
材

圧
力

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
１

次
冷

却
材

高
温

側
温

度
（

広
域

）
 

③
１

次
冷

却
材

低
温

側
温

度
（

広
域

）
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条
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（
計

装
設

備
）

 

4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

４
 

電
源

喪
失

時
の

計
測

 
（

中
略

）
 

直
流

電
源

が
喪

失
し

、
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

の
測

定
対

象
を

選
定

し
た

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
計

測
を

保
安

規
定

に
明

確
に

し
、

確
実

に
運

用
及

び
遵

守
で

き
る

よ
う

手
順

と
し

て
定

め
て

管
理

す
る

。
 

添
28

-4
5
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
0
そ

の
他

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

計
測

装
置

 
(
9)

 可
搬

型
計

測
器

 
可

搬
型

計
測

器
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
を

有
し

て
お

り
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

当
該

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
原

子
炉

容
器

内
の

温
度

の
パ

ラ
メ

ー
タ

が
計

測
範

囲
を

超
え

た
場

合
、

運
転

員
そ

の
他

の
従

事
者

が
可

搬
型

計
測

器
を

検
出

器
に

接
続

す
る

。
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
は

検
出

器
の

抵
抗

値
を

計
測

し
た

後
、

換
算

表
を

用
い

て
温

度
に

換
算

し
て

、
監

視
す

る
と

と
も

に
、

記
録

用
紙

に
記

録
し

、
保

存
す

る
。

重
大

事
故

等
時

に
直

流
電

源
が

喪
失

し
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
、

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

う
ち

第
1
表

に
示

す
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
計

器
に

つ
い

て
、

運
転

員
そ

の
他

の
従

事
者

が
可

搬
型

計
測

器
を

検
出

器
に

接
続

す
る

。
運

転
員

そ
の

他
の

従
事

者
は

検
出

器
の

抵
抗

値
又

は
電

気
信

号
を

計
測

し
た

後
、

換
算

表
を

用
い

て
温

度
、

圧
力

、
水

位
及

び
流

量
に

換
算

し
て

、
監

視
す

る
と

と
も

に
、

記
録

用
紙

に
記

録
し

、
保

存
す

る
。

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
計

測
手

段
及

び
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
５

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

５
．

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
等

 
計

器
電

源
の

喪
失

 
１

．
計

器
電

源
の

喪
失

時
の

対
応

 
当

直
課

長
は

、
直

流
電

源
が

喪
失

し
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。

 
(1

) 
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

お
よ

び
直

流
電

源
喪

失
 

当
直

課
長

は
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

に
よ

り
計

測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
、
蓄

電
池
（

安
全

防
護

系
用

）
、
電

源
車

等
の

運
転

に
よ

り
、

計
器

へ
給

電
す

る
。

 
代

替
電

源
の

供
給

が
で

き
な

い
場

合
は

、
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
と

し
て

、
パ

ラ
メ

ー
タ

選
定

で
選

定
し

た
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

重
要

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

に
つ

い
て

は
、

温
度

、
圧

力
、
水

位
お

よ
び

流
量

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
、
可

搬
型

計
測

器
を

接
続

し
計

測
す

る
。
た

だ
し

、
可

搬
型

計
測

器
を

用
い

ず
に

直
接

確
認

で
き

る
も

の
は

現
場

で
確

認
す

る
。

 
ま

た
、
可

搬
型

計
測

器
の

計
測

値
を

工
学

値
に

換
算

す
る

換
算

表
を

準
備

す
る

。
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
計

測
に

お
い

て
は

、
計

測
の

選
定

を
行

う
際

の
考

え
方

と
し

て
、
同

一
パ

ラ
メ

ー
タ

に
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
１

つ
の

適
切

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
選

定
し

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。
同

一
の

物
理

量
に

つ
い

て
、
複

数
の

パ
ラ

メ
ー

タ
が

あ
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

１
つ

の
適

切
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

選
定

し
、

計
測

ま
た

は
監

視
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
直

流
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

で
の

パ
ラ

メ
ー

タ
が

監
視

で
き

な
い

場
合

。
 

 

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

 
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
業

務
所

則
 

 第
一

発
電

室
事

故
時

操
作

所
則

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

（
５

）
 
パ

ラ
メ

ー
タ

監
視

の
た

め
の

活
動

 
ａ

．
 
可

搬
型

計
測

器
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
採

取
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
パ

ラ
メ

ー
タ

採
取

を
実

施
す

る
。
具

体
的

な
手

順
は

、
別

紙
９

－
１

３
－

１
の

と
お

り
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

９
章

 
運

転
監

視
）

 
運

転
監

視
で

採
取

し
た

記
録

を
「

重
大

事
故

時
の

パ
ラ

メ
ー

タ
記

録
提

出
書

」
に

従
い

保
存

す
る

こ
と

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
２

部
）

 
（

共
通

操
作

-1
8
 

事
故

時
の

監
視

計
器

お
よ

び
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

）
 

第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
（

第
３

部
）
（

主
要

操
作

）
 

要
求

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

又
は

計
測

範
囲

を
超

え
た

場
合

の
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
の

対
応

手
順

等
、
優

先
順

位
を

定
め

て
記

載
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4 
 計

測
制

御
系

統
施

設
 

１
．

２
．

３
 

計
測

結
果

の
表

示
、

記
録

及
び

保
存

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
計

測
又

は
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
計

測
結

果
は

、
中

央
制

御
室

に
原

則
指

示
又

は
表

示
し

、
記

録
及

び
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

は
、

原
則

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（「

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
、

１
・

３
・

４
号

機
に

設
置

」
（

以
下

同
じ

。
））

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（「
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

、
１

・
３

・
４

号
機

に
設

置
」
（

以
下

同
じ

。
）
）

に
電

磁
的

に
記

録
、

保
存

し
、

電
源

喪
失

に
よ

添
28

-5
3
 

資
料

２
８

 
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.2

.3
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
と

な
る

パ
ラ

メ
ー

タ
は

、
原

則
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
（

注
）

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
注

）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１

１
．

３
 

手
順

書
の

整
備

 
(1

) 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
い

て
、

事
象

の
種

類
お

よ
び

事
象

の
進

展
に

応
じ

て
、

的
確

か
つ

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

処
す

る
た

め
の

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
ま

た
、

重
大

事
故

等
の

対
処

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
使

用
主

体
に

応
じ

た
内

容
お

よ
び

重
大

事
故

等
対

策
に

用
い

る
特

重
施

設
に

係
る

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
カ

 
安

全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
重

大
事

故
等

対

          

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

に
よ

り
記

録
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

に
つ

い
て

別
表

４
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

り
保

存
し

た
記

録
が

失
わ

れ
な

い
設

計
と

す
る

と
と

も
に

帳
票

が
出

力
で

き
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
記

録
は

必
要

な
容

量
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

と
な

る
現

場
の

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
も

、
可

搬
型

温
度

計
測

装
置

等
に

よ
り

記
録

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

結
果

の
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 
な

お
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
は

、
計

測
制

御
系

統
施

設
の

通
信

連
絡

設
備

を
計

測
制

御
系

統
施

設
の

計
測

装
置

と
し

て
兼

用
す

る
。

 
 

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

と
な

る
現

場
の

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
も

、
可

搬
型

温
度

計
測

装
置

等
に

よ
り

記
録

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

 

８
条

の
６

関
連

）
 

策
実

施
の

判
断

基
準

と
し

て
確

認
さ

れ
る

水
位

、
圧

力
お

よ
び

温
度

等
の

計
測

可
能

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
整

理
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
と

と
も

に
、

以
下

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

事
項

に
つ

い
て

も
定

め
る

。
 

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

は
、

表
－

１
５
「

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

(
ｱ
)
 

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
重

要
な

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
と

有
効

な
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
位

置
づ

け
る

こ
と

。
 

(
ｲ
)
 

通
常

使
用

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
が

故
障

等
に

よ
り

計
測

不
能

な
場

合
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
て

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
を

推
定

す
る

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 

記
録

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
お

よ
び

直
流

電
源

が
喪

失
し

て
も

可
搬

型
計

測
器

に
よ

り
計

測
可

能
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
す

る
こ

と
。

 
(ｴ

) 
パ

ラ
メ

ー
タ

挙
動

予
測

、
影

響
評

価
す

べ
き

項
目

お
よ

び
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

等
に

関
す

る
こ

と
。

 
ま

た
、
有

効
性

評
価

等
に

て
整

理
し

た
有

効
な

情
報

に
つ

い
て

、
運

転
員

が
監

視
す

べ
き

パ
ラ

メ
ー

タ
の

選
定

、
状

況
の

把
握

お
よ

び
進

展
予

測
な

ら
び

に
対

応
処

置
の

参
考

情
報

と
し

、
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

                    

「
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

一
覧

」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

ｂ
．

 計
装

保
修

課
長

は
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

に
保

存
さ

れ
た

記
録

を
、

記
録

容
量

を
超

え
る

前
に

定
期

的
に

、
メ

デ
ィ

ア
（

記
録

媒
体

）
に

保
存

す
る

。
 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
（

２
）

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
／

出
口

温
度

の
記

録
 

ａ
．

 計
装

保
修

課
長

は
、

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度
（

Ｓ
Ａ

）
用

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

入
口

温
度

／
出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
用

に
つ

い
て

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
パ

ソ
コ

ン
に

保
存

す
る

。
 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
パ

ソ
コ

ン
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
（

３
）
再

結
合

装
置

内
温

度
の

記
録
（

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

）
 

ａ
．

 計
装

保
修

課
長

は
、

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

の
記

録
を

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
温

度
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
水

素
燃

焼
装

置
温

度
の

記
録

に
つ

い
て

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

保
守

ツ
ー

ル
に

よ
り

印
刷

す
る

。
 

２
．

記
録

の
保

存
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）

 

表
１

３
３

－
３

（
続

き
）

 
記

録
（
実

用
炉
規

則
第

６
７

条
に
基

づ
く

記
録
）

※
８
 

記
録
す

べ
き

場
合
 

保
存

期
間
 

５
．

品
管

規
則
の

要
求

事
項

に
基
づ

き
作
成

す
る

次
の
記

録
 

(
1
) 

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ

ー

の
結

果
の
記

録
 

(
2
) 

要
員
の
力

量
お

よ
び
教

育

訓
練

そ
の

他
の

措
置
に

係

る
記

録
 

(
3
) 

個
別
業
務

に
必

要
な
プ

ロ

セ
ス

お
よ

び
当

該
プ
ロ

セ

ス
を

実
施

し
た

結
果
が

個

別
業

務
等

要
求

事
項
に

適

合
す

る
こ

と
を

実
証
す

る

た
め

に
必

要
な

記
録
（

本

項
の

他
で

定
め

る
も
の

を

除
く

。
）
 

(
4
) 

個
別
業
務

等
要

求
事
項

の

審
査

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
当

該
審

査
の

結
果
に

基

づ
き

講
じ

た
措

置
に
係

る

記
録
 

(
5
) 

設
計
開
発

に
用

い
る
情

報

に
係

る
記
録
 

(
6
) 

設
計
開
発

の
レ

ビ
ュ
ー

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

レ
ビ

ュ
ー
の

結

果
に

基
づ

き
講

じ
た
措

置

に
係

る
記
録
 

(
7
) 

設
計
開
発

の
検

証
の
結

果

の
記

録
お

よ
び

当
該
検

証

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
8
) 

設
計
開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

の
記

録
お

よ
び
当

該

設
計

開
発

妥
当

性
確
認

の

結
果

に
基

づ
き

講
じ
た

措

置
に

係
る
記

録
 

(
9
) 

設
計
開
発

の
変

更
に
係

る

記
録
 

(
1
0)
 
設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
、

検
証

お
よ

び
妥
当

性

確
認

の
結

果
の

記
録
お

よ

び
そ

の
結

果
に

基
づ
き

講

じ
た

措
置
に

係
る
記

録
 

(
1
1)
 
供

給
者

の
評

価
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該
評

価

の
結

果
に

基
づ

き
講
じ

た

措
置

に
係
る

記
録
 

(
1
2)
 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当
性

確

認
の

結
果
の

記
録
 

(
1
3)
 
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

関
す

る
ト

レ
ー
サ

ビ

リ
テ

ィ
の
記

録
 

(
1
4)
 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

し
て

い
る
場

合

の
記

録
 

(
1
5)
 
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
し

な
い

場
合

に
お

け

る
、

校
正

ま
た

は
検
証

の

根
拠

の
記
録
 

(
1
6)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項
へ

の

不
適

合
が

判
明

し
た
場

合

に
お

け
る

、
従

前
の
監

視

測
定

の
結

果
の

妥
当
性

を

評
価

し
た
記

録
 

(
1
7)
 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

お
よ

び
検
証

の

結
果

の
記
録
 

(
1
8)
 
内

部
監

査
結
果

の
記
録
 

(
1
9)
 
使

用
前

事
業

者
検

査
等

ま
た

は
自

主
検

査
等
の

結

果
に

係
る
記

録
 

(
2
0)
 
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認
を

行

っ
た

要
員

を
特

定
す
る

こ

と
が

で
き
る

記
録
 

作
成

の
都
度
 

５
年
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
重

大
事

故
等

の
対

処
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

の
計

測
結

果
】

 
 実

用
炉

規
則

第
６

７
条

に
よ

り
記

録
の

管
理

要
求

が
あ

る
も

の
は

、
表

1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(
2
1)
 
不

適
合

の
内

容
の

記
録

お
よ

び
当

該
不

適
合
に

対

し
て

講
じ

た
措

置
（
特

別

採
用

を
含
む

。
）
に
係

る
記

録
 

(
2
2)
 
講

じ
た

全
て

の
是

正
処

置
お

よ
び

そ
の

結
果
の

記

録
 

(
2
3)
 
講

じ
た

全
て

の
未

然
防

止
処

置
お

よ
び

そ
の
結

果

の
記

録
 

 
 

第
74

条
4
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

運
転

員
の

被
ば

く
の

観
点

か
ら

結
果

が
最

も
厳

し
く

な
る

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

も
運

転
員

が
と

ど
ま

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

施
設

し
、

中
央

制
御

室
遮

蔽
を

透
過

す
る

放
射

線
に

よ
る

線
量

、
中

央
制

御
室

に
取

り
込

ま
れ

た
外

気
に

よ
る

線
量

及
び

入
退

域
時

の
線

量
が

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
及

び
運

転
員

の
交

代
要

員
体

制
を

考
慮

し
、

そ
の

実
施

の
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
並

び
に

中
央

制
御

室
空

調
装

置
及

び
中

央
制

御
室

遮
蔽

の
機

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
7
日

間
で

1
0
0m

S
v
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

等
時

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

で
は

、
設

計
基

準
事

故
時

の
手

法
を

参
考

に
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
時

に
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

種
類

、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
の

中
央

制
御

室
空

調
装

置
の

起
動

遅
れ

等
、

重
大

事
故

等
時

の
評

価
条

件
を

適
切

に
考

慮
す

る
。

 
 

添
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資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
. 

中
央

制
御

室
の

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

の
防

護
措

置
 

中
央

制
御

室
は

、
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
等

の
設

計
基

準
事

故
時

に
、

中
央

制
御

室
内

に
と

ど
ま

り
必

要
な

操
作

、
措

置
を

行
う

運
転

員
が

過
度

の
被

ば
く

を
受

け
な

い
よ

う
施

設
し

、
運

転
員

の
勤

務
形

態
を

考
慮

し
、

事
故

後
3
0
日

間
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制
御

室
に

入
り

、
と

ど
ま

っ
て

も
、

中
央

制
御

室
遮

蔽
を

透
過

す
る

放
射

線
に

よ
る

線
量

、
中

央
制

御
室

内
に

取
り

込
ま

れ
た

外
気

に
よ

る
線

量
及

び
入

退
域

時
の

線
量

が
、

中
央

制
御

室
の

建
物

の
気

密
性

並
び

に
中

央
制

御
室

換
気

設
備

及
び

中
央

制
御

室
遮

蔽
の

機
能

と
あ

い
ま

っ
て

、
10

0m
Sv

を
超

え
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

時
に

お
い

て
は

、
炉

心
の

著
し

い
損

傷
の

発
生

を
想

定
し

た
場

合
に

お
い

て
も

運
転

員
が

と
ど

ま
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
施

設
し

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

を
透

過
す

る
放

射
線

に
よ

る
線

量
、

中
央

制
御

室
内

に
取

り
込

ま
れ

た
外

気
に

よ
る

線
量

及
び

入
退

域
時

の
線

量
が

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
及

び
運

転
員

の
交

代
要

員
体

制
を

考
慮

し
、

そ
の

実
施

の
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
中

央
制

御
室

の
建

物
の

気
密

性
並

び
に

中
央

制
御

室
換

気
設

備
及

び
中

央
制

御
室

遮
蔽

の
機

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
の

同
時

被
災

を
考

慮
し

て
も

、
7
日

間
で

1
0
0m

Sv
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

 
さ

ら
に

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

、
設

計
基

準
事

故
対

策
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
濃

度
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
６

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

６
．

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

等
 

居
住

性
の

確
保

 
当

直
課

長
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
に

と
ど

ま
る

運
転

員
の

被
ば

く
線

量
を

７
日

間
で

 1
00

 m
Sv

 
を

超
え

な
い

よ
う

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

お
よ

び
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
を

遮
断

し
た

状
態

で
閉

回
路

循
環

運
転
（

以
下

、「
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

」
と

い
う

。）
に

よ
り

、
環

境
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

等
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

か
ら

運
転

員
等

を
防

護
す

る
と

と
も

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

マ
ス

ク
等

）
に

よ
る

放
射

線
防

護
措

置
等

に
て

被
ば

く
を

低
減

し
、

以
下

の
手

順
等

で
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
４

．
そ

の
他

の
放

射
線

防
護

措
置

等
に

関
す

る
手

順
等

 
(1

) 
重

大
事

故
等

時
の

全
面

マ
ス

ク
の

着
用

手
順

 
当

直
課

長
は

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
、
炉

心
損

傷
の

兆
候

が
見

ら
れ

た
場

合
ま

た
は

発
電

所
対

策
本

部
長

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、
運

転
員

等
の

内
部

被
ば

く
を

低
減

す
る

た
め

、
全

面
マ

ス
ク

の
着

用
を

指
示

す
る

。
 

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
ま

た
は

炉
心

損
傷

の
兆

候
が

見
ら

れ
た

場
合

 
ま

た
は

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

運
転

員
等

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

マ
ス

ク
着

用
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
 

 (2
) 

重
大

事
故

等
時

の
運

転
員

等
の

被
ば

く
低

減
お

よ
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
 

当
直

課
長

は
、
運

転
員

等
の

被
ば

く
低

減
お

よ
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
の

た
め

、
発

電
所

対
策

本
部

長
等

と
協

議
の

上
、
長

期
的

な
保

安
の

観
点

か
ら

運
転

員
等

の
交

代
要

員
体

制
を

確
立

す
る

。
 

ま
た

、
交

代
要

員
は

運
転

員
等

の
交

代
に

伴
う

移
動

時
の

放
射

線
防

護
措

置
や

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
等

の
各

境
界

に
お

け
る

汚
染

管
理

を
行

う
こ

と
で

被
ば

く
の

低
減

を
図

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

 放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

４
章

 
事

故
時

対
応

業
務

）
 

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

マ
ス

ク
の

着
用

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

事
故

時
に

は
中

央
制

御
室

換
気

隔
離

の
作

動
お

よ
び

そ
の

確
認

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
７

編
 

重
大

事
故

等
時

お
よ

び
大

規
模

損
壊

時
の

放
射

線
管

理
 

第
７

章
 

放
射

線
防

護
資

機
材

の
維

持
管

理
 

５
．
（

２
）

中
央

制
御

室
放

射
線

防
護

資
機

材
の

維
持

管
理

 
ａ

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
中

央
制

御
室

に
お

い
て

外
部

か
ら

の
支

援
が

な
く

と
も

対
策

要
員

が
活

動
で

き
る

数
量

の
装

備
（

個
人

線
量

計
、

マ
ス

ク
等

）
を

配
備

す
る

。
 

ｂ
．

放
射

線
管

理
課

長
は

中
央

制
御

室
の

放
射

線
防

護
資

機
材

に
つ

い
て

、
「

放
射

線
防

護
資

機
材

お
よ

び
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

用
資

機
材

等
（

中
央

制
御

室
）」
（

別
表

７
－

１
）
の

と
お

り
通

常
時

か
ら

維
持
・
管

理
す

る
。

 

添
35

-7
 

資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

資
機

材
及

び
要

員
の

交
代

等
 

資
機

材
は

、
運

転
員

に
加

え
現

場
の

対
応

要
員

を
含

め
た

人
員

を
考

慮
し

た
数

量
の

防
護

具
類

を
配

備
し

、
炉

心
出

口
温

度
等

に
よ

り
炉

心
損

傷
が

予
想

さ
れ

る
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

炉
心

損
傷

の
徴

候
が

見
ら

れ
た

場
合

又
は

発
電

所
対

策
本

部
長

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

運
転

員
等

の
被

ば
く

低
減

の
た

め
、

当
直

課
長

の
指

示
に

よ
り

全
面

マ
ス

ク
を

着
用

す
る

。
 

炉
心

損
傷

が
予

想
さ

れ
る

事
態

と
な

っ
た

場
合

又
は

炉
心

損
傷

の
徴

候
が

見
ら

れ
た

場
合

、
運

転
員

の
被

ば
く

低
減

及
び

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
の

た
め

、
当

直
課

長
は

発
電

所
対

策
本

部
長

等
と

協
議

の
上

、
長

期
的

な
保

安
の

観
点

か
ら

運
転

員
の

交
代

要
員

体
制

を
整

備
す

る
。

 
具

体
的

に
は

、
交

代
要

員
体

制
は

、
交

代
要

員
と

し
て

通
常

勤
務

帯
の

運
転

員
を

当
直

交
代

サ
イ

ク
ル

に
充

て
構

成
す

る
等

の
運

用
を

行
う

こ
と

で
、

被
ば

く
線

量
の

平
準

化
を

行
う

。
 

ま
た

、
運

転
員

交
代

に
伴

う
移

動
時

の
放

射
線

防
護

措
置

や
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

各
境

界
に

お
け

る
汚

染
管

理
を

行
う

こ
と

で
運

転
員

の
被

ば
く

低
減

を
図

る
。

 

第
74

条
8
  

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
計

測
制

御
系

統
施

設
の

可
搬

型
の

酸
素

濃
度

計
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

）
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
号

機
共

用
、

１
号

機
に

保
管

）
を

使
用

し
、

中
央

制
御

室
の

居
住

性
を

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

添
35

-6
 

資
料

３
５

 
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.3

 酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
 

計
測

制
御

系
統

施
設

の
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
範

囲
に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

１
６

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

６
．

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

等
 

居
住

性
の

確
保

 
当

直
課

長
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
に

と
ど

ま
る

運
転

員
の

被
ば

く
線

量
を

７
日

間
で

 1
00

 m
Sv

 
を

超
え

な
い

よ
う

、
中

央
制

御
室

遮
蔽

お
よ

び
中

央
制

御
室

換
気

設
備

の
外

気
を

遮
断

し
た

状
態

で
閉

回
路

循
環

運
転
（

以
下

、「
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

」
と

い
う

。）
に

よ
り

、
環

境
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

等
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

か
ら

運
転

員
等

を
防

護
す

る
と

と
も

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

マ
ス

ク
等

）
に

よ
る

放
射

線
防

護
措

置
等

に
て

被
ば

く
を

低
減

し
、

以
下

の
手

順
等

で
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
３

．
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
手

順
 

当
直

課
長

は
、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

が
中

央
制

御
室

換
気

系
隔

離
モ

ー
ド

と
な

っ
た

場
合

、
中

央
制

御
室

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

行
う

。
 

(1
) 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

中
央

制
御

室
換

気
設

備
が

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

モ
ー

ド
と

な
っ

た
場

合
 

 

酸
素

濃
度

計
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
運

転
上

の
制

限
と

し
て

定
め

る
。

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

 第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
第

１
０

章
 中

央
制

御
室

等
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
３

．
中

央
制

御
室

等
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 
（

１
）

当
直

課
長

は
、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

の
酸

素
濃

度
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

に
つ

い
て

、
「

高
浜

発
電

所
 

発
電

室
業

務
所

則
」
「

高
浜

発
電

所
事

故
時

操
作

所
則

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
業

務
所

則
（

第
１

４
章

 
事

故
時

対
応

業
務

）
 

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

マ
ス

ク
の

着
用

を
記

載
 

 第
一

発
電

室
 

事
故

時
操

作
所

則
 

事
故

時
に

は
中

央
制

御
室

換
気

隔
離

の
作

動
お

よ
び

そ
の

確
認

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 第
二

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

１
４

章
 

事
故

時
対

応
業

務
）

 
本

部
長

の
指

示
に

基
づ

き
マ

ス
ク

の
着

用
を

記
載

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
事

故
時

に
は

中
央

制
御

室
換

気
隔

離
の

作
動

お
よ

び
そ

の
確

認
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

 

第
74

条
11

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

中
央

制
御

室
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、

運
転

員
が

中
央

制
御

室
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

を
平

常
時

よ
り

設

添
33

-1
 

 
添

33
-2

 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
 中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
 

中
央

制
御

室
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
ヘ

の
汚

染
の

持
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
中

央
制

御
室

の
１

号
機

側
出

入
口

付
近

の
1
箇

所
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
な

お
、

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必

163



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

け
る

設
計

と
し

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
の

結
果

、
運

転
員

の
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
運

転
員

の
除

染
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

区
画

を
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

を
行

う
区

画
に

隣
接

し
て

平
常

時
よ

り
設

け
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

対
応

に
必

要
な

資
機

材
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

区
画

は
恒

設
化

す
る

。
中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

1
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
運

転
員

等
の

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
濡

れ
ウ

エ
ス

等
に

よ
る

拭
取

り
や

簡
易

シ
ャ

ワ
ー

で
除

染
を

行
う

除
染

エ
リ

ア
で

構
成

さ
れ

る
。

な
お

、
除

染
に

使
用

し
た

シ
ャ

ワ
ー

水
は

、
排

水
を

受
け

る
資

機
材

及
び

ウ
エ

ス
で

受
け

、
使

用
し

た
ウ

エ
ス

は
使

用
済

濡
れ

ウ
エ

ス
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

、
中

央
制

御
室

横
通

路
を

活
用

し
て

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
計

測
制

御
系

統
施

設
の

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
等

を
配

備
す

る
。

設
営

用
資

機
材

や
防

護
具

類
等

は
、

迅
速

な
対

応
を

行
う

た
め

に
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

設
営

場
所

近
辺

に
配

備
す

る
。

な
お

、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

 表
－

１
６

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

）
 

操
作

手
順

 
１

６
．

中
央

制
御

室
の

居
住

性
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

等
 

汚
染

の
持

ち
込

み
防

止
 

１
．

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

手
順

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

１
０

条
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
、
中

央
制

御
室

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
な

お
、
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
区

画
を

恒
設

化
し

、
速

や
か

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

置
場

所
の

照
明

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
の

内
蔵

蓄
電

池
に

よ
る

照
明

を
確

保
し

、
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
り

給
電

後
、

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
を

電
源

に
接

続
し

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

照
明

を
引

き
続

き
確

保
す

る
。

 
(1

) 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

１
０

条
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

 
 （

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 優
先

順
位

 
照

明
確

保
の

優
先

順
位

は
、

常
設

の
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

非
常

用
照

明
を

優
先

し
て

使
用

し
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
非

常
用

照
明

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

可
搬

型
照

明
（

Ｓ
Ａ

）
を

使
用

す
る

。
 

 居
住

性
の

確
保

・
汚

染
の

持
ち

込
み

防
止

・
放

射
性

物
質

の
濃

度
低

減
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 放

射
線

管
理

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

で
は

、
現

場
作

業
を

行
う

運
転

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

接
し

た
除

染
エ

リ
ア

に
て

除
染

を
行

う
。
除

染
に

よ
り

廃
水

が
発

生
し

た
場

合
は

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

と
で

放
射

性
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
 

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

重
大

事
故

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

２
．

プ
ラ

ン
ト

対
応

以
外

の
手

順
 

（
２

）
中

央
制

御
室

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
 

ａ
．

中
央

制
御

室
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
低

減
 

（
ｂ

）
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
中

央
制

御
室

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

設
置

す
る

。
 

具
体

的
な

手
順

は
、
別

紙
９

－
１

０
－

２
（

３
・
４

号
機

）
の

と
お

り
 

第
75

条
7
  

（
監

視
測

定
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

４
 

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
重

大
事

故
等

時
に

使
用

す
る

移
動

式
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

計
測

結
果

の
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

 

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）
又

は
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

注
）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
、
風

速
、
そ

の
他

の
気

象
条

件
】

(4
4
)
～

(
46

)
 

 実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

※
（

数
字

）
は

、
表

1
33

-1
 の

該
当

項
目

番
号

 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
６

）
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

 
ａ

．
 放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
記

録
用

紙
に

出
力

さ
れ

た
記

録
に

つ
い

て
定

期
的

に
取

り
出

す
。

 
ｃ

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
取

り
出

し
た

記
録

に
つ

い
て

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

る
。

 
２

．
 
記

録
の

保
存

 
 

各
所

管
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
期

間
保

存
す

る
。

 

第
75

条
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（
監

視
測

定
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

５
 

環
境

測
定

装
置

 
（

中
略

）
 

可
搬

型
気

象
観

測
装

置
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

、
発

電
所

に
お

い
て

風
向

、
風

速
、

そ
の

他
の

気
象

条
件

を
測

定
し

、
測

定
結

果
を

記
録

で
き

る
設

計
と

し
、

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
記

録
は

必
要

な
容

量
を

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

、
記

録
の

管
理

に
つ

い
て

は
運

用
を

定
め

る
。

ま
た

、
指

示
値

は
、

無
線

に
よ

り
伝

送
し

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

で
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

以
下

の
記

録
を

 
「

表
13

3-
3
(5

)
 

J
EA

C4
11

1
 
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

次
の

記
録

」
 

(
4)

 業
務
・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

そ
の

レ
ビ

ュ
ー

を
受

け
て

と
ら

れ
た

処
置

の
記

録
に

よ
り

管
理

す
る

。
 

【
風

向
、
風

速
、
そ

の
他

の
気

象
条

件
】

(4
4
)
～

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
１

）
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

よ
る

記
録

 
ａ

．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

に
よ

り
記

録
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

に
つ

い
て

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
ｂ

．
 計

装
保

修
課

長
は

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

、
記

録
容

量
を

超
え

る
前

に
定

期
的

に
、

メ
デ

ィ
ア

（
記

録
媒

体
）

に
保

存
す

る
。
 

164



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

(
46

)
 

 実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

よ
り

記
録

の
管

理
要

求
が

あ
る

も
の

は
、

表
1
33

-1
 
に

て
も

管
理

す
る

。
 

※
（

数
字

）
は

、
表

1
33

-
1
 の

該
当

項
目

番
号

 

ｃ
．
 
計

装
保

修
課

長
は

、
メ

デ
ィ

ア
に

保
存

さ
れ

た
記

録
を

印
刷

す
る

。 
２

．
記

録
の

保
存

 
 

各
課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

別
表

４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

第
76

条
5
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

を
平

常
時

よ
り

設
け

る
設

計
と

す
る

。
こ

の
区

画
で

は
、

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
等

を
用

い
て

出
入

管
理

を
行

い
、

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

。
身

体
サ

ー
ベ

イ
の

結
果

、
対

策
要

員
の

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

対
策

要
員

の
除

染
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

区
画

を
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

を
行

う
区

画
に

隣
接

し
て

平
常

時
よ

り
設

け
る

設
計

と
す

る
。

 

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ヘ
の

汚
染

の
持

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

2
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

は
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

内
を

活
用

し
て

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

照
明

等
を

配
備

す
る

。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 (2

) 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

 第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 
各

課
（

室
）

長
は

、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）
「

設
備

・
資

機
材

一
覧

」
の

と
お

り
配

備
す

る
。

 

第
76

条
6
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

こ
れ

ら
の

対
応

に
必

要
な

資
機

材
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
（

中
略

）
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
内

を
活

用
し

て
区

画
し

、
防

護
具

類
、

除
染

用
資

機
材

、
汚

染
管

理
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

可
搬

型
照

明
等

を
配

備
す

る
。

設
営

用
資

機
材

や
防

護
具

類
、

可
搬

型
照

明
等

は
、

迅
速

な
対

応
を

行
う

た
め

に
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

設
営

場
所

近
辺

に
配

備
す

る
。

な
お

、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
３

）
 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．

 各
課

（
室

）
長

は
、

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
、

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４
「

設
備
・

資
機

材
一

覧
」

の
と

お
り

配
備

す
る

。
 

各
課
（

室
）
長

は
、
保

守
点

検
の

結
果

、
不

具
合

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
速

や
か

に
修

理
す

る
か

、
代

替
品

を
補

充
す

る
こ

と
に

よ
り

必
要

数
量

を
確

保
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

１
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

(1
) 

放
射

線
管

理
用

資
機

材
の

維
持

管
理

に
つ

い
て

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 (2

) 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

第
76

条
7
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

8-
9 

緊
急

時
対

策
所

 

１
．

１
 

緊
急

時
対

策
所

の
設

置
等

 
（

３
）

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

、
以

下
の

措
置

又
は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
機

能
を

確
保

す
る

。
 

ａ
．

居
住

性
の

確
保

 
（

中
略

）
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

要
員

等
が

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

外
側

か
ら

室
内

に
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
で

き
る

よ
う

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
作

業
服

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
区

画
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

で
は

、
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
等

を
用

い
て

出
入

管
理

を
行

い
、

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

。
 

添
33

-2
 

資
料

３
３

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.2
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

ヘ
の

汚
染

の
持

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

2
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

は
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

内
を

活
用

し
て

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

照
明

等
を

配
備

す
る

。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
な

お
、

こ
れ

ら
の

資
機

材
の

管
理

は
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

１
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

(2
) 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

運
用

手
順

 
緊

急
時

対
策

所
は

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 燃
料

補
給

 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
油

そ
う

お
よ

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

な
ら

び
に

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

－
 

放
射

線
管

理
通

達
 

運
転

管
理

通
達

 

 
－

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

高
浜

発
電

所
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

第
7
編

 
重

大
事

故
等

時
お

よ
び

大
規

模
損

壊
時

の
放

射
線

管
理

 
第

１
０

章
 

緊
急

時
対

策
所

の
放

射
線

管
理

 
２

．
緊

急
時

対
策

所
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
で

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ
（

必
要

に
よ

り
物

品
等

を
含

む
）
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

を
平

常
時

か
ら

設
置

す
る

。
 

 高
浜

発
電

所
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

第
２

編
 

重
大

事
故

等
対

処
の

た
め

の
手

順
 

第
２

章
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

対
応

操
作

 
２

．
プ

ラ
ン

ト
の

対
応

以
外

の
手

順
 

（
２

）
中

央
制

御
室

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

入
を

低
減

す
る

た
め

の
活

動
 

（
ａ

）
居

住
性

確
保

 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

を
７

日
間

で
１

０
０

ｍ
Ｓ

ｖ
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 
 

第
76

条
14

 
 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

１
．

１
．

２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
 

（
中

略
）

 
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
う

ち
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

に
設

け
る

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
１

号
機

設
備

、
１

・
２

・
３

・
４

号
機

共
用

）
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

１
号

機
設

備
、

１
・

２
・

３
・

４
号

機
共

用
）

は
、

重
大

事
故

等
時

に
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

内
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

を
低

減
又

は
防

止
す

る
た

め
の

確
実

な
判

断
が

で
き

る
よ

う
放

射
線

量
を

監
視

、
測

定
し

、
計

測
結

果
を

記
録

及
び

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

重
大

事
故

等
時

に
使

用
す

る
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

の
計

測
結

果
の

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

運
用

を
定

め
る

。
 

添
32

-2
2
 

 
添

32
-2

3
 

資
料

３
２

 
放

射
線

管
理

用
計

測
装

置
の

構
成

に
関

す
る

説
明

書
並

び
に

計
測

範
囲

及
び

警
報

動
作

範
囲

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.4

.3
 重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
関

す
る

計
測

結
果

の
記

録
及

び
保

存
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

各
計

測
装

置
の

計
測

結
果

は
、

計
測

装
置

に
応

じ
た

記
録

方
法

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

計
測

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
の

記
録

装
置

に
て

継
続

的
に

記
録

し
、

記
録

紙
は

取
り

替
え

て
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
格

納
容

器
内

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
、

格
納

容
器

内
高

レ
ン

ジ
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

）
及

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
計

測
結

果
は

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
（

注
）
又

は
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

注
）
に

電
磁

的
に

記
録

、
保

存
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

推
移

を
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
は

1
分

、
保

存
容

量
は

7
日

間
以

上
と

し
、

保
存

容
量

を
超

え
る

前
に

帳
票

と
し

て
出

力
す

る
こ

と
で

、
継

続
的

に
デ

ー
タ

を
保

存
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

る
計

測
結

果
は

、
プ

ラ
ン

ト
状

態
を

適
切

第
１

３
３

条
 

（
記

録
）
 

各
課
（

室
）
長

は
、
表

１
３

３
－

１
お

よ
び

表
１

３
３

－
２

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

１
に

作
成

(
表

１
３

３
－

１
第

１
項

を
除

く
。
)
し

、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
表

１
３

３
－

３
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

※
１
に

作
成

し
、
保

存
す

る
。
な

お
、
記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

※
１
：
適

正
と

は
、
不

正
行

為
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

い
う

(
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

)
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

３
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
の

記
録

 
１

．
記

録
の

作
成

、
報

告
 

 
各

課
（

室
）
長

は
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

管
理

す
る

。
 

（
５

）
発

電
所

お
よ

び
そ

の
周

辺
の

放
射

性
物

質
濃

度
お

よ
び

放
射

線
量

の
記

録
 

ａ
．

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

発
電

所
お

よ
び

そ
の

周
辺

の
放

射
性

物
質

濃
度
（

空
気

中
、
水

中
、
土

壌
中

）
お

よ
び

放
射

線
量

の
記

録
に

つ
い

て
、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
期

間
、

記
録

す
る

。
 

（
６

）
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

 
ａ

．
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
（

７
）

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
記

録
 

ａ
．
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」

に
定

め
る

期
間

、
記

録
す

る
。

 
 ２

．
 
記

録
の

保
存

 
 

各
所

管
課

長
は

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定

166



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

に
把

握
す

る
た

め
に

デ
ー

タ
収

集
周

期
を

1
分

と
す

る
。

記
録

の
保

存
容

量
は

外
部

支
援

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
、

記
録

で
き

る
よ

う
に

7
日

間
以

上
電

磁
的

に
記

録
し

、
電

源
喪

失
に

よ
り

保
存

し
た

記
録

が
失

わ
れ

な
い

設
計

と
す

る
。

 
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Na
I
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
GM

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

Zn
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

及
び

β
線

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
に

よ
る

計
測

結
果

は
、

従
事

者
が

記
録

し
、

保
存

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

記
録

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
運

用
を

定
め

る
。

 

め
る

記
録

に
つ

い
て

、
別

表
４
「

重
大

事
故

等
発

生
時

の
記

録
一

覧
」
に

定
め

る
期

間
保

存
す

る
。

 
 

第
78

条
26

 
 

（
準

用
：

電
気

設
備

に
関

す
る

基
準

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

（
準

用
）

 

５
．

８
 

電
気

設
備

の
設

計
条

件
 

（
中

略
）

 
電

気
設

備
に

お
い

て
は

、
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
発

電
所

構
内

に
常

時
駐

在
し

、
異

常
を

早
期

に
発

見
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-3
 

 
添

40
-4

 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.2
 発

電
機

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
発

電
機

は
、

短
絡

電
流

及
び

非
常

調
速

装
置

が
動

作
し

て
達

す
る

回
転

速
度

に
対

し
て

、
十

分
な

機
械

的
強

度
を

有
す

る
設

計
と

し
、

三
相

短
絡

試
験

に
よ

り
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

発
電

機
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

す
る

こ
と

に
よ

り
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

第
１

３
条

 
（

運
転

員
等

の
確

保
）
 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
の

運
転

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

者
を

確
保

す
る

※
１
。

な
お

、
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を
受

け
た

者
を

い
う

。
 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

の
運

転
に

あ
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

表
１

３
－

１
に

定
め

る
人

数
の

者
を

そ
ろ

え
、
中

央
制

御
室

あ
た

り
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
表

１
３

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
、
１

名
は

当
直

課
長

と
し

、
運

転
責

任
者

と
し

て
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
た

者
の

中
か

ら
選

任
さ

れ
た

者
と

す
る

。
 

３
．

当
直

課
長

は
、

第
２

項
で

定
め

る
者

の
う

ち
、
表

１
３

－
２

に
定

め
る

人
数

の
者

を
主

機
運

転
員

以
上

の
者

の
中

か
ら

常
時

中
央

制
御

室
に

確
保

す
る

。
 

 
－

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

（
第

２
章

 
要

員
の

確
保

）
 

当
直

員
の

要
員

数
に

つ
い

て
記

載
 

添
40

-4
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.3
 遮

断
器

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

発
変

電
設

備
の

損
傷

に
よ

る
供

給
支

障
の

防
止

の
た

め
、

過
電

流
を

生
じ

た
場

合
、

保
護

継
電

器
に

て
検

知
し

、
遮

断
器

を
開

放
し

て
自

動
的

に
発

電
機

を
電

路
か

ら
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
 

発
電

所
構

内
に

は
、

遮
断

器
の

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

者
が

常
時

駐
在

し
、

常
時

監
視

し
な

い
発

電
所

は
施

設
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

添
40

-5
 

資
料

４
０

 
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の

決
定

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.1

.4
 そ

の
他

電
気

設
備

 
(
4)

 供
給

支
障

の
防

止
 

動
力

変
圧

器
は

、
短

絡
電

流
に

よ
り

生
ず

る
機

械
的

衝
撃

に
耐

え
る

設
計

と
す

る
。

発
電

所
構

内
に

は
、

電
気

設
備

の
運

転
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
者

が
常

時
駐

在
し

、
常

時
監

視
し

な
い

発
電

所
は

施
設

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

―
 

―
 

―
 

添
2-

2-
5
-1

5
 

資
料

２
－

２
－

５
 

津
波

防
護

に
関

す
る

施
設

の
設

計
方

針
 

4
. 

機
能

設
計

 

4
.1

 
津

波
防

護
施

設
 

4
.1

.6
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
 

（
中

略
）

 
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

故
障

時
に

は
代

替
設

備
を

用
い

て
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、

潮
位

計
及

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
故

障
し

た
場

合
の

運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

（
津

波
防

護
施

設
）

 
 

第
６

８
条

の
２

 

（
津

波
防

護
施

設
）

 
 

第
６

８
条

の
２

 

（
中

略
）

 

３
．
計

装
保

修
課

長
、
土

木
建

築
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、

津
波

防
護

施
設

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

当
直

課
長

に
通

知
す

る
。
当

直
課

長
は

、
通

知
を

受
け

た
場

合
、
ま

た
は

津

波
防

護
施

設
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

６
８

の
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
原

子
燃

料
課

長
に

通
知

す
る

。
通

知

を
受

け
た

原
子

燃
料

課
長

は
、

同
表

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

 表
６

８
の

２
－

２
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

完
了

時
間

 

D.
２

台
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

D.
1 

当
直

課
長

は
、
３

台
の

う
ち

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を

確
認

し
た

と
み

な
す

。
 

お
よ

び
 

D.
2 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 

         速
や

か
に

 

E.
モ

ー
ド

１
、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
１

台
で

あ
る

場
合

 

E.
1 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

E.
2 

当
直

課
長

は
、
動

作
可

能
な

潮
位

計
１

台
に

よ
り

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

強
化

速
や

か
に

 

      速
や

か
に

 

  

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

別
添

 
3-

5
 

4
.1

.2
 

潮
位

計
の

故
障

時
の

対
応

 

(
1)

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
の

場
合

 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
と

な
っ

た
場

合
、

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
を

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
し

た
（

検
知

）
と

扱
う

。
 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
残

り
２

台
と

な
っ

た
場

合
に

、
故

障
に

よ
る

検
知

失
敗

の
可

能
性

を
低

減
し

、
３

台
中

２
台

の

検
知

に
よ

る
判

断
と

同
等

の
信

頼
性

を
確

保
す

る
。

 

(
2)

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
の

場
合

 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
と

な
っ

た
状

態
で

は
、

津
波

検
知

が
で

き
ず

、
津

波
防

護
機

能
を

喪
失

し
て

い
る

状

況
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
津

波
襲

来
の

有
無

に
係

わ
ら

ず
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

以
上

の
運

用
の

具
体

的
な

内
容

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

4
.2

.3
 

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

故
障

時
の

対
応

 

動
作

可
能

な
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
所

要
台

数
未

満
に

な
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
こ

と
に

加
え

、
速

や
か

に
代

替
手

段

と
し

て
「

保
安

電
話

（
携

帯
）
、

保
安

電
話

（
固

定
）
、

運
転

指
令

設
備

」
お

よ
び

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
と

同
種

の

通
信

機
器

で
あ

る
「

衛
星

電
話

（
固

定
）
」

の
い

ず
れ

か
に

よ
る

通
信

手
段

を
確

保
す

る
。

 

上
記

措
置

が
で

き
な

い
場

合
は

、
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

（
加

入
電

話
ま

た
は

携
行

型
通

話
装

置
）

を
確

保
の

う

え
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 
以

上
の

運
用

の
具

体
的

な
内

容
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

E.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

E.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

E.
5 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

    １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

F.
条

件
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

条
件

Ｅ
の

措
置

中
に

、

動
作

可
能

な
潮

位
計

１
台

の
観

測
潮

位
が

 

10
 
分

以
内

に
 0

.5
 m
以

上
下

降
も

し
く

は
上

昇
し

た
場

合
 

F.
1 

当
直

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

速
や

か
に

 

G.
モ

ー
ド

１
、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

潮
位

計
全

台
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

G.
1 

当
直

課
長

は
、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

G.
2 

当
直

課
長

は
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す
指

示
変

動
や

欠
測

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
、
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
強

化
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

G.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G.
5 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

      速
や

か
に

 

        １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

H.
 
条

件
Ｇ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

条
件

Ｇ
の

措
置

中
に

、

発
電

所
構

外
で

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
の

可
能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

も
し

く
は

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

が
欠

測
し

H.
1 

当
直

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

速
や

か
に
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

た
場

合
 

 K.
 
条

件
Ｊ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

K.
1 

電
気

保
修

課
長

は
、
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
ま

た
は

代
替

手
段

以
外

の
通

信
手

段
※

９
を

確
保

し
、
中

央
制

御
室

間
の

連
携

を
維

持
す

る
。

 

お
よ

び
 

K.
2 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

K.
3 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

K.
4 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

        １
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

  速
や

か
に

 

 

L.
 
条

件
Ｋ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

ま
た

は
 

 
条

件
Ｋ

の
措

置
中

に
、
衛

星
電

話
（

津
波

防

護
用

）
お

よ

び
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

の
機

能
喪

失
に

よ
り

、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
を

維
持

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
 

 

L.
1 

当
直

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

速
や

か
に

 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

（
中

略
）

 

(c
)
 
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２
台

未
満

と
な

っ
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す

指
示

変
動

や
欠

測
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

、
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
強

化
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

原
子

炉
施

設
へ

の
影

響
の

可
能

性
の

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
ま

た
は

発
電

所
構

外
の

観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 

(d
)
 衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
、
代

替
手

段
お

よ
び

代
替

手

段
以

外
の

通
信

手
段

の
機

能
喪

失
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

間
の

連
携

が
で

き
な

い
場

合
の

対
応

 
ア

 安
全
・

防
災

室
長

は
、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 

 
運

転
管

理
通

達
 

一
般

防

災
業

務

要
綱

 
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｃ
．

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
と

な
っ

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
当

直
課

長
は

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

故
障

を
示

す
指

示
変

動
や

欠
測

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

強

化
を

実
施

す
る

。
 

（
ｂ

）
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

、

速
や

か
に

作
業

の
中

断
、

所
員

と
車

両
の

退
避

に
係

る
措

置
を

実

施
す

る
。

 

ｄ
．

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
、

代
替

手
段

お
よ

び
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
が

で
き

な
い

場
合

の
対

応
 

（
ａ

）
安

全
・
防

災
室

長
は

、
速

や
か

に
作

業
の

中
断

、
所

員
と

車
両

の
退

避
に

係
る

措
置

を
実

施
す

る
。

 
  

―
 

―
 

―
 

別
添

 
3-

3
 

3
.5

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

た
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

等
の

対
応

 

構
外

の
観

測
潮

位
が

「
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変

動
」

の
警

報
発

信
基

準
に

達
し

、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ

ム
（

防
護

用
）

で
「

２
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ

も
10

分
以

内
に

0
.5

m
以

上
下

降
（

上
昇

）
す

る
こ

と
」

を

確
認

し
た

場
合

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

と

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

を
早

期
化

す
る

。
 

ま
た

、
「

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
」

の
警

報
発

信
基

準
に

達
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

実
施

し
津

波
襲

来

に
備

え
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ

の
対

応
 

（
中

略
）

 

 (
b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測

し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源

系
お

よ
び

制
御

系
に

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対

応
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の

【
設

計
及

び
工

事
計

画

に
係

る
補

足
説

明
資

料
】
 

５
．
発

電
所

構
外

の
観

測

潮
位

を
用

い
た

取
水

路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断

の
早

期
化

等
の

対
応

 

６
．
構

外
の

潮
位

観
測

の
設

計
に

関
す

る
補

足
事

項
 

運
転

管

理
通

達
 

原
子

燃

料
管

理

通
達

 

放
射

性

廃
棄

物

管
理

通

一
般

防

災
業

務

要
綱

 

 

原
子

燃

料
管

理

業
務

要

綱
  

原
子

力

発
電

所

放
射

設
計

基
準

事

象
時

に
お

け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の

た
め

の
活

動

に
関

す
る

所

達
 

 

原
子

燃
料

管

理
業

務
所

則
 

 

放
射

線
管

理

【
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

３
．

津
波

発
生

時
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

 

（
３

）
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

 発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

（
ａ

）
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

 

・
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

の
退

避
 

・
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
以

外
の

場
合

、
輸

送
船

の

退
避

お
よ

び
輸

送
船

と
の

情
報

連
絡

 

・
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
輸

送
車

両
等

の

退
避

（
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

並
び

に
輸

送
船

と
の

情
報

連
絡

）
 

・
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
健

全
性

確
認

 

・
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
襲

来
状

況
の

確
 

 
認

 

 
以

上
の

運
用

の
具

体
的

な
内

容
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管

理
す

る
。

 

 3
.6

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
 

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
、

以
下

の
①

～
③

の
対

応
を

行
う

こ
と

で
津

波
襲

来
に

備
え

る

設
計

と
し

、
運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

①
「

欠
測

時
の

運
用

を
除

外
」

 

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

ず
と

も
津

波
対

応
上

の

問
題

が
な

い
と

評
価

で
き

る
場

合
 

②
「

津
波

襲
来

を
判

断
し

た
際

と
同

等
の

対
応

を
実

施
」

 

①
に

該
当

せ
ず

、
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同

等
の

対
応

が
可

能
な

場
合

 

③
「

個
別

に
代

替
手

法
を

検
討

」
 

①
に

該
当

せ
ず

、
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
が

で
き

な
い

場
合

 

２
、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

ウ
 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業

の
中

断
に

係
る

措
置

を
行

う
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

エ
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

オ
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場

合
、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

カ
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

燃
料

等
輸

送
船

が
荷

役
中

の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
な

ら
び

に
漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
な

お
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

は
、
構

外
潮

位
観

測
地

点
の

監
視

人
に

よ
る

潮
位

の
観

測
に

よ
り

荷
役

作
業

を
実

施
す

る
。

 

キ
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長
は

、
燃

料

等
輸

送
船

が
荷

役
中

以
外

の
場

合
、
緊

急
離

岸
す

る
船

側
と

退
避

状
況

に
関

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 
 

達
 

 

線
・

化

学
管

理

業
務

要

綱
   

業
務

所
則

 

 
 

（
ｂ

）
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
ｃ

）
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

（
ｄ

）
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を

実
施

す
る

。
 

（
ｅ

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
燃

料
等

の
発

電
所

荷
役

作
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、「
高

浜
発

電
所

 
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
ｆ

）
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

性
廃

棄
物

等
の

発
電

所
荷

役
作

業
を

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、「

高
浜

発
電

所
 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
」

に
よ

り
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
ｇ

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す

る
措

置
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連

絡
を

行
う

。
 

【
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
】

 

１
０

．
２

 
原

子
燃

料
輸

送
中

の
事

故
等

 

（
２

）
原

子
燃

料
課

長
は

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
、

津
波

警
報

お
よ

び
津

波
注

意
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
ま

た
は

、
警

報
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
が

あ
る

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

、
以

下
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

ａ
．

荷
役

作
業

の
状

況
に

応
じ

て
、

輸
送

船
の

緊
急

離
岸

や
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
し

て
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
。

 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 

放
射

線
廃

棄
物

管
理

 

第
５

章
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

 

７
．

低
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

輸
送

管
理

の
実

施
 

（
６

）
輸

送
の

実
施

 

（
ｅ

）
放

射
性

管
理

課
長

は
、

Ｌ
Ｌ

Ｗ
の

輸
送

作
業

管
理

に
つ

い
て

以
下

の
業

務
を

実
施

す
る

。
な

お
、

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
構

内
運

搬

用
ト

ラ
ッ

ク
が

津
波

の
影

響
を

う
け

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
に

あ

る
場

合
は

漂
流

物
と

な
ら

な
い

対
策

と
し

て
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ

ク
の

窓
開

け
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時

は
、

構
外

潮
位

観
測

地
点

の
監

視
人

に
よ

る
潮

位
の

観
測

に
よ

り

荷
役

作
業

を
実

施
す

る
。

 

ア
．

作
業

準
備

 

 
 

輸
送

船
入

港
準

備
と

し
て

輸
送

容
器

の
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ

ク
、

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
の

配
備

お
よ

び
固

体
廃

棄
物

固
形

化
処

理

建
屋

等
搬

出
入

の
た

め
の

作
業

架
台

の
設

置
等

輸
送

に
係

る
作

業

準
備

を
実

施
す

る
。

な
お

、
構

内
運

搬
用

ト
ラ

ッ
ク

に
は

、
津

波

の
影

響
に

よ
っ

て
漂

流
物

と
な

ら
な

い
対

策
と

し
て

、
浮

力
を

上

回
る

よ
う

ウ
ェ

イ
ト

を
積

載
す

る
。

 

（
中

略
）

 

ケ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

 
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
輸

送
船

に
関

し
、

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施

す
る

。
ま

た
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報

連
絡

を
行

う
。

 

コ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 

 
 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

へ
の

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

と

し
て

、
放

射
線

管
理

課
長

は
、

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
。

な
お

、
輸

送
船

が
荷

役

中
以

外
の

場
合

、
緊

急
離

岸
す

る
船

側
と

退
避

状
況

に
関

す
る

情

報
連

絡
を

行
う

。
 

 

-
 

- 
-
 

添
26

-4
 

資
料

２
６

 
非

常
用

炉
心

冷
却

設
備

の
ポ

ン
プ

の
有

効
吸

込
水

頭
に

関
す

る
説

明
書

 
3
.1

 
評

価
方

針
 

(
2)

 再
循

環
サ

ン
プ

を
除

く
タ

ン
ク

等
を

水
源

と
す

る
ポ

ン
プ

の
評

価
方

針
 

（
中

略
）

 
・

万
一

、
取

水
元

で
あ

る
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

吸
込

口
の

ス
ト

レ
ー

ナ
が

詰
ま

っ
た

場
合

は
、

送
水

車
の

水
中

ポ
ン

プ
の

起
動

停
止

に
よ

る
ス

ト
レ

ー
ナ

閉
塞

の
回

復
及

び
ホ

ー
ス

吊
り

上
げ

に
よ

る
ス

ト
レ

ー
ナ

清
掃

が
短

時
間

で
可

能
で

あ
り

、
ス

ト
レ

ー
ナ

閉
塞

時
の

対
応

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

表
－

４
（

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

４
．

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に
発

電
用

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

 
 （

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 送
水

車
吸

込
口

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
 

送
水

車
の

運
転

時
、

吸
込

口
ス

ト
レ

ー
ナ

に
閉

塞
が

見
ら

れ
た

場
合

は
ス

ト
レ

ー
ナ

の
清

掃
等

を
行

う
。

 
 

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

手
順

に
記

載
し

て
い

る
。

 
表

－
４
：
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

手
順

等
 

表
－

６
：
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

 
 

表
－

７
：
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

（
送

水
車

を
使

用
す

る
手

順
書

）
 

送
水

車
の

吸
込

口
ス

ト
レ

ー
ナ

の
詰

ま
り

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
送

水
車

の
起

動
停

止
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
の

回
復

及
び

ホ
ー

ス
吊

り
上

げ
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
清

掃
等

を
行

う
。

 

-
 

- 
-
 

添
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-4
 

資
料

３
９

 
圧

力
低

減
設

備
の

ポ
ン

プ
の

有
効

吸
込

水
頭

に
関

す
る

説
明

書
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運

用
事
項

の
整
理

」（
高
浜
２

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

3
.1

 評
価

方
針

 
(
2)

 再
循

環
サ

ン
プ

を
除

く
タ

ン
ク

等
を

水
源

と
す

る
ポ

ン
プ

の
評

価
方

針
 

（
中

略
）

 
・

海
か

ら
復

水
タ

ン
ク

等
へ

の
送

水
の

た
め

に
設

置
す

る
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

に
は

、
ポ

ン
プ

吸
込

口
や

可
搬

型
ホ

ー
ス

を
閉

塞
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

異
物

（
例

：
く

ら
げ

等
の

海
洋

生
物

、
枝

等
の

漂
流

物
）

流
入

を
防

止
す

る
た

め
の

ス
ト

レ
ー

ナ
を

設
置

す
る

設
計

と
し

て
い

る
。

 
・

万
一

、
取

水
元

で
あ

る
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

の
吸

込
口

の
ス

ト
レ

ー
ナ

が
詰

ま
っ

た
場

合
は

、
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

の
起

動
停

止
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
の

回
復

及
び

ホ
ー

ス
吊

り
上

げ
に

よ
る

ス
ト

レ
ー

ナ
清

掃
が

短
時

間
で

可
能

で
あ

り
、

ス
ト

レ
ー

ナ
閉

塞
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

す
る

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

１
：
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

２
：
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
手

順
等

 
表

－
１

３
：
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
手

順
等

 

-
 

- 
-
 

添
43

-5
 

資
料

４
３

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.3
 照

明
 

緊
急

時
対

策
所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
（

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
含

む
。）

の
通

常
照

明
が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
よ

う
、

可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る

。
な

お
、

可
搬

型
照

明
等

の
資

機
材

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
（

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
）

 
操

作
手

順
 

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

②
 対

応
手

段
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
緊

急
時

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

お
よ

び
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
 

－
 

運
転

管
理

通
達

 
－

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
１

章
 

重
大

事
故

等
対

処
に

係
る

基
本

事
項

 
２

．
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
（

３
）

 
資

機
材

の
配

備
 

ａ
．
 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
別

紙
４

（
１

）「
設

備
・

資
機

材
一

覧
」

の
と

お
り

配
備

す
る

。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
14

条
13

 
 

（
安

全
設

備
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

５
 

環
境

条
件

等
 

（
６

）
冷

却
材

の
性

状
 

冷
却

材
を

内
包

す
る

安
全

施
設

は
、

水
質

管
理

基
準

を
定

め
て

水
質

を
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

異
物

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 
安

全
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

系
統

外
部

異
物

が
流

入
す

る
可

能
性

の
あ

る
系

統
に

対
し

て
は

、
ス

ト
レ

ー
ナ

等
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

機
能

を
有

効
に

発
揮

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 
 

添
6-

73
 

資
料

６
 

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

さ
れ

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
 

2
.3

 環
境

条
件

等
 

(
6)

 冷
却

材
の

性
状

(冷
却

材
中

の
破

損
物

等
の

異
物

含
む

。
)
 

・
安

全
施

設
は

、
日

本
機

械
学

会
「

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
の

流
力

振
動

評
価

指
針

」
(J

SM
E
 S

 0
1
2
‐

1
99

8)
に

よ
る

規
定

に
基

づ
く

評
価

を
行

い
、

配
管

内
円

柱
状

構
造

物
が

流
体

振
動

に
よ

り
破

損
物

と
し

て
冷

却
材

に
流

入
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 
・

安
全

施
設

は
、

水
質

管
理

基
準

を
定

め
て

水
質

を
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

異
物

の
発

生
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、

各
系

統
水

お
よ

び
タ

ン
ク

水
が

「
１

、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

各
系

統
の

水
質

が
管

理
値

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
15

条
2
  

（
設

計
基

準
対

象
施

設
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

１
．

１
 

通
常

運
転

時
の

一
般

要
求

 
（

１
）

設
計

基
準

対
象

施
設

の
機

能
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
に

、
高

温
停

止
状

態
及

び
低

温
停

止
状

態
に

お
い

て
炉

心
を

十
分

な
未

臨
界

状
態

に
保

つ
た

め
、

炉
心

が
有

す
べ

き
設

計
と

し
た

反
応

度
停

止
余

裕
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

臨
界

を
防

止
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
２

０
条

 
（

停
止

余
裕

）
 

モ
ー

ド
２

（
未

臨
界

状
態

）、
３

、
４

お
よ

び
５

に
お

い
て

、
停

止
余

裕
は

、
表

２
０

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

停
止

余
裕

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

２
（

未
臨

界
状

態
）
、
３

、
４

お
よ

び
５

に
お

い
て

、
３

日
に

１
回

、
停

止
余

裕
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
停

止
余

裕
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

２
０

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
 表

２
０

－
１

 
１

．
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

停
止

余
裕
 

(
1
)
 モ

ー
ド

２
（
未
臨

界
状

態
）
、
３

お
よ
び
４

に
お

い
て
、
 

1
.7
7
 
%
Δ

k/
k 
以
上

で
あ
る
こ

と
 

(
2
)
 モ

ー
ド

５
に
お
い

て
、

 
1.
0
 
%
Δ

k/
k 
以

上
で

あ
る
こ

と
 

２
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
 

項
 
目
 

運
転

上
の
制

限
 

停
止
余

裕
 

(
1
)
 
モ

ー
ド
２

（
未

臨
界
状

態
）
、
３
お

よ
び

４
に
お
い

て
、

 

1
.
8
 
%Δ

k
/k
 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

(
2
)
 
モ

ー
ド
５

に
お

い
て
、

 
1
.
0
 %
Δ

k
/
k 
以
上
で

あ
る
こ

と
 

 表
２

０
－

２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了

時
間
 

A
. 
停

止
余
裕
が

運
転

上
の

制
限
を

満
足

し
て

い
な
い

場
合
 

A
.
1
 当

直
課

長
は
、
停

止
余

裕
が
運

転
上

の
制

限
を
満

足
す
る

よ
う
に
、

ほ
う

酸
に

よ
る
濃

縮
操
作

を
開
始
す

る
。
 

速
や

か
に
 

  

－
 

原
子

燃
料

管
理

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

燃
料

管
理

業
務

要
綱

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

炉
心

管
理

業
務

所
則

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

第
２

章
 
炉

心
管

理
 

第
３

節
 
炉

心
管

理
 

４
．

２
 
原

子
炉

停
止

時
の

炉
心

管
理

項
目

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
次

の
項

目
を

実
施

す
る

。
 

（
２

）
原

子
炉

停
止

中
の

炉
心

管
理

 
炉

心
に

燃
料

が
あ

る
期

間
に

お
い

て
、

日
単

位
で

表
3
-3

 
に

示
す

内
容

を
実

施
し

、
「

停
止

中
の

日
常

炉
心

管
理

報
告

書
（

様
式

-1
0
）」

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

各
項

目
に

対
し

て
変

化
傾

向
を

確
認

す
る

。
 

 第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

（
定

検
時

操
作

関
係

）
 

各
モ

ー
ド

の
モ

ー
ド

移
行

前
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
、
保

安
規

定
で

定
め

る
 

停
止

余
裕

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

確
認

す
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

い
 

る
。

 

 

 
 

 

 
第

８
１

条
 

（
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
 

－
モ

ー
ド

６
－

）
 

モ
ー

ド
６

に
お

い
て

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
は

、
表

８
１

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

６
に

お
い

て
、
３

日
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
を

確
認

す
る

。
 

(2
) 

原
子

燃
料

課
長

は
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
装

荷
お

よ
び

燃
料

取
出

作
業

前
に

お
い

て
、
ほ

う
素

希
釈

ラ
イ

ン
が

隔
離

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

８
１

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

原
子

燃
料

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
燃

料
課

長
は

、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
８

１
－

１
 

１
．

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
 

項
 

目
 

運
転

上
の
制
限
 

１
次

冷
却
材

中
の
ほ
う

素
濃

度
 

2
,
6
0
0 
p
p
m 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

２
．

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
 

項
 

目
 

運
転

上
の
制
限
 

１
次

冷
却
材

中
の
ほ
う

素
濃

度
 

2
,
8
0
0 
p
p
m 
以

上
で
あ

る
こ

と
 

  

 

 
 

 

 

第
17

条
10

 
 

（
材

料
構

造
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
     

1 
原

子
炉

本
体

 

５
．

２
．

１
 

材
料

に
つ

い
て

 
（

２
）

破
壊

じ
ん

性
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

容
器

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
た

め
、

中
性

子
照

射
脆

化
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
じ

ん
性

を
維

持
で

き
る

よ
う

、
保

安
規

定
に

、
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
に

基
づ

き
１

次
冷

却
材

温
度

及
び

圧
力

の
制

限
範

囲
を

設
定

す
る

こ
と

を
定

め
て

管
理

す
る

。
 

 ３
．

１
 

原
子

炉
容

器
本

体
 

（
中

略
）

 
原

子
炉

容
器

は
最

低
使

用
温

度
を

  
℃

に
設

定
し

、
遷

移
温

度
ま

た
は

関
連

温
度

（
初

期
）

を
 
 
 
℃

以
下

に
管

理
す

る
こ

と
で

脆
性

破
壊

が
生

じ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

   

添
16

-1
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
2
. 

基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
に

使
用

す
る

材
料

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

 

保
守

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

 原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 
別

紙
1
9 

２
 監

視
試

験
結

果
の

評
価

 
（

１
）

 
発

電
所

安
全

・
防

災
室

長
は

、
J
EA

C
42

06
-2

00
7 

に
基

づ
き

、
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
、

原
子

炉
容

器
の

R
T
N
DT

 
お

よ
び

上
部

棚
吸

収
エ

ネ
ル

ギ
ー
（

Ｕ
Ｓ

Ｅ
）
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、
発

添
16

-1
7
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

172



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

                       

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

プ
ラ

ン
ト

起
動

・
停

止
時

の
1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３

：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
は

み
な

さ
な

い
。

 

電
所

長
の

承
認

を
得

て
、

発
電

室
長

へ
通

知
す

る
。

 

添
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-1
9
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.2

 
試

験
状

態
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

耐
圧

・
漏

え
い

試
験

時
の

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

添
16

-1
7
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

供
用

状
態

A
及

び
供

用
状

態
B
に

お
け

る
原

子
炉

容
器

の
材

料
の

破
壊

靭
性

を
評

価
す

る
た

め
、

評
価

対
象

と
な

る
材

料
の

関
連

温
度

（
RT

N
D
T
）

を
以

下
の

と
お

り
と

し
た

。
 

(
1)

関
連

温
度

（
初

期
）

 
原

子
炉

容
器

の
遷

移
温

度
及

び
関

連
温

度
は

、
最

低
使

用
温

度
  

℃
よ

り
 
 
℃

低
い

(注
1)

  
  

℃
以

下
と

な
ら

な
い

よ
う

管
理

す
る

こ
と

で
、

最
低

使
用

温
度

以
上

で
は

脆
性

破
壊

が
生

じ
な

い
た

め
、

材
料

調
達

時
に

設
計

要
求

を
  

  
℃

以
下

と
し

て
い

る
。

 

第
18

条
2
  

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
ク

ラ
ス

１
機

器
、

ク
ラ

ス
１

支
持

構
造

物
、

ク
ラ

ス
２

機
器

、
ク

ラ
ス

２
支

持
構

造
物

、
ク

ラ
ス

３
機

器
、

ク
ラ

ス
４

管
、

原
子

炉
格

納
容

器
、

炉
心

支
持

構
造

物
、

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
機

器
及

び
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

支
持

構
造

物
は

、
亀

裂
そ

の
他

の
欠

陥
に

よ
り

破
壊

が
引

き
起

こ
さ

れ
な

い
よ

う
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
亀

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

」
等

に
従

っ
て

検
査

及
び

維
持

管
理

を
行

う
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」
（

別
表

―
９

～
１

４
）

に
定

め
ら

れ
た

水
質

管
理

値
内

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

４
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

変
更

が
生

じ
た

場
合

、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅱ

 検
 
査

 
対

 象
 
範

 囲
 

「
ク

ラ
ス

１
機

器
当

該
年

検
査

対
象

範
囲

一
覧

表
」
の

と
お

り
。
た

だ
し

、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
に

つ
い

て
は

、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
体

積
検

査
に

て
実

施
す

る
。

 
 <検

査
対

象
選

定
の

考
え

方
>
 

「
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
き

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

に
つ

い
て

（
内

規
）
」
（

平
成

2
1
年

1
2
月

25
日

付
け

平
成

21
･1

1･
18

原
院

第
1
号

）（
以

下
、「

N
IS

A
文

書
」
と

い
う

。
）
及

び
社

団
法

人
日

本
機

械
学

会
J
S
ME

 
S 

N
A1

－
20

0
8
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

」（
以

下
「

維
持

規
格

」
と

い
う

。）
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お

、
試

験
部

位
選

定
に

つ
い

て
は

、
「

維
持

規
格

」
に

基
づ

き
機

器
と

配
管

の
溶

接
継

手
等

の
構

造
不

連
続

部
位

、
使

用
環

境
条

件
の

厳
し

い
部

位
、
過

去
の

損
傷

発
生

部
位

等
を

当
該

機
器

の
重

要
性

、
接

近
性

等
の

検
査

性
、

過
去

の
検

査
実

績
等

を
勘

案
し

て
選

定
す

る
。

 

第
18

条
3
  

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
ク

ラ
ス

１
機

器
の

耐
圧

部
分

は
、

貫
通

す
る

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

が
発

生
し

な
い

よ
う

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
」

等
に

従
っ

て
検

査
及

び
維

持
管

理
を

行
う

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

－
 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 
 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」
（

別
表

―
９

～
１

４
）

に
定

め
ら

れ
た

水
質

管
理

値
内

に
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

４
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅱ

 検
 
査

 
対

 象
 
範

 囲
 

「
ク

ラ
ス

１
機

器
当

該
年

検
査

対
象

範
囲

一
覧

表
」

の
と

お
り

。
 

た
だ

し
、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
に

つ
い

て
は

、
蒸

気
発

生
器

伝
熱

管
体

積
検

査
に

て
実

施
す

る
。

 

174



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

 
 <検

査
対

象
選

定
の

考
え

方
>
 

「
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
破

壊
を

引
き

起
こ

す
き

裂
そ

の
他

の
欠

陥
の

解
釈

に
つ

い
て

（
内

規
）
」
（

平
成

2
1
年

1
2
月

25
日

付
け

平
成

21
･1

1･
18

原
院

第
1
号

）（
以

下
、「

N
IS

A
文

書
」
と

い
う

。
）
及

び
社

団
法

人
日

本
機

械
学

会
J
S
ME

 
S 

N
A1

－
20

0
8
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

維
持

規
格

」（
以

下
「

維
持

規
格

」
と

い
う

。）
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お

、
試

験
部

位
選

定
に

つ
い

て
は

、
「

維
持

規
格

」
に

基
づ

き
機

器
と

配
管

の
溶

接
継

手
等

の
構

造
不

連
続

部
位

、
使

用
環

境
条

件
の

厳
し

い
部

位
、
過

去
の

損
傷

発
生

部
位

等
を

当
該

機
器

の
重

要
性

、
接

近
性

等
の

検
査

性
、

過
去

の
検

査
実

績
等

を
勘

案
し

て
選

定
す

る
。

 

第
21

条
2
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 
 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
１

）
ク

ラ
ス

１
機

器
、

ク
ラ

ス
２

機
器

、
ク

ラ
ス

３
機

器
、

ク
ラ

ス
４

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

施
設

時
に

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

圧
力

で
耐

圧
試

験
を

行
っ

た
と

き
、

こ
れ

に
耐

え
、

か
つ

、
著

し
い

漏
え

い
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
（

中
略

）
 

な
お

、
耐

圧
試

験
は

、
日

本
機

械
学

会
「

発
電

用
原

子
力

設
備

規
格

 
設

計
・

建
設

規
格

」
等

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

２
０

条
の

４
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

【
定

期
事

業
者

検
査

実
施

所
則

】
 

第
2
章

 
検

査
の

範
囲

 
2－

3
 そ

の
他

の
取

扱
い

 
(1

) 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

追
加

的
に

発
生

す
る

点
検

に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

技
術

基
準

の
適

合
を

確
認

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
と

し
て

実
施

す
る

。
 

 第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 第

6
章

 
検

査
事

前
準

備
 

6－
2
 標

準
検

査
要

領
書

の
制

定
 

検
査

所
管

課
(
室

)
長

は
、
６

－
１

で
定

め
た

標
準

検
査

要
領

書
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
、
次

の
各

号
に

よ
り

総
括

責
任

者
の

承
認

を
得

て
改

定
す

る
。

 
 ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

要
領

書
 

抜
粋

 
Ⅳ

 検
 
査

 
方

 法
 

検
査

は
、「

維
持

規
格

」
に

掲
げ

る
方

法
及

び
「

N
IS

A
文

書
」
に

よ
る

非
破

壊
試

験
の

方
法

に
準

拠
し

て
実

施
す

る
。

 

第
21

条
3
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
４

）
原

子
炉

格
納

容
器

は
、

最
高

使
用

圧
力

の
〇

・
九

倍
に

等
し

い
気

圧
で

気
密

試
験

を
行

っ
た

と
き

、
著

し
い

漏
え

い
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
な

お
、

漏
え

い
率

試
験

は
日

本
電

気
協

会
「

原
子

炉
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

試
験

規
程

」
等

に
従

っ
て

行
う

運
用

と
す

る
。

た
だ

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

の
単

一
故

障
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

判
定

基
準

に
適

切
な

余
裕

係
数

を
見

込
む

か
、

内
側

隔
離

弁
を

開
と

し
外

側
隔

離
弁

を
閉

と
し

て
試

験
を

実
施

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
表

５
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

 ２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、

－
 

安
全

管
理

通
達

 

安
全

管
理

業
務

要
綱

 

安
全

・
防

災
業

務
所

則
 

【
安

全
・

防
災

業
務

所
則

】
 

第
２

章
 
原

子
炉

施
設

に
係

る
安

全
管

理
 

５
．

保
安

規
定

に
お

け
る

定
期

検
査

時
実

施
事

項
の

完
了

通
知

 
保

安
規

定
に

お
け

る
定

期
検

査
時

実
施

事
項

の
所

管
課
（

室
）
長

は
、
検

査
の

完
了

を
発

電
室

長
も

し
く

は
当

直
課

長
へ

通
知

す
る

際
、
様

式
－

８
に

基
づ

き
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

の
う

ち
、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
５

６
－

３
 項
 

目
 

漏
え

い
率
 

Ａ
種
 

検
査
 

設
計
圧

力
検

査
 

0
.
0
8
 
%
/日

 
以

下
 

低
圧
検

査
 

0
.
0
4
 
%
/日

 
以

下
 

Ｂ
・

Ｃ
種
検

査
 

0.
0
4
 
%
/
日
 以

下
 

  
第

１
２

０
条

の
４

 
（

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

－
 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

第
2
2
条

2 
 

（
監

視
試

験
片

）
 

1
 原

子
炉

本
体

 

３
．

２
 

監
視

試
験

片
 

（
中

略
）

 
監

視
試

験
片

は
、

適
用

可
能

な
日

本
電

気
協

会
「

原
子

炉
構

造
材

の
監

視
試

験
方

法
」（

J
EA

C4
20

1
）

に
よ

り
、

取
り

出
し

及
び

監
視

試
験

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

１
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

添
1
6-

1
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
2.

 基
本

方
針

 
（

中
略

）
 

原
子

炉
容

器
に

使
用

す
る

材
料

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

保
安

規
定

に
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・
冷

却
時

※
１
に

お
い

て
、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(
1)

 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ
Ｄ

Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の

 

保
守

管
理

通
達

 
 運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

指
針

 
 原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

  
第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
 

所
則

 

【
原

子
力

発
電

所
保

修
業

務
要

綱
指

針
】

 
 

別
紙

1
9
 

２
 
監

視
試

験
結

果
の

評
価

 
（

１
）

 
発

電
所

安
全

・
防

災
室

長
は

、
J
E
AC

42
06

-2
00

7 
に

基
づ

き
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

等
に

よ
り

、
原

子
炉

容
器

の
RT

N
D
T 

お
よ

び
上

部
棚

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
（

Ｕ
Ｓ

Ｅ
）

の
推

移
を

評
価

し
、

そ
の

結
果

に
基

づ
き

原
子

炉
容

器
の

非
延

性
破

壊
防

止
の

た
め

の
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
制

限
範

囲
を

定
め

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

発
電

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長

176



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

添
16

-1
7
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.1

 
供

用
状

態
A
及

び
供

用
状

態
B
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

プ
ラ

ン
ト

起
動

・
停

止
時

の
1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

非
延

性
破

壊
防

止
の

た
め

の
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
た

上
で

、
所

長
の

承
認

を
得

て
、

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(
2)

 
当

直
課

長
は

、
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱

・
冷

却
時

に
お

い
て

、
１

時
間

に
１

回
、

１
次

冷
却

材
温

度
・

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
(
3)

 
当

直
課

長
は

、
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱

・
冷

却
時

に
お

い
て

、
１

時
間

に
１

回
、

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、
表

３
６

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
 ※

１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、

１
次

冷
却

系
の

耐
圧
・
漏

え
い

検
査

お
よ

び
安

全
注

入
系

逆
止

弁
漏

え
い

検
査

の
た

め
の

昇
温

、
降

温
操

作
開

始
か

ら
終

了
ま

で
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項

 
目
 

運
転

上
の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器
の

非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の

１
次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る

こ
と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め

る
制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

  

へ
通

知
す

る
。

 
 第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

原
子

炉
関

係
）

 
第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
（

定
検

時
操

作
関

係
）

 
1
次

冷
却

系
統

、
加

圧
器

の
加

熱
率

、
圧

力
変

化
率

の
制

限
に

つ
い

て
記

載
 

添
16

-1
9
 

資
料

１
６

 
原

子
炉

容
器

の
脆

性
破

壊
防

止
に

関
す

る
説

明
書

 
4
.4

.1
.2

 
試

験
状

態
に

対
す

る
評

価
結

果
 

（
中

略
）

 
保

安
規

定
で

は
、

中
性

子
照

射
の

影
響

を
考

慮
し

適
切

な
破

壊
靭

性
を

維
持

で
き

る
よ

う
、

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
基

づ
き

耐
圧

・
漏

え
い

試
験

時
の

1
次

冷
却

材
温

度
及

び
圧

力
の

制
限

範
囲

を
設

定
す

る
こ

と
を

定
め

て
、

原
子

炉
容

器
の

脆
性

破
壊

を
防

止
す

る
よ

う
管

理
す

る
。

 

第
27

条
6
  

（
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

）
 

3 
 原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

ま
た

、
材

料
選

定
に

加
え

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
、

水
質

管
理

を
行

う
と

と
も

に
１

次
冷

却
材

温
度

及
び

圧
力

の
制

限
範

囲
を

定
め

て
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

、
材

料
の

健
全

性
を

維
持

す
る

。
 

添
5
-1

 

資
料

５
 

ク
ラ

ス
１

機
器

及
び

炉
心

支
持

構
造

物
の

応
力

腐
食

割
れ

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

2
. 

基
本

方
針

 
Ｒ

Ｃ
Ｐ

Ｂ
拡

大
範

囲
の

設
備

は
、

日
本

機
械

学
会

「
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
 

設
計

・
建

設
規

格
」
（

J
SM

E 
S
 

N
C1

-2
00

1
）

及
び

（
JS

ME
 
S 

NC
1
-
20

05
）
【

事
例

規
格

】
発

電
用

原
子

力
設

備
に

お
け

る
「

応
力

腐
食

割
れ

発
生

の
抑

制
に

対
す

る
考

慮
」（

N
C
-C

C-
0
0
2）

に
基

づ
き

、
応

力
腐

食
割

れ
発

生
環

境
下

に
対

す
る

適
切

な
耐

食
性

を
有

す
る

材
料

の
使

用
、

運
転

中
の

引
張

応
力

を
軽

減
す

る
設

計
及

び
製

作
時

の
引

張
残

留
応

力
を

低
減

さ
せ

る
工

法
や

発
生

し
た

引
張

残
留

応
力

の
低

減
対

策
の

実
施

、
並

び
に

保
安

規
定

に
基

づ
く

水
質

管
理

等
の

応
力

腐
食

割
れ

発
生

の
抑

制
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

 
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

放
射

 
線

・
化

学
管

理
業

務
 

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

以
下

の
水

処
理

に
よ

り
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

 
運

転
管

理
通

達
 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

177



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 

第
33

条
6
  

（
循

環
設

備
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

６
．

１
 

化
学

体
積

制
御

設
備

の
機

能
 

化
学

体
積

制
御

設
備

は
、

通
常

運
転

時
又

は
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
弁

、
冷

却
材

ポ
ン

プ
の

シ
ー

ル
部

及
び

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
の

１
次

冷
却

材
の

小
規

模
漏

え
い

時
に

発
生

し
た

１
次

冷
却

材
の

減
少

分
を

自
動

的
に

補
給

し
、

１
次

冷
却

設
備

中
の

１
次

冷
却

材
保

有
量

を
適

正
に

調
整

す
る

と
と

も
に

、
１

次
冷

却
材

中
の

核
分

裂
生

成
物

及
び

腐
食

生
成

物
の

不
純

物
を

除
去

し
、

１
次

冷
却

材
の

水
質

及
び

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
支

障
を

及
ぼ

さ
な

い
値

以
下

に
保

つ
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
に

水
質

の
制

限
値

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

１
次

冷
却

材
の

水
質

を
管

理
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

ー
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、
各

系
統

水
お

よ
び

タ
ン

ク
水

が
「

１
、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、
各

系
統

の
水

質
が

管
理

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

以
下

の
水

処
理

に
よ

り
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

第
33

条
10

 
 

（
循

環
設

備
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

余
熱

除
去

設
備

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

冷
却

速
度

の
制

限
値

（
5
5℃

／
h
）

を
超

え
な

い
速

さ
で

、
炉

心
の

崩
壊

熱
と

顕
熱

を
除

去
す

る
よ

う
に

設
計

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
３

６
条

 
（

１
次

冷
却

材
の

温
度

・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

）
 

 

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
※
１
に

お
い

て
、

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

※
２
は

、
表

３
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
お

よ
び

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

原
子

炉
容

器
鋼

材
監

視
試

験
片

の
評

価
結

果
等

に
よ

り
原

子
炉

容
器

の
Ｒ

Ｔ
Ｎ

Ｄ
Ｔ
の

推
移

を
評

価
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
原

子
炉

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

１
次

冷
却

材
温

度
・
圧

力
の

制
限

範
囲

を
定

め
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

た
上

で
、

所
長

の
承

認
を

得
て

、
発

電
室

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

・
圧

力
を

確
認

す
る

。
 

(3
) 

当
直

課
長

は
、

通
常

の
１

次
冷

却
系

の
加

熱
・

冷
却

時
に

お
い

て
、

１
時

間
に

１
回

、
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
を

確
認

す
る

。
 

３
．
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

温
度
・
圧

力
ま

た
は

１
次

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
３

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 ※
１
：
通

常
の

１
次

冷
却

系
の

加
熱
・
冷

却
時

と
は

、
原

子
炉

起
動

、
原

子
炉

停
止

（
異

常
時

を
除

く
）
、
１

次
冷

却
系

の
耐

圧
・

漏
え

い
検

査
お

よ
び

安
全

注
入

系
逆

止
弁

漏
え

い
検

査
の

た
め

の
昇

温
、

降
温

操
作

開
始

か
ら

終
了

ま
で

を
い

う
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
２
：
１

次
冷

却
材

温
度

変
化

率
と

は
、
１

時
間

毎
の

差
分

の
こ

と
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 
 表

３
６

－
１

 
項
 

目
 

運
転
上

の
制

限
 

１
次

冷
却
材
温

度
・

圧
力
 

第
２

項
(
1
)号

で
定
め
る

原
子

炉
容
器

の
非
延

性

破
壊

防
止
の

た
め
の
１

次
冷

却
材
温
度

・
圧

力
の

制
限

範
囲
内

に
あ
る
こ

と
 

１
次

冷
却
材
温

度
変

化
率
 

表
３

６
－
２

で
定
め
る

制
限

値
内
に
あ

る
こ

と
※

３
 

※
３
：
瞬

時
の

制
限

値
の

逸
脱

は
、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 表
３

６
－

２
 

項
 

目
 

制
限
値
 

１
次
冷

却

材
温
度

変

化
率
 

原
子

炉
容
器
 

5
5
 ℃

/
h
 以

下
 

加
圧
器
 

加
熱

率
：
 
55
 
℃

/h
 
以
下
 

冷
却

率
：
1
10
 
℃

/h
 
以
下
 

  

－
 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
38

条
12

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

2 
中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(2
) 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

（
中

略
）

 
火

災
そ

の
他

の
異

常
な

状
態

に
よ

り
中

央
制

御
室

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

中
央

制
御

室
以

外
の

場
所

か
ら

、
発

電
用

原
子

炉
を

高
温

停
止

の
状

態
に

直
ち

に
移

行
さ

せ
、

及
び

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
想

定
さ

れ
る

範
囲

内
に

制
御

し
、

そ
の

後
、

現
場

操
作

等
と

併
せ

て
発

電
用

原
子

炉
を

安
全

な
低

温
停

止
の

状
態

に
移

行
さ

せ
、

及
び

低
温

停
止

の
状

態
を

維
持

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
中

央
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

装
置

を
有

す
る

と
と

も
に

、
操

作
手

順
を

定
め

る
。

 
－

 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

各
課

（
室

）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

を
作

成
し

、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(2
) 

巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(3

) 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(4
) 

警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(5

) 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(6
) 

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
に

関
す

る
事

項
 

(7
) 

誤
操

作
の

防
止

に
関

す
る

事
項

 

(8
) 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(9

) 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 
 

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 
 

中
央

制
御

室
外

か
ら

の
停

止
運

用
に

つ
い

て
記

載
。

 

178



別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
38

条
18

 
 

（
原

子
炉

制
御

室
等

）
 

4 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

２
 中

央
制

御
室

機
能

及
び

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
機

能
 

(1
) 

中
央

制
御

室
機

能
 

d.
 有

毒
ガ

ス
に

対
す

る
防

護
措

置
 

（
中

略
）

 
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

必
要

に
応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管

理
を

適
切

に
実

施
す

る
。

 

  

  

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
２

 
７

 
有

毒
ガ

ス
 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 (
c)

 各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期

待
す

る
堰

お
よ

び
覆

い
（

以
下

、「
防

液
堤

等
」
と

い
う

。）

に
つ

い
て

、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待

す
る

防
液

堤
等

は
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
機

能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
高

浜
発

電
所

 設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
３

．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
３

）
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
の

抑
制

の
効

果
が

見
込

め
る

、
防

液
堤

お
よ

び
覆

い
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
「

高
浜

発
電

所
 
保

修
業

務
所

則
」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
39

条
2
  

（
廃

棄
物

処
理

設
備

等
）

 

5 
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

 

１
．

１
 

廃
棄

物
処

理
設

備
 

（
中

略
）

 
さ

ら
に

、
発

電
所

周
辺

の
一

般
公

衆
の

線
量

を
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
く

保
つ

設
計

と
し

、
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
」
（

以
下

、「
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

」
と

い
う

。）
を

満
足

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 

ま
た

、「
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

」
に

基
づ

き
、

発
電

所
か

ら
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
に

つ
い

て
放

出
管

理
目

標
値

を
保

安
規

定
に

定
め

、
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
管

理
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

０
１

条
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

発
電

室
長

は
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、
放

射
線

管
理

課
長

の
管

理
の

も
と

、
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
次

の
事

項
を

管
理

す
る

。
 

(1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排

水
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

、
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

こ
と

。
 

(2
) 

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排

水
中

の
放

射
性

物
質
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く

。
）
の

放
出

量
が

、
表

１
０

１
－

１
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 
３

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

排
水

中
の

ト
リ

チ
ウ

ム
の

放
出

量
が

、
表

１
０

１
－

２
に

定
め

る
放

出
管

理
の

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

４
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

表
１

０
１

－
３

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

、
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

す
る

。
 

 表
１

０
１

－
１

 
項
 

 
 
目
 

放
出

管
理
目
標

値
 

放
射
性

液
体

廃
棄
物
 

（
ト
リ

チ
ウ

ム
を
除
く

。
）
 

1
.4
×

1
01

1
 
Bq
/
年
 

 表
１

０
１

－
２

 
項
 

 
 
目
 

放
出
管

理
の

基
準
値
 

ト
リ
チ

ウ
ム
 

2.
2
×

1
01

4
 
Bq
/
年
 

  

 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

放
射

線
管

理
業

務
所

則
 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
４

章
 
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

 
３

．
 放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

等
 

(3
)放

射
線

管
理

課
長

は
、（

２
）
に

よ
る

測
定

結
果

を
基

に
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く

）
の

放
出

量
が

別
表

３
－

３
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

目
安

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

目
安

値
を

原
則

と
し

て
超

え
な

い
こ

と
お

よ
び

別
表

３
－

４
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

」
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

放
出

の
可

否
を

判
断

す
る

。
 

ま
た

、
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

出
量

が
別

表
３

－
９
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

基
準

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

 
 

 

 

 
第

１
０

２
条

 
（

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
）

 

発
電

室
長

お
よ

び
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
放

射
線

管
理

課
長

の
管

理
の

も
と

、
表

１
０

２
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
次

の
事

項
を

管
理

す
る

。
 

(1
) 

排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
の

３
ヶ

月
平

均
値

が
、
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(2
) 

排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

表
１

０
２

－
１

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
 

３
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
０

２
－

２
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表

に
定

め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。

 
４

．
表

１
０

２
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

以
外

の
場

所
に

お
い

て
換

気
を

行
う

場
合

は
、
次

の
事

項
を

行
う

。
た

だ
し

、
第

１
０

６
条

第
１

項
（

１
）
に

定
め

る
区

域
等

に
お

け
る

換
気

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
(1

) 
作

業
の

所
管

課
（

室
）
長

は
、

フ
ィ

ル
タ

付
局

所
排

気
装

置
等

に
よ

り
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

拡
散

防
止

措
置

を
行

う
。

 
(2

) 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
０

２
－

３
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表

に
定

め
る

頻
度

で
測

定
し

、
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

換
気

に
よ

っ
て

放
出

さ
れ

る
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

る
お

そ
れ

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１

０
２

－
１

 
項

 
 
 
目
 

放
出

管
理
目
標

値
 

放
射
性

気
体

廃
棄
物
 

 

希
ガ

ス
 

よ
う

素
１
３

１
 

3
.
4
×

1
01

5
 
Bq
/
年
 

6
.
1
×

1
01

0
 
Bq
/
年
 

  

 

 
 

 

【
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
３

編
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
３

章
 
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

 
４

．
 放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

 
(3

)
放

射
線

管
理

課
長

は
、
（

2
）

に
よ

る
測

定
ま

た
は

算
定

の
結

果
を

基
に

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

量
が

別
表

３
－

３
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
の

目
安

値
」
に

定
め

る
放

出
管

理
の

目
安

値
を

原
則

と
し

て
超

え
な

い
こ

と
お

よ
び

別
表

３
－

４
「

放
射

性
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

」
に

定
め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

放
出

の
可

否
を

判
断

す
る

。
 

な
お

、
よ

う
素

１
３

１
に

つ
い

て
は

、
希

ガ
ス

濃
度

か
ら

炉
水

中
の

よ
う

素
１

３
１

／
希

ガ
ス

の
比

を
用

い
て

評
価

す
る

。
 

 

第
43

条
9
  

（
換

気
設

備
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

２
 

換
気

設
備

 
（

中
略

）
 

格
納

容
器

換
気

空
調

設
備

は
、

燃
料

取
替

の
場

合
等

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
立

入
り

に
先

立
ち

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

換
気

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

５
条

 
（

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
作

成
）

 

各
課

（
室

）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。）

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

を
作

成
し

、
制

定
・
改

正
に

当
た

っ
て

は
、
第

８
条

第
２

項
に

基
づ

き
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
の

起
動

お
よ

び
停

止
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(2
) 

巡
視

点
検

に
関

す
る

事
項

 
(3

) 
異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(4
) 

警
報

発
生

時
の

措
置

に
関

す
る

事
項

 
(5

) 
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
 

(6
) 

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
に

関
す

る

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

運
転

操
作

所
則

 

【
第

一
発

電
室

 
運

転
操

作
所

則
】

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

換
気

を
行

う
手

順
を

記
載
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

事
項

 
(7

) 
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(8
) 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
そ

の
他

自
然

災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 
(9

) 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

 
 

第
44

条
4
  

（
原

子
炉

格
納

施
設

）
 

7 
原

子
炉

格
納

施
設

 

１
．

１
 

原
子

炉
格

納
容

器
本

体
等

 
（

中
略

）
 

通
常

運
転

時
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

お
け

る
原

子
炉

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

脆
性

破
壊

及
び

破
断

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
脆

性
破

壊
に

対
し

て
は

、
最

低
使

用
温

度
よ

り
1
7
℃

以
上

低
い

温
度

で
衝

撃
試

験
を

行
い

、
規

定
値

を
満

足
し

た
材

料
を

使
用

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

上
昇

に
よ

る
破

断
を

防
止

す
る

た
め

、
保

安
規

定
に

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力
の

制
限

値
を

定
め

て
運

転
管

理
を

行
う

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い
て

、
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
表

５
６

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
の

う
ち

、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 表
５

６
－

１
 

項
 
目
 

運
転
上

の
制

限
 

原
子

炉
格
納

容
器

※
１
※
５
 

(
1
)
 原

子
炉

格
納
容
器

の
機

能
が
健

全
で
あ

る
こ
と
 

(
2
)
 原

子
炉

格
納
容
器

圧
力

が
表
５

６
－
２

で
定
め

る
制
限

値
内

に
あ
る

こ
と
 

(
3
)
 原

子
炉

格
納
容
器

エ
ア

ロ
ッ
ク

が
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
※

２
※
３
 

(
4
)
 原

子
炉

格
納
容
器

隔
離

弁
が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と

※
４
 

※
１
：
原

子
炉

格
納

容
器

は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
兼

ね
る

。
 

※
２
：
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

と
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
が

健
全

で
あ

る
こ

と
、

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
が

閉
止

可
能
（

閉
止

状
態

で
あ

る
こ

と
を

含
む

）
で

あ
る

こ
と

を
い

う
。

 
※

３
：
モ

ー
ド

４
の

原
子

炉
格

納
容

器
パ

ー
ジ

後
、
直

ち
に

閉
止

で
き

る
こ

と
を

条
件

に
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
の

両
方

の
ド

ア
を

開
放

す
る

場
合

、
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な

い
。

 
※

４
：
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

と
は

、
閉

止
可

能
（

閉
止

状
態

で
あ

る
こ

と
を

含
む

）
で

あ
る

こ
と

を
い

う
。

 
※

５
：

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
 

 表
５

６
－

２
 

項
 

目
 

制
 

限
 
値
 

１
号

炉
お

よ
び

 

２
号

炉
 

３
号

炉
お
よ

び
 

４
号

炉
 

原
子
炉

格
納

容
器
 

圧
力
 

1
2
 
k
Pa
[
g
ag
e
]
 
以
下
 

9
.
8
 
k
Pa
[
ga
g
e
]
 以

下
 

  

 

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
44

条
7
  

（
原

子
炉

格
納

施
設

）
 

7 
原

子
炉

格
納

施
設

 

１
．

２
 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

 
（

中
略

）
 

チ
ェ

ー
ン

ロ
ッ

ク
を

行
う

手
動

弁
に

つ
い

て
は

、
施

錠
管

理
弁

の
運

用
を

定
め

る
。

キ
ー

ロ
ッ

ク
に

て
管

理
す

る
遠

隔
操

作
弁

は
設

置
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
５

６
条

 
（

原
子

炉
格

納
容

器
）

 

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

原
子

炉
保

修
課

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
原

子
炉

格
納

容
器

漏
え

い
率

が
表

５
６

－
３

で
定

め
る

い
ず

れ
か

の
漏

え
い

率
内

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
そ

行
為

内
容

の
部

分
は

保
安

規
定

に
記

載
し

、
実

施
手

段
に

相
当

す
る

施
錠

管
理

で
あ

る
チ

ェ
ー

ン
ロ

ッ
ク

を
行

う
手

動
弁

の
運

用
に

つ
い

て
は

、
手

運
転

管
理

通
達

 

原
子

力
運

転
業

務
要

綱
 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 

第
一

発
電

室
 

業
務

所
則

 
第

8
章

 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
2.

 業
務

内
容

 
2.

1 
保

安
規

定
に

係
る

運
転

管
理

項
目

 
(1

) 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 
a.

 発
電

室
長

ま
た

は
、
当

直
課

長
は

、「
保

安
規

定
第

4
章

第
3
節

」
に
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(2

) 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
機

構
の

健
全

性
を

確
認

し
、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

に
通

知
す

る
。

 
(3

) 
発

電
室

長
は

、
定

期
事

業
者

検
査

時
に

、
表

５
６

－
６

で
定

め
る

系
統

の
原

子
炉

格
納

容
器

自
動

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

に
よ

り
隔

離
動

作
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(4
) 

当
直

課
長

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

に
、
事

故
条

件
下

に
お

い
て

閉
止

し
て

い
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

で
、
閉

操
作

ま
た

は
閉

動
作

が
可

能
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
開

状
態

と
し

て
い

る
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
（

前
号

で
隔

離
動

作
を

確
認

し
た

原
子

炉
格

納
容

器
自

動
隔

離
弁

を
含

む
）
を

除
き

、
閉

止
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
の

う
ち

、
手

動
隔

離
弁

お
よ

び
閉

止
フ

ラ
ン

ジ
に

つ
い

て
は

、
至

近
の

記
録

、
施

錠
管

理
の

実
施

、
区

域
管

理
の

実
施

等
に

よ
り

確
認

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
(5

) 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
、
１

２
時

間
に

１
回

、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

を
確

認
す

る
。

 
３

．
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
(1

) 
原

子
炉

格
納

容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
以

外
の

理
由

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

表
５

６
－

４
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、
表

５
６

－
５

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
同

表
の

条
件

Ｄ
に

該
当

す
る

場
合

は
原

子
炉

保
修

課
長

に
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
原

子
炉

保
修

課
長

は
、
同

表
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 
 

動
隔

離
弁

を
全

て
施

錠
管

理
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
規

定
す

る
。

 

規
定

さ
れ

て
い

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
「

第
3
節

第
20

条
か

ら
第

86
条

の
2
」
の

第
2
項

で
定

め
る

事
項

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

第
46

条
18

 
 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

8-
9 

緊
急

時
対

策
所

 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

 
 

９
 緊

急
時

対
策

所
 
 

２
 緊

急
時

対
策

所
の

基
本

設
計

方
針

、
適

用
基

準
及

び
適

用
規

格
 
 

（
１

）
基

本
設

計
方

針
 

第
２

章
 
個

別
項

目
 

１
．

緊
急

時
対

策
所

 
 

１
．

１
 
緊

急
時

対
策

所
の

設
置

等
 

（
３

）
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）

は
、

以
下

の
措

置
又

は

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
機

能
を

確
保

す
る

。
 

ｄ
．

有
毒

ガ
ス

に
対

す
る

防
護

措
置

 
 

（
中

略
）

 

有
毒

ガ
ス

防
護

に
係

る
影

響
評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

防
液

堤
等

は
、

必
要

に
応

じ
て

保
守

管
理

及
び

運
用

管
理

を
適

切
に

実
施

す
る

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

 
添

付
２

 
７

 
有

毒
ガ

ス
 

７
．

４
手

順
書

の
整

備
 

 (
c)

 各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評

価
に

お
い

て
、

有
毒

ガ
ス

影
響

を
軽

減
す

る
こ

と
を

期

待
す

る
堰

お
よ

び
覆

い
（

以
下

、「
防

液
堤

等
」
と

い
う

。）

に
つ

い
て

、
適

切
に

運
用

管
理

を
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
防

護
に

係
る

影
響

評
価

に
お

い
て

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
防

液
堤

等
は

、
有

毒
ガ

ス
影

響
を

軽
減

す
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、
施

設
管

理
計

画
に

基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

補
修

を
行

う
。

 

 

運
転

管
理

通
達

 

一
般

防
災

業
務

要
綱

 

高
浜

発
電

所
 

設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

【
高

浜
発

電
所

 設
計

基
準

事
象

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
３

．
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
 

（
３

）
施

設
管

理
、

点
検

 
各

課
（

室
）
長

は
、
有

毒
ガ

ス
発

生
の

抑
制

の
効

果
が

見
込

め
る

、
防

液
堤

お
よ

び
覆

い
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
「

高
浜

発
電

所
 
保

修
業

務
所

則
」
及

び
「

原
子

力
発

電
所

土
木

建
築

業
務

要
綱

」
に

よ
り

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
56

条
2
 

（
亀

裂
破

壊
防

止
）

 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

３
 

使
用

中
の

亀
裂

等
に

よ
る

破
壊

の
防

止
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
（

中
略

）
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

機
器

及
び

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
支

持
構

造
物

は
、

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

に
よ

り
破

壊
が

引
き

起
こ

さ
れ

な
い

よ
う

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

破
壊

を
引

き
起

こ
す

亀
裂

そ
の

他
の

欠
陥

の
解

釈
」

等
に

従
っ

て
検

査
及

び
維

持
管

理
を

行
う

。
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

９
条

 
（

水
質

管
理

）
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
表

１
９

－
１

に
定

め
る

１
次

冷
却

材
お

よ
び

蒸
気

発
生

器
器

内
水

の
水

質
が

基
準

値
の

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

ま
た

は
蒸

気
発

生
器

器
内

水
の

水
質

が
基

準
値

の
範

囲
に

な
い

場
合

は
、

基
準

値
の

範
囲

内
に

回
復

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

。
 

 表
１

９
－

１
 項
 

目
 

基
 

準
 
値
 

１
次

冷
却
材
 

電
気

伝
導
率
 

ｐ
Ｈ
 

塩
素

イ
オ
ン
 

溶
存

酸
素
 

溶
存

水
素
 

1
～

4
0 
μ

S/
c
m
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

4
～

1
1 
 
 

 
（
温
度

 
2
5 
℃

）
 

0
.
1
5
 p
p
m
 以

下
 

0
.
1
 
pp
m
 以

下
 

1
5
～

50
 
c
m3
 
-
ST
P
/
k
g
･H

2
O 

蒸
気

発
生
器

器
内

水
 

カ
チ

オ
ン
電
気

伝
導

率
 

ｐ
Ｈ
 

3
0
 
μ
S
/
c
m 
以

下
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

8
 
以

上
 
 

 
 
（
温

度
 2
5
 
℃
）
 

  

 

-
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

化
学

管
理

業
務

所
則

 

【
化

学
管

理
業

務
所

則
】

 
第

２
章

 
化

学
管

理
 

３
．

水
質

の
管

理
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（

室
）
長

の
協

力
を

得
て

適
切

な
水

処
理

を
行

い
、

各
系

統
水

お
よ

び
タ

ン
ク

水
が

「
１

、
２

次
系

統
水

の
水

質
管

理
値

一
覧

表
」（

別
表

―
９

～
１

４
）
に

定
め

ら
れ

た
水

質
管

理
値

内
に

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

各
系

統
の

水
質

が
管

理
値

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
以

下
の

水
処

理
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

第
１

２
０

条
の

４
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

所
長

は
、
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
、
本

条
に

お
い

て
「

検
査

」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

等
の

所
管

課
（

室
）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 
３

．
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※
１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す
る

。
 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項
目

と
、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

 

「
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
※

で
要

求
さ

れ
て

い
る

機
能

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，
以

下
の

事
項

を
記

載
し

た
定

期
事

業
者

検
査

要
領

書
を

検
査

の
単

位
ご

と
に

定
め

て
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
記

載
す

る
。

 
（

１
）

検
査

目
的

 
（

２
）

検
査

対
象

範
囲

 
（

３
）

検
査

項
目

 
（

４
）

検
査

方
法

 
（

５
）

判
定

基
準

 
（

６
）

検
査

体
制

 
（

７
）

不
適

合
管

理
 

（
８

）
検

査
手

順
 

（
９

）
検

査
成

績
書

 

検
査

・
試

験
通

達
 

原
子

力
発

電
業

務
要

綱
 

定
期

事
業

者
検

査
実

施
所

則
 

第
3
章

 
検

査
実

施
時

期
、

項
目

お
よ

び
実

施
頻

度
 

検
査

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
さ

れ
た

時
期

に
実

施
す

る
。
（

標
準

的
な

検
査

名
お

よ
び

実
施

頻
度

を
別

表
－

１
に

記
す

。
）

 
各

検
査

の
項

目
は

、
標

準
検

査
要

領
書

に
よ

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
Ｎ

Ｒ
Ａ

文
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

検
査

等
（

別
表

－
１

に
定

め
る

標
準

的
な

検
査

以
外

）
の

う
ち

、
継

続
し

て
実

施
し

な
い

検
査

に
つ

い
て

は
、
そ

の
検

査
に

係
る

工
事

を
所

管
す

る
担

当
課

(
室

)長
は

、
検

査
要

領
書

の
制

定
ま

で
に

以
下

の
項

目
を

定
め

、
総

括
責

任
者

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

検
査

所
管

課
(
室

)
 

(2
) 

検
査

員
の

必
要

な
力

量
 

(3
) 

検
査

の
実

施
時

期
 

(4
) 

所
管

主
任

技
術

者
 

 第
5
章

 
検

査
実

施
体

制
 

5－
3
 役

務
 

(4
) 

検
査

所
管

課
(
室

)長
 

・
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
検

査
協

力
課

(
室

)
長

に
対

し
て

検
査

作
業
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別
添
２
 
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
の
変

更
を
伴

わ
な

い
運

用
要

求
（

高
浜

２
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

 
社

内
標

準
 

社
内

標
準

に
お

け
る

 
具

体
的

記
載

案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(
要

綱
類

)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

４
．

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
と

き
、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 
(1

) 
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
設

備
管

理
部

署
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 
５

．
検

査
実

施
責

任
者

は
、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

６
．
各

課
（

室
）
長

は
、
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 
(1

) 
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 
(3

) 
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
 

※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a．
開

放
、
分

解
、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、
変

形
、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
b．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 
c．

a
、
b
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

し
て

い
る

状
態

を
維

持
す

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

※
技

術
基

準
の

解
釈

に
記

載
さ

れ
て

い
る

基
準

等
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

基
準

等
に

つ
い

て
は

、
保

安
活

動
に

必
要

な
文

書
と

し
て

、
管

理
を

行
う

。
 

の
実

施
を

依
頼

す
る

。
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
、

改
定

に
あ

た
り

内
容

を
確

認
し

、
承

認
す

る
。
 

・
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

 
・

検
査

の
手

順
を

適
用

法
規

に
従

い
定

め
る

。
 

・
検

査
の

手
順

に
従

い
実

施
す

る
。

 
・

検
査

に
協

力
す

る
事

業
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 
・

次
回

検
査

へ
の

反
映

事
項

が
あ

る
こ

と
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
改

善
策

を
検

討
し

、
実

施
す

る
。

 
・
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

の
合

否
判

定
の

連
絡

に
基

づ
き

、
検

査
工

程
の

リ
リ

ー
ス

を
許

可
す

る
。

 
・

検
査

に
関

す
る

不
適

合
の

連
絡

を
検

査
実

施
責

任
者

か
ら

受
け

た
場

合
は

、
検

査
要

領
書

で
定

め
る

不
適

合
処

置
要

領
に

従
い

対
応

す
る

。
 

・
検

査
に

係
る

記
録

を
管

理
す

る
。

 
・

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 
 

第
58

条
3
  

（
耐

圧
試

験
等

）
 

3 
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

 

５
．

４
 

耐
圧

試
験

等
 

（
３

）
 

（
中

略
）

 
使

用
中

の
重

大
事

故
等

ク
ラ

ス
２

機
器

及
び

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

３
機

器
に

属
す

る
機

器
は

、
当

該
機

器
の

使
用

時
に

お
け

る
圧

力
で

漏
え

い
試

験
を

行
っ

た
と

き
、

著
し

い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

な
お

、
漏

え
い

試
験

は
、

日
本

機
械

学
会

「
発

電
用

原
子

力
設

備
規

格
 

維
持

規
格

」
等

に
従

っ
て

実
施

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

－
 

説
明

書
記

載
な

し
 

第
１

２
０

条
 

（
保

守
管

理
計

画
）

 
 

 

－
 

保
守

管
理

通
達

 

原
子

力
発

電
所

保
修

業
務

要
綱

 

保
修

業
務

所
則

 

【
保

修
業

務
所

則
】

 
第

６
章

 
保

全
計

画
の

策
定

 
２

．
保

全
計

画
の

策
定

 
担

当
課
（

室
）
長

は
、
保

全
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
関

連
法

令
、
関

係
規

格
お

よ
び

基
準

を
遵

守
す

る
。
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